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１．申請に係る「試験研究の用に供する原子炉等

の技術基準に関する規則」への適合性 
 

 



 

添 1-1-1 

 



 

 

 

１－１．原子炉制御棟避雷針の設置に係る「試験

研究の用に供する原子炉等の技術基準に

関する規則」への適合性 
 



 

添 1-1-1 

本申請のうち原子炉制御棟避雷針の設置に係る設計及び工事の方法と「試験研究の

用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合性は、

以下に示すとおりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
有 第 1項 

別添-１に示すとお

り 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 



 

添 1-1-2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 

 



 

添 1-1-3 

別添-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. （落雷） 

落雷による火災の発生を防止するため、原子炉制御棟には避雷針が設けられてい

る。 

2. 人為事象は本申請の申請範囲外である。 

3. JRR-3原子炉施設は、船舶に設置されるものではないため、本条項の適用を受けな

い。 

4. JRR-3原子炉施設は、航空機の墜落により施設の安全性を損なうおそれはないため、

本条項の適用を受けない。 

 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

  試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤

の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、

道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合におい

て、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航

空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人

為によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等原子炉施設の安

全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたもので

なければならない。 

３ 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器に

近接する船体の部分は、衝突、座礁その他の要因による原子炉格納容器の機

能の喪失を防止できる構造でなければならない。 

４ 試験研究用等原子炉施設は、航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設

の安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置

が講じられたものでなければならない。 



 

 

 

１－２．中央制御室外原子炉停止盤の設置に係る

「試験研究の用に供する原子炉等の技術

基準に関する規則」への適合性 
 



 

添 1-2-1 

本申請のうち中央制御室外原子炉停止盤の設置に係る設計及び工事の方法と「試験

研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合

性は、以下に示すとおりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 



 

添 1-2-2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 有 第 5項 
別添-１に示すとお

り 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 

 



 

添 1-2-3 

別添-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 中央制御室外原子炉停止盤は、原子炉制御室には該当しないため、第二十四条第1項

～第4項の適用を受けない。 

2. 火災その他の要因により中央制御室が使用できない場合に、中央制御室以外の場所か

ら原子炉の運転を停止できるよう中央制御室外原子炉停止盤を施設する。また、原子

炉の停止操作は、制御棒の挿入操作のみであり、その後の崩壊熱除去においては、原

子炉の監視結果に基づく操作は必要なく、その後の停止状態の維持にも必要な動的機

器はないため、原子炉プールの冠水が維持できていることが確認できればよい。この

ため、中央制御室外原子炉停止盤に原子炉プール水位計を施設する。 

 

 

第三十四条（原子炉制御室等） 

試験研究用等原子炉施設には、原子炉制御室が設けられていなければならな

い。 

２ 原子炉制御室は、試験研究用等原子炉の運転状態を表示する装置、試験研

究用等原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、異常を表示す

る警報装置その他の試験研究用等原子炉の安全を確保するための主要な装

置を集中し、かつ、誤操作することなく適切に運転操作することができる

よう設置されたものでなければならない。 

３ 原子炉制御室は、従事者が設計基準事故時に容易に避難できる構造でなけ

ればならない。 

４ 原子炉制御室及びこれに連絡する通路は、試験研究用等原子炉施設の損壊

又は故障その他の異常が生じた場合において、試験研究用等原子炉の運転

の停止その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するための措置を

とるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、かつ、一定期間とどま

ることができるように、遮蔽設備の設置その他の適切な放射線防護措置が

講じられたものでなければならない。 

５ 試験研究用等原子炉施設には、火災その他の要因により原子炉制御室が使

用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉の運

転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる設備が設けられて

いなければならない。ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で

支障がない場合にあっては、この限りでない。 



 

 

 

１－３．中央制御室におけるばい煙対策設備の設

置に係る「試験研究の用に供する原子炉

等の技術基準に関する規則」への適合性 
 



 

添 1-3-1 

本申請のうち中央制御室におけるばい煙対策設備の設置に係る設計及び工事の方法

と「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準

への適合性は、以下に示すとおりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
有 第 1項 

別添-１に示すとお

り 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 



 

添 1-3-2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 
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1. （森林火災） 

外部火災時のばい煙に対して、外部から中央制御室への進入を防止できるよう、

換気空調設備にはダンパを設けている。 

2. 人為事象は本申請の申請範囲外である。 

3. JRR-3原子炉施設は、船舶に設置されるものではないため、本条項の適用を受けな

い。 

4. JRR-3原子炉施設は、航空機の墜落により施設の安全性を損なうおそれはないため、

本条項の適用を受けない。 

 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地

盤の改良その他の適切な措置を講じられたものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、

道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合にお

いて、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又

は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等原子炉

施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置を講じら

れたものでなければならない。 

３ 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器に

近接する船体の部分は、衝突、座礁その他の要因による原子炉格納容器の

機能の喪失を防止できる構造でなければならない。 

４ 試験研究用等原子炉施設は、航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設

の安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措

置を講じられたものでなければならない。 



 

１－４．原子炉プール及び使用済燃料プール水位

警報設備の設置に係る「試験研究の用に

供する原子炉等の技術基準に関する規

則」への適合性 
 



添 1-4-1 

本申請のうち原子炉プール及び使用済燃料プール水位警報設備の設置に係る設計及

び工事の方法と「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる

技術上の基準への適合性は、以下に示すとおりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 －  

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 有 
第 2項第 4

号ロ 

別添-１に示すとお

り 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 

第三十条 計測設備 有 
第 1項第 4

号ロ 

別添-１に示すとお

り 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 
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1. 本申請に係る使用済燃料燃料プール水位警報設備は、液位を計測する設備であり、

燃料を貯蔵する設備ではないため、第2項第四号ロが該当し、第1項から第2項第四

号イまでは申請範囲外である。第2項第四号ロについて、使用済燃料燃料プールの

液位を測定し、異常を検知できるよう使用済燃料プールに水位計を設ける。 

 

第二十六条（核燃料物質貯蔵設備） 

  核燃料物質貯蔵設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなけれ

ばならない。 

一 燃料体等が臨界に達するおそれがないこと。 

二 燃料体等を貯蔵することができる容量を有すること。 

三 次に掲げるところにより燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる

設備を備えるものであること。 

イ 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し及び警報を発することができ

るものであること。 

ロ 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要がある場合には、燃料取

扱場所の温度の異常を検知し及び警報を発することができるものであ

ること。 

２ 使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する核燃料物質貯蔵設備は、前

項に定めるところによるほか、次に掲げるところにより設置されていなけれ

ばならない。 

一 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食することを防止

し得るものであること。 

二 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放射線に対して適切な遮蔽能

力を有するものであること。 

三 使用済燃料その他高放射性の燃料体の崩壊熱を安全に除去し得るもので

あること。 

四 使用済燃料その他高放射性の燃料体を液体中で貯蔵する場合は、前号に掲

げるところによるほか、次に掲げるところによること。 

イ 液体があふれ、又は漏えいするおそれがないものであること。 

ロ 液位を測定でき、かつ、液体の漏えいその他の異常を適切に検知し得

るものであること。 



添 1-4-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 本申請に係る原子炉プール水位警報設備は、液位を計測する設備であるため、第1

項第四号ロが該当し、第1項のその他の条項及び第2項は申請範囲外である。第1項

第四号ロについて、原子炉停止時に原子炉プールの液位を測定し、制御室外で異常

を検知できるよう原子炉プールに水位計を設ける。なお、通常運転時の液位の監視

及び設計基準事故時の状況把握並びに対策を講ずるために必要な原子炉停止後の

液位の監視及び記録は安全保護系の原子炉プール水位計（昭和62年4月6日付け61安

（原規）第218号をもって設計及び工事の方法の認可を受け、平成2年10月16日付け

60安（原規）第173号をもって使用前検査に合格）を用いる。

第三十条（計測設備） 

  試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる事項を計測する設備が設けられ

ていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが

困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって代えることができる。 

一 熱出力及び炉心における中性子束密度 

二 炉周期 

三 制御棒（固体の制御材をいう。以下同じ。）の位置 

四 一次冷却材に関する次の事項 

イ 含有する放射性物質及び不純物の濃度 

ロ 原子炉容器内における温度、圧力、流量及び液位 

２ 試験研究用等原子炉施設には、設計基準事故が発生した場合の状況を把握

し及び対策を講ずるために必要な試験研究用等原子炉の停止後の温度、液位

その他の試験研究用等原子炉施設の状態を示す事項（以下「パラメータ」と

いう。）を、設計基準事故時に想定される環境下において、十分な測定範囲及

び期間にわたり監視し及び記録することができる設備が設けられていなけれ

ばならない。 



 

 



 

１－５．外部消火設備の設置に係る「試験研究の

用に供する原子炉等の技術基準に関する

規則」への適合性 
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本申請のうち外部消火設備の設置に係る設計及び工事の方法と「試験研究の用に供

する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合性は、以下に

示すとおりである。 

なお、森林火災による影響評価において、外部消火設備の機能に期待しなくとも施

設の安全性を損なわないことが確認できたため、外部消火設備が適合性を示すべき「試

験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」の条文はない。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 

 



 



 

１－６．内部溢水影響評価に係る「試験研究の用

に供する原子炉等の技術基準に関する規

則」への適合性 
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本申請のうち内部溢水評価に係る設計及び工事の方法と「試験研究の用に供する原

子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合性は、以下に示すと

おりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
有 

第 1項 

第 2項 

別添-１に示すとお

り 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 



添 1-6-2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 
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別添-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含む。）、消火系統等

の作動、原子炉プール、カナル、使用済燃料プール又は使用済燃料貯槽のスロッ

シングにより溢水が発生したとしても、原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込

め機能を維持できる設計となっている。また、停止状態にある場合は、引き続き

その状態を維持できる設計となっている。 

   

2. 発生が想定される溢水が放射性物質を含むものである場合については、管理区域

からの漏えいを防止する設計となっている。 

 

第十九条（溢（いつ）水による損傷の防止） 

 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内における溢（い

つ）水の発生によりその安全性を損なうおそれがある場合は、防護措置その

他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質

を含む液体を内包する容器又は配管の破損により当該容器又は配管から放射

性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当該液体が管理区域外

へ漏えいすることを防止するために必要な措置が講じられたものでなければ

ならない。 



 

１－７．内部火災影響評価に係る「試験研究の用

に供する原子炉等の技術基準に関する規

則」への適合性 
 



添 1-7-1 

本申請のうち内部火災影響評価に係る設計及び工事の方法と「試験研究の用に供す

る原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準への適合性は、以下に示

すとおりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 
安全設備 

有 
第 1項 

第 2号 

別添-１に示すとお

り 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 



添 1-7-2 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 
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別添-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 一 本申請の申請範囲外である。 

二 内部火災に対する防護対象設備に該当し、火災による影響を受けるおそれのある

設備のうち、火災発生時においても原子炉の安全性を確保するのに必要な安全機

能を有する設備については、火災発生時においても必要な安全機能が達成できる

よう多重性または多様性を確保し、及び独立性を確保した設計となっている。 

三 本申請の申請範囲外である。 

四 本申請の申請範囲外である。 

  五 本申請の申請範囲外である。 

  六 本申請の申請範囲外である。 

 

 

第二十一条（安全設備） 

安全設備は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。 

 一 第二条第二項第二十八号ロに掲げる安全設備は、二以上の原子力施設において共有

し、又は相互に接続するものであってはならない。ただし、試験研究用等原子炉の安

全を確保する上で支障がない場合にあっては、この限りでない。 

 二 第二条第二項第二十八号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は

器具の単一故障（試験炉許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障をいう。第

三十二条第三号において同じ。）が発生した場合であって、外部電源が利用できない

場合においても機能できるよう、当該系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び

動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するものである

こと。ただし、原子炉格納容器その他多重性、多様性及び独立性を有することなく試

験研究用等原子炉の安全を確保する機能を維持し得る設備にあっては、この限りでな

い。 

 三 安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての

環境条件において、その機能を発揮することができるものであること。 

四 火災により損傷を受けるおそれがある場合においては、次に掲げるところによるこ

と。 

イ 火災の発生を防止するために可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するこ

と。 

ロ 必要に応じて火災の発生を感知する設備及び消火を行う設備を設けられている

こと。 

ハ 火災の影響を軽減するため、必要に応じて、防火壁の設置その他の適切な防火措

置を講ずること。 

 五 前号ロの消火を行う設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても試験

研究用等原子炉を安全に停止させるための機能を損なわないものであること。 

 六 蒸気タービン、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により損傷を受

け、試験研究用等原子炉施設の安全性を損なうおそれがある場合には、防護施設の設

置その他の適切な損傷防止措置が講じられていること。 



 

１－８.ＪＲＲ－３原子炉施設の構造（外部事象影

響）に係る「試験研究の用に供する原子炉

等の技術基準に関する規則」との適合性



添 1-8-1 

本申請のうちＪＲＲ－３原子炉施設の構造（外部事象影響）に係る設計及び工事の方法と

「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準との適

合性は、以下に示すとおりである。 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 －  

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
有 

第 1項 

第 2項 

別添-１に示すとお

り 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 
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別添-１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．安全施設は、原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地内又はその周辺にお

いて想定される自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組合せに遭遇した場合に

おいても、安全機能を損なうおそれがない設計となっている。 

特に本申請で評価を行った外部火災（森林火災、爆発、近隣工場等の火災及び航空

機の落下による火災）及び竜巻について、以下のとおり「試験研究の用に供する原

子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準との適合性を示す。 

原科研敷地外の森林火災が原子炉施設に迫った場合でも、施設の安全機能を損な

うおそれがない設計となっている。なお、航空機の落下確率が10-7（回／炉・年）

となる面積の外周部にある森林に航空機が落下し、その火災によって森林火災が発

生するといった熱影響が最も厳しい条件となる重畳事象を想定した場合でも、安全

施設の安全機能を損なうおそれはない。（添付書類2-3-1参照） 

原科研の敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去の記録を踏

まえた影響が最も大きい竜巻（藤田スケールF1、最大風速49m/s）の発生を考慮し

ても、安全施設の安全機能を損なわない設計となっている。 

また、当該竜巻で安全施設に損傷を与えるような飛来物の飛来防止対策を行う。

（添付書類2-3-2参照） 

 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

  試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の

改良その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、

道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合におい

て、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空

機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人為

によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等原子炉施設の安全

性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでな

ければならない。 

３ 試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあっては、原子炉格納容器に

近接する船体の部分は、衝突、座礁その他の要因による原子炉格納容器の機能

の喪失を防止できる構造でなければならない。 

４ 試験研究用等原子炉施設は、航空機の墜落により試験研究用等原子炉施設

の安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置その他の適切な措置

が講じられたものでなければならない。 
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2．安全施設は、原科研敷地内又はその周辺において想定される人為事象（故意による

ものを除く。）に対して、安全機能を損なうおそれがない設計となっている。 

原科研の敷地への航空機の落下により発生する火災を想定しても、原子炉施設の安

全機能を損なわない設計となっている。（添付書類2-3-1参照） 

原科研の敷地周辺には、石油コンビナート等の大規模な爆発のおそれのある工場等

はない。原科研の敷地内にLNGタンク等を設置する場合は、その爆発による原子炉施

設への影響を考慮して設置する。 

原科研の敷地外の近隣工場等（半径10km以内）において火災による原子炉施設への

影響を評価し、原子炉施設の安全機能を損なわない設計となっている。（添付書類2-

3-1参照） 

原科研の敷地内に設置された重油タンク等の火災による原子炉施設への影響を評

価し、原子炉施設の安全性を確保するために必要な安全機能を損なわない設計とな

っている。（添付書類2-3-1参照） 

 

3．ＪＲＲ－３は、船舶に設置する原子炉ではない。よって、本項の適用を受けない。 

 

4．航空機の落下確率については「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基

準について（平成14・07・29原院4号）」等に基づき評価した結果、防護設計の要否

を判断する基準を超えないことから、航空機落下に対する考慮をする必要はない。

よって、本項の適用を受けない。 



 

 



 

 

１－９．設備機器の耐震性に関する申請に係る「試

験研究の用に供する原子炉等の技術基準に

関する規則」との適合性



添 1-9-1 

本申請のうち設備機器の耐震性に関する申請に係る設計及び工事の方法と「試験研究の

用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準との適合性は、以下

に示すとおりである。 

 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 有 － 
別添-１に示すとお

り 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 無 － － 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 

 



添 1-9-3 

別添-１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．本申請に係る設備機器は、地震により発生するおそれのある公衆への影響を防止する

観点から、耐震重要度に応じた耐震性を有する構造となっている。 

2．本申請に係る下部遮蔽体、サイフォンブレーク弁、中性子吸収体、制御棒駆動装置、

前部水封用止板、使用済燃料貯蔵ラックは、原子炉設置変更許可申請書添付書類六「５．

地震」に示す基準地震動による地震力に対してその安全機能が保持できるように設計

されている。 

3．本申請に係る下部遮蔽体、サイフォンブレーク弁、中性子吸収体、制御棒駆動装置、

前部水封用止板、使用済燃料貯蔵ラックが設置されている原子炉建家周辺には、基準

地震動による地震力に対して、耐震重要施設の安全機能に重大な影響を与えるような

崩壊を起こす斜面がないため、上記設備機器の安全性が損なわれるおそれがない。 

 

第六条（地震による損傷の防止） 

  試験研究用等原子炉施設は、これに作用する地震力（試験炉許可基準規

則第四条第二項の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により

公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。 

２ 耐震重要施設（試験炉許可基準規則第三条第一項に規定する耐震重要施

設をいう。以下この条において同じ。）は、その供用中に当該耐震重要施

設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用す

る地震力（試験炉許可基準規則第四条第三項に規定する地震力をいう。）

に対してその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

３ 耐震重要施設は、試験炉許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる

斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければ

ならない。 



 

 

１－１０．原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に

係る設計に係る「試験研究の用に供する

原子炉等の技術基準に関する規則」との

適合性
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本申請のうち原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設計に係る設計及び工事の方法

と「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準との

適合性は、以下に示すとおりである。 

 

 

技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第一章 総則  

第一条 適用範囲 － － － 

第二条 定義 － － － 

第三条 
特殊な設計による試験

研究用等原子炉施設 
－ － － 

第四条 
廃止措置中の試験研究

用等原子炉施設の維持 
無 － － 

第五条 
試験研究用等原子炉施

設の地盤 
無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 無 － － 

第七条 津波による損傷の防止 無 － － 

第八条 
外部からの衝撃による

損傷の防止 
無 － － 

第九条 

試験研究用等原子炉施

設への人の不法な侵入

等の防止 

無 － － 

第十条 
試験研究用等原子炉施

設の機能 
無 － － 

第十一条 機能の確認等 無 － － 

第十二条 材料及び構造 無 － － 

第十三条 安全弁等 無 － － 

第十四条 逆止め弁 無 － － 

第十五条 
放射性物質による汚染

の防止 
－ － － 

第十六条 遮蔽等 無 － － 

第十七条 換気設備 無 － － 

第二章 試験研究用原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設 
 

第十八条 適用 無 － － 

第十九条 
溢（いつ）水による損傷

の防止 
無 － － 

第二十条 安全避難通路等 無 － － 

第二十一条 安全設備 無 － － 

第二十二条 炉心等 無 － － 

第二十三条 熱遮蔽材 無 － － 

第二十四条 一次冷却材 無 － － 

第二十五条 核燃料物質取扱設備 無 － － 

第二十六条 核燃料物質貯蔵設備 無 － － 

第二十七条 一次冷却材処理装置 無 － － 

第二十八条 冷却設備等 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 
評価の必要性の有無 

適合性 
有・無 項・号 

第二十九条 液位の保持等 無 － － 

第三十条 計測設備 無 － － 

第三十一条 放射線管理施設 無 － － 

第三十二条 安全保護回路 無 － － 

第三十三条 
反応度制御系統及び原

子炉停止系統 
無 － － 

第三十四条 原子炉制御室等 無 － － 

第三十五条 廃棄物処理設備 無 － － 

第三十六条 保管廃棄設備 無 － － 

第三十七条 原子炉格納施設 有 
第１項 

第１号 

別添-１に示すとお

り 

第三十八条 実験設備等 無 － － 

第三十九条 

多量の放射性物質等を

放出する事故の拡大の

防止 

無 － － 

第四十条 保安電源設備 無 － － 

第四十一条 警報装置 無 － － 

第四十二条 通信連絡設備等 無 － － 

第四十三条 

～第五十二条 

第三章 研究開発段階

原子炉に係る試験研究

用等原子炉施設に関す

る条項 

該当無し － － 

第五十三条～第

五十九条 

第四章 ガス冷却型原

子炉に係る試験研究用

等原子炉施設に関する

条項 

該当無し － － 

第六十条 

～第七十条 

第五章 ナトリウム冷

却型高速炉に係る試験

研究用等原子炉施設に

関する条項 

該当無し － － 

第七十一条 第六章 雑則 無 － － 
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1．通常運転時に原子炉建家内を適切な負圧に維持できるよう原子炉建家排気設備及び原

子炉建家換気空調設備を設けている。また、原子炉建家、原子炉建家排気設備及び原

子炉建家換気空調設備は、原子炉建家の漏えい率が10％/日以下となるよう設計されて

いる。 

2. 非常用排気設備については、「JRR-3の改造（その５）」（昭和 61年 12月 26日付け 61

原研 19 第 35号をもって申請し、昭和 62年 4 月 6日付け 61安（原規）第 218 号をも

って認可）にて認可を受け、平成 2 年 10 月 16 日付け 60 安（原規）第 173 号をもっ

て使用前検査に合格しているため、本申請の申請範囲外である。 

 

 

 

第三十七条（原子炉格納施設） 

  試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉格納施

設が設けられていなければならない。 

一 通常運転時に、その内部を負圧状態に維持し得るものであり、かつ、所

定の漏えい率を超えることがないものであること。ただし、公衆に放射線

障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、この限りでない。 

二 設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさないようにするた

め、原子炉格納施設から放出される放射性物質を低減するものであるこ

と。ただし、公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっては、こ

の限りでない。 



 

２．添付計算書（耐震性を除く） 

 
 



 

 

 



 

 

２－１．内部溢水影響評価に係る説明書 

  



 

 

 



 

 

２－１－１．基準地震動に伴うスロッシングによる原

子炉プール等の溢水量に係る説明書 
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1. 概要及び評価対象とする溢水源 

1.1 概要 

基準地震動に伴うスロッシングによる原子炉プール、カナル及び使用済燃料プール（以下

「原子炉プール等」という。）の溢水量を評価した。 

 

1.2 想定する溢水源 

想定する溢水源とそれらの配置図は以下のとおりである。 

 

溢水源 設置場所 

原子炉プール 原子炉建家1階 

カナル 原子炉建家1階 

使用済燃料プール 原子炉建家1階 

 

 
図-2-1-1.1 溢水源の配置図 

 

1.3 評価の方針 

 評価は、以下の方針により行った。 

(1) スロッシングは、基準地震動に伴い発生するものとする。 

(2) 原子炉等プールの水面（以下「基準水位」または「W.L.」という。）は、オーバー

フロー管の高さとする。  
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2. 評価 

2.1 スロッシングによる溢水量の計算方法 

ラプラス方程式を満たす速度ポテンシャル[1]を用いてスロッシングによる溢水量を評

価する。 

  直方体容器内のスロッシングの固有周波数𝑓及び固有周期𝑇は、以下の式[2]で算出する。 

𝑓 =
1

2𝜋
√

𝜋

2𝐿1
𝑔 × tanh(

𝜋𝐻1

2𝐿1
)  

𝑇 =
1

𝑓
 

固有周期𝑇に対する地震による加速度𝛼を、評価用地震動の加速度応答スペクトルより

特定し、NS方向及び EW方向それぞれスロッシングによる最大波高𝐷maxを以下の式[3]によ

り算出する。最大波高𝐷maxがプールの縁を超える高さに、水面面積の 1/2 を乗じて溢水

量Vの評価をする。 

𝐷max = 0.811
𝐿1

𝑔
𝛼  

V = 𝐿1𝐿2(𝐷max −𝐻2) 

 

ただし、 

𝑇：固有周期 [s], 

𝑓：一次固有周波数 [Hz], 

𝐿1：振動方向のプールの長さの 1/2 [m], 

𝐿2：振動方向に垂直のプールの長さ [m], 

𝑔：重力加速度 [m/s2], 

𝐻1：プール水深 [m], 

𝐻2：基準水位からプールの縁までの高さ [m], 

𝐷max：最大波高 [m], 

𝛼：地震による加速度[m/s2] 

𝑉：溢水量[m3] 

である。図-2-1-1.2 に評価の概略を、図-2-1-1.3に原子炉プール等の形状を示す。また、

図-2-1-1.4 に評価に用いた原子炉プール頂部の床応答スペクトルを示す。なお、評価に

は各基準地震動の床応答スペクトルを包絡し、周期𝑇方向に 10％拡幅したものを用いた。 
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図-2-1-1.2スロッシングによる溢水の概略 
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図-2-1-1.3原子炉プール、カナル及び使用済燃料プールの構造 

   



 

添 2-1-1-6 

 

 
図-2-1-1.4 基準地震動の床応答スペクトル（減衰定数 h=0.005） 

 

 

2.2 スロッシングによる溢水量評価結果 

2.2.1 原子炉プールの溢水量の評価 

原子炉プールについては、図-2-1-1.5 に示すような二つの矩形(長方形 6.25m×3.0m、

正方形 4.5m×4.5m)に単純化し、溢水量Vを求める。 

原子炉プールの溢水量の計算結果を表-2-1-1.1に示す。 
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図-2-1-1.5 溢水量の算出に用いた原子炉プール形状 

 

表-2-1-1.1原子炉プールの溢水量 

 長方形型モデル 正方形型モデル 

NS方向 EW方向 NS方向 EW方向 

振動方向のプール長2𝐿1[m] 6.25 3.00 4.5 4.5 

振動方向に垂直のプール長𝐿2[m] 3.00 6.25 4.5 4.5 

プール水深𝐻1[m] 8.06 8.06 8.06 8.06 

基準水位からプール縁までの高さ𝐻2[m] 0.44 0.44 0.44 0.44 

一時固有周波数𝑓[Hz] 0.35 0.51 0.42 0.42 

固有周期𝑇[s] 2.83 1.96 2.40 2.40 

地震による加速度𝛼[m/s2] 16.5 20.9 18.3 20.9 

最大波高𝐷max[m] 4.27 2.59 3.41 3.88 

溢水量𝑉[m3] 35.9 20.1 30.1 34.8 

 

計算の結果、原子炉プールからの溢水量𝑉は最大 35.9m3である。 

 

2.2.2 溢水による原子炉プールの水位低下量 

スロッシングによる溢水が全てプールの外へ漏えいした場合の原子炉プールの水位低

下を表-2-1-1.2に示す。 

 

表-2-1-1.2原子炉プールのスロッシングに伴う水位低下 

溢水量𝑉 (m3) 
原子炉プール面積

(m2) 
低下する水位(m) 

基準水位から燃料要

素上部までの高さ(m) 

35.9 21.7 1.66 5.35 

 

（単位：mm） 
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2.2.3 カナルの溢水量の評価 

カナルの溢水量の計算結果を表-2-1-1.3に示す。 

 

表-2-1-1.3カナルの溢水量 

 カナル 

NS方向 EW 方向 

振動方向のプール長2𝐿1[m] 3.30 3.00 

振動方向に垂直のプール長𝐿2[m] 3.00 3.30 

プール水深𝐻1[m] 6.99 6.99 

基準水位からプール縁までの高さ𝐻2[m] 0.51 0.51 

一時固有周波数𝑓[Hz] 0.49 0.51 

固有周期𝑇[s] 2.06 1.96 

地震による加速度𝛼[m/s2] 18.3 20.9 

最大波高𝐷max[m] 2.50 2.59 

溢水量𝑉[m3] 9.84 10.3 

 

計算の結果、カナルのスロッシングによる最大波高𝐷maxは 2.59mである。 

 

2.2.4 使用済燃料プールの溢水量の評価 

使用済燃料プールの溢水量の計算結果を表-2-1-1.4に示す。 

 

表-2-1-1.4使用済燃料プールの溢水量 

 使用済燃料プール 

NS方向 EW方向 

振動方向のプール長2𝐿1[m] 3.00 4.50 

振動方向に垂直のプール長𝐿2[m] 4.50 3.00 

プール水深𝐻1[m] 6.99 6.99 

基準水位からプール縁までの高さ𝐻2[m] 0.51 0.51 

一時固有周波数𝑓[Hz] 0.51 0.42 

固有周期𝑇[s] 1.96 2.41 

地震による加速度𝛼[m/s2] 20.5 20.9 

最大波高𝐷max[m] 2.54 3.88 

溢水量𝑉[m3] 13.7 22.7 

 

計算の結果、使用済燃料プールからの溢水量𝑉は最大 22.7m3である。 
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2.2.5溢水による使用済燃料プールの水位低下量 

スロッシングによる溢水が全てプールの外へ漏えいした場合の使用済燃料プールの水

位低下を表-2-1-1.5 に示す。 

 

表-2-1-1.5 使用済燃料プールのスロッシングに伴う水位低下 

溢水量𝑉 (m3) 
使用済燃料プール面積

(m2) 
低下する水位(m) 

基準水位から燃料要

素上部までの高さ(m) 

22.7 13.5 1.68 5.72 
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1. 評価対象とする溢水源及び評価の概要 

放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの防止に関する評価を実施した。評価の対象と

する溢水源は、JRR-3原子炉施設内で放射性物質を含んだ液体を内包する設備とし、それらが破損

した場合に、生じた溢水が管理区域外に漏えいすることがないかを評価した。 

評価は、以下の方針により行った。 

(1) 溢水は、放射性物質を含む液体を内包する機器・配管系が何らかの原因により破損し、

破損個所から漏えいするものとする。 

(2) 建家 1階床面よりも低く設置されている設備は、溢水が建家 1階に到達しないことが明

らかであるため評価対象外とする。 

(3) 破損が生じる個所は、溢水量が最も大きくなる個所 1か所を想定する。 

(4) 溢水影響は、溢水量と溢水が滞留する区画の容積の比較により行う。 

(5) 溢水が滞留する区画の壁、床、堰等、建家の一部となっている構造体の破損は考慮しな

い。 

以上の評価方針により、想定する溢水源及び破損を考慮する機器は以下の通りとなる。 

 

建家名称 放射性物質を含む液体 破損を想定する機器 評価の内容 

原子炉建家 

原子炉プール水 

1次冷却系 
配管の破損による溢水を想

定する。 

原子炉プール溢流系 
配管の破損による溢水を想

定する。 

使用済燃料プール水 
使用済燃料プール水

浄化冷却系 

配管の破損による溢水を想

定する。 

1次冷却材 1次冷却系 

原子炉プール水の溢水の結

果に包含されるため評価不

要である。 

重水 重水冷却系 

系統は全て1階床面よりも

低く設置されているため評

価不要である。 

使用済燃料貯

槽室 

使用済燃料貯槽のプール

水 

オーバーフロー水受

槽No.1 

1階床面よりも低く設置さ

れているため評価不要であ

る。 
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建家名称 放射性物質を含む液体 破損を想定する機器 評価の内容 

重水 重水保管タンク 

1階床面よりも低く設置さ

れているため評価不要であ

る。 

燃料管理施設 

使用済燃料貯槽のプール

水 

オーバーフロー水受

槽No.2 

1階床面よりも低く設置さ

れているため評価不要であ

る。 

原子炉プール水 軽水貯留タンクNo.2 

1階床面よりも低く設置さ

れているため評価不要であ

る。 

実験利用棟 

液体廃棄物 廃液貯槽 

1階床面よりも低く設置さ

れているため評価不要であ

る。 

原子炉プール水、使用済

燃料プール水 
廃樹脂貯留設備 

廃樹脂貯留タンクの破損に

よる溢水を想定する。 

使用済燃料貯

蔵施設（北地

区） 

建家内で発生する各種排

水 
廃液貯槽タンク 

1階床面よりも低く設置さ

れているため評価不要であ

る。 

 

2. 評価 

2.1 １次冷却系配管の破損による原子炉プール水の溢水 

(1) 溢水源 

原子炉プールに接続された 1 次冷却系が破損すると、原子炉プール水が漏えいする。ここ

では、1次冷却系配管において、溢水量が最も多くなる個所として、配管の設置高さが最も低

い部位である主ポンプ入口配管の破損を想定する。原子炉プール及び 1 次冷却系の系統図を

図-2-1-2.1に示す。 
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図-2-1-2.1 1次冷却系系統図 

 

(2) 溢水量の評価 

1次冷却系配管が破損した場合、原子炉プール水が漏えいし、プールの水位が低下するが、

プール水位が通常水位から 4.1m 低下すると、サイフォンブレーク弁により漏えいが停止す

る。この時のプール水の溢水量は表-2-1-2.1の通りである。 

 

表-2-1-2.1 １次冷却系配管の破損による原子炉プール水の溢水量 

原子炉プール面積 

(m2) 

低下する水位 

(m) 

溢水量 

(m3) 

21.7 4.1 89.0 

 

(3)評価結果 

1次冷却系配管は、全て原子炉建家地階に設置されているため、破損により生じる溢水は全

て原子炉建家地階に滞留し、その溢水量は 89.0m3である。これに対し、原子炉建家地階の容

積は 3000m3以上あり、原子炉建家地階は他の区域に通じる出入口等を有していないため、想

定される溢水が原子炉建家外に漏えいすることはない。 

 

2.2 原子炉プール溢流系の破損による原子炉プール水の溢水 

(1) 溢水源 

原子炉プールに接続された原子炉プール溢流系が破損すると、原子炉プール水が漏えいす
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る。ここでは、原子炉プール溢流系において、溢水量が最も多くなる個所として、溢流タン

クの破損を想定する。原子炉プール溢流系の概要図を図-2-1-2.2に示す。 

 

 

 

図-2-1-2.2 原子炉プール溢流系系統図 

 

(2) 溢水量の評価 

溢流タンクが破損した場合、原子炉プール水が漏えいし、プールの水位が低下するが、原

子炉プール溢流系の配管は、原子炉プールの水面下 4mまで挿入されているため、水位が通常

水位から 4m低下すると、配管の端部が気中に露出しプール水の漏えいが停止する。また、溢

流タンクが破損するため、漏えいするプール水に加え、溢流タンク内（容量 3.3m3）の水も全

て漏えいするものとする。 

この時の溢水量は表-2-1-2.2の通りである。 

 

表-2-1-2.2 原子炉プール溢流タンクの破損による溢水量 

 プール面積 

(m2) 

低下する水位 

(m) 

溢水量 

(m3) 

原子炉プール 21.7 4.0 86.8 

原子炉プール 

溢流タンク 
－ － 3.3 

 

(3)評価結果 

破損を想定した原子炉プール溢流タンクは原子炉建家地階に設置されているため、破損に

より生じる溢水は全て原子炉建家地階に滞留し、その溢水量は原子炉プール水と溢流タンク

使用済

 燃料プール
カナル

原子炉

 プール

原子炉プール

    溢流タンク

フィルタ

原子炉プール溢流ポンプ

原子炉建家地階
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内の水を合わせて 90.1m3である。これに対し、原子炉建家地階の容積は 3000m3以上あり、原

子炉建家地階は他の区域に通じる出入口等を有していないため、想定される溢水が原子炉建

家外に漏えいすることはない。 

 

2.3 使用済燃料プール水の溢水による影響 

(1) 溢水源 

カナル及び使用済燃料プールは、使用済燃料プール水浄化冷却系の配管に接続されている

ため、使用済燃料プール水浄化冷却系が破損すると、使用済燃料プール水が漏えいする。こ

こでは、最も溢水量が多くなる個所として、浄化ポンプ入口配管の破損による漏えいを想定

し、カナル及び使用済燃料プールの水が漏えいする場合について評価する。使用済燃料プー

ル水浄化冷却系の系統図を図-2-1-2.3に示す。 

 

 

図-2-1-2.3 使用済燃料プール水浄化冷却系系統図 

 

(2)溢水量の評価 

使用済燃料プール水浄化冷却系の配管は、水面下約3.5mまで挿入されているため、漏えい

によりカナル又は使用済燃料プールの水位が配管下端まで低下すると、配管の端部が気中に

露出しプール水の漏えいが停止する。この時の溢水量は表-2-1-2.3の通りとなる。 

 

表-2-1-2.3 使用済燃料プール水浄化冷却系配管の破損による溢水量 

 
プール面積 

(m2) 

低下する水位 

(m) 

溢水量 

(m3) 

カナル 9.9 3.5 34.7 

使用済燃料プール 13.5 3.5 47.3 
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(3)評価結果 

使用済燃料プール浄化冷却系の浄化ポンプは、原子炉建家地階に設置されているため、生じ

た溢水は全て原子炉建家地階に滞留し、その溢水量はカナル及び使用済燃料プールからの漏

えい量を合わせて 82.0m3 である。この結果は、「2.2 原子炉プール溢流系の破損による原子

炉プール水の溢水」の評価結果に包含される。 

 

2.4 廃樹脂貯留タンクからのプール水の溢水 

(1) 溢水源 

廃樹脂貯留設備は原子炉プール水等の精製に使用した廃樹脂を貯留する設備であり、イ

オン交換樹脂とともにプール水も内包している。ここでは、廃樹脂貯留タンク1基の破損に

よって発生する溢水を想定する。廃樹脂貯留設備の室内配置図を図-2-1-2.4に示す。 

 

 

図-2-1-2.4 廃樹脂貯留設備の室内配置図 

 

(2) 溢水量の評価 

廃樹脂貯留タンクが満水状態であるとし、その容量（6m3）全量を溢水量とする。 

 

(3) 評価結果 

廃樹脂貯留設備の設置場所には、漏えいに備えて堰が設けられている。堰の高さは150mm、

堰の内側の容積は6.8m3である。これは、想定される溢水量6m3よりも大きいため、漏えいし

た水が堰を超えて管理区域外に漏えいすることは無い。 
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1. 概要 

JRR-3原子炉施設（以下「JRR-3」という。）では、原子炉運転中に火災報知機により火災

を検知した場合、運転員は直ちに発報場所の確認を行い、火災であることを確認した場合は、

原子炉を手動により緊急停止させることとしている。このとき、燃料の健全性維持のため、

原子炉停止後 30秒間は崩壊熱除去設備により炉心を冷却する必要がある。JRR-3では崩壊熱

除去設備として、1 次冷却材主ポンプ（以下「主ポンプ」という。）No.1、No.2 及び 1 次冷

却材補助ポンプ（以下「補助ポンプ」という。）No.1、No.2の合計 4基のポンプが設置され

ており、これらにより原子炉停止後の崩壊熱除去を行う。 

本説明書では、原子炉運転中に一方の補助ポンプから潤滑油漏洩による火災が発生し、か

つ何らかの原因で主ポンプ 2 基が運転停止し、原子炉が緊急停止した場合を想定する。当該

条件下において、一方の補助ポンプで発生した火災による他方の補助ポンプへの影響を評価

し、離隔距離の妥当性及びそのような状況でも崩壊熱除去運転を継続できることを示す。 

本説明書においては、火災発生時に発生源である補助ポンプ 1基と、主ポンプ 2 基の機能

喪失を仮定するが、当該事象の選定理由は以下のとおりである。 

 図-2-2.1 に示すように、主ポンプ及び補助ポンプはそれぞれ分離独立し設置しており、4

基あるポンプのうちいずれかが焼損した場合は即座に「１次冷却材主ポンプ停止」または「１

次冷却材補助ポンプ停止」により原子炉は自動停止する。原子炉の自動停止後は 4 基あるポ

ンプのうちいずれか 1 基が 30 秒間運転継続できていれば十分に炉心の崩壊熱は除去される。

ポンプ 1 基の機能喪失により原子炉が自動停止した場合でも、残りの 3 基は独立し設置して

いるため運転が継続されるが、安全側の評価を行うため 2 基が近接し設置されている補助ポ

ンプのうち 1基を発火源とし、冷却能力の高い主ポンプ 2基の機能喪失を仮定している。 

 

 

図-2-2.1 1 次冷却材ポンプの配置図 
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2. 評価 

 2.1 評価手法 

原子炉運転中に一方の補助ポンプから潤滑油漏洩による火災が発生した場合を想定

し、火災による他方の補助ポンプへの影響を「原子力規制委員会 原子力発電所の内部

火災影響評価ガイド（平成 25年 10月）」[1]（以下「ガイド」という。）を参考に、FDTs

（Fire Dynamics Tools）[2]のモデルを用いて評価する。 

ここでポンプが正常に作動していることの評価方法として、周囲温度 40℃以下のポン

プ連続運転中における軸受許容温度上昇値𝛥𝑡𝑚𝑎𝑥≦45℃及び軸受許容最高温度𝑡𝑚𝑎𝑥≦

80℃という 2 つの基準[3]がある。なお、原子炉運転中の軸受温度は約 50℃である。図

-2-2.2に示すように軸受はベアリングケース内に存在するため、火災によるベアリング

ケースの表面温度上昇値𝛥𝑇[℃]が、通常運転中の軸受温度 50℃と比較し、十分小さいこ

とを示せれば、当該事象が発生した場合でも他方の補助ポンプは正常に作動していると

評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

  軸受 

ベアリングケース 

図-2-2.2 補助ポンプの軸受とベアリングケー

ス 
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2.2 潤滑油漏洩量  

補助ポンプは潤滑油としてタービン油を約 1.3L内包している。ガイドでは潤滑油漏洩

量を内包油量の 10％と仮定しているため、ガイドを参考に潤滑油漏洩量を保守的に

0.15Lとする。 

 

 2.3 燃焼面積 

   漏洩した潤滑油は補助ポンプ機器ベースにある堰に流入するため、堰の面積である

0.0725m2（0.25m×0.29m）が燃焼面積に該当する。 

 

 2.4 発熱速度（以下、𝐻𝑅𝑅：Heat Release Rateという。） 

   潤滑油漏洩量0.15Lに対する𝐻𝑅𝑅 [kW]を、ガイドを参考にFDTsの評価式より算出する。 

𝐻𝑅𝑅 = �̇�"∆𝐻𝑐,𝑒𝑓𝑓 × (1 − e−𝑘𝛽𝐷)・𝐴𝑑𝑖𝑘𝑒 

ここで、 

�̇�"     :  燃焼速度 0.039 [kg/m2・s] 

∆𝐻𝑐,𝑒𝑓𝑓 :  燃焼熱 46,000 [kJ/kg] 

    𝑘𝛽     :  経験的乗数 0.7 [m-1] 

𝐷      :  プール火災の直径[m] 

    𝐴𝑑𝑖𝑘𝑒   :  燃焼面積 0.0725 [m2] 

である。燃焼速度�̇�"、燃焼熱∆𝐻𝑐,𝑒𝑓𝑓、経験的乗数𝑘𝛽はガイドの表 B.4 の潤滑油のデー

タを引用した。 

 また𝐷に関して、 

𝐴𝑑𝑖𝑘𝑒 = 𝜋𝐷2/4 

より、 

𝐷 = √4𝐴𝑑𝑖𝑘𝑒/𝜋 

であるから、𝐷＝0.304mとなる。 

 以上より、𝐻𝑅𝑅＝24.92kWを得る。 

 

2.5 ターゲット位置における輻射熱流束 

 FDTsの評価式よりターゲット位置における輻射熱流束�̇�"[kW/m2]を算出する。 

�̇�" = 𝐻𝑅𝑅・𝜒𝑟/4𝜋𝑅2 

ここで、 

𝜒𝑟             :  放射率 0.30（FDTsの考え方に基づく。） 

    𝑅      :  プール火災の中心からターゲットまでの距離[m] 

である。 

 また𝑅に関して、 

𝑅 = 𝐿 + 𝐷/2 

であるが、𝑅を図 2-2.1 で示した補助ポンプ No.1 及び No.2 ベース間の最短離隔距離で

ある 0.30mにするために、𝐿＝0.148mとした。 

 以上より、�̇�"＝6.61kW/m2を得る。 
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 2.6 燃焼期間 

 ガイドを参考に、FDTsの評価式より燃焼期間𝑡𝑏[s]を算出する。 

𝑡𝑏 = 4𝑉/𝜋𝐷2𝑣 

ここで、 

𝑉             :  潤滑油の体積 1.5×10-4 [m3]  

    𝑣      :  燃焼速度[m/s] 

である。 

 また𝑣に関して、 

𝑣 = �̇�"/𝜌 

ここで、 

𝜌             :  潤滑油の密度 760 [kg/m3] （ガイドの表 B.4より引用した。） 

より、𝑣＝5.13×10-5m/sである。 

 以上より、𝑡𝑏＝40.32sを得る。 

 

2.7 表面温度上昇値 

 FDTsの評価式より得られた輻射熱流束�̇�" [kW/m2]及び燃焼期間𝑡𝑏[s]を用いて、離隔

距離 0.30m に位置する他方の補助ポンプのベアリングケース表面温度上昇値𝛥𝑇[℃]

を算出する。ここで、ベアリングケースの材質は FC20（ねずみ鋳鉄）である。 

𝛥𝑇は 1次元非定常熱伝導方程式の一般解の式[4]で与えられる。 

𝛥𝑇 =
2�̇�"√𝑎・𝑡𝑏

𝜆

[
 
 
 

1

√𝜋
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

4𝑎・𝑡𝑏
) −

𝑥

2√𝑎・𝑡𝑏

𝑒𝑟𝑓𝑐

(

 
𝑥

2√𝑎・𝑡𝑏)

 

]
 
 
 

 

 ここで、 

    𝑎      :  FC20（ねずみ鋳鉄）の熱拡散率[m2/s] 

𝜆          :  FC20（ねずみ鋳鉄）の熱伝導率 40 [W/m・K][5] 

𝑥              :  表面からの深さ 0 [m] 

     𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑥)      : 相補誤差関数 

である。相補誤差関数𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑥)は誤差関数𝑒𝑟𝑓(𝑥) =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑢2

𝑑𝑢
𝑥

0
を用いて、 

𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑥) = 1 − 𝑒𝑟𝑓(𝑥) =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑢2

𝑑𝑢
∞

𝑥

 

𝑒𝑟𝑓𝑐(0) = 1 

で定義される。 

 また𝑎に関して、 

𝑎 =
𝜆

𝜌 × 𝐶𝑝
 

 ここで、 

𝜌               :  FC20（ねずみ鋳鉄）の密度 7106 [kg/m3] [6] 
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𝐶𝑝             :  FC20（ねずみ鋳鉄）の比熱 0.45 [kJ/kg・K] [5] 

であるから、𝑎＝1.25×10-5m2/sとなる。 

   以上より、𝛥𝑇＝4.2℃を得る。 

 

2.8 まとめ 

 2.2～2.7までの結果をまとめたものを表-2-2.1に示す。 

表-2-2.1 評価のまとめ  

潤滑油漏洩量 離隔距離 離隔位置における 

輻射熱流束 

燃焼期間 ベアリングケース

表面温度上昇値 

0.15 L 0.30 m 6.61 kW/m2 40.32 s 4.2 ℃ 

 

3. 結論 

2.評価の結果より、一方の補助ポンプからの潤滑油漏洩火災が起きた場合、他方の補助ポ

ンプのベアリングケース表面温度上昇値𝛥𝑇は 4.2℃程度と通常運転中の軸受温度 50℃より十

分小さいことから、他方の補助ポンプの運転継続に影響を与えず離隔距離は十分である。よ

って、当該事象が発生した場合でも崩壊熱除去を継続することができる。  
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1. 概要 

  「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド(原子力規制委員会，平成 25年 6月 19

日）」[1]（以下「評価ガイド」という。）に基づき、森林火災、近隣の産業施設等の

火災・爆発、航空機の落下により発生する火災及び重畳事象を想定した火災による

影響について表-2-3-1.1に示すとおり評価を実施した。 

評価対象には、安全施設を内包する建家として原子炉建家、使用済燃料貯槽室、

燃料管理施設、原子炉制御棟、実験利用棟、使用済燃料貯蔵施設並びに安全施設と

して評価対象である排気筒(以下「評価対象施設」という。)を選定した。評価対象

施設のデータを表-2-3-1.3に示す。 

 

表-2-3-1.1 外部火災影響評価の概要 

火災種別 考慮すべき火災 評価内容 評価項目 

1.森林火災 

原子力科学研究所(以下

「原科研」という。)敷地*

外 10km 以内に発火点を設

定した評価対象施設に迫

る森林火災 

・森林火災シミュレー

ション解析コード

(FARSITE)[2] を 基 に

した森林火災影響評

価 

・森林火災影響評価に

基づく評価対象施設

への影響評価 

・熱影響評価 

2.近隣の産業

施 設 等 の 火

災・爆発 

原科研敷地外 10km 以内の

近隣の産業施設等の火災・

爆発(原科研敷地内につい

ても代表的な施設を対象

に評価) 

・近隣の産業施設等に

ついて評価対象施設

との距離等を考慮し

た影響評価 

・熱影響評価 

・爆発影響評価 

3.航空機の落

下による火災 

評価対象施設への航空機

の落下確率にして 10-7(回/

炉・年)に相当する面積へ

の航空機の落下時の火災 

・航空機の落下により

発生する火災による

影響評価 

・熱影響評価 

4.重畳事象を

想定した火災 

ＪＲＲ－３周辺への航空

機の落下により発生する

火災及びその火災に起因

する森林火災 

・ＪＲＲ－３周辺への

航空機の落下により

発生する火災及びそ

の火災に起因する森

林火災による影響評

価 

・熱影響評価 

*敷地の範囲については図-2-3-1.1及び図-2-3-1.2に示す。 
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2. 結果 

外部火災による影響評価の結果、いずれの火災においても表-2-3-1.2 に示すと

おり評価対象施設の表面(コンクリート)温度が、許容温度(200℃)を下回り、近隣

の産業施設等の爆発に関しても、原科研敷地外については評価対象施設と熱源と

の離隔距離が危険限界距離を上回ること、原科研敷地内については評価対象施設

と熱源との離隔距離が保安距離を上回ることから、外部火災が評価対象施設の構

造健全性に影響を及ぼさないことを確認した。なお、評価において、森林火災の際

に屋外消火栓による消火活動を考慮せずとも、評価対象施設の構造健全性に影響

を及ぼさないことを確認した。 
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表-2-3-1.2 外部火災影響評価結果 

火災種別 評価対象 判定基準 評価結果 離隔距離 

1.森林火災 

原科研敷地外の森林を発火点とし、 

ＪＲＲ－３原子炉施設周辺に延焼 

する森林火災 

ケース① 

東側森林 

200℃以下 

実験利用棟 表面温度：94℃ 45m 

ケース② 

西側森林 

原子炉 

制御棟 
表面温度：92℃ 45m 

原科研敷地外の森林を発火点とし、 

使用済燃料貯蔵施設周辺に延焼する 

森林火災 

ケース③ 

東側森林 使用済燃料

貯蔵施設 

表面温度：101℃ 40m 

ケース④ 

西側森林 
表面温度：101℃ 40m 

2.近隣の産

業施設等の

火災・爆発 

ＪＲＲ－３ 

原子炉 

施設 

原科研敷地内 

中央変電所 

重油タンク 
200℃以下 表面温度：51℃ 470m 

第 2 ボイラー液化 

天然ガス（LNG）タンク 

離隔距離が保安距離

以上であること 
保安距離：33m 60m 

ＪＲＲ－３ 

原子炉 

施設 

原科研敷地外 

常陸那珂火力発電所 

軽油タンク 

200℃以下 

表面温度：51℃ 2500m 

核燃料サイクル 

工学研究所 

重油タンク 

表面温度：51℃ 2100m 

東海第二発電所 

重油タンク 
表面温度：51℃ 1000m 

日立オイルターミナル 

及び日立油槽所 

重油タンク 

表面温度：51℃ 5000m 

日立 LNG 基地 

LNG 及び LPG 

離隔距離が危険限界

距離以上であること 
危険限界距離：373m 3400m 

使用済 

燃料貯

蔵施設 

原科研敷地外 

常陸那珂火力発電所 

軽油タンク 

200℃以下 

表面温度：51℃ 3500m 

核燃料サイクル 

工学研究所 

重油タンク 

表面温度：51℃ 3800m 

東海第二発電所 

重油タンク 
表面温度：54℃ 400m 

日立オイルターミナル 

及び日立油槽所 

重油タンク 

表面温度：51℃ 3900m 

日立 LNG 基地 

LNG 及び LPG 

離隔距離が危険限界

距離以上であること 
危険限界距離：373m 1800m 
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火災種別 評価対象 判定基準 評価結果 離隔距離 

3. 航 空 機

の 落 下 に

よる火災 

 

民

間

機 

計器 

飛行 

方式 

飛行場での 

離着陸時及び 

航空路を巡航中 

想定機種：

B747-400 

200℃以下 

原子炉建家 表面温度：58℃ 379m 

使用済燃料貯槽室 表面温度：57℃ 389m 

燃料管理施設 表面温度：57℃ 389m 

排気筒 表面温度：57℃ 388m 

実験利用棟 表面温度：58℃ 372m 

原子炉制御棟 表面温度：57℃ 388m 

使用済燃料貯蔵施設 表面温度：58℃ 377m 

有視

界飛

行 

方式 

想定機種：

AS332L1 
200℃以下 

原子炉建家 表面温度：71℃ 42m 

使用済燃料貯槽室 表面温度：64℃ 51m 

燃料管理施設 表面温度：64℃ 51m 

排気筒 表面温度：61℃ 59m 

実験利用棟 表面温度：79℃ 35m 

原子炉制御棟 表面温度：65℃ 49m 

使用済燃料貯蔵施設 表面温度：73℃ 39m 

自

衛

隊

機

及

び

米

軍

機 

訓練

空域

外を

飛行

中 

空中給油機等 

想定機種： 

KC-767 

200℃以下 

原子炉建家 表面温度：55℃ 360m 

使用済燃料貯槽室 表面温度：55℃ 370m 

燃料管理施設 表面温度：55℃ 370m 

排気筒 表面温度：55℃ 378m 

実験利用棟 表面温度：55℃ 352m 

原子炉制御棟 表面温度：55℃ 368m 

使用済燃料貯蔵施設 表面温度：55℃ 357m 

その他 

想定機種： 

F-15 

200℃以下 

原子炉建家 表面温度：82℃ 45m 

使用済燃料貯槽室 表面温度：72℃ 54m 

燃料管理施設 表面温度：72℃ 55m 

基地訓練空域間を往復時 

 

想定機種：F-15 

排気筒 表面温度：67℃ 62m 

実験利用棟 表面温度：94℃ 38m 

原子炉制御棟 表面温度：74℃ 52m 

使用済燃料貯蔵施設 表面温度：87℃ 42m 
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火災種別 評価対象 判定基準 評価結果 離隔距離 

4. 重 畳 事

象 を 想 定

し た 火 災

影響評価 

ＪＲＲ－３周辺への航空

機の落下により発生する

火災及びその火災に起因

する森林火災 

200℃以下 

原子炉建家 表面温度：105℃ ― 

使用済燃料貯槽室 表面温度：95℃ ― 

燃料管理施設 表面温度：97℃ ― 

排気筒 表面温度：92℃ ― 

実験利用棟 表面温度：138℃ ― 

原子炉制御棟 表面温度：116℃ ― 

使用済燃料貯蔵施設 表面温度：136℃ ― 

 

  



 

添 2-3-1-6 

3. 全ての火災種別において評価に用いた条件 

   全ての火災種別において評価に用いた条件は以下のとおりである。 

なお、各火災種別固有のパラメータについては、4節以降の各項目において示す。 

(1) 評価対象施設のパラメータ 

評価対象施設の材質、密度、熱伝導率、比熱及び温度伝導率を表-2-3-1.3に

示す。 

表-2-3-1.3 評価に用いた評価対象施設の材質、密度、熱伝導率、比熱及び温度伝導率 

評価対象 材質 
密度ρ 

(kg/m3) 

熱伝導率λ 

(W/(m･k) 

比熱 Cp 

(kJ/kgK) 

温度伝導率

a (m2/s) 

原子炉建家 

使用済燃料貯槽室 

燃料管理施設 

排気筒 

原子炉制御棟 

実験利用棟 

使用済燃料貯蔵施設 

コンクリート 2.40×103[3] 1.74[4] 0.963[4] 7.53×10-7 

 

 

(2) コンクリートの許容温度 

コンクリートの高温時の圧縮強度は 200℃以降徐々に低下する[5]ため、許容

温度については、強度が維持できる保守的な温度(200℃)とした。 

 

(3) 初期温度 

評価対象施設の表面(コンクリート)の初期温度については、夏季の日照中に

おける表面温度が高々40℃程度であることを考慮して、保守的に 50℃とした。 
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4. 森林火災影響評価 

 

4.1 評価方針  

原科研敷地外を発火点としたＪＲＲ－３原子炉施設周辺及び使用済燃料貯

蔵施設周辺に迫る森林火災について、その火災が各評価対象施設に影響を及ぼ

さないことを評価ガイドに基づき評価する。 

 

4.2 評価方法 

評価ガイドにおいては、森林火災の原子力発電所への影響を評価するための

解析コードとして、森林火災シミュレーション解析コード(FARSITE)の利用を推

奨しているため、ＪＲＲ－３の各評価対象施設の森林火災の影響評価において

は、FARSITEで使用している評価式及び評価ガイドに示されている評価式及び参

考文献を調査し、評価する。 

 

4.3 判断基準 

評価した各評価対象施設の表面温度が、3.(2)に示すコンクリートの許容温

度（200℃）を下回ることを確認する。 

 

4.4 評価条件 

(1) 風向は平成30年11月7日付で許可を受けた原子力科学研究所原子炉設置変更

許可申請書添付書類六に記載の原科研近隣の卓越風である北西風及び北東

風を考慮し、ＪＲＲ－３原子炉施設及び使用済燃料貯蔵施設の風上に発火点

を想定する。 

 

  

(2) 風速は、過去(2006年～2016年)の水戸気象台の観測データ[6]から、最大風速

17.5m/s（2014年2月及び2016年1月）を採用した。ただし地表面での風速は樹

木などの障害物の影響により遅くなることを考慮し、前述の17.5m/sに0.3を

乗じた風速とした[7]。 

 

 

(3) ＪＲＲ－３原子炉施設周辺に迫る森林火災の発火点は、まず人為的行為及び

卓越風向を考慮し、白方霊園に設定した(ケース①)。次に可能性は低いもの

の、森林の概況から別の延焼ルートの起点となりうる発火点を国道245号線

沿いに設定し(ケース②)、これについても検討を行った。ＪＲＲ－３原子炉

施設周辺の森林の概況及び想定発火点を図-2-3-1.1に示す。[8][9] 

 

 

(4) 使用済燃料貯蔵施設周辺に迫る森林火災の発火点は、人為的行為及び卓越風

向を考慮し、使用済燃料貯蔵施設東側にある海岸周辺に設定した(ケース③)。

次に可能性は低いものの、焚火等により延焼ルートの起点となりうる国道

245号線を挟んだ水田を発火点として設定した(ケース④)。使用済燃料貯蔵

施設周辺の森林の概況及び想定発火点を図-2-3-1.2に示す。[8][9] 
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(5) (3)で設定した発火点から発生した森林火災が敷地境界を越え、原科研敷地

内へ延焼すると仮定した。ＪＲＲ－３原子炉施設周辺の延焼経路を図-2-3-

1.3 に示す。ＪＲＲ－３原子炉施設周辺への延焼の場合、火炎最接近点とし

ては施設東側及び西側の森林が考えられる(火災到達幅及び離隔距離につい

て、ＪＲＲ－３原子炉施設周辺は図-2-3-1.5及び表-2-3-1.4に示す。)ため、

各側の森林への延焼を想定した。ケース①の延焼ルートは、東側森林が想定

され、ケース②の延焼ルートは、西側の延焼が想定される。ケース①②にお

いて西側、東側による火災のうち、最も保守的なものを示す。 

 

 

(6) (4)で設定した発火点から発生した森林火災が敷地境界を越え、使用済燃料

貯蔵施設周辺の森林へ延焼すると仮定した。使用済燃料貯蔵施設周辺の延焼

経路を図-2-3-1.4に示す。使用済燃料貯蔵施設周辺への延焼の場合、火炎最

接近点としては北側の森林が考えられる(火災到達幅及び離隔距離について、

使用済燃料貯蔵施設周辺は図-2-3-1.6 及び表 2-3-1.4 に示す。)ため、東側

森林及び西側森林から北側森林への延焼を想定した。ケース③の延焼ルート

は、東側森林が想定され、ケース④の延焼ルートは、西側の延焼が想定され

る。ケース③④における火災の評価を示す。 

 

 

(7) 原科研敷地内の植生はクロマツ植林である[10]が、クロマツに対する各種パラ

メータ（可燃物の表面積－体積比、可燃物の真の密度、樹冠充填密度、可燃

物の発熱量等）が存在しないため、文献[10][11]からクロマツと生物分類が等し

いアカマツ(マツ網マツ目)のパラメータを用いた。 

 

 

(8) 森林火災の計算に必要なパラメータのうち、樹高、樹冠までの高さについて

は、原科研の森林の状況を調査した結果(樹高：10m～16m、樹冠までの高さは

5m～8m)に対し、FARSITE で用いている初期値（樹高：20m、樹冠までの高さ

は 4m）[2]が保守的な評価となるため、これを一律に適用した。 

 

 

(9) 評価に用いる材質は、表-2-3-1.3に示すとおり、コンクリートとする。 
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図-2-3-1.1 ＪＲＲ－３原子炉施設周辺の森林の概況及び想定発火点 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.2 使用済燃料貯蔵施設周辺の森林の概況及び想定発火点 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.3 ＪＲＲ－３原子炉施設周辺の想定発火点及び延焼経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.4 使用済燃料貯蔵施設周辺の想定発火点及び延焼経路 

 

  出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.5 ＪＲＲ－３原子炉施設の周辺森林における火災到達幅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：原科研敷地内森林 

：原科研敷地外森林 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.6 使用済燃料貯蔵施設の周辺森林における火災到達幅 

 

 

 

  

：原科研敷地内森林 

：原科研敷地外森林 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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表-2-3-1.4 森林と対象施設との離隔距離 

対象施設 

ＪＲＲ－３原子炉施設 
使用済燃料 

貯蔵施設 

東側森林との 

離隔距離(m) 

西側森林との 

離隔距離(m) 

北側森林との

離隔距離(m) 

原子炉建家 95 75 - 

使用済燃料貯槽室 105 75 - 

燃料管理施設 115 70 - 

排気筒 75 125 - 

実験利用棟 45 105 - 

原子炉制御棟 140 45 - 

使用済燃料貯蔵施設 - - 40※ 

 

※使用済燃料貯蔵施設については、東側森林(ケース③)及び西側森林(ケース④)

どちらから発火した場合でも、北側森林が最も離隔距離が短くなる。                   

 

 

上記の表で示している森林と対象施設との離隔距離の詳細を、原子炉建家につ

いては図-2-3-1.7、使用済燃料貯槽室については図-2-3-1.8、燃料管理施設につい

ては図-2-3-1.9、排気筒については図-2-3-1.10、実験利用棟については図-2-3-

1.11、原子炉制御棟については図-2-3-1.12、使用済燃料貯蔵施設については図-2-

3-1.13で示す。 
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図-2-3-1.7 森林と対象施設との離隔距離（原子炉建家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.8 森林と対象施設との離隔距離（使用済燃料貯槽室） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.9 森林と対象施設との離隔距離（燃料管理施設） 

 

 

 

  

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 
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図-2-3-1.10 森林と対象施設との離隔距離（排気筒） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 

：原科研敷地内森林 

：原科研敷地外森林 
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図-2-3-1.11 森林と対象施設との離隔距離（実験利用棟） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 

：原科研敷地内森林 

：原科研敷地外森林 



 

添 2-3-1-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2-3-1.12 森林と対象施設との離隔距離（原子炉制御棟） 

 

  出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 

：原科研敷地内森林 

：原科研敷地外森林 
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図-2-3-1.13 森林と対象施設との離隔距離（使用済燃料貯蔵施設） 

 

 

 

 

出典：国土交通省 国土地理院（資料を加工して作成） 

：原科研敷地内森林 

：原科研敷地外森林 
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4.5 森林火災による熱影響評価に用いるパラメータの計算 

4.5.1 地表火の火線強度 

地表火の火線強度は、FARSITE 内で使用されている評価式及び評価ガイ

ドに記載されている評価式を用いて評価を行った。 

 

 

(1) 評価計算 

地表火の火線強度は、以下の式を用いて評価した。また、式中の記号の

定義及び値を表-2-3-1.5、表-2-3-1.6及び表-2-3-1.7に示す。 

 

延焼速度：𝑅[m/min] 

𝑅 =
𝐼𝑟𝜉(1 + 𝛷𝑊 + 𝛷𝑆)

𝜌𝑏𝜀𝑄𝑖𝑔
                           (式 − 2 − 3 − 1.   1) 

 

火線強度：𝐼𝑏[kW/m] 

𝐼𝑏 =
𝐼𝑟

60
 
12.6𝑅

𝜎
                                            (式 − 2 − 3 − 1.   2) 

 

単位面積当たりの熱量：𝐻𝐴[kJ/m
2] 

𝐻𝐴＝𝐼𝑏

60

𝑅
                                                     (式 − 2 − 3 − 1.   3) 

 

燃焼による単位時間当たりの反応強度：𝐼𝑟[(kJ/min)/m
2] 

 

𝐼𝑟 = 𝛤´𝑊𝑛ℎ𝜂𝑀𝜂𝑆                                    (式 − 2 − 3 − 1.   4) 

 

火炎長：L𝑓   [m] 

L𝑓 = 0.0775  𝐼
ｂ
0.46                                       (式 − 2 − 3 − 1.   5) 

 

燃焼継続時間：t[s] 

𝑡＝𝐻𝐴

60

𝐼𝑟
                                                       (式 − 2 − 3 − 1.   6) 
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表-2-3-1.5 地表火評価式中のパラメータ及び値 

パラメータ 値 備考 

𝜎 可燃物の表面積－体積比［cm-1］ 70.44 資料[10]より引用 

𝜌𝑝 可燃物の真の密度［kg/m3］ 516.19 資料[10]より引用 

𝑊0 単位面積当たりの可燃物量［kg/m2］ 0.33 資料[10]より引用 

𝛿 可燃物の堆積深さ［m］ 0.05 現地にて測定※ 

𝑀𝑓 可燃物の含水率 0.01 資料[10]より引用 

𝑀𝑥 限界含水率 0.31 資料[10]より引用 

𝑆𝑒 可燃物中のシリカ以外の無機含有率 0.024 資料[10]より引用 

𝑆𝑇 可燃物中の無機含有率 0.031 資料[10]より引用 

ℎ 可燃物の発熱量［kJ/kg］ 19958 資料[10]より引用 

𝑈 炎の高さ中央部の風速［m/min］ 315.0 資料[6]、[7]を用いて算出 
※白方霊園周辺、東海第二発電所以北、国道原科研南門周辺、国道 245 号線沿い及

び原科研敷地内森林のうち、地表の堆積物厚さが最も厚い白方霊園周辺の堆積物

厚さを評価に用いた。 

 

 

 

表-2-3-1.6 地表火評価式中の傾斜角度の値 

対象建家 
φ 傾斜角度［°］ 

備考 
東側森林 西側森林 

原子炉建家 0.3 0.8 

資料[8]より 

保守的に算出 

使用済燃料貯槽室 0.3 0.8 

燃料管理施設 0.3 0.8 

排気筒 0.3 0.8 

実験利用棟 0.3 0.8 

原子炉制御棟 0.3 0.8 

使用済燃料貯蔵施設 0.1 0.6 
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表-2-3-1.7 地表火評価式中のパラメータ（途中式） 

パラメータ 途中式[10] 

𝑊𝑛 可燃物の有機物量［kg/m2］ 𝑊0(1 − 𝑆𝑇) 
𝜌

𝑏
 可燃物の堆積密度［kg/m3］ 𝑊0 𝛿⁄  

𝛽 可燃物の堆積密度と比重の比 𝜌
𝑏

𝜌
𝑝

⁄  

𝛽
𝑜𝑝
 熱分解速度が最大となるときの

𝛽 
0.20395･𝜎−0.8189 

𝐴 定数（Γ′に使用） 8.9033･𝜎−0.7913 

Γ′𝑚𝑎𝑥 最大熱分解速度定数 (0.0591 + 2.926𝜎−1.5)−1 

Γ′ 理想熱分解速度定数 Γ′𝑚𝑎𝑥 [(𝛽 𝛽
𝑜𝑝

⁄ ) 𝑒
(1−

𝛽
𝛽𝑜𝑝

⁄ )
]

𝐴

 

𝜂
𝑀
 

可燃物中の水分による熱分解速

度減少係数 
1 − 2.59 (

𝑀𝑓

𝑀𝑥

) + 5.11 (
𝑀𝑓

𝑀𝑥

)
2

− 3.52 (
𝑀𝑓

𝑀𝑥

)
3

 

𝜂
𝑆
 

可燃物中の無機物による熱分解

速度減少係数 
0.174𝑆𝑒

−0.19 

ε 
炎によって加熱される可燃物の

割合 
𝑒−4.528 𝜎⁄  

ξ 
可燃物の加熱に消費される放出

熱量の割合 
(192 + 7.9095𝜎)−1･𝑒(0.792+3.7597√𝜎)(𝛽+0.1) 

𝑄𝑖𝑔 
単位重量当たりの可燃物が発火

するまでに必要な熱量 
581 + 2594𝑀𝑓 

𝐵 定数（𝜙
𝑊
に使用） 0.15988𝜎0.54 

𝐶 定数（𝜙
𝑊
に使用） 7.47𝑒−0.8711𝜎0.55

 

𝐸 定数（𝜙
𝑊
に使用） 0.715𝑒−0.01094𝜎 

𝜙
𝑊
 風による割増し係数 𝐶(3.281𝑈)𝐵(𝛽 𝛽𝑜𝑝⁄ )

−𝐸
 

𝜙
𝑆
 傾斜による割増し係数 5.275𝛽−0.3･(tan(𝜙 180𝜋⁄ ))2 
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(2)  評価結果 

地表火の火線強度を評価した結果を表-2-3-1.8に示す。この結果は、評

価対象施設の東側、西側及び北側の森林のうち、保守的な評価となる森林

についての評価条件及び測定値を用いて計算したものである。 

 

 

表-2-3-1.8 評価式を用いた各施設の計算結果(地表火) 

計算パラメータ 
計算値 

評価対象施設 

𝑅 
延焼速度

［m/min］ 17.8 

𝐼𝑏 
火線強度

［kW/m］ 
1.56×103 

𝐻𝐴 

単位面積 

当たりの熱量 

［kJ/m2］ 

5.25×103 

𝐼𝑅 =
𝐼𝑟

60
 

反応強度

［kW/m2］ 
489 

𝐿𝑓 
火炎長 

［m］ 
2.30 

𝑡 
燃焼 

継続時間 

［s］ 

10.7 
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4.5.2 樹冠火の計算 

            樹冠火の火線強度は FARSITE内で使用されている評価式を用いて評価を 

行った。 

 

(1) 評価計算 

樹冠を伝播する火線強度は以下の式で評価し、火炎長に関しては地表を

伝播する火災と同様の式を用いて評価した。また、式中の記号の定義及び

値を表-2-3-1.9及び表-2-3-1.10に示す。今回の評価では、地表火及び樹

冠火からの発熱が同時に作用するように、延焼速度及び燃焼継続時間は地

表を伝播する火災と同じとして保守的な評価を行った。 

 

 

火線強度：𝐼𝐶[kW/m] 

𝐼𝐶 = 300 (
𝐼𝐵

300𝑅
+ 𝐶𝐹𝐵 ∙ 𝐶𝐵𝐷(𝐻 − 𝐶𝐵𝐻)) 𝑅                  (式 − 2 − 3 − 1.   7) 

 

単位面積当たり熱量：𝐻′𝐴[kJ/m
2] 

𝐻′𝐴 = 𝑤･ℎ′                                                                                     (式 − 2 − 3 − 1.   8) 

  

反応強度：𝐼′𝑅[kW/m
2] 

𝐼′𝑅 =
𝐻′𝐴

𝑡
                                                                                       (式 − 2 − 3 − 1.   9) 

火炎長：L′𝑓   [m] 

L′𝑓 = 0.0775  𝐼𝐶
0.46                                             (式 − 2 − 3 − 1.   10) 

 

 

 

表-2-3-1.9 樹冠火評価式中のパラメータ及び値 

パラメータ 値 備考 

𝐻 樹木高さ[m] 20 文献[2]より引用 

𝐶𝐵𝐻 樹冠までの高さ[m] 4 文献[2]より引用 

𝐶𝐵𝐷 樹冠の充填密度[kg/m3] 0.06 文献[12]より引用 

 ℎ′   可燃物の発熱量[kJ/kg] 18,000 文献[2]より引用 

𝑀 葉の含水率[%] 85 文献[13]より引用 

𝑅 延焼速度[m/min] 17.8 地表火計算結果 

𝑡 燃焼継続時間[s] 10.7 地表火計算結果 
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表-2-3-1.10 樹冠火評価式中のパラメータ(途中式) 

パラメータ 途中式 

𝐼0 樹冠火発生閾値[kW/m] (0.010𝐶𝐵𝐻(460 + 25.9𝑀))
3 2⁄

 

𝑅𝐴𝐶 有効樹冠延焼速度[m/min] 3/CBD 

𝑅0 臨界表目燃焼速度[m/min] 𝐼0 ∙ 𝑅 𝐼𝑏⁄  

𝛼𝑐 延焼速度と𝐶𝐹𝐵間の係数 − 𝑙𝑛(0.1) 0.9(𝑅𝐴𝐶 − 𝑅0)⁄  

𝐶𝐹𝐵 樹冠燃焼率[%] 1 − 𝑒−𝛼𝑐(𝑅−𝑅0) 

𝑤 単位面積当たりの燃料量[kg/m2] (𝐻 − 𝐶𝐵𝐻) 𝐶𝐹𝐵 ∙ 𝐶𝐵𝐷 

𝐼𝐵 火炎反応強度[kW/m] ℎ′𝑤𝑅 60⁄  

 

 

(2)  評価結果 

樹冠火の火線強度を評価した結果を表-2-3-1.11に示す。 

 

表-2-3-1.11 評価式を用いた各施設の計算結果(樹冠火) 

計算パラメータ 
計算値 

評価対象施設 

𝐼𝐶 
火線強度 

［kW/m］ 
3.09×103 

𝐿′𝑓 
火炎長 

［m］ 
3.12 

𝐻′𝐴 

単位面積 

当たりの熱量 

［kJ/m2］ 

5.21×103 

𝐼′𝑅 
反応強度 

［kW/m2］ 
485 

 

 

4.5.3 地表火と樹冠火の計算による評価結果  

以上の結果より決定した、森林火災の影響評価に用いるパラメータを

表-2-3-1.12 に示す。 

なお、反応強度𝐼′′𝑅は地表火の反応強度𝐼𝑅と樹冠火の反応強度𝐼′𝑅の合計

値を、火炎長は樹冠火の火炎長𝐿′𝑓を用いている。 
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表-2-3-1.12 各施設の森林火災影響評価用パラメータ 

パラメータ 計算値 

𝑅 延焼速度［m/min］ 17.8 

𝐼′′𝑅 反応強度［kW/m2］ 974 

𝐿′𝑓 火炎長［m］ 3.12 

𝑡 燃焼継続時間［s］ 10.7 

 

4.6 森林火災による熱影響評価 

(1) 受熱面輻射強度の計算 

  評価ガイドを参考に、ＪＲＲ－３の森林火災による熱影響評価を実施した。

まず前節で算出した火炎長から燃焼半径を計算し、円筒火炎モデル数を求め

た。次に各円筒火炎モデルから熱影響評価を行う受熱面の各離隔距離から形

態係数を計算した。次に、形態係数と火炎のエネルギーを示す火炎輻射発散

度から受熱面における受熱面輻射強度を計算した。以下に使用した式及び火

炎の円筒モデル評価の概要を図-2-3-1.14 に示す。火炎輻射発散度は、地表

火と樹冠火の合計の反応強度から求める。反応強度は、火炎から輻射として

放出されるエネルギーと、煙等の対流として放出されるエネルギーの合計で

あることから、参考文献[11]より反応強度に対する輻射と対流の割合を求め、

火炎輻射発散度を算出した。 

 

燃焼半径𝑟[m] 

𝑟 =
𝐿′𝑓

3
                                                   (式 − 2 − 3 − 1.   11) 

 

 

円筒火炎モデル数 F 

𝐹 =
𝑊

2𝑟
                                                  (式 − 2 − 3 − 1.   12) 

 

形態係数𝜙𝑖 

𝜙𝑖 =
1

𝜋𝑛
 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑚

√𝑛2 − 1
) +

𝑚

𝜋
 {

(𝐴 − 2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
 𝑡𝑎𝑛−1 [√

𝐴(𝑛 − 1)

𝐵(𝑛 + 1)
] −

1

𝑛
𝑡𝑎𝑛−1 [√

(𝑛 − 1)

(𝑛 + 1)
]} 

(式 − 2 − 3 − 1.   13) 

ただし、 
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𝑖 = 1,2,3,4, ⋯，𝑚 =
𝐿′𝑓

𝑟
≒ 3，𝑛 =

𝐿𝑖

𝑟
，𝐴 = (1 + 𝑛)2 + 𝑚2，𝐵 = (1 − 𝑛)2 + 𝑚2， 

 

𝑊   :火炎到達幅 [m] 

𝐿𝑖   :離隔距離 [m] 

である。 

 

火炎輻射発散度𝑅𝑓 [kW/m2] 

 𝑅𝑓 = 0.377 ∙ 𝐼′′
𝑅                                   (式 − 2 − 3 − 1.   14) 

 

受熱面輻射強度𝐸1, 𝐸2,3,4⋯[kW/m
2] 

𝐸1 = 𝑅𝑓 ∙ 𝜙1                                        (式 − 2 − 3 − 1.   15) 

𝐸2,3,4⋯ = 2 ∙ 𝑅𝑓 ∙ 𝜙2,3,4⋯                   (式 − 2 − 3 − 1.   16) 

 

 

図-2-3-1.14 火炎円筒モデル概要 

 

(2) 受熱面の温度評価 

(1)で求めた受熱面輻射強度から、以下に示す 1 次元熱伝導方程式の一般

解の式[14]を用いて受熱面における温度評価を実施した。 

 

受熱面の温度𝑇𝑖[℃] 

𝑇𝑖 = 𝑇0 +
2 × 𝐸𝑖√𝑎 × 𝑡

𝜆
× [

1

√𝜋
× 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

4 × 𝑎 × 𝑡
) −

𝑥

2 × √𝑎 × 𝑡
× 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2 × √𝑎 × 𝑡
)] 

(式 − 2 − 3 − 1.   17) 

𝑅𝑓[kW/m2]：火炎輻射発散度 

            𝐿𝑖[m]：離隔距離 

                   𝛷𝑖：形態係数 

𝐸𝑖[kW/m2]：受熱面輻射強度 

ただし、𝑖 = 1, 2, 3, ⋯ 

𝐸1 = 1・𝑅𝑓・𝛷1 

𝐸2 = 2・𝑅𝑓・𝛷1 

𝐸3 = 2・𝑅𝑓・𝛷1 

・ 

・ 
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ただし、 

𝑖 = 1,2,3,4, ⋯, 

𝑇0  ：初期温度 [℃] 

𝑎   ：温度伝導率 [m2/s]（𝑎 = 𝜆 (𝜌 × 𝐶𝑝)⁄ ） 

𝐶𝑝  ：比熱 [kJ/(kg･K)] 

𝜌   ：密度 [kg/m3] 

𝜆   ：熱伝導率 [W/(m･K)] 

𝑥   ：深さ [m] 

𝑡   ：燃焼継続時間 [s] 

である。 

 

4.7 評価結果 

森林火災による評価対象施設の表面温度評価の結果のうち、延焼ケース各の

最も表面温度が高くなる結果を表-2-3-1.13に示す。以上の結果から、森林火災

が発生しても、評価対象施設の表面温度が、3.(2)に示すコンクリートの許容温

度を下回るため、評価対象施設の構造健全性に影響がないことを確認した。 

 

表-2-3-1.13 森林火災による評価対象施設の表面温度評価 

延焼ケース 対象施設 表面温度(℃) 許容温度(℃） 

ＪＲＲ－３原子炉施設

東側森林(ケース①) 
実験利用棟 94 200 

ＪＲＲ－３原子炉施設

西側森林(ケース②) 
原子炉制御棟 92 200 

使用済燃料貯蔵施設 

東側森林(ケース③) 

使用済燃料 

貯蔵施設 
101 200 

使用済燃料貯蔵施設 

西側森林(ケース④) 

使用済燃料 

貯蔵施設 
101 200 
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5. 近隣の産業施設等の火災・爆発影響評価 

 

5.1 評価方針 

原科研敷地外及び原科研敷地内に存在する産業施設等の火災・爆発源からの

爆発に対して、その火災・爆発が、評価対象施設の構造健全性に影響を及ぼさ

ないことを評価ガイドに基づき評価する。 

 

5.2 評価方法 

(1) 原科研敷地外及び原科研敷地内に存在する産業施設等の火災について、火災

発生から燃料が燃え尽きるまでの間、各評価対象施設の表面が加熱されるも

のとして、評価を行う。なお、離隔距離の算定については 5.4(1)に示す。 

(2) 原科研敷地外及び原科研敷地内に存在する爆発源からの爆発による影響を

評価する。 

 

5.3 判断基準 

(1) 評価した各評価対象施設の表面温度が、3.(2)に示すコンクリートの許容温

度(200℃)を下回ることを確認する。 

(2) 5.4(1)に示す離隔距離が原科研敷地外については危険限界距離を上回るこ

と、原科研敷地内については高圧ガス保安法及び関係法令で定められている

保安距離を上回ることを確認する。 

 

5.4 評価条件 

(1) 産業施設等の火災及び爆発源からの各評価対象施設までの離隔距離のうち、

最短の離隔距離を評価に用いる。 

(2) 評価に用いる材質は、表-2-3-1.3に示すとおりコンクリートとする。 

 

5.5 火災影響評価   

5.5.1 原科研内における火災影響評価 

中央変電所の重油タンクで火災が発生したとして評価対象施設の表面

における温度の評価を行った。評価に用いた条件を表-2-3-1.14に示す。 
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表-2-3-1.14 原科研敷地内における火災影響評価対象データ 

項 目 中央変電所重油タンク 

内容物 重油 

容量  (燃料量)[m3] 30 

員数 [基] 1 

輻射発散度 [W/m2] 2.3×104 

燃焼速度 [m/s] 2.8×10-5 

燃料タンクの防油堤面積 [m2] 49 

燃焼継続時間 [hr] 6.1 

離隔距離 [m] 470 

輻射強度 [W/m2] 3.12 

形態係数 1.36×10-4 

 

(1) 評価計算 

燃料の燃焼時間は、以下の式を用いて評価した[1]。 

𝑡 =
𝑉

𝜋𝑅2 × 𝜈
                                                (式 − 2 − 3 − 1.   18) 

ただし、 

𝑡   ：燃焼時間 [s] 

 V   ：燃料量 [m3] 

𝜈   ：燃焼速度 [m/s] 

𝑅  ：燃焼半径 [m] 

 

外壁の温度 T (℃)は、以下の式を用いて評価した。 

 𝑇 = 𝑇𝑜 +
2 × 𝐸√𝑎 × 𝑡

𝜆
× [

1

√𝜋
× 𝑒𝑥𝑝 (−

𝓍2

4 × 𝑎 × 𝑡
) −

𝓍

2 × √𝑎 × 𝑡
× 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝓍

2 × √𝑎 × 𝑡
)] 

(式 − 2 − 3 − 1.   19) 

ただし、 

𝑇0  ：初期温度 [℃] 

𝐸  ：輻射強度 [kW/m2] 

𝑎   ：温度伝導率 [m2/s]（𝑎 = 𝜆 (𝜌 × 𝐶𝑝)⁄ ） 

𝐶𝑝  ：比熱 [kJ/(kg･K)] 

𝜌   ：密度 [kg/m3] 

𝜆   ：熱伝導率 [W/(m･K)] 

𝑥   ：深さ [m] 

𝑡   ：燃焼継続時間 [s] 
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輻射強度は、以下の式を用いて求めた。 

E = 𝑅𝑓･𝜑                         (式 − 2 − 3 − 1.   20) 

ただし、 

E   ：輻射強度 [kW/m2] 

𝑅𝑓  ：輻射発散度 [kW/m2] 

𝜑  ：形態係数 [-] 

 

形態係数は、以下の式を用いて求めた。 

 

𝜑 =
1

𝜋𝑛
𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑚

√𝑛2 − 1
) +

𝑚

𝜋
{

(𝐴 − 2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
𝑡𝑎𝑛−1 [√

𝐴(𝑛 − 1)

𝐵(𝑛 + 1)
] −

1

𝑛
𝑡𝑎𝑛−1 [√

(𝑛 − 1)

(𝑛 + 1)
]} 

(式 − 2 − 3 − 1.   21) 

 

ただし、 

𝑚 =
𝐻

𝑅
≒ 3  , 𝑛 =

𝐿

𝑅
  , 𝐴 = (1 + 𝑛)2 + 𝑚2,    𝐵 = (1 − 𝑛)2 + 𝑚2 

𝐿   ：離隔距離 [m] 

 𝐻  ：火炎長 [m] 

 𝑅  ：燃焼半径 [m] 

燃焼半径は燃焼面積が防油堤面積に等しいと考えて算出した。 

 

(2) 評価結果 

中央変電所重油タンクにおける火災時の評価結果を表-2-3-1.15に示す。 

 

表-2-3-1.15 中央変電所熱影響評価結果 

想定火災源 表面温度(℃) 

中央変電所重油タンク 51 

 

評価の結果、表面温度は、中央変電所重油タンクでの火災発生により

51℃まで上昇した。 

よって、中央変電所重油タンクで火災が発生しても、各評価対象施設の

うち最短の離隔距離となる施設の表面が、200℃を下回るため、評価対象施

設の構造健全性に影響がないことを確認した。 
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5.5.2 原科研外における火災影響評価 

原科研外で、ＪＲＲ－３から半径 10km圏内の主な産業施設として、常陸

那珂火力発電所、核燃料サイクル工学研究所、東海第二発電所、日立オイ

ルターミナル及び日立油槽所が存在する。これらの影響評価に用いた条件

を表-2-3-1.16に示す。 

 

表-2-3-1.16 原科研敷地外各危険物貯蔵所における火災影響評価対象データ 

(ＪＲＲ－３原子炉施設及び使用済燃料貯蔵施設) 

項 目 

常陸那珂 

火力発電所 

軽油タンク 

核燃料サイク

ル工学研究所

重油タンク 

東海第二発

電所 

重油タンク 

日立オイルタ

ーミナル及び

日立油槽所 

重油タンク 

内容物 軽油 重油 重油 重油 

容量（燃料量）[m3] 7,000 588 500 10,885 

輻射発散度 [W/m2] 4.2×104 2.3×104 2.3×104 2.3×104 

燃焼速度 [m/s] 5.5×10-5 2.8×10-5 2.8×10-5 2.8×10-5 

燃料タンクの 

防油堤面積 [m2] 
800 400 225 6,000 

燃焼継続時間 [hr] 44.2 14.6 22.1 18.0 

離隔距離 [m] 

ＪＲＲ－３原子炉施設 
2500 2100 1000 5,000 

離隔距離 [m] 

使用済燃料貯蔵施設 
3,500 3,800 400 3,900 

輻射強度[W/m2] 

ＪＲＲ－３原子炉施設 
3.29 1.28 3.17 3.38 

輻射強度[W/m2] 

使用済燃料貯蔵施設 
1.67 0.39 19.94 5.56 

形態係数 

ＪＲＲ－３原子炉施設 
7.82×10-5 5.54×10-5 1.38×10-4 1.47×10-4 

形態係数 

使用済燃料貯蔵施設 
3.98×10-5 1.69×10-5 8.67×10-4 2.42×10-4 

燃料の想定量は各施設に存在するタンクの合計値である。例えば常陸那珂

火力発電所については、軽油が 3,500m3 タンクで 2 基存在するため、これ

らを合計して 7,000 m3としている。 
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(1) 評価計算 

   計算方法は 5.5.1(1)の原科研敷地内における火災影響評価と同様である。 

(2) 評価結果 

    危険物貯蔵所における火災による影響を評価した結果を表-2-3-1.17に示

す。 

 

表-2-3-1.17 各危険物貯蔵所における評価結果 

危険物貯蔵所 
表面温度(℃) 

ＪＲＲ－３原子炉施設 

表面温度(℃) 

使用済燃料貯蔵施設 

常陸那珂火力発電所軽油タンク 51 51 

核燃料サイクル工学研究所重油タンク 51 51 

東海第二発電所重油タンク 51 54 

日立オイルターミナル及び 

日立油槽所重油タンク 
51 51 

 

評価の結果、表面温度は、最大で 54℃まで上昇した。 

従って、各危険物貯蔵所で火災が発生しても、評価対象施設のうち最短の

離隔距離となる施設の表面が、200℃を下回るため、評価対象施設の構造健全

性に影響がないことを確認した。 

 

5.6 爆発影響評価  

5.6.1 原科研敷地内におけるガス爆発影響評価 

第 2 ボイラーの液化天然ガス(LNG)タンク 2 基について、高圧ガス漏え

いによる爆発の評価を行った。ここで高圧ガス保安法及び関係法令に基づ

き算出した保安距離を、LNG タンクと評価対象施設の壁面の間に必要な距

離とする。 

評価に用いたデータを表-2-3-1.18に示す。 

 

表-2-3-1.18 第 2ボイラー液化天然ガス(LNG)タンクのデータ 

データ集類 内容 

LNGタンク最大貯蔵量（2基） 65.5トン(154m3) 

離隔距離(m) 60 
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(1) 評価計算 

高圧ガス保安法及び関係法令で定められている以下の式によって保安距

離を計算した。 

 

𝐿 = 0.12 √𝑋 + 10000                                                                 (式 − 2 − 3 − 1.   22) 

 

𝐿 ：保安距離 [m]， 

𝑋  ：貯蔵能力（kg） 

 

 

(2) 評価結果 

第 2 ボイラー液化天然ガス(LNG)タンク 2 基における爆発による影響を

評価した結果を表-2-3-1.19に示す。 

 

表-2-3-1.19 第 2ボイラー液化天然ガス(LNG)タンクの爆発影響評価結果 

想定爆発源 保安距離(m) 

第 2ボイラー液化天然ガス（LNG） 33 

 

評価の結果、保安距離は33mであり、LNGタンクと評価対象施設の離隔距

離のうち、最短の離隔距離である60mを下回ることから、第2ボイラーで爆

発が発生しても、評価対象施設の構造健全性に影響がないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

添 2-3-1-38 

 

5.6.2 原科研敷地外におけるガス爆発影響評価 

ＪＲＲ－３から 10km 圏内には、以下の高圧ガスを保有する日立 LNG 基

地施設が存在するため、これらガスタンクによる爆発の影響評価を行った。

評価に用いたデータを表-2-3-1.20に示す。 

 

表-2-3-1.20 日立 LNG基地 LNG及び LPGのデータ 

日立 LNG基地 LNG タンク 

LNG タンク貯蔵量 97,704 トン(230,000m3) 

離隔距離 1,800m 

LNG の K 値 7.14×105 

貯蔵設備の W 値 313 

日立 LNG基地 LPG タンク 

LPG タンク貯蔵量 31,000 トン(50,000m3) 

離隔距離 1,800m 

LPG の K 値 8.88×105 

貯蔵設備の W 値 176 

 

(1) 評価計算 

評価ガイドに示された以下の式によって危険限界距離を算出した。 

 

𝑋 = 0.04𝜆√𝐾 × 𝑊
3

                                                                 (式 − 2 − 3 − 1.  23) 

 

𝑋  ：危険限界距離 [m] 

𝜆  ：換算距離 [m/kg1/3] (14.4) 

𝐾  ：石油類の K値 [-] 

𝑊  ：設備定数 [-]  

 

ただし、同施設には２つの独立したガスタンクが存在するため、評価ガ

イドに従い、式-2-3-1.23中の(𝐾×W)相当量を式-2-3-1.24によって評価し

た。 

なお、LNG及びLPGの𝐾値についてはそれぞれガイド記載の最も保守的な

値となる-80℃以上のメタンのK値7.14×105、100℃以上のプロパンのK値

8.88×105を用いた。 
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(𝐾 × 𝑊)𝐿𝑁𝐺+𝐿𝑃𝐺 = 𝐾𝐿𝑁𝐺  × (√𝑊1+𝑊2  ×
𝑊1

𝑊1 + 𝑊2
) + 𝐾𝐿𝑃𝐺  × (√𝑊1+𝑊2  ×

𝑊2

𝑊1 + 𝑊2
) 

(式 − 2 − 3 − 1.   24) 

 

𝑊1 ：日立 LNG基地における LNG 貯蔵設備の貯蔵定数 [-] 

𝑊2 ：日立 LNG基地における LPG 貯蔵設備の貯蔵定数 [-] 

𝐾𝐿𝑁𝐺 ：LNGの石油類の K値 [-] 

𝐾𝐿𝑃𝐺 ：LPGの石油類の K値 [-] 

(𝐾 × 𝑊)𝐿𝑁𝐺+𝐿𝑃𝐺 ：日立 LNG基地における(𝐾 × 𝑊)値 

 

 

(2) 評価結果 

日立 LNG 基地 LNG 及び LPG における爆発による影響を評価した結果を表

-2-3-1.21に示す。 

 

表-2-3-1.21 日立 LNG基地 LNG及び LPGの爆発影響評価結果 

想定爆発源 危険限界距離(m) 

日立 LNG 基地 LNG及び LPG 373 

 

評価した結果、危険限界距離は 373m であり、LNGタンク及び LPGタンク

と評価対象施設の離隔距離のうち、最短の離隔距離である 1,800mを下回る

ことから、これらの施設で爆発が発生しても、評価対象施設の構造健全性

に影響がないことを確認した。 
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6. 航空機の落下による火災の影響評価 

 

6.1 評価方針 

ＪＲＲ－３原子炉施設周辺及び使用済燃料貯蔵施設周辺への航空機の落下

により発生する火災に対して、その火災が評価対象施設の構造健全性に影響が

ないことを評価ガイドに基づき評価する。 

 

6.2 評価方法 

航空機の落下確率が 10-7(回／炉・年)に相当する面積を求め、その範囲の外

周部に航空機が落下した場合の火災による影響を評価した。 

航空機の落下事故については、民間機、自衛隊機又は米軍機では落下事故の

発生状況が必ずしも同一ではなく、飛行方式又は飛行形態が同一ではないこと

から、表-2-3-1.22に示すカテゴリに分類し、評価を実施した。 

 

表-2-3-1.22 航空機の落下評価及び航空機の落下による外部火災影響評価 

 外部火災評価 

民間機 

計器飛行方式 
飛行場での離着陸時 

航空路を巡航中 

有視界飛行方式 

自衛隊機又は 

米軍機 

訓練空域外を飛行中 

空中給油等、高高度での巡航が想定される大

型固定翼機 

その他の大型固定翼機、小型固定翼機及び回

転翼機 

基地訓練空域間を往復時 

 

6.3 判断基準 

評価対象施設の表面温度が、3.(2)に示すコンクリートの許容温度(200℃)を

下回ることを確認する。 

 

6.4  評価条件 

(1) 許容温度については3.(2)に示すとおり、コンクリートで200℃とする。 

(2) 火災発生から燃料が燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で評価対象施設の

表面(コンクリート)が加熱され続けるものとして評価する。 

(3) 落下を想定する航空機は、各カテゴリについて、燃料積載量が最大の機種と

した。表-2-3-1.23に各カテゴリの対象航空機を示す。 
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（4）航空機落下確率を評価する際の各パラメータについては、原子炉設置変更許

可申請時と同様、平成4年から平成23年までのデータを基に評価した。 

 

表-2-3-1.23 評価対象航空機のパラメータ 

   

民間機 自衛隊機又は米軍機 

計器飛行方式 
有視界 

飛行方式 

訓練空域外を飛行中 基地訓練 

空域間を 

往復時 
離着陸時 巡航中 

空中 

給油機等 
その他 

想定機種 B747-400 AS332L1 KC-767 F-15 

燃料種類 JET A-1 JET A-1 JP-4 JP-4 

燃料最大積載量 

[m3] 
216.84[15] 3.0[16] 145.03[17] 14.87[18] 

輻射発散度𝑅𝑓 

[W/m3] 
5.0×104[1] 5.8×104[1] 

質量低下速度𝑀 

[kg/(m2･s)] 
0.039[19] 0.051[19] 

燃料密度𝜌 

 [kg/m3] 
850[20] 760[19] 

燃焼速度𝑣 [m/s] 

（𝑣 = 𝑀 𝜌⁄ ） 
4.59×10-5 6.71×10-5 

 

6.5 航空機の落下地点と施設との離隔距離の評価 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（平成 14・

07・29 原院 4 号）」[21]に基づき、落下確率が 10-7(回／炉・年)に相当する面積

を算出し、この面積を用いて、離隔距離を算出した。 

なお、対象航空機が同一機種のカテゴリについては、各カテゴリ条件におい

て飛行する同一機種の航空機が同一施設に落下することを考慮し、同一機種の

カテゴリの落下確率を合算し、離隔距離を算出する。 

 

6.5.1 航空機落下確率評価 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について（平成14・07・

29原院4号）」[21]に基づき、落下確率を算出した（表-2-3-1.24～表-2-3-1.30に示す）。

なお、同一機種のカテゴリの落下確率を合算する際に、計器飛行方式民間航空機に

おいては、標的面積を単位面積として落下確率を算出し合算を行った。 
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（1）計器飛行方式飛行方式民間航空機の落下事故 

   1）飛行場での離着陸時における落下事故 

 

𝑃𝑑,𝑎  = 𝑓𝑑,𝑎 ∙ 𝑁𝑑,𝑎 ∙ 𝐴 ∙ 𝛷𝑑,𝑎(𝑟, 𝜃)            (式 − 2 − 3 − 1.   25) 

 

表-2-3-1.24 飛行場での離着陸時における落下事故 航空交通量のデータ 

※1：「暦年・年度別空港管理状況調書」（国土交通省航空局）[23]による着陸回数を2倍した値

とする。 

※2：実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準に従い、正規分布又は一様分布

を仮定し、いずれか厳しい方を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓𝑑,𝑎 = 𝐷𝑑,𝑎/𝐸𝑑,𝑎 
対象航空機の国内での離着陸時事故確率（回/離
着陸回） 

1.30×10-7 

𝐷𝑑,𝑎 国内での離着陸事故件数（回） 4[22] 

𝐸𝑑,𝑎 国内での離着陸回数（離着陸回数） 30,685,564[22] 

𝑁𝑑,𝑎 
当該飛行場での対象航空機の年間離着陸回数（離
着陸回/年） 

3,328[23]※1 

𝐴 原子炉施設の標的面積（km2） 単位面積 

𝛷𝑑,𝑎(𝑟, 𝜃)※2 離着陸時の事故における落下地点確率分布関数 
正規分布：3.01×10-4※2 
一様分布：1.55×10-4※2 

𝑃𝑑,𝑎 対象施設への離着陸時の航空機落下確率（回/年） 表-2-3-1.30に記載 
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    2）航空路を巡航中の落下事故 

 

𝑃𝑐 =
𝑓𝑐 ∙ 𝑁𝑐 ∙ 𝐴

𝑊
                 (式 − 2 − 3 − 1.   26) 

表-2-3-1.25 航空路を巡航中の落下事故 航空交通量のデータ 

対象航空路 直行経路：IXE-SWAMP、 直行経路：IXE-KZE、 RNAV経路：Y30 

𝑓𝑐 = 𝐺𝑐/𝐻𝑐 
単位飛行距離当たりの巡航中の落
下事故率（回/飛行回・km） 

5.26×10-11 

𝐺𝑐 巡航中の事故件数（回） 0.5[22]※1 

𝐻𝑐 延べ飛行距離（飛行回・km） 9,499,283,168[22] 

𝑁𝑐 
評価対象とする航空路等の年間飛
行回数（飛行回/年） 

直行経路  IXE-SWAMP：182.5回※2 
直行経路  IXE-KZE  ：182.5回※2 
RNAV経路  Y30       ：22,630回※2 

𝐴 原子炉施設の標的面積（km2） 単位面積 

𝑊 航空路幅（km） 
直行経路  ：14.816km（8NM）※3 
RNAV経路 ：18.520km（10NM）※3 

𝑃𝑐 
対象施設への巡航中の航空機落下
確率（回/年） 

表-2-3-1.30に記載 

※1：「JNES-RE-2013-9011航空機落下事故に関するデータの整備」（原子力安全基盤機構）[22]

による。ただし、𝐺𝑐については、平成4年から平成23年までの20年間の巡航中事故件数は0回

であるため、保守的に0.5回とした。 

※2：国土交通省航空局への問い合わせ結果（平成23年下期のピークデイ値）を365倍した。

ただし、直行経路については0回であるため、1日の飛行回数を保守的に0.5回とした。 

※3：直行経路については「航空路等設定基準」[24]を参照した。RNAV経路については、航法

精度（10NM＝18.52km）を航空路の幅とした。 
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(2) 有視界飛行方式民間航空機の落下事故 

 

𝑃𝑣 =
𝑓𝑣

𝑆𝑣

(𝐴 ∙ 𝛼)                   (式 − 2 − 3 − 1.   27) 

表-2-3-1.26 有視界飛行方式民間航空機の落下事故 航空交通量のデータ 

𝑓𝑣 単位年あたりの落下事故確率（回/年） 

大型固定翼機 ：0.5/20=0.025[22] 
小型固定翼機 ：35.0/20=1.750[22] 
大型回転翼機 ：1.0/20=0.050[22] 
小型回転翼機 ：25.0/20=1.250[22] 

𝑆𝑣 全国土面積（km2） 372,907[22] 

𝐴 原子炉施設の標的面積（km2） 各建家の水平断面積（表-2-3-1.29より算出） 

𝛼 対象航空機の機種による係数 
大型固定翼機、大型回転翼機 ：1※ 
小型固定翼機、小型回転翼機 ：1※ 

𝑃𝑣 対象施設への航空機落下確率（回/年） 表-2-3-1.30に記載 

※：大型固定翼機、大型回転翼機は「評価基準」に従い1を用いるが、小型固定翼機、小型回転翼

機については発電用原子炉に比べ堅固な建家ではないため0.1ではなく1を用いる。 

 

 

(3) 自衛隊機又は米軍機の落下事故 

 1) 訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故 

 

𝑃𝑠𝑜 = (
𝑓𝑠𝑜

𝑆𝑜
) ∙ 𝐴                  (式 − 2 − 3 − 1.   28) 

表-2-3-1.27 自衛隊機又は米軍機の落下事故 航空交通量のデータ 

𝑓𝑠𝑜 
単位年あたりの訓練空域外落下事故確率
（回/年） 

自衛隊機    ： 8/20=0.40[22] 
米軍機       ： 5/20=0.25[22] 

𝑆𝑜 
全国土面積から全国の陸上の訓練空域の
面積を除いた面積（km2） 

自衛隊機    ： 295,675[22] 
米軍機       ： 372,410[22] 

𝐴 原子炉施設の標的面積（km2） 各建家の水平断面積（表-2-3-1.29より算出） 

𝑃𝑠𝑜 
訓練空域外での対象施設への航空機落下
確率（回/年） 

表-2-3-1.30に記載 
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 2) 基地-訓練空域間を往復時の落下事故 

 

𝑃𝑠𝑒 = (
𝑓𝑠𝑒

𝑆𝑠𝑒
) ∙ 𝐴                  (式 − 2 − 3 − 1.   29) 

 

表-2-3-1.28 基地-訓練空域間を往復時の落下事故 航空交通量のデータ 

𝑓𝑠𝑒 
基地と訓練空域間を往復中の落下事故
確率（回/年） 

自衛隊機 ： 0.5/20=0.025※1 

𝑆𝑠𝑒 想定飛行範囲の面積（km2） 自衛隊機 ： 4,541※2 

𝐴 原子炉施設の標的面積（km2） 各建家の水平断面積（表-2-3-1.29より算出） 

𝑃𝑠𝑒 対象施設への航空機落下確率（回/年） 表-2-3-1.30に記載 

※1：平成4年～平成23年の20年間に当該想定飛行範囲内で自衛隊機の移動時の落下事故は発生し

ていないことから、事故件数を保守的に0.5 件として評価した。 

※2：百里基地（飛行場）と自衛隊機の訓練空域（Area 1，Area E 「E-1，E-2，E-3，E-4」）の全

域)境界間を直線で結んだ想定飛行範囲の面積。なお、自衛隊訓練空域 （El，E2）については、

AIP JAPANに“Excluding R-121“と記載のあることから、米軍の訓練空域 （R-121）を除いてい

る。 

 

 

表-2-3-1.29 評価対象施設の寸法及び標的面積 

評価対象施設 

建家寸法 標的面積 

縦(m) 横(m) 高さ(m) 投影断面積(m2) 水平断面積(m2) 

原子炉建家 32.80m 32.80m 26.65m 1386.19m2 1075.84m2 

使用済燃料貯槽室 24.00m 11.00m 14.00m 427.31m2 264.00m2 

燃料管理施設 23.10m 11.00m 15.25m 434.36m2 254.10m2 

排気筒 4.64m 4.64m 40.00m 186.85m2 21.53m2 

実験利用棟 59.70m 30.75m 17.70m 2118.18m2 1835.78m2 

原子炉制御棟 20.00m 21.50m 13.65m 520.61m2 430.00m2 

使用済燃料貯蔵施設 53.00m 23.00m 14.00m 1427.07m2 1219.00m2 
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表-2-3-1.30 評価対象施設への航空機落下確率 

評価対象施設 

民間機 自衛隊機又は米軍機 

計器飛行方式 
有視界 
飛行方式 

訓練空域外を飛行中 基地訓練 
空域間を 
往復時 

離着
陸時 

巡航中 
空中 

給油機等 
その他 

原子炉建家 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
7.21×10-11 

小型固定翼機 
5.05×10-09 

大型回転翼機 
1.44×10-10 

小型回転翼機 
3.61×10-09 

合計 
8.88×10-09 

自衛隊機 
9.10×10-11 
米軍機 

1.44×10-10 
合計 

2.35×10-10 

自衛隊機 
1.46×10-09 
米軍機 

5.78×10-10 
合計 

2.04×10-09 

自衛隊機 
5.92×10-9 

使用済燃料貯槽室 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
1.77×10-11 

小型固定翼機 
1.24×10-09 

大型回転翼機 
3.54×10-11 

小型回転翼機 
8.85×10-10 

合計 
2.18×10-09 

自衛隊機 
2.23×10-11 
米軍機 

3.54×10-11 
合計 

5.77×10-11 

自衛隊機 
3.57×10-10 
米軍機 

1.42×10-10 
合計 

4.99×10-10 

自衛隊機 
1.45×10-9 

燃料管理施設 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
1.70×10-11 

小型固定翼機 
1.19×10-09 

大型回転翼機 
3.41×10-11 

小型回転翼機 
8.52×10-10 

合計 
2.09×10-09 

自衛隊機 
2.15×10-11 
米軍機 

3.41×10-11 
合計 

5.56×10-11 

自衛隊機 
3.44×10-10 
米軍機 

1.37×10-10 
合計 

4.81×10-10 

自衛隊機 
1.40×10-9 

排気筒 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
1.44×10-12 

小型固定翼機 
1.01×10-10 

大型回転翼機 
2.89×10-12 

小型回転翼機 
7.22×10-11 

合計 
1.78×10-10 

自衛隊機 
1.82×10-12 
米軍機 

2.89×10-12 
合計 

4.71×10-12 

自衛隊機 
2.91×10-11 
米軍機 

1.16×10-11 
合計 

4.07×10-11 

自衛隊機 
1.19×10-10 
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評価対象施設 

民間機 自衛隊機又は米軍機 

計器飛行方式 
有視界 
飛行方式 

訓練空域外を飛行中 基地訓練 
空域間を 
往復時 

離着
陸時 

巡航中 
空中 

給油機等 
その他 

実験利用棟 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
1.23×10-10 

小型固定翼機 
8.62×10-09 

大型回転翼機 
2.46×10-10 

小型回転翼機 
6.15×10-09 

合計 
1.51×10-08 

自衛隊機 
1.55×10-10 
米軍機 

2.47×10-10 
合計 

4.02×10-10 

自衛隊機 
2.48×10-09 
米軍機 

9.86×10-10 
合計 

3.46×10-09 

自衛隊機 
1.01×10-8 

原子炉制御棟 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
2.88×10-11 

小型固定翼機 
2.02×10-09 

大型回転翼機 
5.77×10-11 

小型回転翼機 
1.44×10-09 

合計 
3.55×10-09 

自衛隊機 
3.64×10-11 
米軍機 

5.77×10-11 
合計 

9.41×10-11 

自衛隊機 
5.82×10-10 
米軍機 

2.31×10-10 
合計 

8.13×10-10 

自衛隊機
2.37×10-9 

使用済燃料貯蔵施設 

離着陸時 
1.30×10-7 

巡航中 
6.56×10-8 

合計 
1.96×10-7 

大型固定翼機 
8.17×10-11 

小型固定翼機 
5.72×10-09 

大型回転翼機 
1.63×10-10 

小型回転翼機 
4.09×10-09 

合計 
1.01×10-08 

自衛隊機 
1.03×10-10 
米軍機 

1.64×10-10 
合計 

2.67×10-10 

自衛隊機 
1.65×10-09 
米軍機 

6.55×10-10 
合計 

2.31×10-9 

自衛隊機 
6.71×10-9 
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6.5.2 離隔距離の算出 

6.5.1で算出した落下確率から、落下確率が10-7に相当する面積を算出し、航空機落

下地点と評価対象施設の離隔距離を算出した。 

離隔距離については、以下の式を用いて算出する。 

𝑥 =
−2(𝐴 + 𝐵) ± √(2(𝐴 + 𝐵))2 − 4𝜋(𝐴𝐵 − 𝐶)

2𝜋
      (式 − 2 − 3 − 1.   30) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2-3-1.14 航空機落下地点の想定モデル 

算出した離隔距離を表-2-3-1.31に示す。 

 

表-2-3-1.31 航空機の落下地点と対象施設との離隔距離 

対象施設 

民間機 自衛隊機又は米軍機 

計器飛行方式 
有視界 

飛行方式 

訓練空域外を飛行中 基地訓練 

空域間を 

往復時 

離着

陸時 
巡航中 

空中 

給油機等 
その他 

原子炉建家 379m 42m 360m 45m 

使用済燃料貯槽室 389m 51m 370m 54m 

燃料管理施設 389m 51m 370m 55m 

排気筒 388m 59m 378m 62m 

実験利用棟 372m 35m 352m 38m 

原子炉制御棟 388m 49m 368m 52m 

使用済燃料貯蔵施設 377m 39m 357m 42m 

 

落下確率が 10-7になる面積（C） 

施設実面積 𝐴 

B 

𝑥 
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6.6 評価計算 

燃焼継続時間は、以下の式を用いて評価した[1]。 

𝑡 =
𝑉

𝜋𝑅2 × 𝜈
                                                (式 − 2 − 3 − 1.   25) 

ただし、 

𝑡   ：燃焼継続時間 [s] 

𝑉  ：燃料量 [m3] 

𝜈   ：燃焼速度 [m/s]（𝜈 = 𝑀 𝜌⁄ ） 

𝑀  ：質量低下速度 [kg/(m2･s)] 

𝜌   ：燃料密度 [kg/m3] 

𝑅  ：燃焼半径 [m] 

 

外壁の温度 T (℃)は、以下の式を用いて評価した。 

 

𝑇 = 𝑇0 +
2 × 𝐸√𝑎 × 𝑡

𝜆
× [

1

√𝜋
× 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑥2

4 × 𝑎 × 𝑡
) −

𝑥

2 × √𝑎 × 𝑡
× 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2 × √𝑎 × 𝑡
)] 

(式 − 2 − 3 − 1.   26) 

 

ただし、 

𝑇0  ：初期温度 [℃] 

𝐸  ：輻射強度 [kW/m2] 

𝑎   ：温度伝導率 [m2/s]（𝑎 = 𝜆 (𝜌 × 𝐶𝑝)⁄  ） 

𝐶𝑝  ：比熱 [kJ/(kg･K)] 

𝜌   ：密度 [kg/m3] 

𝜆   ：熱伝導率 [W/(m･K)] 

𝑥   ：深さ [m] 

𝑡   ：燃焼継続時間 [s] 

ここで、輻射強度は次式を使用して評価した。 

E = 𝑅𝑓･𝜑                         (式 − 2 − 3 − 1.   27) 

𝑅𝑓  ：輻射発散度 [kW/m2] 

 

また、形態係数は以下のとおりである。 

𝜑 =
1

𝜋𝑛
 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑚

√𝑛2 − 1
) +

𝑚

𝜋
 {

(𝐴 − 2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
 𝑡𝑎𝑛−1 [√

𝐴(𝑛 − 1)

𝐵(𝑛 + 1)
] −

1

𝑛
𝑡𝑎𝑛−1 [√

(𝑛 − 1)

(𝑛 + 1)
]} 

(式 − 2 − 3 − 1.   28) 
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ただし、 

𝑚 =
𝐻

𝑅
≒ 3、𝑛 =

𝐿

𝑅
、𝐴 = (1 + 𝑛)2 + 𝑚2、𝐵 = (1 − 𝑛)2 + 𝑚2 

φ   ：形態係数 [-] 

𝐿   ：離隔距離 [m] 

𝐻  ：火炎長 [m] 

𝑅  ：燃焼半径 [m] 

 

燃焼半径は燃焼面積が航空機の面積（全長×胴体全幅）に等しいと考えて算出

した。 

 

6.7 評価結果 

評価結果を表-2-3-1.32に示す。評価の結果、航空機の落下による火災影響

によっても、評価対象施設の表面温度が、コンクリートの許容温度を下回るた

め評価対象施設の構造健全性に影響がないことを確認した。 
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表-2-3-1.32 各航空機の評価結果 

 民間機 自衛隊機又は米軍機 

計器飛行方式 
有視界 

飛行方式 

訓練空域外を飛行中 基地訓練 

空域間を 

往復時 

離着陸

時 
巡航中 

空中 

給油機等 
その他 

想定機種 B747-400 AS332L1 KC-767 F-15 

原子炉建家 58℃ 71℃ 55℃ 82℃ 

使用済燃料貯槽室 57℃ 64℃ 55℃ 72℃ 

燃料管理施設 57℃ 64℃ 55℃ 72℃ 

排気筒 57℃ 61℃ 55℃ 67℃ 

実験利用棟 58℃ 79℃ 55℃ 94℃ 

原子炉制御棟 57℃ 65℃ 55℃ 74℃ 

使用済燃料貯蔵施設 58℃ 73℃ 55℃ 87℃ 
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7. 重畳事象を想定した火災影響評価 

 

7.1 評価方針  

ＪＲＲ－３原子炉施設周辺及び使用済燃料貯蔵施設周辺への航空機の落下

により発生する火災及びその火災による森林火災が、評価対象施設の構造健全

性に影響を及ぼさないことを評価ガイドに基づき評価する。 

 

7.2 評価方法 

(1) 落下確率が 10-7(回／炉・年)となる面積の外周部にある森林に航空機が落下

し、その火災によって森林火災が発生する事象を想定する。 

(2) 落下する航空機の機種は、熱影響が最も大きい「F-15」とする。 

(3) 航空機の落下に伴い火災となる森林は、建家への熱影響が最も大きい森林と

する。 

(4) その他の条件は、4.森林火災影響評価及び 6.航空機の落下による火災の影響

評価において設定した条件と同じものを用いる。 

 

7.3 判断基準 

評価した結果、評価対象施設の表面温度が、3.(2)に示すコンクリートの許容

温度(200℃)を下回ることを確認する。 

 

 

7.4 評価条件 

許容温度については 3.(2)に示すとおり、コンクリートで 200℃とする。 
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7.5 重畳事象による火災影響評価結果 

評価結果を表-2-3-1.33 に示す。航空機の落下による火災及びその火災によ

る森林火災の重畳事象が起こっても、評価対象施設の表面温度が、コンクリー

トの許容温度を下回るため、評価対象施設の構造健全性に影響がないことを確

認した。 

 

 

 

表-2-3-1.33 想定された外部火災の重畳事象の評価結果 

対象施設 

森林火災 航空機落下火災 重畳評価結果 

表面温度

(℃) 

温度上昇分 表面温度 

（℃） 

温度上昇分 表面温度 

(℃) ΔT(℃) ΔT(℃) 

原子炉建家 73 23 82 32 105 (=50+23+32) 

使用済燃料貯槽室 73 23 72 22 95 (=50+23+22) 

燃料管理施設 75 25 72 22 97 (=50+25+22) 

排気筒 75 25 67 17 92 (=50+25+17) 

実験利用棟 94 44 94 44 138 (=50+44+44) 

原子炉制御棟 92 42 74 24 116（=50+42+24） 

使用済燃料貯蔵施設 101 51 87 37 138（=50+51+37） 
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1. 概要 

 外部からの衝撃による損傷の防止に係る安全評価のうち、竜巻によるＪＲＲ－

３原子炉施設への影響について評価を実施した。評価の結果、竜巻により原子炉施

設の安全性を確保するために必要な安全機能を損なうおそれはないことを確認し

た。 

 

2. 評価方針 

 ＪＲＲ－３は、大規模な竜巻事象に対する安全上重要な施設に該当する施設を

有しないことから、「試験研究用等原子炉施設への新規制基準の審査を踏まえたグ

レーデッドアプローチ対応について」（平成 28年 6月 15日原子力規制庁）の「2.(3)

竜巻」に従い、敷地及びその周辺における過去の記録を踏まえた影響が最も大きい

竜巻を考慮し、その影響を評価する。 

 

3. 評価対象施設 

   ＪＲＲ－３原子炉施設において、安全機能を有する施設の外殻となる原子炉建

家、使用済燃料貯槽室、燃料管理施設、実験利用棟、使用済燃料貯蔵施設、原子炉

制御棟並びに安全施設として評価対象である排気筒を評価対象施設に選定した。 

 

4. 評価方法 

 竜巻による飛来物の衝突時におけるコンクリート貫通厚さ等を評価し、評価対

象施設の壁厚と比較することにより、安全機能を有する施設への波及的影響（貫通

及び裏面剥離）を生じる可能性を評価した。また「原子力発電所の竜巻影響評価ガ

イド」[1]に従い、想定する竜巻における風速及び気圧低下量に基づいて風圧及び気

圧低下が評価対象施設に与える荷重を評価し、これらの複合荷重と建家の保有水

平耐力を比較することにより、評価対象施設の構造健全性に影響が及ぶ可能性を

評価した。 

 

5. 評価条件 

(1) 気象庁の竜巻等の突風データベースによると、竜巻による被害が発生する長さ

は、最大でも約 20㎞であること[2]から、施設から半径 20㎞を「敷地及びその周

辺」とする。 

(2) 敷地及びその周辺における過去の記録を踏まえ、藤田スケール F1の竜巻（最大

風速 49m/s）（以下「F1竜巻」という。）を、設計上考慮することとする。 

(3) 原子力科学研究所内における想定飛来物に係る現地調査結果と「原子力発電所

の竜巻影響評価ガイド」を参考に設計飛来物を選定し、設計飛来物について各施

設への影響を評価する。 

 

6. 評価 

(1) 竜巻による飛来物の影響評価 

想定飛来物について、竜巻による物体の浮上・飛来解析コード TONBOS[3]を用

い、ランキン渦モデルに基づいて飛散距離、飛散高さ、最大水平速度、最大鉛直

速度を算出し、運動エネルギーを評価し、運動エネルギーが最大となるものを設

計飛来物とした。また、飛散高さが正の値となるものを浮上有と判断した。想定

飛来物の選定結果を表-2-3-2.2 に示す。ここで敷地内において想定される各種

飛来物を空力パラメータにより評価した[4]。𝐶𝐷𝐴については飛来物の各方向の抗

力係数と見附面積の積の平均値を用いた。飛来物の抗力係数及び見附面積につ

いては、表-2-3-2.1及び図-2-3-2.1に示す。 

空力パラメータは、以下の式を用いて計算した。 
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𝐶𝐷𝐴

𝑚
=

0.33(𝐶𝐷1𝐴1+𝐶𝐷2𝐴2+𝐶𝐷3𝐴3)

𝑚
          (式 − 2 − 3 − 2.  1) 

ここで、 

𝐶𝐷𝐴／𝑚 ：空力パラメータ[m2/kg] 

𝐶𝐷 ：抗力係数(形状を考慮し、2.0、1.2、0.7から適切な値を選定する[5]) 

𝐴  ：物体の見附面積[m2]  

𝑚  ：質量[kg]  

𝐶𝐷1、𝐶𝐷2、𝐶𝐷3：各面の抗力係数 

 𝐴1、𝐴2、𝐴3：各面の見附面積[m2]（表-2-3-2.2の各想定飛来物の寸法より算出） 

 

である。 

 

表-2-3-2.1 飛来物の抗力係数 

 

 

 

  

 

 

 
図-2-3-2.1 飛来物の見附面積 

 

 

 

 

 

                            

 

塊状物体          板状物体         棒状物体 

A2 

A1 

A3 
A1 

A2 

A3 

A1 

A2 
A3 

A1 

A2 A3 

飛来物形状 𝐶𝐷1 𝐶𝐷2 𝐶𝐷3 

塊状物体 2.0 2.0 2.0 

板状物体 2.0 1.2 1.2 

棒状物体 2.0 0.7 0.7 
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表-2-3-2.2 想定飛来物の選定結果 

名称 
長さ 

(m) 

幅 

(m) 

高さ 

(m) 

質量 

(kg) 

空力パラメータ 

(m2/kg) 

最大水平速度 

(m/s) 

運動エネルギー 

(kJ) 
飛来物選定の考え方 

カラーコーン 0.40 0.40 0.70 1.0 0.234960 45 2 配電盤に包絡される 

スピーカー 0.60 0.60 0.60 3.6 0.198000 45 4 配電盤に包絡される 

自転車 1.90 1.10 0.60 25 0.083688 41 21 配電盤に包絡される 

看板 0.30 0.40 0.80 2.0 0.176880 44 2 配電盤に包絡される 

消火器箱 0.20 0.30 0.70 28 0.009664 0 0 浮上しない 

バリケード 1.20 0.05 0.40 20 0.006897 0 0 浮上しない 

グレーチング 0.50 0.50 0.05 17 0.010871 0 0 浮上しない 

マンホール蓋 0.60 0.60 0.05 78 0.003351 0 0 浮上しない 

ベンチ 1.80 0.56 0.74 10 0.144239 44 10 配電盤に包絡される 

空調室外機 0.30 0.25 0.80 60 0.005665 0 0 浮上しない 

鋼製材 4.20 0.30 0.20 135 0.006453 0 0 浮上しない 

コンクリート板 1.50 1.00 0.15 540 0.002108 0 0 浮上しない 

配電盤 0.70 0.40 1.40 60 0.020020 33 32 設計飛来物に選定する 

自動販売機 0.82 1.38 1.83 500 0.006808 0 0 浮上しない 

トラック 5.00 1.90 1.30 4750 0.002566 0 0 浮上しない 

クレーン車 12.00 6.30 4.99 102500 0.001075 0 0 浮上しない 

乗用車 

（ミニバン） 
4.885 1.84 1.905 2110 0.006819 0 0 浮上しない 
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設計飛来物に選定した配電盤について、建家衝突時の影響を評価した結果を

表-2-3-2.3 に示す。コンクリート構造物の水平方向の貫通限界厚さ及び水平方

向の裏面剥離厚さはそれぞれ、修正 NDRC 式、Degen 式及び Chang 式を用いて計

算した。また、鋼板部の貫通限界厚さは BRL式を用いて計算した。なお、評価対

象施設の中で最もコンクリート強度の値が小さい施設の値（180㎏/㎝ 2）を用い

て、コンクリートの各種限界厚さを算出している（各評価対象施設のコンクリー

ト強度を表-2-3-2.4に示す）。 

 

修正 NDRC式  ：𝑥𝐶[m] 

𝑥𝐶 = 0.23 × 𝛼𝐶
√4𝐾𝑊𝑁𝐷 (

𝑉

1000𝐷
)

1.8

             (式 − 2 − 3 − 2.  2) 

ここで、 

𝑥𝐶 ：貫入深さ（m） 

K   ：180/√𝐹𝐶 

W  ：重量（kg） 

𝐹𝐶 ：コンクリート強度（N/m2） 

D   ：飛来物直径（m） 

V   ：衝突速度（m/s） 

N   ：形状係数 0.72（配電盤） 

𝛼𝐶 ：飛来物低減係数 1 

である。 

 

Degen式  ：𝑡𝑝[m] 

𝑡𝑝 = 𝛼𝑝𝐷 {2.2 (
𝑥𝐶

𝛼𝐶𝐷
) − 0.3 (

𝑥𝐶

𝛼𝐶𝐷
)

2

}               (式 − 2 − 3 − 2.  3) 

ここで、 

𝑡𝑝  ：貫通限界厚さ（m） 

𝛼𝑝 ：飛来物低減係数 1 

である。 

 

Chang式  ：𝑡𝑠[m] 

𝑡𝑠 = 4.44 × 1.84 × 𝛼𝑠 × {
𝑉0

𝑉
}

0.13 (𝑀𝑉2)0.4

(𝐷/12)0.2(144𝑓𝑐)0.4
     (式 − 2 − 3 − 2.  4) 

ここで、 

𝑡𝑠  ：裏面剥離限界厚さ（m） 

𝑉0  ：基準速度（=61）（m/s） 

V  ：衝突速度（m/s） 

M  ：質量（kg） 

D  ：飛来物直径（m） 

𝑓𝑐 ：コンクリート強度（N/m2） 

𝛼𝑠 ：飛来物低減係数 1 

である。 

 

BRL式  ：𝑇[m] 

 𝑇3/2 =
0.5𝑀𝑉2

1.4396 × 109𝐾2𝐷3/2
                 (式 − 2 − 3 − 2.  5) 
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ここで、 

𝑇  : 鋼板部の貫通限界厚さ(m) 

M  : 飛来物質量(kg)である。 

 

表-2-3-2.3  設計飛来物の影響評価結果 

 
飛来

距離* 

飛散

高さ* 

最大水平

速度* 

コンクリート

構造物の貫通

限界厚さ 

(水平)**  

コンクリート

構造物の裏面

剥離限界厚さ

(水平)*** 

鋼板部の貫

通限界厚さ

（水平）**** 

(m) (m) (m/s) (mm) (mm) (mm) 

配電盤 123 5 33 50 139 1.3 
* TONBOSコードによる 
** 修正 NDRC 式、Degen式による 
*** Chang式による 
****BRL 式による 

 

設計飛来物の飛散高さを評価した結果、評価対象施設（排気筒を除く）の屋根

に到達することはなく、設計飛来物が屋根の上方から鉛直方向に衝突すること

はない。また、設計飛来物が評価対象施設へ水平方向に衝突する場合について、

各種限界厚さと評価対象施設の壁厚と比較した結果を表-2-3-2.4 に示す。評価

の結果、各評価対象施設に貫通及び裏面剥離が生じないことを確認した。 

 

表-2-3-2.4 設計飛来物による貫通及び裏面剥離評価結果 

 評価対象 
部材厚さ 

コンクリ

ート強度 

貫通限界 

厚さ 

裏面剥離 

限界厚さ 

評価結果 

貫通 
裏面 

剥離 (mm) (㎏/㎝ 2) (mm) (mm) 

原子炉建家円

筒壁 
コンクリート壁 400 180 50 139 無 無 

使用済燃料貯

槽室 
コンクリート壁 150 180 50 139 無 無 

燃料管理施設 
コンクリート壁 275 210 50 139 無 無 

金属扉 1.6 ― 1.3 ― 無 ― 

使用済燃料貯

蔵施設 
コンクリート壁 250 210 50 139 無 無 

実験利用棟 コンクリート壁 200 210 50 139 無 無 

原子炉制御棟 コンクリート壁 300 210 50 139 無 無 

排気筒 コンクリート壁 295 180 50 139 無 無 

 

以上より、設計飛来物による各評価対象施設への影響はない。 

 

(2) 建家に作用する荷重の評価 

建家に作用する風圧と気圧低下の複合荷重評価には、「原子力発電所の竜巻影

響評価ガイド」に記載されている以下の評価式を用いた。 

 

複合荷重 ：𝑊𝑇1[kN]
 

𝑊𝑇1 = 𝑊𝑝                                       (式 − 2 − 3 − 2.  6) 
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複合荷重 ：𝑊𝑇2[kN]
 

𝑊𝑇2 = 𝑊𝑊 + 0.5𝑊𝑝 + 𝑊M                         (式 − 2 − 3 − 2.  7) 

排気筒に生じる n層目の複合荷重：𝑊𝑇2
𝑛 [kN] 

𝑊𝑇2
𝑛 （ｎ＝1,2,…,9）とすると、 

∑{𝑊𝑇2
𝑛 × 5(𝑘 − 𝑛 + 1)}

9

𝑘=𝑛

 

気圧差による荷重 ：𝑊𝑝[kN]
 

𝑊𝑝 = ∆𝑝𝑚𝑎𝑥𝐴                               (式 − 2 − 3 − 2.  9) 

最大気圧低下量 ：∆𝑝𝑚𝑎𝑥[hPa]  

（想定風速及び「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」式 3-4による） 

∆𝑝𝑚𝑎𝑥 = 22                                   (式 − 2 − 3 − 2.  10) 

風圧力による荷重 ：𝑊𝑊[kN]  

（「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」式 4-1による） 

𝑊𝑊 = 𝑞𝐺𝐶𝐴                                   (式 − 2 − 3 − 2.  11) 

速度圧 ：𝑞[kPa] 

（「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」式 4-2による） 

𝑞 =
1

2
𝜌𝑉𝐷

2                                    (式 − 2 − 3 − 2.  12) 

空気密度 ：𝜌[kg/m3] 

（「建築物荷重指針・同解説（2015）」[6] 式 A6.1による） 

𝜌 = 1.22                                      (式 − 2 − 3 − 2.  13) 

最大風速 ：𝑉𝐷[m/s]
 

𝑉𝐷 = 49                                        (式 − 2 − 3 − 2.  14) 

風力係数 ：𝐶[-] （JNES-RE-2013-9009[4]による） 

𝐶 = 1.3                                        (式 − 2 − 3 − 2.  15) 

飛来物による衝撃荷重 ：𝑊M[kN] 

𝑊𝑀 = 𝑚𝑉𝑀
2/𝐿                                   (式 − 2 − 3 − 2.  16) 

ここで、 

𝐴  ：施設の受圧面積（設工認[7][8][9][10]に記載されている各施設の短辺方向の長さ

に各層の高さを乗じて算出） 

𝐺  ：ガスト係数 1.0 

𝑚  ：想定飛来物の質量 [kg] 

𝑉𝑀 ：想定飛来物の衝突速度 [m/s] 

L  ：想定飛来物の最も短い辺の長さ [m] 

n  ：排気筒の層数 
 

である。 

 

想定される飛来物及びその衝突速度については、設計飛来物である配電盤（衝

撃荷重 155kN）を複合荷重の評価に用いた。 

なお、衝撃荷重については、式-2-3-2.16 を用いて計算し、衝突による影響が

大きくなる向きで衝突することを考慮した。設計飛来物である配電盤は飛散高

さが 5mであるが、各施設における評価においては全ての階層に衝突するものと

して評価した。また、複合荷重は施設の弱軸方向に作用させることとした。 

  

(ｎ層目の曲げモーメント)＝ [kN・m](式 − 2 − 3 − 2.  8) 
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式-2-3-2.6及び式-2-3-2.7により算出された複合荷重と評価対象施設（原子

炉建家屋根及び排気筒を除く。）の保有水平耐力［7］［8］［9］［10］の比較を表-2-3-2.5

に示す。いずれの高さについても複合荷重は建家の保有水平耐力を大きく下回

っている。 

原子炉建家屋根については、解析モデルとして 3次元 FEM（有限要素法）モデ

ルを使用し、応力解析には汎用構造解析コード「iGen(MIDAS Information 

Technology Co.,Ltd)」を用いている。上式により算出された複合荷重によって

屋根が破断しないことを確認するため、構成部材に発生する応力と許容応力の

比（部材検定比）が 1 を超えないことを確認する。屋根を構成する部材のうち最

も評価が厳しくなる評価結果を表-2-3-2.6に示す。表-2-3-2.6の結果より、部

材検定比が 1 を超えないことを確認した。排気筒については、式-2-3-2.8 によ

り算出された複合荷重により生じる曲げモーメントと排気筒の持つ終局曲げモ

ーメント［8］の比較を表-2-3-2.7に示す。いずれの高さについても複合荷重によ

り生じる曲げモーメントは排気筒の終局曲げモーメントを大きく下回っている。 

なお、終局曲げモーメントについては、「JRR-3 の変更に係る設計及び工事の

方法の許可申請書(その 3)」［8］添 1-5-23 に記載されている表-1-5.12 排気筒曲

げのスケルトンカーブ(Ｍ-φ関係)より引用している。 

 

（参考）排気筒 曲げのスケルトンカーブ（Ｍ-φ関係）［8］ 

部材 

番号* 

Ｍ1 

(×103kN・

m) 

φ1 

(×10-3m-1) 

Ｍ2 

(×103kN・

m) 

φ2 

(×10-3m-1) 

Ｍ3 

(×103kN・m) 
φ3 

(×10-3m-1) 
備考 

110 2.34 0.0428 2.92 0.400 4.17 16.21 

地上 

109 3.08 0.0451 3.46 0.392 4.78 15.40 

108 3.98 0.0458 5.43 0.393 7.49 13.59 

107 5.10 0.0468 6.62 0.385 8.90 13.24 

106 6.03 0.0471 9.38 0.386 12.87 11.60 

105 7.05 0.0474 11.98 0.384 16.58 8.43 

104 8.14 0.0476 14.32 0.380 19.82 7.67 

103 9.35 0.0478 16.71 0.375 23.09 7.10 

102 10.89 0.0484 20.55 0.373 28.43 6.36 地下 

* 部材番号 101は線形とする。 

 

上表において、Ｍ１は第一折点の曲げモーメント、Ｍ2は第ニ折点の曲げモーメント、Ｍ3は

終局曲げモーメント、φ1は第一折点の曲率、φ2は第ニ折点の曲率、φ3は終局点の曲率を

表す。 
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参考図 排気筒の各層と部材番号対応図 

 

排気筒解析モデル図（設工認その３［8］より抜粋） 
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表-2-3-2.5 複合荷重と各施設の保有水平耐力の比較 

 方向 層 
壁高さ 

受圧面積
[7][8][9][10] 

保有水平耐力 
 [7][8][9][10] 

風圧力に 

よる荷重 

気圧差に 

よる荷重 

飛来物によ

る衝撃荷重 

複合荷重

WT1 

複合荷重

WT2 

(m) （m2） (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

原子炉建家 NS* 

5 4.0 130 63684 247 275 155 275 539 

4 4.0 130 82719 494 549 155 549 923 

3 4.5 146 74138 772 858 155 858 1355 

2 4.5 146 63027 1049 1166 155 1166 1787 

1 4.8 156 47288 1345 1495 155 1495 2248 

使用済燃料貯

槽室 
NS* 

3 3.8 91 4151.2 172 191 155 191 423 

2 4.9 117 7171.5 394 438 155 438 768 

1 5.0 120 9085.5 622 692 155 692 1123 

燃料管理施設 NS* 

3 4.0 90 6617.7 170 189 155 189 420 

2 5.3 119 10073.1 395 439 155 439 770 

1 5.0 112 13107.7 608 675 155 675 1100 

使用済燃料貯

蔵施設 
EW* 

2 7.0 242 16953.6 461 512 155 512 872 

1 6.9 239 24454.7 915 1017 155 1017 1578 

実験利用棟 NS* 

4 1.3 76 25893.6 145 161 155 161 380 

3 3.4 199 34901 522 580 155 580 967 

2 5.3 309 52443 1111 1234 155 1234 1882 

1 5.6 327 110938 1732 1925 155 1925 2850 

原子炉制御棟 NS* 
2 5.9 117 18119.5 223 248 155 248 502 

1 4.2 83 32424.7 381 424 155 424 748 
* 短辺方向が弱軸であるため。 
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表-2-3-2.6 原子炉建家屋根の部材検定比と複合荷重 

 方向 層 

風圧力に 

よる荷重 

気圧差に 

よる荷重 

飛来物による

衝撃荷重 
複合荷重 WT1 複合荷重 WT2 

部材検定比 

(kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) 

原子炉建家 NS・EW 屋根(上面) -1.046～0.586 2.200 0 2.200 0.054～1.686 0.67 

原子炉建家 NS・EW 屋根(側面) 1.904 2.200 0 2.200 3.004 0.71 

 

表-2-3-2.7 排気筒の終局曲げモーメント［8］と複合荷重による曲げモーメントの比較 

 方向 層 
壁高さ 

受圧面積
***[8] 

終局曲げ 

モーメント
[8] 

風圧力に 

よる荷重 

気圧差に 

よる荷重 

飛来物による 

衝撃荷重 
複合荷重 複合荷重 

複合荷重による 

曲げモーメント 

(m) (m2) (kN・m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN・m) 

排気筒** 
NS・

EW 

9 5.0 23.2 4170 45 50 ― 50 70 344 

8 5.0 23.2 4780 45 50 ― 50 70 1031 

7 5.0 23.2 7490 45 50 ― 50 70 2062 

6 5.0 23.2 8900 45 50 ― 50 70 3437 

5 5.0 23.2 12870 45 50 ― 50 70 5155 

4 5.0 23.2 16580 45 50 ― 50 70 7216 

3 5.0 23.2 19820 45 50 155 50 225 10397 

2 5.0 23.2 23090 45 50 ― 50 70 13921 

1 5.0 23.2 28430 45 50 ― 50 70 17788 
** 風圧力による荷重、気圧差による荷重については各層への等分布荷重とし、設計飛来物による衝突は飛散高さ(5m)に相当する層にのみ作用させる。 
***保守的に地上 1 層目(GL±0)の外径を全ての層に用いて算出している。
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7. 評価結果 

本評価で想定する最大風速 49m/s により生じる複合荷重によって各評価対象施

設の構造健全性が損なわれないことから、藤田スケール F1の竜巻はＪＲＲ－３原

子炉施設の安全機能に有意な影響を及ぼすことが無いことを確認した。 
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1．耐震設計の基本方針 

  耐震設計の基本方針は原子炉設置変更許可申請書に従い、次のように定める。 

原子炉施設の耐震設計は、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準

に関する規則及びその解釈の基本的考えを参考にして以下の項目に従って行い、基準地

震動による地震力に対してもこれが大きな事故の誘因とならないよう原子炉施設に十分

な耐震性をもたせる。 

 

(1) 原子炉は、基準地震動による地震力に対しても、原子炉プール水の喪失を防止し、

炉心部が露出しない構造とする。 

(2) 原子炉は、基準地震動による地震力に対しても、安全に核的停止ができる機能を有

する。 

(3) 重要度分類及び地震によって安全機能が喪失した場合の放射線による周辺公衆へ

の影響の程度に応じて、原子炉施設の耐震設計上の重要度を３つのクラスに分類

する。 

(4) 原子炉施設の構造設計及び配置計画に際しては、地震の影響が低減されるように

考慮する。 

 

2．耐震設計上の重要度分類 

(1) 分類の原則 

原子炉施設の耐震設計上の重要度を次のＳ、Ｂ、Ｃのクラスに分類する。 

Ｓクラス：安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度の放射線被ばく

（安全機能の喪失による周辺公衆の実効線量の評価値が発生事故当た

り 5mSvを超えることをいう。）を与えるおそれのある設備・機器等を有

する施設。 

Ｂクラス：安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がＳクラス施設と比べ

小さい施設。 

Ｃクラス：Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産業施設又は公共施設と同等の

安全性が要求される施設。 

(2) 重要度によるクラス別施設 

プール型炉であることの特徴を考慮し、耐震設計上の重要度分類に従った各クラ

スに属する施設を以下に示す。また、Ｓクラスの施設が、耐震重要度分類の下位のク 

ラスに属するものの波及的影響によって、その安全機能を損なわないように設計す

る。その際、設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響、Ｓクラス施設と下位クラス施設との接続部における相互影響並びに下位

クラス施設の損傷、転倒、落下等によるＳクラス施設への影響を考慮する。 

Ｓクラス：
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(a) 炉心及び冠水維持設備を構成する機器・配管系 

(b) 炉心から取り出した直後の使用済燃料を貯蔵するための施設 

(c) 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び

原子炉の停止状態を維持するための施設 

(d) その他 

Ｂクラス： 

(a) １次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

(b) １次冷却系に直接つながっている施設 

(c) 十分冷却した使用済燃料を保管するための施設 

(d) 放射性廃棄物を内蔵している施設 

(e) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設 

(f) 放射性物質の放出を伴うような場合その外部放散を抑制するための施設 

(g) 放射線の監視をするための設備 

(h) 重水を内蔵している施設 

(i) 炉心を保護する施設 

(j) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 

(k) その他 

Ｃクラス： 

(a) Ｓクラス、Ｂクラスに属さない施設 

 

3．地震力の算定法 

原子炉施設は、以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力に対して耐える

よう設計する。 

(1) 静的地震力 

ａ. 建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、次に示す施設の耐震重要度分類に応じ

た係数を乗じ、さらに、当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断力係数Ｃ０を 0.2以上とし、建物・ 

構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物

の振動特性、地盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。た

だし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。
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ｂ. 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記ａ.に示す地震層せん断力係数Ｃｉに

施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、当該水平震度

及び上記ａ.の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。なお、

水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。た

だし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(2) 動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのあるも

のに適用する。Ｓクラスの施設については、基準地震動及び弾性設計用地震動から定

める入力地震動を適用する。弾性設計用地震動は基準地震動の応答スペクトルとの

比率を 0.5 倍として設定する。Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものにつ

いては、弾性設計用地震動に 2 分の 1 を乗じたものに基づく地震力を適用する。基

準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水平２方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせたものとして算定する。また、ＪＲＲ－３原子炉施設の設計用地震

動は原子炉設置変更許可申請書添付書類六「５．地震」に示す基準地震動Ｓｓ-1 か

らＳｓ-4、Ｓｓ-Ｄを用いる。基準地震動Ｓｓの応答スペクトルを図-3-1.1に、時刻

歴波形を図-3-1.2及び図-3-1.3に示す。 

 

4．荷重の組合せと許容限界 

4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）運転時の状態 

原子炉施設が運転状態にあり、通常の自然条件下におかれている状態。

ただし、運転状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変化時を含むもの

とする。 

（ⅱ）設計基準事故時の状態 

原子炉施設が設計基準事故時にある状態。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）通常運転時の状態 

原子炉の起動、停止、出力運転及び燃料交換等が計画的に行われた場合、

運転条件が所定の制限値内にある運転状態。 

（ⅱ）運転時の異常な過渡変化時の状態 

原子炉の運転状態において、原子炉施設の寿命期間中に予想される機器

の単一故障若しくは誤動作又は運転員の単一誤操作によって外乱が加えら

れた状態及びこれらと類似の頻度で発生し、原子炉施設の運転状態が計画
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されていない状態。 

（ⅲ）設計基準事故時の状態 

運転時の異常な過渡変化時を超える異常状態であって、発生する頻度

は稀であるが、原子炉施設の安全性を評価する観点から想定される設計

基準事故事象が発生した状態。 

 

4.2 荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重、すなわち

固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による荷重。 

（ⅱ）運転時の状態で施設に作用する荷重 

（ⅲ）設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし、設計基準事故時に建物・構築物に加わる荷重は特にない。 

（ⅳ）地震力 

地震力には、地震時土圧、機器・配管からの反力、スロッシング等によ

る荷重が含まれるものとする。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

（ⅱ）運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

（ⅲ）設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

（ⅳ）地震力 

 

4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）地震力と常時作用している荷重、運転時（通常運転時、運転時の異常な過

渡変化時）に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）地震力と通常運転時の状態で作用する荷重とを組み合わせる。 

（ⅱ）地震力と運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態の

うち地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷

重とを組み合わせる。 

（ⅲ）地震によって引き起こされるおそれがなく、かつその事象によって作用す

る荷重が短時間で終結する場合には地震力とは組み合わせない。 

(3) 荷重の組合せ上の留意事項 

（ⅰ）Ｓクラスの施設においては、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向
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に作用するものとする。 

（ⅱ）明らかに他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが判明している場合

には、その荷重の組合せ状態での評価は行わない場合がある。 

（ⅲ）複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による応力の各ピークの

生起時刻に明らかなずれがあることが判明しているならば、必ずしもそれ

ぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

（ⅳ）耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物等の当該部分の支持機能

を検討する場合においては、支持される施設の耐震クラスに応じた地震力

と常時作用している荷重、運転時に施設に作用する荷重及びその他必要な

荷重とを組み合わせる。 

 

4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は以下のとお

りとする。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体として十分変形能力（ねばり）の余裕を有し、終局

耐力に対して安全余裕を持たせることとする。なお、終局耐力は、建物・構築

物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変形、又はひずみが著

しく増加するに至る限界の最大耐力とする。 

（ⅱ）Ｂ、Ｃクラスの建物・構築物 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）Ｓクラスの機器・配管 

(a) 弾性設計用地震力又は静的震度による地震力との組合せに対する許容限界 

降伏応力はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

構造物の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過大な変形、亀裂、破損等

が生じ、その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力を制限する。 

（ⅱ）Ｂ、Ｃクラスの機器・配管 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。
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5．機能維持の検討 

（1）動的機器 

地震時又は地震後に動作を要求されるＳクラスの動的機器については、解析又は

実験等により動作機能が阻害されないことを確認する。 

（2）制御棒挿入性に係る変形に対する配慮 

制御棒駆動機構は、下部遮蔽体及び炉下室から支持構造物により固定し、地震時

に過大な変位が生じないよう考慮する。 

6．耐震性評価 

6.1 耐震性評価の考え方 

   Ｓクラスである機器・配管系については、基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ

ｄに基づく入力地震動によって耐震性を確認する。Ｂクラスである機器・配管系に

ついては、弾性設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものに基づく入力地震力によ

って耐震性を確認する。 

 

 6.2 水平 2方向及び鉛直方向の組合せに関する評価手法 

  施設の耐震設計では、施設の構造から地震力の方向に対して弱軸及び強軸を明確

にし、地震力に対して配慮した構造としている。 

本申請における機器・配管系の耐震性評価では、水平 2 方向及び鉛直方向の組合

せによる耐震設計に係る技術基準が制定されたことを受けて既往の設工認で採用し

ていた設計手法における水平 1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に

対して、施設の構造特性から水平 2 方向及び鉛直方向の組合せを考慮する。組合せ

方法は米国 Regulatory Guide 1.92の「2. Combining Effects Caused by Three 

Spatial Components of an Earthquake」を参考として、地震時に水平 2方向及び鉛

直方向それぞれの最大応答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方であ

る SRSS法を適用する。ただし、従来の水平 1方向及び鉛直方向の組合せによって算

出した応力に水平 2 方向を考慮した場合の最大の応力増加率を乗じることで、簡易

的に水平 2 方向及び鉛直方向の組合せによる応力を算定する。ここで、応力増加率

は下式の関係から√2 ≅ 1.42とする。なお、組合せ方法は SRSS 法のほかに、絶対値

和法、代数和法も適用し、構造的に水平 2 方向の地震力の組合せが不要な機器につ

いては、考慮不要とする。また、応答の同時性を各時刻歴で考慮できる 3 方向の時

刻歴波を同時に入力する方法を適用する。 

  √水平X2 +水平Z2 +鉛直Y2 < √2 × √MAX[水平X2 +鉛直Y2,水平Z2 +鉛直Y2] 

 

 水平 2 方向及び鉛直方向の組合 水平 1 方向及び鉛直方向の組合せ 水平 2 方向及び鉛直方向の組合せ 
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6.3 機器・配管系の耐震性評価 

  具体的に確認する内容を以下に示す。 

（1）機器・配管 

（ⅰ）JRR-3原子炉施設の基準地震動として、応答スペクトル法による地震動Ｓｓ

-Ｄ（水平方向 1成分と鉛直方向 1成分）と断層モデルにより策定された地震動

Ｓｓ-1からＳｓ-4（水平方向 2成分（ＮＳ、ＥＷ）と鉛直方向 1成分）の 2種類

の手法によって策定された地震動がある。水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合

せによる影響評価にあたっては、時刻歴波を 3方向同時入力する方法または、水

平 2方向それぞれについて解析し、これらをＳＲＳＳ法により組合せ、水平 2方

向を考慮した場合の最大の応力増加率 1.42を乗じる方法によって検討する。 

（ⅱ）機器・配管系の動的解析に用いる地震力は、建物・構築物の地震応答解析結

果より得られる機器・配管系の設置床における設計用床応答スペクトル及び加速

度時刻歴波形に基づき算定する。 

機器・配管系の動的解析は、その形状を考慮して、分布質量系、1質点系、多質

点系モデル等に置換し、スペクトルモーダル解析法、時刻歴応答解析法等により応

答を求める。 

7．減衰定数 

   応答解析に用いる減衰定数は、JEAC4601に規定される値とする。以下に使用する

減衰定数を示す。なお、ヘリウム系設備主配管、非常用排気設備主ダクト、炉室排

気系主ダクト、水力照射設備主配管、気送照射設備主配管、放射化分析用照射設備

主配管では 1.0％より大きい減衰定数は使用せず、保守的に減衰定数 1.0％を使用

する。 

 

設備 減衰定数（%） 

溶接構造物 1.0 

ボルト及びリベット構造物 2.0 

配管系(1) 0.5,1.0,1.5,2.0,3.0 

液体スロッシング 0.5 

注(1)：配管系の減衰定数は、支持具の種類及び数量、保温材の有無により決定

される配管区分による。 

 

8．設計用床応答スペクトル 

   機器・配管系の動的解析には、建物・構築物の地震応答解析結果より得られる機

器・配管系設置床における設計用床応答スペクトルを用いる。地震動は水平 2方向

（ＮＳ、ＥＷ）と鉛直方向（ＵＤ）の地震波を使用する。設計用床応答スペクトル

の作成概念を図-3-1.4に示す。 
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なお、今回使用する動的地震力は、Ｓｓ-1(Ｓｄ-1),Ｓｓ-2(Ｓｄ-2),Ｓｓ-3(Ｓｄ-3),

Ｓｓ-4(Ｓｄ-4),Ｓｓ-Ｄ(Ｓｄ-Ｄ)の 5種類あるため、解析の際は、これらの設計用床

応答スペクトルについて包絡したものを用いる。今回申請する評価対象設備・機器にお 

いて使用する水平 2方向（ＮＳ、ＥＷ）と鉛直方向（ＵＤ）の設計用床応答スペクトル

を図-3-1.5から図-3-1.20に示す。 

 

9．波及的破損に対する考慮 

高位に分類された建物・構築物及び機器・配管は、それ自身が属するクラスに応じた

地震力に対して健全であるように設計するが、さらに低位に分類された関連施設又は

近傍施設の破損、変位、変形などによって、高位の施設に波及的事故が起きないように

考慮する。 

 また、各クラスの配管系が隣接する場合、低位クラスの配管系はその破損等により高

位クラスの配管系に波及的影響を与えないように考慮する。 
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図-3-1.1(1) 基準地震動 Ssの応答スペクトル（水平方向：ＮＳ成分）
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基準地震動Ｓｓ－２ 
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基準地震動Ｓｓ－４ 
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図-3-1.1(2) 基準地震動 Ssの応答スペクトル（水平方向：ＥＷ成分）
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図-3-1.1(3) 基準地震動 Ssの応答スペクトル（鉛直方向：ＵＤ成分）

基準地震動Ｓｓ－Ｄ 

基準地震動Ｓｓ－１ 

基準地震動Ｓｓ－２ 
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（水平成分） 

 

 

 

（鉛直成分） 

 

図-3-1.2 基準地震動Ｓｓ－Ｄの時刻歴波形
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（ＮＳ成分） 

 

 

（ＥＷ成分） 

 

 

（ＵＤ成分） 

 

図-3-1.3(1) 基準地震動Ｓｓ－１の時刻歴波形
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（ＮＳ成分） 

 

 

（ＥＷ成分） 

 

 

（ＵＤ成分） 

 

図-3-1.3(2) 基準地震動Ｓｓ－２の時刻歴波形
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（ＮＳ成分） 

 

 

（ＥＷ成分） 

 

 

（ＵＤ成分） 

 

図-3-1.3(3) 基準地震動Ｓｓ－３の時刻歴波形
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（ＮＳ成分） 

 

 

（ＥＷ成分） 

 

 

（ＵＤ成分） 

 

図-3-1.3(4) 基準地震動Ｓｓ－４の時刻歴波形
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図-3-1.4 設計用床応答スペクトルの作成概念
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図-3-1.5（1） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:2,方向:NS,減衰:0.5%)
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図-3-1.5（2） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:2,方向:EW,減衰:0.5%)
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図-3-1.5（3） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:2,方向:UD,減衰:0.5%)
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図-3-1.6（1） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:2,方向:NS,減衰:1.0%)
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図-3-1.6（2） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:2,方向:EW,減衰:1.0%)
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図-3-1.6（3） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:2,方向:UD,減衰:1.0%)
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図-3-1.7（1） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:3,方向:NS,減衰:1.0%)
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図-3-1.7（2） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:3,方向:EW,減衰:1.0%)
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図-3-1.7（3） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:3,方向:UD,減衰:1.0%)
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図-3-1.8（1） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:3,方向:NS,減衰:1.0%)
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図-3-1.8（2） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:3,方向:EW,減衰:1.0%)
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図-3-1.8（3） 床応答スペクトル(地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:3,方向:UD,減衰:1.0%)
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図-3-1.9（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:3,方向:NS,減

衰:0.5%）
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図-3-1.9（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:3,方向:EW,減

衰:0.5%）
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図-3-1.9（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:3,方向:UD,減

衰:0.5%）
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図-3-1.10（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:3,方向:NS,減

衰:0.5%）
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図-3-1.10（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:3,方向:EW,減

衰:0.5%）
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図-3-1.10（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:3,方向:UD,減

衰:0.5%）
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図-3-1.11（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:4,方向:NS,減

衰:1.0%）
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図-3-1.11（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:4,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.11（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:4,方向:UD,減

衰:1.0%）
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図-3-1.12（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:5,方向:NS,減

衰:1.0%）
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図-3-1.12（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:5,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.12（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:5,方向:UD,減

衰:1.0%）
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図-3-1.13（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:6,方向:NS,減

衰:1.0%）
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図-3-1.13（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:6,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.13（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:6,方向:UD,減

衰:1.0%）
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図-3-1.14（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:7,方向:NS,減

衰:1.0%）
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図-3-1.14（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:7,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.14（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:7,方向:UD,減

衰:1.0%）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0.01 0.10 1.00

A
C
C
EL
E
RA
T
IO
N
[g
a
l]

PERIOD[s]

Sd-1

Sd-2

Sd-3

Sd-4

Sd-D

包絡



添 3-1-48 

 

図-3-1.15（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:8,方向:NS,減

衰:1.0%）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0.01 0.10 1.00

A
C
C
EL
E
RA
T
IO
N
[g
a
l]

PERIOD[s]

Sd-1

Sd-2

Sd-3

Sd-4

Sd-D

包絡



添 3-1-49 

 

図-3-1.15（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:8,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.15（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:8,方向:UD,減

衰:1.0%）
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図-3-1.16（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:9,方向:NS,減

衰:0.5%）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0.01 0.10 1.00

A
C
C
EL
E
RA
T
IO
N
[g
a
l]

PERIOD[s]

Ss-1

Ss-2

Ss-3

Ss-4

Ss-D

包絡



添 3-1-52 

 

図-3-1.16（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:9,方向:EW,減

衰:0.5%）
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図-3-1.16（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:9,方向:UD,減

衰:0.5%）
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図-3-1.17（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:9,方向:NS,減

衰:0.5%）
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図-3-1.17（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:9,方向:EW,減

衰:0.5%）
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図-3-1.17（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:9,方向:UD,減

衰:0.5%）
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図-3-1.18（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:10,方向:NS,減

衰:1.0%）
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図-3-1.18（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:10,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.18（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:10,方向:UD,減

衰:1.0%） 
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図-3-1.19（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:10,方向:NS,減

衰:0.5%）
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図-3-1.19（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:10,方向:EW,減

衰:0.5%）
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図-3-1.19（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｓ,原子炉建家質点:10,方向:UD,減

衰:0.5%）
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図-3-1.20（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:10,方向:NS,減

衰:1.0%）
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図-3-1.20（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:10,方向:EW,減

衰:1.0%）
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図-3-1.20（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:10,方向:UD,減

衰:1.0%）
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図-3-1.21（1） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:10,方向:NS,減

衰:0.5%）
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図-3-1.21（2） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:10,方向:EW,減

衰:0.5%）
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図-3-1.21（3） 床応答スペクトル（地震動:Ｓｄ,原子炉建家質点:10,方向:UD,減

衰:0.5%） 
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３－２．申請設備に係る耐震設計の基本方針 
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1．概要 

 今回の申請で改造する機器の耐震設計は、「原子力科学研究所原子炉設置変更許可申請

書添付書類八別冊 3」に従って、以下の基本方針に基づき行う。 

 

2．設備の重要度によるクラス別分類 

 

表-3-2.1 耐震重要度分類 

耐震 

クラス 
クラス別施設 施 設 名 

当該施設を支持する建

物・構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  考 

Ｓ 

炉心及び冠水維持

設備を構成する機

器・配管系 

燃料要素 

ベリリウム反射体 

照射筒 

炉心構造体 

重水タンク 

原子炉プール 

当該施設の支持構造物 

Ss 

 

冠水維持設備 

原子炉プール躯体及び

ライニング 

原子炉プール貫通部の

シール構造 

サイフォンブレーク弁

（接続管を含む。） 

制御棒駆動機構案内管 

下部遮蔽体 

原子炉プール 

当該施設の支持構造物 

 

炉心から取り出し

た直後の使用済燃

料を貯蔵するため

の施設 

使用済燃料プール 

使用済燃料貯蔵ラック 

原子炉建家基礎版 

当該施設の支持構造物 

 

原子炉の緊急停止

のために急激に負

の反応度を添加す

るための施設及び

原子炉の停止状態

を維持するための

施設 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒案内管 

原子炉プール 

当該施設の支持構造物 

 

その他 カナル 
原子炉建家基礎版 

当該施設の支持構造物 
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耐震 
クラス 

クラス別施設 施 設 名 
当該施設を支持する建

物・構築物等 

支持機能
を確認す
る地震動 

備  考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

炉心を保護する
施設 

上部遮蔽体     
注.1 

原子炉プール 
当該施設の支持構造物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
耐 震 Ｂ
ク ラ ス
施 設 に
適 用 さ
れ る 地
震力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

原子炉の緊急停
止のために負の
反応度を添加す
るための施設及
び原子炉の停止
状態を維持する
ための施設 

重水ダンプ系 

原子炉プール 
原子炉建家(地下部分) 
当該施設の支持構造物 

 

原子炉の緊急停
止のために急激
に負の反応度を
添加するための
施設 

安全保護回路 

 

原子炉停止後、
炉心から崩壊熱
を除去するため
の施設 

崩壊熱除去設備 
１次冷却材補助ポンプ 
自然循環弁 

原子炉建家基礎版 
当該施設の支持構造物 

 

１次冷却材を内
蔵しているか又
は内蔵し得る施
設 

冠水維持設備以外の１
次冷却系設備（原子炉
プール内配管）      
注.1 
冠水維持設備以外の１
次冷却系設備（原子炉
プール内配管を除く。） 
原子炉プール水浄化系 
使用済燃料プール水浄
化冷却系 
原子炉プール溢流系 

原子炉建家基礎版 
当該施設の支持構造物 

 

重水を内蔵して
いるか又は内蔵
し得る施設 

重水冷却系設備 原子炉建家(地下部分) 
 

１次冷却系に接
している施設 

２次冷却系設備の一部 
原子炉建家（地上部） 
当該施設の支持構造物 

原子炉建家
外の遮断弁
まで 

十分冷却した使
用済燃料を保管
するための施設 

使用済燃料貯槽 No.1、
No.2 
使用済燃料貯蔵ラック 
使用済燃料貯蔵施設（北
地区） 

使用済燃料貯槽室 
燃料管理施設 
当該施設の支持構造物 

 

放射性廃棄物を
内蔵している施
設 

廃液貯槽 
廃樹脂貯留設備 

実験利用棟１階部分 
当該施設の支持構造物 

 

放射性廃棄物以
外の放射性物質
に関連した施設 

大型廃棄物保管庫 当該施設の支持構造物 
 

放射性物質の放
出を伴うような
場合、その外部
放散を抑制する
ための施設 

原子炉建家（円筒壁及
び屋根）        
注.1 

原子炉建家基礎版 
当該施設の支持構造物 

 

非常用排気設備 
原子炉建家(地下部分) 
当該施設の支持構造物 

 

放射線の監視を
するための設備 

放射線監視設備の一部 
原子炉建家（地上部） 
原子炉制御棟 
当該施設の支持構造物 

事故時用ガ
ンマエリア
モニタ 
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耐震 
クラス 

クラス別施設 施 設 名 
当該施設を支持する建

物・構築物等 

支持機能
を確認す
る地震動 

備  考 

 
 
 
 
 

Ｂ 
 
 

その他 

サブ・プール、詰替セ
ル（炉室内）       
注.1 

原子炉建家基礎版 
当該施設の支持構造物 

 
 
耐 震 Ｂ
ク ラ ス
施 設 に
適 用 さ
れ る 地
震力 
 
 

 

実験利用設備 当該施設の支持構造物 
原子炉建家
外を除く 

非常用電源系 原子炉制御棟  

冷中性子源装置のうち 
クライオスタット  
注.1 

原子炉プール 
当該施設の支持構造物 

 

 

注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそ

れのある設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震 

クラス 
クラス別施設 施 設 名 

当該施設を支持する建

物・構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  考 

Ｃ 
クラスＳ、Ｂに

属さない施設 

２次冷却系設備のうち炉

室外の設備 
冷却塔及び付属建家 

耐 震 Ｃ

ク ラ ス

施 設 に

適 用 さ

れ る 地

震力 

 

未使用燃料貯蔵庫 

未使用燃料貯蔵ラック 
燃料管理施設 

 

その他の原子炉補助設備 

原子炉建家 

実験利用棟 

コンプレッサ棟 

燃料管理施設 

 

排気筒   

実験利用設備 

実験利用棟 

コンプレッサ棟 

当該施設の支持構造物 
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3．構造計画 

 3.1 耐震設計の原則 

   機器・配管系は、原則として剛構造となるよう設計する。 

 

 3.2 機器類及び配管 

  原子炉本体 

   1）原子炉容器 

    ロ．プールゲート（No.1ゲート） 

2）放射線遮蔽体 

イ．上部遮蔽体 

ロ．下部遮蔽体 

 

原子炉冷却系統施設 

   1）1次冷却設備 

イ．1次冷却系設備 

（イ）1次冷却材主ポンプ 

（ロ）1次冷却材補助ポンプ 

（ハ）1次冷却材熱交換器 

（二）16Ｎ減衰タンク 

（ホ）ディフューザ 

（ヘ）1次冷却材ストレーナ 

（ト）主配管 

2）2次冷却設備 

イ．2次冷却系設備 

（イ）主配管 

3）その他の主要な事項 

イ．重水冷却設備 

（イ）重水系設備 

a．重水ポンプ 

b．重水ドレン汲上ポンプ 

c．重水熱交換器 

d．重水溢流タンク 

e．重水ドレンタンク 

f．重水イオン交換樹脂塔 

g．重水前置フィルタ 

h．重水後置フィルタ 
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i．主配管 

（ロ）ヘリウム系設備 

a．ヘリウム圧縮機 

b．吸込タンク 

c．吐出タンク 

d．ヘリウムタンク 

e．再結合器 

f．ドレンセパレータ 

g．凝縮器 

h．主配管 

ロ．冠水維持設備 

（イ）サイフォンブレーク弁 

a．接続管 

b．弁 

ハ．自然循環弁 

（イ）接続管 

（ロ）弁 

ニ．軽水貯留設備 

（イ）原子炉プール溢流系設備 

a．原子炉プール溢流タンク 

 

計測制御系統施設 

1）計装 

イ．核計装 

（イ）対数出力炉周期系 

（ロ）安全系 

ロ．その他の主要な計装 

（イ）プロセス計装設備 

a．1次冷却材流量 

b．1次冷却材炉心入口温度 

c．1次冷却材炉心出口温度 

d．重水流量 

e．重水温度 

f．重水溢流タンク水位 

g．原子炉プール水位（安全保護系） 

（ロ）プロセス放射能監視設備 
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a．燃料事故モニタ 

ハ．附帯設備 

2）安全保護回路 

イ．原子炉停止回路 

ロ．工学的安全施設作動回路 

3）制御設備 

イ．制御棒 

ロ．制御棒駆動装置 

4）非常用制御設備 

イ．重水ダンプ弁 

（イ）接続管 

（ロ）弁 

 

放射性廃棄物の廃棄施設 

1）気体廃棄物の廃棄施設 

イ．原子炉建家排気設備 

（イ）炉室排気系主ダクト 

（ロ）実験利用設備排気系主ダクト 

 

原子炉格納施設 

1）その他の主要な事項 

イ．原子炉建家換気空調設備 

（イ）炉室給気系空調機 

（ロ）給気系主ダクト 

（ハ）主要弁 

ロ．非常用排気設備 

（イ）非常用排風機 

（ロ）空気浄化装置 

（ハ）ダクト 

（ニ）主要弁 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

1）核燃料物質取扱設備 

イ．燃料搬送装置 

ロ．使用済燃料取扱装置 

（イ）使用済燃料キャスク 
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2）核燃料物質貯蔵設備 

イ．使用済燃料貯蔵設備 

（イ）プールゲート（No.2ゲート） 

（ロ）使用済燃料貯蔵ラック 

 

その他試験研究用等原子炉の附属施設 

1）非常用電源設備 

イ．蓄電池 

ロ．非常用発電機 

2）主要な実験利用設備 

イ．水平実験孔 

（イ）ビームチューブ接続管 

（ロ）前部水封用止板 

ロ．照射利用設備 

（イ）水力照射設備 

a．照射筒 

b．減衰タンク 

c．照射系イオン交換塔 

d．通水タンク 

e．転送系イオン交換塔 

f．主配管 

g．循環ポンプ 

h．主要弁 

i．転送機（ＨＲ） 

（ロ）気送照射設備 

a．照射筒（ＰＮ） 

b．照射系緩衝タンク 

c．窒素ガスアキュームレータ 

d．空気貯留槽 

e．転送系緩衝タンク 

f．主配管 

g．主要弁 

h．転送機（ＰＮ） 

i．循環ブロワ 

（ハ）放射化分析用照射設備 

a．照射筒（ＰＡ） 
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b．緩衝タンク 

c．アキュームレータ 

d．主配管 

e．主要弁 

f．挿入機 

g．取出機 

（二）均一照射設備 

a．装荷用キャスク 

b．駆動機構 

c．案内管 

（ホ）回転照射設備 

a．回転駆動機構 

b．支持クランプ（ＤＲ） 

（ヘ）垂直照射設備 

a．支持クランプ 

b．キャスク架台 

ハ．冷中性子源装置 

（イ）CNS本体設備 

a．クライオスタット 

二．その他の附属施設 

（イ）炉室詰替セル 

a．炉室詰替セルの躯体 

（ロ）サブプール 

3）その他の主要事項 

ロ．補助設備 

（イ）圧縮空気設備 

a．非常用排気設備アキュームレータ 

b．主配管 
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1）原子炉本体 

主要

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

上
部
遮
蔽
体 

上部遮蔽体は固定遮蔽体及

び摺動遮蔽体によりなり、

原子炉上面に設置し、燃料

交換、照射キャプセルの交

換等の作業時に一部開放で

きる構造とする。 

上 部 遮 蔽 体 は 最 大 幅 約

5.6m、最大長さ約 7.2m、厚

さ約 0.25m のステンレス鋼

製である。 

固定遮蔽体は原

子炉プール躯体

に固定し、摺動遮

蔽体は固定遮蔽

体と原子炉プー

ル躯体に固定し

たレールにより

支持する。 
 

下
部
遮
蔽
体 

下部遮蔽体は原子炉プール

中央底部に設置し、制御棒

駆動機構案内管を有する。

下部遮蔽体は上部外径約

0.6m、下部外径約 0.5m、高

さ約 1.6mであり、重量コン

クリート及びステンレス鋼

よりなる。 

下部遮蔽体は上

フランジで原子

炉プール底部に

固定される。 

 

 

固定遮蔽体 

摺動遮蔽体 

遮蔽体 
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2）原子炉冷却系統施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

１
次
冷
却
材
熱
交
換
器 

横置二胴円筒形容器 ２本の脚にて建物の

床に基礎ボルトで固

定する。 

 

１
次
冷
却
系
設
備
の
主
配
管
（
１

次
冷
却
材
ス
ト
レ
ー
ナ
を
含
む
） 

呼び径 65A、100A、200A、

250A、300A、400A、450A、

500A、550A の配管 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-2-2 

1 次冷却系設備主配管

の耐震強度評価） 
－ 

２
次
冷
却
系
設
備
の
主
配
管 

呼び径 400A、550A、600A

の配管 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-2-3 

2 次冷却系設備主配管

の耐震強度評価） － 

重
水
溢
流
タ
ン
ク 

四脚たて置円筒形容器 ４本の柱形脚にて建

物の床に基礎ボルト

で固定する。 
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2）原子炉冷却系統施設 

 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

重
水
系
設
備

の
主
配
管 

呼び径 125A、150A の配

管 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-2-5 

重水系設備主配管の

耐震強度評価） 

－ 

ヘ
リ
ウ
ム
系
設
備

の
主
配
管 

呼び径 25A、50A、80Aの

配管 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-2-7 

ヘリウム系設備主配

管の耐震強度評価） 

－ 

ヘ
リ
ウ
ム
圧
縮
機 

たて型圧縮機 建物床に基礎ボルト

で固定する。 

 

サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁 

弁箱、弁ふた及び駆動部

よりなる電磁駆動弁 

弁は接続管にフラン

ジを介してボルトで

固定する。 

 

サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁

の
接
続
管 

呼び径 80Aの配管 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-2-8 

サイフォンブレーク

弁及び接続管の耐震

強度評価） 

－ 
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2）原子炉冷却系統施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

原
子
炉
プ
ー
ル
溢
流
タ
ン
ク 

四脚たて置円筒形容器 ４本の柱形脚にて建

物の床に基礎ボルト

で固定する。 

 

 

3）計測制御系統施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

核
計
装
案
内
管 

原子炉プール側壁に取

付ける。検出器等の内部

機構を持つ。 

駆動機構に取付ボル

トで固定する。 

 



添 3-2-13 

3）計測制御系統施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 主体構造 

制
御
棒
駆
動
装
置 

制御棒駆動機構案内

管、管内駆動部及び管

外駆動部で構成する。 

上部仕切弁は下部遮

蔽体の底面に取付け

る。 

制御棒駆動機構案内

管下部は炉下室天井

壁に基礎ボルトで取

付けられた支持構造

物で支持する。なお、

吸収体、フォロワ型燃

料要素及び制御棒駆

動機構管内駆動部は

原子炉プール内で水

中に浮いた状態で吸

収体のガイドローラ

及びプランジャと可

動コイルの磁気結合

によって保持されて

いるため、制御棒案内

管及び制御棒駆動機

構案内管と剛な支持

点を持たない。このた

め、これらの機器につ

いては耐震評価の評

価対象外とする。 

 

重
水
ダ
ン
プ
弁
の
接
続
管

（
重
水
ダ
ン
プ
弁
を
含
む
） 

呼び径 100A の配管 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-3-4 

重水ダンプ弁の接続

管の耐震強度評価） － 
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4）放射性廃棄物の廃棄施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

炉
室
排
気
系
主
ダ
ク
ト 

呼び径 900A、600A のダ

クト 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-4-1 

炉室排気系主ダクトの

耐震強度評価） 
－ 

実
験
利
用
設
備
排
気
系
主
ダ
ク
ト 

呼び径 500A のダクト 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-4-2 

実験利用設備排気系主

ダクトの耐震強度評

価） 
－ 

 

5）原子炉格納施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

ダ
ク
ト 

呼び径 100A の配管 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-5 ダ

クトの耐震強度評価） － 

炉
室
給
気
系
主
ダ
ク
ト 

呼び径 1100A のダクト 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-7-7 

炉室給気系主ダクト

の耐震強度評価） 
－ 
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6）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

燃
料
搬
送
装
置 

走行レール上を移動す

る台車で横行台車によ

り搬送を行う。 

走行レール上に自立

した構造で転倒に関

しては移動台車転倒

防止金具で支持され

る。 

 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク 

使用済燃料貯蔵ラック

は使用済燃料プール床

に自立しており、ステン

レス鋼製の角管より構

成されている。Ａ型ラッ

クは使用済み燃料を６

４体貯蔵し、Ｂ型ラック

は使用済み燃料を６８

体貯蔵する。 

使用済燃料プールの

底部に基礎ボルトで

固定される。 

 

 

7）その他試験研究用等原子炉の附属施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

ビ
ー
ム
チ
ュ
ー
ブ

接
続
管 

呼び径 150A、200A、φ

303、φ438 の配管 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-7-1 

ビームチューブ接続

管の耐震強度評価） 

－ 

前
部
水
封
用
止
板 

円盤形状で１Ｇ～６Ｇ、

７Ｒ、８Ｔ、９Ｃの４種

類がある。 

外側円周を多数のボ

ルトで固定する。 
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7）その他試験研究用等原子炉の附属施設 

主要 

区分 

計画の概要 
摘要 

主体構造 支持構造 

水
力
照
射
設
備
主
配
管 

呼び径 40A、32Aの配管 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-7-3 

水力照射設備主配管

の耐震強度評価） 
－ 

気
送
照
射
設
備
主
配
管 

呼び径 50A、32Aの配管 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-7-4 

気送照射設備主配管

の耐震強度評価） 
－ 

放
射
化
分
析
用
照
射
設
備
主
配
管 

呼び径 25A、20Aの配管 鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-7-5 

放射化分析用照射設

備主配管の耐震強度

評価） 
－ 

ク
ラ
イ
オ
ス
タ
ッ
ト 

真空断熱管ⅠからⅣ及

び外管、水プラグ用単管

にて構成 

鳥瞰図に示す。 

（添付書類 3-4-7-6 

クライオスタットの

耐震強度評価） 

－ 
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4．設計用地震力 

4.1 機器・配管 

   設計用地震力は、表-3-2.2のとおりとする。 

 

表-3-2.2 機器・配管の設計用地震力 

耐震クラス 
許容応力 

状態 

静的地震力 動的地震力 

水平 鉛直 水平 鉛直 

Ｓ 
ⅣＡＳ － － Kh(Ss) Kv(Ss) 

ⅢＡＳ Kh(3.6CI) Kv(1.2CV) Kh(Sd) Kv(Sd) 

Ｂ ＢＡＳ Kh(1.8CI) － Kh(1/2Sd) Kv(1/2Sd) 

 

記号の説明 

Kh(3.6CI) ：3.6CI等より定まる機器・配管系の水平地震力 

Kv(1.2CV) ：1.2Cvより定まる機器・配管系の鉛直地震力 

Kh(Ss) ：水平方向の基準地震動 Ssに基づく機器・配管系の水平地震力 

Kh(Sd) ：水平方向の弾性設計用地震動 Sdに基づく機器・配管系の水平地震力 

Kv(Ss) ：鉛直方向の基準地震動 Ssに基づく機器・配管系の鉛直地震力 

Kv(Sd) ：鉛直方向の弾性設計用地震動 Sdに基づく機器・配管系の鉛直地震力 

Kh(1/2Sd) ：水平方向の弾性設計用地震動 Sdに 2分の 1を乗じたものに基づく機

器･配管系の水平地震力 

Kv(1/2Sd) ：鉛直方向の弾性設計用地震動 Sdに 2分の 1を乗じたものに基づく機

器･配管系の鉛直地震力 

 

5．地震荷重と他の荷重の組合せ 

 5.1 機器・配管の荷重の組合せ及び許容応力状態 

   機器・配管の地震荷重と他の荷重の組合せ及び対応する許容応力状態は、表-3-2.3

のとおりとする。 

 

表-3-2.3 地震荷重と他の荷重の組合せ及び対応する許容応力状態 

耐震クラス 荷重の組合せ 
第 3，4，5種 第 3，4種 

容器、管 支持構造物 

Ｓ 
Ｄ＋Ｐd＋Ｍd＋Ｓｓ ⅣAS ⅣAS 

Ｄ＋Ｐd＋Ｍd＋Ｓd ⅢAS ⅢAS 

Ｂ Ｄ＋Ｐd＋Ｍd＋ＳＢ ＢAS ＢAS 
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記号の説明 

Ｄ ：死荷重 

Ｐd ：当該設備に設計上定められた最高使用圧力による荷重 

Ｍd ：当該設備に設計上定められた機械的荷重（死荷重、地震荷重は除く。） 

Ｓs：基準地震動 Ssにより求まる地震力 

Ｓd：弾性設計地震動 Sdにより求まる地震力又はＳクラス設備に適用される静的地震力 

ＳB ：Bクラス設備に適用される地震力 

 

6．許容応力 

6.1 機器・配管 

(1) 容器、配管の許容応力 

1) 第 3、4種容器の許容応力 

第 3、4種容器の許容応力は、表-3-2.4のとおりとする。 

 

表-3-2.4 第 3、4種容器の許容応力 

クラ

ス別 

許容 

応力 

状態 

許 容 限 界 

一次一般膜応力 一次応力 
一次＋二次

応力 

一次＋二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

ⅣAS 0.6Ｓu 

左欄の 1.5倍の値 

地震動のみによる疲労解析を

行い、疲労累積係数が 1.0以下

であること。ただし、地震時の

みによる一次＋二次応力の変

動値が２Ｓy以下であれば疲労

解析は不要。 
ⅢAS 

min[Ｓy，0.6Ｓu] 

ただし、オーステナ

イト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金

については、1.2Ｓと

することができる。 
Ｂ ＢAS 

Sy 

ただし、オーステナイト

系ステンレス鋼及び高

ニッケル合金について

は、1.2Ｓとすることが

できる。 

－ 

 

2) 第 3、4、5種配管の許容応力 

第 3、4、5種配管の許容応力は、表-3-2.5のとおりとする。 
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表-3-2.5 第 3、4、5種配管の許容応力 

クラ

ス別 

許容 

応力 

状態 

許 容 限 界 

一次応力 
一次＋二次

応力 

一次＋二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

ⅣAS 0.9Su 
地震動のみによる疲労解析を行い、疲労累

積係数が 1.0以下であること。ただし、地

震時のみによる一次＋二次応力の変動値が

２Ｓy以下であれば疲労解析は不要。 ⅢAＳ 
Sy 

ただし、オーステナイト系ステン

レス鋼及び高ニッケル合金につい

ては、1.2Ｓとすることができる。 
Ｂ ＢAS － 

 

（2）その他の支持構造物等の許容応力 

1) その他の支持構造物等（ボルト材以外）の許容応力 

ボルト材以外の許容応力は、表-3-2.6のとおりとする。 

表-3-2.6 ボルト材以外の許容応力 

許容応力状態 

許容限界 

一次応力 一次＋二次応力 

引張 せん断 圧縮 曲げ 引張圧縮 せん断 曲げ 

ⅢAS,ＢAS 1.5ft 1.5fs 1.5fc 1.5fb 
3ft 3fs 3fb 

ⅣAS 1.5ft* 1.5fs* 1.5fc* 1.5fb* 

2) ボルト材の許容応力 

ボルト材の許容応力は、表-3-2.7のとおりとする。 

表-3-2.7 ボルト材の許容応力 

許容応力状態 

許容限界 

一次応力 

引張 せん断 

ⅢAS,ＢAS 1.5ft 1.5fs 

ⅣAS 1.5ft* 1.5fs* 

 

記号の説明 

Ｓy：設計降伏点 

Ｓu：設計引張強さ 

Ｓh：最高使用温度における許容引張力 

Ｓ：許容引張応力 
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ft:許容引張応力（N/mm2） 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格(日本機械学会)により規定される

値。 

fs:許容せん断応力（N/mm2） 

同上 

fc:許容圧縮応力（N/mm2） 

その他の支持構造物等（ボルト材以外）に対して発電用原子力設備規格 設

計・建設規格(日本機械学会)により規定される値。 

fb:許容曲げ応力（N/mm2） 

同上 

ft*、fs*、fc*、fb*：許容応力状態ⅣASに対する許容応力であって、上記の ft、

fs、fc、fbの値を算出する際に、JSMEの SSB-3121.3の規定に

従い、SSB-3121.1(1)a.本文中Ｓy及びＳy(RT)をそれぞれ 1.2

Ｓy及び 1.2Ｓy(RT)に読み替えて算出した値。ただし、第 4種

支持構造物及びその他の支持構造物については上記の読み替

えを行わない。ここで、ft、fs、fc 、fb 、ft*、fs*、fc*、fb*に

おける SSB-3121.1(1)の F値は、次に定める値とする。Ｓy、

0.7Ｓuのいずれか小さい方の値。ただし、使用温度が 40度を

超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニッケル合金に

あっては、1.35Ｓy、0.7Ｓu、Ｓy(RT)のいずれか小さい方の

値。 



 

３－３．配管及び容器の耐震強度評価の基本方針 
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1. 概要 

本書は配管の耐震評価の方針についてまとめたものである。 

 

2. 基本方針 

配管の評価は、JEAG4601-1987、JEAG4601-1991追補版、JSME S NC1-2005/2007に準

拠し、評価を実施する。 

 

3. 適用範囲 

本書はクラス 2、クラス 3、及びクラス 4配管の耐震評価に適用する。 

 

4. モデル化方針 

配管のモデル化方針を以下に示す。 

(1) 多質点系モデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する剛性を考慮したモ

デルとする。 

 

(2) 同一モデルに含める範囲は、原則としてアンカからアンカまでとする。 

 

(3) 分岐管がある場合、その影響を考慮できるモデル化を行う。ただし、分岐管の径

が母管の 1/2 以下で、分岐管の振動が母管に与える影響が小さい場合にはこの限

りでない。 

 

(4) 曲げ管及び突合せ溶接式エルボは、JSME PPB-3862 に規定されるフレキシビリテ

ィーファクター（撓み係数）を設定する。以下に算出式を示す。 

κ = MAX [1.0 ,
1.65

h
(

1

1 +
Pr
tE Xκ

)] 

ここで、 

h = t
R

r2
 ,   Xκ = 6 (

r

t
)

4
3

(
R

r
)

1
3
 

 

E ：縦弾性係数(N/mm2) 

P ：内圧(N/mm2) 

R ：曲げ半径(mm) 

r ：管の平均半径(mm) 

t ：管の公称肉厚(mm) 
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(5) 質量として管自体の質量の他に、内部流体、保温材、付属機器等の質量を考慮す

る。なお、原則として付属機器は集中質量として定義し、その他は分布質量とし

て定義する。また、外部流体が存在する場合は外部流体による付加質量を下式に

より算出し、分布質量として定義する。 

単位長さ当たりの外部流体による付加質量 = ρπ (
D

2
)

2

 (ton/mm) 

ρ ：外部流体の密度 (ton/mm3) 

D ：管の外径(mm) 

 

(6) 材料特性は最高使用温度の値とする。 

 

(7) 評価点は以下の点に設定する。 

・配管支持装置取付部 

・荷重、外力が作用する点 

・弁等の機器接続点 

・曲管部 

・配管口径変更点 

・応力係数を設定する点 

 

(8) 弁は以下に示す方法によりモデル化する。 

a.  一般弁（配管からの偏心重量が小さい場合） 

一般弁のモデル化は以下の通りとする。 

 

表-3-3-1.1 一般弁のモデル化方法 

節点 

No. 
節点位置 重量配分 

要素 

No. 
剛性の考え方 

1 配管との接続端 弁重量の 1/2 ① 接続配管と同じ剛性 

2 配管との接続端 弁重量の 1/2 

① ① 

1 1 2 2 
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b.  電動弁（配管からの偏心重量が大きい場合） 

電動弁のモデル化は以下の通りとする。 

 

 

表-3-3-1.2 電動弁のモデル化方法 

節点 

No. 
節点位置 重量配分 

要素 

No. 
剛性の考え方 

1 配管との接続端 弁箱重量の 1/4 ① 接続管と同じ剛性 

2 弁箱中心 弁箱重量の 1/2 ② 接続管と同じ剛性 

3 配管との接続端 弁箱重量の 1/4 ③ ヨーク部の最弱部の剛性 

4 駆動部重心 
駆動部重量及び 

ヨーク部重量 

 

(9) ベローズは両端の接続位置に節点を設け、両節点にそれぞれベローズ重量の 1/2

を与える。剛性についてはばね定数があるものはその値を使用し、それ以外につ

いては考慮しない。 

 

(10) レジューサは両端の接続位置及びそれらの中点に節点を設け、中点を境にそれぞ

れ接続する配管の特性を定義する。 

  

③ 

① ② 

4 

1 2 3 
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(11) 配管支持装置は、以下の支持条件として扱う。 

・レストレイント ：指定方向を拘束 

・スナッバ ：指定方向を拘束 

・アンカ  ：3方向の並進と回転を拘束 

・ハンガ  ：自重の鉛直方向を拘束(地震時の拘束機能なし) 

また、支持装置の剛性は、ばね定数があるものはその値を使用し、それ以外につ

いてはばね定数を剛に設定する。 

 

5. 配管支持具の設置レベル 

配管支持具の設置レベルの考え方は以下の通りとする。 

 

(1) 支持具の図面がある場合 

・据付け位置が一つ ：鋼材の中心の高さ 

・据付け位置が複数 ：据付け位置の平均 

 

(2) 支持具の図面がない場合 ：配管中心の高さ 

 

  

設置レベル 

設置レベル 

設置レベル 
L 

L/2 

L/2 

設置レベル 

L/2 

L/2 
L 

壁 壁 壁 

床 
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(3) 図面の有無を問わず、支持具が天井または床のみに取り付いている場合 

・床に取り付いている場合  ：床に対応する建家質点の高さ 

・天井に取り付いている場合 ：天井に対応する建家質点の高さ 

 

 

6. 評価項目 

評価項目は以下の通りとする。 

(1) Ｓクラス 

・一次応力 

・一次+二次応力(1) 

・一次+二次+ピーク応力(1)(2) 

(2) Ｂクラス 

・一次応力 

注(1)：地震動のみによる。 

注(2)：一次+二次応力範囲が2Sy以下の場合は実施しない。 

 

7. 応力の組合せ 

動的地震力を用いる場合は、水平 2方向及び鉛直方向の地震荷重(地震力、地震相対

変位)による応力を SRSS法により組合せ、静的地震力を用いる場合は、水平 2方向及

び鉛直方向による応力を絶対値和法により組合せる。なお、自重、内圧と地震荷重に

よる応力は代数和法により組合せる。具体的な算出式を以下に示す。 

・一次応力(動的地震力) 

内圧 + 自重 + √水平Ｘ地震力
2

+ 水平Ｚ地震力
2

+ 鉛直Ｙ地震力
2
 

・一次応力(静的地震力) 

内圧 + 自重 + |水平Ｘ地震力| + |水平Ｚ地震力| + |鉛直Ｙ地震力| 

  

設置レベル：天井に対応する建家質点の高さ 設置レベル：床に対応する建家質点の高さ 

床 

天井 
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・一次＋二次応力、一次+二次+ピーク応力 

2 × (√水平Ｘ地震力
2

+ 水平Ｚ地震力
2

+ 鉛直Ｙ地震力
2

  

 + √水平Ｘ地震相対変位
2

+ 水平Ｚ地震相対変位
2

+ 鉛直Ｙ地震相対変位
2

)

(1)

 

注(1)：一次＋二次応力及び一次+二次+ピーク応力の評価では地震による応力振

幅を用いるため、便宜的に応力を 2倍する。 

 

8. 減衰定数 

配管の減衰定数は JEAC4601に準拠し、表-3-3-1.3の通りとする。なお、ヘリウム系

設備主配管、非常用排気設備主ダクト、炉室排気系主ダクト、水力照射設備主配管、

気送照射設備主配管、放射化分析用照射設備主配管では 1.0％より大きい減衰定数は使

用せず、保守的に減衰定数 1.0％を使用する。 

 

表-3-3-1.3 配管の減衰定数 

配管区分(1)(2) 
設計用減衰定数（％） 

保温材有(3) 保温材無 

Ⅰ スナッバ及び架構レストレイント支持主体の配管系で、支持具

(スナッバ又は架構レストレイント)の数が４個以上のもの 
3.0 2.0 

Ⅱ スナッバ，架構レストレイント、ロッドレストレイント、ハン

ガ等を有する配管系で、アンカ及びＵボルトを除いた支持具の

数が４個以上であり、配管区分Ⅰに属さないもの 

2.0 1.0 

Ⅲ Ｕボルトを有する配管系で、架構で水平配管の自重を受けるＵ

ボルトの数が４個以上のもの(4) 
3.0 2.0 

Ⅳ 配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属さないもの 1.5 0.5 

注(1)：配管区分の支持具の種類及び数は、アンカからアンカまでの独立した振動系について算定する。 

注(2)：支持具数の算定において、当該支持点を同一方向に複数の支持具で分配して支持する場合は、支

持具数を 1 個として算定し、同一支持点を 2 方向に複数の支持具で支持する場合は支持具数を 2

個として算定する。 

注(3)：保温材有の設計用減衰定数は、無機多孔質保温材による付加減衰定数として 1.0％を考慮したもの

である。金属保温材による付加減衰定数は、配管ブロック全長に対する金属保温材使用割合が 40％

以下の場合 1.0％を適用してよいが、金属保温材使用割合が 40%を超える場合は 0.5％とする。 

注(4)：架構で水平配管の自重を受けるＵボルトの施工形態を表-3-3-1.4 に示す。Ｕボルトは、運転時に

配管とボルト頂部との間に隙間があるよう施工されていること。なお、ドレン配管のように穏やか

な勾配を持つものは水平配管とみなす。また、ＵボルトにはＵプレ－トを含む。 
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表-3-3-1.4 架構で水平配管の自重を受けるＵボルトに該当する施工形態 

 ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ 

施

工

形

態 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

該 

当 

／ 

非 

該 

当 

該当 非該当 非該当 非該当 

 

  

 
天 

地 

天 

地 

天 

地 

天 

地 
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9. 応力計算 

9.1. モーメントの合成 

各荷重により発生したモーメントは、以下のように組み合わせる。 

M = √M1
2 + M2

2 + M3
2 

M ：合成モーメント(N ⋅ mm) 

M1 , M2 ：配管軸直角方向まわりのモーメント(N ⋅ mm) 

M3 ：配管軸まわりのモーメント(N ⋅ mm) 

 

9.2. 応力算出 

(1) 一次応力 

S =
PD0

4t
+

0.75i1(Ma + Mb)

Z
 

S ：一次応力(N/mm2) 

P ：最高使用圧力(N/mm2) 

D0 ：外径(mm) 

t ：肉厚(mm) 

Ma 
：管の機械的荷重（自重その他の長期的荷重）により生じる合成モーメント

(N ⋅ mm) 

Mb 
：管の機械的荷重（地震を含めた短期的荷重）により生じる合成モーメント

(N ⋅ mm) 

Z ：管の断面係数(mm3) 

i1 ：JSME PPC-3530及び PPC-3810に定める値(−) 

 

(2) 一次＋二次応力 

Sn =
0.75i1Mb

∗ + i2Mc

Z
 

Sn ：一次＋二次応力(N/mm2) 

Mb
∗ ：管の地震力により生じる合成モーメント（全振幅）(N ⋅ mm) 

Mc ：管の地震相対変位により生じる合成モーメント（全振幅）(N ⋅ mm) 

Z ：管の断面係数(mm3) 

i1, i2 ：JSME PPC-3530及び PPC-3810に定める値(−) 
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(3) 一次+二次+ピーク応力 

疲れ解析に用いる繰り返しピーク応力強さは次式による。 

Sℓ =
KeSp

2
 

上記のSℓ及び JSME 第Ⅰ編 第４章 添付 4-2 表 添付 4-2-1, 4-2-2より許容

繰り返し回数Ｎを求め、次式にて疲労累積係数を求める。 

fc =
n(1 )

N
 

なお、Spは以下による。 

a.  管台及び突合せ溶接式ティー 

Sp =
K2bC2bMbs

Zb
+

K2rC2rMrs

Zr
 

b.  上記 a.以外の管 

Sp =
K2C2Mis

Zi
 

Sp ：ピーク応力(N/mm2) 

Sℓ ：繰り返しピーク応力強さ(N/mm2) 

Mbs 
：管台又はティーに接続される分岐管の地震力と地震相対変位により生じる

合成モーメント（全振幅）(N ⋅ mm) 

Mrs 
：管台又はティーに接続される主管の地震力と地震相対変位により生じる合

成モーメント（全振幅）(N ⋅ mm) 

Mis ：管の地震力と地震相対変位により生じる合成モーメント（全振幅）(N ⋅ mm) 

Zb ：管台又はティーに接続される分岐管の断面係数(mm3) 

Zr ：管台又はティーに接続される主管の断面係数(mm3) 

Zi ：管の断面係数(mm3) 

K2b, K2r, K2, 

C2r, C2b, C2 
：JSME PPB-3812～PPB-3817に定める値(−) 

Ke ：JSME PVB-3315に定める値(−) 

fc ：疲労累積係数(−) 

n ：設計用繰り返し回数(−) 

N ：許容繰り返し回数(−) 
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10. 許容応力 

許容応力は表-3-3-1.5の通りとする。 

 

表-3-3-1.5 許容応力(1) 

耐震 

クラス 

許容応力

状態 
一次応力 一次+二次応力 

一次+二次 

+ピーク応力(2) 

Ｓ 

ⅣＡＳ 0.9Su 

2Sy fc ≤ 1.0 
ⅢＡＳ 

Sy 

ただしオーステナイ

ト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金に

ついては1.2Sとして

もよい。 

Ｂ ＢＡＳ 

Sy 

ただしオーステナイ

ト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金に

ついては1.2Sとして

もよい。 

－ － 

注(1)：JSMEの管の基準では一次一般膜応力について、内圧による周方向応力と外圧による

座屈のみ規定している。地震時にこれらの条件が優位に変化することは考えにくい

ことから、許容応力表に一次一般膜応力の欄を設けていない。 

注(2)：一次+二次応力範囲が2Sy以下の場合は実施しない。 

 

Sy ：最高使用温度での設計降伏点(N/mm2) 

Su ：最高使用温度での設計引張強さ(N/mm2) 

S ：最高使用温度での許容引張応力(N/mm2) 
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11. 応力係数 

本評価に使用する応力係数を以下に示す。なお、i1（内圧以外の一次応力に対する応

力係数）については以下で計算した値または 1.33のいずれか大きい方、i2（二次応力

に対する応力係数）については以下で計算した値または 1.0のいずれか大きい方を使

用することとする。 

 

(1) 直管部 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

直管部 

 

1 
<JSME PPC-3810(1)> 

i = 1.0 

 

(2) すみ肉溶接部 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

すみ肉溶接部 

(ソケット溶接部) 

 

1 

<JSME PPC-3810(3)> 

a.表面が凹形に仕上げてある場合 

i = MAX [1.3 ,
2.1

(CX t⁄ )
] 

b.表面が凸形に仕上げてある場合 

i = 2.1 

CX：溶接脚長の最小値(mm) t：管の厚さ(mm) 

 

(3) 突合せ溶接部 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

突合せ溶接部 

 

1 

<JSME PPC-3810(2)(4)> 

・テーパを有しない溶接部 

a.継手面の食違いが管の厚さの 0.1倍以下のもの 

i = 1.0 

b.a以外のもの 

i = 1.8 

・テーパを有する溶接部 

i = MIN [1.9 , 1.3 +
0.0036D0 + 3.6δ

t
] 

D0：管の外径(mm) δ：継手面の食違い(mm) 

t：管の厚さ(mm) 
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(4) 突合せ溶接式ティー 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

突合せ溶接式ティー 

 

1 

<JSME PPC-3810(8)> 

・分岐管及び主管 

i =
0.9

h
2
3

  , h = 4.4 ×
t

r
  , r =

D0 − t 

2
 

t：主管の厚さ(mm) D0：主管の外径(mm) 

2 突合せ溶接部の応力係数 

 

(5) 管台 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

管台 

 

1 

<JSME PPC-3810(7)> 

・分岐管及び主管 

i = 1.5 (
Rm

Ts
)

2
3

(
rb

Rm
)

1
2

(
Tb

Ts
) (

rb

rp
) 

Rm：主管の平均半径(mm) Ts：主管の厚さ(mm) 

rb：分岐管の平均半径(mm) 

Tb：分岐管の厚さ(mm) rp：管台の外半径(mm) 

2 すみ肉溶接部の応力係数 

3 
突合せ溶接部の応力係数又はすみ肉溶接部の応力

係数（溶接種類による） 
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(6) 曲げ管及び突合せ溶接式エルボ 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

曲げ管 

突合せ溶接式エルボ 

 

1 

2 

<JSME PPC-3810(5)> 

a.フランジが接続されていない場合 

i =
0.9

h
2
3 
 

b.片側にフランジが接続されている場合 

i =
0.9

√h
 

c.両側にフランジが接続されている場合 

i =
0.9

√h
3  

ここで 

h =
t ⋅ R

r2
 , r =

D0 − t 

2
 

t ：曲げ管またはエルボの厚さ(mm) 

R ：曲げ管またはエルボの中心線の曲率半径(mm) 

D0：曲げ管またはエルボの外径(mm) 

 

(7) 突合せ溶接式レジューサ 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

突合せ溶接式 

レジューサ 

 

1 

<JSME PPC-3810(6)> 

i = MIN [2.0 ,0.5 + 0.01α√
D

t
] 

α：レジューサの軸を含む断面の最大勾配(度) 

D ：レジューサの小径端側の外径(mm) 

t ：レジューサの小径端側の厚さ(mm) 

2 突合せ溶接部の応力係数 

 

(8) サポート溶接部 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

サポート溶接部 

 

1 直管部の応力係数 
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(9) フランジ 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

フランジ溶接部 

 

1 

すみ肉溶接部の応力係数及び突合せ溶接の応力係

数を使用する。 

・SO,SWはすみ肉溶接の応力係数(凹型)  

・上記以外は突合せ溶接の応力係数 

 

(10) えび管 

形状図 評価点番号 応力係数：i 

えび管 

 

1 

2 

<JSME PPC-3810(9)> 

i =
0.9

h
2
3 
 

h =
t ⋅ R

r2
  , r =

D0 − t 

2
 

t：えび状の管の厚さ(mm) 

R：えび状の管の中心線の曲率半径(mm) 

DO：えび状の管の外径(mm) 
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12. 拘束点反力の記載方法 

拘束点反力のうち、次図の例のように全体座標系に対して斜めに拘束するものは、

拘束点反力表の中で「方向」として拘束方向成分を示す。 

 

図-3-3-1.1 拘束点反力 

 記号の説明 

 X,Y,Z  ：全体座標系 

 ΔX,ΔY,ΔZ ：全体座標系における拘束方向成分 

 n  ：拘束点番号 

 

拘束点反力表中の記載方法は、次のような表現で示す。この場合、原則として Xま

たは MXの欄のみ反力値を表示する。 

 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

n 

自重  － －  － － 

動的地震荷重  － －  － － 

静的地震荷重  － －  － － 

相対変位  － －  － － 

方向 ΔX ΔY ΔZ － － － 

 

 

Y 

Z X 

拘束点 n 

ΔX ΔZ 

ΔY 
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1. 概要 

本書は容器の耐震評価の方針についてまとめたものである。 

 

2. 基本方針 

容器の評価は、JEAG4601-1987に準拠し、評価を実施する。 

 

3. 適用範囲 

本書はクラス 2及びクラス 3容器の耐震評価に適用する。 

 

4. モデル化方針 

容器のモデル化方針を以下に示す。 

 

(1) １質点系もしくは多質点系モデルとし、曲げ、せん断、ねじり及び軸力に対する

剛性を考慮したモデルとする。 

 

(2) 質量として容器自体の質量の他に保有流体、保温材及び付属機器の質量を考慮す

る。 

 

(3) 材料特性は最高使用温度の値とする。 

 

(4) 容器の支持構造物は、原則としてその剛性を考慮したばね又は部材としてモデル

化する。 

 

5. 評価項目 

評価項目は次の通りとする。 

 

5.1. 胴 

(1) Ｓクラス 

・一次一般膜応力 

・一次応力 

・一次+二次応力(1) 

(2) Ｂクラス 

・一次一般膜応力 

・一次応力 

注(1)：地震動のみによる。 
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5.2. 支持脚 

・一次応力 

・座屈 

 

5.3. 基礎ボルト 

・一次応力 

 

6. 荷重の組合せ 

水平方向 1方向及び鉛直方向の地震荷重による応力を絶対値和法により組合せる。

なお、自重及び内圧と地震荷重による応力は代数和法により組合せる。また、水平 2

方向の組合せを考慮するため、組合せ後の応力を 1.42倍する。具体的な算出式を以下

に示す。 

・一次一般膜応力、一次応力、座屈 

1.42 × {自重 + 内圧 ± (|水平地震力| + |鉛直地震力|)} 

・一次＋二次応力 

2 × 1.42 × (|水平地震力| + |鉛直地震力|)
(1)

 

注(1)：一次＋二次応力の評価では地震による応力振幅を用いるため、便宜的に

応力を 2倍する。 

ただし、縦置きの円筒容器や地震力に対する応答軸が明確な容器については、構造

的に水平 2方向の地震力の組合せが不要となるため、考慮しないこととする。 

 

7. 減衰定数 

容器の減衰定数は 1.0％とする。 

 

8. 応力計算 

応力の算出式は各機器において説明を行う。ただし、下記の形状及び支持方法の容

器については、下記項目にて応力算出方法を記載する。 

添付書類 3-3-2-1：四脚たて置円筒形容器 

添付書類 3-3-2-2：横置二胴円筒形容器 
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9. 許容応力 

9.1. 胴の許容応力 

胴の許容応力は表-3-3-2.1の通りとする。 

 

表-3-3-2.1 胴の許容応力 

耐震 

クラス 

許容応力

状態 
一次一般膜応力 一次応力 一次+二次応力 

Ｓ 

ⅣＡＳ 0.6Su 0.9Su 

2Sy 
ⅢＡＳ 

MIN[Sy, 0.6Su] 

ただしオーステナイ

ト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金に

ついては1.2Sとして

もよい。 

左欄の 1.5倍 

Ｂ ＢＡＳ 

MIN[Sy , 0.6Su] 

ただしオーステナイ

ト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金に

ついては1.2Sとして

もよい。 

Sy 

ただしオーステナイ

ト系ステンレス鋼及

び高ニッケル合金に

ついては1.2Sとして

もよい。 

－ 

 

Sy ：最高使用温度での設計降伏点(N/mm2) 

Su ：最高使用温度での設計引張強さ(N/mm2) 

S ：最高使用温度での許容引張応力(N/mm2) 

 

9.2. 脚及び基礎ボルトの許容応力 

支持構造物の許容応力に準じる。ただし、ボルト評価にて、締結による摩擦を考慮

する場合は、全体の水平力(せん断力)が全体の摩擦抗力を超えないようにする。 
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1. 一般事項 

本書は四脚たて置円筒形容器の耐震強度計算の方針を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 容器及び内容物の質量は、重心に集中したものとする。 

(2) 脚を基礎に固定する基礎ボルトが、脚の変形方向に直角方向より見て脚１本につ

き１列の場合は脚下端を単純支持とする。その他の場合は、固定とする。 

(3) 水平方向については、脚と胴の曲げ変形及びせん断変形を考慮する。 

(4) 胴板と脚との取付部で、胴の局部変形を考慮する。 

(5) 地震力は、容器に対して水平方向及び鉛直方向から個別に作用するものとし、応

力計算において組み合わせる。なお、水平方向については地震力の方向と４本の

脚の取り付け方向との関係を考慮して、図-3-3-2-1.1 に示すＸ方向とＺ方向につ

いて評価する。 

 

計算モデルは４本の脚下端の支持条件を組み合わせた下記の４ケースとし、図

-3-3-2-1.2から図-3-3-2-1.5に示す変形モードを考慮する。 

ケース１：脚下端が第１脚、第２脚ともが固定の場合 

ケース２：脚下端が第１脚、第２脚とも単純支持の場合 

ケース３：脚下端が第１脚は固定、第２脚は単純支持の場合 

ケース４：脚下端が第１脚は単純支持、第２脚は固定の場合 
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四脚たて置円筒形容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脚部材については胴の半径方向をｒ軸、その直角方向をｔ軸とする。 

 

図-3-3-2-1.1 構造図 
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図-3-3-2-1.2 脚下端が第１脚、第２脚とも固定の場合（ケース 1）の変形モード 
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図-3-3-2-1.3 脚下端が第１脚、第２脚とも単純支持の場合（ケース 2）の変形モード 
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図-3-3-2-1.4 脚下端が第１脚は固定、第２脚は単純支持の場合(ケース 3)の変形モード 
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図-3-3-2-1.5 脚下端が第１脚は単純支持、第２脚は固定の場合（ケース 4）の変形モード 
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1.2. 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Ａ 胴の断面積 mm2 

Ａb 基礎ボルトの軸断面積 mm2 

Ａe 胴の有効せん断断面積 mm2 

Ａf 脚の圧縮フランジの断面積 mm2 

Ａs 脚の断面積 mm2 

Ａsf 脚の圧縮フランジとせいの 1/6からなるＴ形断面の断面積 mm2 

Ａsr 脚の半径方向軸に対する有効せん断断面積 mm2 

Ａst 脚の周方向軸に対する有効せん断断面積 mm2 

Ａs1 脚の半径方向軸に対するせん断断面積 mm2 

Ａs2 脚の周方向軸に対するせん断断面積 mm2 

ａ 脚底板の半径方向幅 mm 

ｂ 脚底板の周方向幅 mm 

Ｃ 脚の座屈曲げモーメントに対する修正係数 － 

Ｃ1 アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2（胴の周方向） mm 

Ｃ2 アタッチメントである脚の胴への取付部の幅の 1/2（胴の軸方向） mm 

Ｃc
＊ 応力の補正係数（参考文献[1]より得られる値） － 

ＣH 水平方向設計震度 － 

Ｃℓ
＊ 応力の補正係数（参考文献[1]より得られる値） － 

ＣV 鉛直方向設計震度 － 

Ｄi 胴の内径 mm 

ｄ1 脚底板端面から基礎ボルト中心までの半径方向の距離 mm 

ｄ2 脚底板端面から基礎ボルト中心までの周方向の距離 mm 

ｄb 基礎ボルトの外径 mm 

Ｅ 胴の縦弾性係数 N/mm2 

Ｅs 脚の縦弾性係数 N/mm2 

ｅ 脚中心から偏心荷重作用点までの距離 mm 

Ｆ 「添付書類 3-2 申請設備に係る耐震設計の基本方針」に定める値 N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

Ｆ0 振動モデル系における水平力 N 

Ｆｖ 振動モデル系における鉛直力 N 

Ｆb 基礎ボルトに生じる引張力 N 

ｆc 脚の許容圧縮応力 N/mm2 

ｆbr 脚の半径方向軸まわりの許容曲げ応力 N/mm2 

ｆbt 脚の半径方向に直角な方向の軸まわりの許容曲げ応力 N/mm2 

ｆt 脚の許容引張応力 N/mm2 

Ｇ 胴のせん断弾性係数 N/mm2 

Ｇs 脚のせん断弾性係数 N/mm2 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

Ｈ 静水頭 mm 

ｈ 脚断面のせい mm 

Ｉ 胴の断面 2次モーメント mm4 

ｉ 脚の弱軸についての断面 2次半径 mm 

ｉf 
脚の圧縮フランジとせいの 1/6 からなるＴ形断面のウエッブ軸まわりの

断面 2次半径 
mm 

Ｉsr 脚の半径方向軸に対する断面 2次モーメント mm4 

Ｉst 脚の周方向軸に対する断面 2次モーメント mm4 

Ｉsf 
脚の圧縮フランジとせいの 1/6 からなるＴ形断面のウエッブ軸まわりの

断面 2次モーメント 
mm4 

Ｊs 脚のねじりモーメント係数 mm4 

K1*,K2* 参考文献[1]より得られる定数 － 

Ｋc 
胴の脚つけ根部における周方向曲げモーメントに対する局部ばね定数 

（参考文献[2]より得られる値） 
－ 

ｋc 参考文献[1]によるアタッチメントパラメータの周方向の補正係数 － 

ＫH ばね定数（水平方向） N/mm 

ＫV ばね定数（鉛直方向） N/mm 

Ｋℓ 
胴の脚つけ根部における長手方向曲げモーメントに対する局部ばね 

定数（参考文献[2]より得られる値） 
－ 

ｋℓ 参考文献[1]によるアタッチメントパラメータの長手方向の補正係数 － 

Ｋr 
胴の脚つけ根部における半径方向荷重に対する局部ばね定数（参考文 

献[2]より得られる値） 
－ 
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記号 記号の説明 単位 

ℓ 脚の長さ mm 

ℓc 脚の中立軸間の距離 mm 

ℓg 基礎から容器上部重心までの距離 mm 

ℓｋ 脚の有効座屈長さ mm 

Ｍ１ 水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント N･mm 

Ｍ3 水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部のねじりモーメント N･mm 

Ｍc 水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の周方向モーメント N･mm 

Ｍℓ 運転時質量による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント N･mm 

Ｍℓ2 鉛直地震力による胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメント N･mm 

Ｍs1,Ｍs2 脚の上下両端に作用する曲げモーメント N･mm 

Ｍx1 
水平方向地震力（Ｘ方向）により第１脚及び第４脚の底部に働く合成モ

ーメント 
N･mm 

Ｍx2 
水平方向地震力（Ｘ方向）により第２脚及び第３脚の底部に働く合成モ

ーメント 
N･mm 

Ｍz1 水平方向地震力（Ｚ方向）により第１脚の底部に働く合成モーメント N･mm 

Ｍz2 
水平方向地震力（Ｚ方向）により第２脚及び第４脚の底部に働く合成モ

ーメント 
N･mm 

Ｍz3 水平方向地震力（Ｚ方向）により第３脚の底部に働く合成モーメント N･mm 

ｍ0 運転時質量 10-3×t 

Ｎx 胴に生じる軸方向の膜力 N/mm 

Ｎφ 胴に生じる周方向の膜力 N/mm 

ｎ 脚１個あたりの基礎ボルトの本数 － 

ｎ1,ｎ2 引張りを受ける基礎ボルトの本数 － 

Ｐ 運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 N 

Ｐ1 水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 N 

Ｐ2 鉛直方向地震力による胴の脚つけ根部の半径方向荷重 N 

Ｐr 最高使用圧力 N/mm2 

Ｑ 水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の周方向荷重 N 

Ｒ 運転時質量による脚の軸力 N 

Ｒ1 水平方向地震力（Ｚ方向）により脚に作用する軸力 N 

Ｒ2 鉛直方向地震力により脚に作用する軸力 N 

Ｒs1 運転時質量（圧縮）により脚に作用する軸力 N 

Ｒs2 運転時質量（引張）により脚に作用する軸力 N 
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記号 記号の説明 単位 

Ｒx1 水平方向地震力（Ｘ方向）により第１脚及び第４脚に作用する軸力 N 

Ｒx2 水平方向地震力（Ｘ方向）により第２脚及び第３脚に作用する軸力 N 

Ｒz1 水平方向地震力（Ｚ方向）により第１脚に作用する軸力 N 

Ｒz2 水平方向地震力（Ｚ方向）により第２脚及び第４脚に作用する軸力 N 

Ｒz3 水平方向地震力（Ｚ方向）により第３脚に作用する軸力 N 

ｒm 胴の平均半径 mm 

s 基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 － 

ＴH 水平方向固有周期 s 

ＴV 鉛直方向固有周期 s 

ｔ 胴の板厚 mm 

ｕ 脚の中心軸から胴の板厚中心までの距離 mm 

Ｘn 基礎が圧縮力を受ける幅 mm 

Ｚsp 脚のねじり断面係数 mm3 

Ｚsr 脚の半径方向軸に対する断面係数 mm3 

Ｚst 脚の周方向軸に対する断面係数 mm3 

β,β1,β2, 
参考文献[1]によるアタッチメントパラメータ － 

βc,βℓ 

γ 参考文献[1]によるシェルパラメータ － 

δH 水平力Ｆ0による胴重心の変位量 mm 

δV 鉛直力Ｆvによる胴重心の変位量 mm 

Δr 運転時質量による胴の半径方向局部変位量 mm 

Δr1 水平力Ｆ0による胴の半径方向局部変位量 mm 

Δx1 水平力Ｆ0による第１脚上端の水平方向変位量 mm 

Δx3 水平力Ｆ0による第２脚上端の水平方向変位量 mm 

Δy1 水平力Ｆ0による第１脚の鉛直方向変位量 mm 

Δy2 鉛直力Ｆvによる脚の圧縮変位量 mm 

Δy3 鉛直力Ｆvによる胴の圧縮変位量 mm 

Δy4 
運転時質量による胴のつけ根部における局部傾き角による鉛直方向変位

量 
mm 

θ 運転時質量による胴の脚つけ根部における局部傾き角 rad 

θ0 水平力Ｆ0による胴の中心軸の傾き角 rad 

θ1 水平力Ｆ0による第１脚の傾き角 rad 
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記号 記号の説明 単位 

θ2 水平力Ｆ0による胴の第１脚つけ根部における局部傾き角 rad 

θ3 水平力Ｆ0による第２脚の傾き角 rad 

ν 座屈に対する安全率 － 

Λ 脚の限界細長比 － 

λ 脚の有効細長比 － 

π 円周率 － 

ρ 液体の比重 － 

σ0φ 胴の周方向一次一般膜応力 N/mm2 

σ0x 胴の軸方向一次一般膜応力 N/mm2 

σ11～σ14 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次応力 N/mm2 

σ15～σ16 水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次応力 N/mm2 

σ21～σ24 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次＋二次応力 N/mm2 

σ25～σ26 
水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の組合せ一次＋二次応 

力 
N/mm2 

σb1～σb3 水平方向地震力（Ｚ方向）により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σb4,σb5 水平方向地震力（Ｘ方向）により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σs1,σs2 運転時質量による脚の圧縮応力、曲げ応力 N/mm2 

σs3,σs4 鉛直方向地震力による脚の圧縮応力、曲げ応力 N/mm2 

σs5～σs7 水平方向地震力（Ｚ方向）による脚の圧縮応力、曲げ応力 N/mm2 

σs8～σs10 水平方向地震力（Ｘ方向）による脚の圧縮応力、曲げ応力 N/mm2 

σsc 脚の圧縮応力の和 N/mm2 

σsr 脚の半径方向軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 N/mm2 

σst 脚の半径方向に直角な軸まわりの圧縮側曲げ応力の和 N/mm2 

σsx 水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の脚の組合せ応力 N/mm2 

σsz1,σsz2 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の脚の組合せ応力 N/mm2 

σφ1,σx1 静水頭又は内圧による胴の周方向応力、軸方向応力 N/mm2 

σx2 運転時質量による胴の軸方向応力 N/mm2 

σφ3,σx3 
運転時質量により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周方向応力、 

軸方向応力 
N/mm2 

σφ4,σx4 
運転時質量により生じる半径方向荷重による胴の周方向応力、軸方向 

応力 
N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σx5 地震力が作用した場合の転倒モーメントによる胴の軸方向応力 N/mm2 

σφ7,σx7 鉛直方向地震力による胴の周方向応力、軸方向応力 N/mm2 

σφ8,σx8 
鉛直方向地震力により生じる鉛直方向モーメントによる胴の周方向 

応力、軸方向応力 
N/mm2 

σφ9,σx9 
鉛直方向地震力により生じる半径方向荷重による胴の周方向応力、 

軸方向応力 
N/mm2 

σφ10,σx10 鉛直方向地震力により生じる鉛直方向モーメントによる胴の局部応力 N/mm2 

σφ11,σx11 鉛直方向地震力により生じる半径方向荷重による胴の局部応力 N/mm2 

σφ61,σx61 

σφ62,σx62 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の半径方向荷重による胴の 

周方向応力、軸方向応力 
N/mm2 

σφ71,σx71 

σφ72,σx72 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の鉛直方向モーメントに 

よる胴の周方向応力、軸方向応力 
N/mm2 

σφ81,σx81 

σφ82,σx82 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の周方向モーメントによ 

る胴の周方向応力、軸方向応力 
N/mm2 

σφ91,σx91

σφ92,σx92 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の半径方向荷重による胴の 

周方向応力、軸方向応力 
N/mm2 

σφ101 

σx101 

σφ102 

σx102 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の鉛直方向モーメントに 

よる胴の周方向応力、軸方向応力 
N/mm2 

σφ111 

σx111 

σφ112 

σx112 

水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の周方向モーメントによ 

る胴の周方向応力、軸方向応力 
N/mm2 

σxx1,σxx2 水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 N/mm2 

σxx3,σxx4 
水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応 

力の和 
N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σxz1～σxz4 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次応力の和 N/mm2 

σxz5～σxz8 
水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の軸方向一次+二次応 

力の和 
N/mm2 

σφx1,σφx2 水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 N/mm2 

σφx3,σφx4 
水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合の胴の周方向一次+二次応 

力の和 
N/mm2 

σφz1～ 

σφz4 
水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の周方向一次応力の和 N/mm2 

σφz5～ 

σφz8 

水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の胴の周方向一次+二次応 

力の和 
N/mm2 

τ3 
水平方向地震力（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じるねじりモー 

メントによるせん断応力 
N/mm2 

τ6 
水平方向地震力（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じるねじりモー 

メントによるせん断応力 
N/mm2 

τb1～τb3 水平方向地震力（Ｚ方向）により基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τb4,τb5 水平方向地震力（Ｘ方向）により基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τc1 
水平方向地震力（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じる周方向せ 

ん断応力 
N/mm2 

τc4 
水平方向地震力（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じる周方向せ 

ん断応力 
N/mm2 

τℓ1 運転時質量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力 N/mm2 

τℓ2 
水平方向地震力（Ｚ方向）により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せ 

ん断応力 
N/mm2 

τℓ3 鉛直方向地震力により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せん断応力 N/mm2 

τℓ5 
水平方向地震力（Ｘ方向）により胴の脚つけ根部に生じる軸方向せ 

ん断応力 
N/mm2 

τs1 運転時質量による脚のせん断応力 N/mm2 

τs2 鉛直方向地震力による脚のせん断応力 N/mm2 

τs3，τs4 水平方向地震力（Ｚ方向）による脚のせん断応力 N/mm2 

τs5 水平方向地震力（Ｘ方向）による脚のせん断応力 N/mm2 



添 3-3-2-1-14 

2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

2.1.1. 水平方向 

固有周期ＴHは下式による。 

ＴH＝2π
ｍ0

103･ＫH

  

ばね定数ＫＨは、胴重心に水平力Ｆ0を加えたときの変位量δＨより求める。 

ＫH＝
F0

δH

  

δH＝Δｘ1＋Δｒ1＋（ℓg－ℓ）θ0＋
(ℓg-ℓ)

3

3ＥＩ
 F0＋

(ℓg-ℓ)

ＧＡe

 F0 

ここで、胴の断面性能ＩとＡｅは下式による。 

Ｉ＝
π

8
 (Ｄｉ＋ｔ)3ｔ 

Ａｅ＝
2

3
 π(Ｄｉ＋ｔ)ｔ 

脚上端の水平方向変位Δx1、胴の半径方向局部変位Δr1及び胴の中心軸の傾き角θ0

は、胴と脚との境界部における変位量及び傾き角を変数とした荷重及びモーメントの

釣合方程式を立て、連立方程式として解くことで求める。 

1.1項において各脚の固定条件の組合せを考慮して設定した 4ケースについて、下記

(1)から(4)に釣合方程式を示す。 

 

(1) 脚下端が第 1 脚、第 2脚とも固定の場合（ケ―ス 1：図-3-3-2-1.2参照） 

水平力の釣合より 

2Ｐ1＋2Ｑ＝Ｆ0 ·························· (1)転倒モーメントの釣合より 

2Ｍ1－2Ｍ3＋2Ｒ1ｒｍ＝Ｆ0（ℓg－ℓ） ························ (2)ここで、 

ｒｍ＝(Ｄｉ＋ｔ)／2  
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第 1脚の水平方向変位量Δｘ1、傾き角θ1、鉛直方向変位量Δy1は次による。 

Δｘ1＝
Ｐ1ℓ

3

3ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

ＧsＡsr

 ＋
(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

2

2ＥsＩst

  ·························· (3) 

θ1＝
(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

2

2ＥsＩst

  ····································· (4) 

Δｙ1＝
Ｒ1ℓ

ＡsＥs

  ··················································· (5) 

ここで、 

ｕ＝
ℓc
2
 －ｒｍ 

胴の半径方向局部変位量Δｒ1と局部傾き角θ2は、次による。 

Δｒ1＝
ＫrＰ1

ｒmＥ
  ··················································· (6) 

θ2＝
ＫℓＭ1

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  ················································· (7) 

ここで、 

βℓ＝ｋℓ
3 β1β2

2 ，β1＝
Ｃ1

ｒm

 ，β2＝
Ｃ2

ｒm
   

  



添 3-3-2-1-16 

第 2脚の傾き角θ0と水平方向変位量Δｘ3は、次による。 

θ0＝－
Ｍ3ℓ

ＥsＩsr

 ＋
Ｑ・ℓ2

2ＥsＩsr

  ········································ (8) 

Δｘ3＝
Ｑℓ3

3ＥsＩsr

 ＋
Ｑℓ

ＧsＡst

 －
Ｍ3ℓ

2

2ＥsＩsr

  ······························· (9) 

第 1脚と胴の傾き角の釣合より 

θ1＋θ2－θ0＝0 ················································ (10) 

第 2脚のねじり角と胴の局部傾き角は等しいことから 

θ3＝
(Ｑｕ－Ｍｃ)ℓ

ＧsＪs

 ＝
ＫcＭc

ｒm
3βc

2Ｅ
  ································· (11) 

ここで、 

βc＝ｋc
3 β1

2β2 ，β1＝
Ｃ1

ｒm

 ，β2＝
Ｃ2

ｒm
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脚と胴の水平方向変位の釣合より 

Δｘ1＋Δｒ1＝Δｘ3＋uθ3 ········································· (12) 

さらに、鉛直方向変位の釣合より 

Δｙ1－uθ1－rmθ0＝0 ············································ (13) 

式(13)へ、式(4)、式(5)、式(8)を代入して 

Ｒ1ℓ

ＡsＥs

 －
ｕ(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

ＥsＩst

 －
uＰ1ℓ

2

2ＥsＩst

 ＋
rmＭ3ℓ

ＥsＩsr

 －
rmＱℓ2

2ＥsＩsr

 ＝0 ········ (14) 

式(10)へ、式(4)、式(7)、式(8)を代入して 

Ｍ3ℓ

ＥsＩsr

 －
Ｑℓ2

2ＥsＩsr

 ＋
(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

2

2ＥsＩst

 ＋
ＫℓＭ1

ｒm
3βℓ

2Ｅ
 ＝0 ······· (15) 

式(11)を変形して 

ｕＱℓ

ＧsＪs

 －
Ｍcℓ

ＧsＪs

 －
ＫcＭc

ｒm
3βc

2Ｅ
 ＝0 ································· (16) 

式(12)へ、式(3)、式(6)、式(9) 、式(11)を代入して 

Ｐ1ℓ
3

3ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

ＧsＡsr

 ＋
(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

2

2ＥsＩst

 ＋
ＫrＰ1

ｒmＥ
  

－
Ｑℓ3

3ＥsＩsr

 －
Ｑℓ

ＧsＡst

 ＋
Ｍ3ℓ

2

2ＥsＩsr

 －
ｕＫcＭc

ｒm
3βc

2Ｅ
 ＝0 ··················· (17) 

式(1)、式(2)及び式(14)から式(17)の方程式から、水平力Ｆ0を加えたときの脚上

端の水平方向変位量Δｘ1、胴の半径方向局部変位量Δｒ1及び胴の中心軸の傾き角θ0

を求める。 
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(2) 脚下端が第 1 脚、第 2脚とも単純支持の場合（ケース 2：図-3-3-2-1.3参照） 

(1)の場合と同様に、 

2Ｐ1＋2Ｑ＝F0 

2Ｍ1－2Ｍ3＋2Ｒ1ｒｍ＝F0(ℓg－ℓ)  

Δｘ1＝
Ｐ1ℓ

3

3ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

ＧsＡsr

 ＋ℓθ1 

Ｐ1ℓ＋Ｍ1＝Ｒ1ｕ 

Δｙ1＝
Ｒ1ℓ

ＡsＥs

  

Δｒ1＝
ＫrＰ1

ｒmＥ
  

θ2＝
ＫℓＭ1

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  

Ｍ3＝Ｑℓ 

Δｘ3＝
Ｑℓ3

3ＥsＩsr

 ＋
Ｑℓ

ＧsＡst

 ＋ℓθ0 

θ1＋θ2－θ0＝0 

θ3＝
(Ｑｕ－Ｍｃ)ℓ

ＧsＪs

 ＝
ＫcＭc

ｒm
3βc

2Ｅ
  

Δｘ1＋Δｒ1＝Δｘ3＋uθ3 

Δｙ1－uθ1－rmθ0＝0 

以下(1)と同様にして連立方程式を立てる。 

 

(3) 脚下端が第 1 脚は固定、第 2脚は単純支持の場合（ケース 3：図-3-3-2-1.4参照） 

(1)の場合と同様に、 

2Ｐ1＋2Ｑ＝F0 

2Ｍ1－2Ｍ3＋2Ｒ1ｒｍ＝F0(ℓg－ℓ)  

Δｘ1＝
Ｐ1ℓ

3

3ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

ＧsＡsr

 ＋
(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

2

2ＥsＩst

  

θ1＝
(Ｍ1－Ｒ1u)ℓ

ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

2

2ＥsＩst

  

Δｙ1＝
Ｒ1ℓ

ＡsＥs

  

Δｒ1＝
ＫrＰ1

ｒmＥ
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θ2＝
ＫℓＭ1

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  

Ｍ3＝Ｑℓ 

Δｘ3＝
Ｑℓ3

3ＥsＩsr

 ＋
Ｑℓ

ＧsＡst

 ＋ℓθ0 

θ1＋θ2－θ0＝0 

θ3＝
(Ｑｕ－Ｍｃ)ℓ

ＧsＪs

 ＝
ＫcＭc

ｒm
3βc

2Ｅ
  

Δｘ1＋Δｒ1＝Δｘ3＋uθ3 

Δｙ1－uθ1－rmθ0＝0 

以下(1)と同様にして連立方程式を立てる。 

 

(4) 脚下端が第 1 脚は単純支持、第 2脚は固定の場合（ケース 4：図-3-3-2-1.5参照） 

(1)の場合と同様に、 

2Ｐ1＋2Ｑ＝F0 

2Ｍ1－2Ｍ3＋2Ｒ1ｒｍ＝F0(ℓg－ℓ)  

Δｘ1＝
Ｐ1ℓ

3

3ＥsＩst

 ＋
Ｐ1ℓ

ＧsＡsr

 ＋ℓθ1 

Ｐ1ℓ＋Ｍ1＝Ｒ1ｕ 

Δｙ1＝
Ｒ1ℓ

ＡsＥs

  

Δｒ1＝
ＫrＰ1

ｒmＥ
  

θ2＝
ＫℓＭ1

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  

θ0＝－
Ｍ3ℓ

ＥsＩsr

 ＋
Ｑℓ2

2ＥsＩsr

  

Δｘ3＝
Ｑℓ3

3ＥsＩsr

 ＋
Ｑℓ

ＧsＡst

 －
Ｍ3ℓ

2

2ＥsＩsr

  

θ1＋θ2－θ0＝0 

θ3＝
(Ｑｕ－Ｍｃ)ℓ

ＧsＪs

 ＝
ＫcＭc

ｒm
3βc

2Ｅ
  

Δｘ1＋Δｒ1＝Δｘ3＋uθ3 

Δｙ1－uθ1－rmθ0＝0 

以下(1)と同様にして連立方程式を立てる。 
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2.1.2. 鉛直方向 

鉛直方向に荷重Ｆvが作用した場合、 

支持脚の圧縮変位Δy2は、 

Δy2＝
Ｆvℓ

4ＡsＥs
  

胴の圧縮変位Δy3は、 

Δy3＝
Ｆv(ℓｇ－ℓ)

ＡＥ
  

ここで、Ａ＝π(Ｄi＋t)t 

運転時質量による胴の脚付け根部における局部傾き角θによる鉛直方向変位Δy4は、 

Δy4＝θu 

局部傾き角θは、脚下端の支持条件により、 

(1) 脚下端が固定の場合 

θ＝
ＫℓＭℓ

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  

ここで、 

Ｍℓ＝







ℓ3

 12ＥsＩst

＋
ℓ

ＧsＡsr

＋
Ｋr

 ｒmＥ 
 

Ｆvuℓ

 4ＥsＩst 















ℓ3

 3ＥsＩst 
＋

ℓ

 ＧsＡsr 
＋

Ｋr

 ｒmＥ 
  







ℓ

 ＥsＩst 
＋

Ｋℓ

 ｒm
3βℓ

2Ｅ 
－ 







ℓ2

 2ＥsＩst 

2  
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(2) 脚下端が単純支持の場合 

θ＝
ＫℓＭℓ

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  

ここで、 

Ｍℓ＝
Ｆv

4
 u－Ｐℓ 

Ｐ＝

Ｆv

 4
uℓ

 ℓ2＋
ｒm

3βℓ
2Ｅ

Ｋℓ 





ℓ3

 3ＥsＩst 
＋

ℓ

 ＧsＡsr 
＋

Ｋr

 ｒmＥ 
 

 

以上により、胴重心の鉛直方向変位量δv、ばね定数Ｋv及び固有周期Ｔvは、次のよ

うに求められる。 

δv＝Δy2＋Δy3＋Δy4 

Ｋv＝
Ｆv

δv
  

Ｔv＝2π
ｍ0

103・Ｋv

   

 

2.2. 設計震度の設定 

「2.1.固有周期の計算方法」で得られた固有周期に対応した設計震度を設定する。 
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2.3. 応力の計算 

2.3.1. 胴の応力 

(1) 静水頭又は内圧による応力 

静水頭による場合（鉛直方向地震時を含む） 

σφ1＝
10-6・ｇρＨＤi

2t
  

σφ7＝
10-6・ｇρＨＤiＣｖ

2t
  

σｘ1＝0 

内圧による場合 

σφ1＝
Ｐｒ(Ｄi＋1.2t)

2t
  

σφ7＝0 

σｘ1＝
Ｐｒ(Ｄi＋1.2t)

4t
  

(2) 運転時質量及び鉛直方向地震力による応力 

σｘ2＝
mog

 π(Ｄi＋t)t
  

σｘ7＝
m0gＣV

 π(Ｄi＋t)t
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(3) 運転時質量による胴の脚つけ根部の応力 

脚下端が固定の場合は、 

Ｒ＝
mog

 4
  ······················································· (18) 

脚の半径方向変位量と胴の半径方向局部変位量は等しいことから 

Δｒ＝
－Ｐℓ3

3ＥsＩst

 ＋
－Ｐℓ

ＧsＡsr

 ＋
(Ｒu－Ｍℓ)ℓ

2

2ＥsＩst

 ＝
ＫrＰ

ｒmＥ
  ·················· (19) 

また、脚上端の傾き角と胴の局部傾き角は等しいことから 

θ＝
(Ｒu－Ｍℓ)ℓ

ＥsＩst

 －
Ｐℓ2

2ＥsＩst

 ＝
ＫℓＭℓ

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  ························· (20) 

式(18）から式(20）までを連立させることにより、運転時質量による胴の脚つけ根

部の鉛直方向モーメント及び半径方向荷重を次式により求める。 

Ｍℓ＝







ℓ3

 12ＥsＩst
＋

ℓ

ＧsＡsr
＋

Ｋr

 ｒmＥ 

m0guℓ

4ＥsＩst 







ℓ3

 3ＥsＩst 
＋

ℓ

 ＧsＡsr 
＋

Ｋr

 ｒmＥ 
 






ℓ

 ＥsＩst 
＋

Ｋℓ

 ｒm
3βℓ

2Ｅ 
－






ℓ2

 2ＥsＩst 

2  

  

Ｐ＝

 ｍ0g
4

ｕ－Ｍℓ 

2ＥsＩst 
ℓ2

 
ℓ3

3ＥsＩst 
＋ 

 ℓ

 ＧsＡsr 
＋

Ｋr

 ｒmＥ 

 

 

図-3-3-2-1.6 脚下端が固定されている場合の脚及び胴の変形 
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同様に、脚の下端を単純支持とする場合は、 

Δｒ＝
－Ｐℓ3

3ＥsIst
＋

－Ｐℓ

ＧsＡsr

＋θℓ ＝
ＫrＰ

rｍＥ
 

Ｐℓ＋Ｍℓ＝Ｒｕ 

θ＝
ＫℓＭℓ

ｒm
3βℓ

2Ｅ
  

を連立させることにより、運転時質量による胴の脚つけ根部の半径方向荷重及び鉛

直方向モーメントを次式により求める。 

Ｐ＝

m0g
 4

 uℓ

 ℓ2＋
ｒm

3βℓ
2Ｅ

 Ｋℓ 





ℓ3

 3ＥsＩst

＋
ℓ

 ＧsＡsr 
 ＋

Ｋr

rmＥ

 

Ｍℓ＝
m0g

4
 u－Ｐℓ 

 

図-3-3-2-1.7 脚下端が単純支持されている場合の脚及び胴の変形 
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鉛直方向モーメントＭℓにより生じる胴の局部応力は、シェルパラメータγ及びアタ

ッチメントパラメータβによって参考文献[1]の表より求めた値(以下＊を付記する)

を用いて次式により算定する。 

σφ3＝ 






Ｎφ

 Ｍℓ／(ｒm
2β) 

＊   







 Ｍℓ

 ｒm
2tβℓ

Ｃℓ
＊   

σｘ3＝ 






Ｎｘ

 Ｍℓ／(ｒm
2β) 

＊   







 Ｍℓ

 ｒm
2tβℓ

Ｃℓ
＊   

ここで、 

ｒｍ＝(Ｄｉ＋ｔ)／2 

γ＝ｒｍ／ｔ 

β1＝Ｃ1／ｒｍ 

β2＝Ｃ2／ｒｍ 

βℓ＝
3
β1β2

2  ················································· (21) 

βは次式による。 

β1／β2≧1のとき 

β＝








1－ 
1

3
(β1／β2－1)(1－Ｋ1

＊) β1β2 

β1／β2＜1のとき 

β＝








1－ 
4

3
(1－β1／β2)(1－Ｋ2

＊) β1β2 

半径方向荷重Ｐにより生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ4＝ 






Ｎφ

 Ｐ／ｒm 
＊   







Ｐ

ｒmt
   

σｘ4＝ 






Ｎｘ

 Ｐ／ｒm 
＊   







Ｐ

ｒmt
   

反力Ｒによるせん断応力は、次による。 

τℓ1＝
Ｒ

4Ｃ2t
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(4) 水平方向地震力による胴の曲げ応力 

σｘ5＝
ｍ0ｇＣH(ℓg－ℓ)(Ｄi＋2t)

2Ｉ
  

 

(5) 水平方向地震力（Ｚ方向）による胴の脚つけ根部の応力 

2.1項の固有周期計算において単位荷重Ｆ0をm0gＣHに置き換えて得られる数値を使

用して、胴の脚つけ根部の応力を次のように求める。 

a.  一次応力 

半径方向荷重Ｐ1により生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ61＝ 






Ｎφ

 Ｐ1／ｒm 
＊   







Ｐ1

ｒmt
   

σｘ61＝ 






Ｎｘ

 Ｐ1／ｒm 
＊   







Ｐ1

ｒmt
   

鉛直方向曲げモーメントＭ1により生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ71＝ 






Ｎφ

Ｍ1／(ｒm
2β)

＊   







Ｍ1

ｒm
2tβℓ

Ｃℓ
＊   

σｘ71＝ 






Ｎｘ

Ｍ1／(ｒm
2β)

＊   







Ｍ1

ｒm
2tβℓ

Ｃℓ
＊    

周方向曲げモーメントＭcにより生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ81＝ 






Ｎφ

Ｍc／(ｒm
2β)

＊   







Ｍc

ｒm
2tβｃ

Ｃｃ
＊   

σｘ81＝ 






Ｎｘ

Ｍc／(ｒm
2β)

＊   







Ｍc

ｒm
2tβｃ

Ｃｃ
＊   

ここで、βcは次式による。 

βc＝
3
β1

2β2  ················································· (22) 
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周方向せん断力Ｑによるせん断応力は、次による。 

τｃ1＝
Ｑ

4Ｃ1t
  

鉛直方向せん断力Ｒ1によるせん断応力は、次による。 

τℓ2＝
Ｒ1

4Ｃ2t
  

ねじりモーメントＭ3により生じる胴の局部せん断応力は、次による。 

τ3＝
Ｍ3

2πＣ1
2t
  

ここで、Ｃ1＞Ｃ2のときはＣ1をＣ2に置き換える。 

b.  二次応力 

半径方向荷重Ｐ1により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。 

σφ62＝






Ｍφ

Ｐ1

＊ 







6Ｐ1

t2
   

σｘ62＝






Ｍｘ

Ｐ1

＊ 







6Ｐ1

t2
   

鉛直方向曲げモーメントＭ1により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。ただ

し、βℓは式(21)により求められたアタッチメントパラメータβℓに更に kℓを乗じた

値とする。 

σφ72＝ 






Ｍφ

Ｍ1／(ｒmβ)
＊   







6Ｍ1

ｒmt
2βℓ

   

σｘ72＝ 






Ｍｘ

Ｍ1／(ｒmβ)
＊   







6Ｍ1

ｒmt
2βℓ

   

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部曲げ応力は、次による。ただし、

βcは式(22)により求められたアタッチメントパラメータβcに更にkcを乗じた値と

する。 

σφ82＝ 






Ｍφ

Ｍｃ／(ｒmβ)
＊   







6Ｍｃ

ｒmt
2βｃ

   

σｘ82＝ 






Ｍｘ

Ｍｃ／(ｒmβ)
＊   







6Ｍｃ

ｒmt
2βｃ
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(6) 水平方向地震力（Ｘ方向）による胴の脚つけ根部の応力 

a.  一次応力 

半径方向荷重Ｐ1により生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ91＝σφ61／ 2  

σｘ91＝σｘ61／ 2  

鉛直方向曲げモーメントＭ1により生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ101＝σφ71／ 2  

σｘ101＝σｘ71／ 2  

周方向曲げモーメントＭcにより生じる胴の局部応力は、次による。 

σφ111＝σφ81／ 2  

σｘ111＝σｘ81／ 2  

周方向せん断力Ｑによるせん断応力は、次による。 

τｃ4＝τｃ1／ 2  

鉛直方向せん断力Ｒ1によるせん断応力は、次による。 

τℓ5＝τℓ2／ 2  

ねじりモーメントＭ3により生じる胴の局部せん断応力は、次による。 

τ6＝τ3／ 2  

 

b.  二次応力 

半径方向荷重Ｐ1により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。 

σφ92＝σφ62／ 2  

σｘ92＝σｘ62／ 2  

鉛直方向曲げモーメントＭ1により生じる胴の局部曲げ応力は、次による。 

σφ102＝σφ72／ 2  

σｘ102＝σｘ72／ 2  

周方向曲げモーメントＭｃにより生じる胴の局部曲げ応力は、次による。 

σφ112＝σφ82／ 2  

σｘ112＝σｘ82／ 2  
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(7) 鉛直方向地震力による胴の脚つけ根部の応力 

脚下端を固定する場合の軸力Ｒ2、胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメントＭℓ2及び半

径方向荷重Ｐ2は、次による。 

Ｒ2＝
m0gＣV

4
  

Ｍℓ2＝






ℓ3

 12ＥsＩst
＋

ℓ

ＧsＡsr
＋

Ｋr

 ｒmＥ 
 
Ｒ2uℓ

ＥsＩst







ℓ3

3ＥsＩst
＋

ℓ

ＧsＡsr
＋

Ｋr

ｒmＥ
  







ℓ

 ＥsＩst 
＋

Ｋℓ

ｒm
3βℓ

2Ｅ
－






ℓ2

2ＥsＩst 

2  

  

Ｐ2＝

(Ｒ2ｕ－Ｍℓ2)ℓ
2

2ＥsＩst 

 
ℓ
3

3ＥsＩst 
＋ 

 ℓ

 ＧsＡsr 
＋

Ｋr

 ｒmＥ 

 

脚下端を単純支持とする場合の軸力Ｒ2、胴の脚つけ根部の鉛直方向モーメントＭℓ2

及び半径方向荷重Ｐ2は、次による。 

Ｒ2＝
m0gＣV

4
  

Ｍℓ2＝Ｒ2ｕ－Ｐ2ℓ 

Ｐ2＝
ｕＲ2 ℓ

 ℓ2＋
ｒm

3βℓ 
2Ｅ

Ｋℓ 





 ℓ3

 3ＥsＩst

＋
ℓ

 ＧsＡsr

 ＋
Ｋr

ｒmＥ 

 

a.  一次応力 

鉛直方向曲げモーメントＭℓ2により生じる胴の局部応力は次による。 

σφ8＝ 






Ｎφ

Ｍℓ2／(ｒm
2β)

＊   







Ｍℓ2

ｒm
2tβℓ

 Ｃℓ
*   

σｘ8＝ 






Ｎｘ

Ｍℓ2／(ｒm
2β)

＊   







Ｍℓ2

ｒm
2tβℓ

 Ｃℓ
*   

半径方向荷重Ｐ2により生じる胴の局部応力は次による。 

σφ9＝ 






Ｎφ

Ｐ2／ｒm

＊







Ｐ2

ｒmt
   

σｘ9＝ 






Ｎｘ

Ｐ2／ｒm

＊







Ｐ2

ｒmt
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b.  二次応力 

鉛直方向曲げモーメントＭℓ2により生じる胴の局部応力は次による。ただし、βℓ

は式(21)により求められたアタッチメントパラメータβℓに更に kℓを乗じた値とす

る。 

σφ10＝ 






Ｍφ

Ｍℓ2／(ｒmβ)
＊   







6Ｍℓ2

ｒmt
2βℓ

   

σｘ10＝ 






Ｍｘ

Ｍℓ2／(ｒmβ)
＊   







6Ｍℓ2

ｒmt
2βℓ

   

半径方向荷重Ｐ2により生じる胴の局部応力は次による。 

σφ11＝






Ｍφ

Ｐ2

＊ 







6Ｐ2

t2
  

 

σｘ11＝






Ｍｘ

Ｐ2

＊ 







6Ｐ2

t2
  

 

せん断応力は次による。 

τℓ3＝
Ｒ2

4Ｃ2t
  

(8) 組合せ応力 

(1)から(7)項によって算出される脚のつけ根部に生じる胴の応力は、次により組み

合わせる。 

a.  一次一般膜応力 

【絶対値和】 

σ0φ＝σφ1＋σφ7 

σ0ｘ＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ5＋σｘ7 

σ0＝max[σ0φ，σ0ｘ] 

【SRSS法】 

σ0φ＝σφ1＋σφ7 

σ0ｘ＝σｘ1＋σｘ2＋ σｘ5
2＋σｘ7

2  

σ0＝max[σ0φ，σ0ｘ] 
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b.  一次応力（膜＋曲げ） 

【絶対値和】 

(a) 水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

(i)第１脚つけ根部 

第１評価点 

σφz1＝σφ1＋σφ3＋σφ4＋σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ61＋σφ71 

σｘz1＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ3＋σｘ4＋σｘ5＋σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ61＋σｘ71 

  

σ11＝
1

2
{(σφz1＋σｘz1)＋ (σφz1－σｘz1)

2 } 

第２評価点 

σφz2＝σφ1＋σφ4＋σφ7＋σφ9＋σφ61 

σｘz2＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ4＋σｘ5＋σｘ7＋σｘ9＋σｘ61 

σ12＝
1

2
{(σφz2＋σｘz2)＋ (σφz2－σｘz2)

2＋4(τℓ1＋τℓ2＋τℓ3)
2} 

  

 

図-3-3-2-1.8 胴の評価点 

(ii)第２脚つけ根部 

第１評価点 

σφz3＝σφ1＋σφ3＋σφ4＋σφ7＋σφ8＋σφ9 

σｘz3＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ3＋σｘ4＋σｘ7＋σｘ8＋σｘ9 

σ13＝
1

2
{(σφz3＋σｘz3)＋ (σφz3－σｘz3)

2＋4(τｃ1＋τ3)
2 } 
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第２評価点 

σφz4＝σφ1＋σφ4＋σφ7＋σφ9＋σφ81 

σｘz4＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ4＋σｘ7＋σｘ9＋σｘ81 

σ14＝
1

2
{(σφz4＋σｘz4)＋ (σφz4－σｘz4)

2＋4(τℓ1＋τ3＋τℓ3)
2 } 

  

 

(b) 水平方向地震力（Ⅹ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

第１評価点 

σφｘ1＝σφ1＋σφ3＋σφ4＋σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ91＋σφ101 

σｘｘ1＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ3＋σｘ4＋σｘ5＋σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ91＋σｘ101 

σ15＝
1

2
{(σφｘ1＋σｘｘ1)＋ (σφｘ1－σｘｘ1)

2＋4(τc4＋τ6)
2 } 

  

第２評価点 

σφｘ2＝σφ1＋σφ4＋σφ7＋σφ9＋σφ91＋σφ111 

σｘｘ2＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ4＋σｘ5＋σｘ7＋σｘ9＋σｘ91＋σｘ111 

σ16＝

1

2
{(σφｘ2＋σｘｘ2)＋ (σφｘ2－σｘｘ2)

2＋4(τℓ1＋τℓ5＋τ6＋τℓ3)
2 } 

σ1＝max[σ11，σ12，σ13，σ14，σ15，σ16] 
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【SRSS法】 

(a) 水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

(i)第１脚つけ根部 

第１評価点 

σφz1＝σφ1＋σφ3＋σφ4＋ (σφ7＋σφ8＋σφ9)2+(σφ61＋σφ71)2  

σｘz1＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ3＋σｘ4 

＋ (σｘ7＋σｘ8＋σｘ9)2+(σｘ5＋σｘ61＋σｘ71)2  

σ11＝
1

2
{(σφz1＋σｘz1)＋ (σφz1－σｘz1)

2 } 

第２評価点 

σφz2＝σφ1＋σφ4＋ (σφ7＋σφ9)2+σφ61
2  

σｘz2＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ4＋ (σｘ7＋σｘ9)2+(σｘ5＋σｘ61)2  

σ12＝
1

2
{(σφz2＋σｘz2)＋ (σφz2－σｘz2)

2＋4(τℓ1＋ τℓ2
2＋τℓ3

2)2} 

  

(ii)第 2脚つけ根部 

第１評価点 

σφz3＝σφ1＋σφ3＋σφ4＋ (σφ7＋σφ8＋σφ9)2  

σｘz3＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ3＋σｘ4＋ (σｘ7＋σｘ8＋σｘ9)2  

σ13＝
1

2
{(σφz3＋σｘz3)＋ (σφz3－σｘz3)

2＋4(τc1＋τ3)
2} 

  

第２評価点 

σφz4＝σφ1＋σφ4＋ (σφ7＋σφ9)2＋σφ81
2  

σｘz4＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ4＋ (σｘ7＋σｘ9)2＋σｘ81
2  

σ14＝
1

2
{(σφz4＋σｘz4)＋ (σφz4－σｘz4)

2＋4(τℓ1＋ τ3
2＋τℓ3

2)2} 
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(b) 水平方向地震力（Ⅹ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

第１評価点 

σφｘ1＝σφ1＋σφ3＋σφ4＋ (σφ7＋σφ8＋σφ9)2＋(σφ91＋σφ101)2  

σｘｘ1＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ3＋σｘ4 

＋ (σｘ7＋σｘ8＋σｘ9)2＋(σｘ5＋σｘ91＋σｘ101)2  

σ15＝
1

2
{(σφｘ1＋σｘｘ1)＋ (σφｘ1－σｘｘ1)

2＋4(τc4＋τ6)
2} 

 

第２評価点 

σφｘ2＝σφ1＋σφ4＋ (σφ7＋σφ9)2＋(σφ91＋σφ111)2  

σｘｘ2＝σｘ1＋σｘ2＋σｘ4＋ (σｘ7＋σｘ9)2＋(σｘ5＋σｘ91＋σｘ111) 2  

σ1＝max[σ11，σ12，σ13，σ14，σ15，σ16] 
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c.  地震力のみによる一次+二次応力の変動値 

【絶対値和】 

(a) 水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

(i)第１脚つけ根部 

第１評価点 

σφz5＝σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ10＋σφ11＋σφ61＋σφ62＋σφ71＋σφ72 

σｘz5＝σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ10＋σｘ11＋σｘ5＋σｘ61＋σｘ62＋σｘ71＋σｘ72 

σ21＝σφz5＋σｘz5＋ (σφz5－σxz5)2  

第２評価点 

σφz6＝σφ7＋σφ9＋σφ11＋σφ61＋σφ62 

σｘz6＝σｘ7＋σｘ9＋σｘ11＋σｘ5＋σｘ61＋σｘ62 

σ22＝σφz6＋σｘz6＋ (σφz6－σxz6)2＋4(τℓ2＋τℓ3)2  

(ii)第２脚つけ根部 

第１評価点 

σφz7＝σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ10＋σφ11 

σｘz7＝σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ10＋σｘ11 

σ23＝σφz7＋σｘz7＋ (σφz7－σxz7)2＋4(τc1＋τ3)2  

第２評価点 

σφz8＝σφ7＋σφ9＋σφ11＋σφ81＋σφ82 

σｘz8＝σｘ7＋σｘ9＋σｘ11＋σｘ81＋σｘ82 

σ24＝σφz8＋σｘz8＋ (σφz8－σxz8)2＋4(τ3＋τℓ3)2  

(b) 水平方向地震力（Ｘ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

第１評価点 

σφｘ3＝σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ10＋σφ11＋σφ91＋σφ101＋σφ92＋σφ102 

σｘｘ3＝σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ10＋σｘ11＋σｘ5＋σｘ91＋σｘ101＋σｘ92＋σｘ102 

σ25＝σφｘ3＋σｘｘ3＋ (σφｘ3－σｘｘ3)2＋4(τc4＋τ6)2  
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第２評価点 

σφｘ4＝σφ9＋σφ11＋σφ91＋σφ92＋σφ111＋σφ112 

σｘｘ4＝σｘ7＋σｘ9＋σｘ11＋σｘ5＋σｘ91＋σｘ92＋σｘ111＋σｘ112 

σ26＝σφｘ4＋σｘｘ4＋ (σφｘ4－σｘｘ4)2＋4(τℓ5＋τ6＋τℓ3)2  

σ2＝max[σ21，σ22，σ23，σ24，σ25，σ26] 

【SRSS法】 

(a) 水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

(i)第 1脚つけ根部 

第１評価点 

σφz5＝ 

(σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ10＋σφ11)
2＋(σφ61＋σφ62＋σφ71＋σφ72)

2  

σｘz5＝ 

(σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ10＋σｘ11)
2＋(σｘ5＋σｘ61＋σｘ62＋σｘ71＋σｘ72)

 2  

σ21＝σφz5＋σｘz5＋ (σφz5－σｘz5)2  

第２評価点 

σφz6＝ (σφ7＋σφ9＋σφ11)2＋(σφ61＋σφ62)2  

σｘz6＝ (σｘ7＋σｘ9＋σｘ11)2＋(σｘ5＋σｘ61＋σｘ62)2  

σ22＝σφz6＋σｘz6＋ (σφz6－σｘz6)2＋4(τℓ2
2＋τℓ3

2)  

(ii)第 2脚つけ根部 

第１評価点 

σφz7＝ (σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ10＋σφ11)2  

σｘz7＝ (σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ10＋σｘ11)
2  

σ23＝σφz7＋σｘz7＋ (σφz7－σｘz7)2＋4(τc1＋τ3) 2  

第２評価点 

σφz8＝ (σφ7＋σφ9＋σφ11)2＋(σφ81＋σφ82)2  

σｘz8＝ (σｘ7＋σｘ9＋σｘ11)2＋(σｘ81＋σｘ82)2  

σ24＝σφz8＋σｘz8＋ (σφz8－σｘz8)2＋4(τ3
2＋τℓ3

2)  
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(b) 水平方向地震力（Ｘ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

第１評価点 

σφｘ3＝ 

(σφ7＋σφ8＋σφ9＋σφ10＋σφ11)
2＋(σφ91＋σφ101＋σφ92＋σφ102)

2  

  

σｘｘ3＝ 

(σｘ7＋σｘ8＋σｘ9＋σｘ10＋σｘ11)
2＋(σｘ5＋σｘ91＋σｘ101＋σｘ92＋σｘ102)

2  

  

σ25＝σφｘ3＋σｘｘ3＋ (σφｘ3－σｘｘ3)2＋4(τc4＋τ6)2  

第２評価点 

σφｘ4＝ (σφ9＋σφ11)2＋(σφ91＋σφ92＋σφ111＋σφ112)2  

  

σｘｘ4＝ (σｘ7＋σｘ9＋σｘ11)2＋(σｘ5＋σｘ91＋σｘ92＋σｘ111＋σｘ112)2  

  

σ26＝σφｘ4＋σｘｘ4＋ (σφｘ4－σｘｘ4)2＋4｛(τℓ5＋τ6)2＋τℓ3
2｝  

  

σ2＝max[σ21，σ22，σ23，σ24，σ25，σ26] 
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2.3.2. 脚の応力（上端と下端にかかる荷重の大きい方） 

(1) 運転時質量による応力 

σs1＝
Ｒ

Ａs

  

σs2＝
max



Ｒu－Ｍℓ－Ｐℓ , Ｒｕ－Ｍℓ  

Ｚst

 

ただし、脚下端が単純支持の場合は次による。 

σs2＝
Ｐℓ

Ｚst

 

τs1＝
Ｐ

Ａs1

 

(2) 鉛直方向地震力による応力 

σs3＝
Ｒ2

Ａs

  

σs4＝
max



Ｒ2u－Ｍℓ2－Ｐ2ℓ , Ｒ2ｕ－Ｍℓ2  

Ｚst

 

ただし、脚下端が単純支持の場合は次による。 

σs4＝
Ｐ2ℓ

Ｚst

 

τs2＝
Ｐ2

Ａs1
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(3) 水平方向地震力（Ｚ方向）による応力 

(a) 第 1脚 

σs5＝
Ｒ1

Ａs

  

σs6＝
max



Ｒ1u－Ｍ1－Ｐ1ℓ , Ｒ1ｕ－Ｍ1  

Ｚst

 

ただし、脚下端が単純支持の場合は次による。 

σs6＝
Ｐ1ℓ

Ｚst

 

τs3＝
Ｐ1

Ａs1

 

(b) 第２脚 

σs7＝
max



Ｑℓ－Ｍ3 , Ｍ3  

Ｚsr

 

ただし、脚下端が単純支持の場合は次による。 

σs7＝
Ｑℓ

Ｚsr

 

τs4＝
Ｑ

Ａs2

＋
Ｑu－Ｍc

Ｚsp
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(4) 水平方向地震力（Ｘ方向）による応力 

σs8＝
Ｒ1

 2Ａs

 

σs9＝
max



Ｒ1u－Ｍ1－Ｐ1ℓ , Ｒ1ｕ－Ｍ1  

 2Ｚst

 

σs10＝
max



Ｑℓ－Ｍ3 , Ｍ3  

2Ｚsr

 

ただし、脚下端が単純支持の場合は次による。 

σs9＝
Ｐ1ℓ

 2Ｚst

 

σs10＝
Ｑℓ

 2Ｚsr

 

τs5＝
Ｐ1

 2Ａs1

＋
Ｑ

 2Ａs2

＋
Ｑu－Ｍc

 2Ｚsp

 

(5) 組合せ応力 

脚の最大応力は、下記式による。 

【絶対値和】 

a.  水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

(a) 第１脚 

σsｚ1＝ (σs1＋σs2＋σs3＋σs4＋σs5＋σs6)2＋3(τs1＋τs2＋τs3)2  

  

(b) 第２脚 

σsｚ2＝ (σs1＋σs2＋σs3＋σs4＋σs7)2＋3(τs1＋τs2＋τs4)2  

  

b.  水平方向地震力（Ｘ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

σsｘ＝ (σs1＋σs2＋σs3＋σs4＋σs8＋σs9＋σs10)2＋3(τs1＋τs2＋τs5)2  

  

σs＝max[σsｚ1，σsｚ2，σsｘ] 
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【SRSS法】 

a.  水平方向地震力（Ｚ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

(a) 第１脚 

σsｘ1＝

{ }σs1＋σs2＋ (σs3＋σs4) 2＋ (σs5＋σs6)2 2＋3(τs1＋ τs2
2＋τs3

2)2  

  

(b) 第２脚 

σsｚ2＝ { }σs1＋σs2＋ (σs3＋σs4) 2＋ σs7
2 2＋3(τs1＋ τs2

2＋τs4
2)2  

  

b.  水平方向地震力（Ｘ方向）及び鉛直方向地震力が作用した場合 

σsｘ＝ 

{ }σs1＋σs2＋ (σs3＋σs4)
 2＋(σs8＋σs9＋σs10)

2 2＋3(τs1＋ τs2
2＋τs5

2)2  

  

σs＝max[σsｚ1，σsｚ2，σsｘ] 
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2.3.3. 基礎ボルトの応力 

基礎ボルトには鉛直荷重、水平方向のせん断力、鉛直軸まわりのねじりモーメント

及び転倒モーメントを考慮する。 

(1) 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合 

a.  引張応力 

【絶対値和】 

(a) 第１脚 

(i)脚下端が固定の場合、脚底部に働くモーメント及び鉛直荷重は次による。 

Ｍｚ1＝ Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ - {(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ}  

  

Ｒｚ1＝Ｒ－Ｒ2－Ｒ1 

モーメントと圧縮荷重の比を 

ｅ＝Ｍｚ1／Ｒｚ1················································· (23) 

とすると、Ｒｚ1が負のとき、又は、 

ｅ＞
a

6
＋

d1
3
  ····················································· (24) 

のとき、基礎ボルトに生じる引張力は次により求める。 

中立軸の位置Ｘｎを次式により求め、 

Ｘｎ
3＋3







ｅ－
a

2
Ｘｎ

2－ 
6sＡｂｎ1

b
 






ｅ＋

a

2
－ｄ1 ( )ａ－ｄ1－Ｘｎ ＝0  

  ··························································· (25) 

基礎ボルトに生じる引張力 

Ｆｂ＝

Ｒｚ1








ｅ－
ａ

2
＋
Ｘｎ

3

ａ－ｄ1－
Ｘｎ

3

  ······································· (26) 

から、基礎ボルトに生じる引張応力を次式により求める。 

σb1＝
Ｆb

n1Ａb

  ···················································· (27) 
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(ii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、モーメントが生じないので、鉛直荷重

Ｒｚ1が負のときの基礎ボルトの引張応力を求める。 

Ｆｂ＝－Ｒｚ1 

σb1＝
Ｆb

 nＡb

  

(b) 第３脚 

(i)脚下端が固定の場合、脚底部に働くモーメント及び鉛直荷重は次による。 

Ｍｚ3＝ Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ + {(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ}  

   

Ｒｚ3＝Ｒ－Ｒ2＋Ｒ1 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(23）から式(27）を使用して得られた基礎ボルト応

力をσｂ3とする。 

(ii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、モーメントが生じないので、鉛直荷重

Ｒｚ3が負のときの基礎ボルトの引張応力を求める。 

Ｆｂ＝－Ｒｚ3 

σb3＝
Ｆb

 nＡb
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(c) 第２脚の基礎ボルト 

(i)脚下端が固定の場合は、 

Ｍｚ2＝ (Ｑℓ－Ｍ3)
2＋{ }(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ-Ｒ2)u

2 

  

Ｒｚ2＝Ｒ－Ｒ2 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(23）から式(27）を使用して得られた基礎ボルト応

力をσｂ2とする。 

ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に置き換えた場合に得られる基礎

ボルトの引張応力がσｂ2より大きいときは、その値をσｂ2とする。 

(ii)脚下端が半径方向に直角の方向について単純支持の場合は、 

Ｍｚ2＝ (Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ  

Ｒｚ2＝Ｒ－Ｒ2 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(23）から式(27）を使用して得られた基礎ボルトの

応力をσｂ2とする。 

(iii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、 

Ｍｚ2＝ Ｑℓ－Ｍ3  

Ｒｚ2＝Ｒ－Ｒ2 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(23）から式(27）を使用して得られた基礎ボルトの

応力をσｂ2とする。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2に置き換える

ものとする。 

(iv)脚下端が半径方向及びその直角方向についても単純支持の場合は、圧縮荷重のみなの

で基礎ボルトに引張応力は評価しない。 
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【SRSS法】 

(a) 第１脚及び第３脚 

(i)脚下端が固定の場合、脚底部に働くモーメント及び鉛直荷重は次による。 

Ｍｚ1＝ (Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)2＋(Ｐ2ℓ＋Ｍℓ2－Ｒ2ｕ)2＋ Ｐℓ＋Ｍℓ－Ｒｕ  

Ｒｚ1＝Ｒ－ Ｒ2
2+Ｒ1

2  

モーメントと圧縮荷重の比を 

ｅ＝Ｍｚ1／Ｒｚ1················································· (28) 

とすると、Ｒｚ1が負のとき、又は、 

ｅ＞
a

6
＋

d1
3
  ····················································· (29) 

のとき、基礎ボルトに生じる引張力は次により求める。 

中立軸の位置Ｘｎを次式により求め、 

Ｘｎ
3＋3







ｅ－
a

2
Ｘｎ

2－ 
6sＡｂｎ1

b
 






ｅ＋

a

2
－ｄ1 ( )ａ－ｄ1－Ｘｎ ＝0  

  ··························································· (30) 

基礎ボルトに生じる引張力 

Ｆｂ＝

Ｒｚ1








ｅ－
ａ

2
＋
Ｘｎ

3

ａ－ｄ1－
Ｘｎ

3

  ······································· (31) 

から、基礎ボルトに生じる引張応力を次式により求める。 

σb1＝
Ｆb

n1Ａb

  ···················································· (32) 
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(ii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、モーメントが生じないので、鉛直荷重

Ｒｚ1が負のときの基礎ボルトの引張応力を求める。 

Ｆｂ＝－Ｒｚ1 

σb1＝
Ｆb

 nＡb
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(b) 第２脚の基礎ボルト 

(i)脚下端が固定の場合は、 

Ｍｚ2＝ (Ｑℓ－Ｍ3)
2＋{ }(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ-Ｒ2)u

2 

Ｒｚ2＝Ｒ－Ｒ2 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(28）から式(32）を使用して得られた基礎ボルト応

力をσｂ2とする。 

ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に置き換えた場合に得られる基礎

ボルトの引張応力がσｂ2より大きいときは、その値をσｂ2とする。 

(ii)脚下端が半径方向に直角の方向について単純支持の場合は、 

Ｍｚ2＝ (Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ  

Ｒｚ2＝Ｒ－Ｒ2 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(28）から式(32）を使用して得られた基礎ボルトの

応力をσｂ2とする。 

(iii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、 

Ｍｚ2＝ Ｑℓ－Ｍ3  

Ｒｚ2＝Ｒ－Ｒ2 

をＭｚ1、Ｒｚ1と置き換え、式(28）から式(32）を使用して得られた基礎ボルトの

応力をσｂ2とする。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2に置き換える

ものとする。 

(iv)脚下端が半径方向及びその直角方向についても単純支持の場合は、圧縮荷重のみなの

で基礎ボルトに引張応力は評価しない。 
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b.  せん断応力 

【絶対値和】 

(a) 第１脚の基礎ボルト 

τb1＝
Ｐ1－Ｐ＋Ｐ2

 nＡb

  

(b) 第２脚及び第４脚の基礎ボルト 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 nＡb

＋
Ｑｕ－Ｍｃ

 nＡb






ａ－2ｄ1

2
2＋







ｂ－2ｄ2

2

2
  

ただし、ｎ＝2で、ボルトが半径方向に直角に並んでいる場合は次による。 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍｃ

 Ａb( )ｂ－2ｄ2

  

ボルトが半径方向に並んでいる場合は次による。 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍｃ

 Ａb( )ａ－2ｄ1

  

また、ｎ＝1のときは次による。 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 Ａb

＋
16( )Ｑｕ－Ｍｃ

 πｄｂ
3   

(c) 第３脚の基礎ボルト 

τb3＝
Ｐ1＋Ｐ＋Ｐ2

 nＡb
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【SRSS法】 

(a) 第１脚及び第３脚の基礎ボルト 

τb1＝
Ｐ1

2＋Ｐ2
2＋Ｐ

 ｎＡb

  

(b) 第２脚及び第４脚の基礎ボルト 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 nＡb

＋
Ｑｕ－Ｍｃ

 nＡb






ａ－2ｄ1

2
2＋







ｂ－2ｄ2

2

2
  

ただし、ｎ＝2で、ボルトが半径方向に直角に並んでいる場合は次による。 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍｃ

 Ａb( )ｂ－2ｄ2

  

ボルトが半径方向に並んでいる場合は次による。 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍｃ

 Ａb( )ａ－2ｄ1

  

また、ｎ＝1のときは次による。 

τb2＝
Ｑ2＋(Ｐ＋Ｐ2)

2

 Ａb

＋
16( )Ｑｕ－Ｍｃ

 πｄｂ
3   

 

図-3-3-2-1.9 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 
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(2) 水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合 

 

 

図-3-3-2-1.10 地震力の作用する方向 

a.  引張応力 

【絶対値和】 

(a) 第１脚及び第４脚について 

(i)脚下端が固定の場合、脚底部に働くモーメント及び鉛直荷重は、次のようにして求める。 

Ｍｘ1＝










1

 2 
(Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)－( )(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ

2

 





＋






1

2
(Ｑℓ－Ｍ3)  

2 1

2
 

Ｒｘ1＝Ｒ－Ｒ2－
Ｒ1

2
 ············································· (33) 

(1)と同様に式(23）から式(27）を使用して得られた基礎ボルトの応力をσｂ4と

する。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に置き換えた場合に得られる

基礎ボルトの引張応力がσｂ4より大きいときはその値をσｂ4とする。 

 

(ii)脚下端が半径方向に直角の方向について単純支持の場合は、 

Ｍｘ1＝
1

2
(Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)－{ }(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ  

Ｒｘ1は式(33）で表わされる。(1)と同様に式(23）から式(27）を使用して得られ

た基礎ボルトの応力をσｂ4とする。 
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(iii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、 

Ｍｘ1＝
1

2
 Ｑℓ－Ｍ3   

Ｒｘ1は式(33）で表わされる。(1)と同様に式(23）から式(27）を使用して得られ

た基礎ボルトの応力をσｂ4とする。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に

置き換える。 

 

(iv)脚下端が半径方向及びその直角の方向についても単純支持の場合は、モーメントが生

じないので、鉛直荷重Ｒｘ1が負のときの基礎ボルトの引張応力を求める。 

Ｆｂ＝－Ｒｘ１ 

σｂ4＝
Ｆｂ

ｎＡｂ

  

 

(b) 第２脚及び第３脚の基礎ボルトについて 

(i)脚下端が固定の場合 

Ｍｘ2＝










1

 2 
(Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)＋( )(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ

2

 





＋






1

2
(Ｑℓ－Ｍ3)  

2 1

2
 

Ｒｘ2＝Ｒ－Ｒ2＋
Ｒ1

2
 ············································· (34) 

(1)と同様に式(23）から式(27）を使用して得られた基礎ボルトの応力をσｂ5と

する。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に置き換えた場合に得られる

基礎ボルトの引張応力がσｂ5より大きいときはその値をσｂ5とする。 

 

(ii)脚下端が半径方向に直角の方向について単純支持の場合は、 

Ｍｘ2＝
1

2
(Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)＋{ }(Ｐ－Ｐ2)ℓ＋(Ｍℓ－Ｍℓ2)－(Ｒ－Ｒ2)ｕ  

Ｒｘ2は式(34）で表わされる。(1)と同様に式(23）から式(27）を使用して得られ

た基礎ボルトの応力をσｂ5とする。 
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(iii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、 

Ｍｘ2＝
1

2
 Ｑℓ－Ｍ3   

Ｒｘ2は式(34）で表わされる。(1)と同様に式(23）から式(27）を使用して得られ

た基礎ボルトの応力をσｂ5とする。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に

置き換える。 

 

(iv)脚下端が半径方向及びその直角の方向についても単純支持の場合は、モーメントが生

じないので、鉛直荷重Ｒｘ2が負のときの基礎ボルトの引張応力を求める。 

Ｆｂ＝－Ｒｘ2 

σｂ5＝
Ｆｂ

ｎＡｂ
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【SRSS法】 

(i)脚下端が固定の場合、第１脚から第４脚の脚底部に働くモーメント及び鉛直荷重は、次

による。 

Ｍｘ1＝










1

2
(Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)2＋(Ｐ2ℓ＋Ｍℓ2－Ｒ2ｕ)2＋ Ｐℓ＋Ｍℓ－Ｒ・u

2

 





＋






1

2
(Ｑℓ－Ｍ3)  

2 1

2
 

Ｒｘ１＝Ｒ－
Ｒ1

2

2
 +Ｒ2

2  ······································· (35) 

(1)と同様に式(28）から式(32）を使用して得られた基礎ボルトの応力をσｂ4と

する。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に置き換えた場合に得られる

基礎ボルトの引張応力がσｂ4より大きいときはその値をσｂ4とする。 

 

(ii)脚下端が半径方向に直角の方向について単純支持の場合は、 

Ｍｘ1＝
1

2
(Ｐ1ℓ＋Ｍ1－Ｒ1ｕ)2＋(Ｐ2ℓ＋Ｍℓ2－Ｒ2ｕ)2＋ Ｐℓ＋Ｍℓ－Ｒu  

Ｒｘ1は式(35）で表わされる。(1)と同様に式(28）から式(32）を使用して得られ

た基礎ボルトの応力をσｂ4とする。 

 

(iii)脚下端が半径方向について単純支持の場合は、 

Ｍｘ1＝
1

2
 Ｑℓ－Ｍ3   

Ｒｘ1は式(35）で表わされる。(1)と同様に式(28）から式(32）を使用して得られ

た基礎ボルトの応力をσｂ4とする。ただし、a を b 、b を a、d1 を d2、n1 を n2 に

置き換える。 

 

(iv)脚下端が半径方向及びその直角の方向についても単純支持の場合は、モーメントが生

じないので、鉛直荷重Ｒｘ1が負のときの基礎ボルトの引張応力を求める。 

Ｆｂ＝－Ｒｘ１ 

σｂ4＝
Ｆｂ

ｎＡｂ
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b.  せん断応力 

【絶対値和】 

(a) 第１脚及び第４脚の基礎ボルトについて 

τb4＝






Ｐ1

2
－Ｐ＋Ｐ2

2

＋






Ｑ

2 

2

 

nＡb

＋
Ｑｕ－Ｍc

 2ｎＡb






ａ－2ｄ1 

2

2

＋






ｂ－2ｄ2 

2

2
 

 

ただし、ｎ＝2で、ボルトが半径方向に並んでいる場合は次による。 

τb4＝






Ｐ1

2
－Ｐ＋Ｐ2

2

＋






Ｑ

2 

2

2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍc

 2Ａb( )ａ－2ｄ1

 

 

ボルトが半径方向に直角に並んでいる場合は次による。 

τb4＝






Ｐ1

2
－Ｐ＋Ｐ2

2

＋






Ｑ

2 

2

 

2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍc

 2Ａb( )b－2ｄ2

 

また、ｎ＝1のときは次による。 

τb4＝






Ｐ1

2
－Ｐ＋Ｐ2 

2

＋






Ｑ

2 

2

 

Ａb

＋
16(Ｑｕ－Ｍc) 

2πｄb
3   
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(b) 第２脚及び第３脚の基礎ボルトについて 

τb5＝






Ｐ1

2
＋Ｐ＋Ｐ2

2

＋






Ｑ

2 

2

 

nＡb

＋
Ｑｕ－Ｍc

 2ｎＡb






ａ－2ｄ1 

2

2

＋






ｂ－2ｄ2 

2

2
 

  

ただし、ｎ＝2で、ボルトが半径方向に並んでいる場合は次による。 

τb5＝






Ｐ1

2
＋Ｐ＋Ｐ2

2

＋






Ｑ

2 

2

2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍc

 2Ａb( )ａ－2ｄ1

 

ボルトが半径方向に直角に並んでいる場合は次による。 

τb5＝






Ｐ1

2
＋Ｐ＋Ｐ2

2

＋






Ｑ

2 

2

 

2Ａb

＋
Ｑｕ－Ｍc

 2Ａb( )b－2ｄ2

 

また、ｎ＝1のときは次による。 

τb5＝






Ｐ1

2
＋Ｐ＋Ｐ2 

2

＋






Ｑ

2 

2

 

Ａb

＋
16(Ｑｕ－Ｍc) 

2πｄb
3   
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【SRSS法】 

(a) 第１脚から第４脚の基礎ボルトについて 

τb5＝














Ｐ1

2

2

＋Ｐ2
2 －Ｐ

2

＋






Ｑ

2

2

ｎＡｂ

＋
Ｑｕ－Ｍc 

2nＡb






a－2d1

2

2

＋






b－2d2

2

2
  

 

ただし、ｎ＝2で、ボルトが半径方向に並んでいる場合は次による。 

τｂ5＝














Ｐ1

2

2

＋Ｐ2
2 －Ｐ

2

＋






Ｑ

2

2

2Ａｂ

＋ 
Ｑｕ－Ｍｃ

2Ａｂ( )ａ－2ｄ1

 

 

ボルトが半径方向に直角に並んでいる場合は次による。 

τｂ5＝

 














Ｐ1

2

2

＋Ｐ2
2 －Ｐ

2

＋






Ｑ

2

2

2Ａｂ

 ＋
Ｑｕ－Ｍｃ

2Ａｂ( )ｂ－2ｄ2  
  

  

また、ｎ＝1のときは次による。 

τｂ5＝














Ｐ1

2

2

＋Ｐ2
2 －Ｐ

2

＋






Ｑ

2

2

Ａｂ

 ＋
16( )Ｑｕ－Ｍｃ

2πｄｂ
3   
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2.4. 強度評価 

2.4.1. 胴の応力 

2.3.1(8)で求めた組合せ応力σ0，σ1，σ2が胴の最高使用温度における表-3-3-2-1.1

に示す許容応力Ｓa以下であること。 

 

表-3-3-2-1.1 胴の許容応力 

許容 

応力 

状態 

許容応力 Sa 

一次一般膜応力 一次応力 
一次+二次 

応力範囲 

ⅣAS 0.6Su 左欄の 1.5倍 

地震動のみによ

る一次+二次応

力の変動値が 

2Sy以下であれ

ば疲労解析は不

用とする。 

BAS 

min[Sy,0.6Su] 

ただし、オーステナイト

系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金は、 

1.2S 

とすることができる。 

Sy 

ただし、オーステナイト

系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金は、 

1.2S 

とすることができる。 

- 

 

2.4.2. 脚の応力 

(1) 2.3.2(5)で求めた脚の組合せ応力σsが表-3-3-2-1.2 に示す許容応力ｆｔ以下であ

ること。 

 

表-3-3-2-1.2 脚の許容応力 

許容応力状態 許容引張応力 ft 

ⅣAS 

BAS 
1.5







F

1.5
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(2) 圧縮応力と曲げによる圧縮側応力の組合せは下記を満足すること。 

 

σsr

fbr
 +
σst

fbt
+ 
σsc

fc
≦1  

a.  ｆｃは次による。 

λ≦Λのとき 

fc＝1.5








1-0.4






λ

Λ

2

 
F

ν
   

λ＞Λのとき 

fc＝1.5(0.277F)






Λ

λ

2

  

ここで、 

λ＝ℓｋ／ｉ 

Λ＝
π2Es
0.6F

   

ν＝1.5+
2

3





λ

Λ

2

  

i＝
min[ ]Ist,Isr

Ａs

   

ℓｋは、有効座屈長さで脚下端を固定とする場合は 1.2ℓ、単純支持とする場合は 2.1

ℓとする。 
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b.  ｆｂｒ，ｆｂｔは次による。 

(a) 脚が鋼管の場合 

ｆｂｒ＝ｆｂｔ＝ｆｔ 

(b) 脚が型鋼の場合で弱軸が半径方向軸の場合 

ｆｂｒ＝ｆｔ 

ｆｂｔは次の 2つの計算式により計算した値のうちいずれか大きい値又はｆｔのい

ずれか小さい方の値とする。 

ｆｂｔ＝








1-0.4
ℓ2

ＣΛ2if
2
ft  

ｆｂｔ＝






0.433ＥｓＡf

 ℓｈ
1.5 

ここで、ｉｆは脚の圧縮フランジと梁のせいの 1/6とからなるＴ形断面のウェブ

軸まわりの断面 2次半径で次式による。 

ｉｆ＝
Ｉsf

Ａsf

  

Ｃは次の計算式により計算した値又は 2.3のいずれか小さい方。Ｍs2及びＭs1は

それぞれ脚の両端における強軸まわりの曲げモーメント。ただし、ここではＭs2と

Ｍs1の比を 1とする。 

Ｃ＝1.75－1.05






Ｍs2

 Ｍs1

＋0.3






Ｍs2

Ｍs1

2

  ······························· (36) 

 

(c) 脚が型鋼の場合で強軸が半径方向軸の場合 

(b)と同様にして求められたｆｂｒをｆｂｔに、ｆｂｔをｆｂｒに置き換える。 
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c.  応力の区分は、次のようにする。 

(a) 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の第１脚 

σｓｃ＝σｓ1＋σｓ3＋σｓ5 

σｓｔ＝σｓ2＋σｓ4＋σｓ6 

σｓｒ＝0 

(i)脚の強軸が半径方向に直角で、脚下端がその軸まわりに固定の場合 

式(36)において、Ｍs2とＭs1の比を 1と置いたときの計算結果から、Ｃは 1とす

る。 

(ii)脚の強軸が半径方向に直角で、脚下端がその軸まわりに単純支持の場合 

Ｃは 1.75とする。 

 

(b) 水平方向地震力（Ｚ方向）が作用した場合の第２脚 

σｓｃ＝σｓ1＋σｓ3 

σｓｔ＝σｓ2＋σｓ4 

σｓｒ＝σｓ7 

(i)脚下端の強軸まわりに固定の場合 

式(36)において、Ｍs2とＭs1の比を 1と置いたときの計算結果から、Ｃは 1とす

る。 

(ii)脚下端の強軸まわりに単純支持の場合 

Ｃは 1.75とする。 

 

(c) 水平方向地震力（Ｘ方向）が作用した場合 

σｓｃ＝σｓ1＋σｓ3＋σｓ8 

σｓｔ＝σｓ2＋σｓ4＋σｓ9 

σｓｒ＝σｓ10 

(i)脚下端の強軸まわりに固定の場合 

式(36)において、Ｍs2とＭs1の比を 1と置いたときの計算結果から、Ｃは 1とす

る。 

(ii)脚の強軸まわりに単純支持の場合 

Ｃは 1.75とする。 
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2.4.3. 基礎ボルトの応力 

2.3.3項で求めた基礎ボルトの引張応力σｂは次式より求めた許容引張応力ｆts以下

であること。ただし、ｆt0は表-3-3-2-1.3による。 

ｆts＝min[ ]( )1.4ｆt0－1.6τｂ ,ｆt0   

せん断応力τｂはせん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力ｆsb以下である

こと。なお、基礎部に作用する水平力を基礎ボルトの締付力によるコンクリート部と

の摩擦力で負担する場合には、せん断応力評価は行わない。ただし、ｆsbは表-3-3-2-1.3

による。 

 

表-3-3-2-1.3 基礎ボルトの許容応力 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ⅣAS 

BAS 
1.5 







 Ｆ 

2
 1.5 







Ｆ

 1.5 3 
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1. 一般事項 

本書は、横置二胴円筒形容器の耐震強度計算の方針を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 容器及び内容物重量は胴の中心軸に集中荷重として考える。 

(2) 容器は胴を 2 個の脚で支持され、下胴の脚はそれぞれ基礎ボルトで固定されてお

り、上胴の脚はそれぞれ取付ボルトで下胴に固定されるものとする。ただし、下

胴・上胴とも 2 個の脚のうち 1 個の脚は胴の長手方向についてスライドできるも

のとする。 

(3) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。 

(4) 動的地震力(Ss,Sd)及び静的地震力に対して、評価を行う。 

 

 

図-3-3-2-2.1 機器概略図 
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1.2. 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

A 胴の断面積 mm2 

Ab 基礎ボルトの軸断面積 mm2 

As 脚の断面積 mm2 

As1 脚の長手方向に対する有効せん断断面積 mm2 

As2 脚の横方向に対する有効せん断断面積 mm2 

As3 脚の長手方向に対するせん断断面積 mm2 

As4 脚の横方向に対するせん断断面積 mm2 

Ax 胴の有効せん断断面積 mm2 

a 脚底板の長手方向幅 mm 

b 脚底板の横方向幅 mm 

C1 
脚の胴体つけ根部のアタッチメントの幅の 2分の 1 

(胴の横方向) 
mm 

C2 
脚の胴体つけ根部のアタッチメントの幅の 2分の 1 

(胴の長手方向) 
mm 

Cc 参考文献[1]より得られる値 − 

CH 水平方向設計震度 − 

Cℓ 参考文献[1]より得られる値 − 

CV 鉛直方向設計震度 − 

Di 胴の内径 mm 

d1 脚底板端面から基礎ボルト中心までの長手方向の距離 mm 

d2 脚底板端面から基礎ボルト中心までの横方向の距離 mm 

E 胴の縦弾性係数 N/mm2 

Es 脚の縦弾性係数 N/mm2 

e 脚中心から偏心荷重作用点までの距離 mm 

F 「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に定める値 N/mm2 

Fb 基礎ボルトに作用する引張力 N 

fsb せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 N/mm2 

ft 脚の許容引張応力 N/mm2 

ft0 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 N/mm2 

G 胴のせん断弾性係数 N/mm2 

Gs 脚のせん断弾性係数 N/mm2 

g 重力加速度(=9.80665) m/s2 

h1 基礎から下胴の脚つけ根部までの高さ mm 

h2 基礎から下胴の中心までの高さ mm 

h3 基礎から上胴の中心までの高さ mm 

I 胴の断面二次モーメント mm4 
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記号 記号の説明 単位 

Isx 脚の長手方向軸に対する断面二次モーメント mm4 

Isy 脚の横方向軸に対する断面二次モーメント mm4 

J 胴のねじりモーメント係数 mm4 

Js 脚のねじりモーメント係数 mm4 

j1 荷重分布で分けられた静荷重の数 − 

j2 
第 1脚より第 2脚と反対の方向に作用する静荷重の数 

(第 1脚上の荷重は含まない) 
− 

j3 
第 2脚より第 1脚と反対の方向に作用する静荷重の数 

(第 2脚上の荷重は含まない) 
− 

K1、K2 参考文献[1]よりの定数 − 

Kc、Kℓ 参考文献[1]より得られる値 − 

ℓ0 脚中心間距離 mm 

ℓi 
第 1脚より各荷重までの距離 

(ここで第 2脚側の距離は正、その反対側は負とする。) 
mm 

ℓw 当て板における脚の取り付かない部分の長手方向長さ mm 

M 脚底板に作用するモーメント N ⋅ mm 

M1、M2 第 1、第 2脚部における胴の運転時重量によるモーメント N ⋅ mm 

Mc 横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメント N ⋅ mm 

Mc1 横方向地震により脚底面に働くモーメント N ⋅ mm 

Mℓ 長手方向地震による下胴の脚つけ根部のモーメント N ⋅ mm 

Mℓ′ 長手方向地震による上胴の脚つけ根部のモーメント N ⋅ mm 

Mℓ1 長手方向地震により脚底面に働くモーメント N ⋅ mm 

Mx 胴に生じる軸方向曲げモーメント N ⋅ mm 

Mϕ 胴に生じる周方向曲げモーメント N ⋅ mm 

Nx 胴に生じる軸方向の膜力 N/mm 

Nϕ 胴に生じる周方向の膜力 N/mm 

n 脚 1個あたりの基礎ボルトの本数 − 

n1 
鉛直方向地震及び長手方向地震により引張りを受ける基礎ボルトの

本数 
− 

n2 
鉛直方向地震及び横方向地震により引張りを受ける基礎ボルトの本

数 
− 

P 胴の脚つけ根部に作用する運転時重量による反力 N 

Pe 胴の脚つけ根部に作用する鉛直方向地震による反力 N 

Pℓ 長手方向地震により下胴の脚つけ根部に働く鉛直方向荷重 N 

Pℓ′ 長手方向地震により上胴の脚つけ根部に働く鉛直方向荷重 N 

Pr 最高使用圧力 MPa 

Ps 鉛直方向地震及び長手方向地震により脚底部に働く鉛直方向荷重 N 

Ps1 鉛直方向地震及び横方向地震により脚底部に働く鉛直方向荷重 N 
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記号 記号の説明 単位 

R1、R2  下胴第 1、第 2脚の受ける重量 N 

R1
′、R2

′ 上胴第 1、第 2脚の受ける重量 N 

rm 脚つけ根部における胴の平均半径 mm 

r0 脚つけ根部における胴の外半径 mm 

S 許容引張応力 N/mm2 

Sa 胴の許容応力 N/mm2 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

s 基礎ボルトと基礎の縦弾性係数比 − 

t 胴の板厚 mm 

te 脚つけ根部における胴の有効板厚 mm 

W0 容器の有効運転重量 N 

W0ℓ 下胴の有効運転重量(脚は含まず) N 

W0u 上胴の有効運転重量(脚は含まず) N 

Wi、Wi
′ 静荷重 N 

Wsℓ 下胴の脚の重量 N 

Wsu 上胴の脚の重量 N 

Xn 基礎が圧縮力を受ける幅 mm 

Z 参考文献[2]による胴の断面係数 mm3 

Zsx 脚の長手方向軸に対する断面係数 mm3 

Zsy 脚の横方向軸に対する断面係数 mm3 

β、β1、β2 

βc、βℓ 
参考文献[1]によるアタッチメントパラメータ − 

γ 参考文献[1]によるシェルパラメータ − 

θ 参考文献[2]による胴の有効範囲角の 2分の 1 rad 

θ0 胴の脚端部より鉛直軸までの角度 rad 

θw 胴の脚端部より当て板端部までの角度 rad 

σ0 胴の一次一般膜応力の最大値 N/mm2 

σ0c 
横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一般

膜応力 
N/mm2 

σ0cx 
横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一般

膜応力の和 
N/mm2 

σ0cϕ 
横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一般

膜応力の和 
N/mm2 

σ0ℓ 
長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次一

般膜応力 

N/mm2 

σ0ℓx 
長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次一

般膜応力の和 

N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σ0ℓϕ 
長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次一

般膜応力の和 

N/mm2 

σ1 胴の一次応力の最大値 N/mm2 

σ1c 横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応力 N/mm2 

σ1cx 
横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応力

の和 

N/mm2 

σ1cϕ 
横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応力

の和 

N/mm2 

σ1ℓ 
長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の組合せ一次応

力 

N/mm2 

σ1ℓx 
長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の軸方向一次応

力の和 

N/mm2 

σ1ℓϕ 
長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の胴の周方向一次応

力の和 

N/mm2 

σ2 
胴の地震動のみによる一次+二次応力の変動値の最大値 

 

N/mm2 

σ2c 
水平方向地震力(横方向)及び鉛直方向地震力のみによる胴の組合せ

一次+二次応力の変動値 
N/mm2 

σ2cx 
水平方向地震力(横方向)及び鉛直方向地震力のみによる胴の軸方向

一次+二次応力の和 

N/mm2 

σ2cϕ 
水平方向地震力(横方向)及び鉛直方向地震力のみによる胴の周方向

一次+二次応力の和 

N/mm2 

σ2ℓ 
水平方向地震力(長手方向)及び鉛直方向地震力のみによる胴の組合

せ一次+二次応力の変動値 

N/mm2 

σ2ℓx 
水平方向地震力(長手方向)及び鉛直方向地震力のみによる胴の軸方

向一次+二次応力の和 

N/mm2 

σ2ℓϕ 
水平方向地震力(長手方向)及び鉛直方向地震力のみによる胴の周方

向一次+二次応力の和 

N/mm2 

σb 基礎ボルトに生じる引張応力の最大値 N/mm2 

σb1 長手方向地震及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σb2 横方向地震及び鉛直方向地震により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σs 脚の組合せ応力の最大値 N/mm2 

σsc 横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の脚の組合せ応力 N/mm2 

σsℓ 長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合の脚の組合せ応力 N/mm2 

σs1 脚の運転時重量による圧縮応力 N/mm2 

σs2 長手方向地震により脚に生じる圧縮及び曲げ応力の和 N/mm2 

σs3 横方向地震により脚に生じる曲げ応力 N/mm2 

σs4 鉛直方向地震により脚に生じる圧縮応力 N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σϕ1 内圧により胴に生じる周方向応力 N/mm2 

σx1 内圧により胴に生じる軸方向応力 N/mm2 

σx2 胴の長手方向曲げモーメントにより胴に生じる軸方向応力 N/mm2 

σϕ3 運転時重量により胴の脚つけ根部に生じる周方向応力 N/mm2 

σx3 運転時重量により胴の脚つけ根部に生じる軸方向応力 N/mm2 

σϕ4 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じる周方向応力の和 N/mm2 

σx4 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じる軸方向応力の和 N/mm2 

σϕ41 長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる周方

向応力 

N/mm2 

σx41 長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる軸方

向応力 

N/mm2 

σϕ42 長手方向地震による胴の脚つけ根部の鉛直方向荷重により生じる周

方向応力 

N/mm2 

σx42 長手方向地震による胴の脚つけ根部の鉛直方向荷重により生じる軸

方向応力 

N/mm2 

σx43 長手方向地震による水平方向荷重により生じる胴の応力 N/mm2 

σϕ5 
横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる周方向

応力 

N/mm2 

σx5 
横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる軸方向

応力 

N/mm2 

σx6 
鉛直方向地震による長手方向曲げモーメントにより胴の脚つけ根部

に生じる軸方向応力 

N/mm2 

σϕ7 鉛直方向地震により胴の脚つけ根部に生じる周方向一次応力 N/mm2 

σx7 鉛直方向地震により胴の脚つけ根部に生じる軸方向一次応力 N/mm2 

σ2ϕ4 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じる周方向二次応力の和 N/mm2 

σ2x4 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じる軸方向二次応力の和 N/mm2 

σ2ϕ41 
長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる周方

向二次応力 

N/mm2 

σ2x41 
長手方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる軸方

向二次応力 

N/mm2 

σ2ϕ42 
長手方向地震による胴の脚つけ根部の鉛直方向荷重により生じる周

方向二次応力 

N/mm2 

σ2x42 
長手方向地震による胴の脚つけ根部の鉛直方向荷重により生じる軸

方向二次応力 

N/mm2 

σ2ϕ5 
横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる周方向

二次応力 

N/mm2 

σ2x5 
横方向地震による胴の脚つけ根部のモーメントにより生じる軸方向

二次応力 

N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σ2ϕ7 鉛直方向地震により胴の脚つけ根部に生じる周方向二次応力 N/mm2 

σ2x7 鉛直方向地震により胴の脚つけ根部に生じる軸方向二次応力 N/mm2 

τb 基礎ボルトに生じるせん断応力の最大値 N/mm2 

τb1 長手方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τb2 横方向地震により基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τc 横方向地震により胴の脚つけ根部に生じるせん断応力 N/mm2 

τℓ 長手方向地震により胴の脚つけ根部に生じるせん断応力 N/mm2 

τs2 長手方向地震により脚に生じるせん断応力 N/mm2 

τs3 横方向地震により脚に生じるせん断応力 N/mm2 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 仮定 

a.  下胴第 2脚の基礎への取付部分及び上胴第 2脚の下胴への取付部分は固定とする。 

b.  第 1脚は長手方向にスライドできるので、その方向の力はすべて第 2脚で受けるも

のとする。 

(2) 計算モデル 

本容器の荷重状態及び胴に生じるモーメントを図-3-3-2-2.2～図-3-3-2-2.5 に示す。

本容器は上記仮定(1)a. 、(1)b. 項より図-3-3-2-2.6のように下端固定の多質点系振

動と考える。 

 

 

図-3-3-2-2.2 荷重状態 

 

 

 

図-3-3-2-2.3 脚の位置での曲げモーメント 
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図-3-3-2-2.4 長手方向荷重により胴が受ける局部モーメント 

 

 

 

図-3-3-2-2.5 横方向荷重により胴が受ける局部モーメント 
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図-3-3-2-2.6 固有周期計算モデル 
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(3) 固有周期 

図-3-3-2-2.6に示されているように容器全体を各質点に区分し、胴及び脚からなる

系全体についての振動解析を有限要素法(計算機コードは「MSC/NASTRAN 2005r2」)を

用いて固有周期を求める。 

なお、胴部材①及び脚部材②の断面性能としては、断面積・有効せん断断面積・断

面二次モーメント及びねじりモーメント係数を考慮するものとする。 

胴部材①については、次式で計算した断面性能を用いる。 

A = π(Di + t)t 

Ax =
1

2
A

I =
π

64
{(Di + 2t)4 − Di

4}

J = 2I 
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 胴の応力 

(1) 脚の受ける重量 

脚にかかる荷重はモーメントの釣合より求める。図-3-3-2-2.2において第 1脚まわ

りのモーメントの釣合より次式が与えられる。 

∑ Wi
′(ℓi − ℓ8) − R2

′(ℓ0 − ℓ8) = 0

j1

i=1

従って、脚の受ける重量は次式で表す。 

R2
′ = ∑ Wi

′(ℓi − ℓ8)

j1

i=1

/(ℓ0 − ℓ8)

R2 = {∑ Wi ⋅ ℓi

j1

i=1

+ (R1
′ + Wsu)ℓ8} /ℓ0 + R2

′ + Wsu

R1
′ = ∑ Wi

′

j1

i=1

− R2
′

R1 = ∑(Wi
′ + Wi)

j1

i=1

+ 2Wsu − R2

 

(2) 曲げモーメント 

図-3-3-2-2.2に示すように、胴を集中荷重を受けるはりとして考える。 

図-3-3-2-2.3において脚つけ根の部分における曲げモーメントM1、M2は次式で表す。 

M1 = ∑ Wi
′|ℓi − ℓ8|

j2

i=1

M2 = ∑ Wi
′|ℓi − ℓ0|

j1

i=j1−j3+1
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(3) 内圧による応力 

内圧による応力は次式で求まる。 

σϕ1 =
Pr(Di + 1.2t)

2t

σx1 =
Pr(Di + 1.2t)

4t

 

(4) 運転時重量及び鉛直方向地震により生じる長手方向曲げモーメントによる応力

(第 1脚つけ根部) 

(2)で求めた長手方向曲げモーメントにより胴のつけ根に生じる応力は次のように

して求める。ここで、曲げモーメントは M1と M2の大きい方の値を応力計算に用いる。 

長手方向曲げモーメントにより、胴の脚つけ根部には局部変形が生じ、胴の長手方

向曲げモーメントに対しての有効断面を減少させる。 

参考文献[2]によると、長手方向曲げモーメントに対する胴の有効断面積は、図

-3-3-2-2.7に 2θで示される円弧殻である。従って、応力は、次式で表す。 

σx2 =
M1

Z

また、鉛直方向地震荷重による応力は次式で求まる。 

σx6 =
M1

Z
CV

ここで、 

rm =
Di + te

2

Z = rm
2te (

θ + sin θ cos θ − 2 sin2 θ /θ

sin θ /θ − cos θ
)
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図-3-3-2-2.7 脚つけ根部の有効範囲 

 

胴の脚つけ根部に取り付く当て板の大きさが、 

円周方向範囲 θw ≥
θ0

6

長手方向範囲 ℓw ≥ 1.56√(
Di + t

2
) t

である場合、脚つけ根部における胴の有効板厚 teは胴板の厚さと当て板の厚さの合

計とする。また、当て板が上記範囲を満たさない場合、teは胴板の厚さとする。 
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(5) 運転時重量及び鉛直方向地震による脚つけ根部の応力 

胴の脚つけ根部には脚反力による局部応力が生じる。 

胴の第 2脚つけ根部に作用する反力を次式で表す。 

運転時重量による反力 

P = R2 

鉛直方向地震による反力 

Pe = R2 ⋅ CV 

この反力 P、Peにより生じる胴の局部応力は参考文献[1]によると次のようにして求

める。 

γ = rm/te 

β1 = C1/rm 

β2 = C2/rm 

β1/β2 ≧ 1のとき 

β = [1 −
1

3
(β1/β2 − 1) (1 − K1

※)] √β1 ⋅ β2 

β1/β2 < 1のとき 

β = [1 −
4

3
(1 − β1/β2) (1 − K2

※)] √β1 ⋅ β2

シェルパラメータγ及びアタッチメントパラメータβによって、各容器の耐震強度

計算の機器要目の表より値を求めることにより応力を下記式で表す。 

反力 Pによる応力 

σϕ3 = [
Nϕ

P/rm
]
※

[
P

rm ⋅ te
]

σx3 = [
Nx

P/rm
]
※

[
P

rm ⋅ te
]

反力 Peによる応力 

・一次応力 

σϕ7 = [
Nϕ

Pe/rm
]

※

[
Pe

rm ⋅ te
]

σx7 = [
Nx

Pe/rm
]
※

[
Pe

rm ⋅ te
]

  



添 3-3-2-2-16 

・二次応力 

σ2ϕ7 = [
Mϕ

Pe
]

※

[
6Pe

te
2 ]

σ2x7 = [
Mx

Pe
]
※

[
6Pe

te
2 ]

※:参考文献[1]より得られる値 

 

 

図-3-3-2-2.8 脚が胴に及ぼす力の関係 

 

(6) 長手方向地震による脚つけ根部の応力 

第 1脚は長手方向に自由にスライドできるので第 2脚は図-3-3-2-2.4のように変形

し、脚つけ根部に生じる曲げモーメント及び鉛直方向荷重(偶力)は次式で表される。 

ここで、曲げモーメントは Mℓ'と Mℓの大きい方の値、鉛直方向荷重は Pℓ'と Pℓの大きい

方の値を応力計算に用いる。 

Mℓ
′ =

1

2
CH (W0u +

3

2
Wsu) [h3 − h2 − 2(h2 − h1)]

Pℓ
′ = CH (W0u +

3

2
Wsu)

h3 − h2

2(ℓ0 − ℓ8)

Mℓ =
1

2
CH(W0 − Wsℓ)h1

Pℓ = CH [(W0u +
3

2
Wsu) (h3 −

h1

2
) + (W0ℓ +

Wsu

2
+ Wsℓ) (h2 −

h1

2
)]

1

ℓ0
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曲げモーメント Mℓ'と鉛直方向荷重 Pℓより生じる胴の局部応力は(5)と同様な方法で

参考文献[1]より求める。 

曲げモーメント Mℓ'により生じる応力は次式で表す。 

・一次応力 

σϕ41 = [
Nϕ

Mℓ
′/(rm

2β)
]

※

[
Mℓ

′

rm
2teβℓ

] Cℓ
※

σx41 = [
Nx

Mℓ
′/(rm

2β)
]
※

[
Mℓ

′

rm
2teβℓ

] Cℓ
※

・二次応力 

σ2ϕ41 = [
Mϕ

Mℓ
′/(rmβ)

]

※

[
6Mℓ

′

rmte
2βℓ

]

σ2x41 = [
Mx

Mℓ
′/(rmβ)

]
※

[
6Mℓ

′

rmte
2βℓ

]

ここで、アタッチメントパラメータβℓは次式で表される。 

ただし、二次応力を求める場合は、さらに Kℓ※を乗じた値とする。 

βℓ = √β1β2
23

 

鉛直方向荷重 Pℓにより生じる応力は、次式で表す。 

・一次応力 

σϕ42 = [
Nϕ

Pℓ/rm
]

※

[
Pℓ

rmte
]

σx42 = [
Nx

Pℓ/rm
]
※

[
Pℓ

rmte
]

・二次応力 

σ2ϕ42 = [
Mϕ

Pℓ
]
※

[
6Pℓ

te
2 ]

σ2x42 = [
Mx

Pℓ
]
※

[
6Pℓ

te
2 ]

※:参考文献[1]より得られる値 

また、水平方向荷重により胴には下記式で表される引張応力が生じる。 

σx43 =
CH(W0 − Wsℓ)

π(Di + t)t

  



添 3-3-2-2-18 

従って、曲げモーメント Mℓ'、鉛直方向荷重 Pℓ及び水平方向荷重により生じる胴の応

力は、次式で表す。 

・一次応力 

σϕ4 = σϕ41 + σϕ42 

σx4 = σx41 + σx42 + σx43 

・二次応力 

σ2ϕ4 = σ2ϕ41 + σ2ϕ42 

σ2x4 = σ2x41 + σ2x42 

また、長手方向の地震が作用した場合、第 2脚つけ根部に生じるせん断応力は、次

式で表す。 

τℓ =
CH(W0 − Wsℓ)

4C2t

 

(7) 横方向地震による脚つけ根部の応力 

横方向の地震が作用した場合、第 2脚のつけ根部に生じる曲げモーメント Mcは、次

式で表す。 

Mc = CH[(R2
′ + Wsu)(h3 − h2 + r0) + (R2 − R2

′ − Wsu)r0] 

r0 =
Di

2
+ te

この曲げモーメント Mcにより生じる胴の局部応力は、(5)、(6)と同様な方法で参考

文献[1]より求める。 

シェルパラメータγは(5)と同じであるが、アタッチメントパラメータβcは次式にて

表す。ただし、二次応力を求める場合は、さらに Kc※を乗じた値とする。 

βc = √β1
2β2

3

 

従って、応力は次式で表す。 

・一次応力 

σϕ5 = [
Nϕ

Mc/(rm
2β)

]
※

[
Mc

rm
2βcte

] Cc
※

σx5 = [
Nx

Mc/(rm
2β)

]
※

[
Mc

rm
2βcte

] Cc
※
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・二次応力 

σ2ϕ5 = [
Mϕ

Mc/(rmβ)
]

※

[
6Mc

rmβcte
2]

σ2x5 = [
Mx

Mc/(rmβ)
]
※

[
6Mc

rmβcte
2]

※:参考文献[1]より得られる値 

また、横方向に地震が作用した場合第 2脚つけ根部に生じるせん断応力を次式で表

す。 

τc =
CHR2

4C1t

 

(8) 組合せ応力 

(3)～(7)によって算出される第 2脚つけ根部に生じる胴の応力を以下により組合せ

る。 

・一次一般膜応力 

【絶対値和】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ0ℓ = max (σ0ℓϕ, σ0ℓx) 

ここで、 

σ0ℓϕ = σϕ1 

σ0ℓx = σx1 + σx2 + σx6 + σx43 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ0c = max (σ0cϕ, σ0cx) 

ここで、 

σ0cϕ = σϕ1 

σ0cx = σx1 + σx2 + σx6 
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【SRSS法】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ0ℓ = max(σ0ℓϕ, σ0ℓx) 

ここで、 

σ0ℓϕ = σϕ1

σ0ℓx = σx1 + σx2 + √σx6
2 + σx43

2  

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ0c = max(σ0cϕ, σ0cx) 

ここで、 

σ0cϕ = σϕ1 

σ0cx = σx1 + σx2 + σx6 

従って、胴に生じる一時一般膜応力の最大値は、絶対値和、SRSS法それぞれに対

して、次式で表す。 

σ0 = max (σ0ℓ, σ0c) 

 

・一次応力 

【絶対値和】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ1ℓ =
1

2
{(σ1ℓϕ + σ1ℓx) + √(σ1ℓϕ − σ1ℓx)

2
+ 4τℓ

2}

ここで、 

σ1ℓϕ = σϕ1 + σϕ3 + σϕ4 + σϕ7 

σ1ℓx = σx1 + σx2 + σx3 + σx4 + σx6 + σx7 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ1c =
1

2
{(σ1cϕ + σ1cx) + √(σ1cϕ − σ1cx)

2
+ 4τc

2}

ここで、 

σ1cϕ = σϕ1 + σϕ3 + σϕ5 + σϕ7 

σ1cx = σx1 + σx2 + σx3 + σx5 + σx6 + σx7 
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【SRSS法】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ1ℓ =
1

2
{(σ1ℓϕ + σ1ℓx) + √(σ1ℓϕ − σ1ℓx)

2
+ 4τℓ

2} 

ここで、 

σ1ℓϕ = σϕ1 + σϕ3 + √σϕ4
2 + σϕ7

2   

σ1ℓx = σx1 + σx2 + σx3 + √σx4
2 + (σx6 + σx7)2 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ1c =
1

2
{(σ1cϕ + σ1cx) + √(σ1cϕ − σ1cx)

2
+ 4τc

2} 

ここで、 

σ1cϕ = σϕ1 + σϕ3 + √σϕ5
2 + σϕ7

2  

σ1cx = σx1 + σx2 + σx3 + √σx5
2 + (σx6 + σx7)2 

従って、胴に生じる一次応力の最大値は、絶対値和、SRSS 法それぞれに対して、

次式で表す。 

σ1 = max (σ1ℓ, σ1c) 
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・地震力のみによる一次+二次応力の変動値 

【絶対値和】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ2ℓ = (σ2ℓϕ + σ2ℓx) + √(σ2ℓϕ − σ2ℓx)
2

+ 4τℓ
2 

ここで、 

σ2ℓϕ = σϕ4 + σ2ϕ4 + σϕ7 + σ2ϕ7 

σ2ℓx = σx4 + σ2x4 + σx6 + σx7 + σ2x7 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ2c = (σ2cϕ + σ2cx) + √(σ2cϕ − σ2cx)
2

+ 4τc
2 

ここで、 

σ2cϕ = σϕ5 + σ2ϕ5 + σϕ7 + σ2ϕ7 

σ2cx = σx5 + σ2x5 + σx6 + σx7 + σ2x7 

【SRSS法】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ2ℓ = (σ2ℓϕ + σ2ℓx) + √(σ2ℓϕ − σ2ℓx)
2

+ 4τℓ
2

ここで、 

σ2ℓϕ = √(σϕ7 + σ2ϕ7)
2

+ (σϕ4 + σ2ϕ4)
2
 

σ2ℓx = √(σx4 + σ2x4)2 + (σx6 + σx7 + σ2x7)2 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

σ2c = (σ2cϕ + σ2cx) + √(σ2cϕ − σ2cx)
2

+ 4τc
2

σ2cϕ = √(σϕ7 + σ2ϕ7)
2

+ (σϕ5 + σ2ϕ5)
2

σ2cx = √(σx5 + σ2x5)2 + (σx6 + σx7 + σ2x7)2

従って、胴に生じる一次＋二次応力の変動値の最大値は、絶対値和、SRSS法それ

ぞれに対して、次式のようになる。 

σ2 = max(σ2ℓ, σ2c)

2.2.2. 脚の応力 

脚の受ける重量の大きい方について計算する。 



添 3-3-2-2-23 

(1) 運転時重量による圧縮応力 

σs1 =
R2 + Wsℓ

As

(2) 鉛直方向地震荷重による圧縮応力 

σs4 =
R2 + Wsℓ

As
CV

(3) 長手方向地震による応力 

曲げ、圧縮応力は 

σs2 =
Mℓ1

Zsy
+

Pℓ

As

ここで、 

Mℓ1 =
1

2
CHW0h1

また、鉛直方向荷重は Pℓと Pℓ'の大きい方の値を応力計算に用いる。 

 

せん断応力は 

τs2 =
CHW0

As3

(4) 横方向地震による応力 

曲げ応力は 

σs3 =
Mc1

Zsx

ここで、 

Mc1 = CH{(R2
′ + Wsu)h3 + (R2 − R2

′ − Wsu + Wsℓ)h2} 

せん断応力は 

τs3 =
CH(R2 + Wsℓ)

As4
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(5) 組合せ応力 

【絶対値和】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用する場合 

σsℓ = √(σs1 + σs2 + σs4)2 + 3τs2
2 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用する場合 

σsc = √(σs1 + σs3 + σs4)2 + 3τs3
2 

【SRSS法】 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用する場合 

σsℓ = √(σs1 + √σs2
2 + σs4

2 )

2

+ 3𝜏𝑠2
2  

横方向地震及び鉛直方向地震が作用する場合 

σsc = √(σs1 + √σs3
2 + σs4

2 )

2

+ 3𝜏𝑠3
2  

従って、脚に生じる最大応力は、絶対値和、SRSS法それぞれに対して、次式のよう

になる。 

σs = max(σsℓ, σsc)
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2.2.3. 基礎ボルトの応力 

(1) 長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

a.  せん断応力 

τb1 =
CHW0

nAb

b.  引張応力 

長手方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合に脚底面に働く 

モーメントは次式で表す。 

M = Mℓ1 

鉛直方向荷重は次式で表す。 

【絶対値和】 

Ps = (R2 + Wsℓ)(1 − CV) − Pℓ 

【SRSS法】 

Ps = R2 + Wsℓ − √{Cv(R2 + Wsℓ)}2 + Pℓ
2 

ここで、鉛直方向荷重 Pℓには下胴の脚つけ根部に働く鉛直方向荷重を用いる。 

今モーメントと圧縮荷重の比を 

e = M/Ps 

とすると、eが負の場合及び 

e >
a

6
+

d1

3

のとき、基礎ボルトに引張力が生じ、この引張力は次のようにして求める。 

中立軸の位置 Xnを 

Xn
3 + 3 (e −

a

2
) Xn

2 −
6sAbn1

b
(e +

a

2
− d1) (a − d1 − Xn) = 0

より求めると、基礎ボルトに生じる引張力は 

Fb =
Ps (e −

a
2 +

Xn
3 )

a − d1 −
Xn
3

となる。 

従って、基礎ボルトに生じる引張応力は次のようになる。 

σb1 =
Fb

n1Ab
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図-3-3-2-2.9 基礎部に作用する外荷重より生じる荷重の関係 

 

(2) 横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合 

a.  せん断応力 

τb2 =
CH(R2 + Wsℓ)

nAb

b.  引張応力 

横方向地震及び鉛直方向地震が作用した場合に脚底面に働くモーメントは、脚に生

じる曲げモーメント Mc1と同じであり、 

鉛直方向荷重は 

Ps1 = (R2 + Wsℓ)(1 − CV) 

で表す。 

(1)と同様にして引張応力は求められるが、Mc1は Mとし、Ps1は Ps、d2は d1、aは b、

bは a、n2は n1と置き換え、得られた基礎ボルトの応力をσb2とする。 
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3. 評価方法 

3.1. 固有周期の評価 

2.1 で求めた固有周期から「添付書類 3-1．耐震性に関する説明書」に基づき、設計

震度を確認する。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 胴の応力評価 

2.2．1項で求めた組合せ応力が胴の最高使用温度における許容応力 Sa以下であるこ

と。 

 

許容応 

力状態 

許容応力 Sa 

一次一般膜応力 一次応力 
一次+二次 

応力範囲 

ⅣAS 0.6Su 左欄の 1.5倍 2Sy 

BAS 

min [Sy, 0.6Su] 

ただし、オーステナイト

系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金は、 

1.2S 

とすることができる。 

Sy 

ただし、オーステナイト

系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金は、 

1.2S 

とすることができる。 

- 

 

3.2.2. 脚の応力評価 

2.2.2項で求めた脚の組合せ応力が許容引張応力 ft以下であること。 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft 

BAS 1.5 (
F

1.5
) 
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3.2.3. 基礎ボルトの応力評価 

2.2.3項で求めた基礎ボルトの引張応力σbは次式より求めた許容引張応力 fts以下

であること。 

fts = min(1.4ft0 − 1.6τb, ft0) 

せん断力τbは、せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 fsb以下である

こと。 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ⅣAS 

BAS 
1.5 (

F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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1. 一般事項 

本報告書は、上部遮蔽体の耐震強度についての計算方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 設計条件 

(1) 耐震クラス   Ｂ 

(2) 据付場所及び床面高さ  原子炉建家（基準床レベルを示す）

     1FL +7.5(m) 

(3) 弾性設計用地震動 Sdの 1/2 ＜摺動遮蔽体＞   

    水平方向設計震度 ＣＨ＝0.32 

    鉛直方向設計震度 ＣＶ＝0.72 

    ＜固定遮蔽体＞   

    水平方向設計震度 ＣＨ＝0.32 

    鉛直方向設計震度 ＣＶ＝0.70 

(4) 基準地震動 Ss   ＜摺動遮蔽体＞   

    水平方向設計震度 ＣＨ＝1.21 

    鉛直方向設計震度 ＣＶ＝2.60 

    ＜固定遮蔽体＞   

    水平方向設計震度 ＣＨ＝1.21 

    鉛直方向設計震度 ＣＶ＝2.44 

(5) 弾性設計用地震動 Sdの 1/2（FEM） ＜固定遮蔽体(FEMモデル)＞ 

    水平方向設計震度 ＣＨ＝0.32 

    鉛直方向設計震度 ＣＶ＝0.27 

(6) 基準地震動 Ss（FEM）  ＜固定遮蔽体(FEMモデル)＞ 

    水平方向設計震度 ＣＨ＝1.21 

    鉛直方向設計震度 ＣＶ＝0.98 

(7) 最高使用温度   43℃ 

  



添 3-4-1-1-2 

1.2. 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明  単 位 

A1 摺動遮蔽体のせん断断面積 mm2 

Ab1 取付ボルトの呼び径断面積(M42) mm2 

Ab2 取付ボルトの呼び径断面積(M24) mm2 

CH，CV 水平及び鉛直方向の設計震度 - 

d ばね要素長さ mm 

E 縦弾性係数 N/mm2 

F 第 1.3項に示す F値 N/mm2 

Fi 各条件設定時作用荷重 N 

ft，ft0 許容引張応力 N/mm2 

fs，fsb 許容せん断応力 N/mm2 

fb 許容曲げ応力 N/mm2 

fts せん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 N/mm2 

G 横弾性係数 N/mm2 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

I1H，I1V 摺動遮蔽体の断面二次モーメント mm4 

I2H，I2V 固定遮蔽体の断面二次モーメント mm4 

K1H，K1V 摺動遮蔽体の水平及び鉛直方向のばね定数 N/mm 

K2H，K2V 固定遮蔽体の水平及び鉛直方向のばね定数 N/mm 

L ベアリング幅 mm 

ℓi 各種設定寸法（各種添字の説明を参照） mm 

M1 摺動遮蔽体に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

M2 固定遮蔽体に作用する曲げモーメント N ⋅ mm  

ni 各条件設定時の計算範囲内にあるボルト本数 - 

P1，P3 FEM解析時の入力面圧 N/mm2 

R1 摺動遮蔽体からのベアリング反力（固定遮蔽体検討時） kg 

R2 摺動遮蔽体からのベアリング反力（レール座接続ボルト検討時） kg 

R3 摺動遮蔽体自重、燃料搬送装置重力によるベアリング反力 kg 

RVi，RHi 摺動遮蔽体の FEM解析結果のベアリング反力 N 

Ss 地震力 - 

Su 第 1.3項に示す設計引張強さ N/mm2 

Sy 第 1.3項に示す設計降伏点 N/mm2 

T1H，T1V 摺動遮蔽体の水平及び鉛直方向固有周期 s 

T2H，T2V 固定遮蔽体の水平及び鉛直方向固有周期 s 

W レール幅 mm 

W1 摺動遮蔽体自重 kg 

W2 固定遮蔽体自重 kg 
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記 号 記 号 の 説 明  単 位 

W3 燃料搬送装置重量 kg 

W4 キャスク重量 kg 

W5 摺動遮蔽体閉時レール座自重 kg 

W6 摺動遮蔽体開時レール座自重 kg 

Z1 摺動遮蔽体の断面係数 mm3 

Z2 固定遮蔽体の断面係数 mm3 

σ1 摺動遮蔽体の組合せ応力 N/mm2 

σb1 摺動遮蔽体の曲げ応力 N/mm2 

σb2 固定遮蔽体の曲げ応力 N/mm2 

σt1，σt2 摺動遮蔽体閉時及び開時のボルトに生じる引張力 N/mm2 

σt3，σt4 摺動遮蔽体閉時及び開時のボルトに生じる引張力 N/mm2 

τb ボルトのせん断応力 N/mm2 

τi 各条件設定時せん断応力 N/mm2 
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1.3. 計算条件 

計算は「添付書類 3-1．耐震性に関する説明書」に従う。 

1.3.1. 形状及び寸法 

機器概略図を図-3-4-1-1.1、機器要目を表-3-4-1-1.1に示す。 

 

 

図-3-4-1-1.1 機器概略図 

 

 

 

表-3-4-1-1.1 機器要目 

ℓ1 

(mm) 

ℓ2 

(mm) 

ℓ3 

(mm) 

ℓ4 

(mm) 

ℓ5 

(mm) 

5050 5000 2630 950 1900 
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1.3.2. 評価方法 

(1) 解析方法 

2.1項で求めた固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する

説明書」に基づき解析方法の決定を行う。 

(2) 応力の評価 

a.  設計降伏点及び設計引張強さ 

本計算書で使用する材料の設計降伏点及び設計引張強さを以下に示す。 

 

材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

SM400B 
20℃ 215 400 

43℃ 213 398 

S45C 
20℃ 345 570 

43℃ 343 566 

SUS304 
20℃ 205 520 

43℃ 203 515 

SUS304L 
20℃ 175 480 

43℃ 173 475 

 

b.  F値の算出 

F値は、1.3.2(2)a. に示す最高使用温度における Syまたは Suの 0.7倍のう

ち、小さい方の値。ただし、最高使用温度が 40℃を超えるオーステナイト系ステ

ンレス鋼にあっては、最高使用温度における Syの 1.35倍、Suの 0.7 倍又は室温

における Syのうち最も小さい値。なお許容応力状態がⅣASの場合、最高使用温度

における Syを Syの 1.2倍に、室温における Syを室温における Syの 1.2倍に読

み替えた値を用いる。 

 

 許容応力状態  F値(N/mm2) 

 材料  ＢAS ⅣAS 

SM400B 213 256 

S45C 343 396 

SUS304 205 246 

SUS304L 175 210 
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c.  支持構造物（ボルト等を除く）の応力評価 

2.で求める各応力が最高使用温度における許容応力 Sa以下であること。 

 

 許容応力 Sa  一次応力 

 
許容応力状

態 
 引張 ft せん断 fs 曲げ fb 組合せ 

ⅣAS 

ＢAS 
1.5 (

F

1.5
) 1.5 (

F

1.5√3
) 1.5 (

F

1.5
) 1.5 (

F

1.5
) 

 

各許容応力を以下に示す。 

 

(単位 N/mm2) 

 許容応力 Sa  一次応力 

 許容応力状態  引張 せん断 曲げ 組合せ 

SUS304L 
ＢAS 175 101 175 175 

ⅣAS 210 121 210 210 

 

d.  ボルト等の応力 

2章で求める各ボルトの引張応力は下記２式より求めた許容引張応力 fts以下で

あること。せん断応力τbは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb以

下であること。 

fts = 1.4 ⋅ ft0 − 1.6 ⋅ τb 

fts ≤ ft0 

 

 

 許容応力 Sa  一次応力 

 許容応力状態  許容引張応力 ft0 
許容せん断応力

fsb 

ⅣAS 

ＢAS 
1.5 (

F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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各許容応力を以下に示す。 

 

(単位 N/mm2)    

 許容応力 Sa  一次応力 

 許容応力状態  許容引張応力 ft0 
許容せん断応力

fsb 

S45C (手計算) 

(摺動遮蔽体 閉時) 

ＢAS 257 198 

ⅣAS 297 228 

S45C (手計算) 

(摺動遮蔽体 開時) 

ＢAS 257 198 

ⅣAS 297 228 

SUS304 (手計算) 

(摺動遮蔽体 閉時) 

ＢAS 128 118 

ⅣAS 0 142 

SUS304 (手計算) 

(摺動遮蔽体 開時) 

ＢAS 146 118 

ⅣAS 2 142 

S45C(FEM) 

(摺動遮蔽体 閉時) 

ＢAS 257 198 

ⅣAS 252 228 

S45C(FEM) 

(摺動遮蔽体 開時) 

ＢAS 257 198 

ⅣAS 297 228 

SUS304(FEM) 

(摺動遮蔽体 閉時) 

ＢAS 153 118 

ⅣAS 104 142 

SUS304(FEM) 

(摺動遮蔽体 開時) 

ＢAS 153 118 

ⅣAS 154 142 

S45C：固定遮蔽体レール座接続ボルト   

SUS304：固定遮蔽体取付ボルト   
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2. 耐震強度計算方法及び計算結果 

2.1. 固有周期の計算 

2.1.1. 摺動遮蔽体の固有周期 

図-3-4-1-1.2に示すように摺動遮蔽体レールで支持された梁モデルとして固有周期

を算出する。なお、荷重は摺動遮蔽体自重 W1が梁に等分布し、キャスク重量 W4が梁中

央に作用するものとする。 

(1) 水平方向の固有周期 

摺動遮蔽体の水平方向の固有周期 T1Hは次式により求める。 

T1H = 2π√
0.5W1 + W4

1000K1H
 

= 2 × π × √
0.5×25500+13000

1000×1.187×107 = 0.009 s  

ばね定数 K1Hは次式により求める。 

K1H =
48E⋅I1H

(ℓ1)3 =
48×193000×1.65×1011

50503 = 1.187 × 107 N/mm  

 E ：縦弾性係数 1.93×105 N/mm2 

 I1H ：梁断面の断面２次モーメント 1.65×1011 mm4 

 W1 ：摺動遮蔽体自重 25500 kg 

 W4 ：キャスク自重 13000 kg 

 

図-3-4-1-1.2 固有周期計算モデル 
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(2) 鉛直方向の固有周期 

摺動遮蔽体の鉛直方向の固有周期 T1Vは次式により求める。 

T1V = 2π√
0.5W1 + W4

1000K1V
 

= 2 × π × √
0.5×25500+13000

1000×1.870×105 = 0.074 s  

ばね定数 K1Vは次式により求める。 

K1V =
48E⋅I1V

(ℓ1)3 =
48×193000×2.60×109

50503 = 1.870 × 105 N/mm  

 I1V ：梁断面の断面２次モーメント 2.60×109 mm4 
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2.1.2. 固定遮蔽体の固有周期 

固定遮蔽体は円弧部がボルトにより固定されているが、図-3-4-1-1.3 に示すように

弦端部を両端固定した梁と考え固有周期を算出する。 

なお、荷重は固定遮蔽体自重 W2、摺動遮蔽体のベアリングからの反力 R1、R1'が梁中

央に集中荷重として作用するものとする。 

(1) 水平方向の固有周期 

固定遮蔽体の水平方向の固有周期 T2Hは次式により求める。 

T2H = 2π√
W2 + R1 + R1

′

1000K2H
 

= 2 × π × √
15900+19366+14563

1000×1.017×106 = 0.044 s  

ばね定数 K2Hは次式により求める。 

K2H =
192E⋅I2H

(ℓ2)3 =
192×193000×3.43×109

50003 = 1.017 × 106 N/mm  

 I2H ：梁断面の断面２次モーメント 3.43×109 mm4 

ベアリングからの反力 R1、R1'は次式より求める。 

R1 =
ℓ3 ⋅ ℓ4

ℓ1 ⋅ ℓ5
𝑊1 +

ℓ7 ⋅ ℓ8

ℓ1 ⋅ ℓ5
𝑊4 

=
2630×950

5050×1900
× 25500 +

4829×1945

5050×1900
× 13000 = 19366 kg  

R1
′ =

ℓ3 ⋅ ℓ4

ℓ1 ⋅ ℓ5
𝑊1 +

ℓ7′ ⋅ ℓ8′

ℓ1 ⋅ ℓ5
𝑊4 

=
2630×950

5050×1900
× 25500 +

3909×1496

5050×1900
× 13000 = 14563 kg  

 W2 ：固定遮蔽体自重 15900 kg 

 W4 ：キャスク重量 13000 kg 

 

図-3-4-1-1.3 固有周期計算モデル 
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(2) 鉛直方向の固有周期 

固定遮蔽体の鉛直方向の固有周期 T2Vは次式により求める。 

T2V = 2π√
W2 + R1 + R1

′

1000K2V
 

= 2 × π × √
15900+19366+14563

1000×5.959×105 = 0.057 s  

ばね定数 K2Vは次式により求める。 

K2V =
192E⋅I2V

(ℓ2)3 =
192×193000×2.01×109

50003 = 5.959 × 105 N/mm  

 T2V ：梁断面の断面２次モーメント 2.01×109 mm4 
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2.2. 応力の計算 

ＢAS評価の応力算出過程を示す。以下は水平 1方向と鉛直方向による 2方向組合せ

の評価結果であり、3方向組合せを実施する場合は、2方向の結果に対し 1.42を乗じ

るものとした。算出方法はⅣAS評価についても同様とする。 

2.2.1. 摺動遮蔽体の応力計算 

摺動遮蔽体は 2.1.1固有周期の計算と同様、両端レール位置で支持された梁とす

る。 

(1) 曲げ応力 

曲げ応力は右のモデルで計算する。 

a.  曲げモーメント M1は次式により求める。 

M1 =
ℓ1(1 + CV)g ⋅ W1

8
+

ℓ1(1 + CV)g ⋅ W4

4
 

=
5050 × (1 + 0.72) × 9.80665 × 25500

8
+

5050 × (1 + 0.72) × 9.80665 × 13000

4
 

= 5.480 × 108 N ⋅ mm  

b.  曲げ応力σb1は次式により求める。 

σb1 =
M1

Z1
=

5.480×108

2.08×107 = 27 N/mm2  

 Z1 ：断面係数 2.08×107 mm3 

 

(2) せん断応力 

a.  せん断力 F1は次式により求める。 

F1 =
(1 + CV)g(W1 + W4)

2
 

=
(1+0.72)×9.80665×(25500+13000)

2
= 324698 N  

b.  せん断応力τ1は次式により求める。 

τ1 =
F1

A1
=

324698

166250
= 2 N/mm2  

摺動遮蔽体のせん断断面積 A1は次式により求める。 

A1 =
2

3
ℓ13 ⋅ ℓ14 =

2

3
× 1995 × 125 = 166250 mm2  

(3) 組合せ応力σ1は次式により求める。 

σ1 = √(σb1)2 + 3(τ1)2 = √272 + 3 × 22 = 28 N/mm2   

図-3-4-1-1.4 曲げ応力

モデル 

図-3-4-1-1.5 摺動遮蔽体の寸法 
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2.2.2. 固定遮蔽体の応力計算 

固定遮蔽体は 2.1.2固有周期の計算と同様、弦端部で固定された梁とする。 

(1) 曲げ応力 

a.  曲げモーメント M2は次式により求める。 

M2 =
(1 + CV)g(W2 + R1 + R1

′ )ℓ2

8
 

=
(1 + 0.70) × 9.80665 × (15900 + 19366 + 14563) × 5000

8
 

= 5.192 × 108 N ⋅ mm  

b.  曲げ応力σb2は次式により求める。 

σb2 =
M2

Z2
=

5.192 × 108

8.37 × 106
 

= 62 N/mm2  

 Z2 ：断面係数 8.37×106 mm3 
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2.2.3. 固定遮蔽体レール座接続ボルトの応力計算 

(1) 摺動遮蔽体閉時 

固定遮蔽体レール中央にベアリング反力 R1、R1'、レール座自重 W5及び地震力が集

中荷重として作用する。 

a.  水平地震力によるせん断応力 

レール座自重 W5は、下図の計算範囲について求める。 

 

図-3-4-1-1.6 固定遮蔽体レール座接続ボルトの計算範囲(1) 

 

W5：レール座の計算範囲重量 884 kg 

Ab1：接続ボルト呼び径断面積(M42) 1385 mm2 

(a) レール座に加わる水平方向荷重 F4は次式により求める。 

F4 = CH(摺) ⋅ g(R1 + R1
′ ) + CH(固) ⋅ gW5 

= 0.32 × 9.80665 × (19366 + 14563) + 0.32 × 9.80665 × 884 

= 109248 N  

(b) せん断応力τ3は次式により求める。 

τ3 =
F4

Ab1 ⋅ n2
 

=
109248

1385 × 5
 

= 16 N/mm2  

 n2 ：計算範囲のボルト本数 5 本 
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(2) 摺動遮蔽体開時 

図-3-4-1-1.7に示すように固定遮蔽体レール部にベアリング反力（燃料搬送装置

を含む）R3及びレール座自重 W6が作用する。 

なお、計算範囲はベアリング幅ℓ
10

× 2とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W6：レール座の計算範囲重量             506 kg 

摺動遮蔽体自重、燃料搬送装置によるベアリング反力 R3は次式により求める。 

R3 = R1
′′ +

ℓ6

ℓ5
⋅

W3

2
 

= 6640 +
1050

1900
×

6000

2
 

= 8298 kg  

ここで 

R1
′′ =

ℓ3 ⋅ ℓ4

ℓ1 ⋅ ℓ5
× W1 

=
2630 × 950

5050 × 1900
× 25500 

= 6640 kg  

a.  水平地震力によるせん断応力 

(a) レール座に加わる水平方向荷重 F7は次式により求める。 

F7 = CH(摺)gR3 + CH(固)gW6 

= 0.32 × 9.80665 × 8298 + 0.32 × 9.80665 × 506 

= 27628 N  

図-3-4-1-1.7 固定遮蔽体レール座接続ボルトの計

算範囲(1) 
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(b) せん断応力τ5は次式により求める。 

τ5 =
F7

Ab1 ⋅ n4
 

=
27628

1385 × 3
 

= 7 N/mm2  

 n4 ：計算範囲のボルト本数 3 本 
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3. FEMによる耐震強度計算方法及び計算結果 

詳細な FEMモデルを用いてボルトの耐震評価を実施する。2章と同様に、以下は 2

方向組合せの評価結果であり、3方向組合せを実施する場合は、2方向の結果に対し

1.42を乗じるものとした。 

 

3.1. ベアリング反力の算定 

摺動遮蔽体に対して 1Gを負荷した静解析を行い、鉛直及び水平方向のベアリング反

力を算定する。図-3-4-1-1.8に摺動遮蔽体の FEMモデルを示す。 

 

3.1.1. 解析条件 

(1) 寸法 

寸法は図面通りとする。ただし幅は手計算にあわせて 1995mmとする。 

 

(2) 材料特性 

縦弾性係数はライニング部の剛性を用いる。重量が 26tonと等しくなるように等

価密度を設定する。 

表-3-4-1-1.2 材料特性 

材質 
温度 

(℃) 

縦弾性係数 

(N/mm2) 

ポアソン比 

(-) 

密度 

(ton/mm3) 

SUS304L 43 1.93×105 0.3 8.28×10-9 

 

(3) 拘束条件 

リニアベアリング位置にてピン拘束とする。 

 

(4) 集中質量 

摺動遮蔽体閉時にはキャスクを、開時には燃料搬送装置をそれぞれ集中質量とし

てモデル化する。 

 

図-3-4-1-1.8 摺動遮蔽体 FEMモデル 

1995 (mm) 

キャスク 

各 13 (ton) 

燃料搬送装置 

各 3 (ton) 
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3.1.2. 解析結果 

1G負荷時の各ベアリング反力を以下に示す。 

表-3-4-1-1.3 1G負荷時の各ベアリング反力 

開閉 
ベアリング

位置 

ベアリング反力 (N) 

鉛直 水平 

閉時 
R1 183310.30 158157.70 

R1' 136225.20 111993.40 

開時 R3 74397.45 67561.23 

 

 

3.2. 固定遮蔽体レール座接続ボルト 

固定遮蔽体の FEM モデルを用いてレール座接続ボルトの耐震評価を実施する。固有

値解析を行い、震度を算定する。前項で求めたベアリング反力と算定震度を荷重とし

て、ボルトに発生する応力を求める。なお、摺動遮蔽体閉時における外側のベアリン

グ位置は、躯体側にあるため反力を考慮しないこととする。 

鉛直方向震度による応力のみ FEMモデルにて求め、水平方向震度による応力は手計

算の結果を用いる。図-3-4-1-1.9に固定遮蔽体の FEMモデルを示す。 

 

3.2.1. 解析条件 

(1) 寸法 

寸法は図面通りとする。ただしレール座切欠き及びプラグは考慮しない。 

 

(2) 材料特性 

縦弾性係数はライニング部の剛性を用いる。全体重量が 15.9tonと等しくなるよ

うに等価密度を設定する。レール座の密度は、計算範囲のレール座重量 W6と計算範

囲の体積より算定する。遮蔽部の密度は、残りの重量を遮蔽部が持つように算定す

る。 

 

表-3-4-1-1.4 材料特性 

部位 材質 
温度 

(℃) 

縦弾性係数 

(N/mm2) 

ポアソン比 

(-) 

密度 

(ton/mm3) 

レール座 SUS304L 43 1.93×105 0.3 1.510×10-8 

遮蔽部 SUS304L 43 1.93×105 0.3 6.284×10-9 

 

(3) 拘束条件 

固定遮蔽体取付ボルト（17本）の位置にてピン拘束する。 
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(4) ボルト 

レール座と遮蔽部は接続ボルトを模擬するばね要素にて結合する。軸剛性 k1及び

せん断剛性 k2は次式により求める。 

k1 =
Ab1E

d
=

1385 × 200000

150
 

= 1846667 N/mm  

k2 =
Ab1G

d
=

1385 × 76923

150
 

= 710256 N/mm  

 E ：接続ボルト(S45C)の縦弾性係数 2.00×105 N/mm2 

 Ab1 ：接続ボルト(M42)の呼び径断面積 1385 mm2 

 d ：ばね要素長さ 150 mm 

横弾性係数は次式により求める。 

G =
E

2(1 + ν)
=

200000

2 × (1 + 0.3)
 

= 76923 N/mm2  

 ν ：ポアソン比 0.3 

(5) 荷重 

a.  入力面圧 

入力面圧 Pは反力 Rを用いて、次式により求める。 

P = (1 + CV(摺))
R

WL
= (1 + 0.72) ×

183310.3

100 × 200
 

= 15.7647 N/mm2  

 W ：レール幅 100 mm 

 L ：ベアリング幅 200 mm 

下表に入力面圧の一覧を示す。 

表-3-4-1-1.5 入力面圧一覧 

開閉 
ベアリング

位置 

反力 

(N) 

面圧 

(N/mm2) 

閉時 
R1 183310.30 15.7647 

R1' 136225.20 11.7154 

開時 R3 74397.45 6.3982 

 

b.  設計震度 

固定遮蔽体の設計震度 CVと自重を足しあわせた 1.27を鉛直下向きに負荷する。  
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図-3-4-1-1.9 固定遮蔽体 FEMモデル 

  

R1 

R1' 

R3 

R3 

遮蔽部 

レール座 

150 (mm) 
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3.2.2. 解析結果 

(1) 固有値解析 

表-3-4-1-1.6 固有値解析結果 

モード 水平方向１次 鉛直方向１次 

固有振動数(Hz) 205.7 32.1 

固有周期(s) 0.005 0.031 

 

 

図-3-4-1-1.10 固定遮蔽体 FEMモデル結果 

 

(2) 静的応力解析（BAS） 

ボルトを模擬したばね要素の部材力の最大値を表に示す。 

 

表-3-4-1-1.7 静的応力解析結果（BAS） 

 
Z方向軸力 

FZ(N) 

X方向せん断力 

FX(N) 

Y方向せん断力 

FY(N) 

摺動遮蔽体 

閉時 
163453.300 5628.850 9639.590 

摺動遮蔽体 

開時 
84189.900 4400.167 3360.663 
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(3) 静的応力解析（ⅣAS） 

ボルトを模擬したばね要素の部材力の最大値を表に示す。 

 

表-3-4-1-1.8 静的応力解析結果（ⅣAS） 

 
Z方向軸力 

FZ(N) 

X方向せん断力 

FX(N) 

Y方向せん断力 

FY(N) 

摺動遮蔽体 

閉時 
339215.900 11361.060 19590.400 

摺動遮蔽体 

開時 
168212.400 8778.844 6448.469 
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3.2.3. レール座接続ボルトの応力計算 

各方向の最大値発生要素は異なるが、安全側の評価として最大値を組合せて評価を

行う。ボルトの引張応力は次式により求める。 

σ =
FZ

Ab1
=

163453.3

1385
= 118 N/mm2  

ボルトのせん断応力は次式により求める。 

τb = τV + τH = 8.06 + 16 = 24 N/mm2  

τH：水平震度によるせん断応力（2.2.3節）16 N/mm2 

鉛直震度によるせん断応力τVは次式により求める。 

τV = √(
Fx

Ab1
)

2

+ (
FY

Ab1
)

2

= √(
5628.85

1385
)

2

+ (
9639.59

1385
)

2

 

 = 8.06 N/mm2  

下表に算出した応力の一覧を示す。 

表-3-4-1-1.9 算出応力の一覧 

 
垂直応力 

(N/mm2) 

鉛直震度による 

せん断応力 

(N/mm2) 

水平震度による 

せん断応力※ 

(N/mm2) 

せん断応力 

(N/mm2) 

摺動遮蔽体 

閉時 
118 8.06 16 

3方向組合せ 
24 

3方向組合せ 

23 31 

摺動遮蔽体 

開時 
61 4.00 7 

3方向組合せ 
11 

3方向組合せ 

10 14 

※2.2.3節にて算出した値を用いる。 
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3.2.4. 固定遮蔽体取付ボルトの応力計算 

固定遮蔽体の実構造においては鉛直時と同様にリニ

アベアリングの負担分の水平力が摺動遮蔽体からの荷

重と考えられる。そのため摺動遮蔽体のベアリング反

力を用いて取付ボルトの応力計算を行う。 

 

(1) 摺動遮蔽体閉時 

a.  引張応力 

(a) 鉛直方向荷重 F'8は、次式により求める。 

F8′ = (CV(摺) − 1) (RV1 + RV1′) + (CV(固) − 1) gW2 

= (0.72 − 1) × (183310.3 + 136225.2) + (0.27 − 1) × 9.80665 × 15900 

= −203296 N  

(b) 引張応力σt3は次式により求める。 

σt3 =
F8′ 

Ab2 × n5
=

−203296

452.4 × 17
 

= 0 N/mm2  

b.  水平地震力によるせん断応力 

(a) せん断力 F9は次式により求める。 

F9′ = CH(摺) ⋅ (RH1 + RH1′) + CH(固) ⋅ gW2 

= 0.32 × (158157.7 + 111993.4) + 0.32 × 9.80665 × 15900 

= 136345 N  

(b) せん断応力τ7は次式により求める。 

τ7 =
F9′

Ab2 ⋅ n5
=

136345

452.4 × 17
 

= 18 N/mm2 (3方向組合せを考慮した場合のせん断応力 26 N/mm2) 

n5 ：取付ボルト本数 17 本 

 Ab2：取付ボルトの呼び径断面積(M24) 452.4 mm2 

 

  

図-3-4-1-1.11 固定遮蔽体取付ボルトの荷重説明図 
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(2) 摺動遮蔽体開時 

a.  引張応力 

(a) 鉛直方向荷重 F10は、次式により求める。 

F10 = (CV(摺) − 1) ⋅ 2RV3 + (CV(固) − 1) gW2 

= (0.72 − 1) × 2 × 74397.45 + (0.27 − 1) × 9.80665 × 15900 

= −155488 N  

(b) 引張応力σt4は次式により求める。 

σt4 =
F10

Ab2 × n5
=

−155488

452.4 × 17
 

= 0 N/mm2  

b.  水平地震力によるせん断応力 

(a) せん断力 F11は次式により求める。 

F11 = CH(摺) ⋅ 2RH3 + CH(固) ⋅ gW2 

= 0.32 × 2 × 67561.23 + 0.32 × 9.80665 × 15900 

= 93135 N  

(b) せん断応力τ7は次式により求める。 

τ7 =
F9

Ab2 ⋅ n5
=

93135

452.4 × 17
 

= 13 N/mm2 (3方向組合せを考慮した場合のせん断応力  18 N/mm2) 
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4. 応力の評価 

ＢAS評価の結果を表-3-4-1-1.10に、ⅣAS評価の結果を表-3-4-1-1.11に、FEM解析

による評価結果を表-3-4-1-1.12に示す。 

2章にて行った手計算による応力計算に加えて、3章にて FEMによる詳細検討を実

施した。全ての検討結果について、算出応力は許容応力を下回っている。以上より、

上部遮蔽体の発生応力は全て許容応力以下であり、強度は十分である。 
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表-3-4-1-1.10 評価結果一覧（Bクラス） 

部材 材料 
許容応

力状態 

一次応力（単位：N/mm2) 

引張 せん断 曲げ 組合せ 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

摺動遮蔽体 SUS304L ＢAS - - 2 101 27 175 28 175 

固定遮蔽体 SUS304L ＢAS - - - - 62 175 - - 

固定遮蔽体レール座接続ボルト 

（摺動遮蔽体閉時） 
S45C ＢAS - - 23 198 - - - - 

固定遮蔽体レール座接続ボルト 

（摺動遮蔽体開時） 
S45C ＢAS - - 10 198 - - - - 
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表-3-4-1-1.11 評価結果一覧（Sクラス） 

部材 材料 
許容応

力状態 

一次応力（単位：N/mm2) 

引張 せん断 曲げ 組合せ 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

摺動遮蔽体 SUS304L ⅣAS - - 4 121 56 210 57 210 

固定遮蔽体 SUS304L ⅣAS - - - - 126 210 - - 
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表-3-4-1-1.12 評価結果一覧（FEM） 

部材 材料 
許容応

力状態 

一次応力（単位：N/mm2) 

引張 せん断 曲げ 組合せ 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

固定遮蔽体レール座接続ボルト 

（摺動遮蔽体閉時）(FEM) 
S45C BAS 118 257 31 198 - - - - 

固定遮蔽体レール座接続ボルト 

（摺動遮蔽体開時）(FEM) 
S45C BAS 61 257 14 198 - - - - 

固定遮蔽体取付ボルト 

（摺動遮蔽体閉時）(FEM) 
SUS304L BAS 0 153 26 118 - - - - 

固定遮蔽体取付ボルト 

（摺動遮蔽体開時）(FEM) 
SUS304L BAS 0 153 18 118 - - - - 

固定遮蔽体レール座接続ボルト 

（摺動遮蔽体閉時）(FEM) 
S45C ⅣAS 245 252 102 228 - - - - 

固定遮蔽体レール座接続ボルト 

（摺動遮蔽体開時）(FEM) 
S45C ⅣAS 122 297 44 228 - - - - 

固定遮蔽体取付ボルト 

（摺動遮蔽体閉時）(FEM) 
SUS304L ⅣAS 66 104 96 142 - - - - 

固定遮蔽体取付ボルト 

（摺動遮蔽体開時）(FEM) 
SUS304L ⅣAS 31 154 65 142 - - - - 
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1. 一般事項 

本報告書は、下部遮蔽体の耐震強度についての計算方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 上フランジと原子炉プールライニングは、多数のボルトにより固定されている

ものとする。 

(2) 地震力は容器に対して水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。 

(3) 動的地震力(Ss,Sd)及び静的地震力の両方を用いて評価を行う。 
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1.2. 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明  単 位 

Ab 取付ボルトの軸断面積 mm2 

Ae 側板の有効せん断断面積 mm2 

Cc、Ct 取付ボルト計算における係数 - 

CH 水平方向設計震度 - 

CV 鉛直方向設計震度 - 

D1 下部遮蔽体スリーブの内径 mm 

Dc 取付ボルトのピッチ円径 mm 

Db0 上フランジの外径 mm 

Db1 側板の外径 mm 

d1 側板の内径 mm 

d2 側板（下部）の内径 mm 

E 縦弾性係数 N/mm2 

e 取付ボルト計算における係数 - 

F 「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F値 N/mm2 

Fc 原子炉プールライニングに作用する圧縮力 N 

Ft 取付ボルトに作用する引張力 N 

Fs 側板に作用するせん断力 N 

fb 許容曲げ応力 N/mm2 

fs 許容せん断応力 N/mm2 

ft 許容引張応力 N/mm2 

fsb 取付ボルトの許容せん断応力 N/mm2 

ft0 取付ボルトの許容引張応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受ける取付ボルトの許容引張応力 N/mm2 

G せん断弾性係数 N/mm2 

g 重力加速度(9.80665) m/s2 

I 側板の断面２次モーメント mm4 

KH 水平方向のばね定数 N/mm 

KV 鉛直方向のばね定数 N/mm 

k 取付ボルト計算における中立軸の荷重係数 - 
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記 号 記 号 の 説 明  単 位 

L 取付け長さ mm 

ℓ1 下端から重心までの長さ mm 

ℓ2 側板上端から重心までの長さ mm 

ℓ3、ℓ4 取付ボルト計算における中立軸から荷重作用点までの距離 mm 

M1 側板に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

m ポアソン定数(＝ポアソン比の逆数) - 

n 取付ボルトの本数 - 

P 静水頭による圧力 MPa 

Q 重心に作用する任意の水平力 N 

Q′ Qより下端の支持部に作用する反力 N 

s 取付ボルトと原子炉プールライニングの縦弾性係数の比 - 

Sa 上フランジの許容応力 N/mm2 

Sb 側板の許容応力 N/mm2 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

Ss 地震力 - 

TH 水平方向の固有周期 s 

TV 鉛直方向の固有周期 s 

t1 上フランジの厚さ mm 

t2 側板の厚さ mm 

t3 側板（下部）の厚さ mm 

t4 取付ボルト面積相当幅 mm 

t5 圧縮部材の相当幅 mm 

W1 下部遮蔽体重量 kg 

W2 制御棒駆動機講重量 kg 

W3 制御棒スクラム時反力 kg 

z 取付ボルト計算における係数 - 

α 取付ボルト計算における中立軸を定める角度 rad 

δ 荷重Qによる容器の下端での変位量 mm 

δ′ 荷重Q、Q′による容器の下端での変位量 mm 

σ 側板の組合せ一次応力 N/mm2 

σb1 側板に生じる曲げ応力 N/mm2 

σbt 取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σrc 上フランジの半径方向一次一般膜応力の和（圧縮側） N/mm2 

σrt 上フランジの半径方向一次一般膜応力の和（引張側） N/mm2 

σr1 上フランジの圧力により生じる半径方向応力 N/mm2 

σr2 上フランジの死荷重により生じる半径方向応力 N/mm2 



添 3-4-1-2-4 

記 号 記 号 の 説 明  単 位 

σr3 上フランジの鉛直地震力による半径方向応力 N/mm2 

σr4 上フランジの制御棒スクラム時半力による半径方向応力 N/mm2 

σs 側板に生じる軸方向一次応力の和 N/mm2 

σt1 側板の死荷重による引張応力 N/mm2 

σt2 側板の鉛直地震力による引張応力 N/mm2 

σt3 側板の制御棒スクラム時半力による引張応力 N/mm2 

σ0c 上フランジの組合せ一次一般膜応力（圧縮側） N/mm2 

σ0t 上フランジの組合せ一次一般膜応力（引張側） N/mm2 

σ2c 上フランジの一次＋二次応力の変動値（圧縮側） N/mm2 

σ2t 上フランジの一次＋二次応力の変動値（引張側） N/mm2 

σ2rc 上フランジの半径方向一次＋二次応力の和（圧縮側） N/mm2 

σ2rt 上フランジの半径方向一次＋二次応力の和（引張側） N/mm2 

τ 側板に生じるせん断応力 N/mm2 

τb1 取付ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τ1 上フランジの圧力によるせん断応力 N/mm2 

τ2 上フランジの死荷重によるせん断応力 N/mm2 

τ3 上フランジの鉛直地震力によるせん断応力 N/mm2 

τ4 上フランジの制御棒スクラム時反力によるせん断応力 N/mm2 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 仮定 

a. 水平方向変形モードは下部遮蔽体を梁と考えた時の曲げ及びせん断変形を考慮す

る。 

b. 下部遮蔽体上端は多数のボルトで固定されているため固定端とする。 

c. 下部遮蔽体下端は水平方向変位を拘束する構造物が設けられているため水平方向

支持とする。 

d. 鉛直方向の変形モードは下部遮蔽体を梁と考えた時の軸変形を考慮する。 

 

図-3-4-1-2.1 固有周期計算モデル 

 

(2) 計算モデル 

本機器は上記仮定により図-3-4-1-2.1に示すような上端固定、下端水平方向支持の

一質点系振動モデルとする。 

 

(3) 水平方向の固有周期 

曲げ及びせん断変形による水平方向のばね定数 KHは次式により求める。 

重心の位置に水平方向の荷重 Qが作用した時に下端の支持部に生じる反力 Q'は、図

-3-4-1-2.2に示すような各々の荷重による下端の変位量が等しいとして求める。 

 

 

図-3-4-1-2.2 上端固定、下端支持の場合の変形モデル 
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図-3-4-1-2.2(1)の場合 

δ =
Q ⋅ ℓ2

2

6E ⋅ I
(2ℓ2 + 3ℓ1) +

Q ⋅ ℓ2

G ⋅ Ae

図-3-4-1-2.2(2)の場合 

δ′ =
Q′(ℓ2 + ℓ1)3

3E ⋅ I
+

Q′(ℓ2 + ℓ1)

G ⋅ Ae

δとδ′が等しいと置くことにより 

Q′ = Q

ℓ2
2

6E ⋅ I
(2ℓ2 + 3ℓ1) +

ℓ2
G ⋅ Ae

(ℓ2 + ℓ1)3

3E ⋅ I
+

ℓ2 + ℓ1
G ⋅ Ae

したがって重心位置での変位量δ0は図-3-4-1-2.2(3)より求めることができ、定数 K

は次式により求める。 

KH =
Q

δ0
=

1

ℓ2
3

3E ⋅ I + (1 −
Q′

Q )
ℓ2

G ⋅ Ae
−

Q′

Q ⋅
2 ⋅ ℓ2

3 + 3 ⋅ ℓ2
2 ⋅ ℓ1

6E ⋅ I

したがって水平方向の固有周期は次式により求める。 

TH = 2π√
W1

1000KH

ここで、下部遮蔽体の断面性能は次式により求める。 

I =
π

64
{(d2 + 2t3)4 − (d2)4}

Ae =
3

4
⋅

2(d2
2 + 2d2 ⋅ t3 + 2 ⋅ t3

2)

3 ⋅ d2
2 + 6d2 ⋅ t3 + 4 ⋅ t3

2
π(d2 + t3)t3

 

(4) 鉛直方向の固有周期 

軸変形による鉛直方向のばね定数 KVは次式により求める。 

KV =
E ⋅ Ae

ℓ2

鉛直方向の固有周期は次式により求める。 

TV = 2π√
W1

1000KV
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 上フランジの応力 

上フランジを下部遮蔽体スリーブの内側で支持された均一な円板として応力を計算

する。 

(1) 圧力による半径方向応力及びせん断応力は、次式により求める。 

σr1 =
3P ⋅ (D1 2⁄ )2

8 ⋅ m ⋅ t1
2

(3m + 1)

τ1 =
P ×

π
4

D1
2

π ⋅ D1 ⋅ t1

※：参考文献[1]より 

 

(2) 外荷重による応力 

a.  死荷重による半径方向応力及びせん断応力は、次式により求める。 

σr2 =
3(W1 + W2)g

2π ⋅ m ⋅ t1
2 ⋅ [

1

2
(m − 1) + (m + 1)ln (

D1

d1 + 2t2
) 

   − (m − 1)
{(d1 + 2t2) 2⁄ }2

2(D1 2⁄ )2
]

τ2 =
(W1 + W2)g

π ⋅ D1 ⋅ t1

※：参考文献[1]より 

 

b.  鉛直地震力による半径方向応力及びせん断応力は、次式により求める。 

σr3 =
3(W1 + W2) ⋅ g ⋅ CV

2π ⋅ m ⋅ t1
2 ⋅ [

1

2
(m − 1) + (m + 1)ln (

D1

d1 + 2t2
) 

−(m − 1)
{(d1 + 2t2) 2⁄ }2

2(D1 2⁄ )2
]

τ3 =
(W1 + W2)g ⋅ CV

π ⋅ D1 ⋅ t1

※：参考文献[1]より 

  

図-3-4-1-2.3 圧力に

よる応力の計算モデル 

図-3-4-1-2.4 外荷重に

よる応力の計算モデル 
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c.  制御棒スクラム時反力による半径方向応力及びせん断応力は、次式により求める。 

σr4 =
3W3 ⋅ g

2π ⋅ m ⋅ t1
2 ⋅ [

1

2
(m − 1) + (m + 1)ln (

D1

d1 + 2t2
) 

−(m − 1)
{(d1 + 2t2) 2⁄ }2

2(D1 2⁄ )2
]

τ4 =
W3 ⋅ g

π ⋅ D1 ⋅ t1

※：参考文献[1]より 

 

(3) 組合せ応力 

(1)から(2)によって算出される上フランジの応力は以下により組合わされる。 

a.  一次一般膜応力 

(a) 組合せ引張応力 

σrt = σr1 + σr2 + σr3 + σr4 

σ0t =
1

2
{σrt + √σrt

2 + 4(τ1 + τ2 + τ3 + τ4)2}

(b) 組合せ圧縮応力 

σrc = σr1 + σr2 + σr3 + σr4

σ0c =
1

2
{σrc + √σrc

2 + 4(τ1 + τ2 + τ3 + τ4)2}

なお、一次膜応力＋一次曲げ応力は、一次一般膜応力と同じになるので省略する

ことができる。 

 

b.  地震動のみによる一次＋二次応力の変動値 

(a) 組合せ引張応力 

σ2rt = σr3

σ2t = σ2rt + √σ2rt
2 + 4τ3

2

(b) 組合せ圧縮応力 

σ2rc = σr3

σ2c = σ2rc + √σ2rc
2 + 4τ3

2
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2.2.2. 側板の応力 

水平地震力により側板は上フランジとの接合部で最大モーメントを受ける。 

(1) 死荷重による引張応力は、次式により求める。 

σt1 =
(W1 + W2)g

π
4

{(d1 + 2t2)2 − d1
2}

(2) 鉛直地震力による引張応力は、次式により求める。 

σt2 =
(W1 + W2)g ⋅ CV

π
4 {(d1 + 2t2)2 − d1

2}

(3) 制御棒スクラム時反力による引張応力は、次式により求める。 

σt3 =
W3 ⋅ g

π
4

{(d1 + 2t2)2 − d1
2}

(4) 水平地震力による応力 

a.  曲げモーメント及び曲げ応力は、次式により求める。 

M1 =
W1 ⋅ g ⋅ CH ⋅ ℓ1 ⋅ ℓ2

2L2
(2ℓ1 + ℓ2)

σb1 =
32(d1 + 2t2)M1

π{(d1 + 2t2)4 − d1
4}

b.  せん断力及びせん断応力は、次式により求める。 

Fs =
W1 ⋅ g ⋅ CH ⋅ ℓ1

2L3
(2ℓ1

2 + 6ℓ1 ⋅ ℓ2 + 3ℓ2
2)

τ =
2Fs

π
4 {(d1 + 2t2)2 − d1

2}

(5) 組合せ応力 

(1)から(4)によって算出される側板の応力は、以下により組合わされる。 

a.  一次応力 

σs = (σt1 + σt3 + σt2) + σb1

σ = √σs
2 + 3τ2
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2.2.3. 取付ボルトの応力 

(1) 水平地震力によるせん断応力は、次式により求める。 

τb =
W1 ⋅ g ⋅ CH

n ⋅ Ab

(2) 引張応力 

上フランジにかかる死荷重及び曲げモーメントはW1 + W2、M1を用いる。 

転倒モーメントが作用した場合に生じる取付ボルトの引張荷重と原子炉プールラ

イニングの圧縮荷重については、荷重と変形の釣合条件を考慮することにより求める。 

以下にその手順を示す。（図-3-4-1-2.5参照） 

t4 =
n ⋅ Ab

π ⋅ Dc

t5 =
1

2
(Db0 − Db1) − t4

a.  σb、σcを仮定して係数kを求める。 

k =
1

1 +
σb

s ⋅ σc

b.  αを求める。 

α = cos−1(1 − 2k)

 

図-3-4-1-2.5 原子炉プールライニングとの取合部の荷重状態 
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c.  各定数e 、Ct 、Cc を計算する。 

e =
1

2
{

(π − α) cos2 α +
1
2

(π − α) +
3
2 sin α ⋅ cos α

(π − α) cos α + sin α
  

+

1
2

α −
3
2

sin α ⋅ cos α + α ⋅ cos2 α

sin α − α ⋅ cos α
}

z =
1

2
{cos α + (

1
2 α −

3
2 sin α ⋅ cos α + α ⋅ cos2 α

sin α − α ⋅ cos α
)}

Ct =
2{(π − α) cos α + sin α}

1 + cos α

Cc =
2(sin α − α ⋅ cos α)

1 − cos α

d.  各定数を用いてFt 、Fc を求める。 

Ft =
M1 − (1 − CV)(W1 + W2)g ⋅ z ⋅ Dc

e ⋅ Dc

Fc = Ft + (1 − CV)(W1 + W2)g

 

取付ボルトに引張力が作用しないのは、α がπ に等しくなったときであるので、

2.2.3.(2)c.項の式においてα をπ に近づけた場合の値 e = 0.75 、z = 0.25 を

2.2.3.(2)d.項の式に代入し、得られるFt の値によって引張力の有無を次のように

判定できる。 

Ft ≤ 0 ならば、引張力は作用しない。 

Ft > 0 ならば、引張力は作用しているので以降の計算を行う。 

e.  σb 、σc を求める。 

σb =
2Ft

t4 ⋅ Dc ⋅ Ct

σc =
2Fc

(t5 + s ⋅ t4)Dc ⋅ Cc

 

σb 、 σc が、a. にて仮定した値と十分に近似していることを確認する。 

この場合のσb とσc を取付ボルトと原子炉プールライニングに生じる応力とす

る。 
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3. 評価方法 

3.1. 解析方法 

2項で求めた固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する説明

書」に基づき解析方法の決定を行う。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 上フランジの応力評価 

2.2.1(3)項で求めた組合せ応力が最高使用温度における許容応力 Sa以下であること。 

 

 許容応力 Sa  

一次一般膜応力 

一次膜応力 

＋ 

一次曲げ応力 

一次＋二次応力 
 許容応力状態  

ⅢAS 

設計降伏点 Syと 

設計引張強さ Su

の 0.6倍のうち、

小さい方の値 

算出応力が一次

一般膜応力と同

じ値であるので

評価は省略する。 

地震動のみによる一

次＋二次応力の変動

値が設計降伏点 Syの

二倍以下であれば疲

労解析は不要とする。 ⅣAS 
設計引張強さ Su

の 0.6倍の値 

 

3.2.2. 側板の応力評価 

2.2.2項で求めた各応力が最高使用温度における許容応力 Sb以下であること。 

 

 許容応力 Sb  一次応力 

 許容応力状態  引張 ft せん断 fs 曲げ fb 組合せ 

ⅢAS 
1.5 (

F

1.5
) 1.5 (

F

1.5√3
) 1.5 (

F

1.5
) 1.5 (

F

1.5
) 

ⅣAS 
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3.2.3. 取付ボルトの応力評価 

2.2.3項で求めた取付ボルトの引張応力σbは、下記２式より求めた許容引張応力 fts

以下であること。せん断応力τbは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb

以下であること。 

fts = 1.4 ⋅ ft0 − 1.6 ⋅ τb 

fts ≤ ft0 

 

 許容応力  一次応力 

 許容応力状態  許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ⅢAS 1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 

ⅣAS 1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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4. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ(m) 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震力 

下部遮蔽

体 
S 

原子炉建家(注 1) 

F.L. -1.0 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

125.3 180.6 CH=0.99 CV=0.96 CH=0.55 CV=0.52 CH=0.58 CV=0.29 

注１：原子炉本体の基準床レベルを示す。 

 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

静水頭(0.0785) 43 

 

(1) 容器 

材質 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

SUS304L 43℃ 173 475 

 

(2) 支持構造物 

 

 

 

図-3-4-1-2.6 下部遮蔽体の外形図及びモデル図 

材質 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

SUS304 
40℃ 205 - 

43℃ 203 515 

下部遮蔽体スリーブ 
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5. 機器要目 

D1 

(mm) 

d1 

(mm) 

d2 

(mm) 

ℓ1 

(mm) 

ℓ2 

(mm) 

t1 

(mm) 

t2 

(mm) 

t3 

(mm) 

L 

(mm) 

690 646 536 791 704 55 12 12 1495 

 

W1 

(kg) 

W2 

(kg) 

W3 

(kg) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

m 

(-) 

Ab(mm
2) 

(M18) 

n 

(-) 

Dc 

(mm) 

2200 1070 17300 1.93×105 7.42×104 3.3 254.5 24 820 

 

Db0 

(mm) 

Db1 

(mm) 

F (SUS304)(N/mm2) s 

(-) 
   

ⅣAS ⅢAS 

900 690 246 205 1    
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6. 計算数値 

6.1. 許容応力状態ⅣAS 

6.1.1. 上フランジに生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 半径方向 せん断 

圧力による応力 4 1 

死荷重による応力 1 1 

鉛直地震力による応力 1 1 

制御棒スクラム時反力による応力 2 2 

応力の和 
引張側 8 5 

圧縮側 8 5 

組合せ応力 
引張側 11 

圧縮側 11 

 

6.1.2. 側板に生じる一次応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 半径方向 せん断 曲げ 

死荷重による応力 2 - - 

鉛直地震力による応力 2 - - 

制御棒スクラム時反力による応力 7 - - 

水平地震力による応力 - 2 2 

応力の和 11 2 2 

組合せ応力 14 

 

6.1.3. 上フランジに生じる地震動のみによる一次＋二次応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 半径方向 せん断 

鉛直地震力による応力 1 1 

組合せ応力 
引張側 4 

圧縮側 4 

 

6.1.4. 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 引張 せん断 

圧力による応力 4 4 
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6.2. 許容応力状態ⅢAS 

6.2.1. 上フランジに生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

応力の種類 半径方向 せん断 

圧力による応力 4 1 

死荷重による応力 1 1 

鉛直地震力による応力 1 1 

制御棒スクラム時反力による応力 2 2 

応力の和 
引張側 8 5 

圧縮側 8 5 

組合せ応力 
引張側 11 

圧縮側 11 

 

6.2.2. 側板に生じる一次応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

応力の種類 半径方向 せん断 曲げ 

死荷重による応力 2 - - 

鉛直地震力による応力 1 - - 

制御棒スクラム時反力による応力 7 - - 

水平地震力による応力 - 1 1 

応力の和 10 1 1 

組合せ応力 12 

 

6.2.3. 上フランジに生じる地震動のみによる一次＋二次応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

応力の種類 半径方向 せん断 

鉛直地震力による応力 1 1 

組合せ応力 
引張側 4 

圧縮側 4 

 

6.2.4. 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張 せん断 

圧力による応力 0 2 
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7. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、構造上、地震の方向によって

発生応力が最大となる位置が異なることから考慮不要とした。ただし、ボルトのせん

断は水平 2方向の荷重を同時に受けるため、6 項の値を 1.42倍している。 

 

(1) 容器 

表-3-4-1-2.1 容器の評価結果      (単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
評価場所 材料 応力 算出応力 許容応力 

ⅣAS 上フランジ SUS304L 
一次一般膜 11 285 

一次＋二次 4 346 

ⅢAS 上フランジ SUS304L 
一次一般膜 11 173 

一次＋二次 4 346 

 

(2) 支持構造物 

表-3-4-1-2.2 支持構造物の評価結果   (単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
評価場所 材料 応力 算出応力 許容応力 

ⅣAS 

側板 SUS304 

引張 11 246 

せん断 2 142 

曲げ 2 246 

組合せ 14 246 

取付ボルト SUS304 
引張 4 184 

せん断 6 142 

ⅢAS 

側板 SUS304 

引張 10 205 

せん断 1 118 

曲げ 1 205 

組合せ 12 205 

取付ボルト SUS304 
引張 0 153 

せん断 3 118 



 

添 3-4-1-2-19 

8．参考文献 

[1] 日本機会学会:機械工学便覧 

 





 

 

 

 

 

３－４－２．原子炉冷却系統施設の耐震強度評価 

 

 ３－４－２－１．1 次冷却材熱交換器の耐震強度評価



 

 

目次 

 

1．設計条件 ························································· 添 3-4-2-1-1 

2．機器要目 ························································· 添 3-4-2-1-2 

3．計算数値 ························································· 添 3-4-2-1-5 

3.1．許容応力状態ＢAS ··············································· 添 3-4-2-1-5 

3.1.1．胴に生じる応力 ·········································· 添 3-4-2-1-5 

3.1.2．脚に生じる応力 ·········································· 添 3-4-2-1-6 

3.1.3．基礎ボルトに生じる応力 ·································· 添 3-4-2-1-7 

4．結論 ····························································· 添 3-4-2-1-7 
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本計算書は「添付書類 3-3-2-2．横置二胴円筒形容器」に基づいて計算を行う。 

 

1. 設計条件 

機器名称 耐震クラス 

据付場所及び

床面高さ 

(m) 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

比重 

一次冷却材 

熱交換器 
B 

原子炉建家(注) 

1FL -7.95 
0.7845 55 － 

注:基準床レベルを示す。 

 

 

固有振動数(Hz) 

水平方向 鉛直方向 

15.3 33.6 

 

 

ＢAS 

静的 

地震力 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

水平方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

CH=0.18 CH=0.48 CV=0.25 

 

 

部材 材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

許容引張応力 

S(N/mm2) 

胴板 SUS304L 55℃ 166 459 109 

脚 SM400A 40℃ 215 400 - 

基礎ボルト SS400 40℃ 235 400 - 
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2. 機器要目 

W1 

(N) 

W2 

(N) 

W3 

(N) 

W4 

(N) 

W5 

(N) 

W6 

(N) 

W7 

(N) 

54230 27560 20100 69230 19420 46970 35110 

 

W1' 

(N) 

W2' 

(N) 

W3' 

(N) 

W4' 

(N) 

W5' 

(N) 

W6' 

(N) 

W7' 

(N) 

54230 27560 20100 69230 19420 46970 35110 

 

W0 

(N) 

W0ℓ 

(N) 

W0u 

(N) 

Wsℓ 

(N) 

Wsu 

(N) 

583500 272600 272600 6374 12750 

 

ℓ1 

(mm) 

ℓ2 

(mm) 

ℓ3 

(mm) 

ℓ4 

(mm) 

ℓ5 

(mm) 

ℓ6 

(mm) 

ℓ7 

(mm) 

ℓ8 

(mm) 

-1103 -393 0 1016 2038 2724 3357 648 

 

h1 

(mm) 

h2 

(mm) 

h3 

(mm) 

ℓ0 

(mm) 

604 1100 3300 2038 

 

Di 

(mm) 

t 

(mm) 

te 

(mm) 

C1 

(mm) 

C2 

(mm) 

1650 14 33 700 200 

 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

Es 

(N/mm2) 

Gs 

(N/mm2) 

θ0 

(rad) 

1.93 

×105 

7.42 

×104 

2.02 

×105 

7.77 

×104 
2.187 
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As 

(mm2) 

As1 

(mm2) 

As2 

(mm2) 

As3 

(mm2) 

As4 

(mm2) 

8.086 

×104 

3.953 

×104 

3.860 

×104 

3.226 

×104 

2.954 

×104 

 

Isx 

(mm4) 

Isy 

(mm4) 

Js 

(mm4) 

Zsx 

(mm3) 

Zsy 

(mm3) 

1.74 

×1010 

1.29 

×109 

2.11 

×107 

2.48 

×107 

4.56 

×106 

 

s 

(-) 

n 

(-) 

n1 

(-) 

n2 

(-) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

d1 

(mm) 

d2 

(mm) 

Ab 

(mm2) 

15 4 2 2 450 1450 125 150 
1018 

(M36) 

 

F(脚)(N/mm2) F(基礎ボルト)(N/mm2) 

ＢAS ＢAS 

215 235 
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図-3-4-2-1.1 1次冷却材熱交換器の荷重説明図 
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3. 計算数値 

本評価では水平地震動による応力と鉛直地震動による応力をＳＲＳＳ法により組合

せた。 

3.1. 許容応力状態 BAS 

3.1.1. 胴に生じる応力 

(1) 胴に生じる一次一般膜応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 1/2Sdと静的地震力の大きい方 

地震の方向 長手方向 横方向 

応力の方向 周方向応力 軸方向応力 周方向応力 軸方向応力 

内圧による応力 σφ1=47 σx1=24 σφ1=47 σx1=24 

運転時重量による長手方向 

曲げモーメントによる応力 
- σx2=21 - σx2=21 

鉛直方向地震力による長手方向 

曲げモーメントによる応力 
- σx6=6 - σx6=6 

水平方向地震力による応力 - σx43=4 - - 

組合せ応力 σ0ℓ=53 σ0c=51 
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(2) 胴に生じる一次応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 1/2Sdと静的地震力の大きい方 

地震の方向 長手方向 横方向 

応力の方向 周方向応力 軸方向応力 周方向応力 軸方向応力 

内圧による応力 σφ1=47 σx1=24 σφ1=47 σx1=24 

運転時重量による長手方向 

曲げモーメントによる応力 
- σx2=21 - σx2=21 

鉛直方向地震力による長手方向 

曲げモーメントによる応力 
- σx6=6 - σx6=6 

運転時重量による脚反力に 

よる応力 
σφ3=5 σx3=8 σφ3=5 σx3=8 

鉛直方向地震力による脚反力に 

よる応力 
σφ7=1 σx7=2 σφ7=1 σx7=2 

水平方向地震力に 

よる応力 

引張 σφ4=7 σx4=13 σφ5=16 σx5=12 

せん断 τℓ=25 τc=4 

組合せ応力 σ1ℓ=90 σ1c=72 

 

3.1.2. 脚に生じる応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 1/2Sdと静的地震力の大きい方 

地震の方向 長手方向 横方向 

運転時重量による応力 圧縮 σs1=4 σs1=4 

鉛直方向地震力による応力 圧縮 σs4=1 σs4=1 

水平方向地震力による応力 

曲げ、圧縮 σs2=22 - 

曲げ - σs3=11 

せん断 τs2=9 τs3=5 

組合せ応力 σsℓ=31 σsc=18 
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3.1.3. 基礎ボルトに生じる応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 1/2Sdと静的地震力の大きい方 

地震の方向 長手方向 横方向 

引張応力 σb1=133 σb2=59 

せん断応力 τb1=69 τb2=36 

 

4. 結論 

下表に示すように、許容応力状態ＢASにおける算出応力はすべて許容応力以下であ

る。なお、水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、本機器は応答軸が

明確な設備であり、厳しい応力が発生する向きへ地震力を入力していることから、考

慮不要とした。 

表-3-4-2-1.1 評価結果 

(単位:N/mm2) 

許容応 

力状態 
部材 材料 応力 

算出 

応力 

許容 

応力 

BAS 

胴板 SUS304L 
一次一般膜 σ0=53 Sa=166 

一次膜+一次曲げ σ1=90 Sa=166 

脚 SM400A 組合せ σs=31 ft=215 

基礎 

ボルト 
SS400 

引張 σb=133 fts=136 

せん断 τb=69 fsb=135 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

PCS-R-1 炉心構造体 から 原子炉プール貫通部アンカ まで B 

PCS-R-2 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

PCS-R-3 カナル貫通部アンカ から 16N減衰タンク まで B 

PCS-R-4 
16N減衰タンク から 1次冷却材主ポンプ、 

1次冷却材補助ポンプ及び原子炉建家地階アンカ まで 
B 

PCS-R-5 
1次冷却材主ポンプ及び 1次冷却材補助ポンプ から 

1次冷却材熱交換器 まで 
B 

PCS-R-6 1次冷却材熱交換器 から カナル貫通部アンカ まで B 

PCS-R-7 カナル貫通部アンカ から原子炉プール貫通部アンカ まで B 

PCS-R-8 原子炉プール貫通部アンカ から ディフューザ入口 まで B 

PCS-R-9 R-4分岐部 から 原子炉プール水浄化ポンプ まで B 

PCS-R-10 R-5分岐部 から 原子炉建家地階アンカ まで B 

PCS-R-11 R-6分岐部 から 原子炉建家地階アンカ まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 
ハンガー 

 
スナッバ 

 
リジットハンガ 

 
流量計 
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(1) PCS-R-1 

 

1602.4 

641.2 

416.4 

PCS-R-2 

FL 2900 

炉心構造体 

FL -200 

2
300 

8
00 

738 
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(2) PCS-R-2 

 

1962 

2
888 

PCS-R-1 

FL 2900 

PCS-R-3 

FL 0 

PCS-R-12 

PCS-R-14 
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(3) PCS-R-3 

  

1778 

PCS-R-2 

FL 0 

16N減衰タンク 

FL -6550 

KV21-01 

1152 

8
25.

5 
7
71.

8 
4
964

.7 

266 
284 
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(4) PCS-R-4 

 

362 

496 

859.1 

5
58.

8 

3490.9 

2985 

5
90
 

1
24
8
.8
 

3080 

2685 

900 

1500 2250 

2600 

1850 

1000 

479.2 

270 

950 

965 

4967.2 

KV21-02 

KV21-03 

KV21-14 

KV21-13 

KV21-22 

1次冷却材補助ポンプ 

16N減衰タンク 

FL -7340 

1250 

250 

1500 

7
50
 

8
50
 

250 
800 

879.2 

2580 

500 

475 

250 

479.2 

900 

440.9 

PCS-R-9 

1次冷却材主ポンプ 
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(5) PCS-R-5 

 

7
50
 

1
500 

2
548

.8 

9
70.

1 

 

3080 

2600 

770 

2667 

989.1 
2
367

.9 

 

508 

508 

6
51.

2 

907.2 

643.7 

5
23.

8 

 

962.8 

300 

930 

KV21-07 

KV21-05 

KV21-04 
KV21-06 

KV21-08 

KV21-09 

KV21-16 

KV21-18 

KV21-15 
KV21-17 

1次冷却材補助ポンプ 

FL -6420 

1135 

350 

1
120 1230 

1次冷却材熱交換器 

FL -6300 

1次冷却材主ポンプ 

FL -6150 

2
50 5

50 

660 

1300 
500 

1
550 

560 

6
50 

A 

拡大部 A 

812.8 

812.8 

630 

4
62 

7
50
 

300 

600 

PCS-R-10 
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(6) PCS-R-6 

 

A 

2161.6 

1350 

812.8 

8617.6 

4
06.

4 

1117.6 

2
71
0
.6
 

1934.1 

465.9 

4
06.

4 

拡大部 A 

5051.7 

KV21-10 

KV21-11 

KV21-12 

2015.9 

2362.8 

4398.4 

760 

PCS-R-7 

FL 0 

1次冷却材熱交換器 

FL -3105 
465.9 

750 

550 

PCS-R-11 
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(7) PCS-R-7 

 

PCS-R-6 

FL 0 

PCS-R-8 

FL 2900 

2
888 

1962 
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(8) PCS-R-8 

 

838 

2
500 

 

PCS-R-7 

FL 2900 

5
50 
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(9) PCS-R-9 

 

1520.5 

600 

KV21-19 

原子炉プール水浄化ポンプ 

FL -7160 

PCS-R-4 

FL -6750 

1
31 

 

1709.5 

500 

325 

500 

200 

180 
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(10) PCS-R-10 

 

2
21 

300 

PCS-R-5 

FL -3100 

KV21-20 

 

FL -3600 

830 

1560 
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(11) PCS-R-11 

 
2
86.

7 

465 

1
55 

3000 

400 

KV21-21 

PCS-R-6 

FL -2698.6 

 

FL -3420 

500 

800 
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3. 設計条件 

3.1. PCS-R-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 558.8   

板厚(mm) 9.5   

材質 SUS304LTPY   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.1961   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 133   

設計引張強さ Su(N/mm2) 367   

許容 

応力 

(N/mm2) 

ⅣAS 
1 次 330   

1次+2次 266   

BAS 1 次 133   

  

炉
心
構
造
体 

P1 

 

評価点 1 

評価点 13 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (9) 2.10 － 

3 (6) 4.03 － 

4 (6) 4.03 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (6) 5.28 － 

7 (6) 5.28 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (6) 5.28 － 

11 (6) 5.28 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － フランジ 44.40 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ⅣAS 基準地震動 Ss 1.2ZPA － 
原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 9,10,22,23 

1.05 0.98 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
1.2ZPA － 0.30 0.26 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 

 

(5) 地震相対変位(基準地震動 Ss) 

評価点 
相対変位(mm) 

地震 X 地震 Y 地震 Z 

1 4.31 0.15 4.31 

8 － 0.16 4.87 

13 6.18 0.18 6.18 
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3.2. PCS-R-2 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 558.8   

板厚(mm) 9.5   

材質 SUS304LTPY   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.1961   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 133   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 133 

  

  

P1 

 

評価点 1 

評価点 9 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (5) 2.24 － 

4 (5) 2.24 － 

5 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

6 (6) 5.28 － 

7 (6) 5.28 － 

8 (3) 1.80 － 

9 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9 

0.30 0.26 

静的地震力 － － 0.29 － 

 

 

 

  



 

添 3-4-2-2-19 

3.3. PCS-R-3 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 558.8 660.4 812.8 

板厚(mm) 9.5 12.7 12.7 

材質 SUS304LTPY SUS304LTPY SUS304LTPY 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×106 1.93×106 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961 0.1961 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy 133 133 133 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 133 133 133 

  

 

N
16

減
衰
タ
ン
ク 

P1 

P2 P3 

KV21-01 

550A×650A 650A×800A 

評価点 1 

評価点 7 

評価点 8 

評価点 17 評価点 20 

評価点 23 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (5) 2.10 － 

4 (5) 2.10 － 

5 (5) 2.10 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (6) 4.03 － 

9 (6) 4.03 － 

10 (5) 2.10 － 

11 (5) 2.10 － 

12 (5) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (1) 1.00 － 

14 (5) 2.10 － 

15 (6) 5.28 － 

16 (6) 5.28 － 

17 (7) 2.00 － 

18 (3) 1.80 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (7) 2.00 － 

21 (2) 2.10 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

7 KV21-01 弁 760.00 － 

8 KV21-01 弁 760.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 



 

添 3-4-2-2-21 

3.4. PCS-R-4 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 P4 

外径(mm) 558.8 114.3 318.5 267.4 

板厚(mm) 9.5 4.0 6.5 6.5 

材質 SUS304LTPY SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961 0.1961 0.1961 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － － 

設計降伏点 Sy 133 166 166 166 

設計引張強さ Su － － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 133 166 166 166 

  

N16減衰タンク 1次冷却材主ポンプ 

P1 

P2 

1次冷却材補助ポンプ 

KV21-22 

KV21-13 

KV21-02 

KV21-03 

P6 

P3 

P4 
P8 

P8 

P7 

P5 

P7 

P6 

評価点 1 

評価点 54 

評価点 53 評価点 52 

評価点 

79 
評価点 
80 

評価点 88 

評価点 102 

評価点 
94 

評価点 
93 

評価点 68 

評価点 69 

評価点 71 評価点 75 

評価点 73 

評価点 72 

KV21-14 



 

添 3-4-2-2-22 

配管番号 P5 P6 P7 P8 

外径(mm) 267.4 457.2 457.2 406.4 

板厚(mm) 6.5 8.0 8.0 8.0 

材質 SUS304LTP SUS304LTPY SUS304LTPY SUS304LTPY 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.7845 0.1961 0.7845 0.7845 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － － 

設計降伏点 Sy 166 133 133 133 

設計引張強さ Su － － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 133 133 133 

  



 

添 3-4-2-2-23 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (6) 5.28 － 

2 (6) 5.28 － 

3 (6) 4.03 － 

4 (6) 4.03 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (5) 2.10 － 

10 (6) 5.28 － 

11 (6) 5.28 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (6) 5.28 － 

15 (6) 5.28 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (5) 2.58 2.58 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (4) 3.16 3.16 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (6) 5.28 － 

28 (6) 5.28 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (5) 2.10 － 

32 (3) 1.80 － 

33 (4) 3.16 3.16 

34 (3) 1.80 － 

35 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (1) 1.00 － 

37 (1) 1.00 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (1) 1.00 － 

40 (3) 1.80 － 

41 (4) 3.16 3.16 

42 (3) 1.80 － 

43 (2) 2.10 － 

44 (1) 1.00 － 

45 (6) 2.63 － 

46 (6) 2.63 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (6) 2.63 － 

49 (6) 2.63 － 

50 (1) 1.00 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (2) 2.10 － 

53 (2) 2.10 － 

54 (2) 2.10 － 

55 (1) 1.00 － 

56 (1) 1.00 － 

57 (1) 1.00 － 

58 (6) 3.66 － 

59 (6) 3.66 － 

60 (3) 1.80 － 

61 (4) 2.79 2.79 

62 (3) 1.80 － 

63 (1) 1.00 － 

64 (3) 1.80 － 

65 (4) 2.79 2.79 

66 (3) 1.80 － 

67 (2) 2.10 － 

68 (2) 2.10 － 

69 (2) 2.10 － 

70 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-2-2-24 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (2) 2.10 － 

72 (2) 2.10 － 

73 (2) 2.10 － 

74 (1) 1.00 － 

75 (2) 2.10 － 

76 (3) 1.80 － 

77 (5) 2.10 － 

78 (1) 1.00 － 

79 (2) 2.10 － 

80 (2) 2.10 － 

81 (1) 1.00 － 

82 (5) 2.10 － 

83 (3) 1.80 － 

84 (4) 3.10 3.10 

85 (3) 1.80 － 

86 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

87 (3) 1.80 － 

88 (2) 2.10 － 

89 (3) 1.80 － 

90 (1) 1.00 － 

91 (5) 2.10 － 

92 (1) 1.00 － 

93 (2) 2.10 － 

94 (2) 2.10 － 

95 (1) 1.00 － 

96 (5) 2.10 － 

97 (3) 1.80 － 

98 (4) 3.10 3.10 

99 (3) 1.80 － 

100 (1) 1.00 － 

101 (3) 1.80 － 

102 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

52 KV21-22 弁 25.00 － 

53 KV21-22 弁 25.00 － 

68 KV21-14 弁 120.00 － 

69 KV21-14 弁 120.00 － 

72 KV21-13 弁 120.00 － 

73 KV21-13 弁 120.00 － 

79 KV21-03 弁 355.00 － 

80 KV21-03 弁 355.00 － 

93 KV21-02 弁 355.00 － 

94 KV21-02 弁 355.00 － 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 

 

  



 

添 3-4-2-2-26 

3.5. PCS-R-5 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 406.4 558.8 318.5 

板厚(mm) 8.0 9.5 6.5 

材質 SUS304LTPY SUS304LTPY SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.7845 0.7845 0.7845 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy 133 133 166 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 133 133 166 

  

１次冷却材補助ポンプ １次冷却材主ポンプ １次冷却材熱交換器 

P1 

P1 

P2 

P1 

P1 

P4 

P3 

P4 

P5 P5 

KV21-07 KV21-05 

KV21-06 

KV21-04 

KV21-15 KV21-16 

KV21-18 KV21-17 

KV21-09 KV21-08 

400A×550A 550A×400A 

300A×200A 

評価点 1 

評価点 

6 

評価点 

7 

評価点 21 

評価点 75 

評価点 70 

評価点 69 

評価点 67 

評価点 115 

評価点 116 

評価点 120 

評価点 122 

評価点 43 

評価点 53 

評価点 58 

評価点 60 

評価点 81 

評価点 85 

評価点 86 

評価点 90 

評価点 92 

評価点 93 

評価点 94 

評価点 98 

評価点 99 

評価点 100 

評価点 104 

評価点 106 

評価点 107 

評価点 108 

評価点 112 

評価点 

9 

評価点 54 

400A× 

500A 

400A× 

500A 
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配管番号 P4 P5  

外径(mm) 216.3 508.0  

板厚(mm) 6.5 9.5  

材質 SUS304LTP SUS304L  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.7845 0.7845  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 133  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 133  

  



 

添 3-4-2-2-28 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (5) 2.10 － 

4 (6) 4.77 － 

5 (6) 4.77 － 

6 (6) 4.77 － 

9 (3) 1.80 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 4.77 － 

12 (6) 4.77 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (6) 3.64 － 

16 (6) 3.64 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (3) 1.80 － 

21 (7) 2.00 － 

22 (3) 1.80 － 

23 (4) 3.16 3.16 

24 (3) 1.80 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (4) 3.16 3.16 

27 (5) 2.10 － 

28 (5) 2.10 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (6) 5.28 － 

32 (6) 5.28 － 

33 (1) 1.00 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (1) 1.00 － 

36 (3) 1.80 － 

37 (4) 3.16 3.16 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

38 (6) 4.03 － 

39 (6) 4.03 － 

40 (1) 1.00 － 

41 (6) 4.03 － 

42 (6) 4.03 － 

43 (7) 2.00 － 

44 (3) 1.80 － 

45 (3) 1.00 － 

46 (5) 2.10 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (6) 4.77 － 

49 (6) 4.77 － 

50 (5) 2.10 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (6) 4.77 － 

53 (6) 4.77 － 

54 (2) 2.10 － 

55 (5) 2.10 － 

56 (5) 2.10 － 

57 (3) 1.80 － 

58 (7) 2.00 － 

59 (6) 4.95 － 

60 (6) 4.95 － 

61 (3) 1.80 － 

62 (1) 1.00 － 

63 (1) 1.00 － 

64 (6) 4.77 － 

65 (6) 4.77 － 

66 (1) 1.00 － 

67 (3) 1.80 － 

70 (6) 4.77 － 

71 (6) 4.77 － 

72 (6) 4.77 － 

73 (5) 2.10 － 

74 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-2-2-29 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

75 (2) 2.10 － 

76 (3) 1.80 － 

77 (3) 1.80 － 

78 (3) 1.80 － 

79 (4) 2.79 2.79 

80 (3) 1.80 － 

81 (7) 2.00 － 

82 (3) 1.80 － 

83 (1) 1.00 － 

84 (6) 2.60 － 

85 (6) 2.60 － 

86 (9) 2.10 － 

87 (1) 1.00 － 

88 (6) 3.70 － 

89 (6) 3.70 － 

90 (3) 1.80 － 

92 (6) 3.70 － 

93 (6) 3.70 － 

94 (2) 2.10 － 

95 (5) 2.10 － 

96 (5) 2.10 － 

97 (1) 1.00 － 

98 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

99 (9) 2.10 － 

100 (9) 2.10 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (6) 3.70 － 

103 (6) 3.70 － 

104 (3) 1.80 － 

106 (6) 3.70 － 

107 (6) 3.70 － 

108 (2) 2.10 － 

109 (5) 2.10 － 

110 (5) 2.10 － 

111 (1) 1.00 － 

112 (2) 2.10 － 

113 (3) 1.80 － 

114 (6) 4.77 － 

115 (6) 4.77 － 

116 (9) 2.10 － 

117 (9) 2.10 － 

118 (9) 2.10 － 

119 (3) 1.80 － 

120 (7) 2.00 － 

121 (6) 4.95 － 

122 (6) 4.95 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 KV21-05 弁 225.00 － 

7 
KV21-05 

KV21-07 
弁 413.75 － 

8 KV21-07 弁 377.50 － 

9 KV21-07 弁 188.75 － 

53 KV21-09 弁 450.00 － 

54 KV21-09 弁 450.00 － 

67 KV21-06 弁 188.75 － 

68 KV21-06 弁 377.50 － 

69 
KV21-04 

KV21-06 
弁 413.75 － 

70 KV21-04 弁 225.00 － 

85 － 
フランジ+ 

流量計 
55.50 － 

86 － 
フランジ+ 

流量計 
55.50 － 

90 KV21-18 弁 50.00 － 

91 KV21-18 弁 100.00 － 

92 KV21-18 弁 50.00 － 

93 KV21-16 弁 55.00 － 

94 KV21-16 弁 55.00 － 

99 － 
フランジ+ 

流量計 
55.50 － 

100 － 
フランジ+ 

流量計 
55.50 － 

104 KV21-17 弁 50.00 － 

105 KV21-17 弁 100.00 － 

106 KV21-17 弁 50.00 － 

107 KV21-15 弁 55.00 － 

108 KV21-15 弁 55.00 － 

115 KV21-08 弁 450.00 － 

116 KV21-08 弁 450.00 － 

123 KV21-07 弁 445.00 － 

124 KV21-06 弁 445.00 － 

125 KV21-18 弁 160.00 － 

126 KV21-17 弁 160.00 － 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.6. PCS-R-6 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 406.4 558.8 558.8 

板厚(mm) 8.0 9.5 9.5 

材質 SUS304LTPY SUS304LTPY SUS304LTPY 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.7845 0.7845 静水頭 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy 133 133 133 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 133 133 133 

  

1次冷却材熱交換器 

P1 

P3 

550A×400A 

KV21-12 

P1 KV21-11 KV21-10 

評価点 1 

評価点 8 

評価点 9 

評価点 16 
評価点 34 評価点 35 評価点 45 評価点 46 

評価点 52 

評価点 19 

評価点 20 

評価点 27 

P2 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (6) 4.77 － 

2 (6) 4.77 － 

3 (6) 4.77 － 

4 (5) 2.10 － 

5 (5) 2.10 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (5) 2.10 － 

8 (2) 2.10 － 

9 (6) 4.77 － 

10 (6) 4.77 － 

11 (5) 2.10 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (3) 1.80 － 

16 (7) 2.00 － 

17 (3) 1.80 － 

18 (4) 3.16 3.16 

19 (2) 2.10 － 

20 (2) 2.10 － 

21 (5) 2.10 － 

22 (5) 2.10 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (5) 2.10 － 

25 (6) 3.64 － 

26 (6) 4.77 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

27 (6) 4.77 － 

28 (3) 1.80 － 

29 (5) 2.10 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (1) 1.00 － 

34 (9) 2.10 － 

35 (9) 2.10 － 

36 (6) 5.28 － 

37 (6) 5.28 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (1) 1.00 － 

40 (1) 1.00 － 

41 (1) 1.00 － 

42 (1) 1.00 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (1) 1.00 － 

45 (2) 2.10 － 

46 (6) 5.28 － 

47 (6) 5.28 － 

48 (6) 5.28 － 

49 (5) 2.10 － 

50 (5) 2.10 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (2) 2.10 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 KV21-10 弁 355.00 － 

9 KV21-10 弁 355.00 － 

19 KV21-11 弁 355.00 － 

20 KV21-11 弁 355.00 － 

34 － 

1次冷却材 

ストレーナ＋ 

フランジ 

153.40 － 

35 － 

1次冷却材 

ストレーナ＋ 

フランジ 

153.40 － 

45 KV21-12 弁 760.00 － 

46 KV21-12 弁 760.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
時刻歴 2.0% 原子炉建家質点 3 － － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 2,3 0.18 － 
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3.7. PCS-R-7 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 558.8   

板厚(mm) 9.5   

材質 SUS304LTPY   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0686   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 133   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 133 

  

  

P1 

 

評価点 1 

評価点 8 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (3) 1.80 － 

3 (6) 5.28 － 

4 (6) 5.28 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

5 (1) 1.00 － 

6 (5) 2.10 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9 

0.30 0.26 

静的地震力 － － 0.29 － 
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3.8. PCS-R-8 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 558.8   

板厚(mm) 9.5   

材質 SUS304LTPY   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0701   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 133   

設計引張強さ Su(N/mm2) 367   

許容 

応力 

(N/mm2) 

ⅣAS 
1 次 330   

1次+2次 266   

BAS 1 次 133   

  

P1 

 

評価点 1 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (6) 5.28 － 

4 (6) 5.28 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ⅣAS 基準地震動 Ss 1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9 

1.05 0.98 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
1.2ZPA － 0.30 0.26 

静的地震力 － － 0.29 － 

 

(5) 地震相対変位(基準地震動 Ss) 

評価点 
相対変位(mm) 

地震 X 地震 Y 地震 Z 

1 6.18 0.18 6.18 

8 4.76 － 4.76 
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3.9. PCS-R-9 

(1) 解析モデル 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 76.3 76.3  

板厚(mm) 3.5 3.5  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.7845  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 166 166  

設計引張強さ Su(N/mm2) － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166 

 

  

原子炉プール水 

浄化ポンプ 

PCS-R-4 

P1 P2 

KV21-19 

評価点 1 

評価点 6 評価点 7 

評価点 24 



 

添 3-4-2-2-40 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (5) 2.10 － 

2 (6) 2.96 － 

3 (6) 2.96 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (6) 2.26 － 

9 (6) 2.26 － 

10 (6) 2.26 － 

11 (6) 2.26 － 

12 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (6) 2.26 － 

14 (6) 2.26 － 

15 (6) 2.26 － 

16 (6) 2.26 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (6) 2.26 － 

21 (6) 2.26 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (5) 2.10 － 

24 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 KV21-19 弁 16.00 － 

7 KV21-19 弁 16.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.10. PCS-R-10 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 76.3   

板厚(mm) 3.5   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.7845   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 166   

設計引張強さ Su(N/mm2) －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166  

 

  

PCS-R-5 

P1 

KV21-20 

評価点 1 

評価点 3 評価点 4 

評価点 11 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (5) 2.10 － 

2 (6) 2.26 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

7 (6) 2.26 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (6) 2.26 － 

10 (6) 2.26 － 

11 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

3 KV21-20 弁 16.00 － 

4 KV21-20 弁 16.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2,3 

0.28 0.26 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.11. PCS-R-11 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 76.3   

板厚(mm) 3.5   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.7845   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 166   

設計引張強さ Su(N/mm2) －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166  

 

  

PCS-R-6 

P1 

KV21-21 

評価点 1 

評価点 17 評価点 18 

評価点 19 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (5) 2.10 － 

2 (6) 2.26 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (6) 2.26 － 

5 (6) 2.26 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (6) 2.26 － 

8 (6) 2.26 － 

9 (6) 2.26 － 

10 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

11 (6) 2.26 － 

12 (6) 2.26 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

17 KV21-21 弁 16.00 － 

18 KV21-21 弁 16.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2,3 

0.28 0.26 

静的地震力 － － 0.18 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) PCS-R-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 66.0 121.0 63.1 

固有周期（s） 0.015 0.008 0.016 
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(2) PCS-R-2 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 92.5 150.1 47.5 

固有周期（s） 0.011 0.007 0.021 
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(3) PCS-R-3 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 19.2 68.7 16.3 

固有周期（s） 0.052 0.015 0.061 
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(4) PCS-R-4 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 16.3 31.1 10.2 

固有周期（s） 0.061 0.032 0.098 
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(5) PCS-R-5 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 20.1 9.0 6.8 

固有周期（s） 0.050 0.111 0.147 
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(6) PCS-R-6 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 8.6 8.6 23.9 

固有周期（s） 0.116 0.116 0.042 
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(7) PCS-R-7 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 92.2 150.0 47.5 

固有周期（s） 0.011 0.007 0.021 
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(8) PCS-R-8 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 114.8 44.4 48.9 

固有周期（s） 0.009 0.023 0.021 
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(9) PCS-R-9 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 50.9 15.8 75.8 

固有周期（s） 0.02 0.063 0.013 
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(10) PCS-R-10 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 58.8 27.3 70.5 

固有周期（s） 0.017 0.037 0.014 
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(11) PCS-R-11 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 29.1 27.8 68.0 

固有周期（s） 0.034 0.036 0.015 
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4.2. 結論 

4.2.1. PCS-R-1 

(1) ⅣAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅣAS 1 一次応力 3 4 7 8 14 330 30 266 

ⅣAS 10 一次＋二次応力 3 1 5 22 9 330 54 266 

 

(2) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 3 4 3 － 10 133 
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4.2.2. PCS-R-2 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 3 3 4 － 10 133 

 

  



 

添 3-4-2-2-58 

4.2.3. PCS-R-3 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 3 1 17 － 21 133 
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4.2.4. PCS-R-4 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 23 一次応力 3 5 48 - 56 133 

 

  



 

添 3-4-2-2-60 

4.2.5. PCS-R-5 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 23 一次応力 12 6 49 - 67 133 

 

  



 

添 3-4-2-2-61 

4.2.6. PCS-R-6 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 18 一次応力 12 3 54 - 69 133 

 

  



 

添 3-4-2-2-62 

4.2.7. PCS-R-7 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 8 一次応力 1 3 4 － 8 133 

 

  



 

添 3-4-2-2-63 

4.2.8. PCS-R-8 

(1) ⅣAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅣAS 3 一次応力 2 11 14 19 27 330 66 266 

ⅣAS 3 一次＋二次応力 2 11 14 19 27 330 66 266 

 

(2) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 3 一次応力 2 11 4 － 17 133 

 

 

  



 

添 3-4-2-2-64 

4.2.9. PCS-R-9 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 2 一次応力 2 22 21 － 45 166 

 

  



 

添 3-4-2-2-65 

4.2.10. PCS-R-10 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 11 一次応力 5 11 4 － 20 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-2-66 

4.2.11. PCS-R-11 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 19 一次応力 5 19 8 － 32 166 

 

 



 

添 3-4-2-2-67 

4.3. 拘束点反力 

4.3.1. PCS-R-1 

(1) ⅣAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 468 8931 31 2511458 215774 3913913 

動的地震荷重 X 22734 1581 966 277841 6475374 1374573 

動的地震荷重 Y 458 8753 30 2461228 211459 3835635 

動的地震荷重 Z 29 11 10625 241880 5305807 55436 

相対変位 X 5956 5518 437 1856067 1729296 4970530 

相対変位 Y 310 200 25 55356 87650 253219 

相対変位 Z 111 853 632 4566649 1935871 1666392 

8 

自重 － 20805 2 － － － 

動的地震荷重 X － 9412 1245 － － － 

動的地震荷重 Y － 20389 2 － － － 

動的地震荷重 Z － 152 16519 － － － 

相対変位 X － 20709 466 － － － 

相対変位 Y － 3105 26 － － － 

相対変位 Z － 627 4589 － － － 

13 

自重 468 4533 32 26531 70971 1332562 

動的地震荷重 X 13249 7831 279 249932 105434 2030385 

動的地震荷重 Y 458 4443 32 26000 69552 1305911 

動的地震荷重 Z 29 141 8839 877224 4341610 44832 

相対変位 X 5956 26227 29 157244 209084 8303068 

相対変位 Y 310 3305 1 9335 13468 1671904 

相対変位 Z 111 226 5220 7588354 3286172 67780 

 

  



 

添 3-4-2-2-68 

(2) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 468 8931 31 2511458 215774 3913913 

動的地震荷重 X 6496 452 276 79383 1850107 392736 

動的地震荷重 Y 122 2322 8 652979 56102 1017617 

動的地震荷重 Z 9 4 3036 69109 1515945 15839 

静的地震荷重 X 6279 437 267 76737 1788437 379644 

静的地震荷重 Z 8 3 2935 66805 1465413 15311 

8 

自重 － 20805 2 － － － 

動的地震荷重 X － 2689 356 － － － 

動的地震荷重 Y － 5410 1 － － － 

動的地震荷重 Z － 44 4720 － － － 

静的地震荷重 X － 2600 344 － － － 

静的地震荷重 Z － 42 4563 － － － 

13 

自重 468 4533 32 26531 70971 1332562 

動的地震荷重 X 3786 2238 80 71409 30124 580111 

動的地震荷重 Y 122 1179 9 6898 18453 346467 

動的地震荷重 Z 9 41 2526 250636 1240460 12809 

静的地震荷重 X 3660 2163 77 69029 29120 560773 

静的地震荷重 Z 8 39 2442 242281 1199111 12382 

 

  



 

添 3-4-2-2-69 

4.3.2. PCS-R-2 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 461 7574 － － － 4135666 

動的地震荷重 X 5191 588 － － － 627876 

動的地震荷重 Y 120 1970 － － － 1075273 

動的地震荷重 Z － － 4397 245658 4676174 － 

静的地震荷重 X 5018 568 － － － 606946 

静的地震荷重 Z － － 4250 237469 4520302 － 

9 

自重 461 19735 － － － 654124 

動的地震荷重 X 3002 588 － － － 1783931 

動的地震荷重 Y 120 5132 － － － 170072 

動的地震荷重 Z － － 3797 3799047 529743 － 

静的地震荷重 X 2902 568 － － － 1724467 

静的地震荷重 Z － － 3670 3672412 512085 － 

 

  



 

添 3-4-2-2-70 

4.3.3. PCS-R-3 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 53 35408 191 554640 155478 104674 

動的地震荷重 X 5193 4279 5225 11028720 1891340 10725840 

動的地震荷重 Y 828 7088 323 597650 104732 980183 

動的地震荷重 Z 4620 3593 6717 14617550 2847373 9965121 

静的地震荷重 X 3474 769 92 430072 765800 5822782 

静的地震荷重 Z 191 1700 3768 6488706 737527 563226 

13 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X 2433 － － － － － 

動的地震荷重 Y 151 － － － － － 

動的地震荷重 Z 2486 － － － － － 

静的地震荷重 X 1301 － － － － － 

静的地震荷重 Z 234 － － － － － 

方向 0.9457 0.3252 0.0000 － － － 

19 

自重 － 16151 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

23 

自重 53 2855 191 1534151 101999 227268 

動的地震荷重 X 5491 4945 5401 11297790 13061980 2850031 

動的地震荷重 Y 1319 1318 673 2040365 2242753 241795 

動的地震荷重 Z 3812 3439 6984 6836861 10025030 2455475 

静的地震荷重 X 5092 1192 92 3320166 8986096 1279708 

静的地震荷重 Z 412 1624 6027 3189335 512901 43963 

 

  



 

添 3-4-2-2-71 

4.3.4. PCS-R-4 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1472 1921 15 1938833 961422 807026 

動的地震荷重 X 2336 1888 2109 2439024 2106796 1409834 

動的地震荷重 Y 1805 2011 935 1182288 1126368 1366833 

動的地震荷重 Z 1693 1081 5982 7585240 8526012 3464193 

静的地震荷重 X 3593 25 137 121240 872621 1345720 

静的地震荷重 Z 102 123 2356 364432 1935142 434097 

5 

自重 － 16078 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

12 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X － － 2485 － － － 

動的地震荷重 Y － － 641 － － － 

動的地震荷重 Z － － 11874 － － － 

静的地震荷重 X － － 150 － － － 

静的地震荷重 Z － － 2353 － － － 

13 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X 3573 － － － － － 

動的地震荷重 Y 983 － － － － － 

動的地震荷重 Z 1633 － － － － － 

静的地震荷重 X 1686 － － － － － 

静的地震荷重 Z 90 － － － － － 

20 

自重 － 33997 － － － － 

動的地震荷重 X － 9346 － － － － 

動的地震荷重 Y － 9667 － － － － 

動的地震荷重 Z － 4644 － － － － 

静的地震荷重 X － 92 － － － － 

静的地震荷重 Z － 113 － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-72 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

29 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X － － 1868 － － － 

動的地震荷重 Y － － 518 － － － 

動的地震荷重 Z － － 7121 － － － 

静的地震荷重 X － － 100 － － － 

静的地震荷重 Z － － 2069 － － － 

30 

自重 － 19851 － － － － 

動的地震荷重 X － 5106 － － － － 

動的地震荷重 Y － 5498 － － － － 

動的地震荷重 Z － 4227 － － － － 

静的地震荷重 X － 155 － － － － 

静的地震荷重 Z － 41 － － － － 

50 

自重 － 510 － － － － 

動的地震荷重 X － 213 － － － － 

動的地震荷重 Y － 112 － － － － 

動的地震荷重 Z － 61 － － － － 

静的地震荷重 X － 10 － － － － 

静的地震荷重 Z － 3 － － － － 

54 

自重 30 686 19 254399 51688 39260 

動的地震荷重 X 164 131 115 40210 147825 31747 

動的地震荷重 Y 89 88 42 37813 88672 29187 

動的地震荷重 Z 372 58 946 40456 321985 24318 

静的地震荷重 X 164 1 16 796 106683 1645 

静的地震荷重 Z 41 9 301 6105 37498 2638 

56 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X － － 1933 － － － 

動的地震荷重 Y － － 713 － － － 

動的地震荷重 Z － － 8691 － － － 

静的地震荷重 X － － 555 － － － 

静的地震荷重 Z － － 2335 － － － 

  



 

添 3-4-2-2-73 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

57 

自重 － 2812 － － － － 

動的地震荷重 X － 1669 － － － － 

動的地震荷重 Y － 1656 － － － － 

動的地震荷重 Z － 2232 － － － － 

静的地震荷重 X － 15 － － － － 

静的地震荷重 Z － 30 － － － － 

63 

自重 146 4789 － － － － 

動的地震荷重 X 1661 － － － － － 

動的地震荷重 Y 641 － － － － － 

動的地震荷重 Z 2834 － － － － － 

静的地震荷重 X 1697 － － － － － 

静的地震荷重 Z 1036 － － － － － 

71 

自重 103 2745 308 964704 24119 289267 

動的地震荷重 X 966 923 2889 681015 225115 227872 

動的地震荷重 Y 346 1374 1063 949353 80728 235092 

動的地震荷重 Z 6330 451 22236 332438 1529217 111287 

静的地震荷重 X 148 19 306 13986 30584 4860 

静的地震荷重 Z 1593 1 6299 94 382620 163 

75 

自重 5 1707 115 319067 1026 36597 

動的地震荷重 X 328 368 1050 204549 72447 134456 

動的地震荷重 Y 28 623 381 444931 6206 142362 

動的地震荷重 Z 174 159 6664 87402 41038 65258 

静的地震荷重 X 328 5 149 493 68904 2783 

静的地震荷重 Z 40 1 940 324 9442 64 

81 

自重 － 11478 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-74 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

84 

自重 2288 － － － － － 

動的地震荷重 X 17169 － － － － － 

動的地震荷重 Y 7932 － － － － － 

動的地震荷重 Z 14660 － － － － － 

静的地震荷重 X 12383 － － － － － 

静的地震荷重 Z 1973 － － － － － 

88 

自重 265 337 296 278872 71785 33579 

動的地震荷重 X 2063 685 1876 429510 558926 477489 

動的地震荷重 Y 449 1882 786 981217 121672 938610 

動的地震荷重 Z 12135 332 7633 311629 3288712 320142 

静的地震荷重 X 806 10 1015 10482 248378 11217 

静的地震荷重 Z 3651 － 3052 2566 989360 2306 

90 

自重 － 14278 － － － － 

動的地震荷重 X － 1085 － － － － 

動的地震荷重 Y － 2192 － － － － 

動的地震荷重 Z － 1611 － － － － 

静的地震荷重 X － 46 － － － － 

静的地震荷重 Z － 20 － － － － 

95 

自重 － 6859 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

98 

自重 715 － － － － － 

動的地震荷重 X 9085 － － － － － 

動的地震荷重 Y 3556 － － － － － 

動的地震荷重 Z 14517 － － － － － 

静的地震荷重 X 1375 － － － － － 

静的地震荷重 Z 5101 － － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-75 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

102 

自重 85 2046 69 389288 23077 106858 

動的地震荷重 X 3244 283 2080 198558 879093 84677 

動的地震荷重 Y 974 887 652 465752 263917 254669 

動的地震荷重 Z 10864 310 6253 311004 2944250 120206 

静的地震荷重 X 359 6 202 8127 67534 2117 

静的地震荷重 Z 3708 4 3103 3819 1005093 1498 

  



 

添 3-4-2-2-76 

4.3.5. PCS-R-5 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 105 342 357 3784310 21748 743808 

動的地震荷重 X 5494 2481 1333 1540516 2626437 3482172 

動的地震荷重 Y 10012 15891 2130 4767316 6139406 4623232 

動的地震荷重 Z 1877 2806 2187 2602904 774371 1801265 

静的地震荷重 X 3595 377 428 176506 1559526 2007110 

静的地震荷重 Z 947 195 2480 1692322 254696 444719 

4 

自重 － 9975 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

10 

自重 － 19715 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

13 

自重 1196 － － － － － 

動的地震荷重 X 1997 － － － － － 

動的地震荷重 Y 5844 － － － － － 

動的地震荷重 Z 3089 － － － － － 

静的地震荷重 X 429 － － － － － 

静的地震荷重 Z 2731 － － － － － 

方向 0.4226 0.0000 -0.9063 － － － 

14 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X 2205 － － － － － 

動的地震荷重 Y 4894 － － － － － 

動的地震荷重 Z 1305 － － － － － 

静的地震荷重 X 1257 － － － － － 

静的地震荷重 Z 244 － － － － － 

方向 -0.9659 0.0000 0.2588 － － － 

  



 

添 3-4-2-2-77 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

17 

自重 － － 1908 － － － 

動的地震荷重 X － － 6826 － － － 

動的地震荷重 Y － － 15293 － － － 

動的地震荷重 Z － － 10056 － － － 

静的地震荷重 X － － 130 － － － 

静的地震荷重 Z － － 5899 － － － 

19 

自重 1013 － － － － － 

動的地震荷重 X 1735 4448 － － － － 

動的地震荷重 Y 2460 21844 － － － － 

動的地震荷重 Z 2036 2922 － － － － 

静的地震荷重 X 823 756 － － － － 

静的地震荷重 Z 26 29 － － － － 

29 

自重 － 13320 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

30 

自重 210 － － － － － 

動的地震荷重 X 6810 857 － － － － 

動的地震荷重 Y 8264 4518 － － － － 

動的地震荷重 Z 8594 769 － － － － 

静的地震荷重 X 9021 97 － － － － 

静的地震荷重 Z 216 27 － － － － 

47 

自重 － － 2626 － － － 

動的地震荷重 X － － 3147 － － － 

動的地震荷重 Y － － 1673 － － － 

動的地震荷重 Z － － 4618 － － － 

静的地震荷重 X － － 16 － － － 

静的地震荷重 Z － － 3300 － － － 

  



 

添 3-4-2-2-78 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

51 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X － 435 － － － － 

動的地震荷重 Y － 497 － － － － 

動的地震荷重 Z － 465 － － － － 

静的地震荷重 X － 170 － － － － 

静的地震荷重 Z － 188 － － － － 

52 

自重 － 18772 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

60 

自重 446 3134 1557 1868624 212166 593191 

動的地震荷重 X 3203 1557 2473 2281899 1780765 2343483 

動的地震荷重 Y 1991 4758 2272 1973572 799525 1446420 

動的地震荷重 Z 4811 1367 1693 1967393 2827925 3540897 

静的地震荷重 X 2004 203 131 372766 445427 959654 

静的地震荷重 Z 46 215 2003 1011784 839655 225700 

62 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重 X 2407 － － － － － 

動的地震荷重 Y 7401 － － － － － 

動的地震荷重 Z 2291 － － － － － 

静的地震荷重 X 1391 － － － － － 

静的地震荷重 Z 607 － － － － － 

63 

自重 390 － － － － － 

動的地震荷重 X 4036 － － － － － 

動的地震荷重 Y 12242 － － － － － 

動的地震荷重 Z 5400 － － － － － 

静的地震荷重 X 147 － － － － － 

静的地震荷重 Z 2724 － － － － － 

方向 0.4226 0.0000 0.9063 － － － 

  



 

添 3-4-2-2-79 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

66 

自重 － 24985 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

72 

自重 － 9441 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

75 

自重 940 341 619 3267856 332280 255247 

動的地震荷重 X 3744 2450 1594 2508745 1920232 2584034 

動的地震荷重 Y 4526 12222 2268 4876853 2376436 6137099 

動的地震荷重 Z 3931 2792 1857 2351749 2065254 2513860 

静的地震荷重 X 3618 446 359 191877 1700294 1883956 

静的地震荷重 Z 401 21 2229 1510946 432479 184890 

83 

自重 － 6848 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

87 

自重 228 － 99 － － － 

動的地震荷重 X 1936 － 897 － － － 

動的地震荷重 Y 572 － 5028 － － － 

動的地震荷重 Z 268 － 2152 － － － 

静的地震荷重 X 669 － 6 － － － 

静的地震荷重 Z 40 － 919 － － － 

  



 

添 3-4-2-2-80 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

98 

自重 38 4360 29 217424 49002 2728 

動的地震荷重 X 1099 687 648 441309 783080 2386989 

動的地震荷重 Y 143 3485 3274 1306534 126157 79040 

動的地震荷重 Z 201 693 702 832311 94692 335558 

静的地震荷重 X 677 29 14 156 63285 668025 

静的地震荷重 Z 8 98 537 443653 10836 950 

101 

自重 8 － 130 － － － 

動的地震荷重 X 1346 － 1165 － － － 

動的地震荷重 Y 1247 － 6551 － － － 

動的地震荷重 Z 416 － 1692 － － － 

静的地震荷重 X 733 － 20 － － － 

静的地震荷重 Z 79 － 900 － － － 

112 

自重 2 4279 5 213078 2376 4671 

動的地震荷重 X 800 1740 1575 1213505 517628 1581432 

動的地震荷重 Y 269 4672 4398 1909621 256855 108545 

動的地震荷重 Z 230 2245 2025 1701721 93456 275612 

静的地震荷重 X 663 60 48 18966 72923 661180 

静的地震荷重 Z 18 155 588 467015 16459 4671 

114 

自重 － 30831 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

122 

自重 346 2017 1369 1794020 186030 684606 

動的地震荷重 X 1162 4415 2926 3457528 409997 1473981 

動的地震荷重 Y 4543 17283 2533 2581548 1190297 3643258 

動的地震荷重 Z 1043 4157 4233 5233833 346693 1168979 

静的地震荷重 X 1455 94 67 148312 73590 548445 

静的地震荷重 Z 118 398 2246 1962437 203313 117379 

  



 

添 3-4-2-2-81 

 

4.3.6. PCS-R-6 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 30 2355 75 348912 32589 1426687 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
1987 2504 4066 1818817 3692327 1581122 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
1405 1516 3066 1062802 2246948 899003 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
1327 1447 2076 847652 1668303 1093249 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
2458 2020 4495 1314536 3533381 1600957 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
2591 2516 5248 1456661 4368595 1716404 

静的地震荷重 X 1662 156 512 136129 966103 574216 

静的地震荷重 Z 357 259 2754 497318 1276532 107318 

6 

自重 － 13756 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 

－ － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-82 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

9 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
－ － 169 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
－ － 118 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
－ － 74 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
－ － 190 － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
－ － 206 － － － 

静的地震荷重 X － － 49 － － － 

静的地震荷重 Z － － 40 － － － 

14 

自重 － 11373 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
－ 5833 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
－ 5132 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
－ 4173 － － －  

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
－ 7002 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
－ 7831 － － － － 

静的地震荷重 X － 15 － － － － 

静的地震荷重 Z － 703 － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-83 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

18 

自重 － － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
－ － 2207 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
－ － 1605 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
－ － 1016 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
－ － 2491 － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
－ － 2064 － － － 

静的地震荷重 X － － 767 － － － 

静的地震荷重 Z － － 701 － － － 

27 

自重 32 5890 199 1043196 55505 1110896 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
11569 2970 4453 3083510 5514903 2709146 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
7348 1467 2953 1426279 3774839 1387302 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
6265 1638 2530 1490499 3097953 1360163 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
12295 2286 6365 2608055 6241024 2382220 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
13964 2670 7183 3357338 5400707 2860140 

静的地震荷重 X 5368 177 1366 1038234 2309476 1045071 

静的地震荷重 Z 390 434 4767 980693 1292209 424293 

  



 

添 3-4-2-2-84 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

30 

自重 － 18379 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 

－ － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

38 

自重 － 17380 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
－ 5876 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
－ 5339 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
－ 4401 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
－ 7387 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
－ 7039 － － － － 

静的地震荷重 X 6173 16 － － － － 

静的地震荷重 Z 140 8 － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-85 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

43 

自重 － － 332 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
－ － 4160 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
－ － 3401 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
－ － 2761 － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
－ － 4588 － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
－ － 4020 － － － 

静的地震荷重 X － － 127 － － － 

静的地震荷重 Z － － 9970 － － － 

44 

自重 － 29252 － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 

－ － － － － － 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 

－ － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

  



 

添 3-4-2-2-86 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

52 

自重 62 15738 209 455010 27753 2910831 

動的地震荷重

XYZ(Sd1) 
14555 13040 3494 7616808 2452545 37924800 

動的地震荷重

XYZ(Sd2) 
8754 7464 2643 4827282 1338953 24170760 

動的地震荷重

XYZ(Sd3) 
9033 8473 2380 4132691 1698212 24427110 

動的地震荷重

XYZ(Sd4) 
11209 10430 3231 6142664 1992380 27252150 

動的地震荷重

XYZ(SdD) 
16473 15770 2901 5436721 3034292 47459840 

静的地震荷重 X 6493 9 1033 2653092 212869 14552900 

静的地震荷重 Z 108 18 1465 1650696 227818 272179 

  



 

添 3-4-2-2-87 

4.3.7. PCS-R-7 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 462 19730 － － － 657943 

動的地震荷重 X 3003 590 － － － 1786567 

動的地震荷重 Y 120 5130 － － － 171066 

動的地震荷重 Z － － 3796 3800639 529978 － 

静的地震荷重 X 2903 570 － － － 1727014 

静的地震荷重 Z － － 3670 3673951 512312 － 

8 

自重 462 7580 － － － 4146475 

動的地震荷重 X 5190 590 － － － 631990 

動的地震荷重 Y 120 1971 － － － 1078083 

動的地震荷重 Z － － 4397 248453 4676757 － 

静的地震荷重 X 5017 570 － － － 610924 

静的地震荷重 Z － － 4251 240171 4520865 － 
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4.3.8. PCS-R-8 

(1) ⅣAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1679 21611 － － － 11834470 

動的地震荷重 X 11692 － － － － 1428608 

動的地震荷重 Y 1646 21179 － － － 11597780 

動的地震荷重 Z － － 11484 908392 7441132 － 

相対変位 X 1601 － － － － 4002226 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 2638 6594114 2210347 － 

6 

自重 1679 － － － － － 

動的地震荷重 X 11000 － － － － － 

動的地震荷重 Y 1646 － － － － － 

動的地震荷重 Z － － 11208 － － － 

相対変位 X 1601 － － － － － 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 2638 － － － 

 

(2) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1679 21611 － － － 11834470 

動的地震荷重 X 3341 － － － － 408174 

動的地震荷重 Y 437 5619 － － － 3076963 

動的地震荷重 Z － － 3281 259541 2126038 － 

静的地震荷重 X 3229 － － － － 394569 

静的地震荷重 Z － － 3172 250890 2055170 － 

6 

自重 1679 － － － － － 

動的地震荷重 X 3143 － － － － － 

動的地震荷重 Y 437 － － － － － 

動的地震荷重 Z － － 3203 － － － 

静的地震荷重 X 3038 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 3096 － － － 
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4.3.9. PCS-R-9 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 16 242 1 99329 23157 88348 

動的地震荷重 X 31 4 23 2890 7277 3446 

動的地震荷重 Y 5 200 15 96894 17505 79186 

動的地震荷重 Z 14 6 61 6620 3173 1786 

静的地震荷重 X 29 － 17 2137 5609 3289 

静的地震荷重 Z 4 1 99 11103 1300 13 

12 

自重 18 425 － － － － 

動的地震荷重 X 97 5 － － － － 

動的地震荷重 Y 24 275 － － － － 

動的地震荷重 Z 33 5 － － － － 

静的地震荷重 X 102 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 2 2 － － － － 

22 

自重 － 15 7 － － － 

動的地震荷重 X － 3 65 － － － 

動的地震荷重 Y － 153 11 － － － 

動的地震荷重 Z － 6 64 － － － 

静的地震荷重 X － 1 38 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 73 － － － 

24 

自重 2 171 6 68346 530 14312 

動的地震荷重 X 12 3 31 674 2660 270 

動的地震荷重 Y 8 189 15 40148 1231 16442 

動的地震荷重 Z 12 4 26 657 2214 313 

静的地震荷重 X 23 1 22 176 1853 54 

静的地震荷重 Z 5 1 19 47 1697 66 
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4.3.10. PCS-R-10 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 3 401 6 58885 5774 24606 

動的地震荷重 X 107 1 3 1111 10613 21195 

動的地震荷重 Y 1 104 2 15310 1502 6398 

動的地震荷重 Z 1 4 145 26806 227 657 

静的地震荷重 X 69 1 2 714 6823 13626 

静的地震荷重 Z 1 2 94 17233 146 422 

11 

自重 3 190 6 46436 2395 76895 

動的地震荷重 X 59 1 3 241 14053 1093 

動的地震荷重 Y 1 50 2 12074 623 19993 

動的地震荷重 Z 1 4 21 506 1324 1961 

静的地震荷重 X 38 1 2 155 9034 703 

静的地震荷重 Z 1 2 13 325 851 1261 
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4.3.11. PCS-R-11 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 17 95 3 2035 9516 38631 

動的地震荷重 X 28 3 1 1356 1151 154 

動的地震荷重 Y 5 25 1 529 2475 10044 

動的地震荷重 Z 8 4 33 4171 7305 2602 

静的地震荷重 X 18 2 1 872 740 99 

静的地震荷重 Z 5 2 21 2682 4697 1673 

13 

自重 22 287 － － － － 

動的地震荷重 X 79 4 － － － － 

動的地震荷重 Y 6 75 － － － － 

動的地震荷重 Z 8 3 － － － － 

静的地震荷重 X 51 3 － － － － 

静的地震荷重 Z 5 2 － － － － 

19 

自重 6 468 3 163575 5098 11445 

動的地震荷重 X 132 1 1 714 46287 3038 

動的地震荷重 Y 2 122 1 42530 1326 2976 

動的地震荷重 Z － 1 205 667 65 857 

静的地震荷重 X 85 1 1 459 29756 1953 

静的地震荷重 Z － 1 132 429 42 551 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

SCS-R-1 1次冷却材熱交換器 から 2次冷却系ダクトアンカ まで B 

SCS-R-2 2次冷却系ダクトアンカ から 1次冷却材熱交換器 まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 流量計 

 
伸縮継手 
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(1) SCS-R-1 

  
A 

B 

C 

6
83
.
4 734.9 

1933 

4267 

1
388

.1 

1
85
5
.2
 

1388.1 

1388.1 

2
161

.9 

1
694

.8 

556.9 

556.9 

2117 

2644.1 

拡大部 A 

拡大部 B 
拡大部 C 

1090.1 

 

700 

950 

3776.3 

1557.2 

KV22-12 

KV22-10 

KV22-11 

FL -5050 

1次冷却材熱交換器(B) 

FL -6750 

1次冷却材熱交換器(A) 

FL -6750 
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1045 

1
15
0 

1969.1 

650.6 

700 

7
00
 

488.1 

1130.9 556.9 

4047.7 

980.3 

740 

1
85
0 

2137.9 
A 

拡大部 A 

1482.2 

1038 

1497 

KV22-07 

KV22-08 

KV22-09 

FL -5050 

1
15
0 

1次冷却材熱交換器(B) 

FL -3650 

1次冷却材熱交換器(A) 

FL -3650 

(2) SCS-R-2 
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3. 設計条件 

3.1. SCS-R-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 406.4 558.8 609.6 

板厚(mm) 7.9 9.5 9.5 

材質 SGP STPY400 STPY400 

ヤング率(N/mm2) 2.01×105 2.01×105 2.01×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.7845 0.7845 0.7845 

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9 7.85×10-9 7.85×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

保温材/外装材種類 グラスウール/ガルバリウム鋼 グラスウール/ガルバリウム鋼 グラスウール/ガルバリウム鋼 

保温材/外装材密度(ton/mm3) 0.12×10-9/7.85×10-9 0.12×10-9/7.85×10-9 0.12×10-9/7.85×10-9 

保温材/外装材厚さ(mm) 50.0/2.0 50.0/2.0 50.0/2.0 

設計降伏点 Sy(MPa) 143 174 174 

設計引張強さ Su(MPa) － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 143 174 174 

 

1次冷却材 

熱交換器（A） 

P1 P3 

1次冷却材 

熱交換器（B） 

P1 

P2 

KV22-12 

KV22-10 
KV22-11 P4 

評価点 

47 

評価点 

46 

評価点 

45 

評価点 

43 

評価点 

40 

評価点 55 

評価点 57 

評価点 8 

評価点 6 

評価点 62 評価点 1 

評価点 52 

評価点 

25 

評価点 

27 

評価点 

21 

550A×400A 600A×550A 

 

評価点 

19 
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配管番号 P4   

外径(mm) 609.6   

板厚(mm) 9.5   

材質 STPY400   

ヤング率(N/mm2) 2.01×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.7845   

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

保温剤/外装剤 材質 －   

保温剤/外装剤密度(ton/mm3) －   

保温剤/外装剤厚さ(mm) －   

設計降伏点 Sy 174   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 174  
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (6) 4.82 － 

3 (6) 4.82 － 

4 (5) 2.10 － 

5 (5) 2.10 － 

6 (9) 2.10 － 

8 (9) 2.10 － 

9 (6) 4.82 － 

10 (6) 4.82 － 

11 (1) 1.00 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (6) 4.82 － 

15 (6) 4.82 － 

16 (5) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (9) 2.10 － 

20 (3) 1.80 － 

21 (7) 2.00 － 

22 (3) 1.80 － 

23 (5) 3.90 3.90 

24 (1) 1.00 － 

25 (9) 2.10 － 

26 (3) 1.80 － 

27 (7) 2.00 － 

28 (3) 1.80 － 

29 (4) 3.35 3.35 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

32 (5) 3.96 3.96 

33 (1) 1.00 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (6) 5.61 － 

36 (6) 5.61 － 

37 (6) 5.61 － 

38 (6) 5.61 － 

39 (1) 1.00 － 

40 (1) 1.00 － 

41 (1) 1.00 － 

42 (1) 1.00 － 

43 (9) 2.10 － 

45 (9) 2.10 － 

46 (9) 2.10 － 

47 (2) 2.10 － 

48 (1) 1.00 － 

49 (5) 2.10 － 

50 (6) 4.82 － 

51 (6) 4.82 － 

52 (9) 2.10 － 

53 (6) 4.82 － 

54 (6) 4.82 － 

55 (9) 2.10 － 

57 (9) 2.10 － 

58 (5) 2.10 － 

59 (5) 2.10 － 

60 (6) 4.82 － 

61 (6) 4.82 － 

62 (2) 2.10 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 － フランジ 29.90 － 

8 － フランジ 29.90 － 

19 － フランジ×2 59.80 － 

25 － フランジ×2 118.00 － 

43 － フランジ 64.00 － 

45 － 伸縮継手 80.00 － 

46 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
144.00 － 

52 － フランジ×2 59.80 － 

55 － フランジ 29.90 － 

57 － フランジ 29.90 － 

63 KV22-11 弁 460.00 － 

64 KV22-12 弁 805.00 － 

65 KV22-10 弁 460.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

BAS 

基準地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 原子炉建家質点 2,3 － － 

静的地震力 － － 
原子炉建家質点 2,3及び 

2次冷却系ダクト 
0.18 － 
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3.2. SCS-R-2 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 406.4 558.8 609.6 

板厚(mm) 7.9 9.5 9.5 

材質 SGP STPY400 STPY400 

ヤング率(N/mm2) 2.01×105 2.01×105 2.01×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.7845 0.7845 0.7845 

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9 7.85×10-9 7.85×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

保温材/外装材種類 グラスウール/ガルバリウム鋼 グラスウール/ガルバリウム鋼 グラスウール/ガルバリウム鋼 

保温材/外装材密度(ton/mm3) 0.12×10-9/7.85×10-9 0.12×10-9/7.85×10-9 0.12×10-9/7.85×10-9 

保温材/外装材厚さ(mm) 50.0/2.0 50.0/2.0 50.0/2.0 

設計降伏点 Sy(MPa) 143 174 174 

設計引張強さ Su(MPa) ― ― ― 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 143 174 174 

 

1次冷却材 

熱交換器（A） 

P1 P3 

1次冷却材 

熱交換器（B） 

P1 

P2 

KV22-07 

KV22-08 

KV22-09 

P4 

評価点 

44 

評価点 

43 

評価点 

42 

評価点 

40 

評価点 

38 

評価点 46 

評価点 47 

評価点 

9 

評価点 53 評価点 1 

評価点 

83 

評価点 

30 

評価点 

12 

550A×400A 

 

600A×550A 

評価点 

28 

評価点 

23 

評価点 

8 
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配管番号 P4   

外径(mm) 609.6   

板厚(mm) 9.5   

材質 STPY400   

ヤング率(N/mm2) 2.01×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.7845   

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

保温剤/外装剤 材質 －   

保温剤/外装剤密度(ton/mm3) －   

保温剤/外装剤厚さ(mm) －   

設計降伏点 Sy 174   

設計引張強さ Su ―   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 174   
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (6) 4.82 － 

3 (6) 4.82 － 

4 (5) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (6) 4.82 － 

7 (6) 4.82 － 

8 (9) 2.10 － 

9 (9) 2.10 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (3) 1.80 － 

12 (7) 2.00 － 

13 (3) 1.80 － 

14 (4) 3.16 3.16 

15 (6) 5.28 － 

16 (6) 5.28 － 

17 (6) 5.28 － 

18 (6) 5.28 － 

19 (5) 3.90 3.90 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (3) 1.80 － 

23 (7) 2.00 － 

24 (3) 1.80 － 

25 (5) 3.96 3.96 

26 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

27 (1) 1.00 － 

28 (9) 2.10 － 

30 (9) 2.10 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (6) 5.61 － 

33 (6) 5.61 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (6) 5.61 － 

36 (6) 5.61 － 

37 (1) 1.00 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (1) 1.00 － 

40 (9) 2.10 － 

42 (9) 2.10 － 

43 (9) 2.10 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (3) 1.80 － 

46 (9) 2.10 － 

47 (9) 2.10 － 

48 (6) 4.82 － 

49 (6) 4.82 － 

50 (5) 2.10 － 

51 (6) 4.82 － 

52 (6) 4.82 － 

53 (2) 2.10 － 

83 (9) 2.10 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 KV22-09 弁+フランジ 192.00 ― 

9 KV22-09 弁+フランジ 192.00 ― 

28 ― 
流量計+ 

フランジ 
754.00 ― 

30 ― 
流量計+ 

フランジ 
754.00 ― 

40 ― フランジ 64.00 ― 

42  伸縮継手 80.00 ― 

43 ― 
伸縮継手+ 

フランジ 
144.00 ― 

46 KV22-08 弁 192.00 ― 

47 KV22-08 弁 192.00 ― 

54 KV22-07 電動弁 805.00 ― 

83 ― フランジ 118.00 ― 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

BAS 

基準地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 原子炉建家質点 2,3 － － 

静的地震力 － － 
原子炉建家質点 2,3及び 

2次冷却系ダクト 
0.18 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) SCS-R-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 4.15 4.40 4.15 

固有周期（s） 0.241 0.227 0.241 
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(2) SCS-R-2 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 4.57 5.18 4.57 

固有周期（s） 0.219 0.193 0.219 
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4.2. 結論 

4.2.1. SCS-R-1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 35 一次応力 13 18 122 － 153 174 
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4.2.2. SCS-R-2 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 2 一次応力 11 25 51 － 87 143 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. SCS-R-1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 650 14658 809 5905208 154136 560129 

動的地震荷重 X 1704 1550 1444 1554150 846150 842616 

動的地震荷重 Y 1334 2794 1817 1377169 198012 679226 

動的地震荷重 Z 4633 2695 2875 2468862 693521 2572168 

静的地震荷重 X 300 37 86 54591 458064 447140 

静的地震荷重 Z 1073 493 1765 734288 73702 458660 

3 

自重 1082 － － － － － 

動的地震荷重 X 3308 － － － － － 

動的地震荷重 Y 1633 － － － － － 

動的地震荷重 Z 5201 － － － － － 

静的地震荷重 X 2219 － － － － － 

静的地震荷重 Z 1209 － － － － － 

17 

自重 － 8660 608 － － － 

動的地震荷重 X － － 7444 － － － 

動的地震荷重 Y － － 2832 － － － 

動的地震荷重 Z － － 8773 － － － 

静的地震荷重 X － － 105 － － － 

静的地震荷重 Z － － 3585 － － － 

29 

自重 － 20651 － － － － 

動的地震荷重 X － 21794 － － － － 

動的地震荷重 Y － 6433 － － － － 

動的地震荷重 Z － 21166 － － － － 

静的地震荷重 X － 2655 － － － － 

静的地震荷重 Z － 2321 － － － － 

30 

自重 1946 － － － － － 

動的地震荷重 X 25404 － － － － － 

動的地震荷重 Y 7546 － － － － － 

動的地震荷重 Z 20911 － － － － － 

静的地震荷重 X 12467 － － － － － 

静的地震荷重 Z 694 － － － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

34 

自重 － 26165 505 － － － 

動的地震荷重 X － 22837 18157 － － － 

動的地震荷重 Y － 18232 8249 － － － 

動的地震荷重 Z － 22665 21268 － － － 

静的地震荷重 X － 2281 482 － － － 

静的地震荷重 Z － 1589 7465 － － － 

42 

自重 － 24408 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

47 

自重 464 4239 130 1629027 216973 1139816 

動的地震荷重 X 28672 6880 27751 4005098 26313650 2802331 

動的地震荷重 Y 8876 27075 19630 15766480 5697644 11031660 

動的地震荷重 Z 23477 11127 23465 6479238 20337780 4533464 

静的地震荷重 X 3740 299 416 173729 2195946 121556 

静的地震荷重 Z 218 394 4662 228994 1667078 160225 

60 

自重 3415 － － － － － 

動的地震荷重 X 7073 － － － － － 

動的地震荷重 Y 6300 － － － － － 

動的地震荷重 Z 18877 － － － － － 

静的地震荷重 X 3142 － － － － － 

静的地震荷重 Z 3780 － － － － － 

62 

自重 2364 13046 836 6268830 443064 1871485 

動的地震荷重 X 5282 2618 1963 1731325 922207 2915452 

動的地震荷重 Y 4856 2301 2095 1851503 754773 2002243 

動的地震荷重 Z 15085 5502 9904 8019774 1730588 6300450 

静的地震荷重 X 1139 113 86 110240 594786 200913 

静的地震荷重 Z 3005 634 2654 1618920 379264 1039421 
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4.3.2. SCS-R-2 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 845 11392 653 8135324 933680 590094 

動的地震荷重 X 753 3258 4871 6023284 1003567 1417073 

動的地震荷重 Y 449 3119 4055 5940690 433971 774948 

動的地震荷重 Z 934 6256 9608 11524410 1211263 2095407 

静的地震荷重 X 267 867 72 922550 32919 35274 

静的地震荷重 Z 384 5 2451 1184466 126505 437834 

14 

自重 3286 － － － － － 

動的地震荷重 X 16862 － － － － － 

動的地震荷重 Y 7844 － － － － － 

動的地震荷重 Z 14716 － － － － － 

静的地震荷重 X 12377 － － － － － 

静的地震荷重 Z 532 － － － － － 

21 

自重 － 31238 864 － － － 

動的地震荷重 X － 13732 9920 － － － 

動的地震荷重 Y － 3772 3865 － － － 

動的地震荷重 Z － 10607 9888 － － － 

静的地震荷重 X － 70 688 － － － 

静的地震荷重 Z － 503 4690 － － － 

31 

自重 － 21625 103 － － － 

動的地震荷重 X － 10501 15009 － － － 

動的地震荷重 Y － 12687 9917 － － － 

動的地震荷重 Z － 8240 13434 － － － 

静的地震荷重 X － 822 14 － － － 

静的地震荷重 Z － 690 5083 － － － 

39 

自重 － 22800 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

44 

自重 196 3932 337 1357270 20130 950946 

動的地震荷重 X 15595 2758 21855 1395466 13980580 977706 

動的地震荷重 Y 12799 17363 17663 8808579 873110 6171560 

動的地震荷重 Z 12917 3854 18141 1954092 10835540 1369097 

静的地震荷重 X 3080 318 339 161136 1568012 112897 

静的地震荷重 Z 327 328 4016 165977 1181365 116289 

53 

自重 4326 5286 1283 3027735 1773800 1962273 

動的地震荷重 X 6017 4008 3100 2508304 1832582 3749978 

動的地震荷重 Y 2260 1212 1310 3394496 1234020 1598563 

動的地震荷重 Z 5687 3532 2873 4664890 2639763 2806206 

静的地震荷重 X 1607 343 434 474770 489100 80434 

静的地震荷重 Z 180 145 1090 309965 351110 111747 
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本計算書は「添付書類 3-3-2-1．四脚たて置円筒形容器」に基づいて計算を行う。 

 

1. 設計条件 

機器名称 耐震クラス 

据付場所及び床

面高さ 

（m） 

最高使用 

圧力 

（MPa） 

最高使用 

温度 

(℃) 

比重 

重水溢流タンク B 
原子炉建家(注) 

１FL -7.95 
0.1961 55℃ － 

注：基準床レベルを示す。 

 

固有周期（Hz) 

水平方向 鉛直方向 

10.7 35.3 

 

 

ＢAS 

静的 

地震力 

弾性設計用 

地震動 

Sdの 1/2 

水平方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

CH=0.18 CH=1.23 

 

 

部材 材料 
設計降伏点 

Ｓy（N/mm2） 

設計引張強さ 

Ｓu（N/mm2） 

許容引張応力 

Ｓ（N/mm2） 

胴板 SUS304L 55℃ 166 459 121 

脚 SS400 40℃ 245 400 － 

基礎ボルト SS400 40℃ 235 400 － 
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2. 機器要目 

m0 

(kg) 

Di 

(mm) 

t 

(mm) 

E 

(N/mm2) 

Es 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

Gs 

(N/mm2) 

10200 1800 9 1.93×105 2.02×105 7.42×104 7.77×104 

 

ℓ 

(mm) 

ℓc 

(mm) 

ℓg 

(mm) 

H 

(mm) 

C1 

(mm) 

C2 

(mm) 

1600 2072 2500 - 175 150 

 

Kc 

(-) 

Kℓ 

(-) 

Kr 

(-) 

Isf 

(mm4) 

Isr 

(mm4) 

Ist 

(mm4) 

Af 

(mm2) 

12798.1 2121.7 11573.0 1.82×107 1.08×108 3.65×107 3500 

  

As 

(mm2) 

Asf 

(mm2) 

Asr 

(mm2) 

Ast 

(mm2) 

As1 

(mm2) 

As2 

(mm2) 

9218 3749 6219 2330 4667 2075 

 

Zsp 

(mm3) 

Zsr 

(mm3) 

Zst 

(mm3) 

Js 

(mm4) 

h 

(mm) 

s 

(-) 

3.652×104 8.670×105 2.920×105 5.11×105 250 15 

 

n 

(-) 

n1 

(-) 

n2 
(-) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

Ab 

(mm2) 

4 2 2 300 300 
452.4 

(M24) 

 

d1 

(mm) 

d2 
(mm) 

F(脚)(N/mm2) F(基礎ボルト)(N/mm2) 

ＢAS ＢAS 

42.5 75.0 245 235 
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図-3-4-2-4.1 重水溢流タンクの荷重説明図 
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3. 計算数値 

3.1 許容応力状態BAS 

3.1.1 胴に生じる応力 

(1) 胴に生じる一次一般膜応力 

 

（単位：N/mm2） 

応力 

静水頭又は 

内圧による

応力 

運転時質量

による応力 

地震力によ

る応力 
組合せ一次 

一般膜応力 自重による

応力 

転倒モーメ

ントによる

応力 

周方向 σφ1= 20  - - 

σ0= 20 軸方向 σx1= 10  σx2= 2  σx5= 5  

せん断 - - - 
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(2) 胴に生じる一次応力 
（単位：N/mm2） 

地

震

の

方

向 

評
価
場
所 

応力 

静水頭又は 

内圧による

応力 

運転時質量による応力 

自重による

応力 

曲げモーメ

ントによる

応力 

半径方向荷

重による応

力 

Z

方

向 

第

一

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 σφ1= 20  - σφ3= 4  σφ4= 3  

軸方向 σx1= 10  σx2= 2  σx3= 2  σx4= 3  

せん断 - - 

第

二

評

価

点 

周方向 σφ1= 20  - - σφ4= 3  

軸方向 σx1= 10  σx2= 2  - σx4= 3  

せん断 - τℓ1= 5  

第

二

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 σφ1= 20  - σφ3= 4  σφ4= 3  

軸方向 σx1= 10  σx2= 2  σx3= 2  σx4= 3  

せん断 - - 

第

二

評

価

点 

周方向 σφ1= 20  - - σφ4= 3  

軸方向 σx1= 10  σx2= 2  - σx4= 3  

せん断 - τℓ1= 5  

X

方

向 

第一 

評価点 

周方向 σφ1= 20  - σφ3= 4  σφ4= 3  

軸方向 σx1= 10  σx2= 2  σx3= 2  σx4= 3  

せん断 - - 

第二 

評価点 

周方向 σφ1= 20  - - σφ4= 3  

軸方向 σx1= 10  σx2= 2  - σx4= 3  

せん断 - τℓ1= 5  
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（単位：N/mm2） 

地

震

の

方

向 

評価場

所 
応力 

水平地震力による応力 

組合せ一次

応力 
転倒モーメン

トによる応力 

半径方向荷重

による応力 

鉛直方向モー

メントによる

応力 

周方向モーメ

ントによる応

力 

Z

方

向 

第

一

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 - σφ61= 36  σφ71= 51  - 

σ11= 114 軸方向 σx5= 5  σx61= 35  σx71= 19  - 

せん断 - 

第

二

評

価

点 

周方向 - σφ61= 36  - - 

σ12= 81 軸方向 σx5= 5  σx61= 35  - - 

せん断 τℓ2= 19  

第

二

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 - - - - 

σ13= 51 軸方向 - - - - 

せん断 τc1= 6  τ3= 22  

第

二

評

価

点 

周方向 - - - σφ81= 12  

σ14= 67 軸方向 - - - σx81= 29  

せん断 τ3= 22  

X

方

向 

第一 

評価点 

周方向 - σφ91= 26  σφ101= 36  - 

σ15= 101 軸方向 σx5= 5  σx91= 25  σx101= 14  - 

せん断 τc4= 5  τ6= 16  

第二 

評価点 

周方向 - σφ91= 26  - σφ111= 9  

σ16= 98 軸方向 σx5= 5  σx91= 25  - σx111= 21  

せん断 τℓ5= 14  τ6= 16  
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3.1.2 脚に生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の方向 
運転時質量による応力 

圧縮 曲げ せん断 

Z方向 
第一脚側 σs1= 3  σs2= 10  τs1= 1  

第二脚側 σs1= 3  σs2= 10  τs1= 1  

X方向 σs1= 3  σs2= 10  τs1= 1  

 

 

（単位：N/mm2） 

地震の方向 
水平地震力による応力 

組合せ応力 
圧縮 曲げ せん断 

Z方向 
第一脚側 σs5= 11  σs6= 116  τs3= 6  σsz1= 141  

第二脚側 - σs7= 37  τs4= 26  σsz2= 69  

X方向 σs8= 8  σs9= 82  σs10= 26  τs5= 22  σsx= 135  

 

 

4．ＦＥＭによる固有値解析 

基礎ボルトの評価については、ＦＥＭにより重水溢流タンクをモデル化して固有値解析を行い、

その固有振動数に対して水平震度を算定する。 

 

4.1. 解析モデル 

固有値算定用モデルのモデル図を以下に示す。 

 
 ■：鋼板(9.0mm)  ■：鋼板(14.0mm)  ■：鋼板(9.0mm) 

 ■：鋼板(18.0mm)  ■：鋼板(16.0mm)   

図-3-4-2-4.2 モデル図 
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4.2. 固有値解析結果 

固有値解析の結果と設計震度を以下に示す。 

 

固有周期(Hz) 

水平方向 

6.7 

 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

水平方向 

設計震度 

CH=0.94 

 

 

 

 

4.3．基礎ボルトに生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の方向 引張応力 せん断応力 

Z方向 

第 1脚側 σb1= 156  τb1= 10  

第 2脚側 σb2= 127  τb2= 17  

第 3脚側 σb3= 85  τb3= 12  

第 4脚側 σb2= 127  τb2= 17  

X方向 

第 1脚側 σb4= 163  τb4= 14  

第 2脚側 σb5= 102  τb5= 15  

第 3脚側 σb5= 102  τb5= 15  

第 4脚側 σb4= 163  τb4= 14  

 

図-3-4-2-4.3 解析結果 
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5. 結果 

下表に示すように、許容応力状態ＢASにおける算出応力はすべて許容応力を満足している。な

お、水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せについては、本機器は応答軸が明確な設備であり、

厳しい応力が発生する向きへ地震力を入力していることから、考慮不要とした。 

表-3-4-2-4.1 評価結果 

（単位：N/mm2） 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

BAS 

胴 SUS304L 
一次一般膜 σ0= 20 Sa= 166 

一次 σ1= 114 Sa= 166 

脚 SS400 

組合せ σs= 141 ft= 245 

圧縮と曲げの組合せ 

(座屈の評価) 

σsr/fbr 
+σst/fbt 
+σsc/fc 

0.575 1.000 

基礎ボルト SS400 
引張 σb=163 fts=176 

せん断 τb=17 fsb=135 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

HWS-R-1 重水タンクから原子炉プール貫通部アンカまで B 

HWS-R-2 原子炉プール貫通部アンカからカナル貫通部アンカまで B 

HWS-R-3 カナル貫通部アンカから重水溢流タンクまで B 

HWS-R-4 重水溢流タンクから重水ポンプまで B 

HWS-R-5 重水ポンプから重水熱交換器まで B 

HWS-R-6 重水熱交換器からカナル貫通部アンカまで B 

HWS-R-7 カナル貫通部アンカから原子炉プール貫通部アンカまで B 

HWS-R-8 原子炉プール貫通部アンカから重水タンクまで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 
ハンガー 
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(1) HWS-R-1 

  

1/100 

1
434

.8 

312 

252.3 

2040.1 

200 

重水タンク 

FL 1775 

HWS-R-2 

FL 315 

27.3 

131.9 



 

添 3-4-2-5-5 

(2) HWS-R-2 

  

3
00 

1500 

1/100 

HWS-R-1 

FL 315 

HWS-R-3 

FL 0 
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(3) HWS-R-3 

  
1
500 

944.8 

1305.2 

3150 

333.6 

877 

1/100 

1150 

A 

拡大部 A 3
33.

6 

189.4 

136.5 

136.5 

HWS-R-2 

FL 0 

重水溢流タンク 

FL -3676 

KV23-01 

727 

1250 

1000 

1
751

.7 

527 
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(4) HWS-R-4 

 

  

400 

400 

1000 
1
26 

850 

600 

400 

KV23-02 

重水ポンプ 

FL -6920 

重水溢流タンク 

FL -6760 
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(5) HWS-R-5 

 

  

1
300 

819 

1350 

1
375

.1 
550 

1
52.

4 

重水ポンプ 

FL -6700 

重水熱交換器 

FL -6610 

KV23-04 

KV23-03 

KV23-05 

834 
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(6) HWS-R-6 

 

  

1
500 

1360 

1850 

2000 

 

1/106 

1/103 

1/100 

A 

B 

C 

拡大部 A 

拡大部 B 

拡大部 C 

800 

190 

1000 

2500 

8
10 

3
75 

300 500 

200 

448 

352 

200 

 

2
00 

KV23-06 

 

KV23-07 

 

HWS-R-7 

FL 0 

重水熱交換器 

FL -4610 
1
630 
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(7) HWS-R-7 

 

  

3
00 

1500 1/115 

HWS-R-6 

FL 0 

HWS-R-8 

FL 313 
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(8) HWS-R-8 

 

 

230.7 

193.6 

1473.6 

111.6 

650 

5
70 

 

1/115 

A 

拡大部 A 

70.5 

193.6 

111.6 

250 

重水タンク 

FL 905 

HWS-R-7 

FL 313 
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3. 設計条件 

3.1. HWS-R-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 165.2 165.2  

板厚(mm) 5.0 5.0  

材質 A5052T-0 SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 6.88×104 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.33 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 重水 重水  

内部流体密度(ton/mm3) 1.11×10-9 1.11×10-9  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm3) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 58 166  

設計引張強さ Su(N/mm2) － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 58 166  

  

重
水
タ
ン
ク 

P1 

P2 

評価点 1 

評価点 11 評価点 12 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (6) 2.85 － 

4 (6) 2.85 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (6) 2.85 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

7 (6) 2.85 － 

8 (6) 2.85 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (9) 2.10 － 

12 (2) 2.10  

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

11 － フランジ×2 14.00 150A SO 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 2,3,15,16 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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3.2. HWS-R-2 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 165.2   

板厚(mm) 5.0   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 重水   

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 166   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166   

  

P1 

 

評価点 1 

評価点 6 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

4 (6) 2.85 － 

5 (6) 2.85 － 

6 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9 

0.30 0.26 

静的地震力 － － 0.29 － 
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3.3. HWS-R-3 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 165.2 165.2  

板厚(mm) 5.0 5.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×106  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 重水 重水  

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166 166  

  

重
水
溢
流
タ
ン
ク 

P1 P2 

KV23-01 

評価点 1 

評価点 29 
評価点 6 評価点 7 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (6) 3.73 － 

5 (6) 3.73 － 

6 (9) 1.90 － 

7 (9) 1.90 － 

8 (6) 3.73 － 

9 (6) 3.73 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 2.85 － 

12 (6) 2.85 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

16 (1) 1.00 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (6) 2.85 － 

25 (6) 2.85 － 

26 (6) 2.85 － 

27 (6) 2.85 － 

28 (6) 2.85 － 

29 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 － フランジ 11.00 150A WN 

7 － フランジ 11.00 150A WN 

101 KV23-01 電動弁 149.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.4. HWS-R-4 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 139.8 139.8  

板厚(mm) 5.0 5.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.3923  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 重水 重水  

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166 166  

  

重
水
溢
流
タ
ン
ク 

重
水
ポ
ン
プ 

P1 P2 
KV23-02 

評価点 1 

評価点 17 

評価点 8 評価点 9 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (6) 3.35 － 

2 (6) 3.35 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (6) 1.08 － 

5 (6) 1.08 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (6) 3.35 － 

8 (6) 3.35 － 

9 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 3.35 － 

12 (6) 3.35 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (6) 2.55 － 

15 (6) 2.55 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 KV23-02 弁 31.00 － 

9 KV23-02 弁 31.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2 

0.25 0.25 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.5. HWS-R-5 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 114.3 139.8 165.2 

板厚(mm) 5.0 5.0 5.0 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.3923 0.3923 0.3923 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 重水 重水 重水 

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9 1.11×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy 166 166 166 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166 166 166 

  

重
水
ポ
ン
プ 

重
水
熱
交
換
器 

P1 

P3 

P2 
KV23-03 

KV23-04 

KV23-05 

150A×125A 

125A×100A 

評価点 1 

評価点 2 

評価点 7 

評価点 8 

評価点 13 評価点 14 

評価点 18 

評価点 19 

評価点 29 

評価点 31 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10  － 

2 (7) 2.00  － 

3 (3) 1.80  － 

4 (1) 1.00  － 

5 (5) 2.10  － 

6 (6) 3.35  － 

7 (6) 3.35  － 

8 (2) 2.10 － 

9 (5) 2.10  － 

10 (1) 1.00  － 

11 (6) 2.41  － 

12 (6) 2.41  － 

13 (9) 1.90  － 

14 (9) 1.90  － 

15 (1) 1.00  － 

16 (6) 3.35  － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

17 (6) 3.35  － 

18 (2) 2.10  － 

19 (2) 2.10  － 

20 (6) 3.35  － 

21 (6) 3.35  － 

22 (1) 1.00  － 

23 (5) 2.10  － 

24 (5) 2.10  － 

25 (6) 3.35  － 

26 (6) 3.35  － 

27 (5) 2.10  － 

28 (3) 1.80  － 

29 (2) 2.00  － 

30 (6) 3.73  － 

31 (6) 3.73  － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

7 KV23-03 弁 31.50 － 

8 KV23-03 弁 31.50 － 

13 － フランジ 9.00 125A WN 

14 － フランジ 9.00 125A WN 

18 KV23-05 弁＋フランジ 40.00  

19 KV23-05 弁＋フランジ 40.00  

1001 KV23-04 弁 108.00 － 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.6. HWS-R-6 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 165.2 139.8 139.8 

板厚(mm) 5.0 5.0 5.0 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.3923 0.3923 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 重水 重水 重水 

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9 1.11×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy 166 166 166 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166 166 166 

  

重水熱交換器 

P1 

P2 

P3 

150A×125A 

KV23-06 

KV23-07 

評価点 1 
評価点 2 

評価点 14 評価点 15 

評価点 36 

評価点 37 

評価点 44 

評価点 21 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (7) 2.00 － 

3 (3) 1.80 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (5) 2.10 － 

7 (6) 2.55 － 

8 (6) 2.55 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 3.35 － 

12 (6) 3.35 － 

13 (5) 2.10 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (6) 3.35 － 

16 (6) 3.35 － 

17 (6) 3.35 － 

18 (6) 3.35 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (9) 2.10 － 

22 (6) 2.55 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

23 (6) 2.55 － 

24 (6) 2.55 － 

25 (6) 2.55 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (6) 2.55 － 

34 (6) 2.55 － 

35 (1) 1.00 － 

36 (2) 2.10 － 

37 (2) 2.10 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (5) 2.10 － 

40 (6) 2.55 － 

41 (6) 2.55 － 

42 (5) 2.10 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

14 KV23-06 弁 31.00 － 

15 KV23-06 弁 31.00 － 

21 － フランジ 35.00 － 

36 KV23-07 弁 31.00 － 

37 KV23-07 弁 31.00 － 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.7. HWS-R-7 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 139.8   

板厚(mm) 5.0   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 重水   

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 166   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166   

  

P1 

 

評価点 1 

評価点 6 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (6) 2.55 － 

3 (6) 2.55 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9 

0.30 0.26 

静的地震力 － － 0.29 － 

 

  



 

添 3-4-2-5-28 

3.8. HWS-R-8 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 139.8 139.8  

板厚(mm) 5.0 5.0  

材質 SUS304LTP A5052T-0  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 6.88×104  

ポアソン比(-) 0.3 0.33  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 2.68×10-9  

内部流体種類 重水 重水  

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 166 58  

設計引張強さ Su(N/mm2) － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166 58  

  

重
水
タ
ン
ク 

P2 

P1 

 

評価点 14 

評価点 1 評価点 2 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (9) 2.10 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (6) 2.55 － 

5 (6) 2.55 － 

6 (6) 2.55 － 

7 (6) 2.55 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

8 (6) 2.55 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (6) 3.35 － 

11 (6) 3.35 － 

12 (6) 2.55 － 

13 (6) 2.55 － 

14 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

2 － フランジ×2 11.00 125A SO 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 5,6,18,19 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) HWS-R-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 69.4 45.5 14.2 

固有周期（s） 0.014 0.022 0.071 
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(2) HWS-R-2 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 446.8 186.3 147.7 

固有周期（s） 0.002 0.005 0.007 
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(3) HWS-R-3 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 6.3 20.4 6.3 

固有周期（s） 0.160 0.049 0.160 
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(4) HWS-R-4 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 92.4 24.7 23.1 

固有周期（s） 0.011 0.041 0.043 
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(5) HWS-R-5 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 11.3 22.6 22.6 

固有周期（s） 0.089 0.044 0.044 
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(6) HWS-R-6 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 20.7 14.3 14.8 

固有周期（s） 0.048 0.070 0.067 

 

 

 

 

  



 

添 3-4-2-5-36 

(7) HWS-R-7 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 458.4 170.3 143.7 

固有周期（s） 0.002 0.006 0.007 
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(8) HWS-R-8 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 113.1 41.4 24.4 

固有周期（s） 0.009 0.024 0.041 
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4.2. 結論 

4.2.1. HWS-R-1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 11 一次応力 1 5 18 - 24 58 
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4.2.2. HWS-R-2 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 2 1 - 4 166 
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4.2.3. HWS-R-3 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 2 65 - 68 166 
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4.2.4. HWS-R-4 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 2 10 5 - 17 166 
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4.2.5. HWS-R-5 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 3 2 102 - 107 166 
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4.2.6. HWS-R-6 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 21 一次応力 3 11 11 - 25 166 
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4.2.7. HWS-R-7 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 5 一次応力 1 2 1 - 4 166 
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4.2.8. HWS-R-8 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 2 一次応力 1 5 4 - 10 58 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. HWS-R-1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 136 1237 16 22746 4979 250136 

動的地震荷重 X 51 104 35 11062 7834 25664 

動的地震荷重 Y 44 153 31 13840 6579 32668 

動的地震荷重 Z 23 49 771 621047 41250 15026 

静的地震荷重 X 133 8 5 5117 6368 13145 

静的地震荷重 Z 3 4 250 134644 28088 2187 

12 

自重 136 889 16 24523 24489 427433 

動的地震荷重 X 158 44 52 3193 32399 16377 

動的地震荷重 Y 79 125 38 6735 28427 86128 

動的地震荷重 Z 42 51 878 170702 1260998 63808 

静的地震荷重 X 485 8 5 384 1785 3151 

静的地震荷重 Z 3 4 367 33096 327297 9600 
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4.3.2. HWS-R-2 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 316 504 － － － 136461 

動的地震荷重 X 251 2 － － － 1731 

動的地震荷重 Y 83 131 － － － 35480 

動的地震荷重 Z － － 161 8525 49259 － 

静的地震荷重 X 242 2 － － － 1673 

静的地震荷重 Z － － 156 8241 47617 － 

6 

自重 316 540 － － － 28481 

動的地震荷重 X 63 2 － － － 8587 

動的地震荷重 Y 83 141 － － － 7405 

動的地震荷重 Z － － 152 28162 14632 － 

静的地震荷重 X 61 2 － － － 8301 

静的地震荷重 Z － － 147 27224 14144 － 
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4.3.3. HWS-R-3 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 39 2423 101 17050 114291 34436 

動的地震荷重 X 943 286 908 2144484 488689 1992267 

動的地震荷重 Y 132 319 176 342247 82842 273893 

動的地震荷重 Z 823 274 827 1990309 455732 1782725 

静的地震荷重 X 301 68 99 290156 93137 482837 

静的地震荷重 Z 87 65 298 511949 81421 221326 

10 

自重 1487 － － － － － 

動的地震荷重 X 653 － － － － － 

動的地震荷重 Y 195 － － － － － 

動的地震荷重 Z 623 － － － － － 

静的地震荷重 X 132 － － － － － 

静的地震荷重 Z 107 － － － － － 

方向 0.0000 1.0000 0.1000 － － － 

14 

自重 － － 173 － － － 

動的地震荷重 X － － 3010 － － － 

動的地震荷重 Y － － 183 － － － 

動的地震荷重 Z － － 2380 － － － 

静的地震荷重 X － － 60 － － － 

静的地震荷重 Z － － 748 － － － 

14 

自重 1125 － － － － － 

動的地震荷重 X 414 － － － － － 

動的地震荷重 Y 208 － － － － － 

動的地震荷重 Z 398 － － － － － 

静的地震荷重 X 92 － － － － － 

静的地震荷重 Z 59 － － － － － 

方向 0.1000 1.0000 0.0000 － － － 

20 

自重 － － 134 － － － 

動的地震荷重 X － － 1848 － － － 

動的地震荷重 Y － － 160 － － － 

動的地震荷重 Z － － 1536 － － － 

静的地震荷重 X － － 87 － － － 

静的地震荷重 Z － － 55 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

20 

自重 1823 － － － － － 

動的地震荷重 X 733 － － － － － 

動的地震荷重 Y 607 － － － － － 

動的地震荷重 Z 594 － － － － － 

静的地震荷重 X 271 － － － － － 

静的地震荷重 Z 14 － － － － － 

方向 0.1000 1.0000 0.0000 － － － 

29 

自重 10 140 77 84029 43608 94239 

動的地震荷重 X 2720 671 851 287093 561467 89169 

動的地震荷重 Y 197 267 81 86410 40753 98608 

動的地震荷重 Z 2072 532 711 220066 425332 72709 

静的地震荷重 X 907 244 49 32388 94227 1250 

静的地震荷重 Z 87 4 110 6317 41998 8253 
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4.3.4. HWS-R-4 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 4 454 17 201667 18421 153110 

動的地震荷重 X 214 14 27 6502 36821 14422 

動的地震荷重 Y 1 114 4 50417 4606 38278 

動的地震荷重 Z 33 14 184 15966 78732 17081 

静的地震荷重 X 154 10 20 4682 26511 10384 

静的地震荷重 Z 24 10 133 11496 56687 12298 

10 

自重 － 804 － － － － 

動的地震荷重 X － 16 － － － － 

動的地震荷重 Y － 201 － － － － 

動的地震荷重 Z － 16 － － － － 

静的地震荷重 X － 11 － － － － 

静的地震荷重 Z － 12 － － － － 

17 

自重 4 363 17 82173 12302 25449 

動的地震荷重 X 192 2 27 3315 70450 12 

動的地震荷重 Y 1 91 4 20543 3076 6362 

動的地震荷重 Z 33 3 222 1037 80762 152 

静的地震荷重 X 138 1 20 2387 50724 9 

静的地震荷重 Z 24 2 160 746 58149 110 
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4.3.5. HWS-R-5 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 41 695 43 3686 19174 49712 

動的地震荷重 X 1600 766 163 590875 268293 2362400 

動的地震荷重 Y 522 338 57 187859 85019 753156 

動的地震荷重 Z 855 467 112 322422 143790 1258859 

静的地震荷重 X 280 55 20 57328 22819 297698 

静的地震荷重 Z 57 89 112 105083 25604 101026 

10 

自重 － 1391 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

15 

自重 96 1526 38 － － － 

動的地震荷重 X 935 1924 895 － － － 

動的地震荷重 Y 331 664 428 － － － 

動的地震荷重 Z 518 1033 615 － － － 

静的地震荷重 X 466 155 42 － － － 

静的地震荷重 Z 50 30 593 － － － 

31 

自重 55 921 82 289545 50407 7060 

動的地震荷重 X 124 1434 284 355297 184684 135252 

動的地震荷重 Y 39 491 109 132329 67285 44129 

動的地震荷重 Z 34 773 157 195528 101843 72523 

静的地震荷重 X 71 100 22 24973 32295 15402 

静的地震荷重 Z 7 60 112 7927 27032 12460 
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4.3.6. HWS-R-6 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 294 566 14 108532 124136 132237 

動的地震荷重 X 88 54 94 64855 23628 52219 

動的地震荷重 Y 190 70 87 62077 64812 98532 

動的地震荷重 Z 228 72 107 69869 65624 132661 

静的地震荷重 X 119 7 10 13486 21644 59640 

静的地震荷重 Z 2 10 162 87650 6493 9328 

19 

自重 385 1607 4 － － － 

動的地震荷重 X 681 81 60 － － － 

動的地震荷重 Y 192 228 100 － － － 

動的地震荷重 Z 277 232 214 － － － 

静的地震荷重 X 343 15 10 － － － 

静的地震荷重 Z 30 11 232 － － － 

27 

自重 － 1619 2 － － － 

動的地震荷重 X － 125 61 － － － 

動的地震荷重 Y － 337 189 － － － 

動的地震荷重 Z － 231 352 － － － 

静的地震荷重 X － 10 5 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 285 － － － 

35 

自重 90 1277 5 － － － 

動的地震荷重 X 922 133 47 － － － 

動的地震荷重 Y 267 305 121 － － － 

動的地震荷重 Z 191 218 227 － － － 

静的地震荷重 X 555 2 5 － － － 

静的地震荷重 Z 28 1 359 － － － 

44 

自重 1 1255 13 13113 19542 25430 

動的地震荷重 X 148 64 39 29462 52459 193166 

動的地震荷重 Y 84 168 35 23739 13121 88660 

動的地震荷重 Z 65 88 60 44665 9859 75827 

静的地震荷重 X 122 － － 2 21438 108209 

静的地震荷重 Z 1 1 103 60976 669 25 
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4.3.7. HWS-R-7 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 240 407 － － － 25620 

動的地震荷重 X 49 2 － － － 6962 

動的地震荷重 Y 63 106 － － － 6662 

動的地震荷重 Z － － 117 23333 10343 － 

静的地震荷重 X 47 2 － － － 6730 

静的地震荷重 Z － － 113 22555 9998 － 

6 

自重 240 384 － － － 104000 

動的地震荷重 X 189 2 － － － 738 

動的地震荷重 Y 63 100 － － － 27040 

動的地震荷重 Z － － 121 5247 35757 － 

静的地震荷重 X 183 2 － － － 713 

静的地震荷重 Z － － 117 5072 34565 － 
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4.3.8. HWS-R-8 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 219 690 12 31102 29013 368657 

動的地震荷重 X 96 19 35 3591 18506 8759 

動的地震荷重 Y 52 99 55 10760 46843 74291 

動的地震荷重 Z 67 62 176 39566 166457 46865 

静的地震荷重 X 314 1 9 2165 1757 750 

静的地震荷重 Z 15 6 222 17818 134234 3188 

14 

自重 219 654 12 152155 38223 154916 

動的地震荷重 X 33 19 37 7878 14372 4610 

動的地震荷重 Y 49 93 59 28676 18053 23669 

動的地震荷重 Z 33 85 210 90654 69190 16239 

静的地震荷重 X 77 1 9 2685 7872 1707 

静的地震荷重 Z 15 6 169 34543 44902 3490 
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1. 一般事項 

本計算書は、ヘリウム圧縮機の耐震強度計算の方針と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 圧縮機の重量は重心に集中しているものと考える。 

(2) 圧縮機は基礎ボルト等で十分剛な基礎、または架台等に固定されるものとする。 

(3) 動的地震力(Ss,Sd)及び静的地震力に対して評価を行う。 

 

図-3-4-2-6.1 機器概略図 
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1.2. 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

Ab ボルトの断面積 mm2 

As 最小有効せん断断面積 mm2 

CH 水平方向設計震度 ― 

Cp 圧縮機振動による震度 ― 

Cv 鉛直方向設計震度 ― 

d ボルトの呼び径 mm 

E 縦弾性係数 N/mm2 

I 断面二次モーメント mm4 

Fb ボルトに作用する引張力（1本あたり） N 

F 
「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F

値 
N/mm2 

fsb せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 N/mm2 

ft0 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 

i = 1：基礎ボルト 

i = 2：圧縮機取付ボルト 

i = 3：原動機取付ボルト 

N/mm2 

g 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

G せん断弾性係数 N/mm2 

h 

距離 

i = 1：据付面から重心までの距離 

i = 2：圧縮機取付面から重心までの距離 

i = 3：原動機取付面から重心までの距離 

mm 

ℓ1 軸心とボルト間の距離（ℓ1i ≤ ℓ2i) mm 

ℓ2 軸心とボルト間の距離 mm 

Mp 原動機回転により働くモーメント N ⋅ mm 

nf 引張力を受けるボルトの本数 ― 

n ボルトの本数 ― 

Qb ボルトに作用するせん断力 N 

TH 水平方向の固有周期 s 

TV 鉛直方向の固有周期 s 

W 機器の重量 kg 

σb ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

τb ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 計算モデル 

圧縮機は図-3-4-2-6.2計算モデルに示すように、一質点系で据付面に固定されたは

りとして計算を行う。 

 

図-3-4-2-6.2 計算モデル 

 

(2) 水平方向の固有周期 

水平方向の固有周期は次式で求められる。 

TH = 2π√
W

1000
(
h3

3EI
+

h

As ∙ G
)

(3) 鉛直方向の固有周期 

鉛直方向の固有周期は次式で求められる。 

Tv = 2π√
W ∙ h

1000 ∙ E ∙ As
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. ボルトの応力 

ボルトの応力は地震による震度、圧縮機振動による震度及び原動機回転により働く

モーメント等による引張応力とせん断力について計算する。 

  

図-3-4-2-6.3 計算モデル 
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(1) せん断応力 

ボルトに対するせん断力は、ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

せん断力(Qb) 

Qb = Wg(CH + Cp)

 

せん断応力(τb) 

τb =
Qb

Ab ∙ n

ここで、ボルトの軸断面積は 

Ab =
π

4
d2

(2) 引張応力 

ボルトに対する引張力は最も厳しい条件として、図-3-4-2-6.3でボルトを支点とす

る転倒を考え、これを片側のボルトで受けるものとして計算する。 

引張力(Fb) 

Fb = max[
Wg(CH + Cp)h + Mp −Wg(1 − CP − Cv)ℓ1

nf(ℓ1 + ℓ2)
, 

Wg(CH + Cp)h + Mp −Wg(1 − CP − Cv)ℓ2

nf(ℓ1 + ℓ2)
]

ここで、原動機回転により働くモーメント Mpは計算モデル図-3-4-2-6.3で、圧縮機

と原動機のベットが共通の場合、基礎ボルトについては作用しない。 

引張応力(σb) 

σb =
Fb
Ab
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3. 評価方法 

3.1. 固有周期の評価 

2.1 における固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する説明

書」に基づき解析方法の決定を行う。 

 

3.2. ボルトの応力評価 

2.2.1で求めたボルトの引張応力σb及びせん断応力τbは下記を満足することを示す。 

ftsi = min[1.4ft0 − 1.6τb, ft0]

上式より求めた組合せ許容引張応力 ftsよりσbが小さいこと。 

ただし、せん断力τbはせん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb以下である

こと。 

 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ＢAS 1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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4. 計算 

ヘリウム圧縮機の耐震強度計算を以下に示す。 

 

4.1. 設計条件 

機器名称 耐震クラス 
据付場所及び床面高さ 

（m） 

ヘリウム圧縮機 Ｂ 
原子炉建家（注） 

1FL -7.95 

注：基準床レベルを示す。 

 

固有振動数(Hz) 

水平方向 鉛直方向 

9.2 108.4 

 

 

ＢAS 

ポンプ振動 

による震度 

静的 

地震力 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

水平方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

CH=0.18 CH=1.51 CV=0.25 Cp=0.01 

 

 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 
比重 

0.0981 55 ― 

 

 

部材 材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

基礎ボルト SS400 40℃ 235 400 

圧縮機取付ボルト SS400 40℃ 245 400 

原動機取付ボルト SS400 40℃ 245 400 
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4.2. 機器要目 

部材 
W 

(kg) 

h 

(mm) 

ℓ1 

(mm) 

ℓ2 

(mm) 

Ab 

(mm2) 

n 

(―) 

基礎ボルト 400 750 70 180 
201.10 

(M16) 
6 

圧縮機取付ボルト 200 635 63 99 
113.10 

(M12) 
4 

原動機取付ボルト 25 120 70 70 
78.54 

(M10) 
4 

 

 

部材 
nf 

(―) 

Mp 

(N・mm) 

F(N/mm2) 

ＢＡＳ 

基礎ボルト 3 ― 235 

圧縮機取付ボルト 2 ― 245 

原動機取付ボルト 2 9552 245 

 

 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

I 

(mm4) 

As 

(mm2) 

1.93×105 7.42×104 9.99×105 7.205×102 
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4.3. 計算数値 

4.3.1．許容応力状態ＢAS 

 

（単位：N/mm2） 

地震力の種類 Sdの 1/2と静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張応力 せん断応力 

基礎ボルト σb = 29 τb = 5 

圧縮機取付ボルト σb = 50 τb = 7 

原動機取付ボルト σb = 2 τb = 2 
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5. 結論 

下表に示すように、許容応力状態ＢASにおける算出応力はすべて許容応力以下であ

る。なお、表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せを考慮するため、

水平地震による応力を 1.42倍している。 

表-3-4-2-6.1 評価結果 

(単位:N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 

算出 

応力 

許容 

応力 

ＢAS 

基礎ボルト SS400 
引張 σb = 41 fts = 176 

せん断 τb = 8 fsb = 135 

圧縮機取付ボルト SS400 
引張 σb = 71 fts = 183 

せん断 τb = 10 fsb = 141 

原動機取付ボルト SS400 
引張 σb = 3 fts = 183 

せん断 τb = 3 fsb = 141 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

HGS-R-1 重水タンク から 原子炉プール貫通部アンカ まで B 

HGS-R-2 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

HGS-R-3 カナル貫通部アンカ から 原子炉建家地階アンカ まで B 

HGS-R-4 
原子炉建家地階アンカ から 重水溢流タンク、重水ドレンタンク

及び吸込タンクまで 
B 

HGS-R-5 吸込タンク から ヘリウム圧縮機 まで B 

HGS-R-6 ヘリウム圧縮機 から 吐出タンク まで B 

HGS-R-7 
吐出タンク から重水ドレンタンク、重水溢流タンク及び原子炉

建家地階アンカ まで 
B 

HGS-R-8 原子炉建家地階アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

HGS-R-9 カナル貫通部アンカ から 原子炉プール貫通部アンカ まで B 

HGS-R-10 原子炉プール貫通部アンカ から 重水タンク まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 
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885.8 重水タンク 

FL 2355 

276.4 

(1) HGS-R-1 

 

  

850 

8
45 

885.8 

1175 

188 

400 

7
50 

HGS-R-2 

FL 3950 
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HGS-R-3 

FL 0 

2712 

HGS-R-1 

FL 3950 

3
938 

(2) HGS-R-2 
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(3) HGS-R-3 

A 

拡大部 A 

900 

6
50 

1/100 

1
862 

558.1 

3250 

2680 

650 

7
85 

650 

408.1 

100 

1
00 

200 

250 

350 

700 

620 

HGS-R-2 

FL 0 

FL -1800 

HGS-R-4 

FL -2500 

KV24-01 

KV24-12 

KV24-37 

350 
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(4) HGS-R-4 

a.  全体図 
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b.  詳細図(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

358.1 9
5.3 

3
94.

7 

350 

1700 

2
00 

2341.9 

1
80 

1380 

1
70 1

70 
1
70 

300 
300.3 

1/250 

1/250 

200 500 

1200 

500 

270 

1380 

150 
158.1 

KV23-55 

KV24-02 

重水溢流タンク 

FL-2990 

HGS-R-3 

FL-2500 

詳細図(2/2) 

750 
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c.  詳細図(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 
149.7 

6
65 

180 

200 

2
00 

1
00 

9
55 

2250 

8
50 

120 

1
15 

1000 

KV24-03 

KV24-04 
吸込タンク 

FL-5100 

詳細図(2/2) 

詳細図(1/2) 

100 
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7
60 

ヘリウム圧縮機 

FL -6360 

200 

800 

200 

1752.5 

2
00 

吸込タンク 

FL -5250 

(5) HGS-R-5 
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(6) HGS-R-6 

 

  

115 

115 

735 

332.5 

1
50 

9
00 

7
60 

1
00 

200 

吐出タンク 

FL -4400 

ヘリウム圧縮機 

FL -6460 

150 
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添 3-4-2-7-12 

(7) HGS-R-7 

a.  全体図 
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b.  詳細図（1/5，2/5）  

120 

詳細図(2/5) 

詳細図(2/5) 

詳細図(1/5) 

37 

詳細図(2/5) 

詳細図(2/5) 

詳細図(2/5) 

詳細図(3/5) 

200 

2300 

150 

150 

1350 

150 

150 

450 

300 

300 

350 

1003
 

200 

200 
200 

400 

650 

1003 

230 

200 

550 

200 

150 

KV24-06 

KV24-05 

KV24-07 

KV24-16 

吐出タンク 

FL-4250 
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c.  詳細図（3/5） 

  

1
70 

詳細図(2/5) 

6

1 

詳細図(4/5) 

詳細図(5/5) 

A 

拡大部 A 

500 

30

0 

270 

1000 

158.1 

1250 

650 

350 

6
65 

450 

184.5 

185 

722.4 

2
00 

350 

350 

3
40 

1
50 

650 

658.1 350 

300 

1/250 

1/250 

2
00 

416.9 

100 

150 

1000 
500 

200 
89 

184.5 

200 

KV23-53 

KV24-10 

KV24-08 

KV24-09 

重水溢流タンク 

FL-2990 

HGS-R-8 

FL-2500 

1
80 
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d.  詳細図（4/5，5/5） 

  

詳細図(4/5) 詳細図(5/5) 

139 
138 

詳細図(3/5) 詳細図(3/5) 

A 

拡大部 A 

250 2
50 

290 
2600 

750 

150 

300 
3
00 

6
97 

2
50 

190 

2260 

1650 

455 

6
00 

140 

9

0 

650 

600 

750 

1850 

600 

KV24-37 

KV24-12 

FL-1800 
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(8) HGS-R-8 

  

4450 

6
50 

2200 

458.1 

1278.6 

1425 

228.6 

1
862 

620 

700 

578.6 

HGS-R-9 

FL 0 

HGS-R-7 

FL -2500 

KV24-11 

KD24-11 

3
86 
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HGS-R-8 

FL 0 

3
938 

2712 

(9) HGS-R-9 

 

  

HGS-R-10 

FL 3950 
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1
045 

838 

5
50 175 HGS-R-9 

FL 3950 

188 

587.2 

200 

重水タンク 

FL 2355 

3750 

400 

(10) HGS-R-10 

 

1914.2 



 

添 3-4-2-7-19 

3. 設計条件 

3.1. HGS-R-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 89.1  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 A5052T-0 SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 6.88×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.33 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 58 166  

設計引張強さ Su(N/mm2) － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 58 166 

 

 

重
水
タ
ン
ク 

P1 

P2 

評価点 16 

評価点 1 

評価点 15 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (6) 2.26 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (6) 2.26 － 

7 (6) 2.26 － 

8 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

9 (1) 1.00 － 

10 (6) 2.26 － 

11 (6) 2.26 － 

12 (6) 2.26 － 

13 (6) 2.26 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (9) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

15 － フランジ×2 5.06 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 及び 

原子炉本体質点 1,14 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9,10 0.41 － 
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3.2. HGS-R-2 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 89.1   

板厚(mm) 4.0   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 ヘリウムガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 166   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

ＢAS 1 次 166  

 

  

P1 

 

評価点 1 

評価点 11 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (3) 1.80 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

7 (6) 2.26 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (3) 1.80 － 

11 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.3. HGS-R-3 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 60.5  

板厚(mm) 4.0 3.9  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166 

 

  

P1 

 
KV24-01 

KV24-12 

KV24-37 

P2 

評価点 1 

評価点 54 評価点 44 

評価点 38 

評価点 43 

評価点 36 

評価点 7 評価点 6 

評価点 30 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (6) 2.26 － 

5 (6) 2.26 － 

6 (9) 2.10 － 

7 (9) 2.10 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (6) 2.26 － 

10 (6) 2.26 － 

11 (1) 1.00 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (6) 2.26 － 

18 (6) 2.26 － 

19 (6) 2.26 － 

20 (6) 2.26 － 

21 (6) 2.26 － 

22 (6) 2.26 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (3) 1.80 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

28 (4) 1.63 1.63 

29 (3) 1.80 － 

30 (2) 2.10 － 

31 (3) 1.80 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (6) 2.77 － 

34 (6) 2.77 － 

35 (2) 2.10 － 

36 (9) 2.10 － 

38 (9) 2.10 － 

39 (2) 2.10 － 

40 (6) 2.77 － 

41 (6) 2.77 － 

42 (2) 2.10 － 

43 (9) 2.10 － 

44 (9) 2.10 － 

45 (6) 0.92 － 

46 (6) 0.92 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (6) 0.92 － 

49 (6) 0.92 － 

50 (2) 2.10 － 

51 (6) 2.02 － 

52 (6) 2.02 － 

53 (2) 2.10 － 

54 (2) 2.10 － 

  



 

添 3-4-2-7-25 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 KV24-01 弁+フランジ 36.03 － 

7 KV24-01 弁+フランジ 36.03 － 

36 － フランジ 1.86 50A SO 

38 － フランジ 1.86 50A SO 

43 KV24-37 弁+フランジ 4.36 － 

44 KV24-37 弁+フランジ 4.36 － 

56 KV24-12 弁 70.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-26 

3.4. HGS-R-4 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 89.1 60.5 76.3 

板厚(mm) 4.0 3.9 3.5 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス ヘリウムガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy 166 166 166 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166 166 

  

重水溢流タンク 

吸込タンク 

P1 

No.1 

ドレンセパレータ 

KV23-55 

KV24-02 

KV24-03 

KV24-04 

P2 

P5 

P2 

P2 

P3 

P4 

P1 

25A×50A 

80A×50A 

80A×65A 

評価点 148 

評価点 

144 

評価点 

143 

評価点 1 評価点 5 

評価点 138 

評価点 23 評価点 24 

評価点 36 

評価点 81 

評価点 134 

評価点 135 

評価点 136 

評価点 98 

評価点 99 

評価点 93 

評価点 97 

P6 

P6 

P6 

25A×50A 



 

添 3-4-2-7-27 

配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 76.3 34 22.0 

板厚(mm) 3.5 3.4 1.3 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.1471 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス ヘリウムガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

保温材/外装材材質 － グラスウール/ガルバリウム鋼 グラスウール/ガルバリウム鋼 

保温材/外装材密度(ton/mm3) － 0.12×10-9/7.85×10-9 0.12×10-9/7.85×10-9 

設計降伏点 Sy 166 166 166 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166 166 

  



 

添 3-4-2-7-28 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (3) 1.80 － 

3 (4) 1.62 1.62 

4 (3) 1.80 － 

5 (7) 2.00 － 

6 (3) 1.80 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (2) 2.10 － 

10 (6) 2.77 － 

11 (6) 2.77 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (6) 2.77 － 

15 (6) 2.77 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (2) 2.10 － 

24 (2) 2.10 － 

25 (2) 2.10 － 

26 (6) 2.77 － 

27 (6) 2.77 － 

28 (2) 2.10 － 

29 (2) 2.10 － 

30 (6) 2.77 － 

31 (6) 2.77 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (1) 1.00 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (2) 2.10 － 

37 (2) 2.10 － 

38 (2) 2.10 － 

39 (1) 1.00 － 

40 (1) 1.00 － 

41 (1) 1.00 － 

42 (1) 1.00 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (2) 2.10 2.10 

46 (2) 2.10 － 

47 (2) 2.10 － 

48 (2) 2.10 － 

49 (2) 2.10 － 

50 (4) 2.10 2.10 

51 (1) 1.00 － 

52 (1) 1.00 － 

53 (1) 1.00 － 

54 (1) 1.00 － 

55 (1) 1.00 － 

56 (2) 2.10 2.10 

57 (2) 2.10 － 

58 (2) 2.10 － 

59 (2) 2.10 － 

60 (2) 2.10 － 

61 (2) 2.10 2.10 

62 (1) 1.00 － 

63 (1) 1.00 － 

64 (1) 1.00 － 

65 (1) 1.00 － 

66 (1) 1.00 － 

67 (2) 2.10 2.10 

68 (2) 2.10 － 

69 (2) 2.10 － 

70 (2) 2.10 － 



 

添 3-4-2-7-29 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (2) 2.10 － 

72 (2) 2.10 2.10 

73 (1) 1.00 － 

74 (1) 1.00 － 

75 (1) 1.00 － 

76 (1) 1.00 － 

77 (1) 1.00 － 

78 (1) 1.00 － 

79 (2) 2.10 － 

80 (2) 2.10 － 

81 (2) 2.10 － 

82 (2) 2.10 － 

83 (1) 1.00 － 

84 (2) 2.10 － 

85 (6) 2.77 － 

86 (6) 2.77 － 

87 (2) 2.10 － 

88 (2) 2.10 － 

89 (2) 2.10 2.10 

90 (2) 2.10 － 

91 (2) 2.10 － 

92 (1) 1.00 － 

93 (2) 2.10 － 

97 (2) 2.10  

98 (2) 2.10 － 

99 (2) 2.10 － 

100 (2) 2.10 － 

101 (6) 2.77 － 

102 (6) 2.77 － 

103 (2) 2.10 － 

104 (1) 1.00 － 

105 (2) 2.10 － 

106 (6) 2.77 － 

107 (6) 2.77 － 

108 (2) 2.10 － 

109 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

110 (6) 2.77 － 

111 (6) 2.77 － 

112 (2) 2.10 － 

113 (2) 2.10 － 

114 (6) 2.02 － 

115 (6) 2.02 － 

116 (2) 2.10 － 

117 (2) 2.10 － 

118 (6) 2.02 － 

119 (6) 2.02 － 

120 (2) 2.10 － 

121 (1) 1.00 － 

122 (1) 1.00 － 

123 (6) 1.11 － 

126 (6) 1.11 － 

127 (2) 2.10 － 

128 (1) 1.00 － 

129 (1) 1.00 － 

130 (2) 2.10 － 

131 (6) 2.77 － 

132 (6) 2.77 － 

133 (2) 2.10 － 

134 (2) 2.10 － 

135 (2) 2.10 － 

136 (2) 2.10 － 

137 (3) 1.80 － 

138 (7) 2.00 － 

139 (3) 1.80 － 

140 (6) 2.26 － 

141 (6) 2.26 － 

142 (5) 2.10 － 

143 (2) 2.10 － 

144 (2) 2.10 － 

145 (6) 2.26 － 

146 (6) 2.26 － 

147 (6) 2.26 － 



 

添 3-4-2-7-30 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

148 (6) 2.26 － 

149 (2) 2.10 － 

150 (2) 2.10 － 

151 (2) 2.10 － 

152 (2) 2.10 － 

153 (2) 2.10 － 

154 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

155 (2) 2.10 － 

156 (2) 2.10 － 

157 (2) 2.10 － 

158 (2) 2.10 － 

159 (2) 2.10 － 

160 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

23 KV24-02 弁 6.00 ― 

24 KV24-02 弁 6.00 ― 

95 
No.1 

ドレンセパレータ 
― 15.00 ― 

98 KV24-03 弁 6.00 ― 

99 KV24-03 弁 6.00 ― 

134 KV24-04 弁 6.00 ― 

135 KV24-04 弁 6.00 ― 

143 KV23-55 弁 13.50 ― 

144 KV23-55 弁 13.50 ― 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 

  



 

添 3-4-2-7-31 

3.5. HGS-R-5 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 60.5 34.0  

板厚(mm) 3.9 3.4  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166  

  

P1 

吸
込
タ
ン
ク 

ヘ
リ
ウ
ム 

圧
縮
機 

P2 

50A×25A 

評価点 14 

評価点 1 

評価点 22 

評価点 20 



 

添 3-4-2-7-32 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

3 (6) 1.75 － 

4 (6) 1.75 － 

5 (2) 2.10 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (2) 2.10 － 

10 (6) 1.75 － 

11 (6) 1.75 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

12 (2) 2.10 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (9) 2.10 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (6) 1.75 － 

17 (6) 1.75 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (2) 2.10 － 

20 (2) 2.10 － 

21 (2) 2.10 － 

22 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

14 － フランジ×2 2.66 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2,3 

0.28 0.26 

静的地震力 － － 0.18 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-33 

3.6. HGS-R-6 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 34.0 60.5  

板厚(mm) 3.4 3.9  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166  

  

P2 

吐
出
タ
ン
ク 

ヘ
リ
ウ
ム 

圧
縮
機 

P1 

評価点 4 

評価点 1 

評価点 14 

評価点 29 

50A×25A 



 

添 3-4-2-7-34 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (2) 2.10 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (2) 2.10 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (6) 1.75 － 

8 (6) 1.75 － 

9 (2) 2.10 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (6) 1.75 － 

12 (6) 1.75 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (9) 2.10 － 

15 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

16 (2) 2.10 － 

17 (6) 1.75 － 

18 (6) 1.75 － 

19 (2) 2.10 － 

20 (2) 2.10 － 

21 (6) 1.75 － 

22 (6) 1.75 － 

23 (2) 2.10 － 

24 (2) 2.10 － 

25 (6) 1.75 － 

26 (6) 1.75 － 

27 (2) 2.10 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

14 － フランジ 2.66 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2,3 

0.28 0.26 

静的地震力 － － 0.18 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-35 

3.7. HGS-R-7 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 60.5 60.5 34.0 

板厚(mm) 3.9 3.9 3.4 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 150 150 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス ヘリウムガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

保温剤/外装剤 材質 － グラスウール/ガルバリウム鋼 － 

保温剤/外装剤密度(ton/mm3) － 0.12×10-9/8.00×10-9 － 

保温剤/外装剤厚さ(mm) － 20.0/2.0 － 

設計降伏点 Sy 166 131 131 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 131 131 

  

重水溢流 

タンク 

吐出タンク 

P1 

No.2 

ドレンセパレータ 

P2 

P3 

再結合器 

P8 

P2 P4 

P4 

P5 
P6 

KV24-05 

KV24-06 
KV24-16 

KV24-07 

KV24-08 

KV24-09 

KV24-10 

KV23-53 

80A×50A 

25A×50A 

P9 

P7 

P2 

評価点 1 

評価点 

6 

評価点 

7 

評価点 48 

評価点 49 
評価点 184 

評価点 185 

評価点 175 

評価点 171 

評価点 162 

評価点 161 

評価点 
72 

評価点 
73 

評価点 98 

評価点 75 

評価点 205 

評価点 159 

評価点 119 

評価点 125 

評価点 124 

評価点 

243 

評価点 

245 

評価点 

250 

評価点 

251 評価点 
262 

KV24-12 KV24-37 

評価点 

144 

評価点 

145 

評価点 195 評価点 196 

評価点 155 

評価点 188 

評価点 123 

評価点 

231 

P1 

P1 

P2 

80A×40A 



 

添 3-4-2-7-36 

配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 60.5 48.6 48.6 

板厚(mm) 3.9 3.7 3.7 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 55 55 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.1472 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス ヘリウムガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

保温剤/外装剤 材質 － － － 

保温剤/外装剤密度(ton/mm3) － － － 

保温剤/外装剤厚さ(mm) － － － 

設計降伏点 Sy 166 166 166 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166 166 

  



 

添 3-4-2-7-37 

配管番号 P7 P8 P9 

外径(mm) 60.5 60.5 21.9 

板厚(mm) 3.9 3.9 2.3 

材質 SUS304LTP SUS304LTP SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 55 150 150 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス ヘリウムガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

保温剤/外装剤 材質 グラスウール/ガルバリウム鋼 － － 

保温剤/外装剤密度(ton/mm3) 0.12×10-9/8.00×10-9 － － 

保温剤/外装剤厚さ(mm) 20.0/2.0 － － 

設計降伏点 Sy 166 131 131 

設計引張強さ Su － － － 

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 131 131 

  



 

添 3-4-2-7-38 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

3 (6) 2.77 － 

4 (6) 2.77 － 

5 (2) 2.10 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (6) 2.02 － 

12 (6) 2.02 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (6) 2.77 － 

16 (6) 2.77 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (2) 2.10 － 

20 (6) 2.77 － 

21 (6) 2.77 － 

22 (2) 2.10 － 

23 (2) 2.10 － 

24 (6) 2.02 － 

25 (6) 2.02 － 

26 (2) 2.10 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (2) 2.10 － 

29 (6) 2.77 － 

30 (6) 2.77 － 

31 (2) 2.10 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (6) 2.77 － 

34 (6) 2.77 － 

35 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (2) 2.10 － 

37 (2) 2.10 2.10 

38 (2) 2.10 － 

39 (2) 2.10 － 

40 (6) 2.77 － 

41 (6) 2.77 － 

42 (2) 2.10 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (6) 2.77 － 

46 (6) 2.77 － 

47 (2) 2.10 － 

48 (2) 2.10 － 

49 (2) 2.10 － 

50 (1) 1.00 － 

51 (2) 2.10 － 

52 (6) 2.77 － 

53 (6) 2.77 － 

54 (2) 2.10 － 

55 (2) 2.10 － 

56 (6) 2.77 － 

57 (6) 2.77 － 

58 (2) 2.10 － 

59 (1) 1.00 － 

60 (2) 2.10 － 

61 (2) 2.10 2.10 

62 (2) 2.10 － 

63 (1) 1.00 － 

64 (2) 2.10 － 

65 (6) 2.77 － 

66 (6) 2.77 － 

67 (2) 2.10 － 

68 (2) 2.10 － 

69 (6) 2.77 － 

70 (6) 2.77 － 



 

添 3-4-2-7-39 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (2) 2.10 － 

72 (2) 2.10 － 

73 (2) 2.10 － 

74 (2) 2.10 － 

75 (2) 2.10 － 

76 (2) 2.10 － 

77 (2) 2.10 － 

78 (1) 1.00 － 

79 (1) 1.00 － 

80 (1) 1.00 － 

81 (1) 1.00 － 

82 (1) 1.00 － 

83 (1) 1.00 － 

84 (2) 2.10 2.10 

85 (2) 2.10 － 

86 (2) 2.10 － 

87 (2) 2.10 － 

88 (2) 2.10 － 

89 (2) 2.10 2.10 

90 (2) 1.00 － 

91 (1) 1.00 － 

92 (1) 1.00 － 

93 (1) 1.00 － 

94 (1) 1.00 － 

95 (1) 1.00 － 

96 (2) 2.10 － 

97 (2) 2.10 － 

98 (2) 2.10 － 

99 (2) 2.10 － 

100 (1) 1.00 － 

101 (2) 2.10 － 

102 (6) 2.77 － 

103 (6) 2.77 － 

104 (2) 2.10 － 

105 (1) 1.00 － 

106 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

107 (2) 2.10 2.10 

108 (2) 2.10 － 

109 (2) 2.10 － 

114 (2) 2.10 － 

115 (6) 2.77 － 

116 (6) 2.77 － 

117 (2) 2.10 － 

118 (1) 1.00 － 

119 (2) 2.10 － 

120 (2) 2.10 － 

123 (2) 2.10 － 

124 (2) 2.10 － 

125 (2) 2.10 － 

126 (2) 2.10 － 

127 (6) 2.77 － 

128 (6) 2.77 － 

129 (2) 2.10 － 

130 (1) 1.00 － 

131 (2) 2.10 － 

132 (2) 2.10 2.10 

133 (2) 2.10 － 

134 (2) 2.10 － 

135 (6) 2.77 － 

136 (6) 2.77 － 

137 (2) 2.10 － 

138 (2) 2.10 2.10 

139 (2) 2.10 2.10 

140 (2) 2.10 － 

141 (5) 2.10 － 

142 (2) 2.10 － 

143 (1) 1.00 － 

144 (2) 2.10 － 

145 (2) 2.10 － 

146 (2) 2.10 － 

147 (6) 2.77 － 

148 (6) 2.77 － 



 

添 3-4-2-7-40 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

149 (2) 2.10 － 

150 (2) 2.10 － 

151 (6) 2.77 － 

152 (6) 2.77 － 

153 (2) 2.10 － 

154 (3) 1.80 － 

155 (7) 2.00 － 

156 (3) 1.80 － 

157 (4) 1.63 1.63 

158 (3) 1.80 － 

159 (2) 2.10 － 

160 (2) 2.10 － 

161 (2) 2.10 － 

162 (2) 2.10 － 

163 (2) 2.10 － 

164 (2) 2.10 2.10 

165 (2) 2.10 － 

166 (2) 2.10 － 

167 (2) 2.10 － 

168 (6) 2.77 － 

169 (6) 2.77 － 

170 (2) 2.10 － 

171 (2) 2.10 － 

175 (2) 2.10 － 

176 (2) 2.10 － 

177 (6) 2.77 － 

178 (6) 2.77 － 

179 (2) 2.10 － 

180 (2) 2.10 － 

181 (2) 2.10 2.10 

182 (2) 2.10 － 

183 (2) 2.10 － 

184 (2) 2.10 － 

185 (2) 2.10 － 

186 (2) 2.10 － 

187 (3) 1.80 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

188 (7) 2.00 － 

189 (3) 1.80 － 

190 (2) 2.10 － 

191 (6) 2.38 － 

192 (6) 2.38 － 

193 (2) 2.10 － 

194 (5) 2.10 － 

195 (2) 2.10 － 

196 (2) 2.10 － 

197 (2) 2.10 － 

198 (6) 2.38 － 

199 (6) 2.38 － 

200 (2) 2.10 － 

201 (2) 2.10 － 

202 (6) 2.38 － 

203 (6) 2.38 － 

204 (2) 2.10 － 

205 (2) 2.10 － 

206 (2) 2.10 － 

207 (2) 2.10 － 

208 (2) 2.10 － 

209 (2) 2.10 － 

210 (2) 2.10 － 

211 (2) 2.10 － 

212 (2) 2.10 － 

213 (2) 2.10 － 

214 (6) 2.77 － 

215 (6) 2.77 － 

216 (2) 2.10 － 

217 (6) 0.70 － 

218 (6) 0.70 － 

219 (1) 1.00 － 

220 (2) 2.10 － 

221 (6) 2.77 － 

222 (6) 2.77 － 

223 (2) 2.10 － 



 

添 3-4-2-7-41 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

224 (2) 2.10 － 

225 (6) 2.77 － 

226 (6) 2.77 － 

227 (2) 2.10 － 

228 (1) 1.00 － 

229 (6) 1.11 － 

230 (6) 1.11 － 

231 (1) 1.00 － 

232 (2) 2.10 － 

233 (2) 2.10 － 

234 (2) 2.10 － 

235 (2) 2.10 － 

236 (6) 2.77 － 

237 (6) 2.77 － 

238 (2) 2.10 － 

239 (6) 1.11 － 

240 (6) 1.11 － 

241 (5) 2.10 － 

242 (1) 1.00 － 

243 (2) 2.10 － 

245 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

246 (2) 2.10 － 

247 (6) 2.77 － 

248 (6) 2.77 － 

249 (2) 2.10 － 

250 (2) 2.10 － 

251 (2) 2.10 － 

252 (6) 1.11 － 

253 (6) 1.11 － 

254 (1) 1.00 － 

255 (2) 2.10 － 

256 (2) 2.10 2.10 

257 (2) 2.10 － 

258 (2) 2.10 － 

259 (6) 2.02 － 

260 (6) 2.02 － 

261 (2) 2.10 － 

262 (2) 2.10 － 

263 (2) 2.10 － 

264 (1) 1.00 － 

266 (2) 2.10 － 

  



 

添 3-4-2-7-42 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 KV24-05 弁 6.00 ― 

7 KV24-05 弁 6.00 ― 

48 KV24-16 弁 5.60 ― 

49 KV24-16 弁 5.60 ― 

72 KV24-08 弁 6.00 ― 

73 KV24-08 弁 6.00 ― 

121 No.2ドレンセパレータ － 15.00 ― 

124 KV24-09 弁 6.00 ― 

125 KV24-09 弁 6.00 ― 

144 KV24-10 弁 6.00 ― 

145 KV24-10 弁 6.00 ― 

161 KV24-07 弁 5.60 ― 

162 KV24-07 弁 5.60 ― 

173 再結合器 － 60.00 ― 

184 KV24-06 弁 6.00 ― 

185 KV24-06 弁 6.00 ― 

195 KV23-53 弁 5.00 ― 

196 KV23-53 弁 5.00 ― 

243 － フランジ 1.86 ― 

245 － フランジ 1.86 ― 

250 KV24-38 弁+フランジ 4.36 ― 

251 KV24-38 弁+フランジ 4.36 ― 

265 KV24-13 弁 70.00 ― 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 

  



 

添 3-4-2-7-43 

3.8. HGS-R-8 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 60.5  

板厚(mm) 4.0 3.9  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 ― ―  

外部流体密度(ton/mm) ― ―  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166 

 

  

P1 

 KV24-11 

KD24-11 
P2 

評価点 31 

評価点 22 評価点 21 

評価点 34 

評価点 32 

評価点 1 



 

添 3-4-2-7-44 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (3) 1.80 － 

5 (4) 1.63 1.63 

6 (3) 1.80 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (6) 2.26 － 

9 (6) 2.26 － 

10 (6) 2.26 － 

11 (6) 2.26 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (6) 2.26 － 

17 (6) 2.26 － 

18 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (6) 2.26 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (9) 2.10 － 

22 (9) 2.10 － 

23 (6) 2.26 － 

24 (6) 2.26 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (6) 2.26 － 

27 (6) 2.26 － 

28 (6) 2.26 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (2) 2.10 － 

32 (9) 2.10 － 

34 (9) 2.10 － 

36 (3) 1.80 － 

37 (3) 1.80 － 

38 (3) 1.80 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

21 KV24-11 弁+フランジ 36.03 － 

22 KV24-11 弁+フランジ 36.03 － 

32 KD24-11 弁+フランジ 13.66 － 

34 KD24-11 弁+フランジ 14.03 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-45 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-46 

3.9. HGS-R-9 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 89.1   

板厚(mm) 4.0   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 ヘリウムガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 166   

設計引張強さ Su －   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166   

  

P1 

 

評価点 11 

評価点 1 



 

添 3-4-2-7-47 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (3) 1.80 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (6) 2.26 － 

6 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

7 (1) 1.00 － 

8 (3) 1.80 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-48 

3.10. HGS-R-10 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 89.1  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 A5052T-0 SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 6.88×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.33 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 ヘリウムガス ヘリウムガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy 58 166  

設計引張強さ Su － －  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 58 166  

  

 

重
水
タ
ン
ク 

P1 

P2 

評価点 22 

評価点 2 評価点 1 



 

添 3-4-2-7-49 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (9) 2.10 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (6) 2.26 － 

5 (6) 2.26 － 

6 (6) 2.26 － 

7 (6) 2.26 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 2.26 － 

12 (6) 2.26 － 

13 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (6) 2.26 － 

17 (6) 2.26 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (6) 2.26 － 

20 (6) 2.26 － 

21 (2) 2.10 － 

22 (2) 2.10 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

2 － フランジ×2 5.06 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

及び原子炉本体質点 1,14 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9,10 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-50 

4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) HGS-R-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 20.7 29.5 42.4 

固有周期（s） 0.048 0.034 0.024 

 

  



 

添 3-4-2-7-51 

(2) HGS-R-2 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 20.1 41.8 7.1 

固有周期（s） 0.050 0.024 0.140 

 

  



 

添 3-4-2-7-52 

(3) HGS-R-3 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 13.9 83.9 33.5 

固有周期（s） 0.072 0.012 0.030 

 

  



 

添 3-4-2-7-53 

(4) HGS-R-4 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 10.5 26.7 27.1 

固有周期（s） 0.095 0.037 0.037 

 

  



 

添 3-4-2-7-54 

(5) HGS-R-5 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 33.2 64.3 138.9 

固有周期（s） 0.030 0.016 0.007 

 

  



 

添 3-4-2-7-55 

(6) HGS-R-6 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 38.5 191.8 30.1 

固有周期（s） 0.026 0.005 0.033 

 

  



 

添 3-4-2-7-56 

(7) HGS-R-7 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 5.3 10.9 7.0 

固有周期（s） 0.189 0.092 0.143 

 

  



 

添 3-4-2-7-57 

(8) HGS-R-8 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 16.1 17.9 14.1 

固有周期（s） 0.062 0.056 0.071 

 

  



 

添 3-4-2-7-58 

(9) HGS-R-9 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 20.1 41.8 7.1 

固有周期（s） 0.050 0.024 0.140 

 

  



 

添 3-4-2-7-59 

(10) HGS-R-10 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 15.9 12.4 12.8 

固有周期（s） 0.063 0.081 0.078 

 

 



 

添 3-4-2-7-60 

4.2. 結論 

4.2.1. HGS-R-1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 15 一次応力 1 6 4 - 11 58 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-61 

4.2.2. HGS-R-2 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 9 61 - 71 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-62 

4.2.3. HGS-R-3 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 2 33 - 36 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-63 

4.2.4. HGS-R-4 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 67 一次応力 1 4 62 - 67 166 

 

  



 

添 3-4-2-7-64 

4.2.5. HGS-R-5 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 22 一次応力 1 1 6 - 8 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-65 

4.2.6. HGS-R-6 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 1 7 - 9 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-66 

4.2.7. HGS-R-7 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 65 一次応力 1 37 84 - 122 131 

 

  



 

添 3-4-2-7-67 

4.2.8. HGS-R-8 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 16 25 - 42 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-68 

4.2.9. HGS-R-9 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 11 一次応力 1 9 61 - 71 166 

 

 

  



 

添 3-4-2-7-69 

4.2.10. HGS-R-10 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 22 一次応力 1 3 17 - 21 58 

 

 



 

添 3-4-2-7-70 

4.3. 拘束点反力 

4.3.1. HGS-R-1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 10 117 12 6408 482 10686 

動的地震荷重 X 103 17 49 27850 7839 69794 

動的地震荷重 Y 21 15 20 12622 1620 13336 

動的地震荷重 Z 39 18 57 35663 2302 25373 

静的地震荷重 X 102 13 34 18647 5245 60721 

静的地震荷重 Z 4 － 36 15557 1700 3305 

8 

自重 － 184 20 － － － 

動的地震荷重 X － 42 35 － － － 

動的地震荷重 Y － 22 19 － － － 

動的地震荷重 Z － 41 61 － － － 

静的地震荷重 X － 28 26 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 97 － － － 

16 

自重 10 232 8 7140 7591 119090 

動的地震荷重 X 56 32 33 11214 25141 26040 

動的地震荷重 Y 18 48 27 4955 18416 34577 

動的地震荷重 Z 20 30 48 14054 33199 22235 

静的地震荷重 X 116 15 8 2004 1356 630 

静的地震荷重 Z 4 1 86 5500 40393 1877 

 

  



 

添 3-4-2-7-71 

4.3.2. HGS-R-2 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 10 231 － － － 119977 

動的地震荷重 X 122 38 － － － 30484 

動的地震荷重 Y 29 41 － － － 25974 

動的地震荷重 Z － － 435 81840 827643 － 

静的地震荷重 X 258 18 － － － 16160 

静的地震荷重 Z － － 209 24632 303264 － 

11 

自重 10 723 － － － 13204 

動的地震荷重 X 121 17 － － － 114367 

動的地震荷重 Y 29 87 － － － 22369 

動的地震荷重 Z － － 307 568837 135315 － 

静的地震荷重 X 134 18 － － － 98859 

静的地震荷重 Z － － 183 234667 44313 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-72 

4.3.3. HGS-R-3 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 8 675 32 18352 5632 1627 

動的地震荷重 X 283 22 73 98390 131520 399662 

動的地震荷重 Z 10 43 11 5644 3825 11902 

動的地震荷重 Y 95 25 26 33682 43868 133348 

静的地震荷重 X 53 － 8 11547 19034 61423 

静的地震荷重 Z 10 1 24 15681 4367 14809 

11 

自重 － 399 39 － － － 

動的地震荷重 X － 64 389 － － － 

動的地震荷重 Y － 35 51 － － － 

動的地震荷重 Z － 28 169 － － － 

静的地震荷重 X － 5 9 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 182 － － － 

16 

自重 2 145 5 － － － 

動的地震荷重 X 616 50 193 － － － 

動的地震荷重 Y 22 27 27 － － － 

動的地震荷重 Z 209 29 74 － － － 

静的地震荷重 X 170 8 21 － － － 

静的地震荷重 Z 12 2 15 － － － 

23 

自重 － 230 3 － － － 

動的地震荷重 X － 27 53 － － － 

動的地震荷重 Y － 35 26 － － － 

動的地震荷重 Z － 20 34 － － － 

静的地震荷重 X － 6 8 － － － 

静的地震荷重 Z － 4 41 － － － 

30 

自重 4 41 6 10046 2379 25477 

動的地震荷重 X 674 764 72 108088 57695 214155 

動的地震荷重 Y 25 25 14 3666 7630 9895 

動的地震荷重 Z 29 15 23 5822 10716 5825 

静的地震荷重 X 214 147 19 22314 11602 41111 

静的地震荷重 Z 1 3 22 1106 10216 1731 

  



 

添 3-4-2-7-73 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

47 

自重 － 90 9 － － － 

動的地震荷重 X － 338 61 － － － 

動的地震荷重 Y － 13 28 － － － 

動的地震荷重 Z － 17 35 － － － 

静的地震荷重 X － 64 9 － － － 

静的地震荷重 Z － 8 36 － － － 

54 

自重 2 6 7 2475 124 3039 

動的地震荷重 X 28 79 59 29860 4204 27994 

動的地震荷重 Y 11 5 20 1807 2243 1347 

動的地震荷重 Z 11 8 23 1623 2221 1251 

静的地震荷重 X 17 14 10 7277 3925 3784 

静的地震荷重 Z 2 4 13 668 134 213 

55 

自重 － 931 8 － － － 

動的地震荷重 X － 543 70 － － － 

動的地震荷重 Y － 156 16 － － － 

動的地震荷重 Z － 23 113 － － － 

静的地震荷重 X － 101 16 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 147 － － － 

 

  



 

添 3-4-2-7-74 

4.3.4. HGS-R-4 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 64 243 － 15595 5025 75806 

動的地震荷重 X 248 15 28 16972 16776 7684 

動的地震荷重 Z 17 27 12 4959 4359 12903 

動的地震荷重 Y 29 8 24 5916 8857 6173 

静的地震荷重 X 36 6 2 838 520 6024 

静的地震荷重 Z 11 1 29 8804 6938 2152 

8 

自重 － 89 8 － － － 

動的地震荷重 X － 12 215 － － － 

動的地震荷重 Y － 10 19 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 36 － － － 

静的地震荷重 X － 3 32 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 66 － － － 

22 

自重 11 247 － － － － 

動的地震荷重 X 1352 149 － － － － 

動的地震荷重 Y 16 19 － － － － 

動的地震荷重 Z 18 21 － － － － 

静的地震荷重 X 234 22 － － － － 

静的地震荷重 Z 3 5 － － － － 

34 

自重 － 73 12 － － － 

動的地震荷重 X － 162 318 － － － 

動的地震荷重 Y － 11 6 － － － 

動的地震荷重 Z － 12 13 － － － 

静的地震荷重 X － 27 48 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 13 － － － 

40 

自重 － 149 8 － － － 

動的地震荷重 X － 19 87 － － － 

動的地震荷重 Y － 24 8 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 25 － － － 

静的地震荷重 X － 4 13 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 28 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-75 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

42 

自重 － 244 1 － － － 

動的地震荷重 X － 43 13 － － － 

動的地震荷重 Y － 26 5 － － － 

動的地震荷重 Z － 8 24 － － － 

静的地震荷重 X － 4 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 44 － － － 

44 

自重 － 170 4 － － － 

動的地震荷重 X － 29 10 － － － 

動的地震荷重 Y － 44 5 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 25 － － － 

静的地震荷重 X － 1 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 30 － － － 

51 

自重 － 162 4 － － － 

動的地震荷重 X － 95 9 － － － 

動的地震荷重 Y － 45 5 － － － 

動的地震荷重 Z － 14 24 － － － 

静的地震荷重 X － 8 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 30 － － － 

53 

自重 － 251 1 － － － 

動的地震荷重 X － 130 14 － － － 

動的地震荷重 Y － 34 7 － － － 

動的地震荷重 Z － 9 37 － － － 

静的地震荷重 X － 12 － － － － 

静的地震荷重 Z － － 46 － － － 

55 

自重 － 157 1 － － － 

動的地震荷重 X － 161 5 － － － 

動的地震荷重 Y － 25 4 － － － 

動的地震荷重 Z － 19 25 － － － 

静的地震荷重 X － 15 － － － － 

静的地震荷重 Z － － 29 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-76 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

62 

自重 － 156 1 － － － 

動的地震荷重 X － 128 5 － － － 

動的地震荷重 Y － 30 4 － － － 

動的地震荷重 Z － 19 25 － － － 

静的地震荷重 X － 8 － － － － 

静的地震荷重 Z － － 29 － － － 

64 

自重 － 252 － － － － 

動的地震荷重 X － 94 15 － － － 

動的地震荷重 Y － 33 7 － － － 

動的地震荷重 Z － 10 36 － － － 

静的地震荷重 X － 11 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 46 － － － 

66 

自重 － 161 1 － － － 

動的地震荷重 X － 40 9 － － － 

動的地震荷重 Y － 50 5 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 22 － － － 

静的地震荷重 X － 9 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 30 － － － 

73 

自重 － 171 1 － － － 

動的地震荷重 X － 125 11 － － － 

動的地震荷重 Y － 43 5 － － － 

動的地震荷重 Z － 12 23 － － － 

静的地震荷重 X － 16 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 30 － － － 

75 

自重 － 242 1 － － － 

動的地震荷重 X － 168 16 － － － 

動的地震荷重 Y － 20 6 － － － 

動的地震荷重 Z － 8 22 － － － 

静的地震荷重 X － 17 3 － － － 

静的地震荷重 Z － － 44 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-77 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

77 

自重 － 173 2 － － － 

動的地震荷重 X － 102 143 － － － 

動的地震荷重 Y － 23 9 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 26 － － － 

静的地震荷重 X － 9 33 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 35 － － － 

83 

自重 － 21 4 － － － 

動的地震荷重 X － 86 561 － － － 

動的地震荷重 Y － 11 22 － － － 

動的地震荷重 Z － 5 24 － － － 

静的地震荷重 X － 8 126 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 8 － － － 

92 

自重 32 167 27 － － － 

動的地震荷重 X 1098 67 433 － － － 

動的地震荷重 Y 40 28 23 － － － 

動的地震荷重 Z 36 11 31 － － － 

静的地震荷重 X 312 3 94 － － － 

静的地震荷重 Z 6 11 56 － － － 

104 

自重 － 299 71 － － － 

動的地震荷重 X － 119 62 － － － 

動的地震荷重 Y － 37 14 － － － 

動的地震荷重 Z － 18 11 － － － 

静的地震荷重 X － 8 12 － － － 

静的地震荷重 Z － 13 19 － － － 

121 

自重 32 － 46 － － － 

動的地震荷重 X 82 － 58 － － － 

動的地震荷重 Y 9 － 12 － － － 

動的地震荷重 Z 12 － 14 － － － 

静的地震荷重 X 50 － 13 － － － 

静的地震荷重 Z 7 － 13 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-78 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

128 

自重 － 75 1 － － － 

動的地震荷重 X － 25 25 － － － 

動的地震荷重 Y － 10 6 － － － 

動的地震荷重 Z － 8 20 － － － 

静的地震荷重 X － 13 4 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 22 － － － 

136 

自重 8 192 1 669 6 3197 

動的地震荷重 X 37 7 21 17260 354 20684 

動的地震荷重 Y 12 7 8 3910 175 5421 

動的地震荷重 Z 14 4 27 11951 979 7197 

静的地震荷重 X 40 5 2 1250 35 13759 

静的地震荷重 Z 2 1 31 8541 634 1062 

148 

自重 66 188 3 44346 18321 3373 

動的地震荷重 X 18 18 25 4886 3747 1419 

動的地震荷重 Y 20 32 12 7931 5329 1014 

動的地震荷重 Z 20 13 30 3763 3611 1549 

静的地震荷重 X 28 3 5 1278 5510 1621 

静的地震荷重 Z 9 1 44 2376 465 956 

 

  



 

添 3-4-2-7-79 

4.3.5. HGS-R-5 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1 57 1 927 229 9205 

動的地震荷重 X 47 2 3 684 1103 8382 

動的地震荷重 Z 1 15 － 241 60 2394 

動的地震荷重 Y 1 － 15 2345 2025 97 

静的地震荷重 X 30 1 2 440 709 5389 

静的地震荷重 Z 1 － 10 1507 1302 62 

8 

自重 － 86 6 － － － 

動的地震荷重 X － 2 2 － － － 

動的地震荷重 Y － 23 2 － － － 

動的地震荷重 Z － 1 45 － － － 

静的地震荷重 X － 1 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 29 － － － 

22 

自重 1 86 6 700 257 603 

動的地震荷重 X 18 1 2 823 1473 7349 

動的地震荷重 Y 1 23 2 182 67 157 

動的地震荷重 Z 1 1 6 592 33 368 

静的地震荷重 X 12 1 1 529 947 4725 

静的地震荷重 Z 1 1 4 381 21 237 

 

  



 

添 3-4-2-7-80 

4.3.6. HGS-R-6 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 2 72 1 307 666 699 

動的地震荷重 X 11 2 1 361 1419 3796 

動的地震荷重 Y 1 19 1 80 173 182 

動的地震荷重 Z 1 12 24 7704 639 150 

静的地震荷重 X 7 2 1 232 913 2440 

静的地震荷重 Z 1 8 15 4952 411 96 

15 

自重 2 52 － － － － 

動的地震荷重 X 35 8 － － － － 

動的地震荷重 Y 1 14 － － － － 

動的地震荷重 Z 5 30 － － － － 

静的地震荷重 X 23 5 － － － － 

静的地震荷重 Z 3 19 － － － － 

29 

自重 1 66 1 1718 614 548 

動的地震荷重 X 8 6 1 1320 495 16 

動的地震荷重 Y － 18 1 447 160 143 

動的地震荷重 Z 6 18 30 17115 521 2479 

静的地震荷重 X 5 4 1 849 319 10 

静的地震荷重 Z 4 12 20 11002 335 1594 

  



 

添 3-4-2-7-81 

4.3.7. HGS-R-7 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 11 134 20 12366 8471 21818 

動的地震荷重 X 69 35 22 18234 8435 25543 

動的地震荷重 Y 63 40 23 16267 8718 23390 

動的地震荷重 Z 59 35 33 17605 10685 23357 

静的地震荷重 X 49 6 5 2985 1770 6149 

静的地震荷重 Z 12 4 31 7637 6708 3642 

9 

自重 － 336 68 － － － 

動的地震荷重 X － 360 70 － － － 

動的地震荷重 Y － 322 65 － － － 

動的地震荷重 Z － 334 66 － － － 

静的地震荷重 X － 51 12 － － － 

静的地震荷重 Z － 51 17 － － － 

27 

自重 － 17 262 － － － 

動的地震荷重 X － 404 557 － － － 

動的地震荷重 Y － 390 494 － － － 

動的地震荷重 Z － 388 516 － － － 

静的地震荷重 X － 48 65 － － － 

静的地震荷重 Z － 66 124 － － － 

43 

自重 337 1247 122 － － － 

動的地震荷重 X 505 413 407 － － － 

動的地震荷重 Y 468 536 76 － － － 

動的地震荷重 Z 473 465 289 － － － 

静的地震荷重 X 203 19 60 － － － 

静的地震荷重 Z 10 30 87 － － － 

63 

自重 233 157 501 － － － 

動的地震荷重 X 275 185 469 － － － 

動的地震荷重 Y 297 165 505 － － － 

動的地震荷重 Z 273 171 478 － － － 

静的地震荷重 X 219 37 80 － － － 

静的地震荷重 Z 10 24 92 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-82 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

79 

自重 － 374 194 － － － 

動的地震荷重 X － 159 336 － － － 

動的地震荷重 Y － 159 285 － － － 

動的地震荷重 Z － 155 305 － － － 

静的地震荷重 X － 26 94 － － － 

静的地震荷重 Z － 15 54 － － － 

81 

自重 － 129 37 － － － 

動的地震荷重 X － 28 61 － － － 

動的地震荷重 Y － 32 53 － － － 

動的地震荷重 Z － 24 58 － － － 

静的地震荷重 X － 8 15 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 26 － － － 

83 

自重 － 167 44 － － － 

動的地震荷重 X － 23 36 － － － 

動的地震荷重 Y － 24 35 － － － 

動的地震荷重 Z － 13 42 － － － 

静的地震荷重 X － 4 6 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 31 － － － 

90 

自重 － 122 38 － － － 

動的地震荷重 X － 32 27 － － － 

動的地震荷重 Y － 37 28 － － － 

動的地震荷重 Z － 28 36 － － － 

静的地震荷重 X － 1 4 － － － 

静的地震荷重 Z － 3 25 － － － 

92 

自重 － 186 6 － － － 

動的地震荷重 X － 27 8 － － － 

動的地震荷重 Y － 33 11 － － － 

動的地震荷重 Z － 20 21 － － － 

静的地震荷重 X － 2 2 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 31 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-83 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

94 

自重 － 132 3 － － － 

動的地震荷重 X － 11 10 － － － 

動的地震荷重 Y － 12 10 － － － 

動的地震荷重 Z － 10 15 － － － 

静的地震荷重 X － 1 3 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 26 － － － 

100 

自重 － 63 33 － － － 

動的地震荷重 X － 4 54 － － － 

動的地震荷重 Y － 13 43 － － － 

動的地震荷重 Z － 7 48 － － － 

静的地震荷重 X － 1 25 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 3 － － － 

118 

自重 49 293 31 － － － 

動的地震荷重 X 202 101 66 － － － 

動的地震荷重 Y 143 32 52 － － － 

動的地震荷重 Z 156 97 57 － － － 

静的地震荷重 X 114 15 25 － － － 

静的地震荷重 Z 6 16 55 － － － 

130 

自重 － 125 － － － － 

動的地震荷重 X － 72 － － － － 

動的地震荷重 Y － 32 － － － － 

動的地震荷重 Z － 254 － － － － 

静的地震荷重 X － 8 － － － － 

静的地震荷重 Z － 59 － － － － 

130 

自重 43 － － － － － 

動的地震荷重 X 153 － － － － － 

動的地震荷重 Y 40 － － － － － 

動的地震荷重 Z 51 － － － － － 

静的地震荷重 X 55 － － － － － 

静的地震荷重 Z 39 － － － － － 

方向 -0.9138 0.0000 -0.4061 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-84 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

130 

自重 7 － － － － － 

動的地震荷重 X 119 － － － － － 

動的地震荷重 Y 38 － － － － － 

動的地震荷重 Z 45 － － － － － 

静的地震荷重 X 41 － － － － － 

静的地震荷重 Z 78 － － － － － 

方向 -0.4061 0.0000 0.9138 － － － 

143 

自重 127 226 － － － － 

動的地震荷重 X 889 230 － － － － 

動的地震荷重 Y 184 53 － － － － 

動的地震荷重 Z 50 137 － － － － 

静的地震荷重 X 203 36 － － － － 

静的地震荷重 Z 6 44 － － － － 

159 

自重 30 170 19 18208 5951 58184 

動的地震荷重 X 98 76 13 6823 16627 5204 

動的地震荷重 Y 23 26 11 6060 5756 8781 

動的地震荷重 Z 21 17 39 7874 16362 10461 

静的地震荷重 X 5 13 5 437 4722 1818 

静的地震荷重 Z 1 2 30 5707 8201 922 

205 

自重 6 65 7 5726 3987 21318 

動的地震荷重 X 13 2 3 408 405 1621 

動的地震荷重 Y 10 13 4 1324 1224 5197 

動的地震荷重 Z 11 4 5 817 1147 2123 

静的地震荷重 X 19 1 2 142 65 2381 

静的地震荷重 Z 2 2 6 558 1022 770 

219 

自重 － 98 14 － － － 

動的地震荷重 X － 47 20 － － － 

動的地震荷重 Y － 20 13 － － － 

動的地震荷重 Z － 19 11 － － － 

静的地震荷重 X － 7 － － － － 

静的地震荷重 Z － 3 19 － － － 

  



 

添 3-4-2-7-85 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

228 

自重 － 117 9 － － － 

動的地震荷重 X － 19 34 － － － 

動的地震荷重 Y － 15 16 － － － 

動的地震荷重 Z － 20 16 － － － 

静的地震荷重 X － 2 3 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 25 － － － 

231 

自重 6 25 － － － － 

動的地震荷重 X 26 6 － － － － 

動的地震荷重 Y 15 7 － － － － 

動的地震荷重 Z 14 5 － － － － 

静的地震荷重 X 14 － － － － － 

静的地震荷重 Z 8 1 － － － － 

242 

自重 － 685 37 － － － 

動的地震荷重 X － 51 112 － － － 

動的地震荷重 Y － 74 44 － － － 

動的地震荷重 Z － 59 293 － － － 

静的地震荷重 X － 17 14 － － － 

静的地震荷重 Z － 8 93 － － － 

254 

自重 － 483 34 － － － 

動的地震荷重 X － 642 63 － － － 

動的地震荷重 Y － 144 31 － － － 

動的地震荷重 Z － 48 556 － － － 

静的地震荷重 X － 58 6 － － － 

静的地震荷重 Z － 7 134 － － － 

262 

自重 107 26 11 4038 2336 8926 

動的地震荷重 X 99 167 26 12796 4041 82939 

動的地震荷重 Y 39 37 10 3346 2096 17061 

動的地震荷重 Z 117 46 219 12895 58193 28987 

静的地震荷重 X 64 17 3 1754 373 16001 

静的地震荷重 Z 23 8 31 1574 9459 5304 

264 

自重 6 7 － － － － 

動的地震荷重 X 18 22 － － － － 

動的地震荷重 Y 5 7 － － － － 

動的地震荷重 Z 96 30 － － － － 

静的地震荷重 X 6 3 － － － － 

静的地震荷重 Z 18 5 － － － － 



 

添 3-4-2-7-86 

4.3.8. HGS-R-8 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 51 257 11 6676 13157 216388 

動的地震荷重 X 86 48 37 12875 39811 48835 

動的地震荷重 Y 62 126 25 8084 26027 130094 

動的地震荷重 Z 10 18 259 96249 284435 18669 

静的地震荷重 X 124 5 － 2609 27 4521 

静的地震荷重 Z 2 1 53 13122 46765 692 

7 

自重 － 641 54 － － － 

動的地震荷重 X － 105 51 － － － 

動的地震荷重 Y － 286 39 － － － 

動的地震荷重 Z － 34 342 － － － 

静的地震荷重 X － 2 9 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 79 － － － 

12 

自重 37 147 69 － － － 

動的地震荷重 X 209 86 94 － － － 

動的地震荷重 Y 200 158 47 － － － 

動的地震荷重 Z 110 34 48 － － － 

静的地震荷重 X 201 8 46 － － － 

静的地震荷重 Z 12 8 17 － － － 

20 

自重 － 1050 42 － － － 

動的地震荷重 X － 159 151 － － － 

動的地震荷重 Y － 197 67 － － － 

動的地震荷重 Z － 93 96 － － － 

静的地震荷重 X － 6 32 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 184 － － － 

31 

自重 14 215 16 7171 5665 17856 

動的地震荷重 X 79 18 40 48323 16847 117116 

動的地震荷重 Y 39 36 29 27608 7915 46120 

動的地震荷重 Z 52 18 34 37980 8727 67106 

静的地震荷重 X 39 2 6 7440 2996 41584 

静的地震荷重 Z 11 1 31 25179 1875 15519 

 

  



 

添 3-4-2-7-87 

4.3.9. HGS-R-9 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 10 723 － － － 13204 

動的地震荷重 X 121 17 － － － 114367 

動的地震荷重 Y 29 87 － － － 22369 

動的地震荷重 Z － － 307 568837 135315 － 

静的地震荷重 X 134 18 － － － 98859 

静的地震荷重 Z － － 183 234667 44313 － 

11 

自重 10 231 － － － 119977 

動的地震荷重 X 122 38 － － 1 30484 

動的地震荷重 Y 29 41 － － 1 25974 

動的地震荷重 Z － － 435 81840 827643 － 

静的地震荷重 X 258 18 － － － 16160 

静的地震荷重 Z － － 209 24632 303264 － 

 

  



 

添 3-4-2-7-88 

4.3.10. HGS-R-10 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 3 7 30 13031 29449 48974 

動的地震荷重 X 513 317 90 5224 33240 128782 

動的地震荷重 Y 181 197 57 12101 31694 114164 

動的地震荷重 Z 76 53 97 50894 36112 19683 

静的地震荷重 X 265 142 45 330 18641 61778 

静的地震荷重 Z 10 4 36 12979 9523 6867 

8 

自重 － 386 31 － － － 

動的地震荷重 X － 285 75 － － － 

動的地震荷重 Y － 286 84 － － － 

動的地震荷重 Z － 76 262 － － － 

静的地震荷重 X － 145 45 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 120 － － － 

10 

自重 － 254 6 － － － 

動的地震荷重 X － 101 26 － － － 

動的地震荷重 Y － 81 48 － － － 

動的地震荷重 Z － 43 176 － － － 

静的地震荷重 X － 5 10 － － － 

静的地震荷重 Z － － 174 － － － 

22 

自重 3 224 7 1585 327 27817 

動的地震荷重 X 184 95 23 16403 2941 189765 

動的地震荷重 Y 81 68 17 13642 4502 93869 

動的地震荷重 Z 87 25 53 42351 9698 82983 

静的地震荷重 X 93 3 11 7261 174 70265 

静的地震荷重 Z 10 1 28 8759 4611 9018 

 





 

 

 

 

 

 

 ３－４－２－８．サイフォンブレーク弁及び接続管

の耐震強度評価 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

PCS-R-12 PCS-R-2分岐部 から 原子炉プール貫通部アンカ まで S 

PCS-R-13 原子炉プール貫通部アンカ から 原子炉プール まで S 

PCS-R-14 PCS-R-2分岐部 から 原子炉プール貫通部アンカ まで S 

PCS-R-15 原子炉プール貫通部アンカ から 原子炉プール まで S 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 
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(1) PCS-R-12 

 

A 

1562 

2
50 

1
946

.3 

275 
280 

1
74 

1
150 

2
15 

2
90 

4
50 

KV21-28 

PCS-R-2 

FL 2900 

PCS-R-13 

FL 7150 

拡大部 A 

150 

275 
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(2) PCS-R-13 

 

188 

4
50 

1
00 

PCS-R-12 

FL 7150 
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(3) PCS-R-14 

  

300 

535.4 

1
150 

1
74 

2
50 

1462 

A 

4
50 

1
946

.3 
2
15 

2
90 KV21-29 

PCS-R-2 

FL 2900 

200 

600 

150 
335.4 

拡大部 A 

PCS-R-15 

FL 7150 

280 
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(4) PCS-R-15 

 

188 

4
50 

1
00 

PCS-R-14 

FL 7150 
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3. 設計条件 

3.1. PCS-R-12 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 89.1  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 水 －  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 －  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 166 166  

設計引張強さ Su(N/mm2) 459 459  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ⅣAS 
1 次 413 413  

1次+2次 332 332  

ⅢAS 

1 次 166 166  

1次+2次 332 332  

P1 

PCS-R-2 

水面 FL 7000 

P2 

KV21-28 

評価点 1 

評価点 23 評価点 19 評価点 21 

評価点 16 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (5) 2.24 － 

2 (6) 2.26 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (6) 2.26 － 

6 (6) 2.26 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

12 (6) 2.26 － 

13 (6) 2.26 － 

14 (6) 2.26 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (6) 2.96 － 

18 (6) 2.96 － 

19 (9) 2.10 － 

21 (9) 2.10 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

19 － 弁＋フランジ 14.50 － 

20 KV21-28 弁 19.00 － 

21 － 弁＋フランジ 14.50 － 

24 KV21-28 弁 6.00 － 

25 KV21-28 弁 46.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ⅣAS 基準地震動 Ss 
スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

－ － 

ⅢAS 

弾性設計用地震動 

Sd 

スペクトル

モーダル 
0.5% － － 

静的地震力 － － 0.82 0.29 
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(5) 地震相対変位(基準地震動 Ss) 

評価点 
相対変位(mm) 

地震 X 地震 Y 地震 Z 

1 X:6.17,Y:0.11,Z:0.00 X:0.00,Y:0.17,Z:0.00 X:0.00,Y:0.00,Z:5.99 

9 7.51 0.20 7.51 

15 － 0.22 8.39 

23 8.53 0.22 8.53 

 

(6) 地震相対変位(弾性設計用地震動 Sd) 

基準地震動 Ssの相対変位を準用した。 
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3.2. PCS-R-13 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 89.1  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 － 水  

外部流体密度(ton/mm) － 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su 459 459  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ⅣAS 
1 次 413 413  

1次+2次 332 332  

ⅢAS 
1 次 166 166  

1次+2次 332 332  

  

水面 FL 7000 

P1 

P2 

評価点 1 

評価点 5 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (6) 2.26 － 

5 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ⅣAS 基準地震動 Ss 1.2ZPA － 

原子炉建家質点 9,10 

1.21 0.98 

ⅢAS 

弾性設計用地震動 

Sd 
1.2ZPA － 0.64 0.53 

静的地震力 － － 0.82 0.29 

 

(5) 地震相対変位(基準地震動 Ss) 

評価点 
相対変位(mm) 

地震 X 地震 Y 地震 Z 

1 8.53 0.22 8.53 

7 8.28 － 8.28 

 

(6) 地震相対変位(弾性設計用地震動 Sd) 

基準地震動 Ssの相対変位を準用した。 
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3.3. PCS-R-14 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 89.1  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 水 －  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 －  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 166 166  

設計引張強さ Su(N/mm2) 459 459  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ⅣAS 
1 次 413 413  

1次+2次 332 332  

ⅢAS 
1 次 166 166  

1次+2次 332 332  

P1 

PCS-R-2 

水面 FL 7000 

P2 

KV21-29 

評価点 1 

評価点 29 評価点 21 評価点 19 

評価点 16 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (5) 2.24 － 

2 (6) 2.26 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (6) 2.26 － 

6 (6) 2.26 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (6) 2.26 － 

12 (6) 2.26 － 

13 (6) 2.26 － 

14 (6) 2.26 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

15 (1) 1.00 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (6) 2.96 － 

18 (6) 2.96 － 

19 (9) 2.10 － 

21 (9) 2.10 － 

22 (6) 2.96 － 

23 (6) 2.96 － 

24 (6) 2.26 － 

25 (6) 2.26 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

19 － 弁＋フランジ 14.50 － 

20 KV21-29 弁 19.00 － 

21 － 弁＋フランジ 14.50 － 

30 KV21-29 弁 6.00 － 

31 KV21-29 弁 46.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ⅣAS 基準地震動 Ss 
スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

－ － 

ⅢAS 

弾性設計用地震動 

Sd 

スペクトル

モーダル 
0.5% － － 

静的地震力 － － 0.82 0.29 

  



 

添 3-4-2-8-15 

(5) 地震相対変位(基準地震動 Ss) 

評価点 
相対変位(mm) 

地震 X 地震 Y 地震 Z 

1 X:6.17,Y:0.15,Z:0.00 X:0.00,Y:0.17,Z:0.00 X:0.00,Y:0.00,Z:5.92 

9 7.51 0.20 7.51 

15 8.39 0.22 8.39 

26 － 0.22 － 

29 8.53 0.22 8.53 

 

(6) 地震相対変位(弾性設計用地震動 Sd) 

基準地震動 Ssの相対変位を準用した。 
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3.4. PCS-R-15 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 89.1 89.1  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 － 水  

外部流体密度(ton/mm) － 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su 459 459  

許容 

応力 

(N/mm2) 

ⅣAS 
1 次 413 413  

1次+2次 332 332  

ⅢAS 
1 次 166 166  

1次+2次 332 332  

  

P1 

P2 

評価点 1 

評価点 5 

水面 FL 7000 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (6) 2.26 － 

4 (6) 2.26 － 

5 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ⅣAS 基準地震動 Ss 1.2ZPA － 

原子炉建家質点 9,10 

1.21 0.98 

ⅢAS 

弾性設計用地震動 

Sd 
1.2ZPA － 0.64 0.53 

静的地震力 － － 0.82 0.29 

 

(5) 地震相対変位(基準地震動 Ss) 

評価点 
相対変位(mm) 

地震 X 地震 Y 地震 Z 

1 8.53 0.22 8.53 

7 8.28 － 8.28 

 

(6) 地震相対変位(弾性設計用地震動 Sd) 

基準地震動 Ssの相対変位を準用した。 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) PCS-R-12 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 42.0 31.5 14.7 

固有周期（s） 0.024 0.032 0.068 
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(2) PCS-R-13 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 860.5 377.2 452.6 

固有周期（s） 0.001 0.003 0.002 
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(3) PCS-R-14 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 22.3 91.4 11.7 

固有周期（s） 0.045 0.011 0.085 
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(4) PCS-R-15 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 860.5 377.2 452.6 

固有周期（s） 0.001 0.003 0.002 
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4.2. 結論 

4.2.1. PCS-R-12 

(1) ⅣAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅣAS 23 一次応力 2 11 84 4 97 413 176 332 

ⅣAS 23 一次＋二次応力 2 11 84 4 97 413 176 332 

 

(2) ⅢAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅢAS 23 一次応力 2 11 50 4 63 166 108 332 

ⅢAS 23 一次＋二次応力 2 11 50 4 63 166 108 332 

 

  



 

添 3-4-2-8-23 

4.2.2. PCS-R-13 

(1) ⅣAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅣAS 1 一次応力 2 2 2 17 6 413 38 332 

ⅣAS 1 一次＋二次応力 2 2 2 17 6 413 38 332 

 

(2) ⅢAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅢAS 1 一次応力 2 2 1 17 5 166 36 332 

ⅢAS 3 一次＋二次応力 2 1 1 18 4 166 38 332 
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4.2.3. PCS-R-14 

(1) ⅣAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅣAS 22 一次応力 2 9 131 6 142 413 274 332 

ⅣAS 22 一次＋二次応力 2 9 131 6 142 413 274 332 

 

(2) ⅢAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅢAS 22 一次応力 2 9 104 6 115 166 220 332 

ⅢAS 22 一次＋二次応力 2 9 104 6 115 166 220 332 
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4.2.4. PCS-R-15 

(1) ⅣAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅣAS 1 一次応力 2 2 2 17 6 413 38 332 

ⅣAS 1 一次＋二次応力 2 2 2 17 6 413 38 332 

 

(2) ⅢAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

一次＋二次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 計算応力 許容応力 

ⅢAS 1 一次応力 2 2 1 17 5 166 36 332 

ⅢAS 3 一次＋二次応力 2 1 1 18 4 166 38 332 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. PCS-R-12 

(1) ⅣAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 13 81 － 3410 5334 298 

動的地震荷重 X 176 138 173 27698 66313 28800 

動的地震荷重 Y 118 57 77 15541 33351 18920 

動的地震荷重 Z 114 264 297 67179 20286 54857 

相対変位 X 6 76 2 7329 2857 59837 

相対変位 Y 4 76 8 10077 728 11498 

相対変位 Z 26 264 66 29093 4651 42406 

9 

自重 48 647 1 － － － 

動的地震荷重 X 234 239 174 － － － 

動的地震荷重 Y 77 246 63 － － － 

動的地震荷重 Z 231 1106 979 － － － 

相対変位 X 120 695 66 － － － 

相対変位 Y 10 13 19 － － － 

相対変位 Z 85 568 51 － － － 

15 

自重 － 989 3 － － － 

動的地震荷重 X － 245 221 － － － 

動的地震荷重 Y － 685 81 － － － 

動的地震荷重 Z － 893 2472 － － － 

相対変位 X － 656 58 － － － 

相対変位 Y － 87 11 － － － 

相対変位 Z － 304 2 － － － 

23 

自重 35 337 3 1096 1283 144675 

動的地震荷重 X 746 226 92 8609 43879 106860 

動的地震荷重 Y 306 295 26 4317 11507 142269 

動的地震荷重 Z 224 51 1127 825624 794631 24636 

相対変位 X 126 36 7 7358 7433 19025 

相対変位 Y 14 1 1 433 734 535 

相対変位 Z 59 1 14 17648 19199 281 
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(2) ⅢAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 13 81 － 3410 5334 298 

動的地震荷重 X 82 64 77 12237 29376 12944 

動的地震荷重 Y 68 33 45 8927 19107 10840 

動的地震荷重 Z 55 149 168 39252 9969 32086 

静的地震荷重 X 197 64 8 5359 34655 24786 

静的地震荷重 Y 4 24 － 989 1547 87 

静的地震荷重 Z 6 106 244 38578 24504 17507 

相対変位 X 6 76 2 7329 2857 59837 

相対変位 Y 4 76 8 10077 728 11498 

相対変位 Z 26 264 66 29093 4651 42406 

9 

自重 48 647 1 － － － 

動的地震荷重 X 109 111 82 － － － 

動的地震荷重 Y 44 142 36 － － － 

動的地震荷重 Z 121 651 570 － － － 

静的地震荷重 X 364 108 5 － － － 

静的地震荷重 Y 14 188 － － － － 

静的地震荷重 Z 27 239 172 － － － 

相対変位 X 120 695 66 － － － 

相対変位 Y 10 13 19 － － － 

相対変位 Z 85 568 51 － － － 

15 

自重 － 989 3 － － － 

動的地震荷重 X － 115 103 － － － 

動的地震荷重 Y － 396 47 － － － 

動的地震荷重 Z － 526 1456 － － － 

静的地震荷重 X － 98 11 － － － 

静的地震荷重 Y － 287 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 136 893 － － － 

相対変位 X － 656 58 － － － 

相対変位 Y － 87 11 － － － 

相対変位 Z － 304 2 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

23 

自重 35 337 3 1096 1283 144675 

動的地震荷重 X 350 96 44 4373 20844 45259 

動的地震荷重 Y 177 168 15 2462 6635 80807 

動的地震荷重 Z 117 25 664 487297 468580 12477 

静的地震荷重 X 1123 142 8 74 4439 65894 

静的地震荷重 Y 10 98 1 318 372 41956 

静的地震荷重 Z 22 3 376 149965 213230 1362 

相対変位 X 126 36 7 7358 7433 19025 

相対変位 Y 14 1 1 433 734 535 

相対変位 Z 59 1 14 17648 19199 281 
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4.3.2. PCS-R-13 

(1) ⅣAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 12 117 － － － 14418 

動的地震荷重 X 68 － － － － 1830 

動的地震荷重 Y 12 115 － － － 14129 

動的地震荷重 Z － － 67 1069 9593 － 

相対変位 X 215 － － － － 96549 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 133373 55720 － 

7 

自重 12 － － － － － 

動的地震荷重 X 74 － － － － － 

動的地震荷重 Y 12 － － － － － 

動的地震荷重 Z － － 76 － － － 

相対変位 X 215 － － － － － 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 － － － 
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(2) ⅢAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 12 117 － － － 14418 

動的地震荷重 X 36 － － － － 968 

動的地震荷重 Y 7 62 － － － 7642 

動的地震荷重 Z － － 35 565 5074 － 

静的地震荷重 X 46 － － － － 1240 

静的地震荷重 Y 4 34 － － － 4181 

静的地震荷重 Z － － 45 724 6502 － 

相対変位 X 215 － － － － 96549 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 133373 55720 － 

7 

自重 12 － － － － － 

動的地震荷重 X 39 － － － － － 

動的地震荷重 Y 7 － － － － － 

動的地震荷重 Z － － 40 － － － 

静的地震荷重 X 50 － － － － － 

静的地震荷重 Y 4 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 51 － － － 

相対変位 X 215 － － － － － 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 － － － 
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4.3.3. PCS-R-14 

(1) ⅣAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 4 93 11 4763 5703 2611 

動的地震荷重 X 125 47 139 27859 89540 18706 

動的地震荷重 Y 114 48 125 23941 74601 17158 

動的地震荷重 Z 186 56 383 125748 186310 59219 

相対変位 X 22 24 10 3805 1563 36131 

相対変位 Y 2 23 3 2828 883 7345 

相対変位 Z 25 90 52 51165 16417 27167 

9 

自重 10 753 44 － － － 

動的地震荷重 X 130 344 261 － － － 

動的地震荷重 Y 87 321 204 － － － 

動的地震荷重 Z 259 1190 1141 － － － 

相対変位 X 74 466 65 － － － 

相対変位 Y 10 36 10 － － － 

相対変位 Z 80 300 44 － － － 

15 

自重 175 829 60 － － － 

動的地震荷重 X 449 478 814 － － － 

動的地震荷重 Y 327 653 665 － － － 

動的地震荷重 Z 908 524 3729 － － － 

相対変位 X 164 571 102 － － － 

相対変位 Y 3 57 9 － － － 

相対変位 Z 84 172 3 － － － 

26 

自重 － 459 － － － － 

動的地震荷重 X － 643 － － － － 

動的地震荷重 Y － 490 － － － － 

動的地震荷重 Z － 1705 － － － － 

相対変位 X － 93 － － － － 

相対変位 Y － 1 － － － － 

相対変位 Z － 52 － － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

29 

自重 182 100 27 57989 12108 24488 

動的地震荷重 X 502 161 283 134865 269686 75380 

動的地震荷重 Y 364 146 207 109645 211441 65806 

動的地震荷重 Z 1631 713 837 572517 1012050 341419 

相対変位 X 260 12 48 7697 31945 5435 

相対変位 Y 10 1 2 588 740 146 

相対変位 Z 28 14 12 6610 13774 6756 
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(2) ⅢAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 4 93 11 4763 5703 2611 

動的地震荷重 X 79 27 145 21464 108132 11944 

動的地震荷重 Y 66 28 72 13057 43529 9683 

動的地震荷重 Z 122 31 285 99378 133539 46229 

静的地震荷重 X 262 56 1 1563 52537 28317 

静的地震荷重 Y 1 27 3 1382 1654 757 

静的地震荷重 Z 8 21 261 48198 52334 10160 

相対変位 X 22 24 10 3805 1563 36131 

相対変位 Y 2 23 3 2828 883 7345 

相対変位 Z 25 90 52 51165 16417 27167 

9 

自重 10 753 44 － － － 

動的地震荷重 X 80 321 182 － － － 

動的地震荷重 Y 50 182 110 － － － 

動的地震荷重 Z 182 941 899 － － － 

静的地震荷重 X 293 45 35 － － － 

静的地震荷重 Y 3 219 13 － － － 

静的地震荷重 Z 2 165 206 － － － 

相対変位 X 74 466 65 － － － 

相対変位 Y 10 36 10 － － － 

相対変位 Z 80 300 44 － － － 

15 

自重 175 829 60 － － － 

動的地震荷重 X 382 508 644 － － － 

動的地震荷重 Y 188 379 359 － － － 

動的地震荷重 Z 707 359 2964 － － － 

静的地震荷重 X 701 415 110 － － － 

静的地震荷重 Y 51 241 18 － － － 

静的地震荷重 Z 269 144 1050 － － － 

相対変位 X 164 571 102 － － － 

相対変位 Y 3 57 9 － － － 

相対変位 Z 84 172 3 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

26 

自重 － 459 － － － － 

動的地震荷重 X － 723 － － － － 

動的地震荷重 Y － 282 － － － － 

動的地震荷重 Z － 1328 － － － － 

静的地震荷重 X － 324 － － － － 

静的地震荷重 Y － 134 － － － － 

静的地震荷重 Z － 417 － － － － 

相対変位 X － 93 － － － － 

相対変位 Y － 1 － － － － 

相対変位 Z － 52 － － － － 

29 

自重 182 100 27 57989 12108 24488 

動的地震荷重 X 479 123 293 121285 262944 58178 

動的地震荷重 Y 204 80 118 60042 117491 35890 

動的地震荷重 Z 1281 567 658 454840 801608 271393 

静的地震荷重 X 574 10 76 59345 50204 4586 

静的地震荷重 Y 53 29 8 16817 3512 7102 

静的地震荷重 Z 263 129 315 76594 279396 61957 

相対変位 X 260 12 48 7697 31945 5435 

相対変位 Y 10 1 2 588 740 146 

相対変位 Z 28 14 12 6610 13774 6756 
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4.3.4. PCS-R-15 

(1) ⅣAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 12 117 － － － 14418 

動的地震荷重 X 68 － － － － 1830 

動的地震荷重 Y 12 115 － － － 14129 

動的地震荷重 Z － － 67 1069 9593 － 

相対変位 X 215 － － － － 96549 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 133373 55720 － 

7 

自重 12 － － － － － 

動的地震荷重 X 74 － － － － － 

動的地震荷重 Y 12 － － － － － 

動的地震荷重 Z － － 76 － － － 

相対変位 X 215 － － － － － 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 － － － 
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(2) ⅢAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 12 117 － － － 14418 

動的地震荷重 X 36 － － － － 968 

動的地震荷重 Y 7 62 － － － 7642 

動的地震荷重 Z － － 35 565 5074 － 

静的地震荷重 X 46 － － － － 1240 

静的地震荷重 Y 4 34 － － － 4181 

静的地震荷重 Z － － 45 724 6502 － 

相対変位 X 215 － － － － 96549 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 133373 55720 － 

7 

自重 12 － － － － － 

動的地震荷重 X 39 － － － － － 

動的地震荷重 Y 7 － － － － － 

動的地震荷重 Z － － 40 － － － 

静的地震荷重 X 50 － － － － － 

静的地震荷重 Y 4 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 51 － － － 

相対変位 X 215 － － － － － 

相対変位 Y － － － － － － 

相対変位 Z － － 297 － － － 
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4.4. 弁の動的機能維持評価 

弁の許容値は JEAG4601に記載のとおり、許容応力状態ⅢＡＳと許容応力状態ⅣＡＳ

で同じとなることから許容応力状態ⅣＡＳのみ評価する。 

 

(1) 弁駆動部の加速度に対する評価 

PCS-R-12及び PCS-R-14の弁が設置されている評価点の応答加速度を表

3-4-2-8.1、表 3-4-2-8.2に示す。表 3-4-2-8.3の評価結果から、弁が設置されて

いる評価点の最大応答加速度は JEAG4601に記載されている機能確認済加速度を満

足している。 

表 3-4-2-8.1 PCS-R-12の応答加速度結果 

荷重：Ss地震動  荷重：Ss地震動 

水平方向  鉛直方向 

評価点 
応答加速度  

評価点 
応答加速度 

[G]  [G] 

19 1.82   19 0.66  

20 1.79   20 0.81  

21 1.80   21 0.97  

24 2.94   24 0.81  

25 5.05   25 0.83  

 

表 3-4-2-8.2  PCS-R-14の応答加速度結果 

荷重：Ss地震動  荷重：Ss地震動 

水平方向  鉛直方向 

評価点 
応答加速度  

評価点 
応答加速度 

[G]  [G] 

19 2.04   19 0.65  

20 2.34   20 1.01  

21 2.72   21 1.31  

30 3.60   30 1.02  

31 5.87   31 1.03  

 

表 3-4-2-8.3 弁駆動部の評価結果 

許容応力 

状態 
モデル 弁名称 

応答加速度(G) 許容値(G) 

水平 鉛直 水平 鉛直 

ⅣAS 
PCS-R-12 KV21-28 5.05 0.97 6.00 6.00 

PCS-R-14 KV21-29 5.87 1.31 6.00 6.00 
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(2) 配管反力に対する評価 

各弁の配管反力を下表に示す。全ての弁について JEAG4601に従い、算出された

許容値を満足している。 

表 3-4-2-8.4 各弁の評価結果 

許容 

応力 

状態 

モデル 弁名称 配管反力 許容値 

ⅣAS 

PCS-R-12 KV21-28 

軸力(N) 1.857×103 5.988×104 

曲げモーメント(N･mm) 8.174×105 2.439×106 

ねじりモーメント(N･mm) 8.268×105 4.878×106 

PCS-R-14 KV21-29 

軸力(N) 2.918×103 5.988×104 

曲げモーメント(N･mm) 1.051×106 2.439×106 

ねじりモーメント(N･mm) 9.157×105 4.878×106 
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本計算書は「添付書類 3-3-2-1．四脚たて置円筒形容器」に基づいて計算を行う。 

 

1. 設計条件 

機器名称 耐震クラス 

据付場所及び 

床面高さ 

（m） 

最高使用 

圧力 

(MPa) 

最高使用 

温度 

(℃) 

比重 

原子炉プール溢流タンク B 
原子炉建家(注) 

１FL -7.95 
0.1961 55 － 

注：基準床レベルを示す。 

 

 

固有振動数(Hz) 

水平方向 鉛直方向 

14.0 55.9 

 

 

ＢAS 

静的地震力 
弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

水平方向設計震度 水平方向設計震度 

CH=0.18 CH=0.82 

 

 

部材 材料 
設計降伏点 

Ｓy（N/mm2） 

設計引張強さ 

Ｓu（N/mm2） 

許容引張応力 

Ｓ（N/mm2） 

胴板 SUS304L 55℃ 166 459 121 

脚 SS400 40℃ 245 400 － 

基礎ボルト SS400 40℃ 235 400 － 
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2. 機器要目 

m0 

(kg) 

Di 

(mm) 

t 

(mm) 

E 

(N/mm2) 

Es 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

Gs 

(N/mm2) 

4900 1200 8 1.93×105 2.02×105 7.42×104 7.77×104 

 

ℓ  

(mm) 

ℓ c 

(mm) 

ℓ g 

(mm) 

H 

(mm) 

C1 

(mm) 

C2 

(mm) 

1400 1462 2440 - 175 150 

 

Kc 

(-) 

Kℓ  

(-) 

Kr 

(-) 

Isf 

(mm4) 

Isr 

(mm4) 

Ist 

(mm4) 

Af 

(mm2) 

10302.6 1079.9 5824.3 1.82×107 1.08×108 3.65×107 3500 

 

As 

(mm2) 

Asf 

(mm2) 

Asr 

(mm2) 

Ast 

(mm2) 

As1 

(mm2) 

As2 

(mm2) 

9218 3749 5833 1959 4667 1855 

 

Zsp 

(mm3) 

Zsr 

(mm3) 

Zst 

(mm3) 

Js 

(mm4) 

h 

(mm) 

s 

(-) 

3.350×104 8.670×105 2.920×105 5.11×105 250 15 

 

n 

(-) 

n1 

(-) 

n2 
(-) 

a 

(mm) 

b 

(mm) 

Ab 

(mm2) 

2 1 2 300 300 
1017.9 

(M36) 

 

d1 

(mm) 

d2 
(mm) 

F(脚)(N/mm2) F(基礎ボルト)(N/mm2) 

42.5 150 
ⅣAS ＢAS ⅣAS ＢAS 

245 245 235 235 
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図-3-4-2-9.1 原子炉プール溢流タンクの荷重説明図 
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3. 計算数値 

3.1 許容応力状態 BAS 

3.1.1 胴に生じる応力 

(1) 胴に生じる一次一般膜応力 

（単位：N/mm2） 

応力 

静水頭又は 

内圧による

応力 

運転時質量

による応力 

地震力によ

る応力 
組合せ一次 

一般膜応力 自重による

応力 

転倒モーメ

ントによる

応力 

周方向 σφ1= 15  - - 

σ0= 15 軸方向 σx1= 8  σx2= 2  σx5= 5  

せん断 - - - 
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(2) 胴に生じる一次応力 
（単位：N/mm2） 

地

震

の

方

向 

評
価
場
所 

応力 

静水頭又は 

内圧による

応力 

運転時質量による応力 

自重による

応力 

曲げモーメ

ントによる

応力 

半径方向荷

重による応

力 

Z

方

向 

第

一

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 σφ1= 15  - σφ3= 2  σφ4= 2  

軸方向 σx1= 8  σx2= 2  σx3= 1  σx4= 2  

せん断 - - 

第

二

評

価

点 

周方向 σφ1= 15  - - σφ4= 2  

軸方向 σx1= 8  σx2= 2  - σx4= 2  

せん断 - τℓ 1= 3  

第

二

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 σφ1= 15  - σφ3= 2  σφ4= 2  

軸方向 σx1= 8  σx2= 2  σx3= 1  σx4= 2  

せん断 - - 

第

二

評

価

点 

周方向 σφ1= 15  - - σφ4= 2  

軸方向 σx1= 8  σx2= 2  - σx4= 2  

せん断 - τℓ 1= 3  

X

方

向 

第一 

評価点 

周方向 σφ1= 15  - σφ3= 2  σφ4= 2  

軸方向 σx1= 8  σx2= 2  σx3= 1  σx4= 2  

せん断 - - 

第二 

評価点 

周方向 σφ1= 15  - - σφ4= 2  

軸方向 σx1= 8  σx2= 2  - σx4= 2  

せん断 - τℓ 1= 3  
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（単位：N/mm2） 

地

震

の

方

向 

評価場

所 
応力 

水平地震力による一次応力 

組合せ一次

応力 
転倒モーメン

トによる応力 

半径方向荷重

による応力 

鉛直方向モー

メントによる

応力 

周方向モーメ

ントによる応

力 

Z

方

向 

第

一

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 - σφ61= 16  σφ71= 1  - 

σ11= 36 軸方向 σx5= 5  σx61= 16  σx71= 1  - 

せん断 - 

第

二

評

価

点 

周方向 - σφ61= 16  - - 

σ12= 48 軸方向 σx5= 5  σx61= 16  - - 

せん断 τℓ 2= 12  

第

二

脚

側 

第

一

評

価

点 

周方向 - - - - 

σ13= 31 軸方向 - - - - 

せん断 τc1= 2  τ3= 12  

第

二

評

価

点 

周方向 - - - σφ81= 3  

σ14= 36 軸方向 - - - σx81= 9  

せん断 τ3= 12  

X

方

向 

第一 

評価点 

周方向 - σφ91= 12  σφ101= 1  - 

σ15= 43 軸方向 σx5= 5  σx91= 12  σx101= 1  - 

せん断 τc4= 2  τ6= 9  

第二 

評価点 

周方向 - σφ91= 12  - σφ111= 3  

σ16= 55 軸方向 σx5= 5  σx91= 12  - σx111= 7  

せん断 τℓ 5= 9  τ6= 9  
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3.1.2 脚に生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の方向 
運転時質量による応力 

圧縮 曲げ せん断 

Z方向 
第一脚側 σs1= 2  σs2= 5  τs1= 1  

第二脚側 σs1= 2  σs2= 5  τs1= 1  

X方向 σs1= 2  σs2= 5  τs1= 1  

 

 

（単位：N/mm2） 

地震の方向 
水平地震力による応力 

組合せ応力 
圧縮 曲げ せん断 

Z方向 
第一脚側 σs5= 6  σs6= 27  τs3= 3  σsz1= 41  

第二脚側 - σs7= 15  τs4= 8  σsz2= 27  

X方向 σs8= 5  σs9= 19  σs10= 11  τs5= 7  σsx= 45  

 

 

3.1.3 基礎ボルトに生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の方向 引張応力 せん断応力 

Z方向 

第 1脚側 σb1= 56  τb1= 5  

第 2脚側 σb2= 0  τb2= 5  

第 3脚側 σb3= 12  τb3= 6  

第 4脚側 σb2= 0  τb2= 5  

X方向 

第 1脚側 σb4= 38  τb4= 5  

第 2脚側 σb5= 8  τb5= 6  

第 3脚側 σb5= 8  τb5= 6  

第 4脚側 σb4= 38  τb4= 5  
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4. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、水平 2方向

及び鉛直方向の地震力の組合せについては、本機器は応答軸が明確な設備であり、厳しい応力が発

生する向きへ地震力を入力していることから、考慮不要とした。 

 

（単位：N/mm2） 

許容応 

力状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

BAS 

胴 SUS304L 
一次一般膜 σ0= 15  Sa= 166  

一次 σ1= 55  Sa= 166  

脚 SS400 

組合せ σs= 45  ft= 245  

圧縮と曲げの組合せ 

(座屈の評価) 

σsr/fbr 
+σst/fbt 
+σsc/fc 

0.176 1 

基礎ボルト SS400 
引張 σb= 56  fts= 176  

せん断 τb= 6  fsb= 135  
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1. 一般事項 

本計算書は、核計装(対数出力炉周期系及び安全系)の案内管の耐震強度についての

計算方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 地震力は水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。 

(2) 案内管は、原子炉プールの側壁にボルトで固定された案内管サポートによって支

持されるものとする。 

(3) 上部の案内管サポートは、案内管を水平及び鉛直方向に支持し、下部の案内管サ

ポートは、案内管を水平方向に支持するものとする。 

(4) 動的地震力(Sd)及び静的地震力に対して評価を行う。 

 

1.2. 設計降伏点及び設計引張強さ 

本計算書で使用する材料の最高使用温度における設計降伏点及び設計引張強さを以

下に示す。 

 

部材 材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

案内管 A5052T-0 43℃ 62 176 

案内管 

サポート 

上部 SUS304 
43℃ 203 515 

40℃ 205 - 

下部 A5052P-0 43℃ 63 176 

案内管サポート 

取付ボルト 
SUS304 

43℃ 203 515 

40℃ 205 - 
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1.3. 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Aa 案内管の断面積(案内管下部) mm2 

Ab1 上部の案内管サポート取付ボルトの軸断面積 mm2 

Ab2 下部の案内管サポート取付ボルトの軸断面積 mm2 

Aea 案内管のせん断断面積(案内管下部) mm2 

Aeg1 上部の案内管サポートのせん断断面積 mm2 

Aeg2 下部の案内管サポートのせん断断面積 mm2 

CH 水平方向設計震度 − 

CV 鉛直方向設計震度 − 

F 
「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F

値 
N/mm2 

F1 上部の案内管サポートの最大反力 N 

F2 下部の案内管サポートの最大反力 N 

Fa5 案内管の最大せん断力 N 

fta 案内管及び案内管サポートの許容引張応力 N/mm2 

fsb 
せん断力のみを受ける案内管サポート取付ボルトの許容せん断

応力 
N/mm2 

ft0 引張力のみを受ける案内管サポート取付ボルトの許容引張応力 N/mm2 

fts1 
引張力とせん断力を同時に受ける上部案内管サポート取付ボル

トの許容引張応力 
N/mm2 

fts2 
引張力とせん断力を同時に受ける下部案内管サポート取付ボル

トの許容引張応力 
N/mm2 

h 案内管サポートの長さ mm 

ha 案内管下部重心の案内管鉛直中心軸から偏心量 mm 

Kg1X 上部の案内管サポートと等価な水平方向ばね定数(X軸方向) N/mm 

Kg1Y 上部の案内管サポートと等価な鉛直方向ばね定数(Y軸方向) N/mm 

Kg1Z 上部の案内管サポートと等価な水平方向ばね定数(Z軸方向) N/mm 

Kg2X 下部の案内管サポートと等価な水平方向ばね定数(X軸方向) N/mm 

Kg2Z 下部の案内管サポートと等価な水平方向ばね定数(Z軸方向) N/mm 

ℓ1x 上部の案内管サポート取付ボルトの水平方向両端のピッチ長さ mm 

ℓ1y 上部の案内管サポート取付ボルトの鉛直方向両端のピッチ長さ mm 

ℓ2 下部の案内管サポート取付ボルトの水平方向両端のピッチ長さ mm 

M1 上部の案内管サポートの最大曲げモーメント N ⋅ mm 

Ma5 案内管の最大曲げモーメント N ⋅ mm 

n1x 上部の案内管サポート取付ボルトの鉛直方向の列の数 − 

n1y 上部の案内管サポート取付ボルトの水平方向の列の数 − 

n2x 下部の案内管サポート取付ボルトの鉛直方向の列の数 − 

n2y 下部の案内管サポート取付ボルトの水平方向の列の数 − 
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記号 記号の説明 単位 

P 設計圧力 MPa 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

T1 上部の案内管サポートの最大ねじりモーメント N ⋅ mm 

Ta5 案内管の最大ねじりモーメント N ⋅ mm 

V 案内管が鉛直方向に排除する原子炉プール水の体積 mm3 

Wa 案内管下部の案内管と内部機器の重量 kg 

Wt 案内管と内部機器の全重量 kg 

Y 案内管下部の(外径/内径) − 

Za 案内管下部の断面係数 mm3 

Zg2 下部の案内管サポートの水平方向曲げに対する断面係数 mm3 

Zgy 上部の案内管サポートの水平方向曲げに対する断面係数 mm3 

Zgz 上部の案内管サポートの鉛直方向曲げに対する断面係数 mm3 

Zpa 案内管下部のねじりに対する断面系数 mm3 

Zpg 上部の案内管サポートのねじりに対する断面係数 mm3 

ρ 原子炉プール水の比重量 1.0 × 10−6 kg/mm3 

σa1 案内管の原子炉プール水の外圧による軸方向応力 N/mm2 

σa2 案内管の鉛直方向地震力による軸方向応力 N/mm2 

σa3 案内管の鉛直方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σa4 案内管の水平方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σaϕ 案内管の原子炉プール水の外圧による周方向応力 N/mm2 

σb1 上部の案内管サポート取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σb2 下部の案内管サポート取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σg11 上部の案内管サポートの死荷重による曲げ応力 N/mm2 

σg12 上部の案内管サポートの鉛直方向荷重による曲げ応力 N/mm2 

σg13 上部の案内管サポートの水平方向荷重による曲げ応力 N/mm2 

σg2 下部の案内管サポートの水平方向荷重による曲げ応力 N/mm2 

σsa 案内管の組合せ応力 N/mm2 

σsg1 上部の案内管サポートの組合せ応力 N/mm2 

σsg2 下部の案内管サポートの組合せ応力 N/mm2 

τa1 案内管の水平方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τa2 案内管の水平方向地震力によるねじりのせん断応力 N/mm2 

τb1 上部の案内管サポート取付ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τb2 下部の案内管サポート取付ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τg11 上部の案内管サポートの死荷重によるせん断応力 N/mm2 

τg12 上部の案内管サポートの鉛直方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τg13 上部の案内管サポートの水平方向地震力によるせん断応力 N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

τg14 
上部の案内管サポートの水平方向地震力によるねじりのせん断応

力 
N/mm2 

τg2 下部の案内管サポートの水平方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

 

  



添 3-4-3-1-5 

2. 計算方法 

2.1. 固有周期及び設計用地震力の計算方法 

(1) 仮定 

a.  案内管は軸方向に分割した多質点梁と考え、梁は案内管と等価な曲げ及びせん断剛

性を有するものとする。 

b.  案内管の重量は、検出器等の内部機器の重量を加えたものとし、さらに案内管が排

除する原子炉プール水の重量を考慮する。 

c.  案内管は、案内管サポートの剛性と等価なばねで支持されるものとする。 

(2) 計算モデル 

案内管は上記設定により、図-3-4-3-1.1に示すような多質点梁モデルとする。 

計算モデルの諸定数を表-3-4-3-1.1に示す。 

(3) 固有周期 

固有周期の計算は、上記計算モデルをもとに有限要素法により行う。 

解析コードは「MSC/NASTRAN」を用いる。 

  



添 3-4-3-1-6 

 

図-3-4-3-1.1 固有周期及び設計地震力の計算モデル 
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表-3-4-3-1.1 計算モデルの諸定数 

質点 

番号 

質点位置 質点 

重量 

(kg) 

断面 2次 

モーメント 

(mm4) 

断面積 

(mm2) 

ヤング率 

（N/mm2） 
ポアソン比 X 

(mm) 

Y 

(mm) 

1 0 0 94.1 2.49×107 5812 

6.95×104 0.33 

2 0 -840 63.8 

6.83×106 3770 

3 0 -1930 37.0 

4 0 -2895 34.7 

5 0 -3860 19.5 

6 0 -3950 34.5 

7 468 -5236 48.4 

8 909 -5762 15.9 
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 案内管の応力 

(1) 原子炉プール水の外圧による応力 

原子炉プール水の外圧により案内管に生じる周方向及び軸方向応力は、次式によ

り求まる。 

σaϕ =
2P ⋅ Y2

Y2 − 1

σa1 =
P ⋅ Y2

Y2 − 1
 

(2) 地震による応力 

鉛直方向地震による軸方向及び曲げ応力は、次式により求まる。 

σa2 =
Cv(Wa + ρ ⋅ V) ⋅ g

Aa

 σa3 =
Cv(Wa + ρ ⋅ V) ⋅ g ⋅ ha

Za

水平方向地震力による曲げ及びせん断応力は、次式により求まる。 

σa4 =
Ma5

Za
 

τa1 =
Fa5

Aea

また、水平方向地震力によるねじりのせん断応力は、次式により求まる。 

τa2 =
Ta5

Zpa
 

(3) 組合せ応力 

組合せ応力σsaは、次式により求まる。 

σa = σa1 + σa2 + σa3 + σa4 

τa = τa1 + τa2 

σsa = √σa
2 + σaϕ

2 − σa ⋅ σaϕ + 3τa
2
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2.2.2. 案内管サポートの応力 

(1) 上部の案内管サポート 

a.  死荷重による応力 

死荷重による曲げ応力は、次式により求まる。 

 σg11 =
Wt ⋅ g ⋅ h

Zgz

また、死荷重によるせん断応力は、次式により求まる。 

τg11 =
Wt ⋅ g

Aeg1

b.  地震による応力 

鉛直方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σg12 =
Cv(Wt + ρ ⋅ V) ⋅ g ⋅ h

Zgz

また、鉛直方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τg12 =
Cv(Wt + ρ ⋅ V) ⋅ g

Aeg1

水平方向地震力による曲げ及びせん断応力は、次式により求まる。 

σg13 =
M1 + F1 ⋅ h

Zgy

τg13 =
F1

Aeg1

また、水平方向地震力によるねじりのせん断応力は、次式により求まる。 

τg14 =
T1

Zpg

c.  組合せ応力 

組合せ応力σsg1は、次式により求まる。 

σg1 = σg11 + σg12 + σg13 

τg1 = √(τg11 + τg12 + τg14)
2

+ (τg13 + τg14)
2
 

 σsg1 = √σg1
2 + 3τg1

2
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(2) 下部の案内管サポート 

a.  地震による応力 

水平方向地震力による曲げ応力及びせん断応力は、次式により求まる。 

σg2 =
F5 ⋅ h

Zg2
 

τg2 =
F5

Aeg2

b.  組合せ応力 

組合せ応力σsg2は、次式により求まる。 

σsg2 = √σg2
2 + 3τg2

2

 

2.2.3. 案内管サポート取付ボルトの応力 

(1) 上部の案内管サポート取付ボルト 

a.  せん断応力 

τb1 = √τb11
2 + τb12

2 + τb13
2

ここで、τb11, τb12, τb13は、次式により求まる。 

τb11 =
(1 + Cv)Wt ⋅ g + Cv ⋅ ρ ⋅ V ⋅ g

n1x ⋅ n1y ⋅ Ab1
 

τb12 =
F1

n1x ⋅ n1y ⋅ Ab1
 

τb13 =
T1

2Ab1 ⋅ √ℓ1x
2 + ℓ1y

2

 

b.  引張応力 

σb1 =
Wt ⋅ g ⋅ h + Cv(Wt + ρ ⋅ V) ⋅ g ⋅ h

n1x ⋅ ℓ1y ⋅ Ab1
+

M1 + F1 ⋅ h

n1y ⋅ ℓ1x ⋅ Ab1

(2) 下部の案内管サポート取付ボルト 

a.  せん断応力 

τb2 =
F5

n2x ⋅ n2y ⋅ Ab2

b.  引張応力 

σb2 =
F5 ⋅ h

n2y ⋅ ℓ2 ⋅ Ab2
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3. 評価方法 

3.1. 解析方法 

2.1項で求めた固有周期及びモデルの質点系から、「添付書類 3-1．耐震性に関す

る説明書」に基づき解析方法の決定を行う。 

 

4. 応力の評価 

4.1. 案内管及び案内管サポートの応力評価 

2.2.1項及び 2.2.2項で求めた組合せ応力が、許容引張応力fta以下であること。 

ただし、ftaは以下による。 

 

許容応力状態 許容引張応力fta 

BAS 1.5 (
F

1.5
) 

4.2. 案内管サポート取付ボルトの応力評価 

2.2.3項で求めたボルトのせん断応力は、せん断力のみを受けるボルトの許容せ

ん断応力fsb以下であること。 

また、2.2.3項で求めたボルトの引張応力は、下記 2式より求めた引張力とせん

断力を同時に受けるボルトの許容引張応力fts1, fts2以下であること。 

fts1 = min [1.4ft0 − 1.6τb1, ft0]

fts2 = min [1.4ft0 − 1.6τb2, ft0]

 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

BAS 1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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5. 設計条件 

機器名称 耐震クラス 

据付場所及び 

床面高さ 

(m) 

設計圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

案内管 B 
原子炉建家(注) 

1FL+7.5 
0.05884 43 

注：基準床レベルを示す。 

 

固有振動数 

(Hz) 

6.4 

 

 

弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力 

荷重の種類 案内管 

案内管サポート 

上部 下部 

せん断力または 

反力(N) 
Fa5 = 805.5 F1 = 660.0 F5 = 1552.0 

曲げモーメント(N ⋅

mm) 
Ma5 = 1.184×106 M1 = 4.735×105 − 

ねじりモーメント

(N ⋅ mm) 
Ta5 = 4.736×105 T1 = 2.976×105 − 
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6. 機器要目 

Wa 

(kg) 

Wt 

(kg) 

Aa 

(mm2) 

Aea 

(mm2) 

Aeg1 

(mm2) 

Aeg2 

(mm2) 

Za 

(mm3) 

Zpa 

(mm3) 

75 260 3770 1894 3200 4000 
1.05 

×105 

2.10 

×105 

 

 

Zgy 

(mm3) 

Zgz 

(mm3) 

Zpg 

(mm3) 

Zg2 

(mm3) 
Y 

ha 

(mm) 

h 

(mm) 

V 

(mm3) 

6.73×

105 

1.92×

105 

1.60×

104 

2.00×

105 
1.18 450 300 

1.20×

107 

 

 

n1x n1y 
ℓ1x 

(mm) 

ℓ1y 

(mm) 

Ab1 

(mm2) 
n2x n2y 

ℓ2 

(mm) 

3 2 410 200 
314.2 

(M20) 
2 2 240 

 

 

Ab2 

(mm2) 

F(案内管)(N/mm2) F(上部の案内管サポート)(N/mm2) 

BAS BAS 

201.1 

(M16) 
62 205 

 

 

F(下部の案内管サポート)(N/mm2) F(取付ボルト)(N/mm2) 

BAS BAS 

63 205 
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7. 計算数値 

7.1. 固有周期及び設計用地震力の計算 

(1) 固有周期 

固有周期の計算結果を以下に示す。 

また、案内管の第 1次固有周期及び振動モードを図-3-4-3-1.2に示す。 

 

次数 
固有周期 

(s) 

固有振動数 

(Hz) 

1次 0.156 6.4 

2次 0.128 7.8 

3次 0.021 48.6 

 

(2) 設計用地震力 

設計用地震力の計算結果として、弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力

の大きい方により案内管に生じる最大せん断力及び最大モーメントを図

-3-4-3-1.3及び図-3-4-3-1.4に示す。 

また、サポート点に最大反力及び最大モーメントを以下に示す。 

 

節点 

弾性設計用地震動 Sdの 1/2 

と静的地震力の大きい方 

反力 

(N) 

曲げモーメント 

(N ⋅ mm) 

ねじりモーメント 

(N ⋅ mm) 

1 660 4.736×105 2.976×105 

3 1138 − − 

5 1552 − − 
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固有周期 

(s) 

固有振動数 

(Hz) 

0.156 6.4 

 

 

図-3-4-3-1.2 案内管の 1次固有周期及び振動モード 
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図-3-4-3-1.3 最大せん断力(弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力) 

 

 

 

図-3-4-3-1.4 最大モーメント図(弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力) 
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7.2. 応力の計算 

7.2.1. 許容応力状態ＢAS 

(1) 案内管に生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の種類 弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力 

応力の種類 周方向応力 軸方向応力 曲げ応力 せん断応力 

原子炉プール水の

外圧による応力 
σaϕ = 1 σa1 = 1 − − 

鉛直方向地震力に

よる応力 
− σa2 = 1 σa3 = 14 − 

水平方向地震力に

よる応力 
− − σa4 = 12 

τa1 = 1 

τa2 = 3 

組合せ応力 σsa = 29 

 

(2) 案内管サポートに生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の種類 弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力 

計算の対象 上部 下部 

応力の種類 曲げ応力 せん断応力 曲げ応力 せん断応力 

死荷重による応力 σg11 = 4 τg11 = 1 − − 

鉛直方向地震力に

よる応力 
σg12 = 16 τg12 = 3 − − 

水平方向地震力に

よる応力 
σg13 = 1 

τg13 = 1 

σg2 = 3 τg2 = 1 

τg14 = 19 

組合せ応力 σsg1 = 58 σsg2 = 4 

 

(3) 案内管サポート取付ボルトに生じる応力 

（単位：N/mm2） 

地震の種類 弾性設計用地震動 Sdの 1/2または静的地震力 

計算の対象 上部 下部 

応力の種類 せん断応力 引張応力 せん断応力 引張応力 

死荷重による応力 τb1 = 8 σb1 = 23 τb2 = 2 σb2 = 5 
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8. 結論 

下表に示すように、許容応力状態ＢASにおける算出応力はすべて許容応力以下である。

なお、表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せを考慮するため、7.2

項の値を 1.42倍している。 

表-3-4-3-1.2 評価結果 

（単位：N/mm2） 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

BAS 

案内管 A5052T-0 組合せ σsa = 42 fta =  62 

案内管 

サポート 

上部 SUS304 
組合せ 

σsg1 = 83 fta = 205 

下部 A5052P-0 σsg2 = 6 fta = 63 

案内管 

サポート 

取付ボルト 

上部 

SUS304 

せん断 τb1 = 12 fsb = 118 

引張 σb1 = 33 fts1 = 153 

下部 
せん断 τb2 = 3 fsb = 118 

引張 σb2 = 8 fts2 = 153 
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1. 概要 

本解析書は、制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の地震応答解析を行った結

果を示すものである。解析対象とした制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の構

造は、図-3-4-3-2.1 の概要図に示すとおりである。この地震応答解析結果に基づき、

加わる評価用地震荷重を定める。 
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図-3-4-3-2.1 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の構造概要 

  

下部遮蔽体 
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2. 解析モデル 

2.1. 自重解析モデル 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の自重解析モデルは、軸方向に 15質点

を設け、各質点間を当該機器と等価な曲げ及びせん断剛性を有する梁部材で連結した

多質点系モデルとした。各質点には、制御棒駆動機構案内管内の保有水、管内駆動

部、可動コイル及び支持構造物の重量を振り分けた。また、梁部材の剛性は制御棒駆

動機構及び制御棒駆動機構案内管について評価した。境界条件は、下部遮蔽体に結合

される上端を剛支持とし、下部を支持構造物の水平方向の剛性と等価なばねで支持す

るものとした。 

 

 

図-3-4-3-2.2 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 自重解析モデル 

  

下部遮蔽体 
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2.2. 地震応答解析モデル 

地震応答解析モデルを図-3-4-3-2.3に示す。時刻歴応答解析による動的解析では、

制御棒 6本及び支持構造物を全てモデル化し、より実機に近い詳細な解析モデルとし

て評価に用いた。 

制御棒と支持構造物間は水平 2方向に剛相当バネ要素を用いて接続し、支持構造物

上部は炉下室天井に固定されているため、完全拘束とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-4-3-2.3 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 地震応答解析モデル 

 

 

  

P･N 
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3. 解析データ及び解析方法 

3.1. 解析データ 

図-3-4-3-2.2、図-3-4-3-2.3に示した解析モデルの各質点重量、質点位置、断面二

次モーメント及びせん断断面積を表-3-4-3-2.1に示す。 

 

3.2. 解析方法 

各解析は、解析コード MSC/NASTRAN 2005r2を用いて行う。 

 

(1) 固有値解析 

表-3-4-3-2.1に示す解析定数のデータをもとに、剛性マトリックス、質量マトリ

ックスを作り、固有値解析を実施する。解析モデルを図-3-4-3-2.2に示す。 

 

(2) 自重解析 

表-3-4-3-2.1に示すデータを元に、剛性マトリックス、質量マトリックスを作

り、自重解析を実施する。解析モデルを図-3-4-3-2.2に示す。 

 

(3) 静的地震力 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管は多質点系モデルとし、静的地震力に

よる静的解析を行い、各質点の変位、軸力、せん断力、曲げモーメントを求める。

解析モデルを図-3-4-3-2.2に示す。 

 

(4) 地震応答解析 

時刻歴応答解析による動的解析を行い、各質点の変位、軸力、せん断力及び曲げ

モーメントを求める。解析モデルを図-3-4-3-2.3に示す。 

なお、地震力は建家モデルの質点３の時刻歴応答加速度を用いる。 
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表-3-4-3-2.1 制御棒解析定数 

質点 

番号 

質点 

位置 

(mm) 

質点 

質量 

(kg) 

断面二次 

モーメント 

(mm4) 

せん断 

断面積 

(mm2) 

断面積 

(mm2) 

ﾔﾝｸﾞ率 

(N/mm2) 

ﾎﾟｱｿﾝ比 

 

1 0 12.9 
1.18×106 975.0 1950.0 

1.93×105 0.3 

2 -260 18.7 

8.66×105 1060.0 2120.0 

3 -570 7.8 

8.99×104 167.0 334.0 

4 -674 2.6 

5 -970 1.2 

6 -1267 2.2 

7 -1369 16.9 

8 -1561 17.9 

9 -1731 11.7 

10 -1866 6.7 

11 -1970 2.1 

12 -2220 1.0 

13 -2477 3294.3 

14 -2641 1.2 

2.23×104 151.0 302.0 
15 -2793 0.5 

※上記は水平方向のモデルであり、鉛直方向のモデルでは質点 13の質量を 10.7kgとす

る。また、3294.3kg は支持サポート質量を含めるものとする。 
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図-3-4-3-2.4 支持構造物における使用鋼材 

 

 

表-3-4-3-2.2 支持構造物における特性値 

鋼材種類 
断面積 

[mm2] 

断面二次モーメント[mm4] ねじり 

定数[mm3] 
材質 

Ix Iy 

H125×125×6.5×9 3.00×103 8.390×106 2.930×106 7.14×104 SS400 

L100×100×10 1.90×103 1.750×106 1.750×106 6.33×104 SS400 

C150×75×9 2.54×103 8.444×106 1.329×106 6.85×104 SS400 

L65×65×6 7.53×102 2.940×105 2.940×105 8.93×103 SS400 

 

 

 

  

   ：H125×125×6.5×9 

   ：L100×100×10 

   ：C150×75×9 

   ：L65×65×6 
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4. 解析結果 

4.1. 固有値解析結果 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の固有値解析結果を表-3-4-3-2.3に、第

1次振動モードを図-3-4-3-2.5に示す。 

 

表-3-4-3-2.3 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の固有値解析結果 

次数 

水平方向 鉛直方向 

固有周期 

(s) 

固有振動数 

(Hz) 

固有周期 

(s) 

固有振動数 

(Hz) 

1 0.097 10.3 0.007 145.4 

 

 

 

図-3-4-3-2.5 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の第 1次振動モード(水平方向) 
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4.2. 自重解析結果 

自重解析結果の鉛直方向変位、軸力をそれぞれ図-3-4-3-2.6、図-3-4-3-2.7に示

す。 

 

図-3-4-3-2.6 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の鉛直方向変位量(自重解析) 

 

 

図-3-4-3-2.7 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の軸力(自重解析) 

  

質点 鉛直変位[mm]
1 0.000
2 0.001
3 0.001
4 0.002
5 0.006
6 0.009
7 0.010
8 0.012
9 0.012

10 0.013
11 0.013
12 0.014
13 0.014
14 0.014
15 0.014

荷重：死荷重
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要素 軸力[N]
1 992
2 809
3 733
4 707
5 695
6 674
7 508
8 332
9 218

10 152
11 131
12 122
13 17
14 5

荷重：死荷重
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JRR-3制御棒駆動機構および制御棒駆動機構案内管

軸力(鉛直方向)
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4.3. 静的地震力解析結果 

静的地震力による解析結果の変位、軸力、せん断力、曲げモーメントを図-3-4-3-

2.8から図-3-4-3-2.12に示す。 

 

図-3-4-3-2.8 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の水平方向変位量(静的地震力

解析) 

 

 

図-3-4-3-2.9 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の鉛直方向変位量(静的地震力

解析) 

 

  

質点 水平変位[mm]
1 0.000
2 0.038
3 0.167
4 0.253
5 0.715
6 1.253
7 1.400
8 1.564
9 1.566

10 1.469
11 1.342
12 0.894
13 0.319
14 0.056
15 0.402

荷重：静的地震力
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質点 鉛直変位[mm]
1 0.000
2 0.000
3 0.000
4 0.001
5 0.002
6 0.003
7 0.003
8 0.003
9 0.004

10 0.004
11 0.004
12 0.004
13 0.004
14 0.004
15 0.004

荷重：静的地震力

制御棒駆動機構および
制御棒駆動機構案内管
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図-3-4-3-2.10 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の軸力(静的地震力解析) 

 

 

図-3-4-3-2.11 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のせん断力(静的地震力解析) 

  

要素 軸力[N]
1 288
2 235
3 212
4 205
5 202
6 195
7 147
8 96
9 63

10 44
11 38
12 35
13 5
14 1

荷重：静的地震力
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要素 せん断力[N]
1 377
2 270
3 226
4 211
5 204
6 192
7 96
8 6
9 73

10 111
11 123
12 128
13 10
14 3

荷重：静的地震力
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せん断力(水平方向)
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図-3-4-3-2.12 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の曲げモーメント(静的地震力

解析) 

  

質点
曲げモーメント

[N・mm]
1 2.823E+05
2 1.844E+05
3 1.006E+05
4 7.708E+04
5 1.458E+04
6 4.610E+04
7 6.567E+04
8 8.404E+04
9 8.300E+04

10 7.319E+04
11 6.167E+04
12 3.098E+04
13 2.018E+03
14 4.323E+02
15 0

制御棒駆動機構および
制御棒駆動機構案内管

荷重：静的地震力
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4.4. Ss地震応答解析結果 

地震応答解析結果として、変位、軸力、せん断力及び曲げモーメントの最大を 

図-3-4-3-2.13から図-3-4-3-2.18に示す。 

 

 

荷重：Ss地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 Ｘ変位[mm] 

1 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 0.13  0.13  0.13  0.13  0.13  0.13  

3 0.60  0.60  0.60  0.60  0.60  0.60  

4 0.93  0.93  0.93  0.93  0.94  0.93  

5 2.77  2.77  2.77  2.77  2.78  2.78  

6 4.91  4.91  4.91  4.91  4.93  4.93  

7 5.48  5.48  5.48  5.48  5.50  5.50  

8 6.07  6.07  6.07  6.07  6.10  6.09  

9 5.97  5.97  5.97  5.97  6.00  5.99  

10 5.47  5.47  5.47  5.47  5.49  5.49  

11 4.85  4.85  4.85  4.85  4.87  4.87  

12 2.75  2.75  2.76  2.75  2.77  2.77  

13 0.12  0.12  0.13  0.13  0.14  0.14  

14 1.08  1.08  1.08  1.08  1.07  1.07  

15 2.22  2.23  2.22  2.22  2.22  2.22  

 

図-3-4-3-2.13 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のＸ方向変位量(Ss地震応答解析) 
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荷重：Ss地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 Ｙ変位[mm] 

1 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 0.07  0.08  0.07  0.07  0.07  0.07  

3 0.34  0.34  0.34  0.34  0.34  0.34  

4 0.52  0.53  0.52  0.52  0.53  0.52  

5 1.84  1.85  1.89  1.88  1.87  1.88  

6 3.26  3.28  3.35  3.33  3.32  3.32  

7 3.63  3.66  3.74  3.72  3.70  3.70  

8 4.03  4.06  4.15  4.13  4.10  4.11  

9 3.97  4.00  4.09  4.07  4.04  4.05  

10 3.64  3.67  3.76  3.73  3.71  3.72  

11 3.23  3.26  3.35  3.32  3.30  3.31  

12 1.55  1.58  1.55  1.55  1.58  1.55  

13 0.10  0.12  0.13  0.12  0.12  0.12  

14 0.96  0.97  0.95  0.95  0.97  0.95  

15 -0.87  -0.87  -0.88  -0.88  -0.88  -0.87  

 

図-3-4-3-2.14 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のＹ方向変位量(Ss地震応答解

析) 
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荷重：Ss地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 Ｚ変位[mm] 

1 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

3 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

4 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

5 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

6 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

7 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

8 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

9 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

10 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

11 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

12 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

13 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

14 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

15 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

 

図-3-4-3-2.15 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のＺ方向変位量(Ss地震応答解

析) 
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荷重：Ss地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

要素 軸力[N] 

1 795 796 796 796 796 795 

2 648 649 649 649 649 648 

3 587 587 588 588 587 587 

4 567 567 567 567 567 567 

5 557 557 558 558 557 557 

6 540 540 540 540 540 540 

7 407 407 407 407 407 407 

8 266 267 267 267 267 266 

9 174 175 175 175 175 174 

10 122 122 122 122 122 122 

11 105 105 105 105 105 105 

12 97 97 98 98 97 97 

13 13 13 13 13 13 13 

14 4 4 4 4 4 4 

 

図-3-4-3-2.16 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の軸力(Ss地震応答解析) 
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荷重：Ss地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

要素 せん断力[N] 

1 1110 1112 1108 1109 1113 1110 

2 1061 1065 1059 1060 1066 1062 

3 1025 1029 1024 1024 1031 1027 

4 1010 1014 1008 1009 1016 1011 

5 993 996 991 992 998 994 

6 940 944 939 939 945 941 

7 492 494 491 491 495 492 

8 31 31 31 31 31 31 

9 366 367 365 365 368 366 

10 542 545 542 542 546 543 

11 592 594 591 591 595 592 

12 606 608 605 605 609 606 

13 24 24 24 24 24 24 

14 9 9 9 9 9 9 

 

図-3-4-3-2.17 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のせん断力(Ss地震応答解析) 

  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0.000 200.000 400.000 600.000 800.000 1000.0001200.000
要
素
番
号

せん断力[N]

JRR-3制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管

せん断力(水平方向)



 

添 3-4-3-2-18 

 

 

荷重：Ss地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 曲げモーメント[N・mm] 

1 1.089×106 1.093×106 1.087×106 1.088×106 1.095×106 1.090×106 

2 8.014×105 8.044×105 8.003×105 8.006×105 8.060×105 8.023×105 

3 4.726×105 4.744×105 4.720×105 4.721×105 4.754×105 4.732×105 

4 3.659×105 3.673×105 3.655×105 3.656×105 3.681×105 3.665×105 

5 2.278×105 2.286×105 2.274×105 2.275×105 2.290×105 2.279×105 

6 3.237×105 3.249×105 3.231×105 3.233×105 3.254×105 3.239×105 

7 4.181×105 4.197×105 4.174×105 4.176×105 4.204×105 4.184×105 

8 4.181×105 4.197×105 4.174×105 4.176×105 4.204×105 4.184×105 

9 4.129×105 4.145×105 4.123×105 4.124×105 4.152×105 4.133×105 

10 3.635×105 3.649×105 3.630×105 3.631×105 3.655×105 3.638×105 

11 3.071×105 3.083×105 3.066×105 3.068×105 3.088×105 3.074×105 

12 1.591×105 1.597×105 1.589×105 1.589×105 1.600×105 1.593×105 

13 5.185×103 5.184×103 5.242×103 5.236×103 5.237×103 5.249×103 

14 1.360×103 1.366×103 1.360×103 1.361×103 1.364×103 1.358×103 

15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

図-3-4-3-2.18 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の曲げモーメント 

(Ss地震応答解析) 
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4.5. Sd地震応答解析結果 

地震応答解析結果として、変位、軸力、せん断力及び曲げモーメントの最大を図-

3-4-3-2.19から図 3-4-3-2.24に示す。 

 

 

荷重：Sd地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 Ｘ変位[mm] 

1 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  0.09  

3 0.41  0.41  0.41  0.41  0.41  0.41  

4 0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  0.63  

5 1.86  1.86  1.86  1.86  1.87  1.87  

6 3.29  3.30  3.30  3.29  3.32  3.32  

7 3.67  3.68  3.68  3.67  3.70  3.70  

8 4.07  4.08  4.08  4.07  4.10  4.10  

9 4.00  4.01  4.01  4.00  4.03  4.03  

10 3.66  3.67  3.67  3.66  3.69  3.69  

11 3.25  3.25  3.25  3.25  3.27  3.27  

12 1.84  1.84  1.84  1.84  1.85  1.85  

13 0.16  0.15  0.17  0.16  0.17  0.19  

14 1.18  1.18  0.85  1.18  1.19  0.85  

15 2.28  2.29  2.28  2.28  2.29  2.29  
 

図-3-4-3-2.19 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のＸ方向変位量(Sd地震応答解

析) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

N
O
D
E
 
I
D

Ｘ変位[mm]

JRR-3制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管

変位



 

添 3-4-3-2-20 

 

 

荷重：Sd地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 Ｙ変位[mm] 

1 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 0.07  0.07  0.07  0.07  0.07  0.07  

3 0.31  0.31  0.32  0.31  0.31  0.31  

4 0.47  0.48  0.49  0.48  0.48  0.48  

5 1.39  1.40  1.43  1.42  1.42  1.42  

6 2.46  2.48  2.53  2.52  2.50  2.51  

7 2.74  2.76  2.82  2.81  2.79  2.80  

8 3.04  3.06  3.13  3.11  3.10  3.10  

9 2.99  3.01  3.08  3.06  3.05  3.05  

10 2.74  2.76  2.82  2.81  2.79  2.80  

11 2.43  2.45  2.51  2.50  2.48  2.48  

12 1.39  1.40  1.44  1.43  1.42  1.42  

13 -0.06  -0.07  0.08  0.08  -0.08  0.07  

14 0.66  0.67  0.66  0.66  0.67  0.66  

15 1.28  1.29  1.27  1.27  1.29  1.27  

 

図-3-4-3-2.20 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のＹ方向変位量(Sd地震応答解

析) 
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添 3-4-3-2-21 

  

 

荷重：Sd地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 Ｚ変位[mm] 

1 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

2 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

3 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

4 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

5 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

6 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

7 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

8 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

9 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

10 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

11 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

12 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

13 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

14 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

15 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  

 

図-3-4-3-2.21 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のＺ方向変位量(Sd地震応答解

析) 
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添 3-4-3-2-22 

 

 

 

荷重：Sd地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

要素 軸力[N] 

1 425 425 425 425 425 424 

2 346 346 347 346 346 346 

3 313 314 314 314 313 313 

4 302 303 303 303 302 302 

5 297 298 298 298 297 297 

6 288 288 289 288 288 288 

7 217 217 218 218 217 217 

8 142 142 142 142 142 142 

9 93 93 93 93 93 93 

10 65 65 65 65 65 65 

11 56 56 56 56 56 56 

12 52 52 52 52 52 52 

13 7 7 7 7 7 7 

14 2 2 2 2 2 2 

 

図-3-4-3-2.22 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の軸力(Sd地震応答解析) 
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荷重：Sd地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

要素 せん断力[N] 

1 733 736 732 732 739 736 

2 709 713 709 709 715 713 

3 688 691 688 688 694 691 

4 679 682 678 678 685 682 

5 667 670 667 667 673 670 

6 633 635 632 632 637 635 

7 333 334 333 333 335 334 

8 21 21 21 21 21 21 

9 246 247 246 246 248 247 

10 365 366 364 364 368 366 

11 398 400 397 397 401 399 

12 407 409 406 406 410 408 

13 18 18 18 18 18 18 

14 6 6 7 7 7 7 

 

図-3-4-3-2.23 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管のせん断力(Sd地震応答解析) 
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荷重：Sd地震動 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

質点 曲げモーメント[N・mm] 

1 7.279×105 7.312×105 7.275×105 7.272×105 7.342×105 7.312×105 

2 5.374×105 5.399×105 5.372×105 5.369×105 5.421×105 5.399×105 

3 3.175×105 3.190×105 3.174×105 3.172×105 3.203×105 3.190×105 

4 2.460×105 2.471×105 2.458×105 2.458×105 2.481×105 2.471×105 

5 1.532×105 1.539×105 1.530×105 1.530×105 1.544×105 1.538×105 

6 2.177×105 2.186×105 2.174×105 2.174×105 2.195×105 2.186×105 

7 2.813×105 2.824×105 2.809×105 2.810×105 2.835×105 2.823×105 

8 2.813×105 2.824×105 2.809×105 2.810×105 2.835×105 2.823×105 

9 2.780×105 2.791×105 2.776×105 2.776×105 2.800×105 2.788×105 

10 2.447×105 2.457×105 2.444×105 2.444×105 2.465×105 2.454×105 

11 2.068×105 2.076×105 2.066×105 2.066×105 2.082×105 2.073×105 

12 1.074×105 1.078×105 1.073×105 1.073×105 1.081×105 1.077×105 

13 3.955×103 3.954×103 3.982×103 3.982×103 3.983×103 3.986×103 

14 9.840×102 9.840×102 9.920×102 9.920×102 9.920×102 9.930×102 

15 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

図-3-4-3-2.24 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の曲げモーメント 

(Sd地震応答解析) 
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添 3-4-3-3-1 

1. 一般事項 

本計算書は、制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の耐震強度についての計算

方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管は、上部を据付ボルトにより下部遮蔽

体に固定されているものとする。 

(2) 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管は、下部を耐震支持構造物に支持され

ており、耐震支持構造物は炉下室天井に固定されているものとする。 

(3) 地震力は、制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管に対して、水平方向及び鉛直

方向に作用するものとする。 

(4) 動的地震力(Ss,Sd)及び静的地震力に対して評価を行う。 

 

1.2. 設計降伏点、設計引張強さ及び設計応力強さ 

本計算書で使用する材料の最高使用温度における設計降伏点、設計引張強さ及び設

計応力強さを以下に示す。 

 

  設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

設計応力強さ 

Sm(N/mm2) 材質名  

SUS304 

40℃ 205 520 - 

43℃ 203 515 - 

SUS304L 

40℃ 175 480 - 

43℃ 173 475 - 

SS400 40℃ 235 400 - 

  



 

 

添 3-4-3-3-2 

1.3. 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

A1 着座器胴の断面積の 2分の 1 mm2 

A2 上部仕切弁出入口部の弁箱の断面積 mm2 

Aba 据付ボルトの断面積 mm2 

Abb プランジャ案内管取付けボルトの断面積 mm2 

Ai 筋かいの断面積 mm2 

Aj 支柱の断面積 mm2 

Abc 基礎ボルトの断面積 mm2 

B 隣接する支柱間の長さ mm 

b ガスケット座の有効幅 mm 

b1 支柱の断面寸法 mm 

b2 支柱の断面寸法 mm 

Cb 配管反力による曲げ応力に対する応力係数 − 

CH 支持構造物の水平方向設計震度 − 

CV 支持構造物の鉛直方向設計震度 − 

Dvo 上部仕切弁の出入口部の弁箱の外径 mm 

Dvi 上部仕切弁の出入口部の弁箱の内径 mm 

Dso1 着座器胴(下)の外径 mm 

Dsi1 着座器胴(下)の内径 mm 

Dso2 着座器胴(上)の外径 mm 

Dsi2 着座器胴(上)の外径 mm 

Dwi プランジャ案内管(溶接部)のプランジャ案内管の内径 mm 

Dpi プランジャ案内管の内径 mm 

DPa 据付ボルトのピッチ円直径 mm 

DPb プランジャ案内管取付ボルトのピッチ円直径 mm 

Dg プランジャ案内管取付ボルト部のガスケットの外径 mm 

dba 据付ボルトの径 mm 

dbb プランジャ案内管取付ボルトの径 mm 

ea 据付ボルトの中立軸からの最大距離 mm 

eb プランジャ案内管取付ボルトの中立軸からの距離 mm 

E 筋かい及び支柱の縦弾性係数 N/mm2 

F JSME SSB-3121.1に定める値 N/mm2 

F∗ JSME SSB-3121.3 に定める値 N/mm2 

F0 支柱に作用するせん断力 N 

  



 

 

添 3-4-3-3-3 

記号 記号の説明 単位 

fsb せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 N/mm2 

ft0 引張力のみを受けるボルトの許容引張応力 N/mm2 

fta 筋かい及び支柱の許容引張応力 N/mm2 

G 据付ボルト部のガスケット面中心径 mm 

g 重力加速度(=9.80665) m/s2 

Hs 着座器胴に作用するせん断力 N 

Hw プランジャ案内管(溶接部)に作用するせん断力 N 

Hp プランジャ案内管に作用するせん断力 N 

Ha 据付ボルトに作用するせん断力 N 

Hb プランジャ案内管取付ボルトに作用するせん断力 N 

h 支柱の長さ mm 

h1 支柱の断面寸法 mm 

h2 支柱の断面寸法 mm 

Ia 据付ボルト 1 本の断面二次モーメント mm4 

Ib プランジャ案内管取付ボルト 1本の断面二次モーメント mm4 

Iba 据付ボルト全数の断面二次モーメント mm4 

Ibb プランジャ案内管取付ボルト全数の断面二次モーメント mm4 

Ij 支柱の断面二次モーメント mm4 

i モーメント荷重に対する溶接部の応力係数 − 

K モーメント荷重に対する溶接部の係数 − 

Kb 一組の筋かいのばね定数 N/mm 

Ks 支持構造物の水平方向のばね定数 N/mm 

Kp 支柱 1本当りのばね定数 N/mm 

Kv 支持構造物の鉛直方向のばね定数 N/mm 

ℓ 筋かいの長さ mm 

m ガスケット係数 − 

Ms 着座器胴に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

Mw プランジャ案内管(溶接部)に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

Mp プランジャ案内管に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

Ma 据付ボルトに作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

Mb プランジャ案内管取付ボルトに作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

M 支柱の任意の位置に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 
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記号 記号の説明 単位 

M0 支柱に作用する曲げモーメント N ⋅ mm 

na 据付ボルトの本数 − 

nb プランジャ案内管取付ボルトの本数 − 

nj 支柱の本数 − 

nc 一本の支柱の基礎ボルトの本数 − 

N 支柱構造物下端に作用する任意の鉛直力 N 

P 最高使用圧力 MPa 

Pd 上部仕切弁の配管反力による軸方向応力 N/mm2 

Pb 上部仕切弁の配管反力による曲げ応力 N/mm2 

Pt 上部仕切弁の配管反力によるねじり応力 N/mm2 

Q 支柱構造物下端に作用する任意の水平力 N 

S 許容引張応力 N/mm2 

Ss 地震力 − 

Sa 胴の許容応力 N/mm2 

Sb 上部仕切弁の許容応力 N/mm2 

Sc 上部仕切弁の軸力の許容値 N 

Sd 上部仕切弁の曲げモーメントの許容値 N ⋅ mm 

Se 上部仕切弁のねじりモーメントの許容値 N ⋅ mm 

Sm 設計応力強さ N/mm2 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

TH 水平方向の固有周期 s 

TV 鉛直方向の固有周期 s 

ts1 着座器胴(下)の厚さ mm 

ts2 着座器胴(上)の厚さ mm 

tw プランジャ案内管(溶接部)の厚さ mm 

tp プランジャ案内管の厚さ mm 

W1a 据付ボルトに作用する死荷重 N 

W1av 据付ボルトに作用する鉛直方向地震荷重 N 

W1b プランジャ案内管取付ボルトに作用する死荷重 N 

W1bv プランジャ案内管取付ボルトに作用する鉛直方向地震荷重 N 

W2a 据付ボルトに作用する制御棒スクラム時反力 N 

W2b プランジャ案内管取付ボルトに作用する制御棒スクラム時反力 N 

W1s 着座器胴に作用する死荷重 N 

W1sv 着座器胴に作用する鉛直方向地震荷重 N 
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記号 記号の説明 単位 

W1w プランジャ案内管(溶接部)に作用する死荷重 N 

W1wv プランジャ案内管(溶接部)に作用する鉛直方向地震荷重 N 

W1p プランジャ案内管に作用する死荷重 N 

W1pv プランジャ案内管に作用する鉛直方向地震荷重 N 

W2s 着座器胴に作用する制御棒スクラム時反力 N 

W2w プランジャ案内管(溶接部)に作用するスクラム時反力 N 

W2p プランジャ案内管に作用するスクラム時反力 N 

W 支持構造物に作用する死荷重 N 

Xia 各据付ボルトの中立軸からの距離 mm 

Xib 各プランジャ案内管取付ボルトの中立軸からの距離 mm 

X 支柱の支持構造物下端からの任意の距離 mm 

Z1 着座器胴(上)の断面係数 mm3 

Z2 上部仕切弁の出入口部の弁箱の断面係数 mm3 

Zp 上部仕切弁の出入口部の弁箱の極断面係数 mm3 

Zba 据付ボルト全体の断面係数 mm3 

Zbb プランジャ案内管取付ボルト全体の断面係数 mm3 

Zj 支柱の断面係数 mm3 

σsϕ 内圧により着座器胴に生じる周方向応力 N/mm2 

σwϕ 内圧によりプランジャ案内管(溶接部)に生じる周方向応力 N/mm2 

σpϕ 内圧によりプランジャ案内管に生じる周方向応力 N/mm2 

σsx1 内圧により着座器胴に生じる軸方向応力 N/mm2 

σwx1 内圧によりプランジャ案内管(溶接部)に生じる軸方向応力 N/mm2 

σpx1 内圧によりプランジャ案内管に生じる軸方向応力 N/mm2 

σsx2 死荷重により着座器胴に生じる軸方向応力 N/mm2 

σwx2 死荷重によりプランジャ案内管(溶接部)に生じる軸方向応力 N/mm2 

σpx2 死荷重によりプランジャ案内管に生じる軸方向応力 N/mm2 

σsx3 鉛直地震力により着座器胴に生じる軸方向応力 N/mm2 

σwx3 鉛直地震力によりプランジャ案内管(溶接部)に生じる軸方向応力 N/mm2 

σpx3 鉛直地震力によりプランジャ案内管に生じる軸方向応力 N/mm2 

σsx4 水平地震力により着座器胴に生じる軸方向応力 N/mm2 

σwx4 水平地震力によりプランジャ案内管(溶接部)に生じる軸方向応力 N/mm2 

σpx4 水平地震力によりプランジャ案内管に生じる軸方向応力 N/mm2 

σsx5 制御棒スクラム時反力により着座器胴に生じる軸方向応力 N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σwx5 
制御棒スクラム時反力によりプランジャ案内管(溶接部)に生じる軸

方向応力 
N/mm2 

σpx5 制御棒スクラム時反力によりプランジャ案内管に生じる軸方向応力 N/mm2 

σ0 胴の一次一般膜応力 N/mm2 

σ0sϕ 着座器胴の周方向一次一般膜応力の和 N/mm2 

σ0wϕ プランジャ案内管(溶接部)の周方向一次一般膜応力の和 N/mm2 

σ0pϕ プランジャ案内管の周方向一次一般膜応力の和 N/mm2 

σ0sxc 着座器胴の軸方向一次一般膜応力の和(圧縮側) N/mm2 

σ0wxc プランジャ案内管(溶接部)の軸方向一次一般膜応力の和(圧縮側) N/mm2 

σ0pxc プランジャ案内管の軸方向一次一般膜応力の和(圧縮側) N/mm2 

σ0sxt 着座器胴の軸方向一次一般膜応力の和(引張側) N/mm2 

σ0wxt プランジャ案内管(溶接部)の軸方向一次一般膜応力の和(引張側) N/mm2 

σ0pxt プランジャ案内管の軸方向一次一般膜応力の和(引張側) N/mm2 

σ0sc 着座器胴の組合せ一次一般膜応力(圧縮側) N/mm2 

σ0wc プランジャ案内管(溶接部)の組合せ一次一般膜応力(圧縮側) N/mm2 

σ0pc プランジャ案内管の組合せ一次一般膜応力(圧縮側) N/mm2 

σ0st 着座器胴の組合せ一次一般膜応力(引張側) N/mm2 

σ0wt プランジャ案内管(溶接部)の組合せ一次一般膜応力(引張側) N/mm2 

σ0pt プランジャ案内管の組合せ一次一般膜応力(引張側) N/mm2 

σ2 胴の地震力のみによる一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σ2sϕ 着座器胴の周方向一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σ2wϕ プランジャ案内管(溶接部)の周方向一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σ2pϕ プランジャ案内管の周方向一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σ2sx 着座器胴の軸方向一次+二次応力の和 N/mm2 

σ2wx プランジャ案内管(溶接部)の軸方向一次+二次応力の和 N/mm2 

σ2px プランジャ案内管の軸方向一次+二次応力の和 N/mm2 

σ2s 着座器胴の一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σ2w プランジャ案内管(溶接部)の一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σ2p プランジャ案内管の一次+二次応力の変動値 N/mm2 

σi 水平地震力により筋かいに生じる軸方向応力 N/mm2 

σjx1 死荷重により支柱に生じる軸方向応力 N/mm2 

σjx2 鉛直地震力により支柱に生じる軸方向応力 N/mm2 

σjx3 水平地震力により支柱に生じる曲げ応力 N/mm2 

σjx 支柱の軸方向一次応力の和 N/mm2 

σj せん断応力を同時に受ける支柱の組合せ応力 N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

σba1 内圧により据付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbb1 内圧によりプランジャ案内管取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σba2 死荷重により据付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbb2 死荷重によりプランジャ案内管取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σba3 鉛直地震力により据付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbb3 鉛直地震力によりプランジャ案内管取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σba4 水平地震力により据付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbb4 水平地震力によりプランジャ案内管取付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σba5 制御棒スクラム時反力により据付ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbb5 
制御棒スクラム時反力によりプランジャ案内管取付ボルトに生じる

引張応力 
N/mm2 

σbc1 死荷重により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbc2 鉛直地震力により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σbc3 水平地震力により基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

σBa 据付ボルトの引張応力の和 N/mm2 

σBb プランジャ案内管取付ボルトの引張応力の和 N/mm2 

σBc 基礎ボルトの引張応力の和 N/mm2 

τs 水平地震力により着座器胴に生じるせん断応力 N/mm2 

τw 水平地震力によりプランジャ案内管(溶接部)に生じるせん断応力 N/mm2 

τp 水平地震力によりプランジャ案内管に生じるせん断応力 N/mm2 

τj 水平地震力により支柱に生じるせん断応力 N/mm2 

τB ボルトのせん断応力の和 N/mm2 

τBa 据付ボルトのせん断応力の和 N/mm2 

τBb プランジャ案内管取付ボルトのせん断応力の和 N/mm2 

τBc 基礎ボルトのせん断応力の和 N/mm2 

τba 水平地震力により据付ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τbb 水平地震力によりプランジャ案内管取付ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

τbc 水平地震力により基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

δ 水平地震力による支持構造物のせん断変位 mm 

ΔZ 水平地震力による支柱の曲げ変位 mm 

π 円周率 − 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

2.1.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の固有周期の計算方法(多質点系振動モ

デル) 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の固有周期は「添付書類 3-4-3-2．制御

棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の地震応答解析」に示す各質点及び各梁部材の

解析データをもとに、剛性マトリックス、質量マトリックスを作り、解析コード

MSC/NASTRAN 2005r2 により固有値解析を実施し算出する。 

 

2.1.2. 支持構造物の固有周期の計算方法(1質点系振動モデル) 

(1) 計算モデル 

支持構造物は、図-3-4-3-3.1に示すようなせん断剛性に等価なばねに支持された

1質点系振動モデルとする。 

 
図-3-4-3-3.1 固有周期の計算モデル 

 

(2) 水平方向の固有周期 

a.  仮定 

(a) 支持構造物の剛性は、各支柱間に構成される筋かいの水平剛性を考え、圧縮側の筋

かいは考慮しないものとする。 

(b) 変形モードは、筋かいの伸びによるせん断変形を考慮する。 

(c) 支持構造物の筋かい、支柱の各接続部はピン結合とする。 

(d) 支持構造物の重量は、その重量の他に制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の

重量を加えたものとする。 
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b.  固有周期 

図-3-4-3-3.2に示すような一組筋かいの下端位置に水平方向の荷重 Qが作用した

ときに生じるせん断変位δは、次式で求まる。 

δ =
Q ⋅ ℓ3

A ⋅ E ⋅ B2

従って、一組の筋かいのばね定数 Kbは、次式で求まる。 

Kb =
Q

δ
=
Ai ⋅ E ⋅ B

2

ℓ3

 

図-3-4-3-3.2 一組の筋かいの変形モデル 

 

支持構造物の底は、本計算書の「4.2支持構造物」に示す構造から変形しないと仮

定できるので、支持構造物の 7組の筋かいに対し図-3-4-3-3.3のような振動方向を

考えた場合、支持構造物全体の水平方向のばね定数 Ksは、筋かいのばね定数 Kbから

次式で求まる。 

Ks = 3Kb

従って、水平方向の固有周期 THは次式で求まる。 

TH = 2π√
W

1000Ks ⋅ g

 

図-3-4-3-3.3 筋かいの配置及び振動方向(平面図) 
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(3) 鉛直方向の固有周期 

a.  仮定 

(a) 支持構造物の剛性は、筋かいを考慮しないものとする。 

(b) 変形モードは、支柱の伸びによる引張変形を考慮する。 

b.  固有周期 

一組の筋かいの下端位置に鉛直方向の荷重 Nが作用したときに生じる引張変形δ

は、次式で求まる。 

δ =
N ⋅ h

Aj ⋅ E

従って、支柱 1本当りのばね定数 Kpは、次式で求まる。 

Kp =
N

δ
=
Aj ⋅ E

h

支持構造物全体の鉛直方向のばね定数 Kvは、支柱 1本当りのばね定数 Kpから次式

で求まる。 

Kv = nj ⋅ Kp =
nj ⋅ Aj ⋅ E

h

従って、鉛直方向の固有周期 Tvは次式で求まる。 

Tv = 2π√
W

1000Kv ⋅ g
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の応力計算方法 

(1) 着座器胴の応力(第 3 種容器相当) 

 

図-3-4-3-3.4 着座器 

a.  内圧による応力 

σsϕ =
P(Dsi2 + 1.2ts2)

2ts2

σsx1 =
P(Dsi2 + 1.2ts2)

4ts2

b.  外荷重による応力 

(a) 死荷重により生じる応力は、次式で求まる。 

σsx2 =
W1s

π(Dsi1 + ts1)ts1

(b) 鉛直地震力による応力 

σsx3 =
W1sv

π(Dsi1 + ts1)ts1

(c) 水平地震力による応力 

水平地震力により着座器胴は、フランジ接続部で最大になる曲げモーメントを

受けるが、上部仕切弁の強度評価との関連から、両者の範囲における曲げモーメ

ントの最大値を適用する。 

この曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応力は、次式で求

まる。 

σsx4 =
32Dso1 ⋅ Ms

π(Dso1
4 − Dsi1

4)

τs =
2Hs

π(Dsi1 + ts1)ts1

(d) 制御棒スクラム時反力による応力 

σsx5 =
W2s

π(Dsi1 + ts1)ts1
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c.  組合せ応力 

(1)a. から(1)b. によって算出した着座器胴の応力を以下のように組合せる。 

(a) 一次一般膜応力 

組合せ引張応力 

σ0sϕ = σsϕ

σ0sxt = σsx1 + σsx2 + σsx3 + σsx4 + σsx5

σ0st =
1

2
{σ0sϕ + σ0sxt +√(σ0sϕ − σ0sxt)

2
+ 4τs2}

組合せ圧縮応力 

σ0sϕ = −σsϕ

σ0sxc = −σsx1 − σsx2 + σsx3 + σsx4 − σsx5

σ0sc =
1

2
{σ0sϕ + σ0sxc +√(σ0sϕ − σ0sxc)

2
+ 4τs

2}

(b) 一次応力 

一次応力は、一次一般膜応力と同じになるので省略することができる。 

 

(c) 地震力のみによる一次+二次応力の変動値 

σ2sϕ = 0

σ2sx = σsx3 + σsx4

σ2s = σ2sϕ + σ2sx +√(σ2sϕ − σ2sx)
2
+ 4τs2
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(2) 上部仕切弁の応力(第 3種弁相当) 

上部仕切弁は、第 3種弁の耐震計算のうちバルブの肉厚が接続配管と同等の場合と

見なし JSME VVB-3330 の評価を行う。 

 

図-3-4-3-3.5 上部仕切弁 

Pd =
A1⋅Sy

A2
 ······················································ (ⅰ) 

Pb =
Cb⋅Z1⋅Sy

Z2
 ···················································· (ⅱ) 

Pt =
2Z1⋅Sy

Zp
 ······················································ (ⅲ) 

ここで 

A1 =
1

2
{
π

4
(Dso2

2 −Dsi2
2)}

A2 =
π

4
(Dvo

2 − Dvi
2)

Z1 =
π(Dso2

4 − Dsi2
4)

32Dso2

Z2 =
π(Dvo

4 − Dvi
4)

32Dvo

Zp =
π(Dvo

4 − Dvi
4)

16Dvo

なお、式(ⅰ)から(ⅲ)のSyは上部仕切弁の接続管(＝着座器)の 260℃における降伏

点である。 
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(3) プランジャ案内管(溶接部)の応力(第 3 種容器相当) 

 

図-3-4-3-3.6 プランジャ案内管 

a.  内圧による応力 

σwϕ =
P(Dwi + 1.2tw)

2tw

σwx1 =
P(Dwi + 1.2tw)

4tw

b.  外荷重による応力 

(a) 死荷重により生じる応力は、次式で求まる。 

σwx2 =
W1w

π(Dwi + tw)tw

(b) 鉛直地震力による応力 

σwx3 =
W1wv

π(Dwi + tw)tw

(c) 水平地震力による応力 

水平地震力によりプランジャ案内管(溶接部)は、曲げモーメントを受ける。こ

の曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応力は、次式で求ま

る。 

σwx4 =
4Mw ⋅ K

π(Dwi + tw)2tw

ここで、 

K = 0.75i

τw =
2Hw

π(Dwi + tw)tw

(d) 制御棒スクラム時反力による応力 

σwx5 =
W2w

π(Dwi + tw)tw
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c.  組合せ応力 

(3)a. から(3)b. によって算出したプランジャ案内管(溶接部)の応力を以下のよ

うに組合せる。 

(a) 一次一般膜応力 

組合せ引張応力 

σ0wϕ = σwϕ

σ0wxt = σwx1 + σwx2 + σwx3 + σwx4 + σwx5

σ0wt =
1

2
{σ0wϕ + σ0wxt +√(σ0wϕ − σ0wxt)

2
+ 4τw

2}

組合せ圧縮応力 

σ0wϕ = −σwϕ

σ0wxc = −σwx1 − σwx2 + σwx3 + σwx4 − σwx5

σ0wc =
1

2
{σ0wϕ + σ0wxc +√(σ0wϕ − σ0wxc)

2
+ 4τw

2}

(b) 一次応力 

一次応力は、一次一般膜応力と同じになるので省略することができる。 

 

(c) 地震力のみによる一次+二次応力の変動値 

σ2wϕ = 0

σ2wx = σwx3 + σwx4

σ2w = σ2wϕ + σ2wx +√(σ2wϕ − σ2wx)
2
+ 4τw2
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(4) プランジャ案内管の応力(第 3種容器相当) 

a.  内圧による応力 

σpϕ =
P(Dpi + 1.2tp)

2tp

σpx1 =
P(Dpi + 1.2tp)

4tp

b.  外荷重による応力 

(a) 死荷重により生じる応力は、次式で求まる。 

σpx2 =
W1p

π(Dpi + tp)tp

(b) 鉛直地震力による応力 

σpx3 =
W1pv

π(Dpi + tp)tp

(c) 水平地震力による応力 

水平地震力によりプランジャ案内管は、そのほぼ中央部で最大になる曲げモー

メントを受ける。この曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応

力は、次式で求まる。 

σpx4 =
4Mp

π(Dpi + tp)
2
tp

τp =
2Hp

π(Dpi + tp)tp

(d) 制御棒スクラム時反力による応力 

σpx5 =
W2p

π(Dpi + tp)tp
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c.  組合せ応力 

(4)a. から(4)b. によって算出したプランジャ案内管の応力を以下のように組合

せる。 

(a) 一次一般膜応力 

組合せ引張応力 

σ0pϕ = σpϕ

σ0pxt = σpx1 + σpx2 + σpx3 + σpx4 + σpx5

σ0pt =
1

2
{σ0pϕ + σ0pxt +√(σ0pϕ − σ0pxt)

2
+ 4τp

2}

組合せ圧縮応力 

σ0pϕ = −σpϕ

σ0pxc = −σpx1 − σpx2 + σpx3 + σpx4 − σpx5

σ0pc =
1

2
{σ0pϕ + σ0pxc +√(σ0pϕ − σ0pxc)

2
+ 4τp

2}

一次応力は、一次一般膜応力と同じになるので省略することができる。 

(b) 地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

σ2pϕ = 0

σ2px = σpx3 + σpx4

σ2p = σ2pϕ + σ2px +√(σ2pϕ − σ2px)
2
+ 4τp

2
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(5) 据付ボルトの応力 

a.  内圧及びガスケット圧縮荷重による応力 

σba1 =
πG2P

4na ⋅ Aba
+
2π ⋅ b ⋅ G ⋅ m ⋅ P

na ⋅ Aba

b.  外荷重による応力 

(a) 死荷重による応力 

σba2 =
W1a

na ⋅ Aba

(b) 鉛直地震力による応力 

σba3 =
W1av

na ⋅ Aba

(c) 水平地震力による応力 

水平地震力により据付ボルトは、曲げモーメントを受ける。この曲げモーメン

トによる軸方向応力と地震力によるせん断応力は、次式で求まる。 

σba4 =
Ma

Zba

τba =
4Ha

3na ⋅ Aba

ここで、 

Zba =
Iba
ea

Iba = na ⋅ Ia + Aba∑Xia
2

na

i=1

ea =
DPa + dba

2

Ia =
π

64
dba

4

(d) 制御棒スクラム時反力による応力 

σba5 =
W2a

na ⋅ Aba
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c.  組合せ応力 

(5)a. から(5)b. によって算出した据付ボルトの応力を以下のように組合せる。 

(a) 引張応力 

σBa = σba1 + σba2 + σba3 + σba4 + σba5

(b) せん断応力 

τBa = τba

 

(6) プランジャ案内管取付ボルトの応力 

a.  内圧及びガスケット圧縮荷重による応力 

σbb1 =
π ⋅ Dg

2 ⋅ P

4nb ⋅ Abb

b.  外荷重による応力 

(a) 死荷重による応力 

σbb2 =
W1b

nb ⋅ Abb

(b) 鉛直地震力による応力 

σbb3 =
W1bv

nb ⋅ Abb

(c) 水平地震力による応力 

水平地震力によりプランジャ案内管上部フランジ取付ボルトは、曲げモーメン

トを受ける。この曲げモーメントによる軸方向応力と地震力によるせん断応力

は、次式で求まる。 

σbb4 =
Mb

Zbb

τbb =
4Hb

3nb ⋅ Abb

ここで、 

Zbb =
Ibb
eb

Ibb = nb ⋅ Ib + Abb∑Xib
2

nb

i=1

eb =
DPb + dbb

2

Ib =
π

64
dbb

4
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(d) 制御棒スクラム時反力による応力 

σbb5 =
W2b

nb ⋅ Abb

c.  組合せ応力 

(6)a. から(6)b. によって算出したプランジャ案内管取付ボルトの応力を以下の

ように組合せる。 

(a) 引張応力 

σBb = σbb1 + σbb2 + σbb3 + σbb4 + σbb5 

(b) せん断応力 

τBb = τbb
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2.2.2. 支持構造物の応力計算方法 

(1) 筋かいの応力 

a.  水平地震により筋かいに生じる軸方向応力は、次式で求める。 

σi =
CH ⋅ W ⋅ E ⋅ B

Ks ⋅ ℓ2

(2) 支柱の応力 

a.  死荷重による応力 

死荷重により生じる軸方向応力は、次式で求める。 

σjx1 =
W

nj ⋅ Aj

b.  鉛直地震力により生じる軸方向応力は、次式で求める。 

σjx2 =
CV ⋅ W

nj ⋅ Aj

c.  水平地震力による応力 

水平地震力による水平変位によって生じる応力の計算モデルを図-3-4-3-3.7に示

す。この場合、支柱の上部接合部は多数のボルトで取り付けられ、下端はせん断変

形を考慮するためにそれぞれ固定端とすると、変位ΔZにより生じるモーメント及び

せん断力は、次式で求まる。 

 
図-3-4-3-3.7 水平地震力による水平変位 

M =
6E ⋅ Ij

h2
(2X − h)ΔZ

M0 =
6E ⋅ Ij

h2
ΔZ

F0 =
12E ⋅ Ij

h3
ΔZ

ここで、 

ΔZ =
CH ⋅ W

Ks

従って、支柱の地震時の変位による固定端モーメントに対する軸方向応力は、次

式で求まる。 
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σjx3 =
M0

Zj

ここで、 

Ij =
b2 ⋅ h2

3 − b1 ⋅ h1
3

12

Zj =
(h2 − h1)b2

3 + h1(b2 − b1)
3

6b2

また、固定端におけるせん断応力は、次式で求まる。 

τj =
F0

h1(b2 − b1)

d.  組合せ応力 

(2)a. から(2)c. によって算出した支柱の応力を以下のように組合せる。 

σjx = σjx1 + σjx2 + σjx3

σj = √σjx2 + 3τj2
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(3) 基礎ボルトの応力 

a.  死荷重による応力 

σbc1 =
Aj ⋅ σjx1

nc ⋅ Abc

b.  鉛直地震力による応力 

σbc2 =
Aj ⋅ σjx2

nc ⋅ Abc

c.  水平地震力による応力 

σbc3 =
Aj ⋅ σjx3

nc ⋅ Abc

τbc =
4Aj ⋅ τj

3nc ⋅ Abc

d.  組合せ応力 

(3)a. から(3)c. によって算出した基礎ボルトの応力を以下のように組合せる。 

(a) 引張応力 

σBc = σbc1 + σbc2 + σbc3

(b) せん断応力 

τBc = τbc
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3. 評価方法 

3.1. 解析方法 

2.1 項で求めた固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する

説明書」に基づき解析方法の決定を行う。水平 2方向の組合せを考慮するため、時刻

歴応答解析においては 3波同時加振とした。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の応力評価 

(1) 着座器胴、プランジャ案内管(溶接部)及びプランジャ案内管の応力評価 

2.2.1(1)c. 項、2.2.1(3)c. 項及び 2.2.1(4)c. 項で求めた組合せ応力が、最高使

用温度における許容応力 Sa以下であること。 

 

 許容応力 Sa  
一次一般膜応力 一次応力 

一次+二次 

応力範囲  許容応力状態  

ⅢAS 

min[Sy, 0.6Su] 

ただし、オーステナイト系

ステンレス鋼及び高ニッ

ケル合金は、 

1.2S 

とすることができる。 

左欄の 1.5倍 
2Sy 

ⅣAS 0.6Su 左欄の 1.5倍 
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(2) 上部仕切弁の応力評価 

2.2.1(2)項で求めた上部仕切弁の軸方向応力 Pd、曲げ応力 Pb、ねじり応力 Ptは、

260℃の温度における許容応力 Sb以下であること。 

 

 許容応力 Sb  
軸方向応力 Pd 曲げ応力 Pb ねじり応力 Pt 

 許容応力状態  

ⅢAS 
設計応力強さ Smの 1.5倍 

ⅣAS 
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(3) 据付ボルト及びプランジャ案内管取付ボルトの応力評価 

2.2.1(5)c. 及び 2.2.1(6)c. 項で求めた据付ボルト及びプランジャ案内管取付ボル

トの引張応力σBa、σBbは次式より求めた引張力及びせん断力を同時に受けるボルトの

許容引張応力 fts以下であること。 

せん断応力τBa、τBbは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb以下で

あること。 

fts = min[1.4ft0 − 1.6τB, ft0]

 

許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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3.2.2. 支持構造物の応力評価 

(1) 筋かい及び支柱の応力評価 

2.2.2(1)a. 項で求めた筋かいの軸方向応力及び 2.2.2(2)d. 項で求めた支柱の組合

せ応力が、筋かい及び支柱の許容引張応力 fta以下であること。 

 

許容引張応力 fta 

1.5 (
F

1.5
) 

 

(2) 基礎ボルトの応力評価 

2.2.2(3)d. で求めた基礎ボルトの引張応力σBcは、次式より求めた引張力とせん断

力を同時に受けるボルトの許容引張応力 fts以下であること。 

せん断応力τBcは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb以下であるこ

と。 

fts = min[1.4ft0 − 1.6τB, ft0] 

 

許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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4. 設計条件 

4.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ(m) 
固有振動数(Hz)(注 2) 

動的地震力 

(Ss及び Sd)(注 3) 
静的地震力 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

制御棒駆動機構 

及び 

制御棒駆動機構案内管 

S 
原子炉建家(注 1) 

1FL-1.0 

水平方向 鉛直方向 
水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 0.9807 43 

10.3 145.4 時刻歴応答解析による CH=0.58 CV=0.29 

注１:制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の基準床レベルを示す。 

注２:「添付書類 3-4-3-2. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の地震応答解析」による。 

注３：原子炉本体モデルの質点３の応答加速度を用いた。 

 

 

A 
据付ボルト 

下部遮蔽体 

上部仕切弁 
E 

E F 

F 

D w
 

t w
 

C 

プランジャ案内管(溶接部) 

B 

プランジャ案内管取付ボルト 

D s
o2
 

D s
i2
 

t s
2 

D s
o1
 

D s
i1
 

t s
1 

D p
i 

t p
 

D プランジャ案内管 

H 

W 

M 

図-3-4-3-3.8 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案

内管 
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解析結果(注 2) 

作用 

荷重 

荷重 

作用点 

鉛直力 水平力 モーメント 

W1(N) W2(N) H(N) M(N・mm) 

死荷重 

据付ボルト 1119 - - - 

A 992 - - - 

B 809 - - - 

C 733 - - - 

D 707 - - - 

静的地震力 

据付ボルト 324 - 450 2.823×105 

A 288 - 377 2.823×105 

B 235 - 270 1.844×105 

C 212 - 226 1.006×105 

D 205 - 211 8.404×104 

基準地震動 Ss 

据付ボルト 897 - 1205 1.095×106 

A 796 - 1113 1.095×106 

B 649 - 1066 8.060×105 

C 588 - 1031 4.754×105 

D 567 - 1016 4.204×105 

弾性設計用 

地震動 Sd 

据付ボルト 479 - 774 7.342×105 

A 425 - 739 7.342×105 

B 347 - 715 5.421×105 

C 314 - 694 3.203×105 

D 303 - 685 2.835×105 

 

 

外荷重条件 

作用 

荷重 

荷重 

作用点 

鉛直力 水平力 モーメント 

W1(N) W2(N) H(N) 
M 

(N・mm) 

スクラム荷重 

据付ボルト - 29518 - - 

A - 29518 - - 

B - 4021 - - 

C - 4021 - - 

D - 4021 - - 
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4.2. 支持構造物 

機器名称 耐震クラス 
据付場所及び 

床面高さ(m) 
固有振動数(Hz) 

最高使用温度 

(℃) 

支持構造物 S 
原子炉建家(注 1) 

1FL-2.5 

水平方向 鉛直方向 
40 

20.4 111.1 

注 1:支持構造物の基準床レベルを示す。 

 

基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震力 
最高使用温度 

(℃) 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 40 

CH=0.99 CV=0.96 CH=0.55 CV=0.52 CH=0.58 CV=0.29 

 

外荷重条件 

条件 
鉛直力 

W1(N) 

水平力 

H(N) 

モーメント 

M(N・mm) 

死荷重 35599 - - 

 

 

 

 

  

図 -3-4-3-3.9  支持

構造物 
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5. 機器要目 

5.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

A1 

(mm2) 

A2 

(mm2) 

Aba 

(mm2) 

Abb 

(mm2) 

b 

(mm) 
Cb 

Dvo 

(mm) 

Dvi 

(mm) 

Dso1 

(mm) 

Dsi1 

(mm) 

Dso2 

(mm) 

Dsi2 

(mm) 

Dwi 

(mm) 

Dpi 

(mm) 

DPa 

(mm) 

1357 1951 
201.10 

(M16) 

78.54 

(M10) 
5.0 1.0 78.0 60.0 68.0 44.0 84.0 60.0 44.0 44.0 123.0 

 

DPb 

(mm) 

dba 

(mm) 

dbb 

(mm) 

G 

(mm) 

Dg 

(mm) 

ea 

(mm) 

eb 

(mm) 

ft0 

(N/mm2) 

fsb 

(N/mm2) 

fts 

(N/mm2) 

Ia 

(mm4) 

Ib 

(mm4) 

Iba 

(mm4) 

Ibb 

(mm4) 
i 

106.0 16.0 10.0 80.0 80.6 69.5 58.0 184 142 184 
3.22 

×103 

2.42 

×102 

2.30 

×106 

6.54 

×105 
2.1 

 

K m na nb 
ts1 

(mm) 

ts2 

(mm) 

tw 

(mm) 

tp 

(mm) 

X1a 

(mm) 

X2a 

(mm) 

X3a 

(mm) 

X4a 

(mm) 

X5a 

(mm) 

X6a 

(mm) 

X1b 

(mm) 

1.575 3 6 9 12.0 12.0 2.3 2.3 30.75 30.75 30.75 30.75 61.50 61.50 28.87 

 

X2b 

(mm) 

X3b 

(mm) 

X4b 

(mm) 

X5b 

(mm) 

X6b 

(mm) 

X7b 

(mm) 

X8b 

(mm) 

X9b 

(mm) 

Z1 

(mm3) 

Z2 

(mm3) 

Zbb 

(mm3) 

Zp 

(mm3) 

Zba 

(mm3) 

28.87 24.88 24.88 47.22 47.22 47.22 47.22 0.00 
4.30 

×104 

3.03 

×104 

1.61 

×104 

6.06 

×104 

3.31 

×104 
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F(据付ボルト、プランジャ案内管取付ボルト) 

(N/mm2) 

ⅣAS ⅢAS 

246 205 

 

5.2. 支持構造物 

Abc 

(mm2) 

Ai 

(mm2) 

Aj 

(mm2) 

B 

(mm) 

b1 

(mm) 

b2 

(mm) 

E 

(N/mm2) 

F(筋かい、支柱)(N/mm2) F(基礎ボルト)(N/mm2) 

ⅣAS ⅢAS ⅣAS ⅢAS 

380.1 

(M22) 
1900 2946 1148 118.5 125 

1.94 

×105 
246 205 258 215 

 

h 

(mm) 

h1 

(mm) 

h2 

(mm) 

Ij 

(mm4) 

Kb 

(N/mm) 

Ks 

(N/mm) 

ℓ 

(mm) 
nc nj 

Zj 

(mm3) 

ΔZ(mm) 

Ss Sd 

2672 107 125 
8.25 

×106 

1.975 

×104 

5.926 

×104 
2908 4 8 

4.69 

×104 
0.60 0.35 
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6. 計算数値 

6.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の計算数値 

4.設計条件の解析結果に見られるとおり、地震による鉛直力、水平力、モーメント

のそれぞれの値が静的地震力による値を上回っているため、応力の評価は基準地震動

Ss、弾性設計用地震動 Sdについて行う。 

6.1.1. 着座器胴に生じる応力 

(1) 着座器胴に生じる一次一般膜応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
周方向 

応力 

軸方向 

応力 

せん断 

応力 

周方向 

応力 

軸方向 

応力 

せん断 

応力 

内圧による応力 σsφ=3 σsx1=2 - σsφ=3 σsx1=2 - 

死荷重による応力 - σsx2=1 - - σsx2=1 - 

鉛直方向地震力 

による応力 
- σsx3=1 - - σsx3=1 - 

水平方向地震力 

による応力 
- σsx4=32 τs=1 - σsx4=22 τs=1 

スクラム荷重 

による応力 
- σsx5=2 - - σsx5=2 - 

応力の和 

引張側 
σ0sφ=σsφ 

=3 
σ0sxt=37 - 

σ0sφ=σsφ 

=3 
σ0sxt=27 - 

圧縮側 
σ0sφ=-σsφ 

=-3 
σ0sxc=27 - 

σ0sφ=-σsφ 

=-3 
σ0sxc=17 - 

組合せ 

応力 

引張側 σ0st=37 σ0st=27 

圧縮側 σ0sc=27 σ0sc=17 

 

(2) 着座器胴に生じる地震動のみによる一次+二次応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
周方向

応力 

軸方向

応力 

せん断

応力 

周方向

応力 

軸方向

応力 

せん断

応力 

鉛直方向地震力 

による応力 
- σsx3=1 - - σsx3=1 - 

水平方向地震力 

による応力 
- σsx4=32 τs=1 - σsx4=22 τs=1 

応力の和 σ2sφ=0 σ2sx=32 - σ2sφ=0 σ2sx=22 - 

組合せ応力 σ2s=64 σ2s=44 
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6.1.2. 上部仕切弁に生じる応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
軸方向 

応力 

曲げ 

応力 

ねじり 

応力 

軸方向 

応力 

曲げ 

応力 

ねじり 

応力 

着座器胴の反力による応力 Pd=79 Pb=161 Pt=161 Pd=79 Pb=161 Pt=161 

 

6.1.3. プランジャ案内管(溶接部)に生じる応力 

(1) プランジャ案内管(溶接部)に生じる一次一般膜応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
周方向 

応力 

軸方向 

応力 

せん断 

応力 

周方向 

応力 

軸方向 

応力 

せん断 

応力 

内圧による応力 σwφ=10 σwx1=5 - σwφ=10 σwx1=5 - 

死荷重による応力 - σwx2=3 - - σwx2=3 - 

鉛直方向地震力 

による応力 
- σwx3=2 - - σwx3=1 - 

水平方向地震力 

による応力 
- σwx4=172 τw=7 - σwx4=131 τw=5 

スクラム荷重 

による応力 
- σwx5=12 - - σwx5=12 - 

応力の和 

引張側 
σ0wφ=σwφ 

=10 
σ0wxt=192 - 

σ0wφ=σwφ 

=10 
σ0wxt=151 - 

圧縮側 
σ0wφ=-σwφ 

=-10 
σ0wxc=152 - 

σ0wφ=-σwφ 

=-10 
σ0wxc=111 - 

組合せ 

応力 

引張側 σ0wt=193 σ0wt=152 

圧縮側 σ0wc=153 σ0wc=112 

 

（2） プランジャ案内管(溶接部)に生じる地震動のみによる一次+二次応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
周方向

応力 

軸方向 

応力 

せん断

応力 

周方向

応力 

軸方向応

力 

せん断

応力 

鉛直方向地震力 

による応力 
- σwx3=2 - - σwx3=1 - 

水平方向地震力 

による応力 
- σwx4=172 τw=7 - σwx4=131 τw=5 

応力の和 σ2wφ=0 σ2wx=172 - σ2wφ=0 σ2wx=131 - 

組合せ応力 σ2w=345 σ2w=263 
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6.1.4. プランジャ案内管に生じる応力 

(1) プランジャ案内管に生じる一次一般膜応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
周方向 

応力 

軸方向 

応力 

せん断 

応力 

周方向 

応力 

軸方向 

応力 

せん断 

応力 

内圧による応力 σpφ=10 σpx1=5 - σpφ=10 σpx1=5 - 

死荷重による応力 - σpx2=3 - - σpx2=3 - 

鉛直方向地震力 

による応力 
- σpx3=2 - - σpx3=1 - 

水平方向地震力 

による応力 
- σpx4=109 τp=6 - σpx4=74 τp=4 

スクラム荷重 

による応力 
- σpx5=12 - - σpx5=12 - 

応力の和 

引張側 
σ0pφ=σpφ 

=10 
σ0pxt=129 - 

σ0pφ=σpφ 

=10 
σ0pxt=94 - 

圧縮側 
σ0pφ=-σpφ 

=-10 
σ0pxc=89 - 

σ0pφ=-σpφ 

=-10 
σ0pxc=54 - 

組合せ 

応力 

引張側 σ0pt=130 σ0pt=95 

圧縮側 σ0pc=90 σ0pc=55 

 

（2） プランジャ案内管に生じる地震動のみによる一次+二次応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 
周方向

応力 

軸方向 

応力 

せん断

応力 

周方向

応力 

軸方向

応力 

せん断

応力 

鉛直方向地震力 

による応力 
- σpx3=2 - - σpx3=1 - 

水平方向地震力 

による応力 
- σpx4=109 τp=6 - σpx4=74 τp=4 

応力の和 σ2pφ=0 σ2px=109 - σ2pφ=0 σ2px=74 - 

組合せ応力 σ2p=219 σ2p=149 
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6.1.5. 据付ボルトに生じる応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 引張応力 せん断応力 引張応力 せん断応力 

内圧による応力 σba1=11 - σba1=11 - 

死荷重による応力 σba2=1 - σba2=1 - 

鉛直方向地震力による応力 σba3=1 - σba3=1 - 

水平方向地震力による応力 σba4=33 τba=2 σba4=23 τba=1 

スクラム荷重による応力 σba5=25 - σba5=25 - 

組合せ応力 σBa=70 τBa=2 σBa=60 τBa=1 

 

6.1.6. プランジャ案内管取付ボルトに生じる応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 引張応力 せん断応力 引張応力 せん断応力 

内圧による応力 σbb1=7 - σbb1=7 - 

死荷重による応力 σbb2=2 - σbb2=2 - 

鉛直方向地震力による応力 σbb3=1 - σbb3=1 - 

水平方向地震力による応力 σbb4=50 τbb=2 σbb4=34 τbb=2 

スクラム荷重による応力 σbb5=6 - σbb5=6 - 

組合せ応力 σBb=65 τBb=2 σBb=49 τBb=2 
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6.2. 支持構造物 

4.設計条件の解析結果に見られるとおり、地震による鉛直力、水平力、モーメント

のそれぞれの値が静的地震力による値を上回っているため、応力の評価は基準地震動

Ss、弾性設計用地震動 Sdについて行う。水平 2方向の組合せを考慮するため、組合

せ後の応力を 1.42倍する。 

 

6.2.1. 筋かいに生じる応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 引張応力 引張応力 

水平方向地震力による応力 σi=23 σi=13 

 

6.2.2. 支柱に生じる応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 引張応力 組合せ応力 引張応力 組合せ応力 

死荷重による応力 σjx1=2 

σj=30 

σjx1=2 

σj=18 

鉛直方向地震力による応力 σjx2=2 σjx2=1 

水平方向地震力 

による応力 

軸方向 σjx3=18 σjx3=10 

せん断 τj=1 τj=1 

応力の和 引張 σjx=21 σjx=12 

 

6.2.3. 基礎ボルトに生じる応力 

(単位:N/mm2) 

許容応力状態 ⅣAS ⅢAS 

応力の種類 引張応力 せん断応力 引張応力 せん断応力 

死荷重による応力 σbc1=4 - σbc1=4 - 

鉛直方向地震力による応力 σbc2=4 - σbc2=2 - 

水平方向地震力による応力 σbc3=35 τbc=3 σbc3=20 τbc=3 

組合せ応力 σBc=56 τBc=5 σBc=35 τBc=5 
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7. 結論 

7.1. 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 

表-3-4-3-3.1から表-3-4-3-3.3に許容応力を示す。 

そして、表-3-4-3-3.4から表-3-4-3-3.6に算出応力と許容応力の比較結果を示

す。算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。 

表-3-4-3-3.1 着座器胴、プランジャ案内管溶接部及びプランジャ案内管の許容応力 

 (単位:N/mm2) 

評価場所 材料 許容応力状態 
一次一般 

膜応力 
一次応力 

一次+二次 

応力範囲 

着座器胴 SUS304L 
ⅢAS 173 259 346 

ⅣAS 285 427 346 

プランジャ案内管 

溶接部 
SUS304L 

ⅢAS 173 259 346 

ⅣAS 285 427 346 

プランジャ案内管 SUS304L 
ⅢAS 173 259 346 

ⅣAS 285 427 346 

 

 

表-3-4-3-3.2 上部仕切弁の許容応力 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 許容応力状態 設計応力強さ Smの 1.5倍 

上部仕切弁 SCS19A 
ⅢAS 

180 
ⅣAS 

 

表-3-4-3-3.3 据付ボルト及びプランジャ案内管取付ボルトの許容応力 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 許容応力状態 許容引張応力 fts 許容せん断応力 fsb 

据付ボルト SUS304 
ⅢAS 153 118 

ⅣAS 184 142 

プランジャ案内管 

取付ボルト 
SUS304 

ⅢAS 153 118 

ⅣAS 184 142 
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表-3-4-3-3.4 着座器胴、プランジャ案内管溶接部及びプランジャ案内管における算出応

力と許容応力の比較結果 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 応力 
許容応力状態ⅣAS 許容応力状態ⅢAS 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

着座器胴 SUS304L 
一次一般膜 σ0=37 Sa=285 σ0=27 Sa=173 

一次+二次 σ2=64 Sa=346 σ2=44 Sa=346 

プランジャ案内管 

溶接部 
SUS304L 

一次一般膜 σ0=193 Sa=285 σ0=152 Sa=173 

一次+二次 σ2=345 Sa=346 σ2=263 Sa=346 

プランジャ案内管 SUS304L 
一次一般膜 σ0=130 Sa=285 σ0=95 Sa=173 

一次+二次 σ2=219 Sa=346 σ2=149 Sa=346 

 

表-3-4-3-3.5 上部仕切弁における算出応力と許容応力の比較結果 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 応力 
許容応力状態ⅣAS 許容応力状態ⅢAS 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

上部仕切弁 SCS19A 

軸方向 Pd=79 Sb=180 Pd=79 Sb=180 

曲げ Pb=161 Sb=180 Pb=161 Sb=180 

ねじり Pt=161 Sb=180 Pt=161 Sb=180 

 

表 3-4-3-3.6 据付ボルト及びプランジャ案内管取付ボルトの算出応力と許容応力の比較

結果 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 応力 
許容応力状態ⅣAS 許容応力状態ⅢAS 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

据付ボルト SUS304 
引張 σBa=70 fts=184 σBa=60 fts=153 

せん断 τBa=2 fsb=142 τBa=1 fsb=118 

プランジャ案内管 

取付ボルト 
SUS304 

引張 σBb=65 fts=184 σBb=49 fts=153 

せん断 τBb=2 fsb=142 τBb=2 fsb=118 
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7.2. 支持構造物 

表 3-4-3-3.7、表-3-4-3-3.8に許容応力を示す。 

そして、表-3-4-3-3.9、表-3-4-3-3.10に算出応力と許容応力の比較結果を示す。

算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。 

表 3-4-3-3.7 筋かい及び支柱の許容応力 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 許容応力状態 許容引張応力 fta 

筋かい SUS304 
ⅢAS 205 

ⅣAS 246 

支柱 SUS304 
ⅢAS 205 

ⅣAS 246 

 

表 3-4-3-3.8 基礎ボルトの許容応力 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 許容応力状態 許容引張応力 fts 許容せん断応力 fsb 

基礎ボルト SS400 
ⅢAS 176 135 

ⅣAS 210 161 
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表 3-4-3-3.9 筋かい及び支柱における算出応力と許容応力の比較結果 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 応力 
許容応力状態ⅣAS 許容応力状態ⅢAS 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

筋かい SUS304 引張 σi=23 fta=246 σi=13 fta=205 

支柱 SUS304 引張 σj=30 fta=246 σj=18 fta=205 

 

表 3-4-3-3.10 基礎ボルトにおける算出応力と許容応力の比較結果 

(単位:N/mm2) 

評価場所 材料 応力 
許容応力状態ⅣAS 許容応力状態ⅢAS 

算出応力 許容応力 算出応力 許容応力 

基礎ボルト SS400 
引張 σBc=56 fts=210 σBc=35 fts=176 

せん断 τBc=5 fsb=161 τBc=5 fsb=135 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

HWS-R-9 重水タンク から 原子炉プール貫通部アンカ まで B 

HWS-R-10 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

HWS-R-11 カナル貫通部アンカ から 重水溢流タンク まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 
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(1) HWS-R-9 

  

519.6 

188 
1
089 

91.6 

重水タンク 

FL 1425 

HWS-R-10 

FL 313 

2098.6 

1/100 
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(2) HWS-R-10 

  

1312 

2
88 

HWS-R-9 

FL 313 

HWS-R-11 

FL 0 

1/100 
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(3) HWS-R-11 

 
拡大部 A 

A 

5
60 

350 

44.6 

2500 

300 

1850 163.7 

3
20.

7 

3178.

2 

44.6 

HWS-R-1

FL 0 

FL 0 

重水溢流タンク 

FL -3673.7 

1
065 

3
57.

8 

2041

.9 

950 

350 

拡大部 B 

A 

KV23-08 

KV23-09 

1/100 8
62.

8 

350 

350 

A 

1
812 

500 

B 
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3. 設計条件 

3.1. HWS-R-9 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 114.3 114.3  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 A5052T-0 SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 6.88×105 1.93×105  

ポアソン比(-) 0.33 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 重水 重水  

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 58 166  

設計引張強さ Su(N/mm2) 174 459  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 58 166 

 

  

重
水
タ
ン
ク 

P1 
 P2 

評価点 1 

評価点 10 

評価点 9 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (6) 2.63 － 

4 (6) 2.63 － 

5 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

6 (6) 2.63 － 

7 (6) 2.63 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (9) 2.10 － 

10 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

9 － フランジ×2 6.08 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 3,4,16,17 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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3.2. HWS-R-10 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 114.3   

板厚(mm) 4.0   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 重水   

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 166   

設計引張強さ Su 459   

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166   

  

P1 

 

評価点 1 

評価点 8 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

5 (6) 2.63 － 

6 (6) 2.63 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9 

0.30 0.26 

静的地震力 － － 0.29 － 
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3.3. HWS-R-11 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 114.3 114.3  

板厚(mm) 4.0 4.0  

材質 SUS304LTP SUS304LTP  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×106  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 重水 重水  

内部流体密度(ton/mm) 1.11×10-9 1.11×10-9  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 166 166  

設計引張強さ Su 459 459  

許容 

応力 

(N/mm2) 

BAS 1 次 166 166  

  

重
水
溢
流
タ
ン
ク 

P1 

P2 

KV23-08 

KV23-09 

評価点 1 

評価点 40 

評価点 43 

評価点 45 

評価点 18 

評価点 20 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (6) 2.63 － 

5 (6) 2.63 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (6) 2.63 － 

10 (6) 2.63 － 

11 (3) 1.80 － 

12 (4) 1.93 1.93 

13 (3) 1.80 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (6) 2.63 － 

16 (6) 2.63 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (9) 2.10 － 

20 (9) 2.10 － 

21 (4) 1.93 1.93 

22 (3) 1.80 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

26 (6) 2.63 － 

27 (6) 2.63 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (3) 1.09 － 

31 (3) 1.09 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (1) 1.00 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (1) 1.00 － 

36 (6) 3.45 － 

37 (6) 3.45 － 

38 (6) 3.45 － 

39 (6) 3.45 － 

40 (6) 2.63 － 

41 (3) 1.80 － 

42 (1) 1.00 － 

43 (9) 2.10 － 

45 (9) 2.10 － 

46 (6) 2.63 － 

47 (6) 2.63 － 

48 (1) 1.00 － 

49 (3) 1.80 － 

52 (3) 1.80 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

50 KV23-09 弁 83.00 － 

51 KV23-08 弁 83.00 － 

18 － フランジ 3.04 － 

20 － フランジ 3.04 － 

43 － フランジ 3.04 － 

45 － フランジ 3.04 － 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.29 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) HWS-R-9 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 115.5 39.4 14.7 

固有周期（s） 0.009 0.025 0.068 
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(2) HWS-R-10 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 614.9 180.1 153.1 

固有周期（s） 0.002 0.006 0.007 
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(3) HWS-R-11 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 10.1 19.7 15.9 

固有周期（s） 0.099 0.051 0.063 
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4.2. 結論 

4.2.1. HWS-R-9 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 9 9 - 19 58 

4.2.2. HWS-R-10 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 3 1 - 5 166 
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4.2.3. HWS-R-11 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 2 66 - 69 166 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. HWS-R-9 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 75 557 4 41057 3189 206994 

動的地震荷重 X 27 21 13 1193 4203 6736 

動的地震荷重 Y 20 106 9 9041 2564 42728 

動的地震荷重 Z 13 12 297 180417 91094 4732 

静的地震荷重 X 69 2 1 242 4114 3388 

静的地震荷重 Z 2 1 124 45218 38747 2388 

10 

自重 75 401 4 762 5220 179828 

動的地震荷重 X 82 23 9 384 2860 8061 

動的地震荷重 Y 25 66 9 1656 9012 42146 

動的地震荷重 Z 21 7 291 64092 344123 6552 

静的地震荷重 X 209 2 1 166 179 1049 

静的地震荷重 Z 2 1 154 15324 111801 1153 
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4.3.2. HWS-R-10 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 129 225 － － － 53777 

動的地震荷重 X 113 1 － － － 267 

動的地震荷重 Y 34 59 － － － 13982 

動的地震荷重 Z － － 71 2591 18352 － 

静的地震荷重 X 109 1 － － － 258 

静的地震荷重 Z － － 68 2505 17740 － 

8 

自重 129 244 － － － 15193 

動的地震荷重 X 28 1 － － － 3725 

動的地震荷重 Y 34 64 － － － 3951 

動的地震荷重 Z － － 71 13756 4926 － 

静的地震荷重 X 27 1 － － － 3601 

静的地震荷重 Z － － 68 13297 4762 － 
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4.3.3. HWS-R-11 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 2 615 26 4327 5363 23998 

動的地震荷重 X 411 116 958 1297230 14138 635011 

動的地震荷重 Y 31 63 32 36994 1828 39351 

動的地震荷重 Z 179 53 339 457091 8264 269296 

静的地震荷重 X 111 9 61 86334 3164 127789 

静的地震荷重 Z 14 11 96 91797 1739 22848 

14 

自重 44 3276 646 － － － 

動的地震荷重 X 643 233 341 － － － 

動的地震荷重 Y 115 1037 362 － － － 

動的地震荷重 Z 247 116 236 － － － 

静的地震荷重 X 267 14 60 － － － 

静的地震荷重 Z 19 13 291 － － － 

28 

自重 40 526 － － － － 

動的地震荷重 X 1729 58 － － － － 

動的地震荷重 Y 174 55 － － － － 

動的地震荷重 Z 645 42 － － － － 

静的地震荷重 X 471 5 － － － － 

静的地震荷重 Z 26 3 － － － － 

32 

自重 － 703 4 － － － 

動的地震荷重 X － 63 750 － － － 

動的地震荷重 Y － 83 69 － － － 

動的地震荷重 Z － 75 459 － － － 

静的地震荷重 X － 8 28 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 239 － － － 

40 

自重 1 355 3 18354 2601 87952 

動的地震荷重 X 509 43 139 32413 80117 89511 

動的地震荷重 Y 132 72 32 9713 10498 33685 

動的地震荷重 Z 253 18 155 38202 65055 42745 

静的地震荷重 X 138 8 2 362 5123 18823 

静的地震荷重 Z 31 2 51 10276 7169 4179 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

48 

自重 － － 620 － － － 

動的地震荷重 X － － 154 － － － 

動的地震荷重 Y － － 364 － － － 

動的地震荷重 Z － － 273 － － － 

静的地震荷重 X － － 26 － － － 

静的地震荷重 Z － － 310 － － － 

 



 

 

 

 

 

３－４－４．放射性廃棄物の廃棄施設の耐震強度評価 

 ３－４－４－１．炉室排気系主ダクトの耐震強度評価
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1. 概要 

本報告書は、「3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

RBE-1 弁(KVV1-73)側ダクトアンカ から弁(KVV0-74)側ダクトアンカ まで B 

RBE-2 弁(KVV1-75)側ダクトアンカ から弁(KVV0-76)側ダクトアンカ まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 
ベローズ 
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(1) RBE-1 

 

2180 

1600 

炉室排気系排風機へ 

FL -3350 

FL -3350 

KVV0-74 

KVV1-73 
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(2) RBE-2 

A 

B 
B部詳細 

3580 

1430 

2
80
0 

3400 

3400 

3400 

3400 

3400 

3400 

760 

800 

800 

4400 

1410 

80 

900 

1
31
9 

600 

1318 

2
81 

2
563

.9 

KVV1-75 

KVV0-76 

 

FL 22700 

 

FL -2100 

拡大部 A 
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3. 設計条件 

3.1. RBE-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 914.4   

板厚(mm) 6.0   

材質 SS400   

ヤング率(N/mm2) 2.01×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0059   

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9   

内部流体種類 空気   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 239   

設計引張強さ Su(N/mm2) 391   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 239   

  

P1 

KVV1-73 KVV0-74 

 評価点 
1 

評価点 
2 

評価点 
4 評価点 

13 

評価点 
11 

評価点 

10 
評価点 

9 

評価点 

7 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

9 (2) 2.10 － 

10 (9) 2.10 － 

11 (9) 2.10 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

2 － フランジ 114.00 － 

4 － フランジ 114.00 － 

7 － フランジ 114.00 － 

10 － 伸縮継手 95.90  

11 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
209.90 － 

14 KVV1-73 弁 930.00 － 

15 KVV0-74 弁 930.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 原子炉建家質点 2,3 － － 

静的地震力 － － 
原子炉建家質点 2,3及び 

共同溝 
0.18 － 
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3.2. RBE-2 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 609.6   

板厚(mm) 6.0   

材質 SS400   

ヤング率(N/mm2) 2.00×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 70   

最高使用圧力(MPa) 0.0294   

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9   

内部流体種類 空気   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 -   

外部流体密度(ton/mm) -   

設計降伏点 Sy 233   

設計引張強さ Su 383   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 233   

  

P1 

 

KVV1-75 

評価点 
1 

評価点 
2 

評価点 

3 

評価点 38 

評価点 39 

評価点 46 

評価点 48 

評価点 49 

KVV0-76 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (10) 7.76 － 

7 (10) 7.76 － 

8 (10) 7.76 － 

9 (10) 7.76 － 

10 (10) 7.82 － 

11 (10) 7.82 － 

12 (10) 7.82 － 

13 (10) 7.82 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (10) 6.40 － 

16 (10) 6.40 － 

17 (10) 6.40 － 

18 (10) 6.40 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (10) 7.77 － 

34 (10) 7.77 － 

35 (10) 7.77 － 

36 (10) 7.77 － 

37 (1) 1.00 － 

38 (9) 2.10 － 

39 (9) 2.10 － 

40 (1) 1.00 － 

41 (10) 7.77 － 

42 (10) 7.77 － 

43 (10) 7.77 － 

44 (10) 7.77 － 

45 (1) 1.00 － 

46 (2) 2.10 － 

48 (2) 2.10 － 

49 (2) 2.10 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

2 － フランジ 32.00 － 

4 － フランジ 32.00 － 

38 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
122.00 － 

39 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
122.00 － 

46 － フランジ 32.00 － 

48 － フランジ 32.00 － 

50 KVV1-75 弁 360.00 － 

51 KVV0-76 弁 360.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点

2,3,4,5,6,7,8 
－ － 

静的地震力 － － 

原子炉建家質点

2,3,4,5,6,7,8及び 

共同溝 

0.52 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) RBE-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 9.2 9.1 86.7 

固有周期（s） 0.109 0.110 0.012 
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(2) RBE-2 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 9.3 65.3 12.5 

固有周期（s） 0.107 0.015 0.080 
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4.2. 結論 

4.2.1. RBE-1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 7 一次応力 1 4 10 - 15 239 

 

4.2.2. RBE-2 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 33 一次応力 1 11 50 - 62 233 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. RBE-1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 － 8968 － － － 2807159 

動的地震荷重 X 25126 － 10483 － 9965082 － 

動的地震荷重 Y － 14675 － 19023030 － 4218866 

動的地震荷重 Z 82 － 2568 － 750764 1 

静的地震荷重 X 4714 － 521 － 1135765 － 

静的地震荷重 Z － － 1615 － 505289 － 

6 

自重 － 17219 － － － － 

動的地震荷重 X － － 10560 － － － 

動的地震荷重 Y － 14445 － － － － 

動的地震荷重 Z － － 2440 － － － 

静的地震荷重 X － － 521 － － － 

静的地震荷重 Z － － 3100 － － － 

13 

自重 － 2744 － － － 1248592 

動的地震荷重 X 584 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 586 392 － 192585 278395 

動的地震荷重 Z － 407 587 － 289036 200153 

静的地震荷重 X 494 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 494 － 224747 － 
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4.3.2. RBE-2 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1721 1870 89 2850770 11938 615169 

動的地震荷重 X 4046 285 4463 1223479 1451976 54705 

動的地震荷重 Y 594 3255 176 2925345 33617 730621 

動的地震荷重 Z 1222 1975 7902 15235560 1066964 288130 

静的地震荷重 X 4429 246 1220 146526 536997 32879 

静的地震荷重 Z 101 350 280 2742938 227025 46810 

5 

自重 － 7404 322 － － － 

動的地震荷重 X － 486 7623 － － － 

動的地震荷重 Y － 1492 246 － － － 

動的地震荷重 Z － 1714 16439 － － － 

静的地震荷重 X － 959 1636 － － － 

静的地震荷重 Z － 451 4766 － － － 

19 

自重 2246 － 316 － － － 

動的地震荷重 X 2469 － 2556 － － － 

動的地震荷重 Y 670 － 151 － － － 

動的地震荷重 Z 1389 － 10440 － － － 

静的地震荷重 X 4260 － 495 － － － 

静的地震荷重 Z 78 － 3855 － － － 

21 

自重 639 － 103 － － － 

動的地震荷重 X 1163 － 719 － － － 

動的地震荷重 Y 279 － 135 － － － 

動的地震荷重 Z 807 － 5886 － － － 

静的地震荷重 X 543 － 97 － － － 

静的地震荷重 Z 29 － 287 － － － 

23 

自重 138 27047 35 － － － 

動的地震荷重 X 1054 627 185 － － － 

動的地震荷重 Y 132 4264 133 － － － 

動的地震荷重 Z 194 2986 1604 － － － 

静的地震荷重 X 1787 714 21 － － － 

静的地震荷重 Z 6 102 1842 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

25 

自重 30 － 66 － － － 

動的地震荷重 X 1331 － 223 － － － 

動的地震荷重 Y 124 － 184 － － － 

動的地震荷重 Z 249 － 1231 － － － 

静的地震荷重 X 1405 － 5 － － － 

静的地震荷重 Z 2 － 1393 － － － 

27 

自重 7 － 285 － － － 

動的地震荷重 X 2602 － 152 － － － 

動的地震荷重 Y 152 － 716 － － － 

動的地震荷重 Z 410 － 1432 － － － 

静的地震荷重 X 2010 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 2013 － － － 

29 

自重 2 － 1314 － － － 

動的地震荷重 X 10852 － 151 － － － 

動的地震荷重 Y 58 － 3242 － － － 

動的地震荷重 Z 1789 － 4195 － － － 

静的地震荷重 X 541 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 542 － － － 

31 

自重 1 － 1080 － － － 

動的地震荷重 X 17821 － 163 － － － 

動的地震荷重 Y 160 － 4832 － － － 

動的地震荷重 Z 2937 － 5635 － － － 

静的地震荷重 X 4996 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 4996 － － － 

45 

自重 － 7001 － － － － 

動的地震荷重 X － － 4496 － － － 

動的地震荷重 Y － 4484 － － － － 

動的地震荷重 Z － － 1942 － － － 

静的地震荷重 X － － 2234 － － － 

静的地震荷重 Z － － 3641 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

49 

自重 － 599 － 5379354 － 945534 

動的地震荷重 X 4421 － 3860 7 1785648 1 

動的地震荷重 Y － 2619 － 4398866 1 665335 

動的地震荷重 Z 757 － 1350 51 402401 5 

静的地震荷重 X 3952 － 2234 － 1099622 － 

静的地震荷重 Z － － 312 － 491678 － 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

LEE-1 弁(KVV1-77)側ダクトアンカから弁(KVV0-78)まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ 

 
レストレイント 
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(1) LEE-1 

1730 

KVV0-78 

実験利用設備排気系排風機へ 

1FL -3350 

1016 

1600 

980 

KVV1-77 

1FL -4366 
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3. 設計条件 

3.1. LEE-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 508   

板厚(mm) 7.9   

材質 SGP   

ヤング率(N/mm2) 2.01×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0059   

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9   

内部流体種類 空気   

内部流体密度(ton/mm3) 0.00   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm3) －   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 143   

設計引張強さ Su(N/mm2) 185   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 143  

 

 

P1 

KVV0-78 
評価点 4 評価点 12 評価点 2 評価点 10 評価点 13 

KVV1-77 
評価点 1 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (9) 2.10 － 

4 (9) 2.10 － 

5 (6) 5.62 － 

6 (6) 5.62 － 

7 (6) 5.62 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (9) 1.00 － 

12 (9) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

2 － フランジ 35.40 － 

4 － フランジ 35.40 － 

10 － フランジ 35.40 － 

12 － フランジ 35.40 － 

14 KVV1-77 弁 270.00 － 

15 KVV0-78 弁 270.00 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

BAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) LEE-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 15.5 21.5 24.9 

固有周期（s） 0.064 0.046 0.040 
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4.2. 結論 

4.2.1. LEE-1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 5 一次応力 1 5 8 － 14 143 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. LEE-1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 0 4516 842 3800862 1346851 2345116 

動的地震荷重 X 2411 1148 1128 588859 4144312 1056820 

動的地震荷重 Y 1983 1379 1092 913813 3311938 1203983 

動的地震荷重 Z 281 296 896 335252 634809 110975 

静的地震荷重 X 2045 314 373 164270 2371576 610363 

静的地震荷重 Z 0 9 890 45927 299854 13623 

9 

自重 － 6841 842 － － － 

動的地震荷重 X － 2560 1220 － － － 

動的地震荷重 Y － 2204 1102 － － － 

動的地震荷重 Z － 258 875 － － － 

静的地震荷重 X － 314 373 － － － 

静的地震荷重 Z － 9 1155 － － － 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

duct_a1 空気吸込口 から 空気浄化装置 まで B 

duct_a2 空気浄化装置 から 非常用排風機 まで B 

duct_b 非常用排風機 から 排気筒 まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 オリフィス 

 
ベローズ 
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(1) duct_a1 

  

304.8 

 

250 

 

208 

 

4
54 

 

7
33.

1 

 

240 

250 

360 

350 

200 

415 

 

7
00 

 

5
46 

 

7
50 

 

304.8 

 

210 

3
80 

 

240 

2
04.

8 

 

207 

 

415 

3
00 

 

KVV1-52 

 

KVV1-53 

 
KVV1-54 

 

KVV1-61 

 

空気浄化装置 A 

FL -5900 

空気浄化装置 B 

FL -6900 
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(2) duct_a2 

  

空気浄化装置 A 

FL -5900 

1000 

550 

295 

304.8 

 

450 

 

7
00 

128 
3
00 

200 

128 

KVV1-55 

 

KVV1-56 

 

空気浄化装置 B 

FL -6900 
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(3) duct_b 

a.  全体図 
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b.  詳細図(1/2) 

  

298 

351 

800 

400 

300 

2
57.

2 

1
60 

400 

245 

拡大部A 

400 

500 

2
50 

250 

351 

1050 

550 

拡大部B 

KVV1-58 

 

KVV1-57 

 

KVV1-60 

 

KVV1-59 

 

KVV1-62 

 

KVV1-63 

 

4
17.

7 
6
80 

220 

220 

400 

180 

650 

1
28 

2800 

2
482

.3 

A 

B 

6
00 

3
50 

詳細図(2/2) 
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c.  詳細図(2/2) 

 814.6 

拡大部A 

679.5 

814.6 

9
77.

8 
2
50 

954.6 

679.5 
220.6 

1050 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

1900 

8465 

7
00 

7
00 

4
42.

8 

4
42.

8 

1700 

950 

2965 

451 

451 
298 

拡大部B 

B 

A 

954.6 

220.6 

詳細図(1/2) 
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3. 設計条件 

3.1. duct_a1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 114.3   

板厚(mm) 4.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.1961   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 空気   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 195   

設計引張強さ Su(N/mm2) 496   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 195  

 

  

P1 

空
気
浄
化
装
置
Ｂ 

空
気
浄
化
装
置
Ａ 

空気吸込口 

KVV1-54 KVV1-53 

KVV1-52 

KVV1-61 

評価点 1 

評価点 5 

評価点 6 

評価点 15 

評価点 16 

評価点 27 

評価点 28 

評価点 32 

評価点 44 評価点 45 評価点 57 

評価点 39 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (6) 2.63 － 

4 (6) 2.63 － 

5 (2) 2.10 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (3) 1.80 － 

9 (4) 1.93 1.93 

10 (3) 1.80 － 

11 (3) 1.80 － 

12 (4) 1.93 1.93 

13 (3) 1.80 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (6) 2.63 － 

18 (6) 2.63 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (6) 2.63 － 

21 (6) 2.63 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (3) 1.80 － 

24 (4) 1.93 1.93 

25 (3) 1.80 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (2) 2.10 － 

28 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

29 (6) 2.63 － 

30 (6) 2.63 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (3) 1.80 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (6) 2.63 － 

36 (6) 2.63 － 

38 (6) 2.63 － 

39 (2) 2.10 － 

40 (3) 1.80 － 

41 (6) 2.63 － 

42 (6) 2.63 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (2) 2.10 － 

46 (3) 1.80 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (6) 2.63 － 

49 (6) 2.63 － 

50 (6) 2.63 － 

51 (6) 2.63 － 

52 (1) 1.00 － 

53 (6) 2.63 － 

54 (6) 2.63 － 

56 (6) 2.63 － 

57 (2) 2.10 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

5 KVV1-53 弁+フランジ 13.50 － 

6 KVV1-53 弁+フランジ 13.50 － 

15 KVV1-61 弁+フランジ 7.50 － 

16 KVV1-61 弁+フランジ 7.50 － 

27 KVV1-54 弁+フランジ 13.50 － 

28 KVV1-54 弁+フランジ 13.50 － 

44 KVV1-52 弁+フランジ 13.10 － 

45 KVV1-52 弁+フランジ 13.10 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2,3 

0.28 0.26 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.2. duct_a2 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 114.3   

板厚(mm) 4.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.1961   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 空気   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm) －   

設計降伏点 Sy 195   

設計引張強さ Su 496   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 195   

  

P1 

空
気
浄
化
装
置
Ｂ 

空
気
浄
化
装
置
Ａ 

非
常
用
排
風
機
Ａ 

非
常
用
排
風
機
Ｂ 

P1 

KVV1-55 

KVV1-56 

評価点 1 評価点 
3 

評価点 

4 

評価点 6 

評価点 7 
評価点 
17 

評価点 
18 

評価点 20 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (2) 2.10 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (9) 2.10 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (6) 2.63 － 

9 (6) 2.63 － 

10 (6) 2.63 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

11 (1) 1.00 － 

12 (6) 2.63 － 

13 (6) 2.63 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (6) 2.63 － 

16 (6) 2.63 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (9) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － フランジ 3.00 － 

3 KVV1-56 弁 13.50 － 

4 KVV1-56 弁 13.50 － 

6 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.50 － 

7 － フランジ 3.00 － 

17 KVV1-55 弁 13.50 － 

18 KVV1-55 弁 13.50 － 

20 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.50 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 2 

0.25 0.25 

静的地震力 － － 0.18 － 
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3.3. duct_b 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 114.3 114.3  

板厚(mm) 4.0 6.0  

材質 SUS304TP STPG370  

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 2.01×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 55 55  

最高使用圧力(MPa) 0.1961 0.1961  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.85×10-9  

内部流体種類 空気 空気  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 － －  

外部流体密度(ton/mm) － －  

設計降伏点 Sy 195 200  

設計引張強さ Su 496 362  

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 195 200  

  

非
常
用
排
風
機
Ａ 

非
常
用
排
風
機
Ｂ 

排
気
筒 

P1 

P2 

KVV1-60 KVV1-59 

KVV1-57 KVV1-58 

KVV1-63 

KVV1-62 

評価点 1 

評価点 3 

評価点 113 

評価点 8 

評価点 114 

評価点 16 

評価点 18 

評価点 116 

評価点 23 

評価点 117 

評価点 

13 

評価点 

115 

評価点 33 

評価点 118 評価点 

39 

評価点 

50 

評価点 

54 

評価点 

55 

評価点 

94 

評価点 

95 

評価点 

112 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (2) 2.10 － 

4 (3) 1.80 － 

5 (4) 1.93 1.93 

6 (3) 1.80 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (2) 2.10 － 

9 (3) 1.80 － 

11 (3) 1.80 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (3) 1.80 － 

16 (9) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (3) 1.80 － 

20 (4) 1.93 1.93 

21 (3) 1.80 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (2) 2.10 － 

24 (6) 2.63 － 

25 (6) 2.63 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (3) 1.80 － 

28 (4) 1.93 1.93 

29 (3) 1.80 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (6) 2.63 － 

32 (6) 2.63 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (6) 2.63 － 

36 (6) 2.63 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

37 (1) 1.00 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (9) 2.10 － 

40 (6) 2.63 － 

41 (6) 2.63 － 

42 (1) 1.00 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (1) 1.00 － 

45 (6) 2.63 － 

46 (6) 2.63 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (6) 2.63 － 

49 (6) 2.63 － 

50 (9) 2.10 － 

51 (6) 1.96 － 

52 (6) 1.96 － 

53 (1) 1.00 － 

54 (9) 2.10 － 

55 (9) 2.10 － 

56 (1) 1.00 － 

57 (1) 1.00 － 

58 (1) 1.00 － 

59 (1) 1.00 － 

60 (6) 1.96 － 

61 (6) 1.96 － 

62 (1) 1.00 － 

63 (1) 1.00 － 

64 (1) 1.00 － 

65 (1) 1.00 － 

66 (1) 1.00 － 

67 (1) 1.00 － 

68 (1) 1.00 － 

69 (1) 1.00 － 

70 (1) 1.00 － 

71 (1) 1.00 － 
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評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

72 (1) 1.00 － 

73 (1) 1.00 － 

74 (1) 1.00 － 

75 (1) 1.00 － 

76 (1) 1.00 － 

77 (1) 1.00 － 

78 (1) 1.00 － 

79 (6) 1.96 － 

80 (6) 1.96 － 

81 (1) 1.00 － 

82 (6) 1.96 － 

83 (6) 1.96 － 

84 (1) 1.00 － 

85 (1) 1.00 － 

86 (1) 1.00 － 

87 (6) 1.96 － 

88 (6) 1.96 － 

89 (1) 1.00 － 

90 (6) 1.96 － 

91 (6) 1.96 － 

92 (1) 1.00 － 

93 (1) 1.00 － 

94 (9) 2.10 － 

95 (9) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

96 (1) 1.00 － 

97 (1) 1.00 － 

98 (1) 1.00 － 

99 (6) 1.96 － 

100 (6) 1.96 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (1) 1.00 － 

103 (6) 1.96 － 

104 (6) 1.96 － 

105 (1) 1.00 － 

106 (1) 1.00 － 

107 (6) 1.96 － 

108 (6) 1.96 － 

109 (1) 1.00 － 

110 (1) 1.00 － 

111 (1) 1.00 － 

112 (9) 2.10 － 

113 (9) 2.10 － 

114 (9) 2.10 － 

115 (9) 2.10 － 

116 (9) 2.10 － 

117 (9) 2.10 － 

118 (9) 2.10 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.50 － 

3 KVV1-58 弁 27.00 － 

8 KVV1-60 弁 13.50 － 

13 KVV1-62 弁 7.50 － 

16 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.50 － 

18 KVV1-57 弁 27.00 － 

23 KVV1-59 弁 13.50 － 

33 KVV1-63 弁 7.50 － 

39 － オリフィス 10.00 － 

50 － フランジ 8.00 － 

54 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.75 － 

55 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.75 － 

94 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.75 － 

95 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.75 － 

112 － 
伸縮継手+ 

フランジ 
4.75 － 

113 KVV1-58 弁 27.00 － 

114 KVV1-60 弁 13.50 － 

115 KVV1-62 弁 7.50 － 

116 KVV1-57 弁 27.00 － 

117 KVV1-59 弁 13.50 － 

118 KVV1-63 弁 7.50 － 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 原子炉建家質点 2,3 － － 

静的地震力 － － 
原子炉建家質点 2,3 

及び共同溝 
0.18 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) duct_a1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 166.5 218.8 88.8 

固有周期（s） 0.006 0.005 0.011 
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(2) duct_a2 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 62.0 207.0 207.0 

固有周期（s） 0.016 0.005 0.005 
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(3) duct_b 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 12.9 79.0 27.2 

固有周期（s） 0.078 0.013 0.037 
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4.2. 結論 

4.2.1. duct_a1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 9 一次応力 2 4 2 - 8 195 

 

 

4.2.2. duct_a2 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 2 2 1 - 5 195 
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4.2.3. duct_b 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 103 一次応力 1 3 15 - 19 200 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. duct_a1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

2 

自重 12 89 － － － － 

動的地震荷重 X 28 1 － － － － 

動的地震荷重 Y 3 23 － － － － 

動的地震荷重 Z 1 27 － － － － 

静的地震荷重 X 18 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 1 18 － － － － 

7 

自重 68 － 143 － － － 

動的地震荷重 X 110 － 2 － － － 

動的地震荷重 Y 18 － 38 － － － 

動的地震荷重 Z 3 － 173 － － － 

静的地震荷重 X 71 － 2 － － － 

静的地震荷重 Z 2 － 111 － － － 

14 

自重 50 － 152 － － － 

動的地震荷重 X 78 － 7 － － － 

動的地震荷重 Y 13 － 40 － － － 

動的地震荷重 Z 7 － 43 － － － 

静的地震荷重 X 50 － 5 － － － 

静的地震荷重 Z 4 － 28 － － － 

19 

自重 － 861 30 － － － 

動的地震荷重 X － 3 1 － － － 

動的地震荷重 Y － 224 8 － － － 

動的地震荷重 Z － 24 33 － － － 

静的地震荷重 X － 2 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 16 22 － － － 

22 

自重 167 － 10 － － － 

動的地震荷重 X 24 － 8 － － － 

動的地震荷重 Y 44 － 3 － － － 

動的地震荷重 Z 8 － 3 － － － 

静的地震荷重 X 16 － 5 － － － 

静的地震荷重 Z 5 － 2 － － － 

  



 

添 3-4-5-25 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y   X Y 

26 

自重 19 － 4 － － － 

動的地震荷重 X 94 － 4 － － － 

動的地震荷重 Y 5 － 1 － － － 

動的地震荷重 Z 4 － 176 － － － 

静的地震荷重 X 61 － 3 － － － 

静的地震荷重 Z 2 － 114 － － － 

31 

自重 4 48 － － － － 

動的地震荷重 X 30 1 － － － － 

動的地震荷重 Y 1 13 － － － － 

動的地震荷重 Z 1 27 － － － － 

静的地震荷重 X 19 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 1 17 － － － － 

34 

自重 79 673 － － － － 

動的地震荷重 X 5 12 － － － － 

動的地震荷重 Y 21 175 － － － － 

動的地震荷重 Z 17 16 － － － － 

静的地震荷重 X 4 8 － － － － 

静的地震荷重 Z 11 11 － － － － 

39 

自重 13 4 15 4565 6707 9457 

動的地震荷重 X 23 2 3 368 5979 185 

動的地震荷重 Y 4 1 4 1187 1744 2459 

動的地震荷重 Z 12 1 2 266 2570 187 

静的地震荷重 X 15 1 2 237 3844 119 

静的地震荷重 Z 8 1 1 171 1652 120 

43 

自重 45 － 5 － － － 

動的地震荷重 X 109 － 1 － － － 

動的地震荷重 Y 12 － 2 － － － 

動的地震荷重 Z － － 108 － － － 

静的地震荷重 X 70 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 70 － － － 

  



 

添 3-4-5-26 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y   X Y 

47 

自重 46 210 － － － － 

動的地震荷重 X 40 7 － － － － 

動的地震荷重 Y 12 55 － － － － 

動的地震荷重 Z 4 16 － － － － 

静的地震荷重 X 26 5 － － － － 

静的地震荷重 Z 3 10 － － － － 

52 

自重 89 － 53 － － － 

動的地震荷重 X 52 － 1 － － － 

動的地震荷重 Y 23 － 14 － － － 

動的地震荷重 Z 7 － 24 － － － 

静的地震荷重 X 34 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z 5 － 16 － － － 

57 

自重 78 158 42 25352 11078 19765 

動的地震荷重 X 8 1 2 1077 2772 246 

動的地震荷重 Y 21 41 11 6592 2881 5139 

動的地震荷重 Z 5 1 14 1069 1485 393 

静的地震荷重 X 5 1 1 692 1782 158 

静的地震荷重 Z 3 1 9 688 955 253 

  



 

添 3-4-5-27 

4.3.2. duct_a2 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 － 165 － － － 34927 

動的地震荷重 X 115 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 42 － － － 8732 

動的地震荷重 Z － － 42 － 8732 － 

静的地震荷重 X 83 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 30 － 6287 － 

5 

自重 － 296 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － 74 － － － － 

動的地震荷重 Z － － 74 － － － 

静的地震荷重 X － － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 54 － － － 

7 

自重 7 42 8 6844 1537 2971 

動的地震荷重 X 53 22 6 3013 11055 8947 

動的地震荷重 Y 2 11 2 1711 385 743 

動的地震荷重 Z 2 11 20 2160 2534 3576 

静的地震荷重 X 38 16 5 2169 7960 6442 

静的地震荷重 Z 2 8 15 1555 1825 2575 

11 

自重 6 － 8 － － － 

動的地震荷重 X 63 － 38 － － － 

動的地震荷重 Y 2 － 2 － － － 

動的地震荷重 Z 1 － 71 － － － 

静的地震荷重 X 45 － 27 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 51 － － － 

14 

自重 2 312 － － － － 

動的地震荷重 X 167 30 － － － － 

動的地震荷重 Y 1 78 － － － － 

動的地震荷重 Z 3 9 － － － － 

静的地震荷重 X 120 22 － － － － 

静的地震荷重 Z 2 7 － － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

19 

自重 － 273 1 － － － 

動的地震荷重 X － 9 32 － － － 

動的地震荷重 Y － 69 1 － － － 

動的地震荷重 Z － 2 66 － － － 

静的地震荷重 X － 6 23 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 48 － － － 

  



 

添 3-4-5-29 

4.3.3. duct_b 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

2 

自重 1 － 14 － － － 

動的地震荷重 X 52 － 8 － － － 

動的地震荷重 Y 15 － 37 － － － 

動的地震荷重 Z 16 － 55 － － － 

静的地震荷重 X 72 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 70 － － － 

7 

自重 12 － 148 － － － 

動的地震荷重 X 63 － 16 － － － 

動的地震荷重 Y 16 － 50 － － － 

動的地震荷重 Z 16 － 85 － － － 

静的地震荷重 X 80 － 8 － － － 

静的地震荷重 Z 3 － 146 － － － 

12 

自重 3 398 － － － － 

動的地震荷重 X 33 17 － － － － 

動的地震荷重 Y 17 87 － － － － 

動的地震荷重 Z 18 71 － － － － 

静的地震荷重 X 46 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 1 6 － － － － 

14 

自重 3 1042 － － － － 

動的地震荷重 X 59 25 － － － － 

動的地震荷重 Y 17 153 － － － － 

動的地震荷重 Z 15 53 － － － － 

静的地震荷重 X 35 3 － － － － 

静的地震荷重 Z 1 9 － － － － 

17 

自重 － － 63 － － － 

動的地震荷重 X 64 － 8 － － － 

動的地震荷重 Y 11 － 28 － － － 

動的地震荷重 Z 7 － 57 － － － 

静的地震荷重 X 71 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 70 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

22 

自重 2 － 196 － － － 

動的地震荷重 X 72 － 13 － － － 

動的地震荷重 Y 11 － 55 － － － 

動的地震荷重 Z 9 － 77 － － － 

静的地震荷重 X 96 － 4 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 143 － － － 

26 

自重 6 596 － － － － 

動的地震荷重 X 41 10 － － － － 

動的地震荷重 Y 11 54 － － － － 

動的地震荷重 Z 10 41 － － － － 

静的地震荷重 X 12 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 1 4 － － － － 

30 

自重 36 225 － － － － 

動的地震荷重 X 70 31 － － － － 

動的地震荷重 Y 49 88 － － － － 

動的地震荷重 Z 41 50 － － － － 

静的地震荷重 X 98 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 2 2 － － － － 

34 

自重 － 749 2 － － － 

動的地震荷重 X － 47 15 － － － 

動的地震荷重 Y － 104 16 － － － 

動的地震荷重 Z － 30 39 － － － 

静的地震荷重 X － 1 10 － － － 

静的地震荷重 Z － 3 56 － － － 

38 

自重 49 － 6 － － － 

動的地震荷重 X 41 － 16 － － － 

動的地震荷重 Y 37 － 17 － － － 

動的地震荷重 Z 9 － 44 － － － 

静的地震荷重 X 61 － 8 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 63 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

43 

自重 30 84 15 － － － 

動的地震荷重 X 20 44 122 － － － 

動的地震荷重 Y 15 47 21 － － － 

動的地震荷重 Z 6 9 61 － － － 

静的地震荷重 X 22 30 69 － － － 

静的地震荷重 Z 1 1 43 － － － 

44 

自重 108 272 18 － － － 

動的地震荷重 X 43 68 135 － － － 

動的地震荷重 Y 29 75 16 － － － 

動的地震荷重 Z 12 10 43 － － － 

静的地震荷重 X 26 44 72 － － － 

静的地震荷重 Z 5 4 18 － － － 

47 

自重 108 － 2 － － － 

動的地震荷重 X 125 － 206 － － － 

動的地震荷重 Y 30 － 12 － － － 

動的地震荷重 Z 23 － 27 － － － 

静的地震荷重 X 108 － 113 － － － 

静的地震荷重 Z 5 － 35 － － － 

53 

自重 － 231 5 － － － 

動的地震荷重 X － 33 175 － － － 

動的地震荷重 Y － 24 12 － － － 

動的地震荷重 Z － 16 40 － － － 

静的地震荷重 X － 19 103 － － － 

静的地震荷重 Z － 3 43 － － － 

56 

自重 － 299 4 － － － 

動的地震荷重 X － 5 10 － － － 

動的地震荷重 Y － 26 9 － － － 

動的地震荷重 Z － 9 31 － － － 

静的地震荷重 X － － 3 － － － 

静的地震荷重 Z － － 44 － － － 

  



 

添 3-4-5-32 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

58 

自重 － 412 18 － － － 

動的地震荷重 X － 12 143 － － － 

動的地震荷重 Y － 70 25 － － － 

動的地震荷重 Z － 19 99 － － － 

静的地震荷重 X － 1 68 － － － 

静的地震荷重 Z － － 122 － － － 

63 

自重 2 369 － － － － 

動的地震荷重 X 330 10 － － － － 

動的地震荷重 Y 30 87 － － － － 

動的地震荷重 Z 128 15 － － － － 

静的地震荷重 X 226 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 5 － － － － － 

65 

自重 3 497 － － － － 

動的地震荷重 X 122 11 － － － － 

動的地震荷重 Y 11 72 － － － － 

動的地震荷重 Z 40 17 － － － － 

静的地震荷重 X 51 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 7 － － － － － 

67 

自重 1 466 － － － － 

動的地震荷重 X 89 10 － － － － 

動的地震荷重 Y 10 58 － － － － 

動的地震荷重 Z 17 16 － － － － 

静的地震荷重 X 95 － － － － － 

静的地震荷重 Z 2 － － － － － 

69 

自重 1 475 － － － － 

動的地震荷重 X 93 11 － － － － 

動的地震荷重 Y 8 63 － － － － 

動的地震荷重 Z 11 15 － － － － 

静的地震荷重 X 83 － － － － － 

静的地震荷重 Z 1 － － － － － 

  



 

添 3-4-5-33 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

71 

自重 － 469 － － － － 

動的地震荷重 X 87 12 － － － － 

動的地震荷重 Y 9 67 － － － － 

動的地震荷重 Z 10 18 － － － － 

静的地震荷重 X 86 － － － － － 

静的地震荷重 Z 1 1 － － － － 

73 

自重 1 482 － － － － 

動的地震荷重 X 72 11 － － － － 

動的地震荷重 Y 8 63 － － － － 

動的地震荷重 Z 9 16 － － － － 

静的地震荷重 X 84 － － － － － 

静的地震荷重 Z － 2 － － － － 

75 

自重 1 437 － － － － 

動的地震荷重 X 53 15 － － － － 

動的地震荷重 Y 8 50 － － － － 

動的地震荷重 Z 9 20 － － － － 

静的地震荷重 X 88 － － － － － 

静的地震荷重 Z 1 5 － － － － 

77 

自重 4 537 － － － － 

動的地震荷重 X 39 23 － － － － 

動的地震荷重 Y 8 49 － － － － 

動的地震荷重 Z 10 46 － － － － 

静的地震荷重 X 74 4 － － － － 

静的地震荷重 Z － 44 － － － － 

81 

自重 31 － 200 － － － 

動的地震荷重 X 53 － 280 － － － 

動的地震荷重 Y 14 － 209 － － － 

動的地震荷重 Z 14 － 642 － － － 

静的地震荷重 X 61 － 78 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 776 － － － 

  



 

添 3-4-5-34 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

85 

自重 82 855 － － － － 

動的地震荷重 X 36 35 － － － － 

動的地震荷重 Y 33 91 － － － － 

動的地震荷重 Z 33 177 － － － － 

静的地震荷重 X 38 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 6 40 － － － － 

89 

自重 55 － 182 － － － 

動的地震荷重 X 66 － 56 － － － 

動的地震荷重 Y 55 － 61 － － － 

動的地震荷重 Z 53 － 61 － － － 

静的地震荷重 X 135 － 14 － － － 

静的地震荷重 Z 7 － 12 － － － 

93 

自重 － 351 4 － － － 

動的地震荷重 X － 27 8 － － － 

動的地震荷重 Y － 31 10 － － － 

動的地震荷重 Z － 28 32 － － － 

静的地震荷重 X － 5 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 63 － － － 

96 

自重 － 292 13 － － － 

動的地震荷重 X － 107 79 － － － 

動的地震荷重 Y － 33 15 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 29 － － － 

静的地震荷重 X － 9 8 － － － 

静的地震荷重 Z － － 61 － － － 

98 

自重 － 741 62 － － － 

動的地震荷重 X － 57 263 － － － 

動的地震荷重 Y － 83 41 － － － 

動的地震荷重 Z － 14 52 － － － 

静的地震荷重 X － 33 39 － － － 

静的地震荷重 Z － 1 91 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

102 

自重 2 － 58 － － － 

動的地震荷重 X 936 － 232 － － － 

動的地震荷重 Y 138 － 40 － － － 

動的地震荷重 Z 44 － 46 － － － 

静的地震荷重 X 212 － 52 － － － 

静的地震荷重 Z 5 － 37 － － － 

106 

自重 － 77 － － － － 

動的地震荷重 X － 56 － － － － 

動的地震荷重 Y － 64 － － － － 

動的地震荷重 Z － 21 － － － － 

静的地震荷重 X － 9 － － － － 

静的地震荷重 Z － 1 － － － － 

106 

自重 7 － － － － － 

動的地震荷重 X 48 － － － － － 

動的地震荷重 Y 12 － － － － － 

動的地震荷重 Z 59 － － － － － 

静的地震荷重 X 69 － － － － － 

静的地震荷重 Z 74 － － － － － 

方向 -0.7071 0.0000 0.7071 － － － 

110 

自重 － 489 － － － － 

動的地震荷重 X － 262 － － － － 

動的地震荷重 Y － 98 － － － － 

動的地震荷重 Z － 23 － － － － 

静的地震荷重 X － 34 － － － － 

静的地震荷重 Z － 1 － － － － 

110 

自重 6 － － － － － 

動的地震荷重 X 87 － － － － － 

動的地震荷重 Y 40 － － － － － 

動的地震荷重 Z 62 － － － － － 

静的地震荷重 X 39 － － － － － 

静的地震荷重 Z 67 － － － － － 

方向 0.7071 0.0000 0.7071 － － － 
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1. 一般事項 

本計算書は、燃料搬送装置の耐震強度についての計算方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) 地震力は、水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。 

(2) 動的地震力(Sd)及び静的地震力に対して評価を行う。 

(3) 燃料搬送装置は、走行レール上に自立した構造とする。 

(4) 水平方向の地震力に対しては、転倒防止金具によって支持されるものとする。 

 

1.2. 設計降伏点及び設計引張強さ 

本計算書で使用する材料の最高使用温度における設計降伏点及び設計引張強さを

以下に示す。 

 

部材 材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

移動台車転倒防止金具 SS400 43℃ 233 398 

移動台車転倒防止金具 

取付用ボルト 
SS400 43℃ 233 398 

横行レール SS400 43℃ 243 398 

横行レールサポート SS400 43℃ 243 398 

ステージ SS400 43℃ 243 398 
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1.3. 記号の説明 

記号 記号の説明 単位 

Aa 移動台車転倒防止金具のせん断断面積 mm2 

Ab 移動台車転倒防止金具取付ボルトの軸断面積 mm2 

Ac1 横行レールの水平力に対するせん断断面積 mm2 

Ac2 横行レールの鉛直力に対するせん断断面積 mm2 

Ad1 横行レールサポートの水平力に対するせん断断面積 mm2 

Ad2 横行レールサポートの鉛直力に対するせん断断面積 mm2 

Ae ステージのせん断断面積 mm2 

CH 水平方向設計震度 − 

CV 鉛直方向設計震度 − 

F 「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F値 N/mm2 

Fx X軸方向水平地震力による移動台車転倒防止金具の荷重 N 

Fy Y軸方向水平地震力による移動台車転倒防止金具の荷重 N 

fta 許容引張応力 N/mm2 

fts 
引張力とせん断力を同時に受ける移動台車転倒防止金具取付ボルトの

許容引張応力 
N/mm2 

fsb 許容せん断応力 N/mm2 

g 重力加速度(=9806.65) mm/s2 

H1 走行レール面から移動台車重心までの高さ mm 

H2 走行レール面からホイスト部重心までの高さ mm 

H3 走行レール面から横行サドル重心までの高さ mm 

h1 移動台車転倒防止金具に作用する曲げモーメントのうでの長さ mm 

ℓ1 基準点から移動台車重心までの距離(X軸方向) mm 

ℓ2 基準点からホイスト部及び横行サドル重心までの距離(X軸方向) mm 

ℓ3 基準点から移動台車重心までの距離(Y軸方向) mm 

ℓ4 基準点からホイスト部重心までの距離(Y 軸方向) mm 

ℓ5 基準点から横行サドル重心までの距離(Y 軸方向) mm 

ℓ6 基準点から移動台車転倒防止金具までの距離(X軸方向) mm 

ℓ7 
基準点から移動台車転倒防止金具までの距離(Y 軸方向図-3-4-6-1.3

左側) 
mm 

ℓ8 横行レールの長さ mm 

ℓ9 横行レールサポートの長さ mm 

ℓ10 ステージの長さ mm 

ℓ11 基準点から荷重作用点までの距離 mm 

ℓ12 基準点から移動台車車輪までの距離(Y軸方向) mm 

ℓ13 
基準点から移動台車転倒防止金具までの距離(Y 軸方向図-3-4-6-1.3

右側) 
mm 

ℓ14 移動台車転倒防止金具取付ボルト間の距離 mm 
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記号 記号の説明 単位 

Mx1 X軸方向水平地震力による移動台車の転倒モーメント N ⋅ mm 

Mx2 X軸方向水平地震力による移動台車の転倒モーメント N ⋅ mm 

My1 Y軸方向水平地震力による移動台車の転倒モーメント N ⋅ mm 

My2 Y軸方向水平地震力による移動台車の転倒モーメント N ⋅ mm 

My3 Y軸方向水平地震力による移動台車の転倒モーメント N ⋅ mm 

na 移動台車転倒防止金具の員数 − 

nb 移動台車転倒防止金具取付ボルトの本数 − 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

t1 移動台車転倒防止金具の厚さ mm 

W1 移動台車の重量(ホイスト部及び横行サドルを除く全重量) N 

W2 ホイスト部の重量 N 

W3 横行サドルの重量 N 

W41 移動台車に取付けられる機器の重量(走行駆動部重量) N 

W42 移動台車に取付けられる機器の重量(走行駆動部重量) N 

W5 制御盤全重量 N 

W51 移動台車に取付けられる機器の重量(制御盤重量) N 

W52 移動台車に取付けられる機器の重量(制御盤重量) N 

W6 移動台車に取付けられる機器の重量(ケーブルリール重量) N 

Wc 横行レールの負荷重量 N 

Wd 横行レールサポートの負荷重量 N 

We ステージの負荷重量 N 

ωc 横行レール単位長さあたりの重量 N/mm 

ωd 横行レールサポートの単位長さあたりの重量 N/mm 

ωe ステージの単位長さあたりの重量 N/mm 

Za 移動台車転倒防止金具の断面係数 mm3 

Zc1 横行レールの鉛直方向曲げに対する断面係数 mm3 

Zc2 横行レールの水平方向曲げに対する断面係数 mm3 

Zd1 横行レールサポートの鉛直方向曲げに対する断面係数 mm3 

Zd2 横行レールサポートの水平方向曲げに対する断面係数 mm3 

Ze1 ステージの鉛直方向曲げに対する断面係数 mm3 

Ze2 ステージの水平方向曲げに対する断面係数 mm3 
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記号 記号の説明 単位 

σax 移動台車転倒防止金具の X軸方向水平地震力による曲げ応力 N/mm2 

σbx 
移動台車転倒防止金具取付ボルトの X 軸方向水平地震力による引張応

力 
N/mm2 

σay 移動台車転倒防止金具の Y軸方向水平地震力による曲げ応力 N/mm2 

σby 
移動台車転倒防止金具取付ボルトの Y 軸方向水平地震力による引張応

力 
N/mm2 

σc 横行レールの総合曲げ応力 N/mm2 

σc1 横行レールの死荷重による曲げ応力 N/mm2 

σc2 横行レールの鉛直方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σc3 横行レールの水平方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σd 横行レールサポートの総合曲げ応力 N/mm2 

σd1 横行レールサポートの死荷重による曲げ応力 N/mm2 

σd2 横行レールサポートの鉛直方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σd3 横行レールサポートの水平方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σe ステージの総合曲げ応力 N/mm2 

σe1 ステージの死荷重による曲げ応力 N/mm2 

σe2 ステージの鉛直方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σe3 ステージの水平方向地震力による曲げ応力 N/mm2 

σsax 移動台車転倒防止金具の X軸方向水平地震力による組合せ応力 N/mm2 

σsay 移動台車転倒防止金具の Y軸方向水平地震力による組合せ応力 N/mm2 

σsc 横行レールの組合せ応力 N/mm2 

σsd 横行レールサポートの組合せ応力 N/mm2 

σse ステージの組合せ応力 N/mm2 

τax 移動台車転倒防止金具の X軸方向水平地震力によるせん断応力 N/mm2 

τbx 
移動台車転倒防止金具取付ボルトの X 軸方向水平地震力によるせん断

応力 
N/mm2 

τay 移動台車転倒防止金具の Y軸方向水平地震力によるせん断応力 N/mm2 

τby 
移動台車転倒防止金具取付ボルトの Y 軸方向水平地震力によるせん断

応力 
N/mm2 

τc 横行レールの総合せん断応力 N/mm2 

τc1 横行レールの死荷重によるせん断応力 N/mm2 

τc2 横行レールの鉛直方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τc3 横行レールの水平方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τd 横行レールサポートの総合せん断応力 N/mm2 

τd1 横行レールサポートの死荷重によるせん断応力 N/mm2 

τd2 横行レールサポートの鉛直方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τd3 横行レールサポートの水平方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τe ステージの総合せん断応力 N/mm2 
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記号 記号の説明 単位 

τe1 ステージの死荷重によるせん断応力 N/mm2 

τe2 ステージの鉛直方向地震力によるせん断応力 N/mm2 

τe3 ステージの水平方向地震力によるせん断応力 N/mm2 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 仮定 

a.  燃料搬送装置のフレームは、梁要素の集合体と考え梁要素は、フレームと等価な曲

げ及びせん断剛性を有するものとする。 

b.  ステージの床板は、四角形平板要素の集合体と考え、四角形平板要素は、床板と等

価な、面内弾性及び剛性を有するものとする。 

c.  搭載機器の重量は、付加質量として考慮する。 

 

(2) 計算モデル 

燃料搬送装置は、上記仮定により図-3-4-6-1.1に示すような計算モデルとする。 

 

(3) 固有周期 

固有周期の計算は、上記計算モデルをもとに有限要素法により行う。 

計算コードは「MSC/NASTRAN 2005r2」を用いる。 
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図-3-4-6-1.1 固有周期の計算モデル 

 

表-3-4-6-1.1 計算モデルの諸定数 

要素の種類 
質量 

(kg) 

密度 

(kg/mm3) 

ヤング率 

(N/mm2) 

ポアソン比 

(-) 

梁要素 
ホイストレール以外 - 9.273×10-6(注 1) 

2.01×

105 
0.3 ホイストレール - 5.984×10-5(注 2) 

四角形平板要素 - 9.273×10-6(注 1) 

付加質量(W41) 80 

- - - 

付加質量(W42) 80 

付加質量(W51) 120 

付加質量(W52) 120 

付加質量(W6) 150 

  

ステージ 

横行レールサポート 

ホイストレール 

移動台車 

横行レール 

Ｗ41 

Ｗ51 
Ｗ52 

Ｗ6 

Ｗ42 
Z 

Y 

X 
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 転倒モーメント及び荷重の算出 

(1) 移動台車の転倒モーメント及び移動台車転倒防止金具の荷重 

X軸方向水平地震力に対して図 3-4-6-1.2のごとく、ホイストが左側端部にある

ときの右側の転倒防止金具を支点とした転倒モーメントは、次式により求まる。 

Mx1 = √(CH(W1 ⋅ H1 + W2 ⋅ H2 + W3 ⋅ H3))2 + (CV(W1 ⋅ ℓ1 + W2 ⋅ ℓ2 + W3 ⋅ ℓ2))2  

   − (W1 ⋅ ℓ1 + W2 ⋅ ℓ2 + W3 ⋅ ℓ2) 

また、左側の転倒防止金具を支点とした転倒モーメントは、次式により求まる。 

Mx2 = √(CH(W1 ⋅ H1 + W2 ⋅ H2 + W3 ⋅ H3))2 + (CV(W1(ℓ6 − ℓ1) + W2(ℓ6 − ℓ2) + W3(ℓ6 − ℓ2)))2 

   − (W1(ℓ6 − ℓ1) + W2(ℓ6 − ℓ2) + W3(ℓ6 − ℓ2)) 

従って、移動台車転倒防止金具の荷重は、次式の通りとなる。 

Fx = max (
Mx1

ℓ6
,
Mx2

ℓ6
)

 

図 3-4-6-1.2 移動台車の荷重説明図(1) 
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Y軸方向水平地震力に対して図-3-4-6-1.3のごとく、ホイストが右側端部にある

ときの右側の車輪を支点とした転倒モーメントは、次式により求まる。 

My1 = √(CH(W1 ⋅ H1 + W2 ⋅ H2 + W3 ⋅ H3))2 + (CV(W1 ⋅ ℓ3 + W3 ⋅ ℓ5 − W2 ⋅ ℓ4))2 

   − (W1 ⋅ ℓ3 + W3 ⋅ ℓ5 − W2 ⋅ ℓ4) 

また、左側の車輪を支点とした転倒モーメントは、次式により求まる。 

My2 = √(CH(W1 ⋅ H1 + W2 ⋅ H2 + W3 ⋅ H3))2 + (CV(W1(ℓ12 − ℓ3) + W3(ℓ12 − ℓ5) + W2(ℓ12 + ℓ4)))2 

   − (W1(ℓ12 − ℓ3) + W3(ℓ12 − ℓ5) + W2(ℓ12 + ℓ4)) 

また、左側の転倒防止金具を支点とした転倒モーメントは以下による。 

My3 = √(CH(W1 ⋅ H1 + W2 ⋅ H2 + W3 ⋅ H3))2 + (CV(W1(ℓ7 − ℓ3) + W3(ℓ7 − ℓ5) + W2(ℓ7 + ℓ4)))2 

   − (W1(ℓ7 − ℓ3) + W3(ℓ7 − ℓ5) + W2(ℓ7 + ℓ4)) 

従って、移動台車転倒防止金具の荷重は、次式の通りとなる。 

Fy = max (
My1

ℓ7
,

My2

ℓ12 + ℓ13
,

My3

ℓ7 + ℓ13
)

 

図-3-4-6-1.3 移動台車の荷重説明図(2)  
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2.2.2. 移動台車転倒防止金具の応力 

(1) 地震による応力 

a.  X軸方向水平地震力による応力 

X軸方向水平地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σax =
Fx ⋅ h1

na ⋅ Za

X軸方向水平地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τax =
Fx

na ⋅ Aa

b.  Y軸方向水平地震力による応力 

Y軸方向水平地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σay =
Fy ⋅ h1

na ⋅ Za

Y軸方向水平地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τay =
Fy

na ⋅ Aa

a.  X軸方向水平地震力による組合せ応力 

組合せ応力は、次式により求まる。 

σsax = √σax
2 + 3 ⋅ τax

2

b.  Y軸方向水平地震力による組合せ応力 

組合せ応力は、次式により求まる。 

σsay = √σay
2 + 3 ⋅ τay

2

  

t1 ℓ
14
 

図-3-4-6-1.4 移動台車転倒防止金

具説明図 
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2.2.3. 移動台車転倒防止金具取付ボルトの応力 

(1) X軸方向水平地震力による応力 

X軸方向水平地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τbx =
Fx

na ⋅ nb ⋅ Ab

X軸方向水平地震力による引張応力は、次式により求まる。 

σbx =
Fx ⋅ t1

naℓ14Ab

 

(2) Y軸方向水平地震力によるせん断応力 

Y軸方向水平地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τby =
Fy

na ⋅ nb ⋅ Ab

Y軸方向水平地震力による引張応力は、次式により求まる。 

σby =
Fy ⋅ t1

naℓ14Ab

  



添 3-4-6-1-12 

2.2.4. 横行レールの応力 

(1) 死荷重による応力 

死荷重による曲げ応力は、次式により求まる。 

σc1 =
2 ⋅ Wc ⋅ ℓ8 + ωc ⋅ ℓ8

2

8 ⋅ Zc1

死荷重によるせん断応力は、次式により求まる。 

τc1 =
Wc + ωc ⋅ ℓ8

2 ⋅ Ac2

ここで、横行レールの負荷重量 Wcは、次式により求まる。 

Wc = W2 +
W3

2

 

図-3-4-6-1.5 横行レールの応力図 

(2) 地震による応力 

a.  鉛直方向地震力による応力 

鉛直方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σc2 =
CV(2 ⋅ Wc ⋅ ℓ8 + ωc ⋅ ℓ8

2)

8 ⋅ Zc1
 

鉛直方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τc2 =
CV(Wc + ωc ⋅ ℓ8)

2 ⋅ Ac2

b.  水平方向地震力による応力 

水平方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σc3 =
CH(2 ⋅ Wc ⋅ ℓ8 + ωc ⋅ ℓ8

2)

8 ⋅ Zc2

水平方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τc3 =
CH(Wc + ωc ⋅ ℓ8)

2 ⋅ Ac1
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(3) 組合せ応力 

組合せ応力は、次式により求まる。 

σc = σc1 + √σc2
2 + σc3

2

τc = τc1 + √τc2
2 + τc3

2

σsc = √σc
2 + 3 ⋅ τc

2
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2.2.5. 横行レールサポートの応力 

(1) 死荷重による応力 

死荷重による曲げ応力は、次式により求まる。 

σd1 =
Wd ⋅ ℓ9 + ωd ⋅

ℓ9
2

2
Zd1

死荷重によるせん断応力は、次式により求まる。 

τd1 =
Wd + ωd ⋅ ℓ9

Ad2

ここで、横行レールサポートの負荷重量 Wdは、次式により求まる。 

Wd = W2 +
W3

2
+ ωc ⋅ ℓ8

 

図-3-4-6-1.6 横行レールサポートの応力図 

(2) 地震による応力 

a.  鉛直方向地震力による応力 

鉛直方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σd2 =

CV (Wd ⋅ ℓ9 + ωd ⋅
ℓ9

2

2 )

Zd1

鉛直方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τd2 =
CV(Wd + ωd ⋅ ℓ9)

Ad2
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b.  水平方向地震力による応力 

水平方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σd3 =

CH (Wd ⋅ ℓ9 + ωd ⋅
ℓ9

2

2 )

Zd2

水平方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τd3 =
CH(Wd + ωd ⋅ ℓ9)

Ad1

 

(3) 組合せ応力 

組合せ応力は、次式により求まる。 

σd = σd1 + √σd2
2 + σd3

2 

τd = τd1 + √τd2
2 + τd3

2

σsd = √σd
2 + 3 ⋅ τd

2
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2.2.6. ステージの応力 

(1) 死荷重による応力 

死荷重による曲げ応力は、次式により求まる。 

σe1 =
We ⋅ ℓ10 + W5 ⋅ ℓ11 + ωe ⋅

ℓ10
2

2
Ze1

死荷重によるせん断応力は、次式により求まる。 

τe1 =
We + W5 + ωe ⋅ ℓ10

Ae

ここで、制御盤全重量は、次式により求まる。 

W5 = W51 + W52 

 

 

図-3-4-6-1.7 ステージの応力図 
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(2) 地震による応力 

a.  鉛直方向地震力による応力 

鉛直方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σe2 =

CV (We ⋅ ℓ10 + W5 ⋅ ℓ11 + ωe ⋅
ℓ10

2

2 )

Ze1

鉛直方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τe2 =
CV(We + W5 + ωe ⋅ ℓ10)

Ae

b.  水平方向地震力による応力 

水平方向地震力による曲げ応力は、次式により求まる。 

σe3 =

CH (We ⋅ ℓ10 + W5 ⋅ ℓ11 + ωe ⋅
ℓ10

2

2
)

Ze2

水平方向地震力によるせん断応力は、次式により求まる。 

τe3 =
CH(We + W5 + ωe ⋅ ℓ10)

Ae

 

(3) 組合せ応力 

組合せ応力は、次式により求まる。 

σe = σe1 + √σe2
2 + σe3

2

τe = τe1 + √τe2
2 + τe3

2

σse = √σe
2 + 3 ⋅ τe

2
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3. 評価方法 

3.1. 固有周期の評価 

2.1節の方法で求めた固有周期から、「添付書類 3-1．耐震性に関する説明書」に

基づき設計震度を確認する。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 移動台車転倒防止金具の応力評価 

2.2.2節で求めた組合せ応力が、許容引張応力 fta以下であること。 

ただし、ftaは以下による。 

 

 

許容応力状態 許容引張応力 fta 

BAS 1.5 (
F

1.5
) 

 

3.2.2. 移動台車転倒防止金具取付ボルトの応力評価 

2.2.3節で求めたボルトの引張応力σbは、次式より求めた引張力とせん断力を同

時に受けるボルトの許容引張応力 fts以下であること。 

また、2.2.3節で求めたボルトのせん断応力τbは、せん断力のみを受けるボルト

の許容せん断応力 fsb以下であること。 

fts = min(1.4ft0 − 1.6τb, ft0) 

ただし、ft0、fsbは以下による。 

 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

BAS 1.5 (
F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 

 

3.2.3. 横行レールの応力評価 

2.2.4節で求めた組合せ応力が、許容引張応力 fta以下であること。 

ただし、ftaは以下による。 

 

 

許容応力状態 許容引張応力 fta 

BAS 1.5 (
F

1.5
) 
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3.2.4. 横行レールサポートの応力評価 

2.2.5節で求めた組合せ応力が、許容引張応力 fta以下であること。 

ただし、ftaは以下による。 

 

 

許容応力状態 許容引張応力 fta 

BAS 1.5 (
F

1.5
) 

 

3.2.5. ステージの応力評価 

2.2.6節で求めた組合せ応力が、許容引張応力 fta以下であること。 

ただし、ftaは以下による。 

 

 

許容応力状態 許容引張応力 fta 

BAS 1.5 (
F

1.5
) 
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4. 設計条件 

機器名称 耐震クラス 
据付場所及び床面高さ 

(m) 

燃料搬送装置 B 
原子炉建家(注) 

1FL +7.5 

注:基準床レベルを示す。 

 

 

固有振動数(Hz) 

水平方向 
鉛直方向 

水平方向(X) 水平方向(Y) 

6.5 16.7 9.5 

 

 

静的 

地震力 

弾性設計用地震動 

Sdの 1/2 

水平方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 
鉛直方向 

設計震度 
X 方向 Y方向 

CH=0.41 CH=1.01 CH=0.66 CV=1.28 

 

 

最高使用温度 

(℃) 

43 
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5. 機器要目 

Aa 

(mm2) 

Ab 

(mm2) 

Ac1 

(mm2) 

Ac2 

(mm2) 

Ad1 

(mm2) 

Ad2 

(mm2) 

Ae 

(mm2) 

426.7 314.2 2000 1260 4800 1512 9484 

 

H1 

(mm) 

H2 

(mm) 

H3 

(mm) 

h1 

(mm) 

t1 

(mm) 

1570 2400 3150 15 32 

 

ℓ1 

(mm) 

ℓ2 

(mm) 

ℓ3 

(mm) 

ℓ4 

(mm) 

ℓ5 

(mm) 

ℓ6 

(mm) 

ℓ7 

(mm) 

2300 600 1030 900 925 4600 2500 

 

ℓ8 

(mm) 

ℓ9 

(mm) 

ℓ10 

(mm) 

ℓ11 

(mm) 

ℓ12 

(mm) 

ℓ13 

(mm) 

ℓ14 

(mm) 

1150 750 1938 500 2200 300 50 

 

na 

(-) 

nb 

(-) 

W1 

(N) 

W2 

(N) 

W3 

(N) 

W41 

(N) 

W42 

(N) 

4 2 48440 3256 5001 785 785 

 

W51 

(N) 

W52 

(N) 

W6 

(N) 

We 

(N) 

ωc 

(N/mm) 

ωd 

(N/mm) 

ωe 

(N/mm) 

1177 1177 1471 3089 
2.55×

10-1 

4.94× 

10-1 

7.30× 

10-1 

 

Za 

(mm3) 

Zc1 

(mm3) 

Zc2 

(mm3) 

Zd1 

(mm3) 

Zd2 

(mm3) 

Ze1 

(mm3) 

Ze2 

(mm3) 

2.13× 

103 

2.17× 

105 

2.77× 

104 

4.46× 

105 

1.00× 

105 

4.60× 

105 

6.39× 

106 
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F(移動台車転倒防止 

金具)(N/mm2) 

F(移動台車転倒防止 

金具取付ボルト)(N/mm2) 
F(横行レール)(N/mm2) 

ＢAS ＢAS ＢAS 

233 233 243 

 

F(横行レール 

サポート)(N/mm2) 
F(ステージ)(N/mm2) 

ＢAS ＢAS 

243 243 
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6. 計算結果 

6.1. 固有周期の計算結果 

固有周期の計算結果を下表に示す。 

表-3-4-6-1.2 固有周期の計算結果 

次数 
固有周期 

(s) 

固有振動数 

(Hz) 

有効質量比 

(％) 

水平 X方向 1次 0.154 6.5 75.3 

水平 Y方向１次 0.056 16.7 12.3 

鉛直 1次 0.105 9.5 1.7 

 

6.2. 応力の計算結果 

6.2.1．許容応力状態ＢAS 

(1) 移動台車の転倒モーメント及び移動台車転倒防止金具の荷重 

地震力の種類 Sd の 1/2と静的地震力の大きい方 

地震力の方向 
X軸方向 

水平地震力 

Y軸方向 

水平地震力 

移動台車の 

転倒モーメント 

Mx1= 6.338×107 My1= 4.160×107 

Mx2= 6.605×107 My2= 4.126×107 

- My3= 4.266×107 

 

(2) 移動台車転倒防止金具の応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 Sdの 1/2と静的地震力の大きい方 

地震力の方向 X 軸方向水平地震力 Y 軸方向水平地震力 

応力の種類 曲げ応力 せん断応力 曲げ応力 せん断応力 

地震による応力 σax= 26 τax= 9 σay= 30 τay= 10 

組合せ応力 σsax= 31 σsay= 35 

 

(3) 移動台車転倒防止金具取付ボルトの応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 Sdの 1/2と静的地震力の大きい方 

地震力の方向 X 軸方向水平地震力 Y 軸方向水平地震力 

応力の種類 引張応力 せん断応力 引張応力 せん断応力 

地震による応力 σbx= 8 τbx= 6 σby= 9 τby= 7 
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(4) 横行レールの応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 Sdの 1/2と静的地震力の大きい方 

応力の種類 曲げ応力 せん断応力 

死荷重による応力 σc1= 8 τc1= 3 

鉛直方向地震力による応力 σc2= 10 τc2= 3 

水平方向地震力による応力 σc3= 41 τc3= 1 

組合せ応力 σsc= 53 

 

(5) 横行レールサポートの応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 Sdの 1/2と静的地震力の大きい方 

応力の種類 曲げ応力 せん断応力 

死荷重による応力 σd1= 11 τd1= 5 

鉛直方向地震力による応力 σd2= 14 τd2= 6 

水平方向地震力による応力 σd3= 48 τd3= 2 

組合せ応力 σsd= 65 

 

(6) ステージの応力 

(単位:N/mm2) 

地震力の種類 Sdの 1/2と静的地震力の大きい方 

応力の種類 曲げ応力 せん断応力 

死荷重による応力 σe1= 19 τe1= 1 

鉛直方向地震力による応力 σe2= 24 τe2= 1 

水平方向地震力による応力 σe3= 1 τe3= 1 

組合せ応力 σse= 44 
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7. 結果 

下表に示すように、許容応力状態ＢASにおける算出応力はすべて許容応力以下であ

る。なお、表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せを考慮するため、

6項の値を 1.42倍している。 

 

表-3-4-6-1.3 計算結果 

(単位:N/mm2) 

許容応 

力状態 
部材 材料 応力 

算出 

応力 

許容 

応力 

BAS 

移動台車 

転倒防止金具 
SS400 

組合せ σsax= 41 
fta= 233 

組合せ σsay= 51 

移動台車 

転倒防止 

金具取付ボルト 

SS400 

引張 σbx= 10 
fts= 174 

引張 σby= 13 

せん断 τbx= 8 
fsb= 134 

せん断 τby= 10 

横行レール SS400 組合せ σsc= 76 fta= 243 

横行レール 

サポート 
SS400 組合せ σsd= 93 fta= 243 

ステージ SS400 組合せ σse= 63 fta= 213 
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1. 一般事項 

本報告書は、使用済燃料貯蔵ラック(A型)（以下、これを「ラック」という。）の耐

震強度についての計算方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) ラックは自立型であり、使用済燃料プールの底部に基礎ボルトで固定されるもの

(耐震クラス：S)について評価を行う。 

(2) 地震力は、ラックに対して水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。 

(3) ラックはステンレス鋼製の角管より構成され、使用済燃料を 64体貯蔵するものと

する。 

(4) ラック内に含まれる水の重量と外部流体による付加質量を考慮する。 

 

1.2. 設計降伏点及び設計引張強さ 

本計算書で使用する材料の最高使用温度における設計降伏点及び設計引張強さを以

下に示す。 

 

材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

SUS304 

SUS304TP 

40℃ 205 - 

43℃ 203 515 
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1.3. 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

A 溝型鋼の断面積 mm2 

Ab 基礎ボルトの呼び径における軸断面積(M20) mm2 

AH 角管のせん断断面積 mm2 

CH 水平方向設計震度 ― 

CV 鉛直方向設計震度 ― 

E 角管及び溝形鋼の縦弾性係数 N/mm2 

F 「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F値 N/mm2 

Fi ラックベース基部に働くせん断力(i=x,y) N 

fsb せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 N/mm2 

ft0 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 N/mm2 

G 角管のせん断弾性係数 N/mm2 

h 運転時のラック重心高さ mm 

IH 角管の断面二次モーメント mm4 

IV 溝形鋼の断面二次モーメント mm4 

ℓgi, ℓgi′ ラックベース端から重心までの距離(i=x,y) mm 

ℓ1i, ℓ2i ラックベース端から基礎ボルトまでの距離(i=x,y) mm 

ℓH ベース頂部から角管頂部までの距離 mm 

ℓV 基礎ボルト間の距離(長辺方向) mm 

Mi ラックベース基部の転倒モーメント(i=x,y) N ⋅ mm 

n 基礎ボルトの全本数 ― 

n1i, n2i 各部の基礎ボルトの本数(i=x,y) ― 

P1i, P2i 基礎ボルトの引張力(i=x,y) N 

Ss 基準地震動 Ss により求まる地震力 ― 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

TH 水平方向の固有周期 s 

TV 鉛直方向の固有周期 s 

W 使用済燃料貯蔵時のラックの全重量 kg 

Wf 使用済燃料の重量 kg 

Wr ラックの重量 kg 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

Ww 角管内に含まれる水の重量 kg 

WwH 外部流体としての水の重量（水平） kg 

WwV 外部流体としての水の重量（鉛直） kg 

σb 基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

τb 基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

κ せん断断面係数 N/mm2 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 仮定 

a.  ラックの重量は、使用済燃料 64 体の重量、ラックの重量及びラックに含まれる水

の重量を考慮した値とする。 

b.  水平方向の変形モードは、64本の角管(94×94×5)が重量を均等に負担するものと

し、ベース頂部を固定とした片持梁として曲げ及びせん断変形を考慮する。なお

安全側の検討として、負担重量を梁先端に載荷する。 

c.  鉛直方向の変形モードは、ベースに使用されている長辺方向 2本の溝形鋼(C80×40

×5)が重量を均等に負担するものとし、基礎ボルトを支持点とする単純梁として

曲げ及びせん断変形を考慮する。 

 

(2) 計算モデル 

上記仮定による計算モデルを図-3-4-6-2.1，図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-4-6-2.1 水平方向の固有周期計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-4-6-2.2 鉛直方向の固有周期計算モデル 
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(3) 固有周期 

a.  水平方向の固有周期 

水平方向の固有周期は次式で求められる。 

TH = 2π√
(W + WwH) 64⁄

1000
(

ℓH
3

3E ⋅ IH
+

ℓH

G ⋅ AH
)

b.  鉛直方向の固有周期 

鉛直方向の固有周期は次式で求められる。 

TV = 2π√

W + WwV

2ℓV
⋅ ℓV

1000
(

ℓV
3

π4E ⋅ IV
+

ℓV

π2E ⋅ A
+

ℓV

π2G ⋅ κA
)
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 基礎ボルトの応力 

(1) 荷重 

ラックの荷重状態を図-3-4-6-2.2に示す。 

 

図-3-4-6-2.2 ラックの荷重状態 

 

ラックの全重量 Wは、次式により求める。 

W = Wr + Wf + Ww

 

ベース基部に働くせん断力 Fi及び転倒モーメント Miは次式により求める。 

Fi = CH ⋅ (W + WwH) ⋅ g

(i＝x,y) 

Mi = Fi ⋅ h

(i＝x,y) 

  

ℓgi, ℓgi′ 
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(2) せん断応力 

せん断力 Fiにより基礎ボルトに生じるせん断応力τbは、次式により求める。 

τb =
Fi

n ⋅ Ab
 

(i＝x,y) 

 

(3) 引張応力 

図-3-4-6-2.2において支点周りのモーメントの平衡によりラックの基礎ボルト 1本

当りの引張力 P1i＞P2iの関係にあるので、P1iのみを次式より求める。 

P1i = MAX [
ℓ1i{Mi − (W − CV ⋅ (W + WwV)) ⋅ g ⋅ ℓgi}

n1i ⋅ ℓ1i
2 + n2i ⋅ ℓ2i

2 , 

      
ℓ1i{Mi − (W − CV ⋅ (W + WwV)) ⋅ g ⋅ ℓgi′}

n1i ⋅ ℓ1i
2 + n2i ⋅ ℓ2i

2 ]

(i＝x,y) 

 

ここで、P1iの値が負となった場合は、引張力が生じないので以後の引張応力の計算

は省略する。したがって、P1iにより基礎ボルトに生じる引張応力σbは、次式により

求める。 

σb =
P1i

Ab

(i＝x,y) 
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3. 評価方法 

3.1. 解析方法 

2.1 項で求めた固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する説

明書」に基づき解析方法の決定を行う。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 基礎ボルトの応力評価 

2.2.1項で求めた基礎ボルトの引張応力σbは、下記 2式より求めた許容引張応力 fts

以下であること。 

せん断応力τbは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb以下であること。 

fts = 1.4ft0 − 1.6τb

fts ≤ ft0

 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ⅣＡＳ 

ⅢＡＳ 
1.5 (

F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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4. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ（ｍ） 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震力 

最高使用 

温度(℃) 

使用済燃料 

貯蔵ラック A型 
S 

原子炉建家(注) 

FL±0 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 43 

22.6 14.9 CH＝0.99 CV＝2.50 CH＝0.55 CV＝1.33 CH＝0.58 CV＝0.29 

注：使用済燃料貯蔵ラック A型の基準床レベルを示す。 

 

5. 機器要目 

W 

(kg) 

Wf 

(kg) 

Wr 

(kg) 

Ww 

(kg) 

WwH 

(kg) 

WwV 

(kg) 

ℓ1x 

(mm) 

ℓ1y 

(mm) 

2109 589 1200 320 1525 1112 1008 728 

 

ℓ2x 

(mm) 

ℓ2y 

(mm) 

ℓgx 

(mm) 

ℓgx′ 

(mm) 

ℓgy 

(mm) 

ℓgy′ 

(mm) 

ℓH 

(mm) 

ℓV 

(mm) 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

70 70 539 539 399 399 1054 938 1.93×105 7.42×104 

 

AH 

(mm2) 

IH 

(mm4) 

IV 

(mm4) 

h 

(mm) 

n 

(-) 

ni1 

(-) 

ni2 

(-) 

A 

(mm2) 

κ 

(-) 

Ab (M20) 

(mm2) 

F (N/mm2) 

ⅣAS ⅢAS 

840 2.36×106 6.57×105 704.6 4 2 2 717.8 0.488 314.2 205 205 

図-3-4-6-2.4 ラックの荷重

説明図 
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6. 計算数値 

6.1. 許容応力状態ⅣAS 

6.1.1. 基礎ボルトの応力 

地震の種類 Ss 

応力の種類 引張応力 せん断応力 

基礎ボルト 
X方向 σb = 89 

τb = 28 
Y方向 σb = 105 

 

6.2. 許容応力状態ⅢAS 

6.2.1. 基礎ボルトの応力 

地震の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張応力 せん断応力 

基礎ボルト 
X方向 σb = 41 

τb = 17 
Y方向 σb = 50 

 

7. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せを考慮するため、水平地震

による応力を 1.42倍している。 

表-3-4-6-2.1 評価結果 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
材料 応力の種類 

算出応力 
許容応力 

X方向 Y方向 

ⅣAS SUS304 基礎ボルト 
引張 σb = 105 σb = 127 fts = 150 

せん断 τb = 40 fsb = 118 

ⅢAS SUS304 基礎ボルト 
引張 σb = 51 σb = 64 fts = 153 

せん断 τb = 25 fsb = 118 

 

 





 

 

 

 

 

３－４－６－３．使用済燃料貯蔵ラック B 型の 

耐震強度評価
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1. 一般事項 

本報告書は、使用済燃料貯蔵ラック(B型)（以下、これを「ラック」という。）の耐

震強度についての計算方法と計算結果を示す。 

 

1.1. 計算条件 

(1) ラックは自立型であり、使用済燃料プールの底部に基礎ボルトで固定されるもの

（耐震クラス：S）について評価を行う。 

(2) 地震力は、ラックに対して水平方向及び鉛直方向から作用するものとする。 

(3) ラックはステンレス鋼製の角管より構成され、使用済燃料を 66体貯蔵するものと

する。 

(4) ラック内に含まれる水の重量と外部流体による付加質量を考慮する。 

 

1.2. 設計降伏点及び設計引張強さ 

本計算書で使用する材料の最高使用温度における設計降伏点及び設計引張強さを以

下に示す。 

 

材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

SUS304 

SUS304TP 

40℃ 205 － 

43℃ 203 515 
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1.3. 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

A 溝型鋼の断面積 mm2 

Ab 基礎ボルトの呼び径における軸断面積(M20) mm2 

AjH 角管のせん断断面積(j=1,2) mm2 

CH 水平方向設計震度 ― 

CV 鉛直方向設計震度 ― 

E 角管及び溝形鋼の縦弾性係数 N/mm2 

F 「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F値 N/mm2 

Fi ラックベース基部に働くせん断力(i=x,y) N 

fsb せん断力のみを受ける基礎ボルトの許容せん断応力 N/mm2 

ft0 引張力のみを受ける基礎ボルトの許容引張応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受ける基礎ボルトの許容引張応力 N/mm2 

G 角管のせん断弾性係数 N/mm2 

h 運転時のラック重心高さ mm 

IjH 角管の断面二次モーメント(j=1,2) mm4 

IV 溝形鋼の断面二次モーメント mm4 

ℓgi, ℓgi′ ラックベース端から重心までの距離(i=x,y) mm 

ℓ1i、ℓ2i ラックベース端から基礎ボルトまでの距離(i=x,y) mm 

ℓjH ベース頂部から角管頂部までの距離(j=1,2) mm 

ℓV 基礎ボルト間の距離(長辺方向) mm 

Mi ラックベース基部の転倒モーメント(i=x,y) N ⋅ mm 

n 基礎ボルトの全本数 ― 

n1i、n2i 各部の基礎ボルトの本数(i=x,y) ― 

P1i、P2i 基礎ボルトの引張力(i=x,y) N 

Ss 基準地震動 Ss により求まる地震力 ― 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

TH 水平方向の固有周期 s 

TV 鉛直方向の固有周期 s 

W 使用済燃料貯蔵時のラックの全重量 kg 

Wf 使用済燃料の重量 kg 

Wr ラックの重量 kg 

Ww ラックに含まれる水の重量 kg 

WwH □94×94×5 の断面のラックに対する外部流体の付加重量(水平) kg 

WwV 外部流体としての水の重量（鉛直） kg 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

W′ □155×155×5の断面のラックの負担重量 kg 

WwH
′  □155×155×5の断面のラックに対する外部流体の付加重量(水平) kg 

σb 基礎ボルトに生じる引張応力 N/mm2 

τb 基礎ボルトに生じるせん断応力 N/mm2 

κ せん断断面係数 N/mm2 

  



添 3-4-6-3-4 

2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 仮定 

a.  ラックの重量は、使用済燃料 66 体の重量、ラックの重量及びラックに含まれる水

の重量を考慮した値とする。 

b.  水平方向の変形モードは、下記の断面形状毎の負担重量より、それぞれベース頂部

を固定とした片持梁として曲げ及びせん断変形を考慮する。 

• □94×94×5の断面のラックは、64本の角管が重量を均等に負担するものとする。 

• □155×155×5の断面のラックは、角管 1本あたりの重量を考慮する。 

なお安全側の検討として、上記のうち、負担重量を梁先端に載荷したときの固有

周期が長い値を採用した。 

c.  鉛直方向の変形モードは、ベースに使用されている長辺方向 2本の溝形鋼(C80×40

×5)が重量を均等に負担するものとし、基礎ボルトを支持点とする単純梁として曲げ

及びせん断変形を考慮する。 

(2) 計算モデル 

上記仮定による計算モデルを図-3-4-6-3.1，図-3-4-6-3.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-4-6-3.1 水平方向の固有周期計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4-6-3.2 鉛直方向の固有周期計算モデル 
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(3) 固有周期 

a.  水平方向の固有周期 

□94×94×5と□155×155×5のうち、固有周期の長い数値で評価を行う。 

□94×94×5の水平方向の固有周期は次式で求められる。 

TH = 2π√
(W + WwH) 64⁄

1000
(

ℓ1H
3

3E ⋅ I1H
+

ℓ1H

G ⋅ A1H
)

□155×155×5の水平方向の固有周期は次式で求められる。 

TH = 2π√
(W′ + W′wH) 4⁄

1000
(

ℓ2H
3

3E ⋅ I2H
+

ℓ2H

G ⋅ A2H
)

 

b.  鉛直方向の固有周期 

鉛直方向の固有周期は次式で求められる。 

TV = 2π√

W + WwV

2ℓV
⋅ ℓV

1000
(

ℓV
3

π4E ⋅ IV
+

ℓV

π2E ⋅ A
+

ℓV

π2G ⋅ κA
)
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 基礎ボルトの応力 

(1) 荷重 

ラックの荷重状態を図に示す。 

 

図-3-4-6-3.3 ラックの荷重状態 

 

ラックの全重量 Wは、次式により求める。 

W = Wr + Wf + Ww

 

ベース基部に働くせん断力 Fi及び転倒モーメント Miは次式により求める。 

Fi = CH ⋅ (W + WwH + W′wH) ⋅ g

(i＝x,y) 

Mi = Fi ⋅ h

(i＝x,y) 

  

ℓgi, ℓgi′ 
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(2) せん断応力 

せん断力 Fiにより基礎ボルトに生じるせん断応力τbは、次式により求める。 

τb =
Fi

n ⋅ Ab
 

(i＝x,y) 

(3) 引張応力 

図において支点周りのモーメントの平衡によりラックの基礎ボルト 1 本あたりの引

張力 P1i,P2iを求める。 

引張力 P1i＞P2iの関係にあるので、P1iのみを次式より求める。 

【絶対値和法】 

P1i = MAX[
ℓ1i{Mi − (W − CV ⋅ (W + WwV)) ⋅ g ⋅ ℓgi}

n1i ⋅ ℓ1i
2 + n2i ⋅ ℓ2i

2 , 

      
ℓ1i{Mi − (W − CV ⋅ (W + WwV)) ⋅ g ⋅ ℓgi′}

n1i ⋅ ℓ1i
2 + n2i ⋅ ℓ2i

2 ]

(i＝x,y) 

 

【SRSS法】 

P1i = MAX

[
 
 
 
 ℓ1i {√Mi

2 + (CV ⋅ (W + WwV) ⋅ g ⋅ ℓgi)
2
− W ⋅ g ⋅ ℓgi}

n1i ⋅ ℓ1i
2 + n2i ⋅ ℓ2i

2 , 

      

ℓ1i {√Mi
2 + (CV ⋅ (W + WwV) ⋅ g ⋅ ℓgi)

2
− W ⋅ g ⋅ ℓgi′}

n1i ⋅ ℓ1i
2 + n2i ⋅ ℓ2i

2

]
 
 
 
 

(i＝x,y) 

 

 

ここで、P1iの値が負となった場合は、引張力が生じないので以後の引張応力の計算

は省略する。したがって、P1iにより基礎ボルトに生じる引張応力σbは、次式により

求める。 

σb =
P1i

Ab

(i＝x,y) 
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3. 評価方法 

3.1. 解析方法 

2.1 項で求めた固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する説

明書」に基づき解析方法の決定を行う。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 基礎ボルトの応力評価 

2.2.1項で求めた基礎ボルトの引張応力σbは、下記 2式より求めた許容引張応力 fts

以下であること。 

せん断応力τbは、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb以下であること。 

fts = 1.4ft0 − 1.6τb

fts ≤ ft0

 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ⅣＡＳ 

ⅢＡＳ 
1.5 (

F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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4. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ（ｍ） 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震力 

最高使用 

温度(℃) 

使用済燃料 

貯蔵ラック B型 
S 

原子炉建家(注) 

1FL±0 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 43 

20.9 13.5 CH＝0.99 CV＝2.61 CH＝0.55 CV＝1.36 CH＝0.58 CV＝0.29 

注：使用済燃料貯蔵ラック B型の基準床レベルを示す。 

5. 機器要目 

W 

(kg) 

Wf 

(kg) 

Wr 

(kg) 

Ww 

(kg) 

WwH 

(kg) 

WwV 

(kg) 

W′ 

(kg) 

WwH
′  

(kg) 

ℓ1x 

(mm) 

ℓ1y 

(mm) 

2509 607 1510 392 1748 1373 392 167 1008 883 

 

 

       図 3-4-6-3.4 ラックの荷重説明図 

 

E 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

AjH 

(mm2) 

IjH 

(mm4) 

IV 

(mm4) 

n 

(-) 

n1i 

(-) 

n2i 

(-) 

A 

(mm2) 

κ 

(-) 

Ab (M20) 

(mm2) 

F (N/mm2) 

ⅣAS ⅢAS 

1.93×105 7.42×104 
840 

1450 

2.36×106 

1.13×107 
6.57×105 4 2 2 717.8 0.488 314.2 205 205 

※ℓjH、AjH、IjH、の上段は□94×94×5 の断面、下段は□155×155×5の断面の数値を示す。 

ℓ2x 

(mm) 

ℓ2y 

(mm) 

ℓgx 

(mm) 

ℓgx′ 

(mm) 

ℓgy 

(mm) 

ℓgy′ 

(mm) 

ℓjH 

(mm) 

ℓV 

(mm) 

h 

(mm) 

70 70 539 539 399 531 1054 
1350 938 787 
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6. 計算数値 

6.1. 許容応力状態ⅣAS 

本評価では水平地震動による応力と鉛直地震動による応力を SRSS法により組合せ

た。 

 

6.1.1. 基礎ボルトの応力 

地震の種類 Ss 

応力の種類 引張 せん断 

基礎ボルト 
X方向 σb = 79 

τb = 35 
Y方向 σb = 89 

 

6.2. 許容応力状態ⅢAS 

本評価では水平地震動による応力と鉛直地震動による応力を絶対値和法により組

合せた。 

 

6.2.1. 基礎ボルトの応力 

地震の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張 せん断 

基礎ボルト 
X方向 σb = 55 

τb = 20 
Y方向 σb = 62 

 

7. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せを考慮するため、水平地震

による応力を 1.42倍している。 

表-3-4-6-3.1 評価結果 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
材料 応力の種類 

算出応力 
許容応力 

X方向 Y方向 

ⅣAS SUS304 基礎ボルト 
引張 σb = 92 σb = 105 fts = 134 

せん断 τb = 50 fsb = 118 

ⅢAS SUS304 基礎ボルト 
引張 σb = 68 σb = 77 fts = 153 

せん断 τb = 29 fsb = 118 

 



 

 

 

３－４－７．その他試験研究用等原子炉の附属施設の

耐震強度評価 

 

 ３－４－７－１．ビームチューブ接続管の耐震強度 

評価
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

BTC-1G～6G ビームチューブ接続管 1G～6G B 

BTC-7R ビームチューブ接続管 7R B 

BTC-8T ビームチューブ接続管 8T B 

BTC-9C ビームチューブ接続管 9C B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 伸縮継手 
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(1) BTC-1G～6G 

  

ビームチューブ(1G～6G)に接続 

1FL 1300、1100 

261 

150 

261 



 

添 3-4-7-1-5 

(2) BTC-7R 

  

ビームチューブ(7R)に接続 

1FL 1300 

278 

175 

 

278 
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(3) BTC-8T 

  

ビームチューブ(8T)に接続 

1FL 1200 

259.5 

225 

 

259.5 
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(4) BTC-9C 

 

  

ビームチューブ(9C)に接続 

1FL 1200 

140 

250 

 

200 
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3. 設計条件 

3.1. BTC-1G～6G 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 165.2   

板厚(mm) 7.1   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 43   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 ヘリウムガス   

内部流体密度(ton/mm3) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm3) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 173   

設計引張強さ Su(N/mm2) 475   

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 1 次 173   

  

ビ
ー
ム
チ
ュ
ー
ブ 

(

１
Ｇ
～
６
Ｇ) 

P1 

評価点 1 評価点 4 評価点 2 評価点 3 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等の

区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等の

区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

3 (2) 2.10 － 

4 (9) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － フランジ 37.30  

2 － 伸縮継手 17.40  

3 － 伸縮継手 17.40  

4 － フランジ 37.30  

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 4,5,17,18 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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3.2. BTC-7R 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 216.3   

板厚(mm) 8.2   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 43   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 ヘリウムガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 173   

設計引張強さ Su 475   

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 1 次 173   

ビ
ー
ム
チ
ュ
ー
ブ 

(

７
Ｒ) 

P1 

評価点 1 評価点 4 
評価点 2 評価点 3 
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(2) 応力係数 

 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

3 (2) 2.10 － 

4 (9) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － フランジ 40.80  

2 － 伸縮継手 29.10  

3 － 伸縮継手 29.10  

4 － フランジ 40.80  

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 4,5,17,18 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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3.3. BTC-8T 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 303   

板厚(mm) 8   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 43   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 ヘリウムガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 173   

設計引張強さ Su 475   

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 1 次 173   

  

ビ
ー
ム
チ
ュ
ー
ブ 

(

８
Ｔ) 

P1 

評価点 1 評価点 4 評価点 2 評価点 3 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

3 (2) 2.10 － 

4 (9) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － フランジ 63.30  

2 － 伸縮継手 56.10  

3 － 伸縮継手 56.10  

4 － フランジ 63.30  

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 4,5,17,18 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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3.4. BTC-9C 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 438   

板厚(mm) 8   

材質 SUS304LTP   

ヤング率(N/mm2) 1.93×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 43   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 ヘリウムガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 173   

設計引張強さ Su 475   

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 1 次 173   

  

ビ
ー
ム
チ
ュ
ー
ブ 

(

９
Ｃ) 

P1 

評価点 1 評価点 4 評価点 2 評価点 3 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (9) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

3 (2) 2.10 － 

4 (9) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

1 － フランジ 194.60  

2 － 伸縮継手 95.20  

3 － 伸縮継手 95.20  

4 － フランジ 194.60  

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9 及び 

原子炉本体質点 4,5,17,18 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9 0.29 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) BTC-1G～6G 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 1703.0 6.5 6.5 

固有周期（s） 0.001 0.154 0.154 
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(2) BTC-7R 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 1569.1 3.2 3.2 

固有周期（s） 0.001 0.309 0.309 
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(3) BTC-8T 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 1409.6 4.1 4.1 

固有周期（s） 0.001 0.244 0.244 

 

 

 

  

X

Y

Z

V1
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(4) BTC-9C 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 1515.3 5.1 5.1 

固有周期（s） 0.001 0.195 0.195 

 

 

 

  

X

Y

Z

V1
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4.2. 結論 

4.2.1. BTC-1G～6G 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 2 2 － 5 173 

 

 

 

4.2.2. BTC-7R 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 3 一次応力 1 1 2 － 4 173 
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4.2.3. BTC-8T 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 3 一次応力 10 1 2 － 13 173 

 

 

 

4.2.4. BTC-9C 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 2 1 1 － 4 173 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. BTC-1G～6G 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 － 809 － － － 98235 

動的地震荷重 X 61 － － － 4 1 

動的地震荷重 Y － 280 182 － 45784 70769 

動的地震荷重 Z － 100 206 － 50924 24679 

静的地震荷重 X 193 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 235 － 28488 － 

4 

自重 － 517 － － － － 

動的地震荷重 X 61 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 207 135 － － － 

動的地震荷重 Z － 72 113 － － － 

静的地震荷重 X 193 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 150 － － － 
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4.3.2. BTC-7R 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 － 1105 － － － 148839 

動的地震荷重 X 103 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 389 38 － 7286 80422 

動的地震荷重 Z － 65 619 － 120695 12580 

静的地震荷重 X 262 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 321 － 43164 － 

4 

自重 － 698 － － － － 

動的地震荷重 X 103 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 331 34 － － － 

動的地震荷重 Z － 66 690 － － － 

静的地震荷重 X 262 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 203 － － － 
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4.3.3. BTC-8T 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 － 1784 － － － 208072 

動的地震荷重 X 186 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 906 378 － 31534 100450 

動的地震荷重 Z － 467 924 － 85454 38592 

静的地震荷重 X 271 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 321 － 37453 － 

4 

自重 － 1225 － － － － 

動的地震荷重 X 186 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 1312 660 － － － 

動的地震荷重 Z － 817 1607 － － － 

静的地震荷重 X 271 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 221 － － － 
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4.3.4. BTC-9C 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 － 3416 － － － 66901 

動的地震荷重 X 281 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 530 336 － 96804 160722 

動的地震荷重 Z － 335 688 － 184013 94979 

静的地震荷重 X 570 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 615 － 12042 － 

4 

自重 － 3058 － － － － 

動的地震荷重 X 301 － － － － － 

動的地震荷重 Y － 1781 993 － － － 

動的地震荷重 Z － 964 1728 － － － 

静的地震荷重 X 596 － － － － － 

静的地震荷重 Z － － 551 － － － 
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1. 一般事項 

本書は、前部水封用止板の耐震強度についての計算方法及び計算結果を示す。 

1.1. 計算条件 

(1) 前部水封用止板と原子炉プールライニングは、多数の取付ボルトにより固定され

ているものとする。 

(2) 地震力は、機器に対して水平方向及び鉛直方向に作用するものとする。 

(3) 前部水封用止板は動水圧(スロッシング荷重)を考慮した地震力に対し、それぞれ

評価を行う。 

 

1.2. 設計降伏点及び設計引張強さ 

本計算書で使用する材料の設計降伏点及び設計引張強さを以下に示す。 

(1) 容器 

材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

A6061FH-T6 225 253 

 

(2) 支持構造物 

材料 
設計降伏点 

Sy(N/mm2) 

設計引張強さ 

Su(N/mm2) 

SUS304 
40℃ 205 - 

43℃ 203 515 
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1.3. 記号の説明 

記 号 記 号 の 説 明 単 位 

A 中性子透過部のせん断断面積 mm2 

Ab 取付ボルトの呼び径における軸断面積 mm2 

A 中性子透過部の長辺の長さ mm 

B 中性子透過部の短辺の長さ mm 

CH 水平方向設計震度 ― 

Cv 鉛直方向設計震度 ― 

dc 取付ボルトのピッチ円径 mm 

E 縦弾性係数 N/mm2 

F 「添付書類 3-2．申請設備に係る耐震設計の基本方針」に示す F値 N/mm2 

fsb せん断力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力 N/mm2 

ft0 引張力のみを受ける取付ボルトの許容せん断応力 N/mm2 

fts 引張力とせん断力を同時に受ける取付ボルトの許容引張応力 N/mm2 

G 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

N 取付ボルトの本数 ― 

P 最高使用圧力 MPa 

Ps 動水圧 MPa 

Ss 地震力 ― 

Sa 中性子透過部の許容応力 N/mm2 

Su 設計引張強さ N/mm2 

Sy 設計降伏点 N/mm2 

T1 水平方向の固有周期 s 

T2 鉛直方向の固有周期 s 

t1 中性子透過部の厚さ mm 

W 前部水封用止板の重量 kg 

σ0 中性子透過部の組合せ一次一般膜応力 N/mm2 

σ2 中性子透過部の組合せ一次+二次応力 N/mm2 

σℓ0 中性子透過部の一次一般膜応力の和 N/mm2 

σℓ2 中性子透過部の一次+二次応力の和 N/mm2 

σx1 中性子透過部の最高使用圧力による膜応力 N/mm2 

σx2 中性子透過部の動水圧による膜応力 N/mm2 

σb 取付ボルトの引張応力 N/mm2 
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記 号 記 号 の 説 明 単 位 

τx1 中性子透過部の最高使用圧力によるせん断応力 N/mm2 

τx2 中性子透過部の動水圧によるせん断応力 N/mm2 

τb 取付ボルトのせん断応力 N/mm2 

Ν ポアソン比 ― 

β 参考文献[1]より求める値 ― 

λ2 振動モードによる係数 ― 

Γ 密度 kg/mm3 
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2. 計算方法 

2.1. 固有周期の計算方法 

(1) 仮定 

a.  変形モードは前部水封用止板を均一な厚さの円板と考えたときの曲げ変形を考慮

する。 

b.  前部水封用止板周辺は多数のボルトで固定されているため固定端とする。 

c.  前部水封用止板の厚さは中性子透過部の板厚が均一になっているものとする。 

d.  鉛直方向固有周期は中性子透過部の幅、板厚の断面をもった梁として軸変形を考慮

する。 

 

図-3-4-7-2.1 固有周期計算モデル 

(2) 計算モデル 

本機器は上記仮定により図-3-4-7-2.1に示すような周辺固定円板の振動モデルと

する。 

 

(3) 水平方向の固有周期 

水平方向の固有周期は次式により求める。 

TH =
π ⋅ dc

2

λ2 ⋅ t1

√
3(1 − ν2)γ

1000E

 

(4) 鉛直方向の固有周期 

鉛直方向の固有周期は次式により求める。 

Tv =
2π

λ′
√

W ⋅ dc

1000 ⋅ E ⋅ b ⋅ t1

 λ′ ：境界条件と振動モードから決まる係数 π (-)  
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2.2. 応力の計算方法 

2.2.1. 中性子透過部の応力 

中性子透過部の応力は、中性子透過部周辺を指示された均一な平板として計算する。 

(1) 内圧による応力 

内圧により中性子透過部に生じる膜応力及びせん断応力は次式により求める。 

σx1 =
β ⋅ P ⋅ b2

t1
2

τx1 =
P ⋅ a ⋅ b

A

※参考文献[1]より 

 

(2) 外圧による応力 

外圧により中性子透過部に生じる膜応力及びせん断応力はそれぞれ 2.2.1(1)の内

圧による応力と同様にして求める。 

前部水封用止板では、外圧より内圧の方が大きいため、外圧による応力の計算は省

力する。 

 

(3) 地震荷重による応力 

地震時水圧により中性子透過部に生じる膜応力及びせん断応力は、それぞれ

2.2.1(1)の内圧による応力と同様にして求める。 

σx2 =
β ⋅ Ps ⋅ b2

t1
2

τx2 =
Ps ⋅ a ⋅ b

A

※参考文献[1]より 

 

(4) 組合せ応力 

2.2.1(1)から 2.2.1(3)によって算出される中性子透過部の応力は、以下により組み

合わせる。 

a.  一次一般膜応力 

(a) 組合せ引張応力 

σℓ0 = σx1 + σx2

τℓ0 = τx1 + τx2

σ0 =
1

2
{σℓ0 + √σℓ0

2 + 4τℓ0
2}

一般膜応力+一次曲げ応力は一次一般膜応力と同じになるので省略することがで

きる。 
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b.  地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(a) 組合せ引張応力 

σℓ2 = σx2

τℓ2 = τx2

σ2 = σℓ2 + √σℓ2
2 + 4τℓ2

2

 

2.2.2. 取付ボルトの応力 

(1) せん断応力 

死荷重及び鉛直地震力によるせん断応力は、次式により求める。 

τb =
√(1 + Cv)2 + CH

2  W ⋅ g

n ⋅ Ab

(2) 引張応力 

水平地震力による引張応力は、次式により求める。 

σb =
CH ⋅ W ⋅ g

n ⋅ Ab
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3. 評価方法 

3.1. 解決方法 

2.1 項で求めた固有周期及びモデルの質点系から「添付書類 3-1．耐震性に関する説

明書」に基づき解析方法の決定を行う。 

 

3.2. 応力の評価 

3.2.1. 中性子透過部の応力評価 

(1) 2.2.1 項で求めた組合せ応力が、中性子透過部の最高使用温度における許容応力

Sa以下であること。 

 

 許容応力 Sa  
一次一般膜応力 

一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 
一次＋二次応力 

 許容応力状態  

ⅣＡＳ 0.6Su 算出応力が一次一

般膜応力と同じ値

であるので評価は

省略する。 

地震動のみによる

一次+二次応力の変

動値が設計降伏点

Syの 2倍以下であ

れば疲労解析は不

要とする。 

ⅢＡＳ MIN[Sy, 0.6Su] 

 

3.2.2. 取付ボルトの応力評価 

(1) 2.2.2 項で求めた取付ボルトの引張応力σbは、下記 2 式より求めた引張力とせん

断力を同時に受けるボルトの許容引張応力 fts以下であること。 

また、せん断応力τb は、せん断力のみを受けるボルトの許容せん断応力 fsb 以下

であること。 

fts = 1.4ft0 − 1.6τb

fts ≤ ft0

ただし、ft0，fsbは下表による。 

 

許容応力状態 許容引張応力 ft0 許容せん断応力 fsb 

ⅣＡＳ 

ⅢＡＳ 
1.5 (

F

2
) 1.5 (

F

1.5√3
) 
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4. 前部水封用止板(1G)～前部水封用止板(6G) 

4.1. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ（ｍ） 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震動 

前部水封

用止板

(1G) 

S 
原子炉建家(注) 

1FL+1.1，1.3 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

～ 

前部水封

用止板

(6G) 

770.1 2433.1 CH=1.05 CV=0.98 CH=0.59 CV=0.52 CH=0.58 CV=0.29 

注：前部水封用止板(1G)～(6G)の基準床レベルを示す。 

 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

内圧 0.09810 
43 

外圧 0.00147 
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4.2. 機器要目 

dc(mm) a(mm) b(mm) t1(mm) ν(-) γ(kg/mm2) E(N/mm2) λ2(-) W(kg) β(-) A(mm2) 
Ab(mm2) 

(M12) 

180 120 70 2.5 0.33 2.70×10-6 6.82×104 10.2 2.8 0.5467 950 113.1 

 

n(-) 
F(SUS304)(N/mm2) Ps(Ss)(注) 

(MPa) 

Ps(Sd)(注) 

(MPa) ⅣAS ⅢAS 

12 246 205 0.0274 0.0196 

注：原子炉プール水のスロッシングによる動水圧を用いた。 

「設工認（その 11）添付書類 3-2 原子炉本体の地震応答解析」参照。 
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4.3. 計算数値 

4.3.1. 許容応力状態ⅣＡＳ 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 43 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 12 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 56 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 12 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 25 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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4.3.2. 許容応力状態ⅢAS 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 43 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 9 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 53 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 9 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 19 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sd と静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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4.4. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の組合せを考慮するため、4.3項の値を 1.42

倍している。 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料応力 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 80 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 36 Sa = 450 

ⅢＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 76 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 27 Sa = 450 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 184 

せん断 τb = 2 fsb = 142 

ⅢＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 153 

せん断 τb = 2 fsb = 118 
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5. 前部水封用止板(7R) 

5.1. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ（ｍ） 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震動 

前部水封

用止板

(7R) 

S 
原子炉建家(注) 

1FL+1.3 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

606.4 2430.1 CH=1.05 CV=0.98 CH=0.59 CV=0.52 CH=0.58 CV=0.29 

注：前部水封用止板(7R)の基準床レベルを示す。 

 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

内圧 0.09810 

43 

外圧 0.00147 
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5.2. 機器要目 

dc(mm) a(mm) b(mm) t1(mm) ν(-) γ(kg/mm2) E(N/mm2) λ2(-) W(kg) β(-) A(mm2) 
Ab(mm2) 

(M16) 

240 160 95 3.5 0.33 2.70×10-6 6.82×104 10.2 4 0.5389 1785 201.1 

 

n(-) 
F(SUS304)(N/mm2) Ps(Ss)(注) 

(MPa) 

Ps(Sd)(注) 

(MPa) ⅣAS ⅢAS 

8 246 205 0.0274 0.0196 

注：原子炉プール水のスロッシングによる動水圧を用いた。 

 

 

 



 

添 3-4-7-2-15 

5.3. 計算数値 

5.3.1. 許容応力状態ⅣＡＳ 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 39 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 11 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 51 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 11 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 23 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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5.3.2. 許容応力状態ⅢAS 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 39 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 8 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 48 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 8 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 17 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sd と静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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5.4. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の組合せを考慮するため、5.3項の値を 1.42

倍している。 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料応力 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 73 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 33 Sa = 450 

ⅢＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 69 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 25 Sa = 450 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 184 

せん断 τb = 2 fsb = 142 

ⅢＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 153 

せん断 τb = 2 fsb = 118 
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6. 前部水封用止板(8T) 

6.1. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ（ｍ） 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震動 

前部水封

用止板

(8T) 

S 
原子炉建家(注) 

1FL+1.2 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

251.5 1053.2 CH=1.05 CV=0.98 CH=0.59 CV=0.52 CH=0.58 CV=0.29 

注：前部水封用止板(8T)の基準床レベルを示す。 

 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

内圧 0.09810 

43 

外圧 0.00147 
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6.2. 機器要目 

dc(mm) a(mm) b(mm) t1(mm) ν(-) γ(kg/mm2) E(N/mm2) λ2(-) W(kg) β(-) A(mm2) 
Ab(mm2) 

(M16) 

315 230 50 2.5 0.33 2.70×10-6 6.82×104 10.2 6.1 0.7450 1400 201.1 

 

n(-) 
F(SUS304)(N/mm2) Ps(Ss) (注) 

(MPa) 

Ps(Sd)(注) 

(MPa) ⅣAS ⅢAS 

8 246 205 0.0274 0.0196 

注：原子炉プール水のスロッシングによる動水圧を用いた。 
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6.3. 計算数値 

6.3.1. 許容応力状態ⅣＡＳ 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 30 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 9 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 40 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 9 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 19 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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6.3.2. 許容応力状態ⅢAS 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 30 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 6 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 37 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 6 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 13 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sd と静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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6.4. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の組合せを考慮するため、6.3項の値を 1.42

倍している。 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料応力 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 57 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 27 Sa = 450 

ⅢＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 53 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 19 Sa = 450 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 184 

せん断 τb = 2 fsb = 142 

ⅢＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 153 

せん断 τb = 2 fsb = 118 

 



 

添 3-4-7-2-23 

7. 前部水封用止板(9C) 

7.1. 設計条件 

機器名称 
耐震 

クラス 

据付場所及び 

床面高さ（ｍ） 

固有振動数 

(Hz) 
基準地震動 Ss 弾性設計用地震動 Sd 静的地震動 

前部水封

用止板

(9C) 

S 
原子炉建家(注) 

1FL+1.2 

水平 

方向 

鉛直 

方向 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

水平方向 

設計震度 

鉛直方向 

設計震度 

53.2 262.7 CH=1.05 CV=0.98 CH=0.59 CV=0.52 CH=0.58 CV=0.29 

注：前部水封用止板(9C)の基準床レベルを示す。 

 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

内圧 0.09810 

43 

外圧 0.00147 
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7.2. 機器要目 

dc(mm) a(mm) b(mm) t1(mm) ν(-) γ(kg/mm2) E(N/mm2) λ2(-) W(kg) β(-) A(mm2) 
Ab(mm2) 

(M16) 

685 150 50 2.5 0.33 2.70×10-6 6.82×104 10.2 45.1 0.7134 1000 201.1 

 

n(-) 
F(SUS304)(N/mm2) Ps(Ss)(注) 

(MPa) 

Ps(Sd)(注) 

(MPa) ⅣAS ⅢAS 

24 246 205 0.0274 0.0196 

注：原子炉プール水のスロッシングによる動水圧を用いた。 
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7.3. 計算数値 

7.3.1. 許容応力状態ⅣＡＳ 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 28 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 8 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 37 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 8 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 17 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Ss 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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7.3.2. 許容応力状態ⅢAS 

(1) 中性子透過部に生じる応力 

a.  中性子透過部に生じる一次一般膜応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

内圧による

応力 

膜 σx1 = 28 

せん断 τx1 = 1 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 6 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ0 = 35 

 

b.  中性子透過部に生じる地震動のみによる一次+二次応力の変動値 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sdと静的地震力の大きい方 

地震荷重に

よる応力 

膜 σx2 = 6 

せん断 τx2 = 1 

組合せ応力 σ2 = 13 

 

(2) 取付ボルトに生じる応力 

(単位：N/mm2) 

地震力の種類 Sd と静的地震力の大きい方 

応力の種類 引張 せん断 

取付ボルト σb = 1 τb = 1 
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7.4. 結論 

下表に示すように算出応力はすべて許容応力以下であり、強度は十分である。なお、

表の算出応力は水平 2方向及び鉛直方向の地震力の組合せを考慮するため、7.3項の

値を 1.42倍している。 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料応力 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 53 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 25 Sa = 450 

ⅢＡＳ 中性子透過部 A6061FH-T6 
一次一般膜 σ0 = 50 Sa = 151 

一次+二次 σ2 = 19 Sa = 450 

 

(単位：N/mm2) 

許容応力 

状態 
部材 材料 応力 算出応力 許容応力 

ⅣＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 184 

せん断 τb = 2 fsb = 142 

ⅢＡＳ 取付ボルト SUS304 
引張 σb = 2 fts = 153 

せん断 τb = 2 fsb = 118 
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1. 概要 

本計算書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 
耐震 

クラス 

EXP-HR-A-01 
重水タンク内照射筒（HR） から 原子炉プール貫通部アンカ まで 

（照射筒（HR）の第 4種管を含む） 
B 

EXP-HR-A-02 
重水タンク内照射筒（HR） から 原子炉プール貫通部アンカ まで 

（照射筒（HR）の第 4種管を含む） 
B 

EXP-HR-A-03 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-04 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-05 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-06 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-07 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-08 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-09 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-10 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-11 減衰タンクノズル から使用済燃料プール貫通部アンカ まで B 

EXP-HR-A-12 使用済燃料プール貫通部アンカ から 減衰タンクノズル まで B 

EXP-HR-A-13 使用済燃料プール貫通部アンカ から 減衰タンクノズル まで B 

EXP-HR-A-14 減衰タンクノズル から使用済燃料プール貫通部アンカ まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
拘束 
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(1) EXP-HR-A-01 

a.  全体図 
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b.  詳細図(1/4)  
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c.  詳細図(2/4）  
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d.  詳細図(3/4）  
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e.  詳細図(4/4)   
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(2) EXP-HR-A-02 

a.  全体図 
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b.  詳細図(1/4)  
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c.  詳細図(2/4)  
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d.  詳細図(3/4)  
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e.  詳細図(4/4)  
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(3) EXP-HR-A-03 
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(4) EXP-HR-A-04 
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(5) EXP-HR-A-05 

 

  

2255 

850 

2
50 

 

300 

EXP-HR-A-01（4/4） 

FL 5600 

450 
 

FL 5850 



 

添 3-4-7-3-17 

(6) EXP-HR-A-06 
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(7) EXP-HR-A-07 

 

  

550 

463 

5
50 

 

762 

500 

500 

 

FL 4200 

EXP-HR-A-02（1/4） 

FL 3650 

725 



 

添 3-4-7-3-19 

(8) EXP-HR-A-08 
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(9) EXP-HR-A-09 
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(10) EXP-HR-A-10 
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(11) EXP-HR-A-11 
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(12) EXP-HR-A-12 
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(13) EXP-HR-A-13 
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(14) EXP-HR-A-14 
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3. 設計条件 

3.1. EXP-HR-A-01 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 83.0 83.0(外)/46.7(内) 52.7 

板厚(mm) 5.0 5.0(外)/5.0(内) 8.0 

材質 A6063TE-T6 A6063S-T6 A6061FH-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.60×104 6.60×104 6.60×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 100 100 100 

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807 0.9807 

配管密度(ton/mm3) 2.69×10-9 2.69×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154 154 214 

設計引張強さ Su(N/mm2) 164 164 235 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154 154 214 

  

P1 

通過検出器 
(XE6107) 

P2 

P3 

P4 P5 

P6 

P7 

P8 P9 

32A×40A 

評価点 

7 

評価点 14 評価点 15 
評価点 

29 

評価点 

36 

評価点 42 

評価点 

86 

評価点 

168 

評価点 

90 

評価点 

169 

評価点 96 

評価点 

124 

評価点 

128 

評価点 

170 

評価点 134 
評価点 

166 

評価点 

87 

評価点 

125 

評価点 

167 

評価点 

33 

評価点 2 

P10 

評価点 171 評価点 1 

評価点 5 
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配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 52.7 42.7 41.0 

板厚(mm) 8.0 3.0 6.0 

材質 A5052TD-0 SUS304TP A6063TE-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.86×104 1.92×105 6.60×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.3 0.33 

最高使用温度(℃) 60 60 100 

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807 0.9807 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9 2.69×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 61 192 154 

設計引張強さ Su(N/mm2) 174 489 164 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 61 192 154 

  



 

添 3-4-7-3-28 

配管番号 P7 P8 P9 

外径(mm) 42.7 48.6 48.6 

板厚(mm) 6.0 6.0 3.0 

材質 A5052TD-0 A5052TD-0 SUS304TP 

ヤング率(N/mm2) 6.86×104 6.86×104 1.92×105 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.3 

最高使用温度(℃) 60 60 60 

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807 0.9807 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 2.68×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 61 61 192 

設計引張強さ Su(N/mm2) 174 174 489 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 61 61 192 

 



 

添 3-4-7-3-29 

配管番号 P10   

外径(mm) 46.7   

板厚(mm) 5.0   

材質 A6063BE-T6   

ヤング率(N/mm2) 6.60×104   

ポアソン比(-) 0.33   

最高使用温度(℃) 100   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154   

設計引張強さ Su(N/mm2) 164   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154  

 

  



 

添 3-4-7-3-30 

(2) 応力係数

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (4) 1.32 1.32 

6 (1) 1.00 － 

7 (9) 1.90 － 

8 (6) 0.17 － 

9 (6) 0.17 － 

10 (6) 0.17 － 

11 (6) 0.17 － 

12 (6) 0.17 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (9) 1.90 － 

15 (9) 2.10 － 

16 (6) 0.27 － 

17 (6) 0.27 － 

18 (6) 0.27 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (2) 2.10 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (6) 0.27 － 

27 (6) 0.27 － 

28 (6) 0.27 － 

29 (9) 2.10 － 

30 (6) 0.27 － 

31 (6) 0.27 － 

32 (6) 0.27 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (6) 0.73 － 

35 (6) 0.73 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (9) 1.90 － 

37 (3) 1.80 － 

38 (3) 1.80 － 

39 (6) 1.09 － 

40 (6) 1.09 － 

41 (6) 1.09 － 

42 (9) 2.10 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (2) 2.10 － 

46 (2) 2.10 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (2) 2.10 － 

49 (2) 2.10 － 

50 (2) 2.10 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (2) 2.10 － 

53 (2) 2.10 － 

54 (2) 2.10 － 

55 (1) 1.00 － 

56 (1) 1.00 － 

57 (1) 1.00 － 

58 (1) 1.00 － 

59 (1) 1.00 － 

60 (1) 1.00 － 

61 (2) 2.10 － 

62 (2) 2.10 － 

63 (2) 2.10 － 

64 (1) 1.00 － 

65 (2) 2.10 － 

66 (2) 2.10 － 

67 (2) 2.10 － 

68 (1) 1.00 － 

69 (1) 1.00 － 

70 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-7-3-31 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (1) 1.00 － 

72 (1) 1.00 － 

73 (1) 1.00 － 

74 (1) 1.00 － 

75 (1) 1.00 － 

76 (2) 2.10 － 

77 (2) 2.10 － 

78 (2) 2.10 － 

79 (2) 2.10 － 

80 (2) 2.10 － 

81 (2) 2.10 － 

82 (1) 1.00 － 

83 (1) 1.00 － 

84 (1) 1.00 － 

85 (1) 1.00 － 

86 (9) 2.10 － 

87 (2) 2.10 － 

88 (6) 0.73 － 

89 (6) 0.73 － 

90 (9) 1.90 － 

91 (3) 1.80 － 

92 (3) 1.80 － 

93 (6) 1.09 － 

94 (6) 1.09 － 

95 (6) 1.09 － 

96 (9) 2.10 － 

97 (1) 1.00 － 

98 (2) 2.10 － 

99 (2) 2.10 － 

100 (2) 2.10 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (1) 1.00 － 

103 (1) 1.00 － 

104 (2) 2.10 － 

105 (2) 2.10 － 

106 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

107 (1) 1.00 － 

108 (2) 2.10 － 

109 (2) 2.10 － 

110 (2) 2.10 － 

111 (1) 1.00 － 

112 (1) 1.00 － 

113 (1) 1.00 － 

114 (1) 1.00 － 

115 (2) 2.10 － 

116 (2) 2.10 － 

117 (2) 2.10 － 

118 (2) 2.10 － 

119 (2) 2.10 － 

120 (2) 2.10 － 

121 (1) 1.00 － 

122 (1) 1.00 － 

123 (1) 1.00 － 

124 (9) 2.10 － 

125 (2) 2.10 － 

126 (6) 0.73 － 

127 (6) 0.73 － 

128 (9) 1.90 － 

129 (3) 1.80 － 

130 (3) 1.80 － 

131 (6) 1.09 － 

132 (6) 1.09 － 

133 (6) 1.09 － 

134 (9) 2.10 － 

135 (1) 1.00 － 

136 (1) 1.00 － 

137 (2) 2.10 － 

138 (2) 2.10 － 

139 (2) 2.10 － 

140 (1) 1.00 － 

141 (1) 1.00 － 

142 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-7-3-32 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

143 (1) 1.00 － 

144 (2) 2.10 － 

145 (2) 2.10 － 

146 (2) 2.10 － 

147 (1) 1.00 － 

148 (2) 2.10 － 

149 (2) 2.10 － 

150 (2) 2.10 － 

151 (1) 1.00 － 

152 (1) 1.00 － 

153 (1) 1.00 － 

154 (1) 1.00 － 

155 (1) 1.00 － 

156 (1) 1.00 － 

157 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

158 (1) 1.00 － 

159 (2) 2.10 － 

160 (2) 2.10 － 

161 (2) 2.10 － 

162 (2) 2.10 － 

163 (2) 2.10 － 

164 (2) 2.10 － 

165 (1) 1.00 － 

166 (9) 2.10 － 

167 (2) 2.10 － 

168 (7) 2.00 － 

169 (7) 2.00 － 

170 (7) 2.00 － 

171 (1) 1.00 － 

172 (1) 1.00 － 

  



 

添 3-4-7-3-33 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

7 － フランジ 2.000 φ52.7 WN (アルミ) 

14 XE6107 
通過検出器+ 

フランジ 
14.600 32A WN (アルミ) 

15 XE6107 
通過検出器+ 

フランジ 
15.600 32A SO 

22 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

29 － フランジ 4.060 32A SO 

36 － フランジ 2.000 32A WN (アルミ) 

42 － フランジ×2 3.150 
40A WN (アルミ)+ 

40A SO 

86 － フランジ 4.300 40A SO 

90 － フランジ 2.000 32A WN (アルミ) 

96 － フランジ×2 3.150 
40A WN (アルミ)+ 

40A SO 

124 － フランジ 4.300 40A SO 

128 － フランジ 2.000 32A WN (アルミ) 

134 － フランジ×2 3.150 
40A WN (アルミ)+ 

40A SO 

166 － フランジ 4.300 40A SO 

171 － 照射筒受座 0.500 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 3,9,10 及び

原子炉本体質点

1,6,7,14,19,20 

－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9,10 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-7-3-34 

3.2. EXP-HR-A-02 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 83.0 83.0(外)/46.7(内) 52.7 

板厚(mm) 5.0 5.0(外)/5.0(内) 8.0 

材質 A6063TE-T6 A6063S-T6 A6061FH-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.60×104 6.60×104 6.60×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 100 100 100 

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807 0.9807 

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9 2.70×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154 154 214 

設計引張強さ Su(N/mm2) 164 164 235 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154 154 214 

  

通過検出器 
(XE6207) 

P2 

P3 

P4 P5 

P6 

P7 

P8 P9 

評価点 

8 

評価点 14 評価点 15 
評価点 

27 

評価点 

30 

評価点 

33 

評価点 37 

評価点 

159 

評価点 

70 

評価点 

71 

評価点 

74 

評価点 

160 

評価点 79 
評価点 

114 

評価点 

115 

評価点 

118 

評価点 

161 

評価点 124 

評価点 

157 

評価点 

158 

評価点 2 

P1 

評価点 162 

P10 

評価点 1 

評価点 6 

3.2×4 

32A×40A 

 



 

添 3-4-7-3-35 

配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 52.7 42.7 41.0 

板厚(mm) 8.0 3.0 6.0 

材質 A5052TD-0 SUS304TP A6063TE-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.86×104 1.92×105 6.60×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.3 0.33 

最高使用温度(℃) 60 60 100 

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807 0.9807 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 61 192 154 

設計引張強さ Su(N/mm2) 174 489 164 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 61 192 154 

  



 

添 3-4-7-3-36 

配管番号 P7 P8 P9 

外径(mm) 42.7 48.6 48.6 

板厚(mm) 6.0 6.0 3.0 

材質 A5052TD-0 A5052TD-0 SUS304TP 

ヤング率(N/mm2) 6.86×104 6.86×104 1.92×105 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.3 

最高使用温度(℃) 60 60 60 

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807 0.9807 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 2.68×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 水 水 水 

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 61 61 192 

設計引張強さ Su(N/mm2) 174 174 489 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 61 61 192 

 

  



 

添 3-4-7-3-37 

配管番号 P10   

外径(mm) 46.7   

板厚(mm) 5.0   

材質 A6063BE-T6   

ヤング率(N/mm2) 6.60×104   

ポアソン比(-) 0.33   

最高使用温度(℃) 100   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154   

設計引張強さ Su(N/mm2) 164   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154  

 

  



 

添 3-4-7-3-38 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (4) 1.32 1.32 

7 (1) 1.00 － 

8 (9) 2.10 － 

9 (6) 0.17 － 

10 (6) 0.17 － 

11 (6) 0.17 － 

12 (6) 0.17 － 

13 (6) 0.17 － 

14 (9) 1.90 － 

15 (9) 2.10 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (6) 0.27 － 

18 (6) 0.27 － 

19 (6) 0.27 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (2) 2.10 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (6) 0.27 － 

26 (6) 0.27 － 

27 (9) 2.10 － 

28 (6) 0.27 － 

29 (6) 0.27 － 

30 (2) 2.10 － 

31 (6) 0.73 － 

32 (6) 0.73 － 

33 (2) 1.90 － 

34 (3) 1.80 － 

35 (3) 1.80 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (6) 1.09 － 

37 (9) 2.10 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (2) 2.10 － 

40 (2) 2.10 － 

41 (2) 2.10 － 

42 (1) 1.00 － 

43 (1) 1.00 － 

44 (1) 1.00 － 

45 (1) 1.00 － 

46 (1) 1.00 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (2) 2.10 － 

49 (2) 2.10 － 

50 (2) 2.10 － 

51 (2) 2.10 － 

52 (2) 2.10 － 

53 (2) 2.10 － 

54 (1) 1.00 － 

55 (1) 1.00 － 

56 (1) 1.00 － 

57 (1) 1.00 － 

58 (1) 1.00 － 

59 (1) 1.00 － 

60 (1) 1.00 － 

61 (2) 2.10 － 

62 (2) 2.10 － 

63 (2) 2.10 － 

64 (2) 2.10 － 

65 (2) 2.10 － 

66 (2) 2.10 － 

67 (1) 1.00 － 

68 (1) 1.00 － 

69 (1) 1.00 － 

70 (9) 2.10 － 



 

添 3-4-7-3-39 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (2) 2.10 － 

72 (6) 0.73 － 

73 (6) 0.73 － 

74 (9) 1.90 － 

75 (3) 1.80 － 

76 (3) 1.80 － 

77 (6) 1.09 － 

78 (6) 1.09 － 

79 (9) 2.10 － 

80 (1) 1.00 － 

81 (2) 2.10 － 

82 (2) 2.10 － 

83 (2) 2.10 － 

84 (1) 1.00 － 

85 (1) 1.00 － 

86 (1) 1.00 － 

87 (1) 1.00 － 

88 (1) 1.00 － 

89 (2) 2.10 － 

90 (2) 2.10 － 

91 (2) 2.10 － 

92 (2) 2.10 － 

93 (2) 2.10 － 

94 (2) 2.10 － 

95 (1) 1.00 － 

96 (1) 1.00 － 

97 (1) 1.00 － 

98 (1) 1.00 － 

99 (1) 1.00 － 

100 (1) 1.00 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (2) 2.10 － 

103 (2) 2.10 － 

104 (2) 2.10 － 

105 (2) 2.10 － 

106 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

107 (2) 2.10 － 

108 (1) 1.00 － 

109 (1) 1.00 － 

110 (1) 1.00 － 

111 (1) 1.00 － 

112 (1) 1.00 － 

113 (1) 1.00 － 

114 (9) 2.10 － 

115 (2) 2.10 － 

116 (6) 0.73 － 

117 (6) 0.73 － 

118 (9) 1.90 － 

119 (3) 1.80 － 

120 (3) 1.80 － 

121 (3) 1.80 － 

122 (6) 1.09 － 

123 (6) 1.09 － 

124 (9) 2.10 － 

125 (1) 1.00 － 

126 (2) 2.10 － 

127 (2) 2.10 － 

128 (2) 2.10 － 

129 (1) 1.00 － 

130 (1) 1.00 － 

131 (1) 1.00 － 

132 (1) 1.00 － 

133 (1) 1.00 － 

134 (1) 1.00 － 

135 (2) 2.10 － 

136 (2) 2.10 － 

137 (2) 2.10 － 

138 (2) 2.10 － 

139 (2) 2.10 － 

140 (2) 2.10 － 

141 (1) 1.00 － 

142 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-7-3-40 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

143 (1) 1.00 － 

144 (1) 1.00 － 

145 (2) 2.10 － 

146 (2) 2.10 － 

147 (2) 2.10 － 

148 (2) 2.10 － 

149 (2) 2.10 － 

150 (2) 2.10 － 

151 (1) 1.00 － 

152 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

153 (1) 1.00 － 

154 (1) 1.00 － 

155 (1) 1.00 － 

156 (1) 1.00 － 

157 (2) 2.10 － 

158 (2) 2.10 － 

159 (7) 2.00 － 

160 (7) 2.00 － 

161 (7) 2.00 － 

162 (1) 1.00 － 

  



 

添 3-4-7-3-41 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 － フランジ 2.000 φ52.7 WN (アルミ) 

14 XE6207 
通過検出器+ 

フランジ 
14.600 32A WN (アルミ) 

15 XE6207 
通過検出器+ 

フランジ 
15.600 32A SO 

22 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

27 － フランジ 4.060 32A SO 

33 － フランジ 2.000 32A WN (アルミ) 

37 － フランジ 3.150 
40A WN (アルミ)+ 

40A SO 

70 － フランジ 4.300 40A SO 

74 － フランジ 2.000 32A WN (アルミ) 

79 － フランジ 3.150 
40A WN (アルミ)+ 

40A SO 

114 － フランジ 4.300 40A SO 

118 － フランジ 2.000 32A WN (アルミ) 

124 － フランジ 3.150 
40A WN (アルミ)+ 

40A SO 

157 － フランジ 4.300 40A SO 

162 － 照射筒受座 0.500 － 

  



 

添 3-4-7-3-42 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 3,9,10 及び

原子炉本体質点

1,6,7,14,19,20 

－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9,10 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-7-3-43 

3.3. EXP-HR-A-03 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 42.7   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 192   

設計引張強さ Su(N/mm2) 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192  

 

  

P1 

評価点 1 評価点 23 



 

添 3-4-7-3-44 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (6) 0.27 － 

9 (6) 0.27 － 

10 (6) 0.27 － 

11 (6) 0.27 － 

12 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (6) 0.27 － 

14 (6) 0.27 － 

15 (6) 0.27 － 

16 (6) 0.27 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (6) 0.27 － 

19 (6) 0.27 － 

20 (6) 0.27 － 

21 (6) 0.27 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

7 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

12 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

17 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-7-3-45 

3.4. EXP-HR-A-04 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

評価点 1 評価点 37 



 

添 3-4-7-3-46 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (5) 2.10 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (2) 2.10 － 

35 (1) 1.00 － 

36 (5) 2.10 － 

37 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-3-47 

3.5. EXP-HR-A-05 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

評価点 37 評価点 1 



 

添 3-4-7-3-48 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (5) 2.10 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (2) 2.10 － 

35 (5) 2.10 － 

36 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-3-49 

3.6. EXP-HR-A-06 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

評価点 35 評価点 1 



 

添 3-4-7-3-50 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (5) 2.10 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (2) 2.10 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (5) 2.10 － 

35 (2) 2.10 － 

 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-3-51 

3.7. EXP-HR-A-07 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 42.7   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

評価点 1 評価点 23 



 

添 3-4-7-3-52 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (6) 0.27 － 

9 (6) 0.27 － 

10 (6) 0.27 － 

11 (6) 0.27 － 

12 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (6) 0.27 － 

14 (6) 0.27 － 

15 (6) 0.27 － 

16 (6) 0.27 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (6) 0.27 － 

19 (6) 0.27 － 

20 (6) 0.27 － 

21 (6) 0.27 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (2) 2.10  

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

7 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

12 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

17 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-7-3-53 

3.8. EXP-HR-A-08 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

評価点 36 評価点 1 



 

添 3-4-7-3-54 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (5) 2.10 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (2) 2.10 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (5) 2.10 － 

36 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-3-55 

3.9. EXP-HR-A-09 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

評価点 1 評価点 35 



 

添 3-4-7-3-56 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (5) 2.10 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (2) 2.10 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (5) 2.10 － 

35 (2) 2.10 － 

 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.10. EXP-HR-A-10 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

 

P1 

評価点 1 評価点 36 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (5) 2.10 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (2) 2.10 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (5) 2.10 － 

36 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.11. EXP-HR-A-11 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

    

 

減
衰
タ
ン
ク 

P1 

KV6128 

評価点 1 

評価点 29 
評価点 16 

評価点 17 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (6) 2.47 － 

3 (6) 2.47 － 

4 (5) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (2) 2.10 2.10 

8 (2) 2.10 － 

9 (6) 1.89 － 

10 (6) 1.89 － 

11 (6) 1.89 － 

12 (6) 1.89 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (6) 2.47 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

15 (6) 2.47 － 

16 (2) 2.10 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (2) 2.10 － 

21 (2) 2.10 － 

22 (2) 2.10 － 

23 (2) 2.10 － 

24 (2) 2.10 － 

25 (2) 2.10 － 

26 (2) 2.10 － 

27 (2) 2.10 － 

28 (2) 2.10 － 

29 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

16 KV6128 弁+フランジ 5.150 40A SO 

17 KV6128 弁 3.000 － 

29 － フランジ 2.150 40A SO 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9,10 

0.32 0.27 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.12. EXP-HR-A-12 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 48.6 48.6  

板厚(mm) 3.0 3.7  

材質 SUS304TP SUS304TP  

ヤング率(N/mm2) 1.92×105 1.92×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 60 60  

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy 192 192  

設計引張強さ Su 489 489  

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192 192  

  

P1 

    
 

減
衰
タ
ン
ク 

P2 

評価点 1 

評価点 35 

評価点 37 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

3 (2) 2.10 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (2) 2.10 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (2) 2.10 － 

9 (2) 2.10 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (5) 2.10 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (2) 2.10 － 

35 (9) 2.10 － 

36 (2) 2.10 － 

37 (2) 2.10 － 

38 (2) 2.10 － 

39 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

35 － フランジ×2 4.300 40A SO 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 3,9,10 

0.32 0.27 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.13. EXP-HR-A-13 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2  

外径(mm) 48.6 48.6  

板厚(mm) 3.0 3.7  

材質 SUS304TP SUS304TP  

ヤング率(N/mm2) 1.92×105 1.92×105  

ポアソン比(-) 0.3 0.3  

最高使用温度(℃) 60 60  

最高使用圧力(MPa) 0.9807 0.9807  

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9  

内部流体種類 水 水  

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy 192 192  

設計引張強さ Su 489 489  

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192 192  

  

P1 

    
 

減
衰
タ
ン
ク 

P2 

評価点 1 

評価点 39 

評価点 43 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (2) 2.10 － 

3 (2) 2.10 － 

4 (2) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (2) 2.10 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (2) 2.10 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (2) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (2) 2.10 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (2) 2.10 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (1) 1.00 － 

34 (1) 1.00 － 

35 (1) 1.00 － 

36 (2) 2.10 － 

37 (2) 2.10 － 

38 (2) 2.10 － 

39 (9) 2.10 － 

40 (2) 2.10 － 

41 (2) 2.10 － 

42 (2) 2.10 － 

43 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

39 － フランジ×2 4.300 40A SO 
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(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.14. EXP-HR-A-14 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 48.6   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.92×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 60   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 水   

内部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 192   

設計引張強さ Su 489   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 192   

  

P1 

    

P1 

 

減
衰
タ
ン
ク 

KV6228 

評価点 1 

評価点 24 評価点 19 

評価点 25 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (6) 1.89 － 

3 (6) 1.89 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (6) 1.89 － 

6 (6) 1.89 － 

7 (2) 2.10 － 

8 (2) 2.10 2.10 

9 (2) 2.10 － 

10 (6) 2.47 － 

11 (6) 2.47 － 

12 (6) 2.47 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (6) 2.47 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (6) 2.47 － 

18 (6) 2.47 － 

19 (9) 2.10 － 

20 (2) 2.10 － 

21 (2) 2.10 － 

22 (2) 2.10 － 

23 (2) 2.10 － 

24 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

19 KV6228 弁+フランジ 5.150 40A SO 

24 － フランジ 2.150 40A SO 

25 KV6228 弁 3.000 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 3,9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) EXP-HR-A-01 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 7.9 30.8 8.6 

固有周期（s） 0.127 0.032 0.117 
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(2) EXP-HR-A-02 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 14.2 19.3 8.3 

固有周期（s） 0.070 0.052 0.120 
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(3) EXP-HR-A-03 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 68.9 15.5 19.4 

固有周期（s） 0.015 0.064 0.052 
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(4) EXP-HR-A-04 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 49.9 12.9 11.1 

固有周期（s） 0.020 0.077 0.090 
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(5) EXP-HR-A-05 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 77.8 14.9 12.8 

固有周期（s） 0.013 0.067 0.078 
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(6) EXP-HR-A-06 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 89.3 16.5 13.1 

固有周期（s） 0.011 0.061 0.076 
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(7) EXP-HR-A-07 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 673.1 15.6 18.8 

固有周期（s） 0.002 0.064 0.053 
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(8) EXP-HR-A-08 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 50.6 13.6 11.3 

固有周期（s） 0.020 0.074 0.088 
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(9) EXP-HR-A-09 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 89.3 16.5 13.1 

固有周期（s） 0.011 0.061 0.076 
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(10) EXP-HR-A-10 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 50.6 13.6 11.3 

固有周期（s） 0.020 0.074 0.088 
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(11) EXP-HR-A-11 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 25.2 124.2 22.1 

固有周期（s） 0.040 0.008 0.045 
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(12) EXP-HR-A-12 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 48.5 30.3 23.4 

固有周期（s） 0.021 0.033 0.043 
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(13) EXP-HR-A-13 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 44.5 27.1 17.5 

固有周期（s） 0.022 0.037 0.057 
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(14) EXP-HR-A-14 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 27.9 122.3 17.4 

固有周期（s） 0.036 0.008 0.057 

 

  



 

添 3-4-7-3-83 

4.2. 結論 

4.2.1. EXP-HR-A-01 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 96 一次応力 4 6 27 - 37 61 

 

 

 

4.2.2. EXP-HR-A-02 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 14 一次応力 2 8 13 - 23 61 

 

  



 

添 3-4-7-3-84 

4.2.3. EXP-HR-A-03 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 27 27 － 58 192 

 

 

 

4.2.4. EXP-HR-A-04 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 37 69 － 110 192 

 

  



 

添 3-4-7-3-85 

4.2.5. EXP-HR-A-05 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 32 55 － 91 192 

 

 

 

4.2.6. EXP-HR-A-06 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 30 48 － 82 192 

 

  



 

添 3-4-7-3-86 

4.2.7. EXP-HR-A-07 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 27 27 － 58 192 

 

 

 

4.2.8. EXP-HR-A-08 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 35 63 － 102 192 

 

  



 

添 3-4-7-3-87 

4.2.9. EXP-HR-A-09 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 30 48 － 82 192 

 

 

 

4.2.10. EXP-HR-A-10 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 4 35 63 － 102 192 

 

  



 

添 3-4-7-3-88 

4.2.11. EXP-HR-A-11 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 14 一次応力 4 2 9 － 15 192 

 

 

 

4.2.12. EXP-HR-A-12 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 37 一次応力 4 23 7 － 34 192 

 

  



 

添 3-4-7-3-89 

4.2.13. EXP-HR-A-13 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 43 一次応力 4 28 12 － 44 192 

 

 

 

4.2.14. EXP-HR-A-14 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 17 一次応力 4 2 16 － 22 192 

 

 



 

添 3-4-7-3-90 

4.3. 拘束点反力 

4.3.1. EXP-HR-A-01 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 6 － 2 － － － 

動的地震荷重 X 83 － 43 － － － 

動的地震荷重 Y 14 － 15 － － － 

動的地震荷重 Z 33 － 65 － － － 

静的地震荷重 X 7 － 5 － － － 

静的地震荷重 Z 11 － 8 － － － 

5 

自重 73 783 22 － － － 

動的地震荷重 X 442 89 150 － － － 

動的地震荷重 Y 42 77 45 － － － 

動的地震荷重 Z 144 55 197 － － － 

静的地震荷重 X 451 82 91 － － － 

静的地震荷重 Z 20 12 258 － － － 

19 

自重 － 277 42 － － － 

動的地震荷重 X － 47 96 － － － 

動的地震荷重 Y － 71 38 － － － 

動的地震荷重 Z － 41 231 － － － 

静的地震荷重 X － 4 22 － － － 

静的地震荷重 Z － 10 154 － － － 

33 

自重 69 70 4 1075 2577 23907 

動的地震荷重 X 88 24 33 7798 18141 14300 

動的地震荷重 Y 51 32 22 2812 9578 17041 

動的地震荷重 Z 78 21 72 18106 41369 17760 

静的地震荷重 X 231 11 6 2484 3591 12218 

静的地震荷重 Z 13 6 19 3694 889 2715 

57 

自重 － 231 28 － － － 

動的地震荷重 X － 89 71 － － － 

動的地震荷重 Y － 39 40 － － － 

動的地震荷重 Z － 85 102 － － － 

静的地震荷重 X － 54 45 － － － 

静的地震荷重 Z － 8 101 － － － 

  



 

添 3-4-7-3-91 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

83 

自重 － 303 45 － － － 

動的地震荷重 X － 52 55 － － － 

動的地震荷重 Y － 124 53 － － － 

動的地震荷重 Z － 82 143 － － － 

静的地震荷重 X － 9 25 － － － 

静的地震荷重 Z － 16 116 － － － 

87 

自重 － 53 26 10876 6647 21929 

動的地震荷重 X 48 26 39 7100 10061 6693 

動的地震荷重 Y 25 63 32 6657 8106 16229 

動的地震荷重 Z 42 41 82 9006 21263 10529 

静的地震荷重 X 105 10 26 1811 6616 2601 

静的地震荷重 Z 4 6 18 3301 7931 1550 

102 

自重 － 214 19 － － － 

動的地震荷重 X － 256 47 － － － 

動的地震荷重 Y － 32 13 － － － 

動的地震荷重 Z － 49 26 － － － 

静的地震荷重 X － 86 18 － － － 

静的地震荷重 Z － 11 79 － － － 

122 

自重 － 150 34 － － － 

動的地震荷重 X － 232 83 － － － 

動的地震荷重 Y － 39 37 － － － 

動的地震荷重 Z － 35 69 － － － 

静的地震荷重 X － 79 18 － － － 

静的地震荷重 Z － 4 98 － － － 

125 

自重 1 28 19 865 5445 2127 

動的地震荷重 X 150 43 59 9545 17332 12687 

動的地震荷重 Y 12 18 20 1555 5808 4940 

動的地震荷重 Z 21 11 47 6049 13497 3164 

静的地震荷重 X 130 13 14 2389 3995 3776 

静的地震荷重 Z 3 3 13 2266 7868 668 

  



 

添 3-4-7-3-92 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

141 

自重 － 144 10 － － － 

動的地震荷重 X － 83 98 － － － 

動的地震荷重 Y － 19 30 － － － 

動的地震荷重 Z － 32 76 － － － 

静的地震荷重 X － 52 53 － － － 

静的地震荷重 Z － 4 117 － － － 

165 

自重 － 336 9 － － － 

動的地震荷重 X － 31 26 － － － 

動的地震荷重 Y － 57 29 － － － 

動的地震荷重 Z － 117 76 － － － 

静的地震荷重 X － 14 14 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 74 － － － 

167 

自重 4 31 4 12752 984 16127 

動的地震荷重 X 41 41 18 9398 4658 10656 

動的地震荷重 Y 15 25 14 5106 3367 6139 

動的地震荷重 Z 24 48 32 16348 7799 12375 

静的地震荷重 X 95 32 15 218 3772 8255 

静的地震荷重 Z 3 3 15 10553 432 680 

  



 

添 3-4-7-3-93 

4.3.2. EXP-HR-A-02 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 14 － 2 － － － 

動的地震荷重 X 19 － 19 － － － 

動的地震荷重 Y 12 － 24 － － － 

動的地震荷重 Z 30 － 112 － － － 

静的地震荷重 X 48 － 2 － － － 

静的地震荷重 Z 10 － 8 － － － 

6 

自重 121 643 32 － － － 

動的地震荷重 X 51 72 79 － － － 

動的地震荷重 Y 42 106 100 － － － 

動的地震荷重 Z 99 263 428 － － － 

静的地震荷重 X 103 38 31 － － － 

静的地震荷重 Z 40 206 383 － － － 

20 

自重 － 215 56 － － － 

動的地震荷重 X － 18 29 － － － 

動的地震荷重 Y － 39 46 － － － 

動的地震荷重 Z － 67 221 － － － 

静的地震荷重 X － 6 8 － － － 

静的地震荷重 Z － 16 133 － － － 

30 

自重 121 70 11 4524 6954 21767 

動的地震荷重 X 46 14 17 1851 7370 5731 

動的地震荷重 Y 43 25 20 3883 10353 11064 

動的地震荷重 Z 47 27 71 19515 43270 17298 

静的地震荷重 X 193 5 2 1150 906 6260 

静的地震荷重 Z 1 7 16 5931 2474 4343 

38 

自重 1 122 － － － － 

動的地震荷重 X 118 23 － － － － 

動的地震荷重 Y 54 35 － － － － 

動的地震荷重 Z 59 75 － － － － 

静的地震荷重 X 155 14 － － － － 

静的地震荷重 Z 10 68 － － － － 

  



 

添 3-4-7-3-94 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

46 

自重 － 156 13 － － － 

動的地震荷重 X － 21 37 － － － 

動的地震荷重 Y － 18 28 － － － 

動的地震荷重 Z － 53 168 － － － 

静的地震荷重 X － 10 16 － － － 

静的地震荷重 Z － 21 102 － － － 

67 

自重 － 334 15 － － － 

動的地震荷重 X － 203 51 － － － 

動的地震荷重 Y － 89 38 － － － 

動的地震荷重 Z － 76 108 － － － 

静的地震荷重 X － 37 10 － － － 

静的地震荷重 Z － 21 92 － － － 

71 

自重 5 49 8 9173 1908 20744 

動的地震荷重 X 57 103 29 4333 7528 26990 

動的地震荷重 Y 24 44 20 3779 5033 11392 

動的地震荷重 Z 28 41 33 27284 8479 10575 

静的地震荷重 X 90 28 11 1173 2752 7193 

静的地震荷重 Z 4 6 1 8189 3246 1571 

80 

自重 16 112 － － － － 

動的地震荷重 X 86 43 － － － － 

動的地震荷重 Y 63 57 － － － － 

動的地震荷重 Z 53 168 － － － － 

静的地震荷重 X 149 12 － － － － 

静的地震荷重 Z 12 79 － － － － 

88 

自重 － 267 16 － － － 

動的地震荷重 X － 66 34 － － － 

動的地震荷重 Y － 57 35 － － － 

動的地震荷重 Z － 89 81 － － － 

静的地震荷重 X － 1 13 － － － 

静的地震荷重 Z － 22 87 － － － 

  



 

添 3-4-7-3-95 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

111 

自重 － 228 31 － － － 

動的地震荷重 X － 125 128 － － － 

動的地震荷重 Y － 78 82 － － － 

動的地震荷重 Z － 96 196 － － － 

静的地震荷重 X － 17 20 － － － 

静的地震荷重 Z － 33 137 － － － 

115 

自重 7 26 20 3867 5100 14766 

動的地震荷重 X 65 75 86 5719 22418 19603 

動的地震荷重 Y 35 46 52 3378 13599 11624 

動的地震荷重 Z 35 55 106 7571 27688 14366 

静的地震荷重 X 102 15 21 1141 5349 3929 

静的地震荷重 Z 4 15 35 1642 12367 3920 

125 

自重 3 137 － － － － 

動的地震荷重 X 35 37 － － － － 

動的地震荷重 Y 33 32 － － － － 

動的地震荷重 Z 56 110 － － － － 

静的地震荷重 X 127 9 － － － － 

静的地震荷重 Z 16 59 － － － － 

134 

自重 － 225 11 － － － 

動的地震荷重 X － 18 16 － － － 

動的地震荷重 Y － 33 16 － － － 

動的地震荷重 Z － 31 34 － － － 

静的地震荷重 X － 4 8 － － － 

静的地震荷重 Z － 3 67 － － － 

154 

自重 － 109 22 － － － 

動的地震荷重 X － 15 65 － － － 

動的地震荷重 Y － 14 41 － － － 

動的地震荷重 Z － 29 126 － － － 

静的地震荷重 X － 3 7 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 110 － － － 

  



 

添 3-4-7-3-96 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

158 

自重 3 47 13 1480 3795 3595 

動的地震荷重 X 24 8 36 2157 10549 2029 

動的地震荷重 Y 11 10 24 1737 6757 2145 

動的地震荷重 Z 24 14 73 4810 21296 3582 

静的地震荷重 X 96 1 9 704 2545 33 

静的地震荷重 Z 1 3 22 3343 10522 698 

  



 

添 3-4-7-3-97 

4.3.3. EXP-HR-A-03 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 45 110 3 3321 2175 59289 

動的地震荷重 X 14 13 8 1013 4554 8452 

動的地震荷重 Y 35 58 32 4014 20800 40165 

動的地震荷重 Z 46 44 30 2422 19478 27948 

静的地震荷重 X 52 4 2 573 1196 953 

静的地震荷重 Z 39 10 36 711 18168 3358 

23 

自重 45 85 3 30384 15851 36806 

動的地震荷重 X 12 13 12 5549 4851 6612 

動的地震荷重 Y 30 55 35 25363 21373 31183 

動的地震荷重 Z 39 33 33 15056 13141 18553 

静的地震荷重 X 28 4 2 2213 6946 2266 

静的地震荷重 Z 39 10 44 4480 7044 4791 

 

  



 

添 3-4-7-3-98 

4.3.4. EXP-HR-A-04 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 158 162 6 3354 6375 106253 

動的地震荷重 X 28 21 20 2277 16826 16552 

動的地震荷重 Y 172 110 95 9586 81946 86897 

動的地震荷重 Z 190 138 127 13647 111052 112408 

静的地震荷重 X 82 4 1 247 1274 611 

静的地震荷重 Z 52 4 59 3508 40446 759 

37 

自重 158 133 6 56272 65513 39527 

動的地震荷重 X 24 20 16 9405 12728 7168 

動的地震荷重 Y 185 71 79 34762 63810 34742 

動的地震荷重 Z 207 95 105 48144 83957 46947 

静的地震荷重 X 39 4 1 1663 13551 2110 

静的地震荷重 Z 52 4 63 3464 1143 2432 

 

  



 

添 3-4-7-3-99 

4.3.5. EXP-HR-A-05 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 216 158 4 1396 3894 93358 

動的地震荷重 X 20 10 11 1043 8260 5552 

動的地震荷重 Y 217 114 57 4491 46309 78049 

動的地震荷重 Z 106 79 141 12420 117170 60810 

静的地震荷重 X 58 2 1 136 889 6 

静的地震荷重 Z 38 4 56 2800 36494 3 

36 

自重 216 112 4 29929 56841 38966 

動的地震荷重 X 19 8 10 2428 6690 2503 

動的地震荷重 Y 224 54 48 15135 48721 30140 

動的地震荷重 Z 111 54 118 21236 82350 30547 

静的地震荷重 X 53 2 1 542 12906 1082 

静的地震荷重 Z 38 4 55 2424 13489 2104 

 

  



 

添 3-4-7-3-100 

4.3.6. EXP-HR-A-06 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 247 159 4 1505 4373 85551 

動的地震荷重 X 25 11 12 1436 8467 6649 

動的地震荷重 Y 232 109 42 4344 32323 66812 

動的地震荷重 Z 86 59 132 15678 106618 43302 

静的地震荷重 X 53 2 1 157 953 554 

静的地震荷重 Z 35 3 56 4019 36006 972 

35 

自重 247 110 4 29433 64739 36018 

動的地震荷重 X 26 9 10 2720 7850 2961 

動的地震荷重 Y 244 54 35 14903 53504 27611 

動的地震荷重 Z 92 42 110 17955 75463 22728 

静的地震荷重 X 58 2 1 511 14123 1123 

静的地震荷重 Z 35 3 55 2501 13649 1962 
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4.3.7. EXP-HR-A-07 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 27 105 2 3038 543 57847 

動的地震荷重 X 16 11 8 744 4524 7042 

動的地震荷重 Y 25 63 22 3300 14271 44869 

動的地震荷重 Z 62 40 40 1161 25864 23619 

静的地震荷重 X 53 4 2 519 1084 1270 

静的地震荷重 Z 39 10 36 150 18176 4224 

23 

自重 27 90 2 32313 10270 39776 

動的地震荷重 X 13 11 11 4393 3168 5309 

動的地震荷重 Y 20 65 26 28611 15852 36419 

動的地震荷重 Z 50 24 43 10226 10167 12664 

静的地震荷重 X 27 4 2 2176 6540 2091 

静的地震荷重 Z 39 10 44 4102 6751 4505 
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4.3.8. EXP-HR-A-08 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 174 163 6 3495 6927 99809 

動的地震荷重 X 35 24 25 3384 20228 18041 

動的地震荷重 Y 153 95 86 11257 72411 70899 

動的地震荷重 Z 168 126 130 18050 111372 99662 

静的地震荷重 X 79 4 2 274 1377 1884 

静的地震荷重 Z 50 4 59 4762 39817 2071 

36 

自重 174 133 6 55955 71954 37976 

動的地震荷重 X 35 20 20 9643 16271 8027 

動的地震荷重 Y 171 66 72 32208 62895 30635 

動的地震荷重 Z 190 94 107 48398 89003 44726 

静的地震荷重 X 43 4 2 1576 14859 2184 

静的地震荷重 Z 50 4 63 3377 1581 2295 
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4.3.9. EXP-HR-A-09 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 247 159 4 1505 4373 85551 

動的地震荷重 X 25 11 12 1436 8467 6649 

動的地震荷重 Y 232 109 42 4344 32323 66812 

動的地震荷重 Z 86 59 132 15678 106618 43302 

静的地震荷重 X 53 2 1 157 953 554 

静的地震荷重 Z 35 3 56 4019 36006 972 

35 

自重 247 110 4 29433 64739 36018 

動的地震荷重 X 26 9 10 2720 7850 2961 

動的地震荷重 Y 244 54 35 14903 53504 27611 

動的地震荷重 Z 92 42 110 17955 75463 22728 

静的地震荷重 X 58 2 1 511 14123 1123 

静的地震荷重 Z 35 3 55 2501 13649 1962 
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4.3.10. EXP-HR-A-10 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 174 163 6 3495 6927 99809 

動的地震荷重 X 35 24 25 3384 20228 18041 

動的地震荷重 Y 153 95 86 11257 72411 70899 

動的地震荷重 Z 168 126 130 18050 111372 99662 

静的地震荷重 X 79 4 2 274 1377 1884 

静的地震荷重 Z 50 4 59 4762 39817 2071 

36 

自重 174 133 6 55955 71954 37976 

動的地震荷重 X 35 20 20 9643 16271 8027 

動的地震荷重 Y 171 66 72 32208 62895 30635 

動的地震荷重 Z 190 94 107 48398 89003 44726 

静的地震荷重 X 43 4 2 1576 14859 2184 

静的地震荷重 Z 50 4 63 3377 1581 2295 
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4.3.11. EXP-HR-A-11 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1 39 - 6643 236 1493 

動的地震荷重 X 64 10 4 19 9301 2639 

動的地震荷重 Y 1 11 - 1794 64 404 

動的地震荷重 Z 8 4 14 871 1846 1068 

静的地震荷重 X 82 13 5 24 11917 3381 

静的地震荷重 Z 10 5 18 1116 2366 1369 

13 

自重 - 175 1 - - - 

動的地震荷重 X - 26 4 - - - 

動的地震荷重 Y - 48 1 - - - 

動的地震荷重 Z - 7 68 - - - 

静的地震荷重 X - 33 5 - - - 

静的地震荷重 Z - 9 86 - - - 

29 

自重 1 69 1 5743 95 2694 

動的地震荷重 X 27 16 8 1880 833 1917 

動的地震荷重 Y 1 19 1 1551 26 728 

動的地震荷重 Z 8 11 10 2427 572 2377 

静的地震荷重 X 35 20 10 2409 1067 2456 

静的地震荷重 Z 10 14 12 3109 732 3046 
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4.3.12. EXP-HR-A-12 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 5 75 1 20408 1044 14609 

動的地震荷重 X 35 4 1 807 9554 13 

動的地震荷重 Y 2 21 1 5511 282 3945 

動的地震荷重 Z 1 1 33 4 11461 39 

静的地震荷重 X 45 5 1 1034 12241 17 

静的地震荷重 Z 1 1 42 5 14684 50 

20 

自重 3 - 1 - - - 

動的地震荷重 X 41 - 1 - - - 

動的地震荷重 Y 1 - 1 - - - 

動的地震荷重 Z 1 - 45 - - - 

静的地震荷重 X 53 - 1 - - - 

静的地震荷重 Z 1 - 58 - - - 

27 

自重 28 - 9 - - - 

動的地震荷重 X 38 - 1 - - - 

動的地震荷重 Y 8 - 3 - - - 

動的地震荷重 Z - - 36 - - - 

静的地震荷重 X 48 - 1 - - - 

静的地震荷重 Z - - 46 - - - 

37 

自重 25 390 8 21407 16 73655 

動的地震荷重 X 36 4 - 336 1724 2392 

動的地震荷重 Y 7 106 2 5780 5 19887 

動的地震荷重 Z 1 1 36 3436 5384 152 

静的地震荷重 X 46 5 - 430 2209 3065 

静的地震荷重 Z 1 1 46 4402 6898 194 
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4.3.13. EXP-HR-A-13 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 8 83 5 30094 332 15085 

動的地震荷重 X 22 7 27 2555 23169 1081 

動的地震荷重 Y 6 21 3 9436 2503 6130 

動的地震荷重 Z 31 8 56 4756 47354 1409 

静的地震荷重 X 52 5 3 777 20637 165 

静的地震荷重 Z 2 4 46 2368 17328 709 

24 

自重 16 - 7 - - - 

動的地震荷重 X 18 - 21 - - - 

動的地震荷重 Y 19 - 7 - - - 

動的地震荷重 Z 15 - 41 - - - 

静的地震荷重 X 55 - 4 - - - 

静的地震荷重 Z 3 - 63 - - - 

31 

自重 43 - 9 - - - 

動的地震荷重 X 17 - 13 - - - 

動的地震荷重 Y 19 - 6 - - - 

動的地震荷重 Z 9 - 29 - - - 

静的地震荷重 X 46 - 2 - - - 

静的地震荷重 Z 1 - 45 - - - 

43 

自重 35 406 7 17864 376 94780 

動的地震荷重 X 18 23 9 1167 3706 5486 

動的地震荷重 Y 9 143 5 7007 1142 37279 

動的地震荷重 Z 6 6 20 1609 8457 1390 

静的地震荷重 X 49 5 1 130 2402 5780 

静的地震荷重 Z 1 4 48 5376 11424 786 
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4.3.14. EXP-HR-A-14 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 3 31 5 7118 94 415 

動的地震荷重 X 46 7 45 1944 9277 237 

動的地震荷重 Y 8 6 7 1455 1576 92 

動的地震荷重 Z 8 10 13 3428 2262 1122 

静的地震荷重 X 46 2 36 826 8735 79 

静的地震荷重 Z 4 5 19 988 643 491 

16 

自重 - 162 1 - - - 

動的地震荷重 X - 79 6 - - - 

動的地震荷重 Y - 20 5 - - - 

動的地震荷重 Z - 8 118 - - - 

静的地震荷重 X - 21 5 - - - 

静的地震荷重 Z - 3 70 - - - 

24 

自重 3 86 5 6533 752 1750 

動的地震荷重 X 60 64 52 3841 2452 11852 

動的地震荷重 Y 8 11 13 2234 507 1688 

動的地震荷重 Z 6 17 41 25654 4083 2274 

静的地震荷重 X 69 23 41 5046 2738 9549 

静的地震荷重 Z 4 8 26 5576 1069 1301 

 





 

 

 

 

 

 

３－４－７－４．気送照射設備主配管の耐震強度評価 
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1. 概要 

本計算書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 
耐震 

クラス 

EXP-PN-A-01 
重水タンク内照射筒（PN） から 原子炉プール貫通部アンカ まで 

（照射筒（PN）の第 4種管を含む） 
B 

EXP-PN-A-02 
重水タンク内照射筒（PN） から 原子炉プール貫通部アンカ まで 

（照射筒（PN）の第 4種管を含む） 
B 

EXP-PN-A-03 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-PN-A-04 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-PN-A-05 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 

EXP-PN-A-06 原子炉プール貫通部アンカ から カナル貫通部アンカ まで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 
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(1) EXP-PN-A-01 

a.  全体図 
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b.  詳細図(1/2) 
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c.  詳細図(2/2)  
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(2) EXP-PN-A-02 

a.  全体図 
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b.  詳細図(1/2)  
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c.  詳細図(2/2)  
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(3) EXP-PN-A-03 
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(4) EXP-PN-A-04 

 

  

2255 

450 

2
50 

 

300 

EXP-PN-A-01(2/2) 

FL 4650 

カナル貫通部 

FL 4900 

850 



 

添 3-4-7-4-12 

(5) EXP-PN-A-05 
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(6) EXP-PN-A-06 
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3. 設計条件 

3.1. EXP-PN-A-01 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 83.0 83.0(外)/43.7(内) 52.7 

板厚(mm) 3.5 3.5(外)/3.5(内) 8.0 

材質 A6063TE-T6 A6063S-T6 A6061FH-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.52×104 6.52×104 6.52×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 120 120 120 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9 2.70×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 152 152 208 

設計引張強さ Su(N/mm2) 158 158 228 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 152 152 208 

  

P1 

 

P1 

P2 

P3 

通過検出器 
(XE6407) 

P4 P5 

P6 

P7 P5 

評価点 7 

評価点 13 

評価点 19 評価点 20 

評価点 36 評価点 41 

評価点 44 

評価点 49 評価点 97 評価点 98 

評価点 5 

評価点 4 

評価点 2 

評価点 1 評価点 99 

P8 
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配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 52.7 42.7 41.0 

板厚(mm) 8.0 3.0 6.0 

材質 A5052TD-0 SUS304TP A6063TE-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.62×104 1.88×105 6.52×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.3 0.33 

最高使用温度(℃) 120 120 120 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 55 164 152 

設計引張強さ Su(N/mm2) 160 433 158 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 55 164 152 
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配管番号 P7 P8  

外径(mm) 42.7 43.7  

板厚(mm) 6.0 3.5  

材質 A5052TD-0 A6063BE-T6  

ヤング率(N/mm2) 6.62×104 6.52×104  

ポアソン比(-) 0.33 0.33  

最高使用温度(℃) 120 120  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 2.70×10-9  

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 55 152  

設計引張強さ Su(N/mm2) 160 158  

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 55 152 

 

  



 

添 3-4-7-4-17 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (4) 1.70 1.70 

6 (1) 1.00 － 

7 (9) 2.10 － 

8 (6) 0.17 － 

9 (6) 0.17 － 

10 (6) 0.17 － 

11 (6) 0.17 － 

12 (6) 0.17 － 

13 (9) 2.10 － 

14 (6) 0.27 － 

15 (6) 0.27 － 

16 (6) 0.27 － 

17 (6) 0.27 － 

18 (6) 0.27 － 

19 (9) 2.10 － 

20 (9) 2.10 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (6) 0.27 － 

23 (6) 0.27 － 

24 (6) 0.27 － 

25 (9) 2.10 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (6) 0.27 － 

28 (6) 0.27 － 

29 (6) 0.27 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (9) 2.10 － 

32 (1) 1.00 － 

33 (6) 0.27 － 

34 (6) 0.27 － 

35 (6) 0.27 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (9) 2.10 － 

37 (6) 0.27 － 

38 (6) 0.27 － 

39 (6) 0.27 － 

40 (1) 1.00 － 

41 (2) 2.10 － 

42 (6) 0.73 － 

43 (6) 0.73 － 

44 (9) 2.10 － 

45 (1) 1.00 － 

46 (6) 1.01 － 

47 (6) 1.01 － 

48 (1) 1.00 － 

49 (9) 2.10 － 

50 (1) 1.00 － 

51 (6) 1.08 － 

52 (6) 1.08 － 

53 (6) 0.16 － 

54 (6) 0.16 － 

55 (6) 0.16 － 

56 (6) 0.16 － 

57 (6) 0.16 － 

58 (1) 1.00 － 

59 (6) 0.27 － 

60 (6) 0.27 － 

61 (6) 0.27 － 

62 (1) 1.00 － 

63 (6) 0.27 － 

64 (6) 0.27 － 

65 (6) 0.27 － 

66 (1) 1.00 － 

67 (2) 2.10 － 

68 (2) 2.10 － 

69 (2) 2.10 － 

70 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-7-4-18 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (2) 2.10 － 

72 (2) 2.10 － 

73 (2) 2.10 － 

74 (1) 1.00 － 

75 (2) 2.10 － 

76 (2) 2.10 － 

77 (2) 2.10 － 

78 (2) 2.10 － 

79 (2) 2.10 － 

80 (2) 2.10 － 

81 (1) 1.00 － 

82 (1) 1.00 － 

83 (2) 2.10 － 

84 (2) 2.10 － 

85 (2) 2.10 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

86 (2) 2.10 － 

87 (2) 2.10 － 

88 (2) 2.10 － 

89 (1) 1.00 － 

90 (2) 2.10 － 

91 (2) 2.10 － 

92 (2) 2.10 － 

93 (1) 1.00 － 

94 (1) 1.00 － 

95 (1) 1.00 － 

96 (1) 1.00 － 

97 (9) 2.10 － 

98 (2) 2.10 － 

99 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-7-4-19 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

7 － フランジ×2 2.000 φ52.7 WN 

13 － フランジ×2 3.030 
φ52.7 WN+ 

32A SO 

19 XE6407 
通過検出器+ 

フランジ 
12.030 32A SO 

20 XE6407 
通過検出器+ 

フランジ 
12.030 32A SO 

25 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

31 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

36 － フランジ×2 4.060 32A SO 

44 － フランジ×2 3.030 φ52.7 WN 

49 － フランジ×2 4.060 
φ52.7 WN+ 

32A SO 

97 － フランジ×2 4.060 32A SO 

99 － 照射筒受座 0.200 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 3,9,10 及び

原子炉本体質点

1,6,7,14,19,20 

－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9,10 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-7-4-20 

3.2. EXP-PN-A-02 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 83.0 83.0(外)/43.7(内) 52.7 

板厚(mm) 3.5 3.5(外)/3.5(内) 8.0 

材質 A6063TE-T6 A6063-T6 A6061FH-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.52×104 6.52×104 6.52×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 120 120 120 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.69×10-9 2.69×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 152 152 208 

設計引張強さ Su(N/mm2) 158 158 228 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 152 152 208 

  

P1 

 

P1 

P2 

P3 

通過検出器 
(XE6507) 

P4 P5 

P6 

P7 P5 

評価点 6 

評価点 12 

評価点 19 評価点 20 

評価点 40 評価点 44 

評価点 47 

評価点 52 評価点 103 評価点 104 

評価点 5 

評価点 4 

評価点 1 

評価点 2 

評価点 106 

P8 



 

添 3-4-7-4-21 

配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 52.7 42.7 41.0 

板厚(mm) 8.0 3.0 6.0 

材質 A5052TD-0 SUS304TP A6063TE-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.62×104 1.88×105 6.52×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.3 0.33 

最高使用温度(℃) 120 120 120 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 7.93×10-9 2.69×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 55 164 152 

設計引張強さ Su(N/mm2) 160 433 158 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 55 164 152 

  



 

添 3-4-7-4-22 

配管番号 P7 P8  

外径(mm) 42.7 43.7  

板厚(mm) 6.0 3.5  

材質 A5052TD-0 A6063BE-T6  

ヤング率(N/mm2) 6.62×104 6.52×104  

ポアソン比(-) 0.33 0.33  

最高使用温度(℃) 120 120  

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981  

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 2.69×10-9  

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス  

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00  

外部流体種類 水 水  

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9  

設計降伏点 Sy(N/mm2) 55 152  

設計引張強さ Su(N/mm2) 160 158  

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 55 152 

 

  



 

添 3-4-7-4-23 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (4) 1.70 1.70 

6 (9) 2.10 － 

7 (6) 0.17 － 

8 (6) 0.17 － 

9 (6) 0.17 － 

10 (6) 0.17 － 

11 (6) 0.17 － 

12 (9) 2.10 － 

13 (6) 0.27 － 

14 (6) 0.27 － 

15 (6) 0.27 － 

16 (6) 0.27 － 

17 (6) 0.27 － 

18 (6) 0.27 － 

19 (9) 2.10 － 

20 (9) 2.10 － 

21 (6) 0.16 － 

22 (6) 0.16 － 

23 (6) 0.16 － 

24 (6) 0.16 － 

25 (6) 0.16 － 

26 (9) 2.10 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (6) 0.27 － 

29 (6) 0.27 － 

30 (6) 0.27 － 

31 (9) 2.10 － 

32 (6) 0.27 － 

33 (6) 0.27 － 

34 (6) 0.27 － 

35 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (1) 1.00 － 

37 (6) 0.27 － 

38 (6) 0.27 － 

39 (6) 0.27 － 

40 (9) 2.10 － 

41 (6) 0.27 － 

42 (6) 0.27 － 

43 (6) 0.27 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (6) 0.73 － 

46 (6) 0.73 － 

47 (9) 2.10 － 

48 (1) 1.00 － 

49 (6) 1.01 － 

50 (6) 1.01 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (9) 2.10 － 

53 (1) 1.00 － 

54 (1) 1.00 － 

55 (6) 1.08 － 

56 (6) 1.08 － 

57 (6) 1.08 － 

58 (6) 0.17 － 

59 (6) 0.17 － 

60 (6) 0.17 － 

61 (6) 0.17 － 

62 (6) 0.17 － 

63 (6) 0.17 － 

64 (6) 0.17 － 

65 (6) 0.17 － 

66 (6) 0.17 － 

67 (6) 0.17 － 

68 (6) 0.17 － 

69 (1) 1.00 － 

70 (6) 0.27 － 



 

添 3-4-7-4-24 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (6) 0.27 － 

72 (6) 0.27 － 

73 (9) 2.10 － 

74 (6) 0.27 － 

75 (6) 0.27 － 

76 (6) 0.27 － 

77 (1) 1.00 － 

78 (2) 2.10 － 

79 (2) 2.10 － 

80 (2) 2.10 － 

81 (2) 2.10 － 

82 (2) 2.10 － 

83 (2) 2.10 － 

84 (1) 1.00 － 

85 (2) 2.10 － 

86 (2) 2.10 － 

87 (2) 2.10 － 

88 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

89 (1) 1.00 － 

90 (1) 1.00 － 

91 (1) 1.00 － 

92 (2) 2.10 － 

93 (2) 2.10 － 

94 (2) 2.10 － 

95 (1) 1.00 － 

96 (2) 2.10 － 

97 (2) 2.10 － 

98 (2) 2.10 － 

99 (1) 1.00 － 

100 (1) 1.00 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (1) 1.00 － 

103 (9) 2.10 － 

104 (2) 2.10 － 

105 (1) 1.00 － 

106 (1) 1.00 － 



 

添 3-4-7-4-25 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

6 － フランジ×2 2.000 φ52.7 WN (アルミ) 

12 － フランジ×2 3.030 
φ52.7 WN (アルミ)+ 

32A SO 

19 XE6507 
通過検出器+ 

フランジ 
15.600 32A SO 

20 XE6507 
通過検出器+ 

フランジ 
15.600 32A SO 

26 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

31 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

40 － フランジ×2 4.060 32A SO 

47 － フランジ×2 3.030 φ52.7 WN (アルミ) 

52 － フランジ×2 4.060 
φ52.7 WN (アルミ)+ 

32A SO 

103 － フランジ×2 4.060 32A SO 

106 － 照射筒受座 0.200 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 9,10 及び 

原子炉本体質点

1,6,7,14,19,20 

－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 9,10 0.41 － 

 

  



 

添 3-4-7-4-26 

3.3. EXP-PN-A-03 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 42.7   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.88×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 120   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 窒素ガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 164   

設計引張強さ Su(N/mm2) 433   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 164   

  

P1 

  

評価点 24 評価点 1 



 

添 3-4-7-4-27 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (9) 2.10 － 

9 (3) 1.90 － 

10 (3) 1.90 － 

11 (3) 1.90 － 

12 (3) 1.90 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (9) 2.10 － 

14 (3) 1.90 － 

15 (3) 1.90 － 

16 (3) 1.90 － 

17 (3) 1.90 － 

18 (9) 2.10 － 

19 (3) 1.90 － 

20 (3) 1.90 － 

21 (3) 1.90 － 

22 (3) 1.90 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

13 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

18 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 9,10 

0.32 0.27 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-4-28 

3.4. EXP-PN-A-04 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 42.7   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.88×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 120   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 窒素ガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 164   

設計引張強さ Su 433   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 164   

  

P1 

  

評価点 1 評価点 36 



 

添 3-4-7-4-29 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (5) 2.10 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (2) 2.10 － 

35 (5) 2.10 － 

36 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-4-30 

3.5. EXP-PN-A-05 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 42.7   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.88×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 120   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 窒素ガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 164   

設計引張強さ Su 433   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 164   

  

P1 

  

評価点 1 評価点 24 



 

添 3-4-7-4-31 

(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (2) 2.10 － 

9 (3) 1.90 － 

10 (3) 1.90 － 

11 (3) 1.90 － 

12 (3) 1.90 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

13 (2) 2.10 － 

14 (3) 1.90 － 

15 (3) 1.90 － 

16 (3) 1.90 － 

17 (3) 1.90 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (3) 1.90 － 

20 (3) 1.90 － 

21 (3) 1.90 － 

22 (3) 1.90 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

13 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

18 － スリーブジョイント 0.506 φ43.2×3.9 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 
1.2ZPA － 

原子炉建家質点 9,10 

0.32 0.27 

静的地震力 － － 0.41 － 
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3.6. EXP-PN-A-06 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配管番号 P1   

外径(mm) 42.7   

板厚(mm) 3.0   

材質 SUS304TP   

ヤング率(N/mm2) 1.88×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 120   

最高使用圧力(MPa) 0.0981   

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9   

内部流体種類 窒素ガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy 164   

設計引張強さ Su 433   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 164   

  

P1 

  

評価点 1 評価点 37 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (2) 2.10 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

7 (5) 2.10 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (2) 2.10 － 

12 (2) 2.10 － 

13 (2) 2.10 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (2) 2.10 － 

16 (2) 2.10 － 

17 (2) 2.10 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

20 (1) 1.00 － 

21 (1) 1.00 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (1) 1.00 － 

25 (1) 1.00 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (1) 1.00 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (1) 1.00 － 

32 (2) 2.10 － 

33 (2) 2.10 － 

34 (2) 2.10 － 

35 (1) 1.00 － 

36 (5) 2.10 － 

37 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

－ － － － － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 

  



 

添 3-4-7-4-34 

4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) EXP-PN-A-01 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 10.3 16.8 12.9 

固有周期（s） 0.097 0.059 0.078 
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(2) EXP-PN-A-02 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 12.1 15.6 10.2 

固有周期（s） 0.083 0.064 0.098 
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(3) EXP-PN-A-03 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 536.4 21.5 23.0 

固有周期（s） 0.002 0.047 0.043 
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(4) EXP-PN-A-04 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 77.8 14.9 12.7 

固有周期（s） 0.013 0.067 0.079 
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(5) EXP-PN-A-05 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 550.9 21.4 22.8 

固有周期（s） 0.002 0.047 0.044 
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(6) EXP-PN-A-06 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 49.7 12.9 11.0 

固有周期（s） 0.020 0.078 0.091 
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4.2. 結論 

4.2.1. EXP-PN-A-01 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 49 一次応力 1 3 23 - 27 55 

 

 

 

4.2.2. EXP-PN-A-02 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 12 一次応力 1 12 14 － 27 55 
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4.2.3. EXP-PN-A-03 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 24 一次応力 1 18 6 - 25 164 

 

 

 

4.2.4. EXP-PN-A-04 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 28 49 － 78 164 
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4.2.5. EXP-PN-A-05 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 17 7 － 25 164 

 

 

 

4.2.6. EXP-PN-A-06 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 1 一次応力 1 32 61 － 94 164 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. EXP-PN-A-01 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1 － 1 － － － 

動的地震荷重 X 28 － 24 － － － 

動的地震荷重 Y 7 － 10 － － － 

動的地震荷重 Z 39 － 40 － － － 

静的地震荷重 X 22 － 8 － － － 

静的地震荷重 Z 11 － 9 － － － 

5 

自重 3 255 1 － － － 

動的地震荷重 X 101 42 108 － － － 

動的地震荷重 Y 22 48 33 － － － 

動的地震荷重 Z 181 93 205 － － － 

静的地震荷重 X 98 26 48 － － － 

静的地震荷重 Z 66 64 176 － － － 

14 

自重 － 148 － － － － 

動的地震荷重 X － 26 － － － － 

動的地震荷重 Y － 53 － － － － 

動的地震荷重 Z － 57 － － － － 

静的地震荷重 X － 18 － － － － 

静的地震荷重 Z － 48 － － － － 

14 

自重 13 － － － － － 

動的地震荷重 X 30 － － － － － 

動的地震荷重 Y 15 － － － － － 

動的地震荷重 Z 18 － － － － － 

静的地震荷重 X 39 － － － － － 

静的地震荷重 Z 38 － － － － － 

方向 0.9063 0.0000 -0.4226 － － － 

21 

自重 － 329 8 － － － 

動的地震荷重 X － 23 47 － － － 

動的地震荷重 Y － 49 19 － － － 

動的地震荷重 Z － 33 60 － － － 

静的地震荷重 X － 1 41 － － － 

静的地震荷重 Z － 4 130 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

30 

自重 － 75 4 － － － 

動的地震荷重 X － 14 25 － － － 

動的地震荷重 Y － 19 10 － － － 

動的地震荷重 Z － 16 27 － － － 

静的地震荷重 X － 6 48 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 33 － － － 

41 

自重 7 86 1 986 368 29126 

動的地震荷重 X 62 16 20 963 8829 7387 

動的地震荷重 Y 19 12 8 597 3079 5487 

動的地震荷重 Z 41 13 16 754 6498 5586 

静的地震荷重 X 208 6 4 48 2551 6640 

静的地震荷重 Z 3 1 35 1465 11987 419 

50 

自重 － 124 － － － － 

動的地震荷重 X － 21 － － － － 

動的地震荷重 Y － 18 － － － － 

動的地震荷重 Z － 46 － － － － 

静的地震荷重 X － 8 － － － － 

静的地震荷重 Z － 19 － － － － 

50 

自重 12 － － － － － 

動的地震荷重 X 222 － － － － － 

動的地震荷重 Y 12 － － － － － 

動的地震荷重 Z 52 － － － － － 

静的地震荷重 X 117 － － － － － 

静的地震荷重 Z 30 － － － － － 

方向 0.8572 0.0000 -0.5150 － － － 

58 

自重 － 89 6 － － － 

動的地震荷重 X － 11 104 － － － 

動的地震荷重 Y － 13 8 － － － 

動的地震荷重 Z － 20 33 － － － 

静的地震荷重 X － 2 43 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 43 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

74 

自重 － 129 5 － － － 

動的地震荷重 X － 71 45 － － － 

動的地震荷重 Y － 17 13 － － － 

動的地震荷重 Z － 23 24 － － － 

静的地震荷重 X － 27 16 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 38 － － － 

95 

自重 － 62 15 － － － 

動的地震荷重 X － 135 51 － － － 

動的地震荷重 Y － 7 22 － － － 

動的地震荷重 Z － 24 53 － － － 

静的地震荷重 X － 45 13 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 51 － － － 

98 

自重 7 48 9 816 2649 5661 

動的地震荷重 X 85 46 25 1219 7136 13639 

動的地震荷重 Y 7 9 12 900 3463 1649 

動的地震荷重 Z 14 10 31 2191 8697 2690 

静的地震荷重 X 89 15 5 41 1504 4347 

静的地震荷重 Z 1 2 6 1210 1853 413 
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4.3.2. EXP-PN-A-02 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1 － 3 － － － 

動的地震荷重 X 71 － 29 － － － 

動的地震荷重 Y 11 － 5 － － － 

動的地震荷重 Z 34 － 24 － － － 

静的地震荷重 X 4 － 5 － － － 

静的地震荷重 Z 2 － 26 － － － 

5 

自重 3 264 5 － － － 

動的地震荷重 X 305 145 73 － － － 

動的地震荷重 Y 36 49 9 － － － 

動的地震荷重 Z 145 69 55 － － － 

静的地震荷重 X 189 63 14 － － － 

静的地震荷重 Z 11 8 76 － － － 

14 

自重 － 157 － － － － 

動的地震荷重 X － 103 － － － － 

動的地震荷重 Y － 62 － － － － 

動的地震荷重 Z － 52 － － － － 

静的地震荷重 X － 50 － － － － 

静的地震荷重 Z － 7 － － － － 

14 

自重 15 － － － － － 

動的地震荷重 X 53 － － － － － 

動的地震荷重 Y 10 － － － － － 

動的地震荷重 Z 42 － － － － － 

静的地震荷重 X 11 － － － － － 

静的地震荷重 Z 73 － － － － － 

方向 -0.0785 0.0000 0.9969 － － － 

21 

自重 － 322 － － － － 

動的地震荷重 X － 37 － － － － 

動的地震荷重 Y － 60 － － － － 

動的地震荷重 Z － 37 － － － － 

静的地震荷重 X － 3 － － － － 

静的地震荷重 Z － 1 － － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

21 

自重 15 － － － － － 

動的地震荷重 X 50 － － － － － 

動的地震荷重 Y 40 － － － － － 

動的地震荷重 Z 83 － － － － － 

静的地震荷重 X 95 － － － － － 

静的地震荷重 Z 118 － － － － － 

方向 0.8660 0.0000 0.5000 － － － 

27 

自重 － 66 7 － － － 

動的地震荷重 X － 17 264 － － － 

動的地震荷重 Y － 24 24 － － － 

動的地震荷重 Z － 14 136 － － － 

静的地震荷重 X － 4 70 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 135 － － － 

35 

自重 － 102 4 － － － 

動的地震荷重 X － 25 138 － － － 

動的地震荷重 Y － 18 18 － － － 

動的地震荷重 Z － 15 74 － － － 

静的地震荷重 X － 12 39 － － － 

静的地震荷重 Z － 9 11 － － － 

44 

自重 10 78 1 1147 181 25827 

動的地震荷重 X 225 19 30 2876 17516 14693 

動的地震荷重 Y 35 13 7 726 2993 6353 

動的地震荷重 Z 123 9 23 2158 11009 8290 

静的地震荷重 X 153 10 5 180 3067 6383 

静的地震荷重 Z 102 8 39 2851 15245 4519 

53 

自重 － 109 － － － － 

動的地震荷重 X － 43 － － － － 

動的地震荷重 Y － 9 － － － － 

動的地震荷重 Z － 30 － － － － 

静的地震荷重 X － 14 － － － － 

静的地震荷重 Z － 2 － － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

53 

自重 9 － － － － － 

動的地震荷重 X 175 － － － － － 

動的地震荷重 Y 10 － － － － － 

動的地震荷重 Z 107 － － － － － 

静的地震荷重 X 85 － － － － － 

静的地震荷重 Z 84 － － － － － 

方向 0.0262 0.0000 0.9997 － － － 

63 

自重 － 87 － － － － 

動的地震荷重 X － 7 － － － － 

動的地震荷重 Y － 8 － － － － 

動的地震荷重 Z － 10 － － － － 

静的地震荷重 X － 1 － － － － 

静的地震荷重 Z － 1 － － － － 

63 

自重 8 － － － － － 

動的地震荷重 X 212 － － － － － 

動的地震荷重 Y 9 － － － － － 

動的地震荷重 Z 111 － － － － － 

静的地震荷重 X 131 － － － － － 

静的地震荷重 Z 3 － － － － － 

方向 0.8660 0.0000 0.5000 － － － 

69 

自重 － 72 2 － － － 

動的地震荷重 X － 9 30 － － － 

動的地震荷重 Y － 9 6 － － － 

動的地震荷重 Z － 11 19 － － － 

静的地震荷重 X － 1 10 － － － 

静的地震荷重 Z － 2 42 － － － 

84 

自重 － 138 7 － － － 

動的地震荷重 X － 13 20 － － － 

動的地震荷重 Y － 15 13 － － － 

動的地震荷重 Z － 14 14 － － － 

静的地震荷重 X － 9 5 － － － 

静的地震荷重 Z － 5 39 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

101 

自重 － 68 14 － － － 

動的地震荷重 X － 40 71 － － － 

動的地震荷重 Y － 8 12 － － － 

動的地震荷重 Z － 28 96 － － － 

静的地震荷重 X － 16 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 12 61 － － － 

104 

自重 6 45 8 2082 2294 4722 

動的地震荷重 X 37 18 45 3491 13129 5196 

動的地震荷重 Y 7 8 8 662 1833 1373 

動的地震荷重 Z 22 15 56 5201 16467 4206 

静的地震荷重 X 79 6 4 334 1213 1698 

静的地震荷重 Z 3 7 2 1902 3874 1884 
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4.3.3. EXP-PN-A-03 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 19 66 2 766 1465 33016 

動的地震荷重 X 29 2 1 151 445 426 

動的地震荷重 Y 5 18 1 207 396 8915 

動的地震荷重 Z 18 6 22 328 10698 2515 

静的地震荷重 X 37 2 1 193 570 546 

静的地震荷重 Z 23 7 28 420 13707 3223 

24 

自重 19 78 2 18485 3195 32838 

動的地震荷重 X 18 2 1 548 3189 699 

動的地震荷重 Y 5 21 1 4991 863 8867 

動的地震荷重 Z 18 6 24 781 6454 1653 

静的地震荷重 X 23 2 1 703 4086 896 

静的地震荷重 Z 23 7 31 1001 8270 2118 
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4.3.4. EXP-PN-A-04 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 145 104 3 926 2611 61627 

動的地震荷重 X 13 7 8 698 5580 3691 

動的地震荷重 Y 146 76 38 2959 30515 51555 

動的地震荷重 Z 71 53 95 8397 79208 40697 

静的地震荷重 X 38 1 1 90 588 4 

静的地震荷重 Z 25 3 37 1848 24081 1 

36 

自重 145 74 3 19702 38069 25592 

動的地震荷重 X 13 5 7 1603 4494 1669 

動的地震荷重 Y 150 35 32 9933 32627 19762 

動的地震荷重 Z 74 36 80 14303 55658 20491 

静的地震荷重 X 35 1 1 357 8530 712 

静的地震荷重 Z 25 3 37 1609 8808 1410 

 

  



 

添 3-4-7-4-52 

4.3.5. EXP-PN-A-05 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 6 73 1 878 426 36741 

動的地震荷重 X 28 2 1 172 482 330 

動的地震荷重 Y 2 20 － 237 115 9920 

動的地震荷重 Z 18 6 22 26 10674 2229 

静的地震荷重 X 35 2 1 221 618 423 

静的地震荷重 Z 23 7 28 33 13676 2856 

24 

自重 6 70 1 16736 1840 30242 

動的地震荷重 X 19 2 1 559 3392 756 

動的地震荷重 Y 2 19 － 4519 497 8166 

動的地震荷重 Z 18 6 24 1174 6510 1971 

静的地震荷重 X 24 2 1 716 4346 969 

静的地震荷重 Z 23 7 31 1504 8341 2525 
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4.3.6. EXP-PN-A-06 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 105 107 4 2218 4249 70120 

動的地震荷重 X 20 14 13 1506 11158 11003 

動的地震荷重 Y 120 75 64 6380 54979 58720 

動的地震荷重 Z 129 92 85 9035 73696 74755 

静的地震荷重 X 55 3 1 163 839 403 

静的地震荷重 Z 35 3 39 2314 26683 504 

37 

自重 105 88 4 37109 43626 26040 

動的地震荷重 X 17 13 11 6226 8464 4749 

動的地震荷重 Y 129 48 53 23214 43375 23287 

動的地震荷重 Z 140 63 70 31877 56131 31112 

静的地震荷重 X 26 3 1 1100 8919 1397 

静的地震荷重 Z 35 3 42 2297 628 1621 

 

 





 

 

 

 

 

３－４－７－５．放射化分析用照射設備主配管の耐震

強度評価 
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1. 概要 

本計算書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

EXP-PH-A-01 
重水タンク内照射筒（PA） から 原子炉プール貫通部アンカ まで 

（照射筒（PA）の第４種管を含む） 
B 

 



 

添 3-4-7-5-2 

2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 

 

.
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(1) EXP-PH-A-01 

a.  全体図 
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詳細図(3/3) 

詳細図(2/3) 

b.  詳細図(1/3) 
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c.  詳細図(2/3) 
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3. 設計条件 

3.1. EXP-PH-A-01 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 45.0 45.0(外)/25.0(内) 45.0 

板厚(mm) 4.0 4.0(外)/2.5(内) 4.0 

材質 A6063TE-T6 A6063S-T6 A6063S-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.76×104 6.76×104 6.76×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 100 100 100 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9 2.70×10-9 2.70×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154 154 154 

設計引張強さ Su(N/mm2) 164 164 164 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154 154 154 

  

P1 

 

 

P4 

P3 

P2 

P5 
P6 

通過検出器 

(XE6708) 

P7 

P8 P9 

評価点 31 

評価点 

14 

評価点 

15 

評価点 34 

評価点 139 

評価点 6 

評価点 2 

評価点 1 

評価点 8 

評価点 86 

評価点 40 

評価点 37 

評価点 82 

評価点 134 

評価点 93 

評価点 

89 

評価点 138 

P10 

評価点 5 
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配管番号 P4 P5 P6 

外径(mm) 32.0 32.0 27.2 

板厚(mm) 6.0 6.0 3.6 

材質 A6061FH-T6 A5052TD-0 SUS304TP 

ヤング率(N/mm2) 6.76×104 6.86×104 1.92×105 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.3 

最高使用温度(℃) 100 60 60 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9 2.68×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 214 61 192 

設計引張強さ Su(N/mm2) 235 174 489 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 214 61 192 
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配管番号 P7 P8 P9 

外径(mm) 32.0 34.0 34.0 

板厚(mm) 6.0 6.0 3.0 

材質 A6063TE-T6 A5052TD-0 SUS304TP 

ヤング率(N/mm2) 6.76×104 6.86×104 1.92×105 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.3 

最高使用温度(℃) 100 60 60 

最高使用圧力(MPa) 0.0981 0.0981 0.0981 

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9 2.68×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 窒素ガス 窒素ガス 窒素ガス 

内部流体密度(ton/mm) 0.00 0.00 0.00 

外部流体種類 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9 1.00×10-9 1.00×10-9 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154 61 192 

設計引張強さ Su(N/mm2) 164 174 489 

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154 61 192 
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配管番号 P10   

外径(mm) 25.0   

板厚(mm) 2.5   

材質 A6063BE-T6   

ヤング率(N/mm2) 6.74×104   

ポアソン比(-) 0.33   

最高使用温度(℃) 100   

最高使用圧力(MPa) 0.9807   

配管密度(ton/mm3) 2.70×10-9   

内部流体種類 窒素ガス   

内部流体密度(ton/mm) 0.00   

外部流体種類 水   

外部流体密度(ton/mm) 1.00×10-9   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 154   

設計引張強さ Su(N/mm2) 164   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 154  
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (4) 1.00 1.00 

3 (1) 1.00 － 

4 (1) 1.00 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (4) 1.00 1.00 

7 (1) 1.00 － 

8 (9) 1.90 － 

9 (6) 0.25 － 

10 (6) 0.25 － 

11 (6) 0.25 － 

12 (6) 0.25 － 

13 (6) 0.25 － 

14 (9) 1.90 － 

15 (9) 2.10 － 

16 (6) 0.31 － 

17 (6) 0.31 － 

18 (1) 1.00 － 

19 (6) 0.31 － 

20 (6) 0.31 － 

21 (6) 0.31 － 

22 (6) 0.31 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (2) 2.10 － 

25 (6) 0.31 － 

26 (6) 0.31 － 

27 (6) 0.31 － 

28 (6) 0.31 － 

29 (1) 1.00 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (9) 2.10 － 

32 (6) 0.39 － 

33 (6) 0.39 － 

34 (2) 2.10 － 

35 (6) 0.49 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (6) 0.49 － 

37 (9) 1.90 － 

38 (6) 0.82 － 

39 (6) 0.82 － 

40 (9) 2.10 － 

41 (1) 1.00 － 

42 (2) 2.10 － 

43 (2) 2.10 － 

44 (2) 2.10 － 

45 (1) 1.00 － 

46 (1) 1.00 － 

47 (1) 1.00 － 

48 (1) 1.00 － 

49 (1) 1.00 － 

50 (1) 1.00 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (1) 1.00 － 

53 (1) 1.00 － 

54 (1) 1.00 － 

55 (1) 1.00 － 

56 (2) 2.10 － 

57 (2) 2.10 － 

58 (2) 2.10 － 

59 (2) 2.10 － 

60 (2) 2.10 － 

61 (2) 2.10 － 

62 (1) 1.00 － 

63 (2) 2.10 － 

64 (2) 2.10 － 

65 (2) 2.10 － 

66 (2) 2.10 － 

67 (2) 2.10 － 

68 (2) 2.10 － 

69 (1) 1.00 － 

70 (1) 1.00 － 
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評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (1) 1.00 － 

72 (1) 1.00 － 

73 (1) 1.00 － 

74 (1) 1.00 － 

75 (1) 1.00 － 

76 (1) 1.00 － 

77 (1) 1.00 － 

78 (1) 1.00 － 

79 (1) 1.00 － 

80 (1) 1.00 － 

81 (1) 1.00 － 

82 (9) 2.10 － 

83 (2) 2.10 － 

84 (2) 2.10 － 

85 (2) 2.10 － 

86 (2) 2.10 － 

87 (6) 0.49 － 

88 (6) 0.49 － 

89 (9) 1.90 － 

90 (6) 0.82 － 

91 (6) 0.82 － 

92 (1) 1.00 － 

93 (9) 2.10 － 

94 (1) 1.00 － 

95 (2) 2.10 － 

96 (2) 2.10 － 

97 (2) 2.10 － 

98 (1) 1.00 － 

99 (1) 1.00 － 

100 (1) 1.00 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (1) 1.00 － 

103 (1) 1.00 － 

104 (1) 1.00 － 

105 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

106 (2) 2.10 － 

107 (2) 2.10 － 

108 (2) 2.10 － 

109 (2) 2.10 － 

110 (2) 2.10 － 

111 (2) 2.10 － 

112 (1) 1.00 － 

113 (1) 1.00 － 

114 (2) 2.10 － 

115 (2) 2.10 － 

116 (2) 2.10 － 

117 (2) 2.10 － 

118 (2) 2.10 － 

119 (2) 2.10 － 

120 (1) 1.00 － 

121 (1) 1.00 － 

122 (1) 1.00 － 

123 (1) 1.00 － 

124 (1) 1.00 － 

125 (1) 1.00 － 

126 (1) 1.00 － 

127 (1) 1.00 － 

128 (1) 1.00 － 

129 (1) 1.00 － 

130 (1) 1.00 － 

131 (1) 1.00 － 

132 (1) 1.00 － 

133 (1) 1.00 － 

134 (9) 2.10 － 

135 (2) 2.10 － 

136 (2) 2.10 － 

137 (2) 2.10 － 

138 (2) 2.10 － 

139 (1) 1.00 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

8 － フランジ×2 2.000 20A WN (アルミ) 

14 XE6708 
通過検出器+ 

フランジ 
10.000 20A WN (アルミ) 

15 XE6708 
通過検出器+ 

フランジ 
10.010 20A SO 

24 － スリーブジョイント 0.203 φ27.2×4.5 

31 － フランジ×2 2.020 20A SO 

37 － フランジ×2 2.000 25A WN (アルミ) 

40 － フランジ×2 2.660 
25A WN (アルミ)+ 

25A SO 

82 － フランジ×2 3.320 25A SO 

89 － フランジ×2 2.000 25A WN (アルミ) 

93 － フランジ×2 2.660 
25A WN (アルミ)+ 

25A SO 

134 － フランジ×2 3.320 25A SO 

139 － 照射筒受座 0.020 － 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
1.0% 

原子炉建家質点 3,9,10 及び原子

炉本体質点 1,4,5,14,17,18 
－ － 

静的地震力 － － 原子炉建家質点 3,9,10 0.41 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) EXP-PH-A-01 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 7.0 32.8 13.3 

固有周期（s） 0.144 0.030 0.075 
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4.2. 結論 

4.2.1. EXP-PH-A-01 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 14 一次応力 1 14 20 － 35 61 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. EXP-PH-A-01 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 2 － 1 － － － 

動的地震荷重 X 37 － 3 － － － 

動的地震荷重 Y 6 － 2 － － － 

動的地震荷重 Z 4 － 20 － － － 

静的地震荷重 X 7 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 3 － － － 

6 

自重 10 223 4 － － － 

動的地震荷重 X 177 99 14 － － － 

動的地震荷重 Y 25 26 8 － － － 

動的地震荷重 Z 17 90 101 － － － 

静的地震荷重 X 99 51 5 － － － 

静的地震荷重 Z 10 64 112 － － － 

18 

自重 － 163 2 － － － 

動的地震荷重 X － 171 38 － － － 

動的地震荷重 Y － 40 11 － － － 

動的地震荷重 Z － 52 210 － － － 

静的地震荷重 X － 65 9 － － － 

静的地震荷重 Z － 11 101 － － － 

23 

自重 － 16 5 － － － 

動的地震荷重 X － 18 20 － － － 

動的地震荷重 Y － 7 8 － － － 

動的地震荷重 Z － 49 93 － － － 

静的地震荷重 X － 6 10 － － － 

静的地震荷重 Z － 6 4 － － － 

34 

自重 4 63 2 12349 1984 2045 

動的地震荷重 X 74 36 25 6106 18213 40420 

動的地震荷重 Y 11 9 8 3329 2520 5575 

動的地震荷重 Z 13 8 41 24628 3854 9120 

静的地震荷重 X 43 15 9 1166 9212 18220 

静的地震荷重 Z 1 1 24 6894 663 855 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

41 

自重 3 60 － － － － 

動的地震荷重 X 55 30 － － － － 

動的地震荷重 Y 13 8 － － － － 

動的地震荷重 Z 18 50 － － － － 

静的地震荷重 X 93 7 － － － － 

静的地震荷重 Z 7 41 － － － － 

50 

自重 － 50 1 － － － 

動的地震荷重 X － 8 15 － － － 

動的地震荷重 Y － 4 6 － － － 

動的地震荷重 Z － 6 11 － － － 

静的地震荷重 X － 2 2 － － － 

静的地震荷重 Z － 3 25 － － － 

62 

自重 － 44 1 － － － 

動的地震荷重 X － 17 10 － － － 

動的地震荷重 Y － 7 15 － － － 

動的地震荷重 Z － 7 13 － － － 

静的地震荷重 X － 5 － － － － 

静的地震荷重 Z － 8 18 － － － 

72 

自重 1 － 1 － － － 

動的地震荷重 X 9 － 4 － － － 

動的地震荷重 Y 5 － 8 － － － 

動的地震荷重 Z 5 － 6 － － － 

静的地震荷重 X 21 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 20 － － － 

79 

自重 － － 5 － － － 

動的地震荷重 X 8 － 4 － － － 

動的地震荷重 Y 5 － 12 － － － 

動的地震荷重 Z 5 － 6 － － － 

静的地震荷重 X 22 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z － － 22 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

86 

自重 － 152 4 18944 57 6 

動的地震荷重 X 11 17 4 2265 1609 1337 

動的地震荷重 Y 4 15 9 2279 494 534 

動的地震荷重 Z 4 12 9 2323 641 588 

静的地震荷重 X 20 7 1 823 2664 1376 

静的地震荷重 Z － 7 20 717 360 7 

94 

自重 5 48 － － － － 

動的地震荷重 X 45 5 － － － － 

動的地震荷重 Y 11 4 － － － － 

動的地震荷重 Z 9 25 － － － － 

静的地震荷重 X 85 1 － － － － 

静的地震荷重 Z 2 19 － － － － 

102 

自重 － 46 2 － － － 

動的地震荷重 X － 5 20 － － － 

動的地震荷重 Y － 4 6 － － － 

動的地震荷重 Z － 5 8 － － － 

静的地震荷重 X － 3 6 － － － 

静的地震荷重 Z － 3 23 － － － 

112 

自重 － 44 1 － － － 

動的地震荷重 X － 6 5 － － － 

動的地震荷重 Y － 4 4 － － － 

動的地震荷重 Z － 8 22 － － － 

静的地震荷重 X － 2 1 － － － 

静的地震荷重 Z － 7 19 － － － 

123 

自重 1 － 1 － － － 

動的地震荷重 X 7 － 5 － － － 

動的地震荷重 Y 4 － 4 － － － 

動的地震荷重 Z 6 － 8 － － － 

静的地震荷重 X 21 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 23 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

130 

自重 1 － 5 － － － 

動的地震荷重 X 7 － 4 － － － 

動的地震荷重 Y 4 － 5 － － － 

動的地震荷重 Z 7 － 11 － － － 

静的地震荷重 X 22 － 1 － － － 

静的地震荷重 Z 1 － 20 － － － 

138 

自重 － 161 4 20096 40 25 

動的地震荷重 X 11 9 5 1588 1554 1245 

動的地震荷重 Y 4 16 7 2217 461 406 

動的地震荷重 Z 4 15 8 2363 1072 731 

静的地震荷重 X 20 5 1 574 2698 1378 

静的地震荷重 Z 1 5 21 1077 531 39 
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添 3-4-7-6-1 

1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

CNS-HH-A-01 
クライオスタット 

（水プラグ単管、真空断熱管Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ、外管、内管） 
B 

 



 

添 3-4-7-6-2 

2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ、ノズル 

 
レストレイント 

 
ベローズ 

 
スペーサ 

（管軸に直交する方向を接続） 

 剛接続 

 滑り継手 
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(1) CNS-HH-A-01 

a.  全体図 

 

内管 

外管 

真空断熱管Ⅰ 

真空断熱管Ⅳ 水プラグ単管 

真空断熱管Ⅱ･Ⅲ 
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b.  内管 

 

拡大部 A 
拡大部 B 

拡大部 C 

A 

B 

C 

2
327 

2
30.

0 

208.6 

3980.0 

8
39.

75 

凝縮器 

FL 4901 
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c.  外管 

 

C 

拡大部 A 

A 

拡大部 C 

1
92 

3
00 

2
135 

1
044

.75 

208.6 
3
00
 

2
30
 

凝縮器 

FL 4901 

B 

拡大部 B 
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d.  真空断熱間Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

 

C 

拡大部 A 

A 

拡大部 C 

550 

1974 

1461.5 

208.6 

3
00
 

2
30
 

3
00 

1
92 

2
347 

凝縮器 

FL 4901 

FL 4621 
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e.  真空断熱間Ⅳ,水プラグ単管 

 

1
85
0 

2
14
5 
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3. 設計条件 

(1) CNS-HH-A-01 

a.  内管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※P3は真空容器内部にある内管 

配管番号 P1 P2 P3 

外径(mm) 9.0 12.0 9.0 

板厚(mm) 0.5 2.0 0.5 

材質 SUS304LTP SUSF304L SUS304LTP 

ヤング率(N/mm2) 1.83×105 1.83×105 1.67×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 200 200 425 

最高使用圧力(MPa) 0.4413 0.4413 0.4413 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 

内部流体種類 液体水素 液体水素 液体水素 

内部流体密度(ton/mm) 3.56×10-9 3.56×10-9 3.56×10-9 

外部流体種類 － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － 

設計降伏点 Sy(N/mm2) 122 122 99 

設計引張強さ Su(N/mm2) 372 349 361 

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 

1 次 122 122 99 

1次+2次 244 244 198 

コンデンサ 

P1 P2 

P3※ 

P1 

評価点 1 

評価点 3 

評価点 4 評価点 
19 

評価点 

20 
評価点 
18 

評価点 53 

評価点 50 
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b.  外管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※P8はスリーブ調整管 

配管番号 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

外径(mm) 26.9 33.7 25.0 26.0 26.0 25.0 

板厚(mm) 1.6 1.6 1.0 0.7 0.6 0.8 

材質 SUS304LTP SUSF304L SUSF304L SUS304LTP SUSF304L SUH660 ※2 

ヤング率(N/mm2) 1.83×105 1.83×105 1.83×105 1.67×105 1.67×105 1.67×105 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

最高使用温度(℃) 200 200 200 425 425 425 

最高使用圧力(MPa) 0.4413 0.4413 0.4413 0.4413 0.4413 0.4413 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 7.98×10-9 

内部流体種類 － － － － － － 

内部流体密度(ton/mm) － － － － － － 

外部流体種類 － － － － － － 

外部流体密度(ton/mm) － － － － － － 

設計降伏点 Sy 122 122 122 99 99 558 

設計引張強さ Su 372 349 349 361 338 803 

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 

1 次 122 122 122 99 99 558 

1次+2次 244 244 244 198 198 1116 

※2 SUH660は JIS 規格に密度の規定がないため、同じ種類の合金である SUH310の値を使用する。 

P4 
P4 P5 P6 

P6 

P7 

P8※ 

P9 

減速材

容器 

評価点 126 

コンデンサ 

評価点 54 
評価点 55 

評価点 56 

評価点 60 

評価点 

75 
評価点 
76 

評価点 74 評価点 77 

評価点 117 

評価点 119 

評価点 121 

評価点 83 

φ26.9× 

φ33.7 

φ25.0× 

φ33.7 

φ26.0× 

φ33.7 



 

添 3-4-7-6-11 

c.  真空断熱管Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P10 P11 P12 P13 P14 

外径(mm) 60.3 63 88.9 47.0 51.0 

板厚(mm) 2.8 4.15 5.5 3.0 5.0 

材質 SUS304LTP SUSF304L SUS304LTP A5052TDS A5052BE 

ヤング率(N/mm2) 1.93×105 1.93×105 1.93×105 6.70×104 6.70×104 

ポアソン比(-) 0.3 0.3 0.3 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 50 50 50 100 100 

最高使用圧力(MPa) 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 

配管密度(ton/mm3) 7.93×10-9 7.93×10-9 7.93×10-9 2.68×10-9 2.68×10-9 

内部流体種類 － － － － － 

内部流体密度(ton/mm) － － － － － 

外部流体種類 水 水 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) 2.86×10-6 3.12×10-6 6.21×10-6 1.73×10-6 2.04×10-6 

設計降伏点 Sy 169 169 169 55 55 

設計引張強さ Su 466 436 466 167 167 

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 

1 次 169 169 169 55 55 

1次+2次 338 338 338 110 110 

P10 

P10 P12 P13 

P13 P11(ティー部) 
P14(ティー部) 

評価点 144 

コンデンサ 

評価点 171 

評価点 127 

評価点 129 

評価点 131 

評価点 132 

評価点 
139 

評価点 
140 

評価点 133 
評価点 145 

評価点 146 

評価点 142 
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d.  真空断熱管Ⅳ e.  水プラグ単管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※P19は真空容器の一部のため評価範囲外 

配管番号 P15 P16 P17 P18 P19 

外径(mm) 147 135.0 169.0 169.0 178.0 

板厚(mm) 16.0 10.0 10.0 15.0 20.0 

材質 A5052TDS A5052TDS A5052TDS A5052TDS A6061F-T6 

ヤング率(N/mm2) 6.70×104 6.70×104 6.70×104 6.70×104 6.60×104 

ポアソン比(-) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

最高使用温度(℃) 100 100 100 100 100 

最高使用圧力(MPa) 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 

配管密度(ton/mm3) 2.68×10-9 2.68×10-9 2.68×10-9 2.68×10-9 2.69×10-9 

内部流体種類 水 水 － － － 

内部流体密度(ton/mm) 1.40×10-5 1.40×10-5 － － － 

外部流体種類 － － 水 水 水 

外部流体密度(ton/mm) － － 2.24×10-5 2.24×10-5 2.49×10-5 

設計降伏点 Sy 55 55 55 55  

設計引張強さ Su 167 167 167 167  

許容応力 

(N/mm2) 
ＢAS 

1 次 55 55 55 55  

1 次+2 次 110 110 110 110  

P15 

P16 

P17 

P18 

P19※ 

評価点 175 

評価点 178 

評価点 177 

評価点 172 

評価点 179 

評価点 180 

評価点 181 

重水タンク 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (3) 1.90 － 

2 (1) 1.00 － 

3 (1) 1.00 － 

4 (3) 1.90 － 

5 (6) 1.19 － 

6 (6) 1.19 － 

7 (1) 1.00 － 

8 (1) 1.00 － 

9 (1) 1.00 － 

10 (1) 1.00 － 

11 (1) 1.00 － 

12 (1) 1.00 － 

13 (1) 1.00 － 

14 (1) 1.00 － 

15 (1) 1.00 － 

16 (1) 1.00 － 

17 (1) 1.00 － 

18 (2) 2.10 － 

19 (1) 1.00 － 

20 (1) 1.00 － 

21 (3) 1.90 － 

22 (1) 1.00 － 

23 (1) 1.00 － 

24 (6) 1.19 － 

25 (6) 1.19 － 

26 (1) 1.00 － 

27 (1) 1.00 － 

28 (6) 0.29 － 

29 (6) 0.29 － 

30 (1) 1.00 － 

31 (6) 0.29 － 

32 (6) 0.29 － 

33 (6) 0.29 － 

34 (6) 0.29 － 

35 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

36 (6) 0.29 － 

37 (6) 0.29 － 

38 (1) 1.00 － 

39 (6) 0.29 － 

40 (6) 0.29 － 

41 (1) 1.00 － 

42 (6) 0.29 － 

43 (6) 0.29 － 

44 (1) 1.00 － 

45 (6) 0.29 － 

46 (6) 0.29 － 

47 (6) 0.29 － 

48 (6) 0.29 － 

49 (1) 1.00 － 

50 (1) 1.00 － 

51 (1) 1.00 － 

52 (1) 1.00 － 

53 (1) 1.00 － 

54 (3) 1.90 － 

55 (3) 1.90 － 

56 (3) 1.90 － 

57 (3) 1.80 － 

58 (4) 1.33 1.33 

59 (3) 1.80 － 

60 (1) 1.00 － 

61 (3) 1.80 － 

62 (1) 1.00 － 

63 (1) 1.00 － 

64 (1) 1.00 － 

65 (1) 1.00 － 

66 (1) 1.00 － 

67 (1) 1.00 － 

68 (1) 1.00 － 

69 (1) 1.00 － 

70 (1) 1.00 － 
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評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

71 (1) 1.00 － 

72 (1) 1.00 － 

73 (1) 1.00 － 

74 (7) 2.00 － 

75 (3) 1.90 － 

76 (3) 1.90 － 

77 (7) 2.00 － 

78 (1) 1.00 － 

79 (1) 1.00 － 

80 (1) 1.00 － 

81 (3) 1.80 － 

82 (4) 1.76 1.76 

83 (1) 1.00 － 

84 (3) 1.80 － 

85 (3) 1.80 － 

86 (1) 1.00 － 

87 (1) 1.00 － 

88 (1) 1.00 － 

89 (6) 0.73 － 

90 (6) 0.73 － 

91 (1) 1.00 － 

92 (6) 0.73 － 

93 (6) 0.73 － 

94 (6) 0.73 － 

95 (6) 0.73 － 

96 (1) 1.00 － 

97 (1) 1.00 － 

98 (6) 0.73 － 

99 (6) 0.73 － 

100 (1) 1.00 － 

101 (1) 1.00 － 

102 (6) 0.73 － 

103 (6) 0.73 － 

104 (1) 1.00 － 

105 (1) 1.00 － 

106 (6) 0.73 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

107 (6) 0.73 － 

108 (1) 1.00 － 

109 (6) 0.73 － 

110 (6) 0.73 － 

111 (6) 0.73 － 

112 (6) 0.73 － 

113 (1) 1.00 － 

114 (1) 1.00 － 

115 (1) 1.00 － 

116 (1) 1.00 － 

117 (7) 2.00 － 

118 (1) 1.00 － 

119 (3) 1.80 － 

120 (7) 2.00 － 

121 (2) 2.10 － 

122 (1) 1.00 － 

123 (1) 1.00 － 

124 (2) 2.10 － 

125 (2) 2.10 － 

126 (1) 1.00 － 

127 (3) 1.90 － 

128 (1) 1.00 － 

129 (3) 1.80 － 

130 (4) 1.24 1.24 

131 (3) 1.80 － 

132 (1) 1.00 － 

133 (3) 1.80 － 

134 (2) 2.10 － 

135 (1) 1.00 － 

136 (1) 1.00 － 

137 (1) 1.00 － 

138 (1) 1.00 － 

139 (1) 1.00 － 

140 (1) 1.00 － 

141 (1) 1.00 － 

142 (1) 1.00 － 
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評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

143 (4) 0.93 0.93 

144 (1) 1.00 － 

145 (3) 1.80 － 

146 (3) 1.80 － 

147 (1) 1.00 － 

148 (1) 1.00 － 

149 (6) 0.78 － 

150 (6) 0.78 － 

151 (6) 0.78 － 

152 (6) 0.78 － 

153 (6) 0.78 － 

154 (6) 0.78 － 

155 (1) 1.00 － 

156 (6) 0.78 － 

157 (6) 0.78 － 

158 (1) 1.00 － 

159 (1) 1.00 － 

160 (6) 0.78 － 

161 (6) 0.78 － 

162 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

163 (6) 0.78 － 

164 (6) 0.78 － 

165 (6) 0.78 － 

166 (6) 0.78 － 

167 (6) 0.78 － 

168 (6) 0.78 － 

169 (1) 1.00 － 

170 (1) 1.00 － 

171 (3) 1.90 － 

172 (2) 2.10 － 

173 (1) 1.00 － 

174 (1) 1.00 － 

175 (3) 1.90 － 

176 (1) 1.00 － 

177 (2) 2.10 － 

178 (2) 2.10 － 

179 (3) 1.90 － 

180 (2) 2.10 － 

190 (1) 1.00 － 
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(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 
重量 

(kg) 
備考 

55 － ベローズ 0.0369 真空断熱管Ⅲ内 

56 － ベローズ 0.0369 真空断熱管Ⅲ内 

75 － ベローズ 0.5950 真空断熱管Ⅱ内 

76 － ベローズ 0.5950 真空断熱管Ⅱ内 

139 － フランジ 1.0600 割フランジ 

140 － フランジ 1.4300 真空断熱管Ⅱ（コンデンサ側） 

139 － フランジ 2.0100 真空断熱管Ⅱ（減速材容器側） 

140 － フランジ 1.5500 真空断熱管Ⅰ（上部） 

172 － フランジ 7.5500 真空断熱管Ⅳ（上部） 

177 － フランジ 0.6960 真空断熱管Ⅳ（下部） 

178 － フランジ 7.0600 水プラグ単管（上部） 

180 － フランジ 18.6000 水プラグ単管（下部） 

180 － フランジ 15.8000 真空容器（上部） 

181 － フランジ 9.8800 真空容器（下部） 

126 － 減速材容器 0.6700 － 

60 － 位置決め板 0.0344 真空断熱管Ⅲ 

132 － 平板 0.2460 真空断熱管Ⅲ 

83 － 位置決め板 0.0321 真空断熱管Ⅰ 

144 － 平板 0.0657 真空断熱管Ⅰ 

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

ＢAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 9,10 

－ － 

静的地震力 － － 0.41 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) CNS-HH-A-01 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 9.3 54.8 9.3 

固有周期（s） 0.107 0.018 0.107 
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4.2. 結論 

4.2.1. CNS-HH-A-01 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 121 一次応力 5 0 55 - 60 99 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. CNS-HH-A-01 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

1 

自重 1 1 － － － 35 

動的地震荷重 X 5 － － － － 698 

動的地震荷重 Y 1 － － － － 133 

動的地震荷重 Z － － － 5 － － 

静的地震荷重 X 2 － － － － 281 

静的地震荷重 Z － － － 8 － － 

54 

自重 － 2 － － － － 

動的地震荷重 X － － － － － － 

動的地震荷重 Y － － － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X 1 － － － － 28 

静的地震荷重 Z － － 1 28 － － 

127 

自重 48 17 － － － 2298 

動的地震荷重 X 50 65 － － － 2355 

動的地震荷重 Y 31 19 － － － 1472 

動的地震荷重 Z － － 48 7695 3939 － 

静的地震荷重 X 4 7 － － － 501 

静的地震荷重 Z － － 25 4458 246 － 

134 

自重 21 140 － － － － 

動的地震荷重 X 147 117 － － － － 

動的地震荷重 Y 38 39 － － － － 

動的地震荷重 Z － － 91 － － － 

静的地震荷重 X 336 4 － － － － 

静的地震荷重 Z － － 30 － － － 

137 

自重 － 213 － － － － 

動的地震荷重 X － 112 － － － － 

動的地震荷重 Y － 35 － － － － 

動的地震荷重 Z － － 108 － － － 

静的地震荷重 X － 14 － － － － 

静的地震荷重 Z － － 111 － － － 
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拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

137 

自重 － 213 － － － － 

動的地震荷重 X － 112 － － － － 

動的地震荷重 Y － 35 － － － － 

動的地震荷重 Z － － － － － － 

静的地震荷重 X － 14 － － － － 

静的地震荷重 Z － － － － － － 

方向 0.0523 0.9986 0.0000 － － － 

181 

自重 38 2107 － － － 69594 

動的地震荷重 X 449 112 － － － 536784 

動的地震荷重 Y 55 261 － － － 64397 

動的地震荷重 Z － － 572 858877 1190 － 

静的地震荷重 X 675 24 － － － 360062 

静的地震荷重 Z － － 851 712402 45 － 
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1. 概要 

本報告書は、「添付書類 3-3-1．配管の耐震強度評価の基本方針」に基づいて計算を

行う。 

 

鳥瞰図 内容 耐震クラス 

RBS-1 弁(KVV5-71)から弁(KVV1-72)側ダクトアンカまで B 
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2. 概略系統図及び鳥瞰図 

2.1. 概略系統図 
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2.2. 鳥瞰図 

鳥瞰図記号凡例 

記号 内容 

 
アンカ 

 
レストレイント 
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(1) RBS-1 

 

1095 

2795 

KVV5-71 

KVV1-72 

炉室給気系空気調和機 

FL -1900 
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3. 設計条件 

3.1. RBS-1 

(1) 解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管番号 P1   

外径(mm) 1117.6   

板厚(mm) 6.0   

材質 SS400   

ヤング率(N/mm2) 2.01×105   

ポアソン比(-) 0.3   

最高使用温度(℃) 55   

最高使用圧力(MPa) 0.0059   

配管密度(ton/mm3) 7.85×10-9   

内部流体種類 空気   

内部流体密度(ton/mm3) 0.00   

外部流体種類 －   

外部流体密度(ton/mm3) －   

設計降伏点 Sy(N/mm2) 239   

設計引張強さ Su(N/mm2) 391   

許容応力 

(N/mm2) 
BAS 1 次 239  

 

  

P1 

KVV5-71 
評価点 11 

評価点 10 
KVV1-72 

評価点 8 
評価点 1 

評価点 2 評価点 4 
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(2) 応力係数 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

1 (1) 1.00 － 

2 (9) 2.10 － 

4 (9) 2.10 － 

5 (1) 1.00 － 

6 (1) 1.00 － 

評価点 
溶接部等

の区分 

応力係数 i 

主管 分岐管 

7 (1) 1.00 － 

8 (9) 2.10 － 

10 (9) 2.10 － 

11 (2) 2.10 － 

 

(3) 機器重量 

評価点 機器番号 機器種別 重量 (kg) 備考 

2 - フランジ 202 － 

4 - フランジ 202 － 

8 - フランジ 202 － 

10 - フランジ 202 － 

12 KVV5-71 弁 1537 － 

13 KVV1-72 弁 1537  

 

(4) 入力地震波 

許容 

応力 

状態 

地震波 種類 
減衰 

定数 

使用 

質点 

設計震度 

水平 鉛直 

BAS 

弾性設計用地震動 

Sd の 1/2 

スペクトル

モーダル 
0.5% 

原子炉建家質点 2,3 

－ － 

静的地震力 － － 0.18 － 
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4. 解析結果及び評価 

4.1. 固有周期 

(1) RBS-1 

モード X方向一次 Y方向一次 Z方向一次 

固有振動数（Hz） 75.3 10.9 11.2 

固有周期（s） 0.013 0.092 0.090 
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4.2. 結論 

4.2.1. RBS-1 

(1) BAS評価 

発生応力は許容応力を満足している。 

許容応力 

状態 
評価点 区 分 内圧応力 自重応力 

短期機械荷重応力 

及び地震荷重応力 
二次応力 

一次応力評価 

(N/mm2) 

計算応力 許容応力 

BAS 4 一次応力 1 6 13 － 20 239 
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4.3. 拘束点反力 

4.3.1. RBS-1 

(1) BAS評価 

拘束点 

番号 
荷重 

反力(N) モーメント(N・mm) 

X Y Z MX MY MZ 

5 

自重 0 28095 － － － － 

動的地震荷重 X 4549 0 － － － － 

動的地震荷重 Y 0 20547 － － － － 

動的地震荷重 Z 16958 0 － － － － 

静的地震荷重 X 5057 0 － － － － 

静的地震荷重 Z 1020 0 － － － － 

11 

自重 0 16250 0 4012426 0 0 

動的地震荷重 X 4453 0 379 0 1168956 0 

動的地震荷重 Y 0 20481 0 5100842 0 32267460 

動的地震荷重 Z 16590 0 43636 0 26341040 0 

静的地震荷重 X 2925 0 0 0 722237 0 

静的地震荷重 Z 1020 0 7982 0 2848852 0 

 





 

 

３－５．添付図表 
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図-3-5.1 プールゲート（No.1ゲート）の概略図 
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図-3-5.2 上部遮蔽体の概略図
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図-3-5.3 下部遮蔽体の概略図
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図-3-5.4 1次冷却材主ポンプの概略図
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図-3-5.5 1次冷却材補助ポンプの概略図 
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図-3-5.6 1次冷却材熱交換器の概略図
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図-3-5.7 N16減衰タンクの概略図
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図-3-5.8 ディフューザの概略図
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図-3-5.9 1次冷却材ストレーナの概略図 
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図-3-5.10 重水ポンプの概略図
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図-3-5.11 重水ドレン汲上ポンプの概略図
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図-3-5.12 重水熱交換器の概略図 
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図-3-5.13 重水溢流タンクの概略図
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図-3-5.14 重水ドレンタンクの概略図
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図-3-5.15 重水イオン交換樹脂塔の概略図
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図-3-5.16 重水前置フィルタの概略図
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図-3-5.17 重水後置フィルタの概略図 
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図-3-5.18 ヘリウム圧縮機の概略図
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図-3-5.19 吸込タンクの概略図
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図-3-5.20 吐出タンクの概略図
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図-3-5.21 ヘリウムタンクの概略図
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図-3-5.22 再結合器の概略図
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図-3-5.23 No.1ドレンセパレータ及び No.2ドレンセパレータの概略図
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図-3-5.24 No.1凝縮器の概略図
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図-3-5.25 No.2凝縮器の概略図 
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図-3-5.26 サイフォンブレーク弁の概略図
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図-3-5.27 自然循環弁接続管及び自然循環弁の概略図 
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図-3-5.28 原子炉プール溢流タンクの概略図 
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図-3-5.29 制御棒駆動装置の概略図
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図-3-5.30 重水ダンプ弁の概略図
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図-3-5.31 非常用排風機の概略図
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図-3-5.32 空気浄化装置の概略図
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図-3-5.33 燃料搬送装置の概略図
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図-3-5.34 使用済燃料キャスクの概略図
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図-3-5.35 プールゲート（No.2ゲート）の概略図



添 3-5-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-5.36 使用済燃料貯蔵ラック（A型）の概略図



添 3-5-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-5.37 使用済燃料貯蔵ラック（B型）の概略図
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図-3-5.38 ビームチューブ接続管の概略図
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図-3-5.39 前部水封用止板（1G）～（6G）の概略図
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図-3-5.40 前部水封用止板（7R）の概略図
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図-3-5.41 前部水封用止板（8T）の概略図
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図-3-5.42 前部水封用止板（9C）の概略図
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図-3-5.43 減速材容器の概略図
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図-3-5.44 低温流路管の概略図（1/2）
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図-3-5.45 低温流路管の概略図（2/2）
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図-3-5.46 炉室詰替セルの躯体及びサブプールの概略図
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図-3-5.47 非常用排気設備アキュムレータの概略図 



 

４．制御棒の挿入性に係る説明書（制御棒駆動機構） 
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１．概要 

 JRR-3原子炉施設（以下「JRR-3」という。）における制御棒の挿入性は、平成 2年の原

子炉改造時に「JRR-3 の改造（その５）」（昭和 61年 12月 26日付け 61原研 19第 35号を

もって申請、昭和 62年 4月 6日付け 61安（原規）第 218号をもって認可）で設計及び工

事の方法の認可を受けているが、今般、新規制基準を受けて基準地震動が変更になったた

め、新たに策定した基準地震動を用いて制御棒の挿入性を確認する。 

 

２．制御棒挿入性の考え方 

JRR-3の制御棒系は図-4.1に示すように中性子吸収体、フォロワ型燃料要素、制御棒案内

管、制御棒駆動機構管内駆動部（制御棒バヨネットロック機構、連結桿、着座器、プランジ

ャ、緩衝器）、制御棒駆動機構管外駆動部（上部仕切弁、減速機、駆動モータ、ボールスク

リュ、可動コイル、位置指示検出機構）、制御棒駆動機構案内管、下部弁より構成される。 

 制御棒（以下「制御棒」という場合は、中性子吸収体、フォロワ型燃料要素及び制御棒駆

動機構管内駆動部から構成されるものを指す。）挿入性の考え方としては、中性子吸収体及

びフォロワ型燃料の制御棒案内管に対する挿入性と、制御棒駆動機構管内駆動部の制御棒

駆動機構案内管に対する挿入性の 2つを確認する必要がある。 

 本説明書では、制御棒駆動機構管内駆動部の制御棒駆動機構案内管に対する挿入性につ

いて説明する。なお、中性子吸収体及びフォロワ型燃料の制御棒案内管に対する挿入性につ

いては「JRR-3 の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書（その１１）」にて説明して

いる。 

 

３．JRR-3の制御棒の特徴 

 JRR-3 の制御棒は原子炉プール内で水中に浮いた状態で中性子吸収体のガイドローラ及

びプランジャと可動コイルの磁気結合によって保持されているため、制御棒案内管及び制

御棒駆動機構案内管と剛な支持点を持たない構造となっている。原子炉設置変更許可申請

書に記載したとおり、JRR-3の制御棒のスクラム時の駆動方式は、重力による落下方式であ

り、スクラム信号検知から制御棒が炉心に挿入されるまでの時間は最大 1秒である（スクラ

ム時全ストロークの 80％挿入時間）。また、スクラム時には可動コイルとプランジャとの磁

気結合が切れるため、構造上、一度スクラム信号により挿入された制御棒が、自動で引き抜

かれることはない。 
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参考第 14 図　制御棒駆動装置概要説明図
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図-4.1 制御棒系概略図 

 

 

  

制御棒案内管内短（66.2mm） 

中性子吸収体 
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４．制御棒駆動機構管内駆動部の挿入性の考え方 

 制御棒駆動機構管内駆動部の挿入性に関しては、設置時に静的試験及び加振試験を実施

しており、制御棒駆動装置の地震による変位が 2mm までは規定時間（スクラム挿入時間 1秒

以下）を満足することを確認している（図-4.2にスクラム機能試験結果を示す）。 

 このため、新たに策定した基準地震動による制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管

の変位（スクラム検知時刻+1 秒までについて検討を行う）が 2mm 以内であれば、挿入性に

影響はないことを確認できる。 

 

 

図-4.2 スクラム機能試験結果 

（JRR-3の改造（その５）（昭和 61年 12月 26日付け 61原研 19第 35号をもって申請、昭

和 62年 4月 6日付け 61安（原規）第 218号をもって認可）より） 
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５．地震計の概要 

JRR-3においては、地震に対する考慮として、安全保護系に「水平地震動大」及び「鉛直

地震動大」を設けている。そのスクラム設定値は水平 80gal※、鉛直 40gal※である。 

次に、地震計検出器について説明する。地震計検出器が設置されている原子炉建家は、直

径 32.8m、地上高さ 21.75m（地上 1 階）、地下深さ 9.95m（地下 1 階）で上部にドーム形状

の鉄骨屋根を持つ円筒形の鉄筋コンクリート造の建家である。図-4.3 に示すように、原子

炉建家地階（GL-7.3ｍ）の南北に A系検出器、B系検出器と１系統ずつ設けられている。 

 

※ 1 gal = 1 cm/s2であり、以降、galもしくは cm/s2を用いる。 

 

 

                           地震計検出器 

図-4.3 原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）平面図及び地震計検出器設置場所 
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６．制御棒駆動機構管内駆動部の挿入性を考慮すべき時間 

 ４．に記載したとおり制御棒駆動機構管内駆動部の挿入性を考慮すべき時間は、地震到達

からスクラム検知及び制御棒挿入までの間である。以下に例として原子炉建家地階（GL-7.3

ｍ）における基準地震動 Ss-D（NS方向）の床応答の時刻歴を示す。この場合は、地震到達

から 6.42ｓ後に 80.112galに達し、原子炉はスクラムする（NS方向のみを考慮した場合）。 

 

 

 

 

 

 各基準地震動のスクラム検知時刻を表-4.1 に示す。また、各基準地震動の原子炉建家地

階（GL-7.3ｍ）における床応答の時刻歴を別図-4.1.1～別図-4.1.5 に示す。なお、当該時

刻歴は「JRR-3の変更に係る設計及び工事の方法の認可申請書（その４）添付書類 1-1.原子

炉建家の耐震性に関する説明書」の結果から得られたものである。 
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表-4.1 各基準地震動のスクラム検知時刻（原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）） 

地震波 方向 時刻（秒） 加速度（gal） 

Ss-D 

水平（NS） 6.42 80.112 

水平（EW） 6.43 90.261 

鉛直 5.23 53.112 

Ss-1 

水平（NS） 15.87 82.271 

水平（EW） 16.29 80.602 

鉛直 13.44 50.457 

Ss-2 

水平（NS） 16.29 92.054 

水平（EW） 18.22 84.365 

鉛直 13.59 42.955 

Ss-3 

水平（NS） 15.89 81.790 

水平（EW） 17.04 86.415 

鉛直 12.53 40.763 

Ss-4 

水平（NS） 85.18 81.991 

水平（EW） 84.70 88.500 

鉛直 79.80 48.778 

 

 各地震波の成分（水平２方向及び鉛直方向）のうち、最短のスクラム検知時刻がその地震

動におけるスクラム検知時刻となるため、表-4.1 の結果から各基準地震動に対して、制御

棒駆動機構管内駆動部の挿入性を確認すべき時刻の範囲（スクラム検知時刻 + 制御棒挿入

時間 1秒）は以下のとおりとなる。 

 

地震波 検討範囲（秒） 

Ss-D 0～6.23 

Ss-1 0～14.44 

Ss-2 0～14.59 

Ss-3 0～13.53 

Ss-4 0～80.80 
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７．地震時における制御棒駆動機構管内駆動部の挿入機能の検討 

 地震時における制御棒駆動機構管内駆動部の挿入時間が規定挿入時間以内であることを

次の方法で確認する。 

１）基準地震動 Ss時における制御棒駆動装置の地震到達からスクラム検知及び制御棒挿

入時間までの最大変位を、多質点系モデルを用いた時刻歴応答解析による動的解析

（「添付書類 3-4-3-2.制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の地震応答解析」

の結果から得られたものを用いる）により求める。 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の時刻歴応答解析による動的解析は、

軸方向に 15質点を設け、各質点間を当該機器と等価な曲げ及びせん断剛性を有する

梁部材で連結した多質点系モデル（図-4.4参照）を制御棒 6体分組み合わせたモデ

ル（図-4.5参照）を用いて行った。 

 

２）平成２年の原子炉改造時に実施した制御棒及び制御棒駆動装置の実規模の供試体を

用いた、S2地震※時の変位を模擬した静的スクラム試験及び基準地震動 S2による加

振試験を行った結果から、制御棒駆動装置の最大変位が 2mm 以内であれば、スクラ

ム時間は規定時間の 1秒以下を満足する(図-4.2参照)。したがって、１）の結果が

2mm以内であることを確認出来れば、制御棒は規定挿入時間内に炉心に挿入される。 

図-4.6 に例として、基準地震動 Ss-D 時の X 方向の制御棒駆動機構及び制御棒駆

動機構案内管の変位の時刻歴を示す。なお、当該時刻歴は図-4.4 のモデルの質点 1

～質点 15 の変位を全て重ねたものである。図-4.6 の場合は、スクラム検知から制

御棒の挿入が完了する 6.23秒までの間の、制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内

管の X方向の変位は 0.2mm程度となる。 

 

  ※平成２年の原子炉改造当時の基準地震動 

 

  



 

添 4-8 

 

図-4.4 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 自重解析モデル 
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図-4.5 制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管 地震応答解析モデル 
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図-4.6 基準地震動 Ss-D 時の X 方向の制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の変

位 
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８．各基準地震動における制御棒駆動装置の変位 

 各基準地震動における制御棒駆動装置のスクラム検知及び制御棒挿入時間までの最大変

位は別図-4.2.1～別図-4.2.5 に示すとおりである。なお、鉛直方向は JRR-3 の制御棒が重

力落下方式であり、制御棒の挿入性を確認すべき時刻までの間に、鉛直上向きに自重（1G = 

980gal）に比べ過度の加速度がかかることがないため、検討から除外する。 

 別図-4.2.1～別図-4.2.5 の結果から、制御棒が挿入完了する時刻までの検討範囲内での

制御棒駆動装置の最大変位は 0.3mm以下であることが分かる。 

 

９．まとめ 

 ８．の結果から、今回新たに策定した基準地震動における制御棒駆動装置の変位は平成２

年の原子炉改造時に認可を受けたもの（JRR-3 の改造（その５））に比べ、十分小さいこと

から（図-4.7参照）、基準地震動時においても制御棒駆動機構管内駆動部は制御棒駆動機構

案内管に対し、十分な挿入性を有している。 

 

 

 

図-4.7 スクラム機能試験結果 

  

今回の検討範囲内での動的

解析による最大変位 
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Ss-D(NS方向) 

 

Ss-D(EW方向) 

 

Ss-D(UD方向) 

別図-4.1.1 基準地震動 Ss-Dの原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）における床応答時刻歴 
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Ss-1(NS方向) 

 

Ss-1(EW方向) 

 

Ss-1(UD方向) 

別図-4.1.2 基準地震動 Ss-1の原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）における床応答時刻歴 
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Ss-2(NS方向) 

 

Ss-2(EW方向) 

 

Ss-2(UD方向) 

別図-4.1.3 基準地震動 Ss-2の原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）における床応答時刻歴 
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Ss-3(NS方向) 

 

Ss-3(EW方向) 

 

Ss-3(UD方向) 

別図-4.1.4 基準地震動 Ss-3の原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）における床応答時刻歴 
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Ss-4(NS方向) 

 

Ss-4(EW方向) 

 

Ss-4(UD方向) 

別図-4.1.5 基準地震動 Ss-4の原子炉建家地階（GL-7.3ｍ）における床応答時刻歴  
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別図-4.2.1 基準地震動 Ss-D時の制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の変位 

（水平（X,Y）方向） 
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別図-4.2.2 基準地震動 Ss-1時の制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の変位 

（水平（X,Y）方向） 
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別図-4.2.3 基準地震動 Ss-2時の制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の変位 

（水平（X,Y）方向） 
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別図-4.2.4 基準地震動 Ss-3時の制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の変位 

（水平（X,Y）方向） 
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別図-4.2.5 基準地震動 Ss-4時の制御棒駆動機構及び制御棒駆動機構案内管の変位 

（水平（X,Y）方向） 



 

 

 



 

 

５．申請に係る「国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構原子力科学研究所原子炉設置変更

許可申請書」との整合性に関する説明書 
 



 



 

５－１．原子炉制御棟避雷針の設置に係る「国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構原子

力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」

との整合性に関する説明書 
 



添 5-1-1 

 

原子炉制御棟避雷針の設置に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科

学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３本文） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３）その他の主要な構造 

（ⅰ）本原子炉施設は、以下の基本的方針の下に安全

設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」と

いう。）及び関連法令の要求に適合する構造とす

る。 

（中略） 

d. 安全施設は、敷地で想定される降水・洪水、風

（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山

の影響、生物学的事象、森林火災等の自然現象や、

敷地又はその周辺において想定される飛来物（航

空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火

災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等の外部

人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全

機能を損なわない構造及び配置とする。 

e. 火災発生の防止、火災検知及び消火並びに火災

の影響の低減の三方策を適切に組み合わせて、火

災により原子炉施設の安全性が損なわれないよう

に設計する。 

 

 

 

 

 

第 1編 原子炉制御棟避雷針の設置 

 

1．構成及び申請範囲 

試験研究用原子炉施設の一般構造は、次の各構造か

ら構成される。 

(1) 耐震構造 

(2) 耐津波構造 

(3) その他の主要な構造 

 

今回申請する範囲は、(3)その他の主要な構造のうち、原子

炉制御棟避雷針の設置に関するものである。原子炉制御棟

の配置図及び申請範囲を図-1.1に示す。 

 

（図は省略する。） 

 

2. 準拠した基準及び規格（省略） 

 

3. 設計 

 3.1 設計条件 

(1)  原子炉制御棟への落雷による火災の発生を防止

できること。 

原子炉設置変更許可

申請書（以下「許可

申請書」という。）の

記載に従い、敷地で

想定される落雷に対

して安全機能を損な

わない構造及び配置

とする方針としてい

るため整合してい

る。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

本原子炉施設は、低濃縮ウラン軽水減速冷却プール型

の原子炉施設の特徴を踏まえ、「原子炉等規制法」、「試験

研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」（以下「設置許可基準規則」という。）そ

の他関係法令の要求に適合するよう以下のことを十分に

考慮した設計とする。 

（中略） 

(4) 原子炉施設の設置される場所の地震、気象、水理等の

自然現象及び火災等の人為事象によって原子炉施設の安

全性が損なわれないように設計する。 

 

 

第 1編 原子炉制御棟避雷針の設置 

 

1．構成及び申請範囲 

試験研究用原子炉施設の一般構造は、次の各構造から

構成される。 

(1) 耐震構造 

(2) 耐津波構造 

(3) その他の主要な構造 

 

今回申請する範囲は、(3)その他の主要な構造のうち、原子

炉制御棟避雷針の設置に関するものである。原子炉制御棟の

配置図及び申請範囲を図-1.1に示す。 

 

（図は省略する。） 

 

2. 準拠した基準及び規格（省略） 

 

3. 設計 

 3.1 設計条件 

(1)  原子炉制御棟への落雷による火災の発生を防止

できること。 

本設工認申請に

おける設計条件

は、許可申請書の

記載と整合する。 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の

基準に関する規則への適合 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を

及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生ずる応力を適切に考慮したものでなければなら

ない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定さ

れる試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

第１項について 

安全施設は、敷地内又はその周辺において想定される以

下のような自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組み

合わせに遭遇した場合においても、安全機能が損なわれな

い設計とする。ただし、代替手段による機能維持が可能な

場合は、その効果を考慮する。 

なお、ＪＲＲ－３原子炉施設は、竜巻又は火山の影響に

よる安全機能の喪失を想定しても、別紙２に示すとおり、

一般公衆に対する放射線影響が小さい（5mSvを超えるおそ

れがない）原子炉施設である。 
（中略） 

(6) 落雷 

原子炉建家、原子炉制御棟等の関連建家には、避雷

針を設け、落雷による火災の発生を防止する設計とす

る。 

 



 

 

 



 

５－２．中央制御室外原子炉停止盤の設置に係る

「国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構原子力科学研究所原子炉設置変更許

可申請書」との整合性に関する説明書 
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中央制御室外原子炉停止盤の設置に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原

子力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

1. 安全設計 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基

準に関する規則への適合 

（原子炉制御室等） 

第三十八条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところ

により、原子炉制御室を設けなければならない。 

一 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要

なパラメータを監視できるものとすること。 

二 試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要

な操作を手動により行うことができるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合に試験研究用等原子炉の運

転の停止その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を確

保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉

制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置

をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他

の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子

炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気

設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設ける

こと。 

四 従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造と

すること。 

２ 試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常により原

子炉制御室が使用できない場合において、原子炉制御室以外

の場所から試験研究用等原子炉を停止するための装置を設け

なければならない。 

３ 前項の場合において、中出力炉又は高出力炉に係る試験研

究用等原子炉施設には、必要に応じて、原子炉制御室以外の

場所から試験研究用等原子炉内の燃料体の崩壊熱を除去し、

かつ、必要なパラメータを監視するための装置を設けなけれ

ばならない。 

 

第 2編 中央制御室外原子炉停止盤の設置 

3． 設計 

3.1 設計条件 

（１）火災等の原因で中央制御室にとどまることができない場

合でも、中央制御室外から原子炉を停止できること。 

（２）中央制御室外から以下の必要最小限のパラメータが監視

できること。 

   イ．原子炉プール水位 

   ロ．炉下室中性子空間線量率 

 

3.2 設計仕様 

中央制御室外原子炉停止盤の設計仕様は以下のとおり。なお、本

申請に係る中央制御室外原子炉停止盤は既設設備であるため、工事

を伴うものではない。 

 

名称 中央制御室外原子炉停止盤 

原子炉 

スクラムスイッチ 

スイッチの種類 手動スイッチ 

個数 1個 

作動条件 手動操作による 

監視設備 
原子炉プール水位計 

炉下室中性子モニタ 

図 図-2.1～図-2.3 

備考 

監視設備の検出器については、「JRR-3の改造（そ

の５）」（昭和 61年 12月 26日付け 61原研 19第

35 号をもって申請し、昭和 62 年 4 月 6 日付け

61安（原規）第 218号をもって認可）にて設計

及び工事の方法の認可を受け、平成 2 年 10 月

16 日付け 60 安（原規）第 173 号をもって使用

前検査に合格している。 

 

（図は省略する） 

本設工認申請にお

ける設計条件及び

設計仕様は原子炉

設置変更許可申請

書の記載と整合し

ている。 
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

適合のための設計方針 

第２項について 

中央制御室外の適切な場所から、原子炉の停止操作及び原子

炉の状態監視ができる設計とする。このため、何らかの原因に

より中央制御室にとどまることができない場合には、中央制御

室外の適切な場所に設けた中央制御室外原子炉停止盤により、

原子炉の停止が行える設計とする。また、実験利用設備に異常

が生じた場合にも、原子炉を停止するための安全スイッチを原

子炉建家内に設ける設計とする。 

10. 計測制御系統施設 

10.8 制御室 

10.8.1 概要 

計測制御系統設備のうち、原子炉施設の運転に必要な監視

及び操作装置は集中化し、原子炉制御棟内の中央制御室に設

置する。 

また、火災等の原因で中央制御室にとどまることができな

い場合にも、中央制御室外から原子炉を停止できるように、

中央制御室外原子炉停止盤を設ける。 

10.8.3 中央制御室外原子炉停止盤 

10.8.3.1 設計方針 

中央制御室外原子炉停止盤は、中央制御室にとどまること

ができない場合に、原子炉を停止できる設計とする。 

10.8.3.2 主要設備 

中央制御室外原子炉停止盤は、中央制御室外に設置し、原

子炉の停止及び必要最小限のパラメータの監視を行えるよ

うにする。 

盤に設置する主要機器は以下のとおりとする。 

原子炉プール水位計 

炉下室中性子モニタ 

原子炉スクラムスイッチ 

 

 

 



 

５－３．中央制御室におけるばい煙対策設備の設置

に係る「国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構原子力科学研究所原子炉設置変

更許可申請書」との整合性に関する説明書 
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中央制御室におけるばい煙対策設備の設置に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構原子力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

1. 安全設計 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基

準に関する規則への適合 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除

く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機

能を損なわないものでなければならない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考

慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される試

験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

第２項について 

安全施設は、敷地内又はその周辺において想定される以下の

ような自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組み合わせ

に遭遇した場合においても、安全機能が損なわれない設計とす

る。ただし、代替手段による機能維持が可能な場合は、その効

果を考慮する。 

なお、ＪＲＲ－３原子炉施設は、竜巻又は火山の影響による

安全機能の喪失を想定しても、別紙２に示すとおり、一般公衆

に対する放射線影響が小さい（5mSv を超えるおそれがない）

原子炉施設である。 

（中略） 

(10) 森林火災 

敷地外の森林火災が本原子炉施設に迫った場合でも、安全

第 3編 中央制御室におけるばい煙対策設備の設置 

3． 設計 

3.1 設計条件 

外部火災時のばい煙に対して、外部から中央制御室への進入を防

止できること。 

 

3.2 設計仕様 

中央制御室が設けられている原子炉制御棟は、専用の換気空調設

備を有している。当該換気空調設備にはダンパが設けられており、

外部火災時にばい煙が進入し、運転員の監視、操作等に影響を及ぼ

すおそれのある場合には、換気空調設備を停止し、当該ダンパを閉

止することでばい煙の中央制御室への進入を防止することが出来

る。なお、原子炉制御棟は一般区域に該当し、空気汚染のおそれの

ある管理区域を有しないため、換気空調設備を停止させても、運転

員が長期にわたりその場にとどまることが可能である。原子炉制御

棟換気空調設備の系統図及び申請範囲を図 3-1 に、ダンパの構造図

を図 3-2に示す。 

原子炉制御棟換気空調設備ダンパの設計仕様は以下のとおり。な

お、本申請に係る設備は既設であるため、工事を伴うものではない。 

 

名称 原子炉制御棟換気空調設備ダンパ 

形式 手動式風量調整ダンパ 

製品名 株式会社吉場製作所製 Ｋ-ＶＤ 

個数 1 

図 図-3.1、図-3.2 

備考 

当該ダンパについては、別途定める手順に従い、

本製品と相当するものと交換できるものとす

る。 

 

（図は省略する） 

 

本設工認申請にお

ける設計条件及び

設計仕様は原子炉

設置変更許可申請

書の記載と整合し

ている。 



添 5-3-3 

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

施設の安全機能を損なうおそれがないよう設計し、施設周辺

の草木の管理（安全機能を有する施設を内包する建物に熱影

響を与え得る森林を施設周辺に拡大させない。）その他必要

に応じた対策を講じる。なお、施設に影響が及ぶおそれがあ

る場合には、原子炉を停止する。 

また、森林火災が発生した場合に消火活動ができるよう、

建家外に消火栓等の消火設備を設置する。 

外部火災時のばい煙に対しても、外部から制御室への進入

を防止できる設計とする。 

なお、航空機落下確率が10-7 回／炉・年以上となる面積の

外周部にある森林に航空機が落下し、その火災によって森林

火災が発生するといった熱影響が最も厳しい条件となる重

畳事象を想定した場合でも、安全施設の安全機能に影響はな

い。 

 



 

 

 

５－４．原子炉プール及び使用済燃料プール水位

警報設備の設置に係る「国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構原子力科学研

究所原子炉設置変更許可申請書」との整

合性に関する説明書 
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原子炉プール及び使用済燃料プール水位警報設備の設置に係る「国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構原子力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３本文） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備 

（１）計装 

（ⅱ）その他の主要な計装の種類 

原子炉施設のプロセス計装として、１次冷却材の

流量、温度、原子炉プール水位等の計装、制御棒位

置指示計装等を設ける。 

 

第 4 編 原子炉プール及び使用済燃料プール水位警報設備の

設置 

3． 設計 

3.1 設計条件 

 3.1.1 原子炉プール水位警報設備 

 原子炉の通常運転時等運転員が中央制御室に滞

在している間における原子炉プールの水位監視は、

安全保護系の原子炉プール水位計（昭和 62 年 4 月

6 日付け 61 安（原規）第 218 号をもって設計及び

工事の方法の認可を受け、平成 2年 10月 16日付け

60安（原規）第 173号をもって使用前検査に合格）

によって行う。このため、本申請は原子炉停止中に

運転員が中央制御室外（事務管理棟に設置された副

警報盤又は中央警備室の主警報盤）で原子炉プール

の水位低下を検知するための警報設備を設けるも

のである。その設計条件は以下のとおり。 

 

名称 
原子炉プール水位警報 

（原子炉停止中の異常監視用） 

設計条件 

・原子炉停止中に原子炉プールの

水位低下を検知した場合には、

事務管理棟に設置された副警報

盤に警報を発するものであるこ

と。 

・原子炉停止中の夜間、休日等に

水位の低下を検知した場合に

は、中央警備室の主警報盤に警

報を発するものであること。 
 

 

 

原子炉設置変更許

可申請書（以下「許

可申請書」という。）

の記載に従い、水位

低下を検知できる

方針としているた

め整合している。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針（省略） 

1.2 耐震設計方針（省略） 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の

基準に関する規則への適合 

（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設） 

第十六条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げると

ころにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済

燃料（以下この条において「燃料体等」と総称する。）

の取扱施設を設けなければならない。 

一 燃料体等を取り扱う能力を有するものとするこ

と。 

二 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとす

ること。 

三 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとする

こと。 

四 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能

力を有するものとすること。 

五 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防

止できるものとすること。 

２ 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところに

より、燃料体等の貯蔵施設を設けなければならない。 

一 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであるこ

と。 

イ 燃料体等を貯蔵することができる容量を有す

第 4 編 原子炉プール及び使用済燃料プール水位警報設備の

設置 

3． 設計 

3.1 設計条件 

 3.1.1 原子炉プール水位警報設備 

 原子炉の通常運転時等運転員が中央制御室に滞

在している間における原子炉プールの水位監視は、

安全保護系の原子炉プール水位計（昭和 62年 4月

6 日付け 61 安（原規）第 218 号をもって設計及び

工事の方法の認可を受け、平成 2年 10月 16日付け

60安（原規）第 173号をもって使用前検査に合格）

によって行う。このため、本申請は原子炉停止中に

運転員が中央制御室外（事務管理棟に設置された副

警報盤又は中央警備室の主警報盤）で原子炉プール

の水位低下を検知するための警報設備を設けるも

のである。その設計条件は以下のとおり。 

 

名称 
原子炉プール水位警報 

（原子炉停止中の異常監視用） 

設計条件 

・原子炉停止中に原子炉プールの

水位低下を検知した場合には、

事務管理棟に設置された副警報

盤に警報を発するものであるこ

と。 

・原子炉停止中の夜間、休日等に

水位の低下を検知した場合に

は、中央警備室の主警報盤に警

報を発するものであること。 

 

 

許可申請書の記

載に従い、水位低

下を検知できる

方針としている

ため整合してい

る。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

るものとすること。 

ロ 燃料体等が臨界に達するおそれがないものと

すること。 

二 使用済燃料その他高放射性の燃料体の貯蔵施設

にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲げ

るものであること。ただし、使用済燃料中の原子

核分裂生成物の量が微量な場合その他の放射線の

遮蔽及び崩壊熱の除去のための設備を要しない場

合については、この限りでない。 

イ 使用済燃料その他高放射性の燃料体からの放

射線に対して適切な遮蔽能力を有するものと

すること。 

ロ 貯蔵された使用済燃料その他高放射性の燃料

体が崩壊熱により溶融しないものとすること。 

ハ 使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆材

が著しく腐食するおそれがある場合は、これを

防止できるものとすること。 

ニ 放射線の遮蔽及び崩壊熱の除去に水を使用す

る場合にあっては、当該貯蔵施設内における冷

却水の水位を測定でき、かつ、その異常を検知

できるものとすること。 

３ 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところに

より、燃料取扱場所の放射線量及び温度を測定できる

設備を設けなければならない。 

  3.1.2 使用済燃料プール水位警報設備 

 使用済燃料プールについて、プール水位を監視す

る水位警報設備を設ける。その設計条件は以下のと

おり。 

 

名称 使用済燃料プール水位警報 

設計条件 

・使用済燃料プール水位の低下を

検知した場合には、事務管理棟

に設置された副警報盤に警報を

発するものであること。 

・原子炉停止中の夜間、休日等に

使用済燃料プール水位の低下を

検知した場合には、中央警備室

の主警報盤に警報を発するもの

であること。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

一 燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、及び警

報を発することができるものとすること。 

二 崩壊熱を除去する機能の喪失を検知する必要が

ある場合には、燃料取扱場所の温度の異常を検知

し、及び警報を発することができるものとするこ

と。 

適合のための設計方針 

第 1項及び第２項について 

【燃料体の貯蔵及び取扱い】 

（中略） 

また、使用済燃料貯蔵設備及び取扱設備は、次の方針に

より設計することとする。 

(3) 使用済燃料プールは、冷却水の喪失を防止するため

十分な耐震性を有する設計とするとともに、配管等に

十分な安全対策を考慮した設計とする。また、内面は

ステンレス鋼でライニングし漏えいを防止する。 

なお、プール水位監視のための水位低警報設備を設

ける。 

第３項について 

【燃料体取扱場所のモニタリング】 

燃料体の取扱場所は、残留熱の除去能力の喪失に至る状

態及び過度の放射線レベルが検出できる設計とするととも

に、適切な場所にこれらの警報を発するように次の方針に

より設計する。 

(2) 水位監視のため、水位低警報設備を設け、警報を発

する設計とする。 

 



 

５－５．外部消火設備の設置に係る「国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構原子力科学

研究所原子炉設置変更許可申請書」との整

合性に関する説明書 
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外部消火設備の設置に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究

所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

1. 安全設計 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基

準に関する規則への適合 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除

く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機

能を損なわないものでなければならない。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設

に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考

慮したものでなければならない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される試

験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

 

適合のための設計方針 

第２項について 

安全施設は、敷地内又はその周辺において想定される以下の

ような自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組み合わせ

に遭遇した場合においても、安全機能が損なわれない設計とす

る。ただし、代替手段による機能維持が可能な場合は、その効

果を考慮する。 

なお、ＪＲＲ－３原子炉施設は、竜巻又は火山の影響による

安全機能の喪失を想定しても、別紙２に示すとおり、一般公衆

に対する放射線影響が小さい（5mSvを超えるおそれがない）原

子炉施設である。 

（中略） 

(10) 森林火災 

敷地外の森林火災が本原子炉施設に迫った場合でも、安全

第５編 外部消火設備の設置 

3． 設計 

3.1 設計条件 

 本申請に係る外部消火設備の設計仕様は以下のとおり。 

 

名称 外部消火栓 

設計条件 

・JRR-3 原子炉施設周辺で森林火災が発生した場

合に、消火活動が出来るものであること。 

・消防法を満足するものであること。 

備考 

森林火災による JRR-3 原子炉施設への影響を評価

した結果、外部消火栓の機能に期待しなくとも施

設の安全性を損なわないことを確認している。 

 

3.2 設計仕様 

本申請に係る外部消火設備の設計仕様は以下のとおり。なお、

本申請に係る外部消火設備は既設であるため、工事を伴うもので

はない。 

 

名称 外部消火栓 

個数 6基 

図 図 5-1 

備考 
消火栓は、消防法を満足する規格のものと交換で

きるものとする。 

 

（図は省略する） 

 

本設工認申請にお

ける設計条件及び

設計仕様は原子炉

設置変更許可申請

書の記載と整合し

ている。 
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

施設の安全機能を損なうおそれがないよう設計し、施設周辺

の草木の管理（安全機能を有する施設を内包する建物に熱影

響を与え得る森林を施設周辺に拡大させない。）その他必要

に応じた対策を講じる。なお、施設に影響が及ぶおそれがあ

る場合には、原子炉を停止する。 

また、森林火災が発生した場合に消火活動ができるよう、

建家外に消火栓等の消火設備を設置する。 

外部火災時のばい煙に対しても、外部から制御室への進入

を防止できる設計とする。 

なお、航空機落下確率が10-7 回／炉・年以上となる面積の

外周部にある森林に航空機が落下し、その火災によって森林

火災が発生するといった熱影響が最も厳しい条件となる重

畳事象を想定した場合でも、安全施設の安全機能に影響はな

い。 

 



 

５－６．内部溢水影響評価に係る「国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構原子力科学研

究所原子炉設置変更許可申請書」との整合

性に関する説明書 
 



添 5-6-1 

 

内部溢水影響評価に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所

原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３本文） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）（省略） 

（２）（省略） 

（３）その他の主要な構造 

（ⅰ）本原子炉施設は、以下の基本的方針の下に安全

設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」と

いう。）及び関連法令の要求に適合する構造とす

る。 

（中略） 

h. 安全施設は、原子炉施設内部で発生が想定され

る溢水に対し、原子炉施設の安全性を損なうこと

のないように設計する。また、想定される放射性

物質を含む溢水について、管理区域からの漏えい

を防止できるように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６編 内部溢水影響評価 

 

1．構成及び申請範囲 

試験研究用原子炉施設の一般構造は、次の各構造か

ら構成される。 

(1) 耐震構造 

(2) 耐津波構造 

(3) その他の主要な構造 

 

今回申請する範囲は、試験研究炉用等原子炉施設の一般構

造の(3) その他の主要な構造について、内部溢水影響評価

に関するものである。 

 

2．準拠した基準及び規格（省略） 

 

3．設計及び評価 

3.1 設計条件 

 本申請に係る設計条件は、以下のとおりである。 

１）内部溢水による安全機能喪失の防止 

JRR-3原子炉施設（以下「JRR-3」という。）内

に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含

む。）、消火系統等の破損、誤操作、誤作動、並

びに原子炉プール、カナル、使用済燃料プール又

は使用済燃料貯槽のスロッシング等により溢水

が発生したとしても、原子炉を停止でき、放射性

物質の閉じ込め機能を維持できること。また、停

止状態にある場合は、引き続きその状態を維持で

きること。表6-1に内部溢水に対する防護対象設

備（以下「防護対象設備」という。）を示す。 

（表は省略する。） 

原子炉設置変更許可

申請書（以下「許可

申請書」という。）の

記載に従い、想定さ

れる溢水に対して安

全機能を損なわない

構造としている。ま

た、想定される放射

性物質を含む溢水に

ついて、管理区域か

らの漏えいを防止で

きる構造としている

ため整合している。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３本文） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

２）管理区域外への放射性物質を含む液体の漏えい防

止 

表6-2に示すJRR-3内に設置された放射性物質

を含む液体を内包する容器又は配管の破損によ

り生じた溢水が、管理区域外へ漏えいしないこ

と。 

（表は省略する。） 

 

 

原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

本原子炉施設は、低濃縮ウラン軽水減速冷却プール

型の原子炉施設の特徴を踏まえ、「原子炉等規制法」、

「試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設

備の基準に関する規則」（以下「設置許可基準規則」と

いう。）その他関係法令の要求に適合するよう以下のこ

とを十分に考慮した設計とする。 

（中略） 

(5) 原子炉の運転に際し、異常の発生を早期に検知し、

その拡大を防止するように設計する。また、機器の故

障、誤操作等が生じても燃料の健全性及び冠水維持設

備の健全性が損なわれないよう設計する。 

 

 

第６編 内部溢水影響評価 

 

1．構成及び申請範囲 

試験研究用原子炉施設の一般構造は、次の各構造か

ら構成される。 

(1) 耐震構造 

(2) 耐津波構造 

(3) その他の主要な構造 

 

今回申請する範囲は、試験研究炉用等原子炉施設の

一般構造の(3) その他の主要な構造について、内部溢

水影響評価に関するものである。 

 

2．準拠した基準及び規格（省略） 

 

3．設計及び評価 

3.1 設計条件 

 本申請に係る設計条件は、以下のとおりである。 

１）内部溢水による安全機能喪失の防止 

JRR-3原子炉施設（以下「JRR-3」という。）内 

本設工認申請におけ

る設計条件は、許可

申請書の記載と整合

する。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

 に設置された機器及び配管の破損（地震起因を含

む。）、消火系統等の破損、誤操作、誤作動、並

びに原子炉プール、カナル、使用済燃料プール又

は使用済燃料貯槽のスロッシング等により溢水

が発生したとしても、原子炉を停止でき、放射性

物質の閉じ込め機能を維持できること。また、停

止状態にある場合は、引き続きその状態を維持で

きること。表6-1に内部溢水に対する防護対象設

備（以下「防護対象設備」という。）を示す。 

 

 

 ２）管理区域外への放射性物質を含む液体の漏えい防

止 

表6-2に示すJRR-3内に設置された放射性物質

を含む液体を内包する容器又は配管の破損によ

り生じた溢水が、管理区域外へ漏えいしないこ

と。 

 

 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備

の基準に関する規則への適合 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 安全施設は、試験研究用等原子炉施設内にお

ける溢水が発生した場合においても安全機能を損

なわないものでなければならない。 

２ 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原

子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容

器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体

があふれ出た場合において、当該液体が管理区域

外へ漏えいしないものでなければならない。 
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原子炉設置変更許可申請書（別冊３添付書類八） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

適合のための設計方針 

 

第１項について 

安全施設は、原子炉施設内部で発生が想定される溢水

に対し、原子炉施設の安全性を損なうことのないよう次

の方針により設計する。 

(1) 原子炉施設内に設置された機器及び配管の破損

（地震起因を含む。）、消火系統等の作動、原子炉プ

ール、カナル、使用済燃料プール又は使用済燃料貯

槽のスロッシングにより溢水が発生したとしても、

原子炉を停止でき、放射性物質の閉じ込め機能を維

持できる設計とする。また、停止状態にある場合は、

引き続きその状態を維持できる設計とする。 

(2) 炉心の冷却に必要な 1 次冷却材補助ポンプについ

ては、溢水を考慮した基礎の高さを確保するととも

に、その電源系統等には被水対策用の防護カバー等

を設ける。 

(3) 使用済燃料プールは、貯蔵中の使用済燃料の健全

性を確保するため、給水が容易に行える設計とする。 

（中略） 

第２項について 

発生が想定される溢水が放射性物質を含むものである

場合については、管理区域からの漏えいを防止する設計

とする。 

(1) 放射性物質を含む溶液を内包する設備周辺には、

溢水の拡大を防止するための堰等の段差を設ける。 

(2) 管理区域外への溢水の漏えいを防止するため、管

理区域の境界に適切な段差を設ける。 

 



 

 

 

５－７．内部火災影響評価に係る「国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構原子力科学

研究所原子炉設置変更許可申請書」との

整合性に関する説明書 
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内部火災影響評価に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所

原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

注）「（本文）」は原子炉設置変更許可申請書本文別冊３の記載事項

を示す。また、「（添八）」は原子炉設置変更許可申請書添付書

類八別冊３の記載事項を示す。 

 

  

（本文） 

5. 試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

 ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

  （3）その他の主要な構造 

（ⅰ）本原子炉施設は、以下の基本的方針の下に安全設計

を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）及

び関連法令の要求に適合する構造とする。 

（中略） 

e. 火災発生の防止、火災検知及び消火並びに火災の影

響の低減の三方策を適切に組み合わせて、火災によ

り原子炉施設の安全性が損なわれないように設計

する。 

（添八） 

1. 安全設計 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基

準に関する規則への適合 

（火災による損傷の防止） 

第八条 試験研究用等原子炉施設は、火災により当該試験研究

用等原子炉施設の安全性が損なわれないよう、必要に応じて、

火災の発生を防止することができ、かつ、早期に火災発生を

感知する設備及び消火を行う設備（以下「消火設備」という。）

並びに火災の影響を軽減する機能を有するものでなければな

らない。 

２ 消火設備は、破損、誤作動又は誤操作が起きた場合におい

ても試験研究用等原子炉を安全に停止させるための機能を損

なわないものでなければならない。 

第 7編 内部火災影響評価 

3． 設計及び評価 

3.1 設計条件 

 本申請に係る設計条件は、火災発生防止、火災検知及び消火並びに火

災の影響の低減の三方策を適切に組み合わせて、火災により原子炉の安

全を損なわないことである。このことを確認するため、表-7.1に示す内

部火災に対する防護対象設備（以下「防護対象設備」という。）につい

て、原子炉の安全を確保するのに必要な安全機能が火災により喪失しな

いことを確認する。 

表-7.1 内部火災に対する防護対象設備 

安全機能 構築物、系統及び機器 設置場所 

過大な反応度の添加防止 制御棒駆動装置 原子炉建家地階 

炉心の形成 
炉心構造物 原子炉建家 

原子炉プール内 燃料要素 

炉心の冷却 

冠水維持設備（サイフォン

ブレーク弁を除く。） 

原子炉建家 

原子炉プール内 

1 次冷却系設備 
原子炉建家地階 

原子炉プール内 

炉心の保護 
原子炉プールコンクリー

ト躯体 
原子炉建家 1階 

重水を内蔵する機能 
重水タンク、重水冷却系設

備 

原子炉建家地階 

原子炉プール内 

放射性物質の貯蔵機能 
使用済燃料プール（使用済

燃料貯蔵ラックを含む。） 
原子炉建家 1階 

原子炉の緊急停止 制御棒、スクラム機構 
原子炉建家 1階、

地階 

未臨界維持 制御棒 原子炉建家 1階 

本設工認申

請における

設計条件及

び設計仕様

は原子炉設

置変更許可

申請書の記

載と整合し

ている。 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

適合のための設計方針 

第１項について 

火災発生防止、火災検知及び消火並びに火災の影響の低減

の三方策を適切に組み合わせて、火災により原子炉の安全が

損なわれることを防止できるよう以下の方針を適切に考慮し

た設計とする。また、原子炉施設内で火災が発生した場合に

は、初期消火、外部への通報等の対応を行う。 

(1) 火災により原子炉施設の安全性を損なうことのないよ

うに、各防護対策を考慮した設計とする。 

（中略） 

③火災影響の軽減 

1) 下記の防護対象設備を構成する機器及びケーブルは、

不燃性又は難燃性材料を使用し、系統の異なるケーブ

ルはケーブルトレイ、電線管等により物理的分離を考

慮した設計とする。 

2) 下記の防護対象設備を設置している原子炉建家地階

は、火災により他の区画に影響を及ぼさないよう、コ

ンクリート壁及び鋼製の扉により分離した設計とす

る。 

(2) JRR-3 原子炉施設において火災発生を確認したときは、

原子炉を停止する。 

次の設備を内部火災に対する防護対象設備とする。 

内部火災に対する防護対象設備 

安全機能 構築物、系統及び機器 

過大な反応度の添加防止 制御棒駆動装置 

炉心の形成 
炉心構造物 

燃料要素 

炉心の冷却 

冠水維持設備（サイフォンブ

レーク弁を除く。） 

1 次冷却系設備 

炉心の保護 原子炉プールコンクリート

工学的安全施設及び原子

炉停止系統への作動信号

の発生 

安全保護回路（停止系） 
原子炉建家地階、

1 階 

原子炉停止後の除熱 1 次冷却材補助ポンプ 原子炉建家地階 

安全上特に重要な関連施

設 
非常用電源系 制御棟地階 

計測・制御（安全保護機

能を除く。） 

中性子計装設備、プロセス

計装設備 

原子炉建家地階、

1 階 

 

3.2 設計仕様 

本申請に係る防護対象設備の設計仕様は以下のとおり。防護対象設備

の配置を図 7-1に示す。なお、本申請に係る防護対象設備は全て既設で

あるため、工事を伴うものではない。 

名称 主要な構成設備 主要な構造等 

制御棒 

駆動装置 

制御棒駆動機構管内

駆動部、制御棒駆動機

構管外駆動部、制御棒

駆動機構案内管 

制御棒駆動機構管内駆動部

は原子炉プール水中に設置

されている。制御棒駆動機構

案内管は原子炉建家地下に

設置されており、不燃材によ

り構成されている。 

炉心構造物 

燃料要素、照射筒、ベ

リリウム反射体、制御

棒案内管、格子板、格

子板支持胴、プレナム

等 

原子炉プール水中に設置さ

れている。 

燃料要素 
標準型燃料要素、フォ

ロワ型燃料要素 

原子炉プール水中に設置さ

れている。 

冠水維持設備 

（サイフォンブレ

ーク弁を除く。） 

原子炉プール躯体（ラ

イニングを含む）、下

部遮蔽体、前部水封用

止板、１次冷却系配管

原子炉建家１階に設置され

ており、いずれも不燃材によ

り構成されている。 
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躯体 

重水を内蔵する機能 重水タンク、重水冷却系設備 

放射性物質の貯蔵機能 
使用済燃料プール（使用済燃

料貯蔵ラックを含む。） 

原子炉の緊急停止 制御棒、スクラム機構 

未臨界維持 制御棒 

工学的安全施設及び原子炉

停止系統への作動信号の発

生 

安全保護回路（停止系） 

原子炉停止後の除熱 1 次冷却材補助ポンプ 

安全上特に重要な関連施設 非常用電源系 

計測・制御（安全保護機能

を除く。） 

中性子計装設備＊、プロセス

計装設備＊ 

＊：崩壊熱除去運転のために監視が必要な設備に限る。 

 

（原子炉プール内） 

1 次冷却系設備 

１次冷却材主ポンプ、

１次冷却材補助ポン

プ、熱交換器、16N減

衰タンク、配管 

原子炉建家地階に設置され

ており、各機器の主要材料に

は不燃材を用いている。 

原子炉プール 

コンクリート躯体 

原子炉プールコンク

リート躯体 

原子炉建家１階に設置され

ており、不燃材により構成さ

れている。 

重水タンク、 

重水冷却系設備 

重水タンク、重水ポン

プ、重水溢流タンク、

熱交換器、配管 

原子炉建家地階に設置され

ており、各機器の主要材料に

は不燃材を用いている。 

使用済燃料プール 

（使用済燃料貯蔵 

ラックを含む。） 

使用済燃料プール、使

用済燃料貯蔵ラック 

使用済燃料プールは原子炉

建家１階に設置されており、

不燃材により構成されてい

る。使用済燃料貯蔵ラックは

使用済燃料プール水中に設

置されている。 

 

名称 主要な構成設備 主要な構造等 

制御棒、 

スクラ

ム機構 

中性子吸収体、フォロワ型燃

料要素、制御棒駆動機構管内

駆動部、制御棒案内管、制御

棒駆動機構案内管 

中性子吸収体、フォロワ型燃料

要素、制御棒駆動機構管内駆動

部、制御棒案内管は原子炉プー

ル水中に設置されている。制御

棒駆動機構案内管は原子炉建家

地下に設置されており、不燃材

により構成されている。 

制御棒 

中性子吸収体、フォロワ型燃

料要素、制御棒駆動機構管内

駆動部 

原子炉プール水中に設置されて

いる。 

安全保

護回路 

安全系中性子束高（高設定、

低設定）、対数出力炉周期短、

構成する機器は不燃材又は難燃

材を使用し、ケーブルは難燃性
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（停止

系） 

１次冷却材流量低、1次冷却

材炉心出口温度高、1次冷却

材炉心出入口温度差大、原子

炉プール水位低、サイフォン

ブレーク弁開等 

のものを使用しており、可能な

限り鋼材製のケーブルダクト、

蓋付きケーブルトレイ又は電線

管により外部と隔離している。 

1 次冷却

材 

補助ポ

ンプ 

１次冷却材補助ポンプ 原子炉建家地下に設置されてお

り、主要材料は不燃材を用いて

いる。 

2 系統あるポンプ電動機間は十

分な離隔距離を有している（機

器ベース間：30cm）。 

非常用

電源系 

非常用発電機、蓄電池、静止

型インバータ装置 

金属製の筐体を用いている。ケ

ーブルには難燃性のものを使用

しており、可能な限り鋼材製の

ケーブルダクト、蓋付きケー

ブルトレイ又は電線管により

外部と隔離している。 

中性子

計装 

設備、 

プロセ

ス計装 

設備 

対数出力炉周期系、安全系、

１次冷却材流量、１次冷却材

炉心出口温度 

構成機器は不燃材又は難燃材

を使用し、ケーブルは難燃性

のものを使用しており、検出

器から安全保護系制御盤まで

は、可能な限り鋼材製のケー

ブルダクト、蓋付きケーブル

トレイ又は電線管により外部

と隔離している。 

 

 

 



 

５－８．JRR-3原子炉施設の構造（外部事象影響）に

係る「国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構原子力科学研究所原子炉設置変更許

可申請書」との整合性に関する説明書 
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JRR-3原子炉施設の構造（外部事象影響）に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構原子力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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注）「（本文）」は原子炉設置変更許可申請書本文別冊３の記載事

項を示す。また、「（添八）」は原子炉設置変更許可申請書添

付書類八別冊３の記載事項を示す。 

 

  

（本文） 

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（３）その他の主要な構造 

（ⅰ）本原子炉施設は、以下の基本的方針の下に安全設

計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）

及び関連法令の要求に適合する構造とする。 

（中略） 

d. 安全施設は、敷地で想定される降水・洪水、風（台

風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、

生物学的事象、森林火災等の自然現象や、敷地又は

その周辺において想定される飛来物（航空機落下

等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガ

ス、船舶の衝突、電磁的障害等の外部人為事象（故

意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわな

い構造及び配置とする。 

 

（添八） 

1. 安全設計 

1.1 安全設計の方針 

1.1.15 外部火災防護に関する設計方針 

安全施設が外部火災に対して、想定される最も厳しい火

災が発生した場合においても必要な安全機能を損なわない

設計とする。 

第 8編 JRR-3原子炉施設の構造（外部事象影響） 

3. 設計及び評価 

3.1 設計条件 

自然現象（洪水・降水、風（台風）、竜巻、凍

結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学

的事象及び森林火災）及び原子炉施設の安全性

を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（以下「人為事象」という。）

（飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、

近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突及び

電磁的障害）については、原子炉施設への影響

を及ぼさないことを確認している。本申請では、

前述した自然現象及び人為事象において原子炉

施設への影響に対し評価計算を要する外部火災

（森林火災、爆発、近隣工場等の火災及び航空

機の落下による火災）及び竜巻について確認す

る。 

以下に外部火災及び竜巻に係る設計条件を示

す。 

(1) 外部火災 

・ 原子力科学研究所(以下「原科研」という。)

敷地外の森林火災が原子炉施設に迫った

場合でも、施設の安全機能を損なうおそれ

がないよう設計する。 

・ 原科研敷地内に LNG タンク等を設置する

場合は、その爆発による原子炉施設への

原子炉設置変更許

可申請書の記載に

従い、安全機能を損

なわないことを確

認しているため整

合している。 
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(1) 森林火災 

原子力科学研究所敷地外の 10km 以内の範囲に発火点

を設定して評価する。原子力科学研究所周辺の植生につ

いては、敷地南西に接している村松虚空蔵尊付近にはヤ

ブコウジ－スダジイ群集、シラカシ群集が分布している。

また、気象データとして風速については、過去 10年（2007

年～2016 年）の水戸気象台の観測データの最大風速

17.5m/s（2014年 2月及び 2016年 1月）を使用する。安

全機能を有する施設を内包する建物のコンクリート外壁

表面温度が、コンクリートの強度に影響がないとされて

いる許容温度（200℃）以下とすること又は内部火災に至

らないとすることで、安全施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

(2) 近隣の産業施設の火災・爆発 

評価対象範囲は、原子力科学研究所敷地外の半径 10km

以内に存在する石油コンビナート等とする。近隣の主な

産業施設としては、東京電力ホールディングス株式会社

常陸那珂火力発電所、株式会社日立ハイテクマテリアル

ズ日立オイルターミナル、出光興産株式会社日立油槽所

等が存在する。これらの産業施設等において火災・爆発

が起きた際に、火災については安全機能を有する施設を

内包する建物の外壁表面温度が、コンクリートの強度に

影響がないとされている許容温度（200℃）以下又は内部

火災に至らないとすることとし、爆発については、敷地

外においては石油コンビナート等の施設から原子炉施設

までの離隔距離が危険限界距離以上に、敷地内において

は高圧ガス保安法及びその関係法令で規定される保安距

離以上になるよう確保することで、安全施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

(3) 航空機落下による火災の影響評価 

影響を考慮して設置する。 

・ 原科研敷地外の近隣工場等（半径 10km 以

内）において火災が発生した場合に、原

子炉施設の安全性に影響を与えるおそれ

があるときは、必要に応じて防護対策を

とる。 

・ 原科研敷地内に重油タンク等を設置する

場合は、その火災による原子炉施設への

影響を考慮して設置する。 

・ 原科研の敷地への航空機の落下により発

生する火災を想定しても、原子炉施設の

安全機能を損なうおそれがないよう設計

し、必要に応じて対策を講じる。 

(2) 竜巻 

・ 原科研の敷地及びその周辺（施設から半径

20km の範囲）における過去の記録を踏ま

えた影響が最も大きい竜巻（藤田スケール

F1、最大風速 49m/s）の発生を考慮しても、

原子炉施設の安全性を確保するために必

要な安全機能を損なわない設計とする。 

・ 竜巻以外の自然現象による荷重 

竜巻と同時に発生する雷、雪、雹、大雨

については、以下の理由により原子炉施

設への影響が相乗しないため、考慮しな

い。 

①雷 

竜巻は建家、構造物及び設備（系統・機

器）に対する風荷重、気圧差荷重及び飛

来物の衝撃荷重であるが、落雷は雷撃で

あり影響モードが異なることから、竜巻
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航空機種別ごとの墜落確率が 10-7以上になる面積を求

め、その外周部に航空機が落下し炎上した際の安全機能

を有する施設を内包する建物のコンクリート外壁表面温

度が、コンクリートの強度に影響がないとされている許

容温度（200℃）以下とすること又は内部火災に至らない

とすることで、安全施設の安全機能を損なわない設計と

する。 

 

1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の

基準に関する規則への適合 

 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなければならな

い。 

２ 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を

及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当

該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時

に生ずる応力を適切に考慮したものでなければなら

ない。 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定さ

れる試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

第１項について 

との組み合わせは考慮しない。 

②雪 

上昇気流の竜巻本体周辺では、竜巻通過

時に雪は降らない。下降流の竜巻通過時

や竜巻通過前に積もった雪は竜巻の風に

吹き飛ばされ、建家への影響は生じない

ことから竜巻との組み合わせは考慮しな

い。 

③雹 

竜巻通過前に積もった雹は竜巻の風に

吹き飛ばされ、建家への影響は生じない。

また、降雹による衝撃荷重は、設計飛来

物に包含できるため考慮しない。 

④大雨 

大雨による影響は建家への浸水であり、

竜巻とは影響モードが異なることから、

竜巻との組み合わせは考慮しない。 

3.2 評価条件 

安全施設を内包する建家として評価対象であ

る原子炉建家、使用済燃料貯槽室、燃料管理施設、

実験利用棟、原子炉制御棟、使用済燃料貯蔵施設

並びに安全施設として評価対象である排気筒（以

下「評価対象施設」という。）に対し外部火災及

び竜巻への影響を評価することにより、安全施

設が機能を損なわないことを確認する。なお、

安全施設のうち、代替手段により機能を維持で

きるものについては本申請での評価対象外とす

る。 

評価対象施設が 3.1 に示した設計条件を満足

することを以下のとおり確認する。 
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安全施設は、敷地内又はその周辺において想定される以

下のような自然現象（地震及び津波を除く。）又はその組み

合わせに遭遇した場合においても、安全機能が損なわれな

い設計とする。ただし、代替手段による機能維持が可能な

場合は、その効果を考慮する。 

なお、ＪＲＲ－３原子炉施設は、竜巻又は火山の影響に

よる安全機能の喪失を想定しても、別紙２に示すとおり、

一般公衆に対する放射線影響が小さい（5mSvを超えるおそ

れがない。）原子炉施設である。 
（中略） 

(3) 竜巻 

敷地及びその周辺（施設から半径 20kmの範囲）にお

ける過去の記録を踏まえた影響が最も大きい竜巻（藤

田スケール F1、最大風速 49m/s）及びその随伴事象（火

災、溢水、電源喪失）の発生を考慮しても、安全施設

の安全機能を損なわない設計とする。竜巻の接近のお

それがある場合には、原子炉を停止する。安全機能を

有する施設を内包する建物は、竜巻により作用する「風

圧力」、「気圧差による圧力」及び「設計飛来物による

衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を考慮して、そ

の構造健全性が確保できる設計とする。また、設計飛

来物が、当該建物に衝突した場合においても、健全性

が確保される設計とする。 

（中略） 

(10) 森林火災 

敷地外の森林火災が本原子炉施設に迫った場合で

も、安全施設の安全機能を損なうおそれがないよう設

計し、施設周辺の草木の管理（安全機能を有する施設

を内包する建物に熱影響を与え得る森林を施設周辺に

拡大させない。）その他必要に応じた対策を講じる。な

 

(1) 外部火災 

・ 想定される外部火災である森林火災、近隣

の産業施設等の火災・爆発及び航空機の落

下による火災が発生した場合でも、評価対

象施設の構造健全性に影響がないことを

評価により確認する。 

(2) 竜巻 

・ 想定される竜巻である藤田スケール F1の

竜巻が発生した場合でも、評価対象施設の

構造健全性に影響がないことを評価によ

り確認する。 

 

3.3 評価結果 

(1) 外部火災 

・ 想定される外部火災による影響評価の結

果、外部火災が発生した場合でも、評価対

象施設の構造健全性に影響がないため、安

全施設の安全機能を損なわないことを確

認した。 

(2) 竜巻 

・ 想定される竜巻である藤田スケール F1 の

竜巻による影響評価の結果、この竜巻が発

生した場合でも、評価対象施設の構造健全

性に影響がないため、安全施設の安全機能

を損なわないことを確認した。 
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お、施設に影響が及ぶおそれがある場合には、原子炉

を停止する。 

また、森林火災が発生した場合に消火活動ができる

よう、建家外に消火栓等の消火設備を設置する。 

外部火災時のばい煙に対しても、外部から制御室へ

の進入を防止できる設計とする。 

なお、航空機落下確率が 10-7回／炉・年以上となる

面積の外周部にある森林に航空機が落下し、その火災

によって森林火災が発生するといった熱影響が最も厳

しい条件となる重畳事象を想定した場合でも、安全施

設の安全機能に影響はない。 

(11) 自然現象の組合せ 

施設の影響（荷重、浸水、温度、電気影響）につい

て、自然現象の組合せを想定した場合でも、安全施設

の安全機能を損なうおそれがない設計とする。また、

必要に応じて影響軽減のための対策を講じる。 

第２項について 

自然現象に対する重要安全施設は、設置許可基準規則の

解釈に基づき、重要度分類の基本的な考え方の「4.(1)自然

現象に対する設計上の考慮」に沿って選定する。JRR-3 の

クラス２の構築物、系統及び機器には想定される自然現象

（特に、竜巻に対しては藤田スケール F1の最大風速 49m/s、

火山に対しては極微量の降下火砕物）の影響を受ける施設

がないため、自然現象に対する重要安全施設は、クラス１

の制御棒、スクラム機構及び安全保護回路（停止系）が該

当する。このため、想定される自然現象により当該重要安

全施設に作用する衝撃がないよう、これらを内包する建物

の構造健全性が確保される設計とする。 

第３項について 

安全施設は、想定される以下のような偶発的な外部人為



添 6-7 

原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

事象（故意によるものを除く。）によって、安全機能を損な

うことのない設計とする。ただし、代替手段による機能維

持が可能な場合は、その効果を考慮する。 

(1) 飛来物（航空機落下等） 

JRR-3 原子炉施設への航空機の落下確率については

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基

準について」（平成 14･07･29原院第４号（平成 14年 7

月 30 日原子力安全・保安院制定））等に基づき評価し

た結果、約 6.1×10-8回／炉・年であり、防護設計の要

否を判断する基準である 10-7回／炉・年を超えない。

したがって、航空機落下に対する考慮をする必要はな

く、航空機落下により安全施設が安全機能を損なうこ

とはない。 

（中略） 

(3) 外部火災 

外部火災により安全施設の安全機能を損なうことの

ないように、近隣の産業施設（半径 10km以内）の火災・

爆発、航空機落下による火災を考慮して必要な防護対

策等を施す。なお、施設に影響が及ぶおそれがある場

合には、原子炉を停止する。 

a. 爆発 

敷地周辺には、石油コンビナート等の大規模な爆

発のおそれのある工場等はない。 

本研究所の敷地内に重油タンク、ＬＮＧタンク等

を設置する場合は、その爆発による安全施設の安全

機能への影響を考慮して設置する。 

b. 近隣工場等の火災 

本研究所の敷地外の近隣工場等において火災が発

生した場合に、安全施設の安全機能に影響を与える

おそれがあるときは、必要に応じて防護対策をとる。 
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c. 航空機落下による火災 

敷地への航空機の墜落で発生する火災を想定し

ても、安全施設の安全機能に影響を及ぼさないこ

とを評価し、必要に応じて対策を講じる。 

 

 

 



 

 

 



 

５－９．設備機器の耐震性に関する申請に係る

「国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構原子力科学研究所原子炉設置変

更許可申請書」との整合性に関する説明

書 
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設備機器の耐震性に関する申請に係る「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子

力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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注）「（本文）」は原子炉設置変更許可申請書本文別冊３の記載事項

を示す。また、「（添八）」は原子炉設置変更許可申請書添付書

類八別冊３の記載事項を示す。 

  

（本文） 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）耐震構造 

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機

能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の

安全への影響を考慮して、耐震設計上の区分をするととも

に、適切な設計用地震力に十分耐えられるように、次の方

針に基づき設計を行う。 

（添八） 

1. 安全設計 

1.2 耐震設計方針 

1.2.1 耐震設計の基本方針 

原子炉施設の耐震設計は、設置許可基準規則及

びその解釈の基本的考えを参考にして下記の項

目に従って行い、基準地震動による地震力に対し

てもこれが大きな事故の誘因とならないよう原

子炉施設に十分な耐震性をもたせる。 

(1) 原子炉は、基準地震動による地震力に対して

も、原子炉プール水の喪失を防止し、炉心部

が露出しない構造とする。 

(2) 原子炉は、基準地震動による地震力に対して

も、安全に核的停止ができる機能を有する。 

(3) 重要度分類及び地震によって安全機能が喪

失した場合の放射線による周辺公衆への影

響の程度に応じて、原子炉施設の耐震設計上

の重要度を３つのクラスに分類する。 

(4) 原子炉施設の構造設計及び配置計画に際し

ては、地震の影響が低減されるように考慮す

る。 

添付書類３－１．耐震性に関する説明書（以下「添付書類３－１」とい

う。） 

1．耐震設計の基本方針 

耐震設計の基本方針は原子炉設置変更許可申請書に従い、次のよう

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉施設の耐震設計は、試験研究の用に供する原子炉等の位置、

構造及び設備の基準に関する規則及びその解釈の基本的考えを参考

にして以下の項目に従って行い、基準地震動による地震力に対しても

これが大きな事故の誘因とならないよう原子炉施設に十分な耐震性

をもたせる。 

(1) 原子炉は、基準地震動による地震力に対しても、原子炉プール水

の喪失を防止し、炉心部が露出しない構造とする。 

 

(2) 原子炉は、基準地震動による地震力に対しても、安全に核的停止

ができる機能を有する。 

(3) 重要度分類及び地震によって安全機能が喪失した場合の放射線

による周辺公衆への影響の程度に応じて、原子炉施設の耐震設計

上の重要度を３つのクラスに分類する。 

 

(4) 原子炉施設の構造設計及び配置計画に際しては、地震の影響が低

減されるように考慮する。 

 

本設工認申請にお

ける耐震設計の基

本方針は、原子炉設

置変更許可申請書

（以下「許可申請

書」という。）の記

載と整合する。 
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（本文） 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）耐震構造 

安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その安全機

能の重要度及び地震によって機能の喪失を起こした場合の

安全への影響を考慮して、耐震設計上の区分をするととも

に、適切な設計用地震力に十分耐えられるように、次の方

針に基づき設計を行う。 

a. 原子炉施設は、地震により発生するおそれのある安全

機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響

を防止する観点から、耐震重要度に応じてＳクラス、

Ｂクラス及びＣクラスに分類し、それぞれに応じた耐

震設計を行う。 

（添八） 

1.2.2 耐震設計上の重要度分類 

(1) 分類の原則 

原子炉施設の耐震設計上の重要度を次のＳ、Ｂ、Ｃ

のクラスに分類する。 

Ｓクラス：安全施設のうち、その機能喪失により周辺

の公衆に過度の放射線被ばく（安全機能の喪

失による周辺公衆の実効線量の評価値が発

生事故当たり 5mSvを超えることをいう。）を

与えるおそれのある設備・機器等を有する施

設。 

Ｂクラス：安全施設のうち、その機能を喪失した場合

の影響がＳクラス施設と比べ小さい施設。 

Ｃクラス：Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産

業施設又は公共施設と同等の安全性が要求

される施設。 

(2) 重要度によるクラス別施設 

プール型炉であることの特徴を考慮し、耐震設計上

の重要度分類に従った各クラスに属する施設を下記に 

添付書類３－１ 

2．耐震設計上の重要度分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 分類の原則 

原子炉施設の耐震設計上の重要度を次のＳ、Ｂ、Ｃのクラスに分

類する。 

Ｓクラス：安全施設のうち、その機能喪失により周辺の公衆に過度

の放射線被ばく（安全機能の喪失による周辺公衆の実効

線量の評価値が発生事故当たり 5mSv を超えることをい

う。）を与えるおそれのある設備・機器等を有する施設。 

 

 

Ｂクラス：安全施設のうち、その機能を喪失した場合の影響がＳク

ラス施設と比べ小さい施設。 

Ｃクラス：Ｓクラス、Ｂクラス以外であって、一般産業施設又は公

共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

(2) 重要度によるクラス別施設 

プール型炉であることの特徴を考慮し、耐震設計上の重要度分類

に従った各クラスに属する施設を以下に示す。また、Ｓクラスの施 

許可申請書の記載

に従い耐震重要度

をＳクラス、Ｂクラ

ス、Ｃクラスに分類

しているため整合

している。 
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示す。また、Ｓクラスの施設が、耐震重要度分類の下

位のクラスに属するものの波及的影響によって、その

安全機能を損なわないように設計する。その際、設置

地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響、Ｓクラス施設と下位クラス施

設との接続部における相互影響並びに下位クラス施設

の損傷、転倒、落下等によるＳクラス施設への影響を

考慮する。 

Ｓクラス： 

(a) 炉心及び冠水維持設備を構成する機器・配管系 

(b) 炉心から取り出した直後の使用済燃料を貯蔵す

るための施設 

(c) 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を

付加するための施設及び原子炉の停止状態を維

持するための施設 

(d) その他 

Ｂクラス： 

(a) １次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施

設 

(b) １次冷却系に直接つながっている施設 

(c) 十分冷却した使用済燃料を保管するための施設 

(d) 放射性廃棄物を内蔵している施設 

(e) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設 

(f) 放射性物質の放出を伴うような場合その外部放

散を抑制するための施設 

(g) 放射線の監視をするための設備 

(h) 重水を内蔵している施設 

(i) 炉心を保護する施設 

(j) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための

施設 

(k) その他 

設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属するものの波及的影響に

よって、その安全機能を損なわないように設計する。その際、設置

地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響、Ｓクラス施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響並びに下位クラス施設の損傷、転倒、落下等によるＳクラス施

設への影響を考慮する。 

 

 

Ｓクラス： 

(a) 炉心及び冠水維持設備を構成する機器・配管系 

(b) 炉心から取り出した直後の使用済燃料を貯蔵するための施

設 

(c) 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するた

めの施設及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

 

(d) その他 

Ｂクラス： 

(a) １次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

 

(b) １次冷却系に直接つながっている施設 

(c) 十分冷却した使用済燃料を保管するための施設 

(d) 放射性廃棄物を内蔵している施設 

(e) 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設 

(f) 放射性物質の放出を伴うような場合その外部放散を抑制す

るための施設 

(g) 放射線の監視をするための設備 

(h) 重水を内蔵している施設 

(i) 炉心を保護する施設 

(j) 原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設 

 

(k) その他 
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Ｃクラス： 

(a) Ｓクラス、Ｂクラスに属さない施設 

Ｃクラス： 

(a) Ｓクラス、Ｂクラスに属さない施設 

 

添付書類３－１ 

9．波及的破損に対する考慮 

高位に分類された建物・構築物及び機器・配管は、それ自身が属す

るクラスに応じた地震力に対して健全であるように設計するが、さら

に低位に分類された関連施設又は近傍施設の破損、変位、変形などに

よって、高位の施設に波及的事故が起きないように考慮する。 

 また、各クラスの配管系が隣接する場合、低位クラスの配管系はそ

の破損等により高位クラスの配管系に波及的影響を与えないように

考慮する。 

 

 

（添八） 

1.2.3 地震力の算定法 

原子炉施設に適用する設計用地震力は、以下の方法で算

定される静的地震力及び動的地震力のうちいずれか大き

い方とする。 

(1) 静的地震力 

ａ. 建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、次に

示す施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さ

らに、当該層以上の重量を乗じて算定するものとす

る。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断

力係数Ｃ０を 0.2 以上とし、建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮して求められる値とす

る。 

添付書類３－１ 

3．地震力の算定法 

原子炉施設は、以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力

に対して耐えるよう設計する。 

 

(1) 静的地震力 

ａ. 建物・構築物 

水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、次に示す施設の

耐震重要度分類に応じた係数を乗じ、さらに、当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。 

 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断力係数Ｃ０

を 0.2以上とし、建物・ 構築物の振動特性及び地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 

 

許可申請書の記載

に従い、各クラスに

適切に地震力を作

用させ、それに耐え

るよう設計すると

しているため、整合

している。 
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また、必要保有水平耐力の算定においては、地震

層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類

に応じた係数は、耐震重要度分類の各クラスともに

1.0 とし、その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は

1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地

震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。鉛直地震力は、震度 0.3 以上を基準とし、建

物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求

めた鉛直震度より算定するものとする。ただし、鉛

直震度は高さ方向に一定とする。 

ｂ. 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記ａ.

に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として、

当該水平震度及び上記ａ.の鉛直震度をそれぞれ

20%増しとした震度より求めるものとする。なお、水

平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ

方向に一定とする。 

(2) 動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設

のうち共振のおそれのあるものに適用する。Ｓクラス

の施設については、基準地震動及び弾性設計用地震動

から定める入力地震動を適用する。弾性設計用地震動

は基準地震動の応答スペクトルとの比率を 0.5 倍と

して設定する。Ｂクラスの施設のうち共振のおそれの

あるものについては、弾性設計用地震動から定める入

力地震動の振幅を 2分の 1にした地震力を適用する。

基準地震動及び弾性設計用地震動による地震力は、水

平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせた

ものとして算定する。また、動的地震力は、添付書類 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同

時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力

は、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特性、地

盤の種類等を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとす

る。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

ｂ. 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力は、上記ａ.に示す地震

層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を

乗じたものを水平震度として、当該水平震度及び上記ａ.の鉛

直震度をそれぞれ 20%増しとした震度より求めるものとする。

なお、水平地震力と鉛直地震力とは同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一

定とする。 

 

(2) 動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振

のおそれのあるものに適用する。Ｓクラスの施設については、基

準地震動及び弾性設計用地震動から定める入力地震動を適用す

る。弾性設計用地震動は基準地震動の応答スペクトルとの比率を

0.5 倍として設定する。Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあ

るものについては、弾性設計用地震動に 2分の 1を乗じたものに

基づく地震力を適用する。基準地震動及び弾性設計用地震動によ

る地震力は、水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

たものとして算定する。また、ＪＲＲ－３原子炉施設の設計用地

震動は原子炉設置変更許可申請書添付書類六「５．地震」に示す

基準地震動Ｓｓ-1からＳs-4、Ｓｓ-Ｄを用いる。基準地震動Ｓｓ 
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六「５．地震」に示す基準地震動から定める入力地震

動を入力として、動的解析により算定する。 

の応答スペクトルを図-3-1.1 に、時刻歴波形を図-3-1.2 及び図

-3-1.3に示す。 

 

（添八） 

1.2.4 荷重の組合せと許容限界 

1.2.4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）運転時の状態 

原子炉施設が運転状態にあり、通常の自

然条件下におかれている状態。ただし、運転

状態には通常運転時、運転時の異常な過渡変

化時を含むものとする。 

（ⅱ）  設計基準事故時の状態 

原子炉施設が設計基準事故時にある状態。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）通常運転時の状態 

原子炉の起動、停止、出力運転及び燃料交

換等が計画的に行われた場合、運転条件が所

定の制限値内にある運転状態。 

（ⅱ）運転時の異常な過渡変化時の状態 

原子炉の運転状態において、原子炉施設の

寿命期間中に予想される機器の単一故障若

しくは誤動作又は運転員の単一誤操作によ

って外乱が加えられた状態及びこれらと類

似の頻度で発生し、原子炉施設の運転状態が

計画されていない状態。 

（ⅲ）設計基準事故時の状態 

運転時の異常な過渡変化時を超える異常

状態であって、発生する頻度は稀であるが、

原子炉施設の安全性を評価する観点から想

定される設計基準事故事象が発生した状態。 

 

添付書類３－１ 

4．荷重の組合せと許容限界 

4.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）運転時の状態 

原子炉施設が運転状態にあり、通常の自然条件下に

おかれている状態。ただし、運転状態には通常運転時、

運転時の異常な過渡変化時を含むものとする。 

 

（ⅱ）設計基準事故時の状態 

原子炉施設が設計基準事故時にある状態。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）通常運転時の状態 

原子炉の起動、停止、出力運転及び燃料交換等が計

画的に行われた場合、運転条件が所定の制限値内にあ

る運転状態。 

（ⅱ）運転時の異常な過渡変化時の状態 

原子炉の運転状態において、原子炉施設の寿命期間

中に予想される機器の単一故障若しくは誤動作又は運

転員の単一誤操作によって外乱が加えられた状態及び

これらと類似の頻度で発生し、原子炉施設の運転状態

が計画されていない状態。 

 

（ⅲ）設計基準事故時の状態 

運転時の異常な過渡変化時を超える異常状態であっ

て、発生する頻度は稀であるが、原子炉施設の安全性

を評価する観点から想定される設計基準事故事象が発

生した状態。 

 

 

本設工認申請にお

ける耐震設計上考

慮する状態は、許可

申請書の記載と整

合する。 
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（添八） 

1.2.4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ） 地震力と常時作用している荷重、運転時（通

常運転時、運転時の異常な過渡変化時）に

施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ） 地震力と通常運転時の状態で作用する荷重

とを組み合わせる。 

（ⅱ） 地震力と運転時の異常な過渡変化時の状態

及び設計基準事故時の状態のうち地震によ

って引き起こされるおそれのある事象によ

って作用する荷重とを組み合わせる。 

（ⅲ） 地震によって引き起こされるおそれがな

く、かつその事象によって作用する荷重が

短時間で終結する場合には地震力とは組み

合わせない。 

(3) 荷重の組合せ上の留意事項 

（ⅰ）Ｓクラスの施設においては、水平地震力と鉛

直地震力は同時に不利な方向に作用するも

のとする。 

（ⅱ）明らかに他の荷重の組合せ状態での評価が厳

しいことが判明している場合には、その荷重

の組合せ状態での評価は行わない場合があ

る。 

（ⅲ）複数の荷重が同時に作用する場合、それらの

荷重による応力の各ピークの生起時刻に明

らかなずれがあることが判明しているなら

ば、必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重

ねなくてもよいものとする。 

（ⅳ）耐震クラスの異なる施設を支持する建物・ 

添付書類３－１ 

4.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）地震力と常時作用している荷重、運転時（通常運転時、

運転時の異常な過渡変化時）に施設に作用する荷重とを

組み合わせる。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）地震力と通常運転時の状態で作用する荷重とを組み合わ

せる。 

（ⅱ）地震力と運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準

事故時の状態のうち地震によって引き起こされるおそれ

のある事象によって作用する荷重とを組み合わせる。 

 

（ⅲ）地震によって引き起こされるおそれがなく、かつその事

象によって作用する荷重が短時間で終結する場合には地

震力とは組み合わせない。 

 

(3) 荷重の組合せ上の留意事項 

（ⅰ）Ｓクラスの施設においては、水平地震力と鉛直地震力は

同時に不利な方向に作用するものとする。 

 

（ⅱ）明らかに他の荷重の組合せ状態での評価が厳しいことが

判明している場合には、その荷重の組合せ状態での評価

は行わない場合がある。 

 

（ⅲ）複数の荷重が同時に作用する場合、それらの荷重による

応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがあること

が判明しているならば、必ずしもそれぞれの応力のピー

ク値を重ねなくてもよいものとする。 

 

（ⅳ）耐震クラスの異なる施設を支持する建物・構築物等の 

 

本設工認申請にお

ける荷重の組合せ

は、許可申請書の記

載と整合する。 
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構築物等の当該部分の支持機能を検討する

場合においては、支持される施設の耐震クラ

スに応じた地震力と常時作用している荷重、

運転時に施設に作用する荷重及びその他必

要な荷重とを組み合わせる。 

なお、第 1.2-1表に、対象となる建物・構

築物等及びその支持機能が維持されること

を検討すべき地震動について記載する。 

 

当該部分の支持機能を検討する場合においては、支持

される施設の耐震クラスに応じた地震力と常時作用し

ている荷重、運転時に施設に作用する荷重及びその他

必要な荷重とを組み合わせる。 

 

（本文） 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）耐震構造 

e. Ｓクラスの施設は、基準地震動による地震力に対して

その安全機能が保持できるように設計する。また、Ｓ

クラスの施設は、弾性設計用地震動による地震力又は

静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して、お

おむね弾性範囲にとどまる設計とする。 

f. Ｂクラス及びＣクラスの施設は、静的地震力に対して

おおむね弾性範囲にとどまるように設計する。また、

Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれのある施設につ

いては、必要に応じてその影響についての検討を行う。 

（添八） 

1.2.4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態

に対する許容限界は以下のとおりとする。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 弾性設計用地震力又は静的震度による地震

力との組合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力度を許容限界

とする。 

添付書類３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限

界は以下のとおりとする。 

(1) 建物・構築物 

（ⅰ）Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準

による許容応力度を許容限界とする。 

 

許可申請書の記載

に従い適切に許容

限界を定めている

ため、整合してい

る。 
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(b) 基準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界 

建物・構築物が構造物全体として十分変形

能力（ねばり）の余裕を有し、終局耐力に

対して安全余裕を持たせることとする。な

お、終局耐力は、建物・構築物に対する荷

重又は応力を漸次増大していくとき、その

変形、又は歪みが著しく増加するに至る限

界の最大耐力とする。 

（ⅱ）Ｂ、Ｃクラスの建物・構築物 

建築基準法等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力度を許容限界

とする。 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）Ｓクラスの機器・配管 

(a) 弾性設計用地震力又は静的震度による地震

力との組合せに対する許容限界 

降伏応力はこれと同等の安全性を有する応

力を許容限界とする。 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対す

る許容限界 

構造物の相当部分が降伏し、塑性変形する

場合でも過大な変形、亀裂、破損等が生じ、

その施設の機能に影響を及ぼすことがない

限度に応力を制限する。 

（ⅱ）Ｂ、Ｃクラスの機器・配管 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有す

る応力を許容限界とする。 

 

（ⅲ）動的機器 

地震時又は地震後に動作を要求されるＳ

クラスの動的機器については、解析又は実験 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物が構造物全体として十分変形能力（ねば

り）の余裕を有し、終局耐力に対して安全余裕を持た

せることとする。なお、終局耐力は、建物・構築物に

対する荷重又は応力を漸次増大していくとき、その変

形、又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐

力とする。 

 

 

（ⅱ）Ｂ、Ｃクラスの建物・構築物 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

(2) 機器・配管 

（ⅰ）Ｓクラスの機器・配管 

(a) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

降伏応力はこれと同等の安全性を有する応力を許容限

界とする。 

(b) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

構造物の相当部分が降伏し、塑性変形する場合でも過

大な変形、亀裂、破損等が生じ、その施設の機能に影

響を及ぼすことがない限度に応力を制限する。 

 

 

（ⅱ）Ｂ、Ｃクラスの機器・配管 

降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限

界とする。 

5．機能維持の検討 

（1）動的機器 

地震時又は地震後に動作を要求されるＳクラスの動的機器に

ついては、解析又は実験等により動作機能が阻害されないこと 
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等により動作機能が阻害されないことを確

認する。 

1.2.5 主要施設の耐震構造 

主要施設は以下に示すように設計され、適切な耐震解析

モデルに基づく動的解析などにより、それらの重要度に応

じた耐震性を確認する。 

(5) 制御棒駆動機構 

制御棒駆動機構は、駆動部及び制御棒駆動機構案内

管から構成される。これらの機構は、下部遮蔽体及び

炉下室から支持構造物により固定され、地震時に過大

な変位が生じないように設計されている。 

 

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

（2）制御棒挿入性に係る変形に対する配慮 

制御棒駆動機構は、下部遮蔽体及び炉下室から支持構造物によ

り固定し、地震時に過大な変位が生じないよう考慮する。 

 

 

（本文） 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）耐震構造 

h. Ｓクラスに属する施設を有する原子炉施設の周辺斜面

は、基準地震動による地震力に対して、施設の安全機

能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれが

ないものとする。 

添付書類５．申請に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に

関する規則」との適合性 

 

3．本申請に係る下部遮蔽体、サイフォンブレーク弁、中性子吸収体、制

御棒駆動装置、前部水封用止板、使用済燃料貯蔵ラックが設置されて

いる原子炉建家周辺には、基準地震動による地震力に対して、耐震重

要施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こす斜面が

ないため、上記設備機器の安全性が損なわれるおそれがない。 

許可申請書の記載

から基準地震動に

より崩壊を起こす

斜面は周辺にない

とするため、整合し

ている。 

   

（本文） 

ロ 試験研究用等原子炉施設の一般構造 

（１）耐震構造 

基準地震動は、敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動及び震源を特定せず策定する地震動を考慮して、敷地の

解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動とし

て策定する。策定した基準地震動 Ssの応答スペクトルを第

添付書類３－１ 

3．地震力の算定法 

(2) 動的地震力 

動的地震力は、Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそ

れのあるものに適用する。Ｓクラスの施設については、基準地震動及び

弾性設計用地震動から定める入力地震動を適用する。弾性設計用地震動

は基準地震動の応答スペクトルとの比率を 0.5 倍として設定する。Ｂク

 

 

 

評価に用いる敷地

の解放基盤表面に

おける基準地震動

は、許可申請書に記
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１図に、時刻歴波形を第２図及び第３図に示す。 ラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては、弾性設計用地震

動に 2 分の 1 を乗じたものに基づく地震力を適用する。基準地震動及び

弾性設計用地震動による地震力は、水平２方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせたものとして算定する。また、ＪＲＲ－３原子炉施設の

設計用地震動は原子炉設置変更許可申請書添付書類六「５．地震」に示

す基準地震動Ｓｓ-1 からＳs-4、Ｓｓ-Ｄを用いる。基準地震動Ｓｓの応

答スペクトルを図-3-1.1に、時刻歴波形を図-3-1.2及び図-3-1.3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

載されたものを用

いるため整合して

いる。 
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第１図（1） 基準地震動 Ss の応答スペクトル（水平方向：NS 成

分） 

 

 
図-3-1.1（1） 基準地震動 Ssの応答スペクトル（水平方向：NS成分） 
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第１図（2） 基準地震動 Ss の応答スペクトル（水平方向：EW 成

分） 

 

 
図-3-1.1（2） 基準地震動 Ssの応答スペクトル（水平方向：EW成分） 
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第１図（3） 基準地震動 Ss の応答スペクトル（鉛直方向：UD 成

分） 

 

 
図-3-1.1（3） 基準地震動 Ssの応答スペクトル（鉛直方向：UD成分） 
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第２図 基準地震動 Ss-Dの時刻歴波形 

 

 
図-3-1.2 基準地震動 Ss-Dの時刻歴波形 
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第３図（1） 基準地震動 Ss-1の時刻歴波形 

 

 
図-3-1.3（1） 基準地震動 Ss-1の時刻歴波形 
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第３図（2） 基準地震動 Ss-2の時刻歴波形 

 

 
図-3-1.3（2） 基準地震動 Ss-2の時刻歴波形 
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第３図（3） 基準地震動 Ss-3の時刻歴波形 

 

 
図-3-1.3（3） 基準地震動 Ss-3の時刻歴波形 
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第３図（4） 基準地震動 Ss-4の時刻歴波形 

 

 

 

 

 
図-3-1.3（4） 基準地震動 Ss-4の時刻歴波形 
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（本文） 

ハ 原子炉本体の構造及び設備 

（４）原子炉容器 

（ⅰ）構造 

a. 原子炉容器は、原子炉プール及び上部遮蔽体で構成す

る。原子炉プールは、円筒形の鉄筋コンクリート壁構

造のプールに鋼製内張を施したものである。原子炉プ

ールには、１次冷却材出入口用貫通孔及び各種実験孔

用貫通孔等を設ける。通常運転時は、原子炉プール内

に軽水を満たし、所定の水位を維持する。原子炉プー

ル上面には、上部遮蔽体を設置する。 

なお、原子炉プール底面には、制御棒駆動機構案内管

用の貫通孔を設ける。 

e. 主要ノズル及び貫通孔取付個所 

原子炉プールに１次冷却材出入口用貫通孔、各種実験

孔用貫通孔等を設ける。また、原子炉プール底部には、

制御棒駆動機構案内管が貫通した下部遮蔽体を設け

る。 

（５）放射線遮蔽体の構造 

主要な放射線遮蔽体は、原子炉プールを形成する鉄筋コ

ンクリート壁、原子炉プール水及び上部遮蔽体である。上

部遮蔽体は、開閉可能な構造とする。 

（添八） 

3. 原子炉及び炉心 

3.2 機械設計 

  3.2.4 その他の主要な設備 

3.2.4.1 概要 

(1) 原子炉建家１階に原子炉プール、カナル及び使用済

燃料プールを設置する。原子炉プールには炉心及び

炉心構造物を収容し、使用済燃料プールには炉心か

ら取り出した使用済燃料を一時貯蔵する。原子炉プ

ール、カナル及び使用済燃料プールの間は、それぞ 

設計及び工事の方法 第 9編 原子炉容器等の構造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

1.1 JRR-3原子炉施設の原子炉本体は、次の各設備から構成される。 

(1) 炉心 

(2) 燃料体 

(3) 減速材及び反射材 

(4) 原子炉容器 

(5) 放射線遮蔽体 

 

上記のうち、(4) 原子炉容器及び（5）放射線遮蔽体は、次の各設

備から構成される。 

（4）原子炉容器 

イ．原子炉プール 

ロ．プールゲート（No.1ゲート） 

（5）放射線遮蔽体 

イ．上部遮蔽体 

ロ．下部遮蔽体 

 

今回申請する範囲は、（4）のうちロ．プールゲート（No.1 ゲー

ト）及び（5）のうちイ．上部遮蔽体並びにロ．下部遮蔽体の耐震性

を確認するものである。 

 

今回申請する原子

炉本体の構成は、許

可申請書に記載さ

れた原子炉本体の

構成と整合してい

る。 
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れゲートで仕切る。 

原子炉プールの底部には制御棒連結桿貫通孔の

ある下部遮蔽体を設け、プール上面には放射線遮蔽

のための上部遮蔽体を設ける。 

その他、原子炉プール側壁外にはサブプールを、

また、使用済燃料プール側壁には詰替セルを設け

る。 

3.2.4.4 主要設備 

(1) 原子炉プール、カナル及び使用済燃料プール 

（ⅳ）下部遮蔽体 

下部遮蔽体は、原子炉プール中央底部に設

置する。本遮蔽体には制御棒連結桿貫通の

ための案内管を設置する。 

（ⅴ）上部遮蔽体 

上部遮蔽体は、原子炉上面に設置する。本

遮蔽体は燃料交換、実験利用設備の作業時

等に一部が開放できる構造とする。 

（ⅵ）プールゲート（Ｎo.1 ゲート及びＮo.2 ゲー

ト) 

プールゲートは、各プール間を仕切るよう

設置する。本ゲートは相互のプール水流入

を防止できる構造とする。 

 

  

（本文） 

ハ 原子炉本体の構造及び設備 

（４）原子炉容器 

 （ⅱ）最高使用圧力及び最高使用温度 

a. 最高使用圧力 常圧 

b. 最高使用温度 約 43 ℃ 

 

 

 

 

3．設計 

3.1 設計条件 

名称 プールゲート（No.1ゲート） 

機器種別 第 3種支持構造物 

耐震クラス Ｂ 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 静水頭 

原子炉容器等の設

計条件及び設計仕

様は、許可申請書の

記載に整合してい

る。 
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（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

耐 

震 

ク 

ラ 

ス 

クラス別施

設 
施 設 名 

当該施設

を支持す

る建物・

構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  

考 

Ｓ 

炉心及び冠

水維持設備

を構成する

機器・配管系 

燃料要素 

ベリリウム反射体 

照射筒 

炉心構造体 

重水タンク 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

Ss 

 

冠水維持設備 

原子炉プール

躯体及びライ

ニング 

原子炉プール

貫通部のシー

ル構造 

サイフォンブ

レーク弁（接続

管を含む。） 

制御棒駆動機

構案内管 

下部遮蔽体 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

（以下、S クラス設備については省略する）  

 

 

 

 

 

 

最高使用温度 43℃ 

備考 

設置時の添付計算書における地

震力（設計震度：水平 0.82、鉛

直 0.29）の方が今回適用する地

震力（水平設計震度 0.41）より

大きいため、耐震性再評価の必

要なし。 

（据付場所及び床面高さは原子

炉建家 1FL+7.50m） 

耐震クラスを変更するための申

請である。 

 

名称 上部遮蔽体 

機器種別 第 3種支持構造物 

耐震クラス Ｂ 

最高使用圧力 常圧 

最高使用温度 43℃ 

備考 

耐震上位クラスである炉

心構造物への上位波及影

響を考慮する 

 

名称 下部遮蔽体 

機器種別 第 3種容器 

耐震クラス Ｓ 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 静水頭 
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注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 

 

 

最高使用温度 43℃ 

備考 － 
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（本文） 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

（１）１次冷却設備 

（ⅰ）冷却材の種類            軽水 

（ⅱ）主要な機器及び管の個数及び構造 

１次冷却設備は、１ループで構成する。１次冷却材は、

原子炉、16Ｎ減衰タンク、１次冷却材主ポンプ及び１次冷

却材熱交換器を経て原子炉プールに環流する。１次冷却系

には、１次冷却材補助ポンプを設け、１次冷却材主ポンプ

がトリップした場合の炉心冷却に備える。 

a. １次冷却材主ポンプ 

b. １次冷却材補助ポンプ 

c. １次冷却材熱交換器 

d. 16Ｎ減衰タンク 

（添八） 

4. １次冷却系設備 

4.1 概要 

１次冷却系設備は、１次冷却材を循環させて炉心を冷却す

る設備であり、１次冷却材主ポンプ、１次冷却材補助ポンプ、

１次冷却材熱交換器、16Ｎ減衰タンク、１次冷却系配管及び弁

類等で構成し、原子炉建家地階に設置する。 

（本文） 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

（２）２次冷却設備 

（ⅰ）冷却材の種類                軽水 

（ⅱ）主要な機器の個数及び構造 

２次冷却設備は、１ループで構成する。２次冷却設備は、

１次冷却材熱交換器及び重水熱交換器等を介して１次冷

却材及び重水等と熱交換を行い、冷却塔により熱放散する

設備である。 

a. ２次冷却材ポンプ 

 

設計及び工事の方法 第 10編 原子炉冷却系統施設の構造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

  JRR-3原子炉施設の原子炉冷却系統施設は、次の各設備から構成され

る。 

(1) 1次冷却設備 

(2) 2次冷却設備 

(4) その他の主要な事項 

上記のうち、(1) 1次冷却設備は、次の各設備から構成される。 

イ．1次冷却系設備 

（イ）1次冷却材 

（ロ）1次冷却材主ポンプ 

（ハ）1次冷却材補助ポンプ 

（ニ）1次冷却材熱交換器 

（ホ）16Ｎ減衰タンク 

（ヘ）ディフューザ 

（ト）1次冷却材ストレーナ 

（チ）主配管 

（リ）主要弁 

 

 

 

 

上記原子炉冷却系統施設のうち、（2）2次冷却設備は、次の各設備か

ら構成される。 

イ．2次冷却系設備 

（イ）2次冷却材 

（ロ）2次冷却ポンプ 

（ハ）捕集器 

（ニ）主配管 

（ホ）主要弁 

ロ．補機冷却系設備 

（イ）補機冷却ポンプ 

今回申請する原子

炉冷却系統施設は、

許可申請書に記載

されたものと整合

している。 
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（４）その他の主要な事項 

（ⅰ）重水冷却設備 

重水冷却設備は、重水の熱除去を行うための設備で、重

水ポンプ、重水熱交換器、重水溢流タンク、重水ダンプ弁

及び重水タンクのカバーガスヘリウム系設備で構成する。 

a. 重水ポンプ 

b. 重水熱交換器 

c. 重水溢流タンク 

（添八） 

6. 重水冷却系設備 

6.1 概要 

重水冷却系設備は、重水系及びヘリウム系で構成する。 

重水系は重水タンクで発生する熱を２次冷却系に伝えるた

めに、重水ポンプ、重水熱交換器、重水溢流タンク、イオン

交換樹脂塔、配管、弁類等で構成する。また本設備には「3.2.3 

原子炉停止系」で述べた重水ダンプ系を設ける。 

ヘリウム系は重水の劣化防止及び重水の放射線分解により

生じる分解ガスを重水に戻し回収するために、ヘリウム圧縮

機、凝縮器、再結合器、ヘリウムタンク、配管及び弁類で構

成する。 
 

 

 

 

 

 

（本文） 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

（ロ）主配管 

（ハ）主要弁 

ハ．冷却塔 

 

上記原子炉冷却系統施設のうち、（4）その他の主要な事項は、次の

各設備から構成される。 

イ．重水冷却設備 

（イ）重水系設備 

a．重水系冷却材 

b．重水ポンプ 

c．重水ドレン汲上ポンプ 

d．重水熱交換器 

e．重水溢流タンク 

f．重水ドレンタンク 

g．重水イオン交換樹脂塔 

h．重水前置フィルタ 

i．重水後置フィルタ 

j．主配管 

k．主要弁 

 

（ロ）ヘリウム系設備 

a．ヘリウム圧縮機 

b．吸込タンク 

c．吐出タンク 

d．ヘリウムタンク 

e．再結合器 

f．ドレンセパレータ 

g．凝縮器 

h．主配管 

i．主要弁 

 

ロ．冠水維持設備 
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（４）その他の主要な事項 

（ⅱ）冠水維持設備 

冠水維持設備を構成維持する設備として、１次冷却系に

サイフォンブレーク弁を設ける。また、漏えい検出器を設

ける。 

 

 

（ⅲ）自然循環弁 

自然循環弁は、原子炉低出力運転時の炉心冷却及び原子

炉停止後の崩壊熱除去のために設ける。 

 

 

（添八） 

7. その他の冷却系付属設備 

7.4 主要設備 

(1) 原子炉プール溢流系 

原子炉プール溢流系の主要設備は、溢流ポンプ及び溢流

タンクで構成し、原子炉プール水位を一定に維持する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）原子炉プール躯体 

（ロ）原子炉プール貫通部のシール構造 

（ハ）サイフォンブレーク弁 

a．接続管 

b．弁 

（ニ）制御棒駆動機構案内管 

 

ハ．自然循環弁 

（イ）接続管 

（ロ）弁 

 

ニ．プール水浄化系設備 

ホ．軽水貯留設備 

 （イ）軽水貯留系設備 

 （ロ）原子炉プール溢流系設備 

   a.原子炉プール溢流ポンプ 

   b.原子炉プール溢流タンク 

   c.原子炉プール溢流フィルタ 

   d.主配管 

 

 今回申請する範囲は、以下に示す設備の耐震性を確認するものであ

る。 

１）（1）のうちイ．の（ロ）1 次冷却材主ポンプ、（ハ）1 次冷却材補

助ポンプ、（ニ）1次冷却材熱交換器、（ホ）16Ｎ減衰タンク、（ヘ）

ディフューザ、（ト）1次冷却材ストレーナ及び（チ）主配管 

２）（2）のうちイ．の（ニ）主配管 

３）（4）のイ．のうち（イ）の b．重水ポンプ、c．重水ドレン汲上ポ

ンプ、d．重水熱交換器、e．重水溢流タンク、f．重水ドレンタ

ンク、g．重水イオン交換樹脂塔、h．重水前置フィルタ、i．重

水後置フィルタ、j．主配管及び（ロ）の a．ヘリウム圧縮機、b．

吸込タンク、c．吐出タンク、d．ヘリウムタンク、e．再結合器、

f．ドレンセパレータ、g．凝縮器、h．主配管 



添 5-9-28 

原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

 

 

 

 

（本文） 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

（１）１次冷却設備 

（ⅰ）冷却材の種類            軽水 

（添八） 

4. １次冷却系設備 

4.1 概要 

第 4.3-1表  １次冷却系設備の仕様 

1次冷却材 軽水 

循環流量 約2400 m3/h 

最高使用圧力 
8kg/cm2G 

（0.78 MPaG） 

最高使用温度 55 ℃ 

 

（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

４）（4）のロ．のうち（ハ）サイフォンブレーク弁 

５）（4）のうちハ．自然循環弁 

６）（4）のホ．のうち（ロ）の b．原子炉プール溢流タンク 

 

3．設計 

3.1 設計条件 

3.1.1 1次冷却系設備 

名称 1次冷却材主ポンプ 1次冷却材補助ポンプ 

機器種別 第 3種ポンプ 

耐震クラス B 

流体の種類 軽水 

最高使用圧

力 

8.0kgf/㎝ 2 

（0.7845MPa） 

最高使用温

度（℃） 
43 

備考 

設置時の添付計算書における地震力（設計震度：

水平 0.30、鉛直 0.29）の方が今回適用する地震力

（水平設計震度 0.18）より大きいため、耐震性再

評価の必要なし。 

（据付場所及び床面高さは原子炉建家 1FL-7.95m） 

耐震クラスを変更するための申請である。 

 

名称 1次冷却材熱交換器 

機器種別 第 3種容器 

耐震クラス B 

胴側 

（1次側） 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 8.0kgf/㎝ 2（0.7845MPa） 

最高使用温度（℃） 55 
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注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 

 

 

管側 

（2次側） 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 8.0kgf/㎝ 2（0.7845MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 

 

名称 16Ｎ減衰タンク 

機器種別 第 3種容器 

耐震クラス B 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 
2.0kgf/㎝ 2（内圧） 

（0.1961MPa） 

1.0kgf/㎝ 2（外圧）

（0.0981MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 

設置時の添付計算書における地震力（設計

震度：水平 0.30、鉛直 0.29）の方が今回適

用する地震力（水平設計震度 0.18）より大

きいため、耐震性再評価の必要なし。（据付

場 所 及 び 床 面 高 さ は 原 子 炉 建 家

1FL-7.95m） 

耐震クラスを変更するための申請である。 

 

名称 ディフューザ 

耐震クラス B 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 静水頭 

最高使用温度（℃） 55 

備考 
設置時の添付計算書における地震力（設計

震度：水平 0.58、鉛直 0.29）の方が今回適
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用する地震力（水平設計震度 0.29）より大

きいため、耐震性再評価の必要なし。（据付

場所及び床面高さは原子炉建家 1FL-1.0m） 

耐震クラスを変更するための申請である。 

 

名称 1次冷却材ストレーナ 

機器種別 第 3種管 

耐震クラス Ｂ 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 8.0kgf/㎝ 2（0.7845MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 
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（本文） 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

（２）２次冷却設備 

（ⅰ）冷却材の種類                軽水 

 

5. ２次冷却系設備 

5.1 概要 

２次冷却系設備は、冷却系統設備の各系（１次冷却系設備、

重水冷却系設備等）から伝えられた熱を冷却塔より大気中に

放散させるための設備であり、２次冷却材ポンプ、冷却塔、

配管、弁類等で構成する。 

第 5.3-1表 ２次冷却系設備の仕様 

２次冷却材 軽水（工業用水） 

循環流量 約 3200m3/h 

最高使用圧力 
8kg/cm2G 

（0.78 MPaG） 

最高使用温度 55℃ 

冷却塔出口温度 約 30℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 2次冷却系設備 
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（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

 
注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 
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（添八） 

6. 重水冷却系設備 

6.1 概要 

第 6.3-1表 重水冷却系設備の仕様 

（１）重水系   

  使用流体 重水 

  循環流量 約70m3/h 

  最高使用圧力 
4kg/cm2G 

（0.39MPaG） 

  最高使用温度 55℃ 

  重水保有量 約7m3 

（２）ヘリウム系   

  使用流体 ヘリウムガス 

  循環流量 約10Nm3/h 

  最高使用圧力 
200mmAq 

（0.0020MPaG） 

  最高使用温度 55℃ 

 

第 6.3-2表 重水冷却系設備の構成機器仕様 

（１）重水系  

 重水ポンプ  

  型式 横型遠心式キャンドモーターポンプ 

  基数 1基 

  容量 約70m3/h 

  揚程 約27m 

3.1.3 重水系設備 

名称 重水ポンプ 
重水ドレン汲上

ポンプ 

耐震クラス B 

液体の種類 重水 

最高使用圧力 4.0kgf/㎝ 2（0.3923MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 

 

名称 重水熱交換器 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

胴側 

液体の種類 重水 

最高使用圧力 4.0kgf/㎝ 2（0.3923MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

管側 

液体の種類 軽水 

最高使用圧力 8.0kgf/㎝ 2（0.7845MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 

 

名称 
重水溢流 

タンク 

重水ドレン 

タンク 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

液体の種類 重水 

最高使用圧力 2.0kgf/cm2（0.1961MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － ※１ 
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  主要材料 オーステナイト系ステンレス鋼 

 重水熱交換器  

  型式 
横型シェルアンドチューブ式２胴熱

交換器 

  基数 1基 

  容量 約1000kW 

  流量 １次側 約70m3/h/基 

   ２次側 約140m3/h/基 

  
最高使用圧

力 

１次側 4kg/cm2G 

    （0.39MPaG） 

   
２次側 8kg/cm2G 

    （0.78MPaG） 

  主要材料 オーステナイト系ステンレス鋼 

 

（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 
重水イオン 

交換樹脂塔 
重水前置フィルタ 

機器種別 第 4種容器（一部 第 4種管） 

耐震クラス B 

液体の種類 重水 

最高使用圧力 4.0kgf/㎝ 2（0.3923MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 

 

名称 重水後置フィルタ 

耐震クラス B 

液体の種類 重水 

最高使用圧力 4.0kgf/㎝ 2（0.3923MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 
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注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 
 

 

 
 

3.1.4 ヘリウム系設備 

名称 ヘリウム圧縮機 

耐震クラス B 

流体の種類 ヘリウムガス 

最高使用圧力 1.0kgf/cm2（0.0981MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 

 

名称 吸込タンク 吐出タンク 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

流体の種類 ヘリウムガス 

最高使用圧力 1.0kgf/cm2（0.0981MPa） 
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最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 

 

名称 ヘリウムタンク 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

流体の種類 ヘリウムガス 

最高使用圧力 200 mmAq（0.0020MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 

 

名称 再結合器 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

流体の種類 ヘリウムガス 

最高使用圧力 1.0kgf/cm2（0.0981MPa） 

最高使用温度（℃） 150 

備考 ※１ 

 

名称 

ドレンセパレータ 

No.1ドレン

セパレータ 

No.2ドレン

セパレータ 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

液体の種類 ヘリウムガス、重水 

最高使用圧力 1.0kgf/cm2（0.0981MPa） 

最高使用温度（℃） 55 150 

備考 ※１ 
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名称 
凝縮器 

No.1凝縮器 No.2凝縮器 

機器種別 第 4種管 

耐震クラス B 

液体の種類 
内管 ヘリウムガス 

外管 軽水 

最高使用圧力 
内管 1.0kgf/cm2（0.0981MPa） 

外管 1.0kgf/cm2（0.0981MPa） 

最高使用温度（℃） 
内管 55 150 

外管 55 55 

備考 ※１ 
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（本文） 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

（４）その他の主要な事項 

（ⅱ）冠水維持設備 

冠水維持設備を構成維持する設備として、１次冷却系に

サイフォンブレーク弁を設ける。また、漏えい検出器を設

ける。 

（添八） 

4. １次冷却系設備 

4.1 概要 

第 4.3-1表  １次冷却系設備の仕様 

1次冷却材 軽水 

循環流量 約2400 m3/h 

最高使用圧力 
8kg/cm2G 

（0.78 MPaG） 

最高使用温度 55 ℃ 

（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 
耐 

震 

ク 

ラ 

ス 

クラス別施

設 
施 設 名 

当該施設

を支持す

る建物・

構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  

考 

Ｓ 

炉心及び冠

水維持設備

を構成する

機器・配管系 

燃料要素 

ベリリウム反射体 

照射筒 

炉心構造体 

重水タンク 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 
Ss 

 

冠水維持設備 

原子炉プール

躯体及びライ

ニング 

原子炉プール

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

3.1.5 サイフォンブレーク弁 

名称 サイフォンブレーク弁接続管 

機器種別 第 3種管 

耐震クラス S 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 
2.0kgf/cm2 

（0.1961MPa） 

2.0kgf/cm2 

（0.1961MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 

 

名称 サイフォンブレーク弁 

機器種別 第 3種弁 

耐震クラス S 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 
2.0kgf/cm2 

（0.1961MPa） 

2.0kgf/cm2 

（0.1961MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 
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貫通部のシー

ル構造 

サイフォンブ

レーク弁（接続

管を含む。） 

制御棒駆動機

構案内管 

下部遮蔽体 

（以下、S クラス設備については省略する）  
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（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

 
注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 

3.1.6 自然循環弁 

名称 自然循環弁接続管 

機器種別 第 4種管 

耐震クラス B 

液体の種類 
内側 軽水 

外側 軽水 

最高使用圧力 

1.0kgf/cm2 

（外圧） 

(0.0981MPa) 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 

 

名称 自然循環弁 

耐震クラス B 

流体の種類 
内側 軽水 

外側 軽水 

最高使用圧力 

1.0kgf/cm2 

（外圧） 

(0.0981MPa) 

最高使用温度（℃） 55 

備考 ※１ 
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（添八） 

7. その他の冷却系付属設備 

7.4 主要設備 

(1) 原子炉プール溢流系 

原子炉プール溢流系の主要設備は、溢流ポンプ及び溢流

タンクで構成し、原子炉プール水位を一定に維持する。 

 

第 7.3-1表 原子炉プール溢流系の設備仕様 

使用流体 軽水 

流量 約12m3/h 

最高使用圧力 8kg/cm2G 

（0.78MPaG） 

最高使用温度 55℃ 

 

（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 原子炉プール溢流系設備 

名称 原子炉プール溢流タンク 

機器種別 第 4種容器 

耐震クラス B 

液体の種類 軽水 

最高使用圧力 
2.0kgf/cm2 

(0.1961MPa) 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 
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注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 
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（本文） 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）計装 

（ⅰ）核計装の種類 

重水タンク外周部に設置した中性子検出器により、次

の３領域に分けて中性子束を測定する。 

線源領域    比例計数管   2  チャンネル 

広域領域    補償型電離箱  2  チャンネル 

補償型電離箱  2  チャンネル 

出力領域    補償型電離箱  2  チャンネル 

（添八） 

10. 計測制御系統施設 

10.2 中性子計装設備 

10.2.3 主要設備 

中性子計装設備は、起動系、線形出力系、対数出力炉周

期系及び安全系で構成し、それぞれの系統は独立した２チ

ャンネルからなる。 

(1)中性子検出器 

(2)起動系 

(3)線形出力系 

(4)対数出力炉周期系 

(5)安全系 

(6)中性子計装盤 

 

設計及び工事の方法 第 11編 計測制御系統施設の構造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

JRR-3 原子炉施設の計測制御系統施設は、次の各設備から構成され

る。 

(1) 計装 

(2) 安全保護回路 

(3) 制御設備 

(4) 非常用制御設備 

(5) その他の主要な事項 

 

上記のうち、（1）計装は、次の各設備から構成される。 

イ．核計装 

（イ）起動系 

（ロ）線形出力系 

（ハ）対数出力炉周期系 

（ニ）安全系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回申請する計測

制御系統施設は、許

可申請書に記載さ

れたものと整合し

ている。 
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（本文） 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

（ⅱ）その他の主要な計装の種類 

原子炉施設のプロセス計装として、１次冷却材の流量、

温度、原子炉プール水位等の計装、制御棒位置指示計装

等を設ける。 

（添八） 

10.3 プロセス計装設備 

10.3.3 主要設備 

(1) プロセス計装設備の安全保護系 

プロセス計装設備の安全保護系は、検出器のほかに各

種のアナログ変換器盤、安全保護系制御盤等で構成する。 

プロセス計装設備の安全保護系には、下記の項目があ

る。 

１次冷却材流量 

１次冷却材炉心出口温度 

１次冷却材炉心出入口温度差 

重水温度 

重水流量 

重水溢流タンク水位 

原子炉プール水位 

 

10.7 プロセス放射能監視設備 

10.7.3 主要設備 

(1) 燃料事故モニタ 

 

 

（本文） 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

（２）安全保護回路 

（ⅰ）原子炉停止回路の種類 

次に示す信号により、原子炉をスクラムさせる原子炉

 

ロ．その他の主要な計装 

（イ）プロセス計装設備 

a．1次冷却材流量 

b．1次冷却材炉心入口温度 

c．1次冷却材炉心出口温度 

d．2次冷却系流量 

e．2次冷却塔入口温度 

f．2次冷却塔出口温度 

g．重水流量 

h．重水温度 

i．重水溢流タンク水位 

j．ヘリウム流量 

k．重水再結合器温度 

l．原子炉プール水位（安全保護系） 

m．原子炉プール水位（計測制御系） 

 

 

 

 

 

 

（ロ）プロセス放射能監視設備 

a．燃料事故モニタ 

b．プロセスモニタ 

c．破損燃料検出装置 

ハ．附帯設備 

計測制御系統施設のうち、（2）安全保護回路は、次の各設備から構

成される。 

イ．原子炉停止回路 

ロ．工学的安全施設作動回路 

 



添 5-9-48 

原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

停止回路を設ける。 

（中略） 

（ⅱ）その他の主要な安全保護回路の種類 

次に示す信号により、工学的安全施設を作動させる回

路を設ける。 

（中略） 

（３）制御設備 

（ⅰ）制御材の個数及び構造 

原子炉の反応度制御は、制御棒（微調整棒及び粗調整

棒）の位置調整により行う。 

（中略） 

（ⅱ）制御材駆動設備の個数及び構造 

（中略） 

（４）非常用制御設備 

（ⅰ）制御材の個数及び構造 

制御棒による原子炉停止が不可能な場合でも、重水タ

ンク内の重水をダンプすることにより原子炉を停止でき

るようにする。 

（ⅱ）主要な機器の個数及び構造 

a. 重水ダンプ弁 

個数                      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設のうち、（3）制御設備は、次の各設備から構成さ

れる。 

イ．制御棒 

ロ．制御棒駆動装置 

 

 

 

計測制御系統施設のうち、（4）非常用制御設備は、次の各設備から

構成される。 

イ．重水ダンプ弁 

（イ）接続管 

（ロ）弁 

 

 

 

 

今回申請する範囲は、以下に示す設備の耐震性を確認するものであ

る。 

１）(1) のイ．のうち（ハ）対数出力炉周期系及び（ニ）安全系 

２）(1) のロ．の（イ）のうち a．1 次冷却材流量、b．1 次冷却材炉

心入口温度、c．1次冷材炉心出口温度、g．重水流量、h．重水温

度、i．重水溢流タンク水位及び l．原子炉プール水位（安全保護

系） 

３）(1) のロ．の（ロ）のうち a．燃料事故モニタ 

４）(1)のうちハ．附帯設備 

５）（2）安全保護回路、（3）制御設備及び（4）非常用制御設備 
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（添八） 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

耐 

震 

ク 

ラ 

ス 

クラス別施

設 
施 設 名 

当該施設

を支持す

る建物・

構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  

考 

Ｓ 

炉心及び冠

水維持設備

を構成する

機器・配管系 

燃料要素 

ベリリウム反射体 

照射筒 

炉心構造体 

重水タンク 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

Ss 

 

冠水維持設備 

原子炉プール

躯体及びライ

ニング 

原子炉プール

貫通部のシー

ル構造 

サイフォンブ

レーク弁（接続

管を含む。） 

制御棒駆動機

構案内管 

下部遮蔽体 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

炉心から取

り出した直

後の使用済

燃料を貯蔵

するための

施設 

使用済燃料プール 

使用済燃料貯蔵ラ

ック 

原子炉建

家基礎版 

当該施設

の支持構

造物 

 

原子炉の緊

急停止のた

めに急激に

負の反応度

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒案内管 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

 

3．設計 

3.1 設計条件 

3.1.1 核計装 

名称 耐震クラス 備考 

対 数 出 力 炉 周 期 系 B － 

安 全 系 B － 

 

3.1.2 その他の主要な計装（プロセス計装設備） 

名称 耐震クラス 備考 

１ 次 冷 却 材 流 量 B 

※１ 

１次冷却材炉心入口温度 B 

１次冷却材炉心出口温度 B 

重 水 流 量 B 

重 水 温 度 B 

重水溢流タンク水 位 B 

原子炉プール水位 安全保護系 B 

 

3.1.3 その他の主要な計装（プロセス放射能監視設備） 

名称 燃料事故モニタ 

耐震クラス B 

備考 

計器用スタンションを用いて計器を設置して

おり、最も厳しい評価となる原子炉プール水位

に関して、設置時の添付計算書における地震力

（設計震度：水平 0.58、鉛直 0.29）の方が今

回適用する地震力（水平設計震度 0.29）より大

きいため、耐震性再評価の必要なし。 

（据付場所及び床面高さは原子炉建家
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を添加する

ための施設

及び原子炉

の停止状態

を維持する

ための施設 

造物 

その他 カナル 

原子炉建

家基礎版 

当該施設

の支持構

造物 

 

 

1FL-7.95m） 

耐震クラスを変更するための申請である。 
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注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 
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（本文） 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

（５）その他の主要な事項 

（ⅴ）中央制御室 

原子炉施設の主要な計装及び制御機器は、中央制御室

に配置し、集中的に監視及び制御を行う。また、施設内

の作業者等に対して必要な通信連絡を行う。 

 

 

 

3.1.5 原子炉停止回路及び工学的安全施設作動回路 

名称 耐震クラス 備考 

原子炉停

止回路 
B 

設置時の添付計算書における地震

力（設計震度：水平 0.72、鉛直 0.36）

の方が今回適用する地震力（水平設

計震度 0.46）より大きいため、耐

震性再評価の必要なし。 

（据付場所及び床面高さは原子炉

制御棟 FL+4.9m（2F）） 

耐震クラスを変更するための申請

である。 

工学的安

全施設 

作動回路 

B 

 

3.1.6 制御棒駆動装置 

名称 制御棒駆動装置 

機器種別 
第 3種容器 

（上部仕切弁は、第 3種弁） 

耐震クラス S 

流体の種類 軽水 

最高使用圧力 

（上部仕切弁、着座器、プランジャ案内管） 

10.0kgf/cm2（0.9807MPa） 

（緩衝器、下部弁カバー） 

40.0kgf/cm2（3.9227MPa） 

最高使用温度

(℃) 
43 

備考 制御棒駆動機構案内管を含む。 
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 3.1.7 重水ダンプ弁 

 
 

名称 重水ダンプ弁 

機器種別 第 3種弁 

耐震クラス B 

流体の種類 重水 

最高使用圧力 
2.0kgf/cm2 

（0.1961MPa） 

最高使用温度（℃） 55 

備考 － 

 

3.1.4 附帯設備 

名称 制御盤 

耐震クラス B 

備考 

設置時の添付計算書における地震力（設計震度：水平

0.72、鉛直 0.36）の方が今回適用する地震力（水平設計

震度 0.46）より大きいため、耐震性再評価の必要なし。 

（据付場所及び床面高さは原子炉制御棟 FL+4.9m（2F）） 

耐震クラスを変更するための申請である。 
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（本文） 

ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

 

（１）気体廃棄物の廃棄施設 

（ⅰ）構造 

a. 原子炉建家及び実験利用棟等 

気体廃棄物の廃棄施設は、空気浄化装置、排風機、

排気筒及びこれらを結ぶ排気風道で構成する。 

 

 

設計及び工事の方法 第 12編 放射性廃棄物の廃棄施設の構造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

JRR-3原子炉施設の放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構

成される。 

（1）気体廃棄物の廃棄施設 

（2）液体廃棄物の廃棄施設 

（3）固体廃棄物の廃棄施設 

 

上記のうち、（1）気体廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成さ

れる。 

イ．原子炉建家排気設備 

（イ）炉室排気系排風機 

（ロ）実験利用設備排気系排風機 

（ハ）炉室排気系空気浄化装置 

（ニ）実験利用設備排気系空気浄化装置 

（ホ）オイルダンパ系空気浄化装置 

（ヘ）炉室排気系主ダクト 

（ト）実験利用設備排気系主ダクト 

（チ）オイルダンパ系主ダクト 

（リ）主要弁 

（ヌ）オイルダンパ系オイルダンパ 

ロ．実験利用棟排気設備 

ハ．燃料管理施設等排気設備 

ニ．事務管理棟管理区域排気設備 

ホ．排気筒 

ヘ．使用済燃料貯蔵施設（北地区）排気設備 

 

今回申請する範囲は、（1）のイ．のうち（ヘ）炉室排気系主ダクト

及び（ト）実験利用設備排気系主ダクトの耐震性を確認するものであ

る。 

 

 

今回申請する放射

性廃棄物の廃棄施

設は、許可申請書に

記載されたものと

整合している。 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

（本文） 

リ 原子炉格納施設の構造及び設備 

（３）その他の主要な事項 

（ⅱ）非常用排気設備 

非常用排気設備は、事故時に放射性物質の環境への放

出を抑制する。 

空気浄化装置（容量の「%」は全容量に対する割合） 

（中略） 

排風機 

（中略） 

（添八） 

8.3 非常用排気設備 

8.3.4 主要設備 

(1) 非常用排気設備 

非常用排気設備は、微粒子フィルタ及びよう素除去フィ

ルタが一体となった空気浄化装置と非常用排風機で構成す

る。 

 

 

 

 

 

 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 

設計及び工事の方法 第 13編 原子炉格納施設の構造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

JRR-3原子炉施設の原子炉格納施設は、次の各設備から構成される。 

（1）構造 

（2）設計圧力及び設計温度並びに漏えい率 

(3) その他の主要な事項 

  

上記のうち、（3）その他の主要な事項は、次の各設備から構成される。 

イ．原子炉建家換気空調設備 

（イ）炉室給気系空気調和機 

（ロ）給気系主ダクト 

（ハ）主要弁 

ロ．非常用排気設備 

（イ）非常用排風機 

（ロ）空気浄化装置 

（ハ）ダクト 

（ニ）主要弁 

 

今回申請する範囲は、（3）のイ．のうち（ロ）給気系主ダクト及

びロ．のうち（イ）非常用排風機、（ロ）空気浄化装置、（ハ）ダ

クトの耐震性を確認するものである。 

 

 

3．設計 

3.1 設計条件 

名称 耐震クラス 流体の種類 

給気系主ダクト 
KVV5-71から

KVV1-72まで 
B 空 気 

 

今回申請する原子

炉格納施設は、許可

申請書に記載され

たものと整合して

いる。 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

 
注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 

 

名称 非常用排風機 

耐震クラス B 

流体の種類 空気 

備考 ※１ 

 

名称 空気浄化装置 

機器種別 第 5種管 

耐震クラス B 

流体の種類 空気 

最高使用圧力 

0.06kgf/cm2 

（外圧） 

(0.0059MPa) 

最高使用温度

（℃） 
55 

備考 ※１ 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

（本文） 

ニ 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

 

（１）核燃料物質取扱設備の構造 

（ⅰ）核燃料物質取扱設備は、以下の物で構成し、安全に

燃料の取扱いができる構造とする。 

燃料搬送装置                一式 

使用済燃料取扱装置          一式 

使用済燃料移送装置          一式 

 

（２）核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力 

（ⅱ）使用済燃料貯蔵設備 

a. 構造 

使用済燃料貯蔵設備は、原子炉建家、使用済燃料貯

槽室、燃料管理施設及び使用済燃料貯蔵施設（北地区）

に設ける。原子炉建家内には使用済燃料プールを設け、

使用済燃料は使用済燃料貯蔵ラックに挿入して貯蔵す

る。また、使用済燃料プールで１年以上冷却した使用

済燃料は、使用済燃料貯槽室の使用済燃料貯槽 No.1及

び燃料管理施設の使用済燃料貯槽 No.2の使用済燃料貯

蔵ラックに貯蔵する。使用済燃料貯蔵施設（北地区）

では、保管孔に貯蔵する。 

 

（添八） 

9.4 燃料取扱設備及び貯蔵施設 

9.4.4 主要設備 

(1) 燃料取扱設備 

本設備は、燃料搬送装置、使用済燃料取扱装置及び使用

済燃料移送装置で構成する。 

（ⅰ）燃料搬送装置 

本装置は、燃料及び実験物を原子炉プールと使用済

燃料プールの間を移送するもので、レール、移動台車

設計及び工事の方法 第 14編 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構

造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

JRR-3原子炉施設の核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設は、次の各

設備から構成される。 

（1）核燃料物質取扱設備 

（2）核燃料物質貯蔵設備 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち、（1）核燃料物質取扱設備

は、次の各設備から構成される。 

イ．燃料搬送装置 

ロ．使用済燃料取扱装置 

（イ）使用済燃料キャスク 

（ロ）使用済燃料シュータ 

（ハ）カッティングマシン 

ハ．使用済燃料移送装置 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち、（2）核燃料物質貯蔵

設備は、次の各設備から構成される。 

イ．未使用燃料貯蔵設備 

ロ．使用済燃料貯蔵設備 

（イ）使用済燃料プール 

（ロ）カナル 

（ハ）プールゲート（No.2ゲート） 

（ニ）使用済燃料貯蔵ラック 

（ホ）使用済燃料貯槽 No.1 

（ヘ）使用済燃料貯槽 No.2 

（ト）使用済燃料貯蔵施設（北地区） 

 

今回申請する範囲は、以下に示す設備の耐震性を確認するもので

ある。 

１）（1）のうちイ．燃料搬送装置 

今回申請する核燃

料物質の取扱施設

及び貯蔵施設は、許

可申請書に記載さ

れたものと整合し

ている。 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

及び移動台車上の吊上げ機構で構成する。 

(2) 燃料貯蔵施設 

本施設は、未使用燃料貯蔵庫、使用済燃料プール、使用

済燃料貯槽 No.1 及び No.2 並びに使用済燃料貯蔵施設（北

地区）で構成する。 

（ⅱ）使用済燃料プール 

本プールは、「 3.2.4 その他の主要な設備」で述べ

たプールであり、本プール内に実効増倍率が 0.95以下

となるように設計された使用済燃料貯蔵ラックを設置

する。 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 
耐 

震 

ク 

ラ 

ス 

クラス別施

設 
施 設 名 

当該施設

を支持す

る建物・

構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  

考 

Ｓ 

炉心及び冠

水維持設備

を構成する

機器・配管系 

燃料要素 

ベリリウム反射体 

照射筒 

炉心構造体 

重水タンク 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

Ss 

 

冠水維持設備 

原子炉プール

躯体及びライ

ニング 

原子炉プール

貫通部のシー

ル構造 

サイフォンブ

レーク弁（接続

管を含む。） 

制御棒駆動機

構案内管 

下部遮蔽体 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

２）（1）のロ．のうち（イ）使用済燃料キャスク 

３）（2）のロ．のうち（ハ）プールゲート（No.2 ゲート）及び

（ニ）使用済燃料貯蔵ラック 

 

3．設計 

3.1 設計条件 

3.1.2 使用済燃料取扱装置 

名称 使用済燃料キャスク 

耐震クラス B 

備考 

設置時の添付計算書における地震力（設計

震度：水平 0.70、鉛直 0.18）の方が今回適

用する地震力（水平設計震度 0.41）より大

きいため、耐震性再評価の必要なし。（据付

場所及び床面高さは原子炉建家 1FL+7.5m） 

耐震クラスを変更するための申請である。 

 

 

3.1.3 使用済燃料貯蔵設備 

名称 

使用済燃料貯蔵ラック 

使用済燃料 

貯蔵ラック（Ａ型） 

使用済燃料 

貯蔵ラック（Ｂ型） 

設置場所 

（貯蔵能力） 

使用済燃料プール 

（130体） 

耐震クラス S 

最高使用温

度（℃） 
43 

備考 － 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

炉心から取

り出した直

後の使用済

燃料を貯蔵

するための

施設 

使用済燃料プール 

使用済燃料貯蔵ラ

ック 

原子炉建

家基礎版 

当該施設

の支持構

造物 

 

原子炉の緊

急停止のた

めに急激に

負の反応度

を添加する

ための施設

及び原子炉

の停止状態

を維持する

ための施設 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒案内管 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

その他 カナル 

原子炉建

家基礎版 

当該施設

の支持構

造物 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

 
注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

（本文） 

ヌ その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）非常用電源設備の構造 

（ⅰ）無停電電源装置 

蓄 電 池              アルカリ蓄電池 

（ⅱ）非常用発電機 

（添八） 

11. 電気設備 

11.3 主要設備 

(2) 非常用電源系 

（ⅰ）非常用発電機 

（ⅱ）無停電電源装置 

無停電電源装置は、蓄電池と静止型インバータ装置で

構成し、非常用発電機から給電されるまで１次冷却材補

助ポンプ、非常用排気設備等の電源を確保する装置であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の方法 第 15編 その他の試験研究用等原子炉の附属施設

の構造（耐震性） 

1．構成及び申請範囲 

  JRR-3原子炉施設のその他試験研究用等原子炉の附属施設は、次の

各設備から構成される。 

（1）非常用電源設備 

（2）主要な実験利用設備 

（3）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止のための設備 

（4）その他の主要事項 

 

その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち、（1）非常用電源設備

は、次の各設備から構成される。 

イ．蓄電池 

ロ．非常用発電機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回申請するその

他の試験研究用等

原子炉の附属施設

は、許可申請書に記

載されたものと整

合している。 
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原子炉設置変更許可申請書（本文別冊３又は添付書類八別冊３） 設計及び工事の計画の認可申請書 整合性 

（本文） 

ヌ その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

（２）主要な実験設備の構造 

実験利用設備は、水平実験孔設備及び照射利用設備並び

に冷中性子源装置（以下「CNS」という。）等から成る。 

 

 

 

 

 

（ⅱ）照射利用設備 

a. 水力照射設備 

照射筒                    2 本 

冷却材の種類              軽水 

b. 気送照射設備 

照射筒                    2本 

冷却材の種類              窒素ガス 

c. 放射化分析用照射設備 

照射筒                    1 本 

冷却材の種類              窒素ガス 

（添八） 

16. 実験利用設備 

16.2 照射利用設備 

16.2.4 主要設備 

16.2.4.1 水力照射設備 

本設備は、ラビットを水力により挿入・取出しを行う

照射設備であり、照射系と転送系で構成される。 

照射系は、照射筒、循環ポンプ、転送機、減衰タンク

等から成りラビットを照射するための設備である。 

転送系は、転送用ポンプ、挿入機、取出機、途中取出

機、通路変換機、通水タンク等から成り詰替セル間等の

ラビット搬送を行う設備である。 

 

その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち、（2）主要な実験利用

設備は、次の各設備から構成される。 

イ．水平実験孔 

（イ）ビームチューブ接続管 

（ロ）前部水封用止板 

（ハ）プラグ 

（ニ）補助遮蔽体 

（ホ）ヘリウムタンク 

 

ロ．照射利用設備 

（イ）水力照射設備 

a．照射筒 

b．減衰タンク 

c．照射系イオン交換塔 

d．通水タンク 

e．転送系イオン交換塔 

f．主配管 

g．循環ポンプ 

h．主要弁 

i．転送機（ＨＲ） 

（ロ）気送照射設備 

a．照射筒（ＰＮ） 

b．照射系緩衝タンク 

c．窒素ガスアキュームレータ 

d．空気貯留槽 

e．転送系緩衝タンク 

f．主配管 

g．主要弁 

h．転送機（ＰＮ） 

i．循環ブロワ 

（ハ）放射化分析用照射設備 
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16.2.4.2 気送照射設備 

本設備は、ラビットの挿入・取出しを行う照射設備で

あり、照射系と転送系から構成される。 

照射系は、照射筒、循環ブロワ、転送機、緩衡タンク

等から構成され、窒素ガスを用いてラビットを照射する

ための設備である。 

転送系は、挿入機、取出機、途中取出機、通路変換機、

空気貯留槽、緩衡タンク等から構成され、詰替セル間等

のラビット搬送を圧縮空気により行う設備である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本文） 

ヌ その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

（２）主要な実験設備の構造 

（ⅲ）ＣＮＳ 

照射筒（真空容器)         1本 

減速材                    液体水素 

冷媒                      低温ヘリウム 

（添八） 

16. 実験利用設備 

16.3 冷中性子源装置（ＣＮＳと略称する） 

16.3.4 主要設備 

16.3.4.1 ＣＮＳ本体設備 

ＣＮＳ本体設備は、炉プール内に設置するクライオス

タット、サブプールに設置するコンデンサ及び水素緩衝

タンク並びに補助設備で構成する。 

a．照射筒（ＰＡ） 

b．緩衝タンク 

c．アキュームレータ 

d．主配管 

e．主要弁 

f．挿入機 

g．取出機 

（ニ）均一照射設備 

a．装荷用キャスク 

b．駆動機構 

c．案内管 

（ホ）回転照射設備 

a．回転駆動機構 

b．支持クランプ（ＤＲ） 

（ヘ）垂直照射設備 

a．支持クランプ 

b．キャスク架台 

ハ．冷中性子源装置 

（イ）CNS本体設備 

a．水素緩衝タンク 

b．コンデンサ 

c．クライオスタット 

d．補助設備 

e．主配管 

f．主要弁 

（ロ）ヘリウム冷凍設備 
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クライオスタットは、減速材容器、真空容器及び低温

流路管で構成し、コンデンサからの液体水素を貯留する

設備である。 

コンデンサは、真空断熱槽内に、シェル・アンド・チ

ューブ型熱交換器を設けた構造で、低温ヘリウムガスに

より水素ガスを液化する設備である。また、水素緩衝タ

ンクは、液体水素がガス化した際の圧力緩衝を行うため

のものである。 

補助設備は、水素供給装置、真空装置、ヘリウムダン

プ装置、窒素供給装置、水素排気装置及び分析装置で構

成する。 

排気する水素ガスは、水素排気装置において窒素ガス

により稀釈し排気する。本設備の操作及び監視は、中央

制御室で集中して行える設計とする。なお、水素圧力が

異常上昇したときは、自動的に原子炉を停止する。 

（本文） 

ヌ その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

（２）主要な実験設備の構造 

（ⅳ）その他の附属設備 

実験附属施設として、原子炉建家及び実験利用棟に詰

替セルを設ける。 

（添八） 

16. 実験利用設備 

16.2 照射利用設備 

16.2.4 主要設備 

16.2.4.7 詰替セル 

詰替セルは原子炉建家内及び実験利用棟内にそれぞれ

1基設置する。 

原子炉建家内の詰替セルは、水力照射設備及び気送照

射設備の一部の機器を格納し、照射済ラビット、キャプ

セル等を取り扱えるようコンクリートの遮蔽が施された

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ．その他の附属設備 

（イ）炉室詰替セル 

a．炉室詰替セルの躯体 

b．鉛ガラス窓 

c．蓋 

（ロ）実験利用棟詰替セル 

（ハ）サブプール 
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ラビット、キャプセル等の取扱い、搬出入、保守等の

ために、鉛ガラス窓、マニプレータ、出入口扉、蓋、ノ

ズル、照明等を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他試験研究用等原子炉の附属施設のうち、（4）その他の主要事

項は、次の各設備から構成される。 

イ．常用電源設備 

ロ．重水保管タンク 

ハ．火災報知器及び消火設備 

ニ．補助設備 

（イ）圧縮空気設備 

a．空気圧縮機 

b．アフタークーラ 

c．フィルタ 

d．除湿器 

e．空気槽 

f．隔離弁用アキュームレータ 

g．非常用排気設備アキュームレータ 

h．主配管 

i．主要弁 

 

今回申請する範囲は、以下に示す設備の耐震性を確認するものである。 

１）（1）非常用電源設備 

２）（2）のイ．のうち（イ）ビームチューブ接続管、（ロ）前部水封用

止板 

３）（2）のロ．の（イ）のうち f．主配管、（ロ）のうち f．主配管及

び（ハ）のうち d．主配管 

４）（2）のハ．の（イ）のうち c．クライオスタット 

５）（2）のニ．の（イ）のうち a．炉室詰替セルの躯体及び（ハ）サブ

プール 

６）（4）のニ．の（イ）のうち g．非常用排気設備アキュームレータ及

び h．主配管 
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3．設計 

3.1 設計条件 

 3.1.1 非常用電源設備 

名称 非常用電源設備 

耐震クラス B 

備考 

設置時の添付計算書における地震力（設計

震度：水平 0.33、鉛直 0.36）の方が今回

適用する地震力（水平設計震度 0.18）よ

り大きいため、耐震性再評価の必要なし。 

（据付場所及び床面高さは原子炉制御棟

FL-4.1m（B1FL）） 

耐震クラスを変更するための申請である。 

3.1.2 水平実験孔 

名称 
ビームチューブ

接続管 
前部水封用止板 

機器種別 第 4種管 第 3種容器 

耐震クラス B S 

流体の種

類 

内側 ヘリウムガス ヘリウムガス 

外側 軽水 ヘリウムガス 

最高使用

圧力 

内側 
150mmAq 

(0.0015MPa) 

1.0kgf/cm2 

(0.0981MPa) 

外側 
1.0kgf/cm2 

(0.0981MPa) 

150mmAq 

(0.0015MPa) 

最高使用温度

（℃） 
43 43 

備考 － － 
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（添八） 

16. 実験利用設備 

16.2 照射利用設備 

16.2.4 主要設備 

16.2.4.1 水力照射設備 

第 16.2-1表  水力照射設備の設備仕様 

    冷却材                軽  水 

    基数                  2基 

    最高使用圧力          10 kg/cm2 G 

             （0.98 MPa G） 

    最高使用温度          100℃（耐圧部） 

    主要材質            ステンレス鋼、アルミニウム合金 

 

16.2.4.2 気送照射設備 

第 16.2-2表  気送照射設備の設備仕様 

    冷却材               窒素ガス（ただし、転送系の搬

送用として圧縮空気を用い

る。） 

    基数                   2基 

    最高使用圧力           1 kg/cm2 G（0.098 MPa G） 

    最高使用温度           120℃（耐圧部） 

    主要材質            ステンレス鋼、アルミニウム合金 

 

 

 

 

3.1.3 照射利用設備 

（1）水力照射設備 

 
 

 

 

 

 

 

（2）気送照射設備 
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16.2.4.3 放射化分析用照射設備 

第 16.2-3表  放射化分析用照射設備の設備仕様 

 

第 1.2-1表 耐震重要度分類（抜粋） 
耐 

震 

ク 

ラ 

ス 

クラス別施

設 
施 設 名 

当該施設

を支持す

る建物・

構築物等 

支持機能

を確認す

る地震動 

備  

考 

Ｓ 

炉心及び冠

水維持設備

を構成する

機器・配管系 

燃料要素 

ベリリウム反射体 

照射筒 

炉心構造体 

重水タンク 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

Ss 

 

冠水維持設備 

原子炉プール

躯体及びライ

ニング 

原子炉プール

貫通部のシー

ル構造 

サイフォンブ

レーク弁（接続

管を含む。） 

制御棒駆動機

構案内管 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

    冷却材           窒素ガス 

    基数                  1基 

    最高使用圧力          1 kg/cm2 G（0.098 MPa G） 

    最高使用温度          100℃（耐圧部） 

    主要材質            ステンレス鋼、アルミニウム合金 

（3）放射化分析用照射設備 

 
 

3.1.4 冷中性子源装置 

名称 
クライオスタット 

減 速 材 容 器 

耐震クラス B 

流体の

種類 

内側 水素、ヘリウムガス又は窒素ガス 

外側 ヘリウムガス 

最高使用圧力 

4.5kgf/cm2 

（内圧） 

(0.4413MPa) 

2.0kgf/cm2 

（外圧） 

(0.1961MPa) 

最高使用温度

（℃） 
425 

備考 上位波及影響を考慮する。 
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下部遮蔽体 

炉心から取

り出した直

後の使用済

燃料を貯蔵

するための

施設 

使用済燃料プール 

使用済燃料貯蔵ラ

ック 

原子炉建

家基礎版 

当該施設

の支持構

造物 

 

原子炉の緊

急停止のた

めに急激に

負の反応度

を添加する

ための施設

及び原子炉

の停止状態

を維持する

ための施設 

制御棒 

制御棒駆動機構 

制御棒案内管 

原子炉プ

ール 

当該施設

の支持構

造物 

 

その他 カナル 

原子炉建

家基礎版 

当該施設

の支持構

造物 

 

 

 
 

名称 
クライオスタット 

低 温 流 路 管 

機 器 種 別 第 3種管 

耐震クラス B 

流体の種

類 

内側 ヘリウムガス 

外側 軽水 

最高使用圧力 

6.0kgf/cm2 

（内圧） 

(0.5884MPa) 

2.0kgf/cm2 

（外圧） 

(0.1961MPa) 

最高使用温度

（℃） 
100 

備考 上位波及影響を考慮する。 
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注.1 下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するも

のに波及的影響を及ぼすおそれのある設備 

3.1.5 その他の附属設備 

名称 
炉室詰替セルの

躯体 
サブプール 

機器種別 ― 第 4種容器相当 

耐震クラス B B 

液体の種類 ― 軽水 

最高使用圧力 常圧 静水頭 

最高使用温度 常温 常温 

備考 

設置時の添付計算書におけ

る地震力が今回適用する地

震力より大きいため、耐震

性再評価の必要なし。 

耐震クラスを変更するため

の申請である。 

 

3.1.6 補助設備 

名称 
非常用排気設備 

アキュームレータ 

機器種別 第 4種配管 

耐震クラス B 

流体の種類 空気 

最高使用圧力 
9.8kgf/cm2 

(0.9611MPa) 

最高使用温度（℃） 55 

備考 

設置時の添付計算書におけ

る地震力（水平設計震度

0.36）の方が今回適用する

地震力（水平設計震度 0.18）
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より大きいため、耐震性再

評価の必要なし。 

（据付場所及び床面高さは

原子炉建家 1FL-0.20m） 

耐震クラスを変更するため

の申請である。 

 

 
※1設置時からの変更はないため、本申請の申請範囲外である。 
※2設置時に A クラス設備として定ピッチスパン法を用いて設計している

ため、耐震性再評価の必要なし。耐震クラス変更のため申請。 



 

 

 



 

５－１０．原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に

係る設計に係る「国立研究開発法人日

本原子力研究開発機構原子力科学研

究所原子炉設置変更許可申請書」との

整合性に関する説明書 
 



添 5-10-1 

 

原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設計に係る「国立研究開発法人日本原子力研

究開発機構原子力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」との整合性を次に示す。 
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５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備 

リ 原子炉格納施設の構造及び設備 

（２）設計圧力及び設計温度並びに漏えい率 

設計圧力 常圧 

設計温度 常温 

漏えい率 10％/日以下（原子炉建家内負圧約 20mm

水柱（約 196Pa）） 

 

（３）その他の主要な事項 

（i）原子炉建家換気空調設備 

通常運転時に原子炉建家内の空気の温度調和及

び放射性物質の除去低減のための設備を設ける。 

空気調和機 

基数 1基 

容量 約 46,000m3/h 

排気系排風機 

基数 4基 

容量 約 46,000m3/h 

空気浄化装置 

基数 3 基（炉室排気系 2 基、実験利用設備排

気系 1基） 

（ⅱ）非常用排気設備 

非常用排気設備は、事故時に放射性物質の環境へ

の放出を抑制する。 

空気浄化装置（容量の「%」は全容量に対する割

合） 

基数 2基 

容量 約 100%/基 

よう素除去効率 97％以上 

第 16編 原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設計 

 

3. 設計 

 3.1 設計条件 

 

（１）原子炉建家について、1. 構成及び申請範囲の

イ．の設備の機能により通常運転時及び放射性

物質の放出を伴う設計基準事故時において負

圧の維持ができること。 

 

（２）原子炉建家について、1. 構成及び申請範囲の

ロ．の設備の機能により以下に示す漏えい率を

満たすこと。 

 

設計圧力 常圧 

設計温度 常温 

漏えい率 

10％/日以下 

（原子炉建家内負圧約 20mm水柱 

（約 196Pa）） 

 

 3.2 設計仕様 

本申請に係る各設備の設計仕様は、次に示すとおりで

ある。 

なお、本申請に係る設備は全て既設もしくは認可済み
※であり、本申請にて新たに工事を実施するものではな

い。 

（中略） 

（１）負圧維持に係る設備 

通常運転時の負圧維持は、給排気量が一定であ

本設工認申請の設

計条件及び設計仕

様は、原子炉設置

変更許可申請書

（以下「許可申請

書」という。）の記

載と整合してい

る。 
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排風機 

基数 2基 

容量 約 90m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

ることにより担保されるため、原子炉建家屋根の

新設による建家容積の変化の影響はない。 

また、非常用排気設備作動時は、建家の給気が

停止した状態で排風機による排気のみとなり、負

圧が極度に高くなるとオイルダンパ系より吸気さ

れる。このため、原子炉建家屋根の新設による建

家容積の変化の影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）２基の送風機

で 1 基の空気調和

機を構成してい

る。 
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14. 換気空調設備 

14.1 概要 

換気空調設備は、原子炉建家、実験利用棟、燃料管理

施設、使用済燃料貯槽室及び事務管理棟の各建物の換気

空調設備で構成する。建家内各室の雰囲気を所定の温湿

度に維持し、適切な換気及び放射性物質の浄化を行い、

従事者等の雰囲気内立入りによる放射線被ばくの防止を

行い、かつ大気への放射性物質の放出を低減させる。 

14.2 設計方針 

換気空調設備は、次の方針に従い設計する。 

(2) 原子炉建家内を大気圧より負圧に維持できるよう

設計する。 

(中略) 

(5) 設計基準事故時に原子炉建家を外部と遮断するた

め、原子炉建家を貫通する給排気風道に隔離弁を設

ける。 

14.3 主要設備 

14.3.1 原子炉建家換気空調設備 

原子炉建家の換気空調設備は、炉室給気系、炉室

排気系、実験利用設備排気系及びオイルダンパ系で

構成する。設備仕様を第 14.3-1 表に、系統図を第

14.3-1 図に示す。 

 

第 14.3-1 表 原子炉建家換気空調設備の設備仕様 

(1) 炉室給気系 

空気調和機 

型式 粗フィルタ、冷却コイル、加熱コイル、加湿器内

蔵型 

基数 1基 

送風機 

第 16編 原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設計 

 

3. 設計 

 3.1 設計条件 

 

（１）原子炉建家について、1. 構成及び申請範囲の

イ．の設備の機能により通常運転時及び放射

性物質の放出を伴う設計基準事故時において

負圧の維持ができること。 

 

（２）原子炉建家について、1. 構成及び申請範囲の

ロ．の設備の機能により以下に示す漏えい率

を満たすこと。 

 

設計圧力 常圧 

設計温度 常温 

漏えい率 

10％/日以下 

（原子炉建家内負圧約 20mm水柱 

（約 196Pa）） 

 

 3.2 設計仕様 

本申請に係る各設備の設計仕様は、次に示すとおり

である。 

なお、本申請に係る設備は全て既設もしくは認可済

み※であり、本申請にて新たに工事を実施するものでは

ない。 

（中略） 

（１）負圧維持に係る設備 

通常運転時の負圧維持は、給排気量が一定であ

本設工認申請の

設計条件及び設

計仕様は、許可申

請書の記載と整

合している。 
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基数 2基 

容量 50％／基 

隔離弁 

型式 空気作動式 

基数 2基 

(2) 炉室排気系 

空気浄化装置 

型式 粗フィルタ及び微粒子フィルタ内蔵型 

基数 2基 

容量 50％／基 

排風機 

基数 2基 

容量 50％／基 

隔離弁 

型式 空気作動式 

基数 4基 

(3) 実験利用設備排気系 

空気浄化装置 

型式 粗フィルタ及び微粒子フィルタ内蔵型 

基数 1基 

排風機 

基数 2基 

容量 50％／基 

隔離弁 

型式 空気作動式 

基数 2基 

(4) オイルダンパ系 

空気浄化装置 

型式 粗フィルタ及び微粒子フィルタ内蔵型 

基数 1基 

ることにより担保されるため、原子炉建家屋根の

新設による建家容積の変化の影響はない。 

また、非常用排気設備作動時は、建家の給気が

停止した状態で排風機による排気のみとなり、負

圧が極度に高くなるとオイルダンパ系より吸気さ

れる。このため、原子炉建家屋根の新設による建

家容積の変化の影響はない。 
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オイルダンパ 

基数 1基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）原子炉建家の漏えい率に係る設備 

原子炉建家の気密性は、原子炉建家とその貫通

部の気密性により担保されるため、原子炉建家屋

根の新設による建家容積の変化の影響はない。 
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1.3 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の

基準に関する規則への適合 

（原子炉格納施設） 

第二十七条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げると

ころにより、原子炉格納施設を設けなければならな

い。 

一 通常運転時に、その内部を負圧状態に維持し得るもの

であり、かつ、所定の漏えい率を超えることがない

ものとすること。ただし、公衆に放射線障害を及ぼ

すおそれがない場合にあっては、この限りでない。 

二 設計基準事故時において、公衆に放射線障害を及ぼさ

ないようにするため、原子炉格納施設から放出され

る放射性物質を低減するものとすること。ただし、

公衆に放射線障害を及ぼすおそれがない場合にあっ

ては、この限りでない。 

 

適合のための設計方針 

原子炉格納施設は、次の方針により設計する。 

(1) 原子炉建家に設ける炉室給気系及び炉室排気系は、建家

内を適切な負圧に維持するように設計する。 

(2) 放射性物質の放出を伴うような設計基準事故時には、放

射性物質の放散を防止するため原子炉建家の炉室給気

系及び炉室排気系の隔離弁を閉鎖し、非常用排気設備に

より負圧を維持する設計とする。さらに、負圧維持のた

めの排気は、フィルタを介し、放射性物質の濃度と放出

量の低減化を図る設計とする。 

(3) 原子炉建家の漏えい率を、10％／日以下（原子炉建家内

負圧約 20mm 水柱（196Pa））となるよう設計する。 

 

添付書類 1-10.原子炉建家の負圧維持及び漏えい率に係る設

計に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関す

る規則」との適合性 

 

（中略） 

 

1．通常運転時に原子炉建家内を適切な負圧に維持できるよ

う原子炉建家排気設備及び原子炉建家換気空調設備を設

けている。また、原子炉建家、原子炉建家排気設備及び

原子炉建家換気空調設備は、原子炉建家の漏えい率が

10％/日以下となるよう設計されている。 

2. 非常用排気設備については、「JRR-3 の改造（その５）」

（昭和 61年 12月 26日付け 61原研 19第 35号をもって

申請し、昭和 62 年 4月 6 日付け 61安（原規）第 218号

をもって認可）にて認可を受け、平成 2 年 10 月 16 日付

け 60 安（原規）第 173 号をもって使用前検査に合格し

ているため、本申請の申請範囲外である。 

 

 

 



 

 

 



 

５－１１．原子力科学研究所原子炉施設及び核燃

料物質使用施設等品質マネジメント

計画書に係る「国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構原子力科学研究

所原子炉設置変更許可申請書」との整

合性に関する説明書 
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「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所原子炉設置変更許可申請書」

との整合性を次に示す。 
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９．試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する

事項 

 

試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事

項について、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は、次の品質

管理体制の計画（以下「品質管理計画」という。）に定める要求事項に従って、保安活動の計画、

実施、評価及び改善を行う。 

 

【品質管理計画】 

 

 

 

 

 

1. 目的 

機構は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令

和２年原子力規制委員会規則第２号）に基づき、原子炉施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制を品質マネジメントシステムとして構築し、原子力の安全を確保する。 

 

 

 

 

 

2. 適用範囲 

本品質管理計画は、原子炉施設において実施する保安活動に適用する。 

 

 

 

3. 定義 

本品質管理計画における用語の定義は、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の基準に関する規則の解釈に従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書（QS-P10） 

 

本品質マネジメント計画書において原子力施設検査室長とあるのは、「原子力科学研究所原子

炉施設保安規定」及び「原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定」の変更認可が下り

原子力施設検査室を設置するまでの間は、原子力施設検査準備室長と読み替える。 

 

1. 目的 

本品質マネジメント計画書は、原子力科学研究所(以下「研究所」という。) の原子炉施設及

び核燃料物質使用施設等（以下「原子炉施設等」という。）における保安活動に関して、「原子

力科学研究所原子炉施設保安規定」及び「原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定」

（以下「保安規定」という。）並びに原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の基準に関する規則（令和 2年原子力規制委員会規則第 2号）に基づき、原子炉施設等の安

全の確保・維持・向上を図るための保安活動に係る品質マネジメントシステムを構築し、実施

し、評価確認し、継続的に改善することを目的として定める。 

 

2. 適用範囲 

本品質マネジメント計画書の第 4章から第 8章までは、建設段階、運転段階及び廃止段階の

原子炉施設等において実施する保安活動に適用する。第 9章は、使用施設等（令第 41条各号に

掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。）について適用する。 

 

3. 定義 

本品質マネジメント計画書における用語の定義は、次の事項を除き、原子力施設の保安のた

めの業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈並びに JIS Q 9000：2015品質マネジメ

ントシステム－基本及び用語に従うものとする。 

(1) 本部 

機構の本部組織（以下「本部」という。）は、統括監査の職、安全・核セキュリティ統括 

部長、契約部長をいう。 

(2) 部長 

    保安管理部長、工務技術部長、放射線管理部長、バックエンド技術部長、研究炉加速器 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉施設変更

許可申請書（共

通編本文）に記

載した品質管理

計画を受け、「原

子力施設の保安

のための業務に

係る品質管理に

必要な体制の基

準に関する規則

（令和 2年原子

力規制委員会規

則第 2号）」に適

合するように策

定した「原子力

科学研究所原子

炉施設及び核燃

料物質使用施設

等品質マネジメ

ント計画書

(QS-P10)」によ

り設計及び工事

の品質管理を行

うため整合して

いる。 
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4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質管理計画に従い、保安活動に係る品質マネジメントシステ

ムを確立し、実施するとともに、その有効性を維持するために、継続的に改善する。 

 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、

運用する。その際、次の事項を考慮する。 

a) 原子炉施設、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を及

ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画さ

れ、若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、原子炉施設に適用される関係法令及び規制要求事項を明確にし、

品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織へ

の適用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。 

 

 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスにより達成される結果を明確にする。 

b) プロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を明確にす

る。 

 

c) プロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするために、必要な

保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活動指標」と

いう。）並びに判断基準及び方法を明確にする。 

 

d) プロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保

する（責任及び権限の明確化を含む。）。 

e) プロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及び測定することが

困難な場合は、この限りでない。 

f) プロセスについて、業務の計画どおりの結果を得るため、かつ、有効性を維持するた

めに必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

g) プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるよう

に適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに

与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。 

技術部長、臨界ホット試験技術部長及び原子力施設検査室長をいう。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質マネジメント計画書に従い、保安活動に係る品質マネジメ

ントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持するとともに、その有効性を評価し、

継続的に改善する。 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステムを構築し、 

運用する。その際、次の事項を考慮する。 

a) 原子炉施設等、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設等若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に影響を 

及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画さ

れ、若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、原子炉施設等に適用される関係法令及び規制要求事項を明確に 

し、品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織へ 

の適用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実施する。図

4.1に基本プロセスと各組織への適用に関する「品質マネジメントシステム体系図」を

示す。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスにより達成される結果を明確にする。 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含む。）を

明確にする。図 4.2に本品質マネジメント計画書の「品質マネジメントシステムプロ

セス関連図」を示す。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にするため

に、必要な保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含む。以下「保安活

動指標」という。）並びに判断基準及び方法を明確にする。（5.4.1、7.1、8.2.3、8.2.4

参照） 

d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できる体

制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）。（8.2.3参照） 

e) これらのプロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及び測定す

ることが困難な場合は、この限りでない。 

f) これらのプロセスについて、「7.1業務の計画」どおりの結果を得るため、かつ、有

効性を維持するために必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行う。 

g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたものにする。 

h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるよう

に適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係る対策とが互いに

与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。（7.2.2、7.5.2参照） 
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i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・原子炉施設に係る要求事項への適合に影響を与える保安活

動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を明確に

し、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一  般 

品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成し、

次の文書体系の下に管理する。 

 

 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 品質マニュアル 

 

(3) 規則が要求する手順 

 

(4) プロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために必要と判断した指示

書、図面等を含む文書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 品質マニュアル 

理事長は、本品質管理計画に基づき、品質マニュアルとして、次の事項を含む品質マネ

ジメント計画を策定し、維持する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

i) 健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・原子炉施設等に係る要求事項への適合に影響を与える保安 

活動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の方式及び程度を「7.4 

調達」に従って明確にし、管理する。 

(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。（6.参照） 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課

長は、品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要度に応じて作成

し、次の文書体系の下に管理する。また、表 4.2.1 に原子炉施設等に係る品質マネジメン

トシステム文書を示す。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 一次文書 

本品質マネジメント計画書 

(3) 二次文書 

    この計画書が要求する手順及び組織が必要と判断した規則等の文書及び記録 

(4) 三次文書 

組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、二次文書

以外に組織が必要と判断した指示書、図面等を含む文書及び記録 

 

 

4.2.2 品質マネジメント計画書 

理事長は、次の事項を含む本品質マネジメント計画書を策定し、必要に応じ見直し、維

持する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文書体系図 

品質マネジメント計画書 

本部要領、研究所規則・要領、各部要領 

作業マニュアル、手順書、手引等 

記録 

一次文書 

二次文書 

三次文書 

記 録 
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d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

4.2.3 文書管理 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、不適切

な使用又は変更を防止する。 

 

 

(2) 保安に係る組織は、適切な品質マネジメント文書が利用できるよう、次に掲げる管理

の方法を定めた手順を作成する。これには、文書改定時等の必要な時に当該文書作成

時に使用した根拠等の情報が確認できることを含む。 

a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

b) 文書は定期的に改定の必要性についてレビューする。また、改定する場合は、文書

作成時と同様の手続で承認する。 

c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参

加させる。 

d) 文書の変更内容の識別及び最新の改定版の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の最新の改定版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用

可能な状態にあることを確実にする。 

f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部か

らの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持す

る場合には、適切に識別し、管理する。 

 

 

4.2.4 記録の管理 

(1) 保安に係る組織は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の

証拠を示すために作成する記録の対象を明確にし、管理する。また、記録は、読みや

すく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

(2) 保安に係る組織は、記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関す

る管理の方法を定めた手順を作成する。 

 

 

 

5. 経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任をもって品質マネジメン

トシステムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次

の事項を行う。 

d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

4.2.3 文書管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課長は、

品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、不適切な使用又は変更を防

止する。ただし、記録となる文書は、「4.2.4 記録の管理」に規定する要求事項に従

って管理する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の「文書及び記録管理要領」を定め、所長は、

「原子力科学研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、各部の文書及び記録

の管理要領を定め、次に掲げる業務に必要な管理の手順を規定する。 

a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認する。 

b) 文書は定期的に改定の必要性についてレビューする。また、改定する場合は、文書 

作成時と同様の手続で承認する。 

    c）文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門の要員を参 

     加させる。 

d) 文書の変更内容の識別及び最新の改定版の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の最新の改定版又は適切な版が、必要なときに、必要なところで使用 

 可能な状態にあることを確実にする。 

f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部か 

らの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持す 

る場合には、適切に識別し、管理する。 

    i) 文書の改定時等の必要な時に文書作成時に使用した根拠等が確認できるようにす

る。 

4.2.4 記録の管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び課長は、

要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の証拠を示すために

作成する記録の対象を明確にし、管理する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の｢文書及び記録管理要領｣を定め、所長は、

｢原子力科学研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、各部の文書及び記録

の管理要領を定め、次に掲げる管理の手順を規定する。 

a) 記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理を行う。 

b) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 

 

5．経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメン

トシステムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証するために、次

の事項を行う。 
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a) 品質方針を設定する。 

b) 品質目標が設定されていることを確実にする。 

c) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

d) マネジメントレビューを実施する。 

e) 資源が使用できることを確実にする。 

f) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、

組織内に周知する。 

g) 保安活動に関して、担当する業務について理解し遂行する責任を持つことを要員に認識

させる。 

h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する責

任を考慮して確実に行われるようにする。 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・原

子炉施設に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由によって損なわれ

ないようにすることを確実にする。 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす品質方針を設定する。これには、安全文化を育成し維

持することに関するものを含む。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責

任を持って関与することを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され、理解される。 

e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

5.4 計  画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、保安に係る組織において、毎年度、品質目標（業務・原子炉施設に対する

要求事項を満たすために必要な目標を含む。）が設定されていることを確実にする。

また、保安活動の重要度に応じて、品質目標を達成するための計画が作成されること

を確実にする。 

 

 

 

 

 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にす

る。 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

a) 品質方針を設定する。（5.3参照） 

b) 品質目標が設定されていることを確実にする。（5.4.1参照） 

c) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

d) マネジメントレビューを実施する。（5.6参照） 

e) 資源が使用できることを確実にする。（6.参照） 

f) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重要性を、 

組織内に周知する。 

g) 保安活動に関して、担当する業務について理解し、遂行する責任を持つことを要員に  

認識させる。 

h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明する  

責任を考慮して確実に行われるようにする。 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、業務・原

子炉施設等に対する要求事項(7.2.1及び 8.2.1参照)に適合し、かつ、原子力の安全がその他

の事由によって損なわれないようにすることを確実にする。 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす「原子力安全に係る品質方針」を設定する。これには、

安全文化を育成し維持することに関するもの及び施設管理に関する方針を含む。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対して責 

任を持って関与することを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され、理解される。 

e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを含む。 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及

び課長に、毎年度、品質目標（業務・原子炉施設等に対する要求事項を満たすために

必要な目標（7.1（4）b）参照）を含む。）が設定されていることを確実にする。ま

た、保安活動の重要度に応じて、品質目標を達成するための計画（7.1（4）参照）を

作成するとき、次の事項を考慮させる。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c）責任者の明確化 

d) 実施事項の完了時期 

e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを確実にす

る。 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 
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(1) 理事長は、4.1項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの

実施に当たっての計画を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、

実施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全

体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れていることをレビューすることにより確実

にする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必

要な処置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割当て 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、保安に係る組織の責任及び権限を明確にする。 

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書を定めさせ、関係する要

員が責任を持って業務を遂行するようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 理事長は、4.1項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシステムの構

築と維持について、本品質マネジメント計画書を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更を計画し、

実施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジメントシステムの全

体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れていることをレビューすることにより確実

にする。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の程度及び必要

な処置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割当て 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、原子炉施設等の保安規定に定める保安管理体制に基づき、保安に係る組織を

図 5.5.1 保安管理組織図に定め、各組織の責任と権限を次のとおり定め、各組織を通じて

全体に周知し、保安活動に関係する要員が理解することを確実にする。 

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書(4.2.1 参照)を定めさせ、 

保安に係る各組織の要員が自らの職務の範囲において、その保安活動の内容について説明

する責任を持って業務を遂行するようにする。 

(1) 理事長 

理事長は、原子炉施設等の保安に係る業務を総理する。 

(2) 統括監査の職 

統括監査の職は、原子炉施設等の品質マネジメント活動に関する内部監査に係る業務 

を行う。 

(3) 管理責任者 

管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセスを除く。） 

においては安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては原子力科学研究所担当 

理事（以下「研究所担当理事」という。）とする。各管理責任者は、品質マネジメン

トシステムに必要なプロセスを管理し、維持すること等を確実にする責任と権限を有

する。（5.5.2参照） 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長 

安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設等の本部における品質マネジメント 

活動に係る業務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援の業務並びに中

央安全審査・品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

(5) 契約部長 

契約部長は、原子炉施設等の調達管理に関する本部契約に係る業務を行う。 

(6) 研究所担当理事 

研究所担当理事は、理事長を補佐し、原子炉施設等の保安に係る業務を統理する。 

(7) 原子炉主任技術者 

原子炉主任技術者は、所掌する原子炉施設の運転に関する保安の監督を行う。 

(8) 所長 

所長は、原子炉施設等の保安に係る業務を統括する。 

(9) 核燃料取扱主務者 
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5.5.2 管理責任者 

(1) 理事長は、保安活動の実施部門の長、監査プロセスの長を管理責任者として任命する。

また、理事長は、本部(監査プロセスを除く。) の管理責任者を本部の管理者の中か

ら任命する。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次に

示す責任及び権限をもつ。 

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に

報告する。 

c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確

保するための認識を高めることを確実にする。 

d) 関係法令を遵守する。 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任及び権限を与えることを

確実にする。また、必要に応じて、管理者に代わり、個別業務のプロセスを管理する

責任者を置く場合は、その責任及び権限を文書で明確にする。 

a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設に対する要求事項についての認識を高

める。 

c) 成果を含む業務の実施状況について評価する。 

d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

核燃料取扱主務者は、所掌する使用施設等に関する保安の監督を行う。 

(10) 廃止措置施設保安主務者 

廃止措置施設保安主務者は、研究所における原子炉施設の廃止措置に関する保安の

監督を行う。 

(11) 部長 

部長は、所掌する部署における品質保証活動を統括するとともに、推進する。 

(12) 課長 

課長は、所掌する課における品質保証活動を行う。 

(13) 中央安全審査・品質保証委員会 

中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問に応じ、品質保証活動の基本事項等

について審議し、答申する。 

(14) 原子炉施設等安全審査委員会 

原子炉施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、原子炉施設の安全性の評 

価、設計内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(15) 使用施設等安全審査委員会 

使用施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、使用施設等の安全性の評価、

設計内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(16) 品質保証推進委員会 

品質保証推進委員会は、研究所における品質保証活動の基本的事項について審議す

る。 

5.5.2 管理責任者 

(1) 管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセスを除く。） 

においては安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては研究所担当理事とす 

る。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域において次 

に示す責任及び権限をもつ。 

    a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。 

    b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、理事長に

報告する。 

    c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安全を確

保するための認識を高めることを確実にする。 

    d) 関係法令を遵守する。 

5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、5.5.1 に定める管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任及び権限

を与えることを確実にする。 

 

 

a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善する。 

b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設等に対する要求事項についての認識を高 

める。 

c) 成果を含む業務の実施状況について評価する（5.4.1及び 8.2.3参照）。 

d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 
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e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシッ

プを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

a) 品質目標を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実施状況を監視

測定する。 

b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組みを

積極的に行えるようにする。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達

する。 

d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、

積極的に原子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

e) 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の

機会を捉えるため、年 1回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安全文化に

ついて強化すべき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

5.5.4 内部コミュニケーション 

理事長は、保安に係る組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にする。

また、マネジメントレビューを通じて、原子炉施設の品質マネジメントシステムの有効性

に関する情報交換が行われることを確実にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一  般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効である

ことを確実にするために、年１回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビ

ューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を含

む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

管理責任者は、マネジメントレビューへのインプット情報として、次の事項を含め報告

する。 

e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリーダーシッ

プを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

a) 品質目標（5.4.1 参照）を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業務の実

施状況を監視測定する。 

b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組を積極

的に行えるようにする。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実に伝達す 

る。 

d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員が、積

極的に原子炉施設等の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

e) 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべき改善の

機会を捉えるため、年 1 回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評価（安全文化に

ついて強化すべき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 理事長は、組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にするため、 

機構に中央安全審査・品質保証委員会を置くとともに、安全・核セキュリティ統括部

長、統括監査の職、契約部長、研究所担当理事、所長、部長及び課長に必要な会議、

連絡書等を利用して保安に係る情報交換を行わせる。また、マネジメントレビューを

通じて、原子炉施設等の品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換が行わ

れることを確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、「中央安全審査・品質保証委員会の運営について」

を定め、所長は、「原子炉施設等安全審査委員会規則」、「使用施設等安全審査委員会

規則」及び「原子力科学研究所品質保証推進委員会規則」を定め、保安活動及び品質

マネジメント活動の円滑な運営及び推進を図る。 

(3) 部長は、部内の品質保証審査機関についての要領を定め、品質マネジメント活動の 

円滑な運営及び推進を図る。 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有効であ  

ることを確実にするために、「マネジメントレビュー実施要領」に基づき、年１回以

上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施する。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質方針を 

含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

(1) マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むものとする。 
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a) 内部監査の結果 

b) 組織の外部の者からの意見 

c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検査等」と

いう。）並びに自主検査等の結果 

e) 安全文化を育成し、維持するための取組みの実施状況（安全文化について強化すべき

分野等に係る自己評価の結果を含む。） 

f) 関係法令の遵守状況 

g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

j) 改善のための提案 

k) 資源の妥当性 

l) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び

処置を含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

 

 

6. 資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

保安に係る組織は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責

a) 内部監査の結果 

b) 組織の外部の者からの意見 

c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を含む。） 

d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検査等」 

という。）並びに自主検査等の結果 

e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強化すべき 

分野等に係る自己評価の結果を含む。） 

f) 関係法令の遵守状況 

g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアップ 

i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

j) 改善のための提案 

k) 資源の妥当性 

l) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

(2) 所長は、各部長に指示して、所掌する業務に関して、前項に定める事項を提出させ、

その内容を整理した上で研究所の管理責任者に報告する。 

(3) 研究所の管理責任者は、前項の内容を確認・評価する。 

(4) 監査プロセスの管理責任者は、監査プロセスにおけるインプット情報を確認・評価 

する。 

(5) 本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者は、本部におけるインプット情報を確認・ 

評価する。 

(6) 各管理責任者は、マネジメントレビューの会議を通して理事長にインプット情報を 

報告する。 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決定及び 

処置を含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 

e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

(4) 理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者を通じて、上記(1)の指示 

に対する処置状況を確認する。 

 

6．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、研究所担当理事、所長及び部長は、
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任において確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

6.2 人的資源 

6.2.1 一  般 

(1) 保安に係る組織は、原子力の安全を確実なものにするために必要とする要員を明確

にし、保安に係る組織体制を確保する。 

(2) 保安に係る組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根拠

として、力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を

明確にすることを確実にする。 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 保安に係る組織は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次

の事項を確実に実施する。 

a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び原

子力の安全に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にする。 

e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等につい

て業務に必要なプロセスの計画を策定する。 

保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任において確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、研究所担当理  

事、所長、部長及び課長は、原子力の安全を確実なものにするために必要とする要員を

明確にし、保安に係る組織体制を確保する。 

(2) 保安に係る各組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判断の根  

拠として、力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な力量を 

明確にすることを確実にする。（7.1、7.4.2及び 7.5.2参照） 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 部長は、要員の力量を確保するために、教育・訓練に関する管理要領を定め、保安  

活動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認識及び 

原子力の安全に自らどのように貢献しているかを認識することを確実にする。 

e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理する 

（4.2.4参照）。 

(2) 理事長は、監査員の力量について、「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(3) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部における原子力の安全に影響を及ぼす業務 

 のプロセスを明確にし、(1)項の a)から e)に準じた管理を行う。 

6.3 インフラストラクチャ 

部長及び課長は、インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの

体系をいう。）を「7.1業務の計画」にて明確にし、これを維持管理する。 

6.4 作業環境 

部長及び課長は、保安のために業務に必要な作業環境を「7.1 業務の計画」にて明確に 

し、運営管理する。なお、この作業環境には、作業場所の放射線量、温度、照度及び狭隘

の程度など作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。 

 

7．業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 所長及び部長は、原子炉施設等ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等（保

安規定に基づく保安活動）について業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）
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(2) 保安に係る組織は、個別業務の計画と、品質マネジメントシステムのその他のプロセス

の要求事項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(3) 保安に係る組織は、業務の計画の策定及び変更にあたっては、次の事項のうち該当する

ものについて個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全

への影響の程度及び必要な処置を含む。） 

b) 業務・原子炉施設に対する品質目標及び要求事項 

c) 業務・原子炉施設に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の

必要性 

d) 業務・原子炉施設のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測定

並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・原子炉施設のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証す

るために必要な記録 

(4) 保安に係る組織は、業務の計画を、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいも

のとする。 

 

 

7.2 業務・原子炉施設に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設に対する要求事項の明確化 

保安に係る組織は、次に掲げる事項を要求事項として明確にする。 

a) 業務・原子炉施設に関連する法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設に必要な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項 

7.2.2 業務・原子炉施設に対する要求事項のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項をレビューする。このレビ

ューは、その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューでは、次の事項

について確認する。 

a) 業務・原子炉施設に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、そ

れについて解決されている。 

c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項のレビューの結果の記録及

びそのレビューを受けてとられた処置の記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(4) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項が変更された場合には、関

を表 4.2.1のとおり策定する。 

(2) 部長及び課長は、業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）に基づき、個別

業務に必要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順等）を作成して、業務を実施す

る。 

(3) 上記(1)､(2)の業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事 

項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務の計画の策定及び変更に当たっては、次の事項のうち該

当するものについて個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全へ 

  の影響の程度及び必要な処置を含む。） 

b) 業務・原子炉施設等に対する品質目標及び要求事項 

c) 業務・原子炉施設等に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の提供の 

  必要性 

d) 業務・原子炉施設等のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及び測定 

並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・原子炉施設等のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていることを実証す  

るために必要な記録（4.2.4参照） 

(5) 業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長は、本部において原子炉施設等の保安活動を 

支援するその他業務がある場合、該当する業務のプロセスを明確にし、上記(1)から(5) 

項に準じて業務の計画を策定し、管理する。 

7.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設等に対する要求事項の明確化 

所長、部長及び課長は、次の事項を「7.1業務の計画」において明確にする。 

a) 業務・原子炉施設等に関連する法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設等に必要な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 

7.2.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項のレビュー 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項をレビューする。このレビュ

ーは、その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは、次の事項について確認する。 

 

a) 業務・原子炉施設等に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設等に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、 

それについて解決されている。 

c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録を作成 

し、管理する（4.2.4参照）。 
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連する文書を改定する。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されている

ことを確実にする。 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

保安に係る組織は、原子力の安全に関して組織の外部の者と適切なコミュニケーション

を図るため、効果的な方法を明確にし、これを実施する。 

 

7.3 設計・開発 

 

 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の設計・開発の計画を策定し、管理する。この設計・

開発には、設備、施設、ソフトウェア及び原子力の安全のために重要な手順書等に関

する設計・開発を含む。 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

d) 設計開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 保安に係る組織は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを確

実にするために、設計・開発に関与する関係者(他部署を含む。)間のインタフェース

を運営管理する。 

(4) 保安に係る組織は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の要求事項に関連するインプットを明確にし、記録を

作成し、管理する（4.2.4参照）。インプットには次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 保安に係る組織は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承認する。

要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することがないようにする。 

 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕様等）は、設計・開

発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式により管理する。また、次の

段階に進める前に、承認をする。 

(2) 保安に係る組織は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状態とす

る。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項が変更された場合には、

関連する文書を改定する。また、変更後の要求事項が関連する要員に理解されている

ことを確実にする。 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

所長、部長及び課長は、原子力の安全に関して、規制当局との面談、原子力規制検査等

を通じて監督官庁並びに地元自治体との適切なコミュニケーションを図るため、効果的な

方法を明確にし、これを実施する。 

7.3 設計・開発 

所長又は設計・開発を行う部長は、原子炉施設等の改造、更新等に関する設計・開発を適

切に実施するため、設計・開発に関する管理要領を定め、次の事項を管理する。 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設等の設計・開発の計画を策定し、管 

理する。この設計・開発には、設備、施設、ソフトウェア及び原子力の安全のため 

に重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制 

c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

d) 設計開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 担当部長又は課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な割当てを

確実にするために、設計・開発に関与する関係者(他部署を含む。)間のインタフェー

スを運営管理する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変更する。 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設等の要求事項に関連するインプットを

明確にし、記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。インプットには次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

    c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 担当部長又は課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビューし承 

認する。要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反することがな 

いようにする。 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプット（機器等の仕 

様等）は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した形式によ 

り管理する。また、次の段階に進める前に、承認をする。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次の状 
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a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達、業務の実施及び原子炉施設の使用に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設の特性を明確にする。 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の適切な段階において、次の事項を目的として、計画

されたとおりに体系的なレビューを行う。 

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連する部

署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があればその

記録を作成し、管理する。 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開発へのインプットと

して与えられている要求事項を満たしていることを確実にするために、計画されたと

おりに検証を実施する。 

(2) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればその記録

を作成し、管理する。 

 

 

 

 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の結果として得られる原子炉施設又は個別業務が、規

定された性能、指定された用途又は意図された用途に係る要求事項を満たし得ること

を確実にするために、計画した方法に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。

ただし、当該原子炉施設の設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合

は、当該原子炉施設の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

 

(2) 保安に係る組織は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設を使用又は個別業務を実

施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があればそ

の記録を作成し、管理する。 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 保安に係る組織は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を識別するとともに、

その記録を作成し、管理する。 

態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達、業務の実施及び原子炉施設等の使用に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設等の特性を明確にする。 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の適切な段階において、次の事項 

を目的として、計画されたとおり(7.3.1参照)に体系的なレビューを行う。 

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関連す 

る部署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置があれ 

ばその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプットが、設計・開 

発へのインプットとして与えられている要求事項を満たしていることを確実にす 

るために、計画されたとおり(7.3.1参照)に検証を実施する。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があればそ 

の記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(3) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(4) 設計・開発を外部委託した場合には、担当部長又は課長は、仕様書で与えている 

要求事項を満たしていることを確実にするために、仕様書と受注者が実施した 

設計・開発の結果（受注者から提出される承認図書類）とを対比して検証を実施 

する。 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の結果として得られる原子炉施設 

等又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図された用途に係る 

要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法(7.3.1参照)に従 

って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該原子炉施設等の設置の 

後でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、当該原子炉施設等の使用 

を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

(2) 担当部長又は課長は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設等を使用又は個別 

業務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処置があ 

ればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の変更を行った場合は変更内容を 
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(2) 保安に係る組織は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、そ

の変更を実施する前に承認する。 

(3) 保安に係る組織は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該原子炉

施設を構成する要素（材料又は部品）及び関連する原子炉施設に及ぼす影響の評価を

行う。 

(4) 保安に係る組織は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必要な処

置があればその記録を作成し、管理する。 

7.4 調達 

 

 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 保安に係る組織は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）が規定さ

れた調達要求事項に適合することを確実にする。 

(2) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管理

の方式と程度を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給者等か

ら必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が要求事項に適合していることを確認

できるよう管理の方法及び程度を含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の根

拠として、供給者を評価し、選定する。また、必要な場合には再評価する。 

 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準を定める。 

 

(5) 保安に係る組織は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置が

あればその記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、適切な調達の実施に必要な事項（調達製品等の調達後における、

維持又は運用に必要な保安に係る技術情報を取得するための方法及びそれらを他の

原子炉設置者と共有する場合に必要な処置に関する方法を含む。）を定める。 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要な場合

には、次の事項のうち該当する事項を含める。 

a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

識別するとともに、その記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(2) 担当部長又は課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切に行い、 

その変更を実施する前に承認する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、当該原 

子炉施設等を構成する要素（材料又は部品）及び関連する原子炉施設等に及ぼす影 

響の評価を行う。 

(4) 担当部長又は課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及び必 

要な処置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

7.4 調達 

所長は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）の調達を着実にするため、

「原子力科学研究所調達管理要領」を定め、次の事項を管理する。また、契約部長は、供給

先の評価・選定に関する要領を定め、本部契約に関する業務を実施する。 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合することを確実に 

する。 

(2) 部長及び課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対する管 

理の方式と程度を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合は、供給 

者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が要求事項に適合している 

ことを確認できるよう管理の方法及び程度を含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判断の 

根拠として、技術的能力や品質管理体制等に関する情報を入手して供給者を評価し、 

選定する。また、供給者に関する情報の更新等により必要な場合には再評価する。 

(4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、「原子力科学研究所調達管 

理要領」及び本部の供給先の評価・選定に関する要領に定める。 

(5) 部長及び課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置 

があればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(6) 所長は、調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保安に係る技術情 

報を取得するための方法及びそれらを他の原子炉施設等の事業者と共有する場合に 

必要な処置に関する方法を「原子力科学研究所調達管理要領」に定める。 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 部長及び課長は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要な場 

合には、次の事項のうち該当する事項を含める。 

a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 
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(2) 保安に係る組織は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等にお

いて使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当

該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 保安に係る組織は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調達

要求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 保安に係る組織は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、調

達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 保安に係る組織は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確実

にするために、必要な検査又はその他の活動を定めて検証を実施する。 

 

 

 

 

(2) 保安に係る組織は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要領

及び調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項の中で明確にする。 

 

7.5 業務の実施 

 

7.5.1 個別業務の管理 

保安に係る組織は、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。管理さ

れた状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

 

a) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

b) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている。 

f) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 保安に係る組織は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降の

監視又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロセスの妥

当性確認を行う。これらのプロセスには、業務が実施されてからでしか不具合が顕在

化しないようなプロセスが含まれる。 

(2) 保安に係る組織は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出

せることを実証する。 

(3) 保安に係る組織は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する。 

 

(2) 部長及び課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場等に 

おいて使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員によ 

る当該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定した調 

達要求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 部長及び課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対し、 

調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていることを確 

実にするために、必要な検査又はその他の活動を仕様書に定めて、次の事項のうち 

該当する方法で検証を実施する。 

a) 受入検査（記録確認を含む。） 

b) 立会検査（供給者先、現地） 

c) その他（書類審査、受注者監査） 

(2) 部長及び課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証の要 

領及び調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項(7.4.2参照)の中 

で明確にする。 

7.5 業務の実施 

部長及び課長は、業務の計画（7.1参照）に従って、次の事項を実施する。 

7.5.1 個別業務の管理  

部長及び課長は、原子炉施設等の運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等の保安活動

について、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。管理された状態に

は、次の事項のうち該当するものを含む。 

a) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

b) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている(8.2.3参照)。 

f) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 部長及び課長は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ以降 

の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当するプロセス 

の妥当性確認を行う。これらのプロセスには、業務が実施されてからでしか不具合 

が顕在化しないようなプロセスが含まれる。 

(2) 部長及び課長は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結果を出 

せることを実証する。 

(3) 部長及び課長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管理する 

(4.2.4参照)。 
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(4) 保安に係る組織は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含ん

だ管理の方法を明確にする。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

c) 妥当性確認の方法 

d) 記録に関する要求事項 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 保安に係る組織は、業務の計画及び実施の全過程において適切な手段で業務・原子炉

施設の状態を識別し、管理する。 

(2) 保安に係る組織は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・原子

炉施設について固有の識別をし、その記録を管理する。 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 保安に係る組織は、組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす可能性のある

ものについて、当該機器等に対する識別や保護など取扱いに注意を払い、必要に応じ

て記録を作成し、管理する。 

 

 

 

7.5.5 調達製品の保存 

保安に係る組織は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、調達製品

を要求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、

包装、保管及び保護を含める。なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

 

 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性を実証するために、

実施すべき監視及び測定を明確にする。また、そのために必要な監視機器及び測定機器

を明確にする。 

(2) 保安に係る組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測

定が実施できることを確実にする。 

(3) 保安に係る組織は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関

し、次の事項を満たすようにする。 

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照

らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用

いた基準を記録し、管理する（4.2.4参照）。 

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

(4) 部長及び課長は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するものを含ん 

だ管理の方法を個別業務の計画の中で明確にする。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

c) 妥当性確認の方法（所定の方法及び手順を変更した場合の再確認を含む。） 

d) 記録に関する要求事項 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 部長及び課長は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要求事項 

に関連して適切な手段で業務・原子炉施設等を識別し、管理する。 

(2) 部長及び課長は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・原子 

炉施設等について固有の識別をし、その記録を管理する（4.2.4参照）。 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 部長及び課長は、管理下にある組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を及ぼす 

可能性のあるものについて、当該機器等に対する紛失、損傷等を防ぐためリスト化 

し、識別や保護など取扱いに注意を払い、紛失、損傷した場合は記録を作成し、管 

理する（4.2.4参照）。 

(2) 部長及び課長は、前項の組織外の所有物について、それが管理下にある間は、原子 

力の安全に影響を及ぼさないように適切に取り扱う。 

7.5.5 調達製品の保存 

部長及び課長は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、調達製品を

要求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表示、取扱い、包

装、保管及び保護を含める。なお、保存は、取替品、予備品にも適用する。 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

監視機器及び測定機器の管理を行う部長は、各部の監視機器及び測定機器の管理要領を定

め、次の管理を行う。 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項への適合性を実証するために、 

実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にする。また、そのために必要 

な監視機器及び測定機器を明確にする。 

(2) 部長及び課長は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監視及び測 

定が実施できることを確実にする。 

(3) 部長及び課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定機器に関 

し、次の事項を満たすようにする。 

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照 

らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用い

た基準を記録し、管理する（4.2.4参照）。 

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 
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e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 保安に係る組織は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、そ

の測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する。また、その機器及

び影響を受けた業務・原子炉施設に対して、適切な処置を行う。 

(5) 保安に係る組織は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理

する。 

(6) 保安に係る組織は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェア

を使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監視

及び測定ができることを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施する。 

 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 保安に係る組織は、必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2監視

及び測定」から「8.5改善」に従って計画し、実施する。なお、改善のプロセスには、

関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含

む。 

 

 

 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つと

して、原子力の安全を達成しているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受

けとめているかについての情報を外部コミュニケーションにより入手し、監視する。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項で得られた情報を分析し、マネジメントレビュー等による改

善のための情報に反映する。 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認する

ため、毎年度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、監査プロセス

の長に内部監査を実施させる。 

a) 本品質管理計画の要求事項 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以

下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査

e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 部長及び課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、そ 

の測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する（4.2.4参照）。ま 

た、その機器及び影響を受けた業務・原子炉施設等に対して、適切な処置を行う。 

(5) 部長及び課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成し、管理 

する（4.2.4参照）。 

(6) 部長及び課長は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフトウェア 

を使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシステムが意図した監 

視及び測定ができることを確認する。この確認は、最初に使用するのに先立って実施 

する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、 

次の事項のために必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセスを「8.2監視及び 

測定」から「8.5改善」に従って計画し、実施する。なお、改善のプロセスには、関係 

する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。 

a) 業務に対する要求事項への適合を実証する。 

b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、 

品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、原子力の安 

全を確保しているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめているか 

についての情報を外部コミュニケーション（7.2.3参照）により入手し、監視する。 

(2) この情報は、分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報に反映する。 

 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを確認す 

るため、毎年度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員により、統括監査 

の職に内部監査を実施させる。 

a) 本品質マネジメント計画書の要求事項 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の領域（以 

下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して内部監査 
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の対象を選定するとともに、内部監査に関する基本計画を策定し、実施させることに

より、内部監査の実効性を維持する。また、監査プロセスの長は、前述の基本計画を

受けて実施計画を策定し内部監査を行う。 

(4) 監査プロセスの長は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及

び内部監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 監査プロセスの長は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関す

る内部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施、監査結果の報告並びに記録の作成及び

管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を明確にした手順を定め

る。 

(7) 監査プロセスの長は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された

領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適合

が発見された場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講じる

とともに、当該措置の検証を行い、それらの結果を監査プロセスの長に報告する。 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及び測定を行う。こ

の監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合についての強化すべき

分野等に関する情報を含める。また、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

 

 

a) 監視及び測定の時期 

b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応

じて、保安活動指標を用いる。 

(3) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の方法により、プロセスが計画どおりの

結果を達成する能力があることを実証するものとする。 

(4) 保安に係る組織は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、その結果

に応じて、保安活動の改善のために、必要な処置を行う。 

(5) 保安に係る組織は、計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある

場合には、当該プロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

8.2.4 検査及び試験 

 

 

(1) 保安に係る組織は、原子炉施設の要求事項が満たされていることを検証するために、

個別業務の計画に従って、適切な段階で使用前事業者検査等又は自主検査等を実施す

る。 

(2) 保安に係る組織は、 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業

の対象を選定するとともに、内部監査に関する基本計画を策定し、実施させること 

により、内部監査の実効性を維持する。また、統括監査の職は、前述の基本計画を 

受けて実施計画を策定し内部監査を行う。 

(4) 統括監査の職は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内 

部監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 統括監査の職は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に関する 

内部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記録の作 

成及び管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を「原子力安全 

監査実施要領」に定める。 

(7) 統括監査の職は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定された領 

域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項において不適 

合が発見された場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置を遅滞なく講 

じるとともに、当該措置の検証を行い、それらの結果を統括監査の職に報告する。 

8.2.3 プロセスの監視及び測定  

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及 

び課長は、表 8.2.3を基本として、品質マネジメントシステムのプロセスの監視及 

び測定を行う。この監視及び測定の対象には機器等及び保安活動に係る不適合につ 

いての強化すべき分野等に関する情報を含める。また、監視及び測定の方法には、 

次の事項を含める。 

a) 監視及び測定の時期 

b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) これらの実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 

 

(3) これらの方法は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証す 

るものとする。 

(4) 所長、部長及び課長は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有し、そ 

の結果に応じて、保安活動の改善のために、必要な処置を行う。 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、当該プ 

ロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

8.2.4 検査及び試験 

原子力施設検査室長は、「原子力科学研究所事業者検査の実施要領」を定め、自主検査

及び試験を行う部長は、試験・検査の管理要領を定め、次の事項を管理する。 

(1) 部長及び課長は、原子炉施設等の要求事項が満たされていることを検証するために、 

個別業務の計画(7.1参照)に従って、適切な段階で使用前事業者検査等又は自主検査等 

を実施する。 

(2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等又は自主検 
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者検査等又は自主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した者が特定できる

よう記録を作成し、管理する。 

(4) 保安に係る組織は、個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまで

は、当該機器等や原子炉施設を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、

個別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この限りでない。 

(5) 保安に係る組織は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信

頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査等の検査

及び試験要員の独立性については、これを準用する。 

8.3 不適合管理 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、業務・原子炉施設に対する要求事項に適合しない状況が放置され、

運用されることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

(2) 保安に係る組織は、不適合の処理に関する管理の手順及びそれに関する責任と権限を定

め、これを管理する。 

(3) 保安に係る組織は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

 

a) 不適合を除去するための処置を行う。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評価

し、当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、

リリース(次工程への引渡し)又は合格と判定することを正式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合によ

る影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(4) 保安に係る組織は、不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性

を実証するための検証を行う。 

(5) 保安に係る組織は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処

置の記録を作成し、管理する。 

 

 

 

 

 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 保安に係る組織は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、ま

査等の結果に係る記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(3) 記録には、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を明記する。 

(4) 個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該機器等や原 

子炉施設等を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個別業務の計画 

に定める手順により承認する場合は、この限りでない。 

(5) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性 

及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。また、自主検査 

及び試験を行う部長及び課長は、自主検査等の検査及び試験要員について、これを 

準用する。 

8.3 不適合管理 

安全・核セキュリティ統括部長、所長は、不適合の処理に関する管理の手順及びそれに関

する責任と権限を、本部は「不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢原

子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理す

る。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、業 

務・原子炉施設等に対する要求事項に適合しない状況が放置され、運用されることを防

ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、次 

のいずれかの方法で不適合を処理する。 

a) 不適合を除去するための処置を行う。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響を評価 

   し、当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によって、その使用、 

リリース(次工程への引渡し)又は合格と判定することを正式に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不適合によ 

る影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(3) 不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実証するための検 

証を行う。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、不 

適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の記録を作成し、管

理する（4.2.4参照）。 

(5) 所長は、原子炉施設等の保安の向上を図る観点から、事故故障等を含む不適合をその内 

容に応じて、｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領｣に定

める不適合の公開の基準に従い、情報の公開を行う。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長は、前項の情報の公開を受け、不適合に関する情報をホ 

ームページに公開する。 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、 
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た、品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、適

切なデータを明確にし、それらのデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測

定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含める。 

 

(2) 保安に係る組織は、前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関

連する改善のための情報を得る。 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見 

b) 業務・原子炉施設に対する要求事項への適合性 

c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設の特性及び傾向 

 

d) 供給者の能力 

 

 

 

 

 

 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

保安に係る組織は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、未然防

止処置及びマネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上さ

せるために継続的に改善する。 

 

8.5.2 是正処置等 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）

の再発防止のため、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する

是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

a) 不適合等のレビュー及び分析 

b) 不適合等の原因の特定 

c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

d) 必要な処置の決定及び実施 

e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質マネジメン 

トシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、表 8.4に示すデータを 

収集し、分析する。この中には、監視及び測定(8.2参照)の結果から得られたデータ及び 

それ以外の不適合管理（8.3参照）等の情報源からのデータを含める。 

(2) 前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改善のため 

の情報を得る。 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見(8.2.1参照) 

b) 業務・原子炉施設等に対する要求事項への適合性(8.2.3及び 8.2.4参照) 

c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設等の特性及び傾向(8.2.3 

    及び 8.2.4参照) 

d) 供給者の能力（7.4参照） 

(3) 部長及び課長は、データ分析の情報及びその結果を整理し、所長を通じて研究所の管 

理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映する。また、安全・核セキ 

ュリティ統括部長、契約部長及び統括監査の職は、それぞれの管理責任者に報告する 

とともに、所掌する業務の改善に反映する。 

(4) 管理責任者は、報告のあった情報をマネジメントレビューへのインプット（5.6.2参照） 

に反映する。 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

理事長、管理責任者、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、

部長及び課長は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処置、未然防止処

置及びマネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステムの有効性を向上させる

ために継続的に改善する。 

8.5.2 是正処置等 

安全・核セキュリティ統括部長、所長は、不適合等の是正処置の手順（根本的な原因を

究明するための分析に関する手順を含む。）に関して、本部は「不適合管理並びに是正及

び未然防止処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然

防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、検 

出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の再発防止のため、原子

力の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除去する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

a) 不適合等のレビュー及び分析 

b) 不適合等の原因（関連する要因を含む。）の特定 

c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

d) 必要な処置の決定及び実施 

e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 
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a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関して根本的な原因を究明するための

分析の手順を確立し、実施する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

(6) 保安に係る組織は、前項までの不適合等の是正処置の手順（根本的な原因を究明する

ための分析に関する手順を含む。）を定め、これを管理する。  

(7) 保安に係る組織は、前項の手順に基づき、複数の不適合等の情報について、必要によ

り類似する事象を抽出し、分析を行い、その結果から類似事象に共通する原因が認め

られた場合、適切な処置を行う。 

8.5.3 未然防止処置 

 

 

 

 

(1) 保安に係る組織は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見を収集し、起こ

り得る不適合の重要度に応じて、次に掲げる手順により適切な未然防止処置を行う。 

 

 

 

a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する。 

(3) 保安に係る組織は、前項までの未然防止処置の手順を定め、これを管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関しては、根本的な原因を究明するための 

分析の手順に従い、分析を実施する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

 

 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、 

複数の不適合等の情報について、必要により類似する事象を抽出し、分析を行い、その 

結果から共通する原因が認められた場合、適切な処置を行う。 

8.5.3 未然防止処置 

安全・核セキュリティ統括部長、所長は、他の原子炉施設等から得られた知見を保安活

動に反映するために未然防止処置の手順に関して、本部は「不適合管理並びに是正及び未

然防止処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止

処置要領｣及び「原子力科学研究所水平展開要領」に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課長は、原 

子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見（核燃料物質の使用等に係る技術情報を

含む。）を収集し、起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げる手順により、未然防

止処置を行う。この活用には、得られた知見や技術情報を他の原子炉施設等の事業者と

共有することも含む。 

a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する(4.2.4参照)。 

 

 

9. 令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制 

(1) 理事長は、所長、部長及び課長に、令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使 

用施設等（非該当施設）の保安のための業務に係る品質管理に関して、次に掲げる事項 

について実施させ、原子力の安全を確保することを確実にする。 

a) 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価する。 

b) 個別業務に関する実施及び評価の結果に係る記録を作成し、これを管理する。 

(2) 所長、部長及び課長は、前項の実施に当たり、原子力の安全を確保することの重要性を

認識し、個別業務に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその他の事由により

損なわれないようにすることを確実にする。 
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区分 
国民 

 

（規制当局） 
理事長 

管理責任者 

（本部，監査プロセ

ス，原子力科学研究

所） 

統括監査の職 

本部 

安全・核セキュ

リティ統括部，

契約部 

原子力科学研究所各部課 

 

計画段階 

（Plan） 

  

 

 

 

 

実施段階 

（Do） 

 
 

 
 

 

評価段階 

（Check） 

改善段階 

（Act） 

   

原子力安全 

4.2文書化に関する要求事項（文書の承認、記録の作成） 

5.4計画 

5.5責任,権限及びコミュニケーション 

・申請に関する 
説明 

・その他説明 

 

原子力規制検査 

 

7.1 業務の計画 

7.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項に関するプロセス 

7.5業務の実施 
 

 

廃止措置管理、運転管理、保守管理、核燃料物質の管理、放射性廃棄物の管理、 

放射線管理、非常の場合に講ずべき措置 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

・規制要求 等 

7.3 設計・開発 

7.4 調 達 

8.2.2内部監査 

8.2.3プロセスの監視及び測定 

不適合の重要度 

に応じて報告 

8.4データの分析及び評価 

8.2.1組織の外部の者の意見 

5.6マネジメントレビュー 

8.5.1継続的改善 

  8.3 不適合管理 
8.5.2 是正処置等 

8.5.3 未然防止処置 

8.2.4 検査及び試験 
8.3 不適合管理 
8.5.2 是正処置等 
8.5.3 未然防止処置 

6.2人的資源 

5.1経営者の関与 

5.2原子力の安全の重視 

5.3品質方針 

6.3インフラストラクチャ 

6.4作業環境 

 
 

図 4.1 品質マネジメントシステム体系図 
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図4.2 品質マネジメントシステムプロセス関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check, Act        8.評価及び改善（8.1 一般） 

5.経営者等の責任 

8.2 監視及び測定 

Plan 

6.資源の運用管理 

5.1 経営者の関与 5.3 品質方針 

5.2 原子力の安全の重視 5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

5.6 マネジメントレビュー 

Do    7.業務の計画及び実施 

7.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項に関するプロセス 

       7.1 業務の計画 
廃止措置管理、運転管理、保守管理、核燃料物質の
管理、放射性廃棄物の管理、放射線管理、非常の場
合に講ずべき措置 

7.3 設計・開発 

7.4 調達 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

7.5 業務の実施 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

8.2.2 内部監査 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

8.2.4 検査及び試験 

8.3 不適合管理 

8.5.2 是正処置等 

8.5.1 継続的改善 

8.4 データの分析及び評価 

8.5.3 未然防止処置 

6.1 資源の確保 

6.2 人的資源 

6.3 インフラストラクチャ 

6.4 作業環境 

4.2 文書化に関する要求事項 

基本プロセス 中プロセス 明確な関連 

理解上重要な関連 
小プロセス 

４．品質マネジメントシステム(4.1 一般要求事項) 
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図 5.5.1 保安管理組織図 
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表 4.2.1 品質マネジメントシステム文書 

 

関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

4.2.3 

4.2.4 

文書管理 

記録の管

理 

文書及び記録管理要領 安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS-A01 

原子力科学研究所文書及び記録の管

理要領 

所長 (科)QAM-420 

保安管理部の文書及び記録の管理要

領 

保安管理部長 (科保)QAM-420 

放射線管理部文書及び記録の管理要

領 

放射線管理部長 (科放)QAM-420 

工務技術部文書及び記録の管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-420 

研究炉加速器技術部文書及び記録の

管理要領 

研究炉加速器技術

部長 

(科研)QAM-420 

臨界ホット試験技術部の文書及び記

録の管理要領 

臨界ホット試験技

術部長 

(科臨)QAM-420 

バックエンド技術部文書及び記録の

管理要領 

バックエンド技術

部長 

(科バ)QAM-420 

原子力施設検査室文書及び記録の管

理要領 

原子力施設検査室

長 

(科検)QAM-420 

5.1 経営者の

関与 

安全文化の育成及び維持並びに関係

法令等の遵守活動に係る実施要領 

安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS–A09 

原子力科学研究所安全文化の育成及

び維持並びに関係法令等の遵守活動

に係る実施要領 

所長 (科)QAM-510 

5.4.1 品質目標 品質目標の設定管理要領 安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS-A11 

原子力科学研究所品質目標管理要領 所長 (科)QAM-540 

5.5.4 内部コミ

ュニケー

ション 

中央安全審査・品質保証委員会の運営

について 

安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS-A04 

原子炉施設等安全審査委員会規則 所長 (科)QAM-550 

使用施設等安全審査委員会規則 所長 (科)QAM-551 
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原子力科学研究所品質保証推進委員

会規則 

所長 (科)QAM-552 

5.6.1 マネジメ

ントレビ

ュー 

マネジメントレビュー実施要領 理事長 QS-P02 

6.2.2 力量、教

育・訓練

及び認識 

保安管理部教育・訓練管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-620 

放射線管理部教育・訓練管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-620 

工務技術部教育・訓練管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-620 

研究炉加速器技術部教育・訓練管理要

領 

研究炉加速器技術

部長 

(科研)QAM-620 

臨界ホット試験技術部の教育・訓練管

理要領 

臨界ホット試験技

術部長 

(科臨)QAM-620 

バックエンド技術部教育訓練管理要

領 

バックエンド技術

部長 

(科バ)QAM-620 

原子力施設検査室教育・訓練管理要領 原子力施設検査室

長 

(科検)QAM-620 

教育訓練管理要領 安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS-A07 

7.1 業務の計

画 

原子力科学研究所放射線安全取扱手

引 

所長 (科)QAM-711 

原子力科学研究所核燃料物質等周辺

監視区域内運搬規則 

所長 (科)QAM-712 

原子力科学研究所事故対策規則 所長 (科)QAM-713 

原子力科学研究所事故故障及び災害

発生時の通報連絡に関する運用基準 

所長 (科)QAM-714 

原子力科学研究所保全有効性評価要

領 

所長 (科)QAM-715 

原子力科学研究所 PI 設定評価要領 所長 (科)QAM-716 

保安管理部の業務の計画及び実施に

関する要領 

保安管理部長 (科保)QAM-710 

放射線管理部業務の計画及び実施に

関する要領 

放射線管理部長 (科放)QAM-710 

工務技術部の業務の計画及び実施に

関する要領 

工務技術部長 (科工)QAM-710 

研究炉加速器技術部業務の計画及び

実施に関する要領 

研究炉加速器技術

部長 

(科研)QAM-710 

臨界ホット試験技術部の業務の計画 臨界ホット試験技 (科臨)QAM-710 
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及び実施に関する要領 術部長 

バックエンド技術部業務の計画及び

実施に関する要領 

バックエンド技術

部長 

(科バ)QAM-710 

原子力施設検査室の業務の計画及び

実施に関する要領 

原子力施設検査室

長 

(科検)QAM-710 

業務の計画及び実施管理要領 安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS-A12 

7.3 設計・開

発 

保安管理部設計・開発管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-730 

放射線管理部設計・開発管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-730 

工務技術部設計・開発管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-730 

研究炉加速器技術部設計・開発管理要

領 

研究炉加速器技術

部長 

(科研)QAM-730 

臨界ホット試験技術部の設計・開発管

理要領 

臨界ホット試験技

術部長 

(科臨)QAM-730 

バックエンド技術部設計・開発管理要

領 

バックエンド技術

部長 

(科バ)QAM-730 

7.4 調達 調達先の評価・選定管理要領 契約部長 QS-G01 

原子力科学研究所調達管理要領 所長 (科)QAM-740 

7.6 監視機器

及び測定

機器の管

理 

保安管理部監視機器及び測定機器の

管理要領 

保安管理部長 (科保)QAM-760 

放射線管理部監視機器及び測定機器

の管理要領（放射線管理施設編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-760 

放射線管理部監視機器及び測定機器

の管理要領（放射線測定機器管理編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-761 

放射線管理部監視機器及び測定機器

の管理要領（環境の放射線管理施設

編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-762 

工務技術部監視機器及び測定機器の

管理要領 

工務技術部長 (科工)QAM-760 

研究炉加速器技術部監視機器及び測

定機器の管理要領 

研究炉加速器技術

部長 

(科研)QAM-760 

臨界ホット試験技術部監視機器及び

測定機器の管理要領 

臨界ホット試験技

術部長 

(科臨)QAM-760 

バックエンド技術部監視機器及び測

定機器の管理要領 

バックエンド技術

部長 

(科バ)QAM-760 

8.2.2 内部監査 原子力安全監査実施要領 理事長 QS-P03 

8.2.4 検査及び 原子力科学研究所事業者検査の実施 原子力施設検査室 (科検)QAM-820 
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試験 要領 長 

保安管理部試験・検査の管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-820 

放射線管理部試験・検査の管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-820 

工務技術部試験・検査の管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-820 

研究炉加速器技術部試験・検査の管理

要領 

研究炉加速器技術

部長 

(科研)QAM-820 

臨界ホット試験技術部の試験・検査の

管理要領 

臨界ホット試験技

術部長 

(科臨)QAM-820 

バックエンド技術部試験・検査の管理

要領 

バックエンド技術

部長 

(科バ)QAM-820 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

不適合管

理 

是正処置

等 

未然防止

処置 

不適合管理並びに是正及び未然防止

処置要領 

安全・核セキュリ

ティ統括部長 

QS-A03 

原子力科学研究所不適合管理及び是

正処置並びに未然防止処置要領 

所長 (科)QAM-830 

原子力科学研究所水平展開要領 所長 (科)QAM-850 
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表 8.2.3 品質マネジメントシステムのプロセスの実施状況評価 

監視・測定する 
プロセス 

監視・測定の 
実施責任者 

計画されたプロセスと
結果 

監視項目 評価方法と頻度 

品質マネジメント
システム 

理事長 品質方針、品質目標の設
定及び実施状況 

品質目標の達成状況 マネジメントレ
ビューの会議 
年度末及び必要
に応じて 

所長 品質目標の設定及び実
施状況 

所長へ報告 
半期ごと 

部長 部長へ報告 
半期ごと 

課長 部長へ報告 
半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

廃止措置 施設管理者 年間管理計画の設定と
実施 

廃止措置に係る保安
の状況 

所長へ報告 
四半期ごと 

運転管理 施設管理者 年間運転計画の設定及
び実施 

施設の運転状況 所長へ報告 
四半期ごと 

保守管理 施設管理者 施設管理実施計画の設
定及び実施 

保守管理の実施状況 所長へ報告 
四半期ごと 

核燃料物質
の管理 

核燃料管理者 年間使用計画の設定及
び実施 

核燃料物質の管理状
況 

所長へ報告 
四半期ごと 

放射性廃棄
物の管理 

施設管理者 
高減容処理技術課長 
放射性廃棄物管理第 1 課長 
放射性廃棄物管理第 2 課長 

放射性廃棄物の引き渡
し、運搬、貯蔵、保管、
処理及び保管廃棄の実
施 

放射性固体廃棄物の
管理状況 

所長へ報告 
四半期ごと 

放射線管理 気体廃棄物の管理者 
区域放射線管理担当課長 

放射性気体廃棄物の放
出管理目標値又は放出
管理基準値に係る放出
管理の実施 

放射性気体廃棄物の
放出状況 

所長へ報告 
四半期ごと 

液体廃棄物の管理者 
区域放射線管理担当課長 

放射性液体廃棄物の放
出管理目標値又は放出
管理基準値に係る放出
管理の実施 

放射性液体廃棄物の
放出状況 

所長へ報告 
四半期ごと 

課長 
線量管理課長 

放射線業務従事者の線
量限度の管理 

放射線業務従事者の
被ばく状況 

所長へ報告 
四半期ごと 

非常の場合
に講ずべき
措置 

課長 
 
危機管理課長 

訓練の計画の設定及び
実施 

訓練の実施状況 所長へ報告 
四半期ごと 
半期ごと 

改善のプロセス 理事長 品質マネジメントシス
テムの適合性の確保、有
効性の改善 

品質マネジメント活
動の実施状況 

原子力安全監査 
毎 年 度 １ 回 以
上、又は必要に
応じて 

不適合管理状況 マネジメントレ
ビューの会議 
年度末及び必要
に応じて 

全ての管理者 自己評価の実施状況 管理責任者へ報
告 
年度末及び必要
に応じて 
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表 8.4 品質マネジメントシステムの分析データ 

データ 関連する文書 
8.4(2)と

の関連 

廃止措置に係

る保安の状況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b)  

 

施設の運転状

況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b)  

 

保守管理の実

施状況 

・保安管理部の業務の計画及び実施に関する要領 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b) 

(c) 

核燃料物質の

管理状況 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所核燃料物質等周辺監視区域内運搬規則 

(b) 

放射性固体廃

棄物の管理状

況 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

(b) 

放射性気体廃

棄物の放出状

況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b) 

放射性液体廃

棄物の放出状

況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

(b) 

放射線業務従

事者の被ばく

状況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

(b)  
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訓練の実施状

況 

・保安管理部教育・訓練管理要領 

・放射線管理部教育・訓練管理要領 

・工務技術部教育・訓練管理要領 

・研究炉加速器技術部教育・訓練管理要領 

・臨界ホット試験技術部の教育・訓練管理要領 

・バックエンド技術部教育訓練管理要領 

(b)  

(c)  

保安検査指摘

等事項 

・不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領 

(a)  

官庁検査、事

業者検査での

不適合 

・原子力科学研究所事業者検査の実施要領 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

不適合 ・不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領 

(b)  

(c) 

(d) 

調達先の監査

実施状況 

調達先の評価・選定管理要領 

原子力科学研究所調達管理要領 

(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

６．ＪＲＲ－３原子炉施設に係る「試験研究の用

に供する原子炉等の技術基準に関する規則」

への適合性説明の要否について 
 



添 6-1 

 

本申請に当たり、ＪＲＲ－３原子炉施設を構成する構築物、系統及び機器について、試

験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則への適合性説明の要否を取りまとめ

たＪＲＲ－３設工認要否判定表を別表に示す。 

 

 

 



236 33 34 1-1 1-2 57 1-3 176 44 1-4 356 357 358 359 360 361 4 5 6 7 8 9 10 362 363 364 11 12 13 14 15 16 17 18 19

(2)
燃料
体

機器・設備 機器・設備

B B B B C B B C B C － － － － B C － S S － － S B S S S

MS2 － － － － PS3 － MS2 PS3 － － － － － － － － PS2 PS2 － － PS2、MS2 PS2 PS2、MS2 PS2、MS2 PS2、MS1

4、13 3-1 3-2 5-1 5-2 6 2-1 3-3 2-2 － － － － － － － 13 － － － 11-1、13 13 13
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ － 〇 〇 － － 〇 〇 〇 〇 〇

既存
（改修）

既存
（改修）

既存
（改修）

既存
（改修）

既存
（改修）

既存
（改修）

既存
（改修）

既存
（改修）

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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第22条 炉心等

第28条 冷却設備等

第26条 核燃料物質貯蔵設備

第25条 核燃料物質取扱設備

第20条 安全避難通路等

第23条 熱遮蔽材

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止

第21条 安全設備
◎＊7 ◎＊7 ◎＊12

〇＊8 〇＊8

×＊7 ×＊7

第15条 放射性物質による汚染の防止

第17条 換気設備

第16条 遮蔽等

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第12条 材料、構造等

新規／既存 既存 既存 既存

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

第6条 地震による損傷の防止

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

安全上の重要度 PS2
設工認申請 1311-3、1311-3、13

ロ．試験研究用等原子炉施設の一般構造

(1)耐震構造

原
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棟

コ
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サ
棟

冷
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中
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子

ガ
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ト
ン
ネ
ル

使
用
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蔵
施
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区
）

機
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耐震重要度 S

制
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管
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＊
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制
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フ
ォ

ロ
ワ
型

燃
料
要
素
付
）

照
射
筒

機器・設備 機器・設備 機器・設備
技術基準規則の条項 項・号

ハ．原子炉本体の構造及び設備

格
子
板

格
子
板
支
持
胴

制
御
棒
案
内
管

重
水
タ
ン
ク

(1)試験研究用等原子炉の炉心
（3)減速材及び反
射材の種類

(4)原子炉容器

原
子
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（
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む
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添6別-1

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（1/10）



20 21 22 26 27 28 365 29 30 31 32 366 35 36 37 38 39 40 41 42 367 368 43-1 43-2 3 45 46 47 348 48 49

B S B － B B B － － － － C C S B － － － － S B B B B － － B B － B B

－ － PS3 － － － － － － － － PS3 － PS2 PS3 － MS3 － － PS2 PS3 PS3 PS3 PS3 － － PS2 MS2 － PS2 PS2

13 11-2 13 － 13 － 13 － － － － － － 11-2、13 － 13 － － － 13 － － － － 10-1 － 13 13 7-1 13 13
〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 － － － 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存
既存

（新規要求事項）
既存 既存 既存 新規 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 △＊14 〇 △＊49 × 〇 △ △＊14 × × × × △ △ 〇 △ × × × × 〇 △ △ △ △ × × △＊14 △＊14 × 〇 △＊14
第2項 × 〇 × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × 〇 × × × × × × × × × × ×
第3項 × 〇 × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × 〇 × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × △ × × × × × × △ △ × △ △
第1項第1号 × △ △ × × × × × × × × × × × △ × × × × △ △ △ × × × × △ △ × △ △
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × △ △ × × × × × × × × × × × △ × × △ × × × × × × × × △ △ × △ △
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 △ △ × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × △ △ × △ × × × × ×
第2項第2号 △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 △ △ × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × △ △ × △ × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × × × × × × × × × × × × 〇＊13 × × × × × 〇＊8 × × × × × × 〇＊17 ×＊18 〇＊18 〇＊19 〇＊19
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × ◎ × × × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × ◎ × × × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎
第4号イ × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × ×＊7 × × × × × × △ ◎ × △ △
第4号ロ × × × × × × × × × × × × × ◎＊12 × × × × × ◎＊7 × × × × × × ◎＊12 ◎ × ◎＊12 ◎＊12
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × △ △
第1号 × × × × △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × ◎＊15 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × ×＄35 △ × × × × × × △ △ △ × × × △ × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × ×＄35 ◎ × × × × × × ◎ ◎ ◎ ×$367 ×$368 × ◎ × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × ×＊15 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × ×＄37 △ × × × × × × × △ △ × × × × × × ×
第2項第2号 ◎ × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × ◎ ◎ × ◎ × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × ◎＊15 × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × ×＄40 × × × △ × × × × △ △ × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × ×＄38、41 × 〇 × × △ × × × △ △ × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × △ △
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × △ △
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × △ × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

核燃料物質貯蔵設備第26条
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(4)原子炉容器

機器・設備
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第38条 実験設備等

第40条 保安電源設備

第37条 原子炉格納施設

第31条 放射線管理施設

第36条 保管廃棄設備

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第42条 通信連絡設備等

第34条 原子炉制御室等

第35条 廃棄物処理設備

第30条 計測設備

第29条 液位の保持等

第32条 安全保護回路

第22条 炉心等

第28条 冷却設備等

第20条 安全避難通路等

第23条 熱遮蔽材

溢（いつ）水による損傷の防止第19条

材料、構造等

第15条 放射性物質による汚染の防止

第17条 換気設備

第21条 安全設備

外部からの衝撃による損傷の防止

第16条 遮蔽等

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第12条

新規／既存

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

第6条 地震による損傷の防止

第8条

安全上の重要度

設工認申請
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(2)核燃料物質貯蔵設備
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(1)核燃料物質取扱設備

ニ．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備

第25条 核燃料物質取扱設備

添6別-2

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（2/10）



50 51 52 53 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 369 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

B B － － C B B B B － S B － －

PS2 PS2 － － PS3 PS2 PS2 PS2 PS2 － MS2 PS2 MS3 －

13 － － － － 13 － 13 13 13 13 － 13 － 13 13 13 13 － 13 13 13 － 13 13 － － － － － － － － － － －
〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 〇*43 ×＄50 × × △ 〇 ×＄58 △＊14 △＊14 〇 △＊14 × 〇 ×＄65 △＊14 △＊14 △＊14 〇 △＊14 △＊14 △＊14 〇 ×＄74 〇 △＊14 × △ △ △ △ △ △ △ △ △ ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 △ △ × × × × × △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 △ △ × × △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 △ △ × × × △ × × △ △ △ × △ × × △ △ × △ △ △ △ × × × × × × △ △ × × △ △ △ ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × △ × × × × × × × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × △*6 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 〇＊19 〇＊19 × × × × × × 〇＊21 × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × ×
第3号 ◎ ◎ × × × × × ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × × ×
第4号イ △ △ × × × × × △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × ×
第4号ロ ◎＊12 ◎＊12 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 △ △ × × × × × △ △ △ × × △ × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 △ △ × × △ △ △ △ △ △ × × △ × × × × × × × × × × × △ × △ △ △ △ × × × × × ×
第3項 × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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(4)その他の主要な事項
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管

（
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（
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系
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1
次
区
画
排
水
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機器・設備機器・設備

(1)１次冷却設備

ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備

ヘ
リ
ウ
ム

タ
ン
ク

配
管

S
F
プ
ー

ル
浄
化
系

浄
化
ポ
ン
プ

S
F
プ
ー

ル
浄
化
系

熱
交
換
器

重水冷却系設備（ヘリウム系）

サ
イ
フ
ォ

ン

ブ
レ
ー

ク
弁

（

接
続
管
含
む
）

自
然
循
環
弁

（

接
続
管
含
む
）

第38条 実験設備等

第40条 保安電源設備

第37条 原子炉格納施設

第31条 放射線管理施設

第36条 保管廃棄設備

第35条 廃棄物処理設備

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第34条 原子炉制御室等

第42条 通信連絡設備等

第30条

液位の保持等第29条

計測設備

第32条 安全保護回路

第22条

第28条

核燃料物質貯蔵設備第26条

核燃料物質取扱設備

冷却設備等

第20条

◎＊12

熱遮蔽材第23条

〇＊20

炉心等

安全避難通路等

安全設備

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止
〇＊20

◎＊12

第12条 材料、構造等

第15条 放射性物質による汚染の防止

第17条 換気設備

第21条

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

第16条 遮蔽等

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

新規／既存

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

第6条 地震による損傷の防止

PS3,MS3 PS3安全上の重要度 PS3 PS2 PS2 PS2
設工認申請

B
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タ
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（
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耐震重要度 B,C B
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料
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浄
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備

連
通
管
・
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技術基準規則の条項

原
子
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ル
水
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化
系
設
備
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系
設
備
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料
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化
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却
系
設
備

2
次
冷
却
材
ポ
ン
プ

配
管

弁
類

重水冷却系設備（重水冷却系）

重
水
漏
え
い

検
知
器

配
管

弁
類

重
水
ド
レ
ン

汲
上
ポ
ン
プ

項・号

(2)２次冷却設備

機器・設備 機器・設備

添6別-3

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（3/10）



89 90 91 92 93 94 370 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 117-2

－ － － B B － － － － － C B B C － B B B B B B B B －

－ － － PS3 PS3 － － － － MS3 PS3 MS1 PS1 PS3 － MS1、PS3 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 MS1 －

－ － － － － － － － － － － － － 13 13 － － 13 13 13 13 13 13 13 13 13
〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 － － － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × △ △ △ △ × △ △ △ △ × × × × × △ 〇 〇 △ × △＊14 △＊14 ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＊2 × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × ×$105,106 △ △ △ △ △ △ △ ×
第1項第1号 △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × △ × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎＄352 ◎＄352 × × ◎ ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × ×＊24 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × △ △ △ △ △ △ △ △ ×
第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎＊12 ◎＊12 × × ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × △ × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × △ ×＄104,105,107 ×＄104,105,107 × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × ×＄106 ×＄106 × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ × × × △ 〇

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × ◎ ◎ ×＄104～107 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × ×＄105,106 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △＄143 ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ×＄105,106 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × ×＄105,106 ◎＄123 ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＊2 ×＊2 × × ×＊2 ×＊2 ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × △＄109 △＄109 × × △ △ × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ×＄145 ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ × × △ △ △ △ △ △ △ ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

機器・設備 機器・設備

(1)計装

C

貯
槽
浄
化
系

浄
化
ポ
ン
プ

B耐震重要度

第16条 遮蔽等

第6条 地震による損傷の防止

第40条 保安電源設備

第38条 実験設備等

第31条 放射線管理施設

第37条 原子炉格納施設

第35条 廃棄物処理設備

第36条 保管廃棄設備

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

×＄109
第34条 原子炉制御室等

×＄123

第42条 通信連絡設備等

◎＄123
×＊2

第32条 安全保護回路

第29条 液位の保持等

第30条 計測設備

第26条 核燃料物質貯蔵設備

第25条 核燃料物質取扱設備

第28条 冷却設備等

第23条 熱遮蔽材

第22条 炉心等

第20条 安全避難通路等

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止
〇＊23 〇＊23

第17条 換気設備

第21条 安全設備

△＊14

第15条 放射性物質による汚染の防止

第12条 材料、構造等

新規／既存

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

安全上の重要度 －PS3
設工認申請
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置

＊
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置

＊
2
2

炉
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ー

ル
溢
流
系

溢
流
タ
ン
ク

炉
プ
ー

ル
溢
流
系

溢
流
ポ
ン
プ

貯
槽
浄
化
系

イ
オ
ン
交
換
樹
脂
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軽
水
貯
留
設
備

軽
水
供
給
ポ
ン
プ

プ
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ル
水

移
送
ポ
ン
プ

軽
水
貯
留
タ
ン
ク

純
水
製
造
装
置

補
機
冷
却
ポ
ン
プ

補
機
冷
却
系
弁
類

1
次
冷
却
材

サ
ン
プ
リ
ン
グ
装
置

＊
2
2

ヘ
リ
ウ
ム

サ
ン
プ
リ
ン
グ
装
置

＊
2
2

事
故
時

サ
ン
プ
リ
ン
グ
装
置

＊
2
2

起
動
系

(4)その他の主要な事項

ホ．原子炉冷却系統施設の構造及び設備

項・号

ヘ．計測制御系統施設の構造及び設備

停
止
中
に
制
御
室
外
で

監
視
す
る
た
め
の

炉
プ
ー

ル
水
位
警
報

1
次
冷
却
材

炉
心
出
入
口
温
度
差

(

炉
心
入
口
温
度

)

重
水
温
度

重
水
流
量

重
水
溢
流

タ
ン
ク
水
位

原
子
炉

プ
ー

ル
水
位

線
形
出
力
系

中
性
子
検
出
器

中
性
子
計
装
盤

安
全
系

対
数
出
力

炉
周
期
系

技術基準規則の条項

添6別-4

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（4/10）



118 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 371 372 373 374 136 137 375 138 139 140 141 2 143 144 145 352 147 148

ヘ．計測制御系統施設の構造及び設備

(1)計装

機器・設備

B － － － B － － － － － － － － － － － － － － － － － － B B － － － B B B －

MS1 － MS1 MS1 MS1 － PS3 PS3 － PS3 PS3 － － － － － PS3 PS3 PS3 PS3 PS3 PS3 PS3 MS1 MS1 MS3 MS3 MS1 MS2 MS2 MS2 －

13 － － － 13 － － － － － － － － － － － － － － － － － － 13 13 13 － － 13 13 13 10-2 13 13
〇 〇 〇 － 〇 － 〇 〇 － 〇 〇 － － － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 △＊14 × × × △＊14 × × × × × × × × × × × × × × × × × × △＊14 △＊14 × × × ×＄145 ×＄145 △＊14 × 〇＊27 〇＊27
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇＊27 〇＊27
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇＊27 〇＊27

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × ×＊2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 △ × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × △ △ △ △ × △ △
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × 〇 〇＊23 〇＊23 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇＊23 〇＊23 〇＊23 × 〇＊23 〇＊23
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 ◎ × ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎
第2号 ◎＄352 × ◎ ◎ ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎＄352 ◎ × ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ◎＄352 ◎ 〇 ◎ ◎
第3号 ◎ × ◎ ◎ ×＊24 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ×＊24 × ◎ ◎ × × ◎ × ◎ ◎
第4号イ △ × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × △ △ × × × △ △ △
第4号ロ ◎＊12 × ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 ◎＊12 × × × ◎ ◎＊12 ◎＊12
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × △ × × × × × × × × × × × × × △ × × × △ × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 ◎ × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 ◎ × ◎ × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × ◎ ◎ × ×＄143 × × ×
第1項第2号 △＄144 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ ×＄143,144 × × ×
第1項第3号 ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ×＄143,144 × × ×
第1項第4号 ◎ × ◎ × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ×＄143,144 〇 × ×
第1項第5号 ◎＄123 × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ×＄143,144 × × ×
第1項第6号 ×＊2 × × ×＊2 ×＊2 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＊2 × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × ◎＄105,106 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 ×＄145 × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ × × × × × ◎ × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ △ × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 △ × △ × × ×＊25 △ △ ×＊25 △ △ △ △ △ △ △ × △＊26 × × × △ △ × × △ × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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第28条 冷却設備等

炉心等
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耐震重要度 S

第22条

〇＊23

第16条 遮蔽等

第6条 地震による損傷の防止

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能
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全
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貫
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第40条 保安電源設備

第38条 実験設備等

第31条 放射線管理施設

第37条 原子炉格納施設

第36条 保管廃棄設備

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第34条 原子炉制御室等

第42条 通信連絡設備等

第32条 安全保護回路

第35条 廃棄物処理設備

第29条 液位の保持等

第30条 計測設備

第26条 核燃料物質貯蔵設備

第25条 核燃料物質取扱設備

第23条 熱遮蔽材

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止

第17条 換気設備

第21条 安全設備

第15条 放射性物質による汚染の防止

第12条 材料、構造等

新規／既存

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止
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添6別-5

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（5/10）



149 150 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 376 162 164 165 166 168 170 171 346 347 350 345 174 175 377 378 177 178 179 180 181

ヘ．計測制御系統施設の構造及び設備

(4)非
常用制
御設備

機器・設備

－ － － B － － － － － － － － － － C C C C B、C B C B C

PS3 PS3 PS3 MS2 PS3 PS3 － － － MS1 MS3 MS3 MS3 MS3 － － － － － MS2 － － －

13 13 13 13 13 8、13 13 13 13 13 － － － 13 － － － － － － 1-2 1-3 7-3 7-3 － － － － 13 － － － －
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 －＊31 〇 〇 〇 － － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 〇＊27 〇＊27 × × × 〇 × × × × × × × × × × △ △ △ △ 〇 △ △ △ △
第2項 〇＊27 〇＊27 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 〇＊27 〇＊27 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × ×＊2 ×＊2 ×＊2 × ×＊2 ×＊2 × × ×＊2 × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 △ △ △ △ － △＊30 － △ △ △ △＊30 △＊30 × △ × × × × × △ × × × × × × × × × △ × × ×
第1項第1号 △ △ × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ △ × △ △
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 △ △ × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × △ × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △＊6 × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × × × △
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × × △ × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 〇＊23 〇＊23 × × × 〇 × × × × × 〇＊23 × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄350 × × × 〇 × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄350 × × × 〇 × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄345 × × × 〇 〇 × × × × × × × × ×
第1号 ◎ ◎ ◎ ◎ × × × ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × × × × × ◎ × × × × × × × × × ◎ × × ×
第2号 ◎ ◎ × × × ◎＄352 × × × × × ◎ × × × × × × × × × ◎ × × ×
第3号 ◎ ◎ × × × × × ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × × × × × ×＊24 × × × × × × × × × ◎ × × ×
第4号イ △ △ × × × × × × × × △ × × × × × △ × × × × × × × × × × × × ×
第4号ロ ◎＊12 ◎＊12◎＊12◎＊12 × × × ◎＊7 ◎＊7 ◎＊7 × × × ◎＊12 × × × × × ◎＊12 × × × × × × × × × × × × ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × △ △ △ × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × △ △ × × △ △ × △ × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 ◎ ◎ × × × × × ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 △ △ × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 △ △ × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 △ △ × × × × × △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × △ × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 ◎ ◎ × × × × × ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × ◎ × × × ◎ × ×＊32 ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄350＊33 × × × 〇 × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －＊34 － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄140,141 × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × × △ × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × △ × × × △ × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × △ × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄375 × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄346 × 〇 〇 × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×＄347 × × 〇 × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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項・号 制御棒駆動機構

第40条 保安電源設備

第38条 実験設備等

第31条 放射線管理施設

第37条 原子炉格納施設

第36条 保管廃棄設備

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第42条 通信連絡設備等

第32条 安全保護回路

第35条 廃棄物処理設備

液位の保持等第29条

計測設備第30条

核燃料物質貯蔵設備第26条

冷却設備等

溢（いつ）水による損傷の防止

熱遮蔽材第23条

炉心等

安全避難通路等

第19条

第17条 換気設備

第21条 安全設備

第15条 放射性物質による汚染の防止

第12条 材料、構造等

新規／既存

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

安全上の重要度

（5）その他の主要な事項

技術基準規則の条項

（3）制御設備

機器・設備

空
気
浄
化
装
置

(

原
子
炉
建
家

)

排
風
機

(

原
子
炉
建
家

)

空
気
浄
化
装
置

(

実
験
利
用
棟

)

廃
棄
風
道

排
風
機

(

実
験
利
用
棟

)

手
動
停
止
ス
イ
ッ

チ

通信連絡設備
安
全
避
難
通
路
、

避
難
用
照
明
、

誘
導
標
識
及
び

誘
導
灯

中
央
制
御
室
の

保
安
灯施

設
内

施
設
外

制御棒
引き抜き阻止

自
然
循
環
運
転

イ
ン
タ
ー

ロ
ッ

ク

リ
バ
ー

ス
回
路

中
央
制
御
室

機器・設備 機器・設備

オ
イ
ル
ダ
ン
パ
系

空
気
浄
化
装
置

(1)気体廃棄物の廃棄施設

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

制御棒駆動機構

反
応
度
制
御
系

手
動
操
作
回
路

反
応
度
制
御
系

自
動
制
御
回
路

添6別-6

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（6/10）



182 183 184 185 186 187 188 192 193 194 353 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 213 214 215 216 379 207 208

C C C C C C C － C B － C C C C C － － － C C C C B － －

－ － － － － － － － － MS3 － － － － － － － PS3 － MS3 MS3 MS3 MS3 MS2 － －

－ － － － － － － － － － 1-1 － － － － － － 10-3 － － － － － － － － － － －
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － －

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 △ △ △ △ △ △ △ × △ △ × △ △ △ △ △ × × × △ △ △ △ △ △ △ △ × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × ×
第1項第1号 △ △ △ △ △ △ △ × △ △ × × × × × × △ × × △ △ △ × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 △ △ △ △ △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 △ △ △ × △ × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × △ × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × ×＊36 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 △ △ △ × △ × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 △ △ △ × △ × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × △ △ × × × × × × △ × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 △ × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

新規／既存

(2)液体廃棄物の廃棄設備

機器・設備

原
子
炉
建
家
排
水
系
（

排

水
ピ
ッ

ト
及
び
排
水
ポ
ン

プ
（

1
次
区
画
、

重
水
区

画
、

1
区
画
）
）

＊
3
5

実
験
室
等
排
気
系
（

空
気

浄
化
装
置
、

排
風
機
）

詰
替
セ
ル
室
等
排
気
系

（

空
気
浄
化
装
置
、

排
風

機
）

ホ
ッ

ト
機
械
室
等
排
気
系

（

空
気
浄
化
装
置
、

排
風

機
）

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

核燃料物質取扱設備

第26条 核燃料物質貯蔵設備

安全設備

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止

第20条

第37条 原子炉格納施設

第40条

安全避難通路等

第22条 炉心等

第16条

第35条 廃棄物処理設備

第36条 保管廃棄設備

第31条 放射線管理施設

保安電源設備

第34条 原子炉制御室等

第38条 実験設備等

第42条 通信連絡設備等

第32条 安全保護回路

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

放射性物質による汚染の防止

第6条 地震による損傷の防止

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

第12条 材料、構造等

液位の保持等

第30条 計測設備

第23条 熱遮蔽材

第25条

遮蔽等

第17条 換気設備

第15条

第28条 冷却設備等

第29条

出
入
管
理
設
備

室
内
ダ
ス
ト
モ
ニ
タ

室
内
ガ
ス
モ
ニ
タ

ト
リ
チ
ウ
ム
モ
ニ
タ

放
射
線

エ
リ
ア
モ
ニ
タ

B耐震重要度

保
管
廃
棄
施
設

燃
料
管
理
施
設
等

給
気
系
（

空
気
調
和
機
）

燃
料
管
理
施
設
等

排
気
系
（

空
気
浄
化
装

置
、

排
風
機
）

事
務
管
理
棟
管
理
区
域
給

気
系
（

空
気
調
和
機
）

事
務
管
理
棟
管
理
区
域
排

気
系
（

空
気
浄
化
装
置
、

排
風
機
）

排
水
ピ
ッ

ト

移
送
水
ポ
ン
プ

移
送
水
タ
ン
ク

廃
樹
脂
貯
留
タ
ン
ク

低
レ
ベ
ル

廃
液
貯
槽

＊
3
5

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第21条

PS3安全上の重要度

設工認申請

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

実
験
利
用
棟
排
水
系
（

排

水
ピ
ッ

ト
及
び
排
水
ポ
ン

プ
（

廃
液
貯
槽
室
、

廃
樹

脂
貯
留
室
、

大
型
廃
棄
物

保
管
庫
）
）

＊
3
5

機器・設備

原子炉建家及び実験利用棟等 液体廃棄物廃棄設備＊35

排
水
ポ
ン
プ

廃
液
貯
槽

(3)固体廃棄物の廃棄設備

機器・設備

廃樹脂貯留設備 作業環境モニタリング設備

事
故
時
用

γ
エ
リ
ア
モ
ニ
タ

放
射
線
サ
ー

ベ
イ
設
備

使
用
済
燃
料
貯
槽
室
排
水

系
（

排
水
ピ
ッ

ト
及
び
排

水
ポ
ン
プ
）

＊
3
5

燃
料
管
理
施
設
排
水
系

（

排
水
ピ
ッ

ト
及
び
排
水

ポ
ン
プ
）

＊
3
5

事
務
管
理
棟
管
理
区
域
排

水
系
＊
3
5

使用済燃料
貯蔵施設
（北地区）

大
型
廃
棄
物
保
管
庫

(1)気体廃棄物の廃棄施設

廃
液
貯
槽

漏
え
い
検
知
器

チ．放射線管理施設の構造及び設備

(1)屋内管理用の主要な設備の種類

技術基準規則の条項 項・号

機器・設備

添6別-7

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（7/10）



209 210 211 212 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 239 241 242 243 244 245 246 247 246-2 249 250 251 252 254 257 258 259 260 261 262 263

－ － － － － － － － － － C － － － － － C B B B B B B B － S B B B － － B －

－ － － － － － － － － － MS3 MS3 MS3 MS3 MS3 － － － － MS2 MS2 MS2 MS2 MS2 － PS2 PS3 PS3 PS3 － － PS3 －

－ － － － － － － － － － － 1-4 1-4 1-4 1-4 － － － － 13 13 13 9 13 9 11-3 13 － － － － 13 － － － － －
－ － － － － － － － － － 〇 〇 〇 － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 － 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 〇 〇 〇 －

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × △ × × × × × △ △ △ △＊14 △＊14 △＊14 〇 △＊14 × 〇 〇 △ △ × × 〇 △ △ △ △ ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ 〇 △ × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ × × △ △ △ △ △ ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × △ × × △ ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎＊38 〇 ◎＊38 ◎＊39 × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ × ◎ × × × × × × × × × × ×
第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ 〇 △ × ×*7 × × × × × × × × × × ×
第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ 〇 ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ 〇 ◎ × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ × × × △ △ △ △ △ ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ ◎ × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ 〇 △ × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ 〇 × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎＊38 〇 × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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置

空
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チ．放射線管理施設の構造及び設備

機器・設備 機器・設備 機器・設備

(2)主要な実験設備の構造

ヌ．その他試験研究用等原子炉の付属施設の構造及び設備

蓄
電
池

（２）屋外管理用の主要な設備の種類

技術基準規則の条項

耐震重要度

安全上の重要度

設工認申請

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

リ．原子炉格納施設の構造及び設
備

（3）その他の主要な事項

機器・設備

汚
染
管
理
設
備

放
射
能
測
定
設
備

個
人
被
ば
く
管
理
設
備

実験設備等

原子炉制御室等

第35条 廃棄物処理設備

第36条 保管廃棄設備

第31条 放射線管理施設

第42条 通信連絡設備等

第32条

反応度制御系統及び原子炉停止系統

第26条 核燃料物質貯蔵設備

第28条 冷却設備等

第29条 液位の保持等

第37条 原子炉格納施設

第40条

第30条 計測設備

新規／既存

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第6条 地震による損傷の防止

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

第16条 遮蔽等

第17条 換気設備

第15条 放射性物質による汚染の防止

材料、構造等

安全保護回路

第33条

第34条

第22条 炉心等

第23条 熱遮蔽材

第25条 核燃料物質取扱設備

保安電源設備

第38条

第21条 安全設備

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止

第20条 安全避難通路等

×＄329-2,331

第12条
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(1)非常用電源設備の構造(1)屋内管理用の主要な設備の種類
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所内供用施設 原子炉建家換気空調設備 非常用排気設備
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264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302

－ － － － C B － － － － B － B － B B S B － － B B － －

－ － － － － PS3 － － － － － － PS3 － － － － PS3 PS3 PS3 PS3 － － PS3 PS3 － －

－ － － － － 13 － － － － － － － － － － 13 － － － － － － － － － － － 11-3 13 － － － － － － － －
－ － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － － － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 － －

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × △ 〇 △ △ △ △ × × × × △ △ 〇 △ △ △ × △ △ △ △ × △ △ 〇 〇＊43 △ △ × × △ △ × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × △ △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × △ △ × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × △ × △ × × △ × × × × △ △ × △ × × × △ × × × × × × △ △ △ △ × × △ △ × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × △ × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × △ △ △ △ △ △ × × × × △ △ △ △ △ △ × △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ × × △ △ × ×
第2号 × × × × × ◎ ◎ × × × × × × × × × ◎ ◎ × × × × ◎ × × ◎ × ◎ ◎ ◎ × × × × × × × ×
第3号 × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

第40条 保安電源設備

第34条

核燃料物質取扱設備

核燃料物質貯蔵設備

フ
ー

ド

緩
衝
タ
ン
ク

B C B

PS3

第42条 通信連絡設備等

第32条 安全保護回路

第36条
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器

水
素
緩
衝
タ
ン
ク

水
素
供
給
装
置

真
空
装
置

保管廃棄設備

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止

第20条 安全避難通路等

機器・設備

CNS

PS3

B B

ク
ラ
イ
オ
ス
タ
ッ

ト

水
素
排
気
装
置

分
析
装
置

放
射
化
分
析
用

照
射
設
備
＊
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放射化分析用照射設備

照
射
筒

挿
入
機

取
出
器

装
荷
用
キ
ャ

ス
ク

駆
動
機
構

気
送
照
射
設
備

＊
4
1

気送照射設備

挿
入
機

取
出
器

途
中
取
出
器

通
路
変
換
器

通
水
タ
ン
ク

照
射
筒

循
環
ブ
ロ
ワ

転
送
機

照
射
系
緩
衝
タ
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ク

挿
入
機

取
出
器

途
中
取
出
器

通
路
変
換
器

空
気
貯
留
槽

転
送
系
緩
衝
タ
ン
ク

水力照射設備

ヌ．その他試験研究用等原子炉の付属施設の構造及び設備

(2)主要な実験設備の構造

第15条

第25条

第26条

第38条 実験設備等

材料、構造等

第16条 遮蔽等

地震による損傷の防止

新規／既存

第31条 放射線管理施設

第37条 原子炉格納施設

原子炉制御室等

第35条 廃棄物処理設備

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第28条 冷却設備等

第29条 液位の保持等

第30条 計測設備

第23条 熱遮蔽材

第22条 炉心等

第17条 換気設備

耐震重要度

技術基準規則の条項 項・号

第6条

試験研究用等原子炉施設の機能第10条

放射性物質による汚染の防止

第21条 安全設備

第8条 外部からの衝撃による損傷の防止

第12条

PS3 PS3

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

設工認申請

安全上の重要度

ヘ
リ
ウ
ム
ダ
ン
プ
装
置

窒
素
供
給
装
置

均一照射設備

回
転
照
射
設
備

回
転
照
射
設
備
（

駆
動
部
）

垂
直
照
射
設
備

コ
ン
デ
ン
サ

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（9/10）
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303 304 305 306 307 309 310 312 313 349 349-2 349-3 314 315 316 317 318 338 319 329-1 329-2 330 331 332 339 340 341 342 343 334 326

B － － － － C － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

－ － 13 － － － － － － 12 12 12 12 12 － － － － － 7-4 9-2 7-4 9-2 7-4 － － － 13 － 13 4,13
〇 〇 〇 〇 － 〇 － 〇 〇 － － － － － － － － － 〇 － － － － － 〇 〇 〇 〇 － － －

既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 新規 新規 新規 新規 新規 新規 新規 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存 既存

第1、2条 適用範囲、定義

第3条
特殊な設計による試験研究用等原子
炉施設

第4条
廃止措置中の試験研究用等原子炉施
設の維持

第5条 試験研究用等原子炉施設の地盤 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 △ △ △＊49 × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × △ △ △ △＊14 × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第7条 津波による損傷の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第4項＊48 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第9条
試験研究用等原子炉施設への人の
不法な侵入等の防止 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

第11条 機能の確認等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 △ △ △ × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × △ △ × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ニ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × △ × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × × × × × × × △ × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第13条 安全弁等 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × △ × × ×
第14条 逆止め弁 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第4項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項第1号 × × △ △ × △ × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × △ △ × △ × △ △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

試験研究用等原子炉施設

第18条 適用

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
第4号ハ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第24条 一次冷却材 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第8号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第27条 一次冷却材処理装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第8号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号イ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号ロ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第6項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第5項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第6号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項第7号 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第2項第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
第1号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1号 △ △ △ × × × × △ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3号 × × ◎ × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第4号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第5号 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第39条
多量の放射性物質等を放出する事故
の拡大の防止

× × × × × × × × × 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第3項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

第41条 警報装置 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第1項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
第2項 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

　　　－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

　　　〇：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり適合性説明を要することを示す。

　　　△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため（もしくは他の回の申請で説明するため）適合性説明を省略することを示す。

　　　◎：新規要求事項であるが、過去の設工認または現在申請中の設工認で要求事項を満たしていることの説明がつくもの。

　　　×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。
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受
電
設
備
（

油
な
し
遮
断

器
、

モ
ー

ル
ド
型
変
圧

器
、

配
線
用
遮
断
器
）

＊

4
4

重
水
保
管

タ
ン
ク
設
備

＊
4
5

第36条 保管廃棄設備

第31条 放射線管理施設

第37条 原子炉格納施設

第33条 反応度制御系統及び原子炉停止系統

第34条 原子炉制御室等

第16条

商
用
電
源
系
＊
4
4

ヘ
リ
ウ
ム
圧
縮
機

コ
ー

ル
ド
ボ
ッ

ク
ス

（4)その他の主要な事項

機器・設備 機器・設備

C

第40条 保安電源設備

第38条 実験設備等

新規／既存

第10条 試験研究用等原子炉施設の機能

第26条 核燃料物質貯蔵設備

第28条 冷却設備等

第29条 液位の保持等

第22条 炉心等

C

PS3

CNS

(2)主要な実験設備の構造

原
子
炉
建
家

詰
替
セ
ル

(

躯
体

)

鉛
ガ
ラ
ス

マ
ニ
プ
レ
ー

タ

耐震重要度

第23条 熱遮蔽材

第35条 廃棄物処理設備

第30条 計測設備

第42条 通信連絡設備等

第32条 安全保護回路

地震による損傷の防止

第8条

第19条 溢（いつ）水による損傷の防止

第20条 安全避難通路等

外部からの衝撃による損傷の防止

第12条 材料、構造等

遮蔽等

第17条 換気設備

第15条 放射性物質による汚染の防止

第6条

第25条 核燃料物質取扱設備

第21条 安全設備

MS3安全上の重要度

設工認申請

新規制基準前に既に設工認申請済みのもの

給
水
配
管
（

建
家
貫
通

部
）

給
水
用
ホ
ー

ス

（

建
家
内
）

給
水
用
ホ
ー

ス

（

屋
外
）

可
搬
型
汲
上
ポ
ン
プ

可
搬
型
発
電
機

ホ
ウ
酸

空
気
呼
吸
器
等
の

防
護
資
材

ヌ．その他試験研究用等原子炉の付属施設の構造及び設備

落
雷
防
護
＊
4
7

給
水
設
備
（

工
業
用
水
配

水
管
、

上
水
）

＊
4
4

森
林
火
災
対
策

（

屋
外
消
火
栓
）

＊
4
6

圧縮空気設備＊38

空
気
圧
縮
機

除
湿
機

空
気
槽

ア
キ
ュ
ー

ム
レ
ー

タ

屋
内
消
火
栓
設
備

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備

可
搬
式
消
火
器

自
動
火
災
報
知
設
備

（

内
部
火
災
に
対
す
る
防

護
対
象
設
備
に
係
る
も
の

の
う
ち
、

非
常
用
電
源
設

備
に
係
る
も
の
以
外
の
も

の
）

自
動
火
災
報
知
設
備

（

非
常
用
電
源
設
備
に
係

る
も
の
）

蓋
ノ
ズ
ル

技術基準規則の条項 項・号

(3)多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止のた
めの設備

機器・設備

原子炉建家詰替セル
実
験
利
用
棟
詰
替
セ
ル

実
験
利
用
棟
詰
替
セ
ル

鉛
ガ
ラ
ス

添付書類６　別表　JRR-3設工認要否判定表　（10/10）
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添付書類 6 別表 JRR-3設工認要否判定表 注記一覧 

 

注）関連する設備機器の番号を「＄〇」で示す 

 

＊１ 外部事象影響評価にて申請する。 

＊２ 核物質防護規定等の運用にて管理する。 

＊３ 既設の放射線エリアモニタを用いる。 

＊４ ＊１に加えて避雷針及びばい煙対策について申請する。 

＊５ 構築物であり、動的機能は有していない。 

＊６ 安全にヘリウムを廃棄できるよう排気筒及び排風機を設ける。 

＊７ 水中に設置しているため、火災により損傷するおそれはない。 

＊８ 水中に設置されているため溢水による影響を受けない。 

＊９ 制御棒案内管受座自体は安全機能を有していない。また、制御棒案内管の耐震評価に

おいても受座による支持は期待しない。 

＊10 各設備機器の設工認申請書の中で使用する内部流体を明らかにし、最高使用温度、最

高使用圧力を用いて設備機器の評価を行っているため、各設備機器において適合性を

示す。 

＊11 設置時の炉心構造物の添付計算書にて最高使用状態において評価し、問題ないこと

を確認している。 

＊12 329-1（消火設備の設置）にて説明する。 

＊13 動的機能は有しておらず、構造上（鉄筋コンクリートまたはステンレス製）溢水によ

る影響を受けないことは明らかである。 

＊14 耐震重要度見直しに伴い、耐震クラス変更の申請を行う。 

＊15 使用済燃料は自然対流により十分に除熱できるため、強制冷却を要しない。 

＊16 （欠番）  

＊17 守るべき機能は１次冷却材の保持であり、動的機能に期待するものではなく、構造上

（金属製）直ちに溢水による影響を受けないことは明らかである。 

＊18 １次冷却材補助ポンプの基礎高さについては 348にて申請する。 

＊19 動的機能は有しておらず、構造上（金属製）直ちに溢水による影響を受けないことは

明らかである。 

＊20 守るべき機能は重水の保持であり、動的機能に期待するものではなく、構造上（金属

製）直ちに溢水による影響を受けないことは明らかである。 

＊21 溢水により損傷を受けたとしても、フェールセーフの設計としているため、守るべき

安全機能は達成される。 



添 6別-12 

＊22 試料採取設備は旧設置許可書の記載内容から変更はなく、許可基準規則・設工規則と

も要求事項はないが、発電炉の需要度分類審査指針の解釈に事故時の試料採取系が例

示されており、それを参考に従来から JRR-3の重要度分類表に含まれているものであ

る。 

＊23 制御室に溢水源は無く、制御室外で発生した溢水により影響を受けるおそれがある

場合には運転員の操作により原子炉を停止することが出来るため、必要な安全機能は

達成される。 

＊24 設計基準事故時に制御室の環境が変化するようなことはない。 

＊25 設備機器の異常検知のためであり、安全機能喪失を検知するためのものでない。 

＊26 ＄105 安全系、106 対数出力炉周期系、110１次冷却材流量、1121 次冷却材炉心出口

温度、1131次冷却材炉心出入口温度差（炉心入口温度）、114重水温度、115重水流量、

116 重水溢流タンク水位、117原子炉プール水位、118燃料事故モニタ、125２次冷却

塔入口温度、126２次冷却系流量、128 ヘリウム流量、129 重水再結合器温度、371１

次冷却材モニタ、372２次冷却材モニタ、373炉上面排気モニタ、374実験利用設備モ

ニタ、136破損燃料検出装置、141安全スイッチ、2地震感知器 

＊27 制御棒駆動装置として一式での評価を実施する（その１３）。 

＊28 当該設備の故障により、正の反応度が添加されることはない。 

＊29 外部電源喪失や単一故障に対し、制御棒系として安全機能を達成するために必要な

ものは制御棒、制御棒駆動装置管内駆動部、制御棒案内管、制御棒駆動機構案内管

の機能である。これらは制御棒がそれぞれ独立に6体設置されていることをもって多

重性を担保している。制御棒駆動装置管外駆動部は、制御棒系を構成する機器では

あるが、その構造、動作原理から故障時に非安全側に働くものではないことが明ら

かであり、13条2号が要求される設備ではない。 

＊30 10/21の審査会合でクラス２以上が対象と整理する以前に認可を受けているため。 

＊31 設置時の設工認に記載はないが、使用前検査には合格している。 

＊32 ＄109中性子計装盤、123安全保護系制御盤、138原子炉停止回路、139スクラム遮断

器、145工学的安全施設作動設備監視装置、166自然循環運転インターロック、171手

動停止スイッチ、375プロセス計装盤、376原子炉制御操作卓 

＊33 制御室は原子炉建家と別建家である原子炉制御棟に設けられているため、設計基準

事故時においても従事者が退避する必要はない。 

＊34 制御室は原子炉建家と別建家である原子炉制御棟に設けられているため、遮蔽設備

等は要しない。 

＊35 JRR-3原子炉施設では液体放射性廃棄物の保管廃棄は行わないが、設備の特性を考慮

し設工規則第 26条に準ずる。 
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＊36 放射性液体廃棄物の廃棄は放射性廃棄物処理場にて行うため、JRR-3では放射性液体

廃棄物の廃棄は行っていない。廃液貯槽に溜められた廃液は保安規定に基づき排出前

に放射性物質の濃度を測定し、基準値以下の場合には一般排水を行っている。 

＊37 該当する技術基準の条項は無いが、許可基準規則への対応のためその１にて申請す

る。 

＊38 246の申請にて説明する。 

＊39 非常用電源設備の溢水防護のため、マンホール蓋を設ける（246の申請にて説明）。 

＊40 259～268で構成される（その１３では配管の耐震評価を申請する）。 

＊41 270～279で構成される（その１３では配管の耐震評価を申請する）。 

＊42 281～285で構成される（その１３では配管の耐震評価を申請する）。 

＊43 基準地震動 Ssにより上位クラス設備に影響を及ぼさないことを確認する。 

＊44 一般設備であり、要求される技術基準はない。 

＊45 その他試験研究用等原子炉の附属施設として設置時に認可を受けている。 

＊46 森林火災に対しては、屋外消火栓に期待しなくとも必要な安全機能は防護されるこ

とを評価にて示す。 

＊47 原子炉建家避雷針についてはその４、原子炉制御棟避雷針についてはその１３にて

申請する。 

＊48 JRR-3は航空機落下に対する考慮をする必要はない。 

＊49 上位波及影響評価については原子炉プール躯体の評価において、サブプール、詰替セ

ル躯体の重量を考慮し、原子炉プール躯体に影響を及ぼさないことを確認している。 

 





 

７．JRR-3の変更に係る設計及び工事の計画の分

割申請の理由に関する説明書 
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JRR-3 原子炉施設の適合性確認に係る設計及び工事の計画の認可申請については、設

計の範囲、工事の時期等を勘案して表１のとおり分割することとする。本申請では、「原

子炉制御棟避雷針の設置」、「中央制御室外原子炉停止盤の設置」、「中央制御室における

ばい煙対策設備の設置」、「原子炉プール水位警報設備の設置」、「使用済燃料プール水位

警報設備の設置」、「外部消火設備の設置」、「内部溢水影響評価」、「内部火災影響評価」、

「使用済燃料貯槽室の構造（外部事象影響）」、「燃料管理施設の構造（外部事象影響）」、

「使用済燃料貯蔵施設の構造（外部事象影響）」、「原子炉制御棟の構造（外部事象影響）」、

「排気筒の構造（外部事象影響）」、「原子炉建家の構造（外部事象影響）」、「実験利用棟の

構造（外部事象影響）」、「原子炉プール貫通部等の構造（耐震性）」、「１次冷却系設備の

構造（耐震性）」、「２次冷却系設備の構造（耐震性）」、「重水冷却設備の構造（耐震性）」、

「サイフォンブレーク弁の構造（耐震性）」、「原子炉プール溢流タンクの構造（耐震性）」、

「核計装案内管等の構造（耐震性）」、「制御棒等の構造（耐震性）」、「重水ダンプ弁の構造

（耐震性）」、「原子炉建家換気空調設備の構造（耐震性）」、「非常用排気設備の構造（耐震

性）」、「核燃料物質貯蔵設備の構造（耐震性）」、「照射設備の構造（耐震性）」、「クライオ

スタットの構造（耐震性）」、「炉室詰替セル等の構造（耐震性）」及び「原子炉建家の負

圧維持及び漏えい率に係る設計」について申請するものである。 
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施
設
区
分
 

申
請
対
象
 

分
割
申
請

回
数
 

今
回

の

申
請
 

備
考
 

設
工
認
申
請
 

設
置
許
可
申
請
 

イ
 
原
子
炉
本

体
 

ハ
 
原
子
炉
本
体
の
構
造
及
び

設
備
 

(1
)
炉
心
(i
)構

造
 

炉
心
等
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
１
 

申
請
済
 

既
設
 

(4
)
原
子
炉
容
器
(i
)構

造
 

原
子
炉
プ
ー
ル
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
１
 

申
請
済
 

既
設
 

原
子
炉
容
器
等
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ロ
 
核
燃
料
物

質
の
取
扱
施
設

及
び
貯
蔵
施
設
 

ロ
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
一
般
構
造
 

(1
)
耐
震
構
造
 

使
用
済
燃
料
貯
槽
室
の
耐
震
改
修
（
耐
震
性
）
 

そ
の
３
 

申
請
済
 

改
造
 

燃
料
管
理
施
設
の
耐
震
改
修
（
耐
震
性
）
 

そ
の
３
 

申
請
済
 

改
造
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
耐
震
設
計
（
耐
震
性
）
 

そ
の
２
 

申
請
済
 

既
設
 

(3
)
そ
の
他
の
主
要
な
構
造
 

使
用
済
燃
料
貯
槽
室
の
構
造
（
外
部
事
象
影
響
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

燃
料
管
理
施
設
の
構
造
（
外
部
事
象
影
響
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
構
造
（
外
部
事
象
影
響
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ニ
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
施
設

及
び
貯
蔵
施
設
の
構
造
及
び
設

備
 

(
2)
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備

の
構
造
 

核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ス
テ
ン
レ
ス
製
密
封
容
器
の
構
造
（
密
封
性
）
 

そ
の
１
０
 

申
請
済
 

既
設
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
等
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
１
 

申
請
済
 

既
設
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
警
報
設
備
の
設
置
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ハ
 
原
子
炉
冷

却
系
統
施
設
 

ロ
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
一
般
構
造
 

(1
)
耐
震
構
造
 

冷
却
塔
の
耐
震
改
修
（
耐
震
性
）
 

そ
の
６
 

申
請
済
 

改
造
 

ホ
 
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
の

構
造
及
び
設
備
 

(1
)
１
次
冷
却
設
備
 

(i
i)
主
要
な
機
器
の
構
造
 

１
次
冷
却
材
補
助
ポ
ン
プ
の
被
水
対
策
設
備
の
設
置
 

そ
の
７
 

申
請
済
 

追
加
 

(1
)
１
次
冷
却
設
備
 

１
次
冷
却
系
設
備
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(2
)
２
次
冷
却
設
備
 

２
次
冷
却
系
設
備
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(4
)
そ
の
他
の
主
要
な
事
項

(i
)
重
水
冷
却
設
備
 

重
水
冷
却
設
備
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

表
１

 
Ｊ
Ｒ
Ｒ
－
３
原
子
炉
施
設
設
工
認
申
請
対
象
の
施
設
区
分
と
項
目

※
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施
設
区
分
 

申
請
対
象
 

分
割
申
請

回
数
 

今
回

の

申
請
 

備
考
 

設
工
認
申
請
 

設
置
許
可
申
請
 

ハ
 
原
子
炉
冷

却
系
統
施
設
 

ホ
 
原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
の

構
造
及
び
設
備
 

(4
)
そ
の
他
の
主
要
な
事
項

(i
i)
冠
水
維
持
設
備
 

サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
ー
ク
弁
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

原
子
炉
プ
ー
ル
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
１
 

申
請
済
 

既
設
 

(4
)
そ
の
他
の
主
要
な
事
項
 

原
子
炉
プ
ー
ル
溢
流
タ
ン
ク
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ニ
 
計
測
制
御

系
統
施
設
 

ロ
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
一
般
構
造
 

(1
)
耐
震
構
造
 

原
子
炉
制
御
棟
の
耐
震
改
修
（
耐
震
性
）
 

そ
の
２
 

申
請
済
 

改
造
 

(3
)
そ
の
他
の
主
要
な
構
造
 

原
子
炉
制
御
棟
の
構
造
（
外
部
事
象
影
響
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

原
子
炉
制
御
棟
避
雷
針
の
設
置

 
そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

中
央
制
御
室
に
お
け
る
ば
い
煙
対
策
設
備
の
設
置
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ヘ
 
計
測
制
御
系
統
施
設
の
構

造
及
び
設
備
 

(
1)
計
装
 

原
子
炉
プ
ー
ル
水
位
警
報
設
備
の
設
置
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(2
)
安
全
保
護
回
路
 

ケ
ー
ブ
ル
の
分
離
設
備
の
設
置
（
建
家
貫
通
部
）
 

そ
の
１
０
 

申
請
済
 

追
加
 

核
計
装
案
内
管
等
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(3
)
制
御
設
備
 

制
御
棒
等
の
構
造
（
耐
震
性
）

 
そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

制
御
棒
駆
動
装
置
の
一
部
更
新

 
そ
の
８
 

申
請
済
 

改
造
 

(4
)
非
常
用
制
御
設
備
 

重
水
ダ
ン
プ
弁
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(
5)
そ
の
他
の
主
要
な
事
項
 

中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
盤
の
設
置
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ホ
 
放
射
性
廃

棄
物
の
廃
棄
施

設
 

ロ
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
一
般
構
造
 

(1
)
耐
震
構
造
 

排
気
筒
の
耐
震
改
修
（
耐
震
性
）
 

そ
の
３
 

申
請
済
 

改
造
 

(3
)
そ
の
他
の
主
要
な
構
造
 

排
気
筒
の
構
造
（
外
部
事
象
影
響
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

ト
 
放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施

設
の
構
造
及
び
設
備
 

(
2
)
液
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
 

廃
液
貯
槽
の
漏
え
い
検
知
器
の
設
置
 

そ
の
１
 

申
請
済
 

追
加
 

(
3
)
固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備

 
保
管
廃
棄
施
設
の
設
置
 

そ
の
１
０
 

申
請
済
 

既
設
 

ヘ
 
放
射
線
管

理
施
設
 

チ
 
放
射
線
管
理
施
設
の
構
造

及
び
設
備
 

(2
)
屋
外
管
理
用
の
主
要
な

設
備
の
種
類
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
等
の
情
報
伝
達
設
備
の
付
加
 

そ
の
１
 

申
請
済
 

追
加
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施
設
区
分
 

申
請
対
象
 

分
割
申
請

回
数
 

今
回

の

申
請
 

備
考
 

設
工
認
申
請
 

設
置
許
可
申
請
 

ト
 
原
子
炉
格

納
施
設
 

ロ
 
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施

設
の
一
般
構
造
 

(1
)
耐
震
構
造
 

原
子
炉
建
家
屋
根
の
耐
震
改
修
（
耐
震
性
）
 

そ
の
４
 

申
請
済
 

改
造
 

(3
)
そ
の
他
の
主
要
な
構
造
 

原
子
炉
建
家
の
構
造
（
外
部
事
象
影
響
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

リ
 
原
子
炉
格
納
施
設
の
構
造

及
び
設
備
 

(
2)
設
計
圧
力
及
び
設
計
温

度
並
び
に
漏
え
い
率

  

原
子
炉
建
家
の
負
圧
維
持
及
び
漏
え
い
率
に
係
る
設
計
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(3
)
そ
の
他
の
主
要
な
事
項

(i
)
原
子
炉
建
家
換
気
空
調

設
備
 

原
子
炉
建
家
換
気
空
調
設
備
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

(3
)
そ
の
他
の
主
要
な
事
項

(i
i)
非
常
用
排
気
設
備
 

非
常
用
排
気
設
備
の
構
造
（
耐
震
性
）
 

そ
の
１
３
 

〇
 

既
設
 

チ
 
そ
の
他
試

験
研
究
用
等
原

子
炉
施
設
の
附

属
施
設
 

ロ
 
試
験
研
究
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１ 

本品質マネジメント計画書において原子力施設検査室長とあるのは、「原子力科学研

究所原子炉施設保安規定」及び「原子力科学研究所核燃料物質使用施設等保安規定」

の変更認可が下り原子力施設検査室を設置するまでの間は、原子力施設検査準備室長

と読み替える。 

 

1. 目的 

本品質マネジメント計画書は、原子力科学研究所(以下「研究所」という。) の原子

炉施設及び核燃料物質使用施設等（以下「原子炉施設等」という。）における保安活動

に関して、「原子力科学研究所原子炉施設保安規定」及び「原子力科学研究所核燃料物

質使用施設等保安規定」（以下「保安規定」という。）並びに原子力施設の保安のため

の業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（令和 2年原子力規制委員会

規則第 2号）に基づき、原子炉施設等の安全の確保・維持・向上を図るための保安活

動に係る品質マネジメントシステムを構築し、実施し、評価確認し、継続的に改善す

ることを目的として定める。 

 

2. 適用範囲 

本品質マネジメント計画書の第 4章から第 8章までは、建設段階、運転段階及び廃

止段階の原子炉施設等において実施する保安活動に適用する。第 9章は、使用施設等

（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しないものに限る。）について適用する。 

 

3. 定義 

本品質マネジメント計画書における用語の定義は、次の事項を除き、原子力施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則及び原子力施設の

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈並びに JIS Q 

9000：2015品質マネジメントシステム－基本及び用語に従うものとする。 

(1) 本部 

機構の本部組織（以下「本部」という。）は、統括監査の職、安全・核セキュリ 

ティ統括部長、契約部長をいう。 

(2) 部長 

    保安管理部長、工務技術部長、放射線管理部長、バックエンド技術部長、研究

炉加速器技術部長、臨界ホット試験技術部長及び原子力施設検査室長をいう。 

 

4. 品質マネジメントシステム 

4.1 一般要求事項 

(1) 保安に係る各組織は、本品質マネジメント計画書に従い、保安活動に係る品

質マネジメントシステムを構築し、文書化し、実施し、維持するとともに、

その有効性を評価し、継続的に改善する。 

(2) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて品質マネジメントシステム
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を構築し、運用する。その際、次の事項を考慮する。 

a) 原子炉施設等、組織又は個別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度 

b) 原子炉施設等若しくは機器等の品質又は保安活動に関連する原子力の安全に 

影響を及ぼすおそれのあるもの及びこれらに関連する潜在的影響の大きさ 

c) 機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に 

 計画され、若しくは実行された場合に起こり得る影響 

(3) 保安に係る各組織は、原子炉施設等に適用される関係法令及び規制要求事項

を明確にし、品質マネジメントシステムに必要な文書に反映する。 

(4) 保安に係る各組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれ

らの組織への適用を明確にする。また、保安活動の各プロセスにおいて次の

事項を実施する。図 4.1に基本プロセスと各組織への適用に関する「品質マ

ネジメントシステム体系図」を示す。 

a) プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスにより達成される結果を明確    

にする。 

b) これらのプロセスの順序及び相互関係（組織内のプロセス間の相互関係を含  

む。）を明確にする。図 4.2に本品質マネジメント計画書の「品質マネジメ 

ントシステムプロセス関連図」を示す。 

c) これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが効果的であることを確実にす 

るために、必要な保安活動の状況を示す指標（該当する安全実績指標を含

む。以下「保安活動指標」という。）並びに判断基準及び方法を明確にす

る。（5.4.1、7.1、8.2.3、8.2.4参照） 

d) これらのプロセスの運用並びに監視及び測定に必要な資源及び情報が利用で 

きる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）。（8.2.3参照） 

e) これらのプロセスの運用状況を監視及び測定し、分析する。ただし、監視及 

び測定することが困難な場合は、この限りでない。 

f) これらのプロセスについて、「7.1業務の計画」どおりの結果を得るため、か 

つ、有効性を維持するために必要な処置（プロセスの変更を含む。）を行

う。 

   g) これらのプロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合のとれたもの  

にする。 

  h) 意思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には、原子力の安全が確保さ  

れるように適切に解決する。これにはセキュリティ対策と原子力の安全に係  

る対策とが互いに与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。

（7.2.2、7.5.2参照） 

i）健全な安全文化を育成し、維持するための取組を実施する。 

(5) 保安に係る各組織は、業務・原子炉施設等に係る要求事項への適合に影響を

与える保安活動のプロセスを外部委託する場合には、当該プロセスの管理の

方式及び程度を「7.4調達」に従って明確にし、管理する。 
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(6) 保安に係る各組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行

う。（6.参照） 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長  

及び課長は、品質マネジメントシステムに関する文書について、保安活動の重要   

度に応じて作成し、次の文書体系の下に管理する。また、表 4.2.1に原子炉施設 

等に係る品質マネジメントシステム文書を示す。 

(1) 品質方針及び品質目標 

(2) 一次文書 

本品質マネジメント計画書 

(3) 二次文書 

     この計画書が要求する手順及び組織が必要と判断した規則等の文書及び記 

     録 

(4) 三次文書 

組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、

二次文書以外に組織が必要と判断した指示書、図面等を含む文書及び記録 

 

 

 

4.2.2 品質マネジメント計画書 

理事長は、次の事項を含む本品質マネジメント計画書を策定し、必要に応じ見  

直し、維持する。 

a) 品質マネジメントシステムの適用範囲（適用組織を含む。） 

b) 保安活動の計画、実施、評価、改善に関する事項 

c) 品質マネジメントシステムのために作成した文書の参照情報 

d) 品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係 

文書体系図 

品質マネジメント計画書 

本部要領、研究所規則・要領、各部要領 

作業マニュアル、手順書、手引等 

記録 

一次文書 

二次文書 

三次文書 

記 録 
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4.2.3 文書管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及  

び課長は、品質マネジメントシステムで必要とされる文書を管理し、不適 

切な使用又は変更を防止する。ただし、記録となる文書は、「4.2.4記録の 

 管理」に規定する要求事項に従って管理する。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部の「文書及び記録管理要領」を定 

め、所長は、「原子力科学研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、 

各部の文書及び記録の管理要領を定め、次に掲げる業務に必要な管理の手 

順を規定する。 

a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書の妥当性をレビューし、承認す

る。 

b) 文書は定期的に改定の必要性についてレビューする。また、改定する場合  

は、文書作成時と同様の手続で承認する。 

c) 文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は、対象となる実施部門 

の要員を参加させる。 

d) 文書の変更内容の識別及び最新の改定版の識別を確実にする。 

e) 該当する文書の最新の改定版又は適切な版が、必要なときに、必要なとこ 

ろで使用可能な状態にあることを確実にする。 

f) 文書は、読みやすくかつ容易に識別可能な状態であることを確実にする。 

g) 品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定し 

た外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実に 

する。 

h) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的 

で保持する場合には、適切に識別し、管理する。 

     i) 文書の改定時等の必要な時に文書作成時に使用した根拠等が確認できる 

ようにする。 

4.2.4 記録の管理 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、統括監査の職、所長、部長及び  

課長は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用の 

証拠を示すために作成する記録の対象を明確にし、管理する。 

(2)  安全・核セキュリティ統括部長は、本部の｢文書及び記録管理要領｣を定め、 

所長は、｢原子力科学研究所文書及び記録の管理要領」を定め、部長は、各

部の文書及び記録の管理要領を定め、次に掲げる管理の手順を規定する。 

a) 記録の識別、保管、保護、検索の手順、保管期間及び廃棄に関する管理を 

行う。 

b) 記録は、読みやすく、容易に識別可能かつ検索可能とする。 
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5．経営者等の責任 

5.1 経営者の関与 

理事長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネ 

ジメントシステムの構築、実施及びその有効性を継続的に改善していることを実証 

するために、次の事項を行う。 

a) 品質方針を設定する。（5.3参照） 

b) 品質目標が設定されていることを確実にする。（5.4.1参照） 

c) 要員が、健全な安全文化を育成し、維持する取組に参画できる環境を整える。 

d) マネジメントレビューを実施する。（5.6参照） 

e) 資源が使用できることを確実にする。（6.参照） 

f) 関係法令・規制要求事項を遵守すること及び原子力の安全を確保することの重  

要性を、組織内に周知する。 

g) 保安活動に関して、担当する業務について理解し、遂行する責任を持つことを要 

員に認識させる。 

h) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、優先順位及び説明  

する責任を考慮して確実に行われるようにする。 

5.2 原子力の安全の重視 

理事長は、原子力の安全の確保を最優先に位置付け、組織の意思決定の際には、

業務・原子炉施設等に対する要求事項(7.2.1 及び 8.2.1 参照)に適合し、かつ、原

子力の安全がその他の事由によって損なわれないようにすることを確実にする。 

5.3 品質方針 

理事長は、次に掲げる事項を満たす「原子力安全に係る品質方針」を設定する。

これには、安全文化を育成し維持することに関するもの及び施設管理に関する方針

を含む。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切である。 

b) 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善  

に対して責任を持って関与することを含む。 

c) 品質目標の設定及びレビューのための枠組みを与える。 

d) 組織全体に伝達され、理解される。 

e) 品質マネジメントシステムの継続的な改善に責任を持って関与することを 

含む。 

5.4 計画 

5.4.1 品質目標 

(1) 理事長は、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、

部長及び課長に、毎年度、品質目標（業務・原子炉施設等に対する要求事項

を満たすために必要な目標（7.1（4）b）参照）を含む。）が設定されている

ことを確実にする。また、保安活動の重要度に応じて、品質目標を達成する

ための計画（7.1（4）参照）を作成するとき、次の事項を考慮させる。 

a) 実施事項 
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b) 必要な資源 

c）責任者の明確化 

d) 実施事項の完了時期 

e) 結果の評価方法 

(2) 品質目標は、その達成度が判定可能で、品質方針と整合がとれていることを  

確実にする。 

5.4.2 品質マネジメントシステムの計画 

(1) 理事長は、4.1項に規定する要求事項を満たすために、品質マネジメントシ  

ステムの構築と維持について、本品質マネジメント計画書を策定する。 

(2) 理事長は、プロセス、組織等の変更を含む品質マネジメントシステムの変更 

を計画し、実施する場合には、管理責任者を通じて、その変更が品質マネジ

メントシステムの全体の体系に対して矛盾なく、整合性が取れていることを

レビューすることにより確実にする。この場合において、保安活動の重要度

に応じて、次の事項を適切に考慮する。 

a) 変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力の安全への影響の 

程度及び必要な処置を含む。） 

b) 品質マネジメントシステムの有効性の維持 

c) 資源の利用可能性 

d) 責任及び権限の割当て 

5.5 責任、権限及びコミュニケーション 

5.5.1 責任及び権限 

理事長は、原子炉施設等の保安規定に定める保安管理体制に基づき、保安に係る

組織を図 5.5.1保安管理組織図に定め、各組織の責任と権限を次のとおり定め、各

組織を通じて全体に周知し、保安活動に関係する要員が理解することを確実にする。

また、保安活動に係る業務のプロセスに関する手順となる文書(4.2.1 参照)を定め

させ、保安に係る各組織の要員が自らの職務の範囲において、その保安活動の内容

について説明する責任を持って業務を遂行するようにする。 

(1) 理事長 

理事長は、原子炉施設等の保安に係る業務を総理する。 

(2) 統括監査の職 

統括監査の職は、原子炉施設等の品質マネジメント活動に関する内部監査に

係る業務を行う。 

(3) 管理責任者 

管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセス

を除く。）においては安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては原

子力科学研究所担当理事（以下「研究所担当理事」という。）とする。各管

理責任者は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを管理し、維持す

ること等を確実にする責任と権限を有する。（5.5.2参照） 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長 

安全・核セキュリティ統括部長は、原子炉施設等の本部における品質マネジ

メント活動に係る業務、それに関する本部としての総合調整、指導及び支援

の業務並びに中央安全審査・品質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 
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(5) 契約部長 

契約部長は、原子炉施設等の調達管理に関する本部契約に係る業務を行う。 

(6) 研究所担当理事 

研究所担当理事は、理事長を補佐し、原子炉施設等の保安に係る業務を統理

する。 

(7) 原子炉主任技術者 

原子炉主任技術者は、所掌する原子炉施設の運転に関する保安の監督を行う。 

(8) 所長 

所長は、原子炉施設等の保安に係る業務を統括する。 

(9) 核燃料取扱主務者 

核燃料取扱主務者は、所掌する使用施設等に関する保安の監督を行う。 

(10) 廃止措置施設保安主務者 

廃止措置施設保安主務者は、研究所における原子炉施設の廃止措置に関す

る保安の監督を行う。 

(11) 部長 

部長は、所掌する部署における品質保証活動を統括するとともに、推進する。 

(12) 課長 

課長は、所掌する課における品質保証活動を行う。 

(13) 中央安全審査・品質保証委員会 

中央安全審査・品質保証委員会は、理事長の諮問に応じ、品質保証活動の基

本事項等について審議し、答申する。 

(14) 原子炉施設等安全審査委員会 

原子炉施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、原子炉施設の安全

性の評価、設計内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(15) 使用施設等安全審査委員会 

使用施設等安全審査委員会は、所長からの諮問に応じ、使用施設等の安全性

の評価、設計内容等の妥当性を審議し、答申する。 

(16) 品質保証推進委員会 

品質保証推進委員会は、研究所における品質保証活動の基本的事項につい

て審議する。 

5.5.2 管理責任者 

(1) 管理責任者は、監査プロセスにおいては統括監査の職、本部（監査プロセス

を除く。）においては安全・核セキュリティ統括部長、研究所においては研究

所担当理事とする。 

(2) 管理責任者は、与えられている他の責任と関わりなく、それぞれの領域にお

いて次に示す責任及び権限をもつ。 

    a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実  

にする。 

    b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、 

理事長に報告する。 

    c) 組織全体にわたって、安全文化を育成し、維持することにより、原子力の安 

全を確保するための認識を高めることを確実にする。 

    d) 関係法令を遵守する。 
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5.5.3 管理者 

(1) 理事長は、5.5.1に定める管理者に、所掌する業務に関して、次に示す責任 

及び権限を与えることを確実にする。 

a) 業務のプロセスが確立され、実施されるとともに、有効性を継続的に改善す 

る。 

b) 業務に従事する要員の、業務・原子炉施設等に対する要求事項についての認  

識を高める。 

c) 成果を含む業務の実施状況について評価する（5.4.1及び 8.2.3参照）。 

d) 健全な安全文化を育成し、維持する取組を促進する。 

e) 関係法令を遵守する。 

(2) 管理者は、前項の責任及び権限の範囲において、原子力の安全のためのリー

ダーシップを発揮し、次に掲げる事項を確実に実施する。 

a) 品質目標（5.4.1参照）を設定し、その目標の達成状況を確認するため、業

務の実施状況を監視測定する。 

b) 要員が、原子力の安全に対する意識を向上し、かつ、原子力の安全への取組

を積極的に行えるようにする。 

c) 原子力の安全に係る意思決定の理由及びその内容を、関係する要員に確実 

に伝達する。 

d) 要員に、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を定着させるとともに、要員

が、積極的に原子炉施設等の保安に関する問題の報告を行えるようにする。 

e) 要員が、積極的に業務の改善への貢献を行えるようにする。 

(3) 管理者は、品質マネジメントシステムの有効性を評価し、新たに取り組むべ  

き改善の機会を捉えるため、年 1回以上（年度末及び必要に応じて）、自己評 

価（安全文化について強化すべき分野等に係るものを含む。）を実施する。 

5.5.4 内部コミュニケーション 

(1) 理事長は、組織内のコミュニケーションが適切に行われることを確実にする

ため、機構に中央安全審査・品質保証委員会を置くとともに、安全・核セキ

ュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、研究所担当理事、所長、部長

及び課長に必要な会議、連絡書等を利用して保安に係る情報交換を行わせる。

また、マネジメントレビューを通じて、原子炉施設等の品質マネジメントシ

ステムの有効性に関する情報交換が行われることを確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長は、「中央安全審査・品質保証委員会の運営に

ついて」を定め、所長は、「原子炉施設等安全審査委員会規則」、「使用施設等

安全審査委員会規則」及び「原子力科学研究所品質保証推進委員会規則」を

定め、保安活動及び品質マネジメント活動の円滑な運営及び推進を図る。 

(3) 部長は、部内の品質保証審査機関についての要領を定め、品質マネジメント   

活動の円滑な運営及び推進を図る。 

5.6 マネジメントレビュー 

5.6.1 一般 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ有

効であることを確実にするために、「マネジメントレビュー実施要領」に基づ
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き、年１回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施す

る。 

(2) このレビューでは、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価及び品質   

方針を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。 

5.6.2 マネジメントレビューへのインプット 

(1) マネジメントレビューへのインプットには次の情報を含むものとする。 

a) 内部監査の結果 

b) 組織の外部の者からの意見 

c) 保安活動に関するプロセスの成果を含む実施状況（品質目標の達成状況を 

含む。） 

d) 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査（以下「使用前事業者検 

査等」という。）並びに自主検査等の結果 

e) 安全文化を育成し、維持するための取組の実施状況（安全文化について強 

化すべき分野等に係る自己評価の結果を含む。） 

f) 関係法令の遵守状況 

g) 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況 

h) 前回までのマネジメントレビューの結果に対する処置状況のフォローアッ 

  プ 

i) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更 

j) 改善のための提案 

k) 資源の妥当性 

l) 保安活動の改善のために実施した処置の有効性 

(2) 所長は、各部長に指示して、所掌する業務に関して、前項に定める事項を提

出させ、その内容を整理した上で研究所の管理責任者に報告する。 

(3) 研究所の管理責任者は、前項の内容を確認・評価する。 

(4) 監査プロセスの管理責任者は、監査プロセスにおけるインプット情報を確 

認・評価する。 

(5) 本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者は、本部におけるインプット情報 

を確認・評価する。 

(6) 各管理責任者は、マネジメントレビューの会議を通して理事長にインプット 

情報を報告する。 

5.6.3 マネジメントレビューからのアウトプット 

(1) 理事長は、マネジメントレビューのアウトプットには、次の事項に関する決 

定及び処置を含め、管理責任者に必要な改善を指示する。 

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善 

b) 業務の計画及び実施に関連する保安活動の改善 

c) 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要 

な資源 

d) 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善 
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e) 関係法令の遵守に関する改善 

(2) マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理する（4.2.4参照）。 

(3) 管理責任者は、(1)項で改善の指示を受けた事項について必要な処置を行う。 

(4) 理事長は、本部（監査プロセスを除く。）の管理責任者を通じて、上記(1)の 

指示に対する処置状況を確認する。 

 

6．資源の運用管理 

6.1 資源の確保 

理事長、安全・核セキュリティ統括部長、契約部長、研究所担当理事、所長及び部

長は、保安活動に必要な次に掲げる資源を明確にし、それぞれの権限及び責任にお

いて確保する。 

(1) 人的資源（要員の力量） 

(2) インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系） 

(3) 作業環境 

(4) その他必要な資源 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、研究所

担当理事、所長、部長及び課長は、原子力の安全を確実なものにするために

必要とする要員を明確にし、保安に係る組織体制を確保する。 

(2) 保安に係る各組織の要員には、業務に必要な教育・訓練、技能及び経験を判

断の根拠として、力量のある者を充てる。 

(3) 外部へ業務を委託することで要員を確保する場合には、業務の範囲、必要な   

力量を明確にすることを確実にする。（7.1、7.4.2及び 7.5.2参照） 

6.2.2 力量、教育・訓練及び認識 

(1) 部長は、要員の力量を確保するために、教育・訓練に関する管理要領を定め、  

保安活動の重要度に応じて、次の事項を確実に実施する。 

a) 保安に係る業務に従事する要員に必要な力量を明確にする。 

b) 必要な力量を確保するための教育・訓練又はその他の処置を行う。 

c) 教育・訓練又はその他の処置の有効性を評価する。 

d) 要員が、品質目標の達成に向けて自らが行う業務のもつ意味と重要性の認 

識及び原子力の安全に自らどのように貢献しているかを認識することを確 

実にする。 

e) 要員の力量及び教育・訓練又はその他の処置についての記録を作成し、管理 

する（4.2.4参照）。 

(2) 理事長は、監査員の力量について、「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(3) 安全・核セキュリティ統括部長は、本部における原子力の安全に影響を及ぼ  

す業務のプロセスを明確にし、(1)項の a)から e)に準じた管理を行う。 

6.3 インフラストラクチャ 

部長及び課長は、インフラストラクチャ（個別業務に必要な施設、設備及びサービ  
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スの体系をいう。）を「7.1業務の計画」にて明確にし、これを維持管理する。 

6.4 作業環境 

部長及び課長は、保安のために業務に必要な作業環境を「7.1業務の計画」にて明 

確にし、運営管理する。なお、この作業環境には、作業場所の放射線量、温度、照 

度及び狭隘の程度など作業に影響を及ぼす可能性がある事項を含む。 

 

7．業務の計画及び実施 

7.1 業務の計画 

(1) 所長及び部長は、原子炉施設等ごとに運転管理、施設管理、核燃料物質の管理

等（保安規定に基づく保安活動）について業務に必要なプロセスの計画又は要

領（二次文書）を表 4.2.1のとおり策定する。 

(2) 部長及び課長は、業務に必要なプロセスの計画又は要領（二次文書）に基づき、  

個別業務に必要な計画（三次文書：マニュアル、手引、手順等）を作成して、 

業務を実施する。 

(3) 上記(1)､(2)の業務の計画は、品質マネジメントシステムのその他のプロセス  

の要求事項と整合性（業務の計画を変更する場合を含む。）を確保する。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務の計画の策定及び変更に当たっては、次の事項の  

うち該当するものについて個別業務への適用の程度とその内容を明確にする。 

a) 業務の計画の策定又は変更の目的及びそれによって起こり得る結果（原子力 

の安全への影響の程度及び必要な処置を含む。） 

b) 業務・原子炉施設等に対する品質目標及び要求事項 

c) 業務・原子炉施設等に特有なプロセス及び文書の確立の必要性、並びに資源の  

提供の必要性 

d) 業務・原子炉施設等のための使用前事業者検査等、検証、妥当性確認、監視及  

び測定並びにこれらの合否判定基準 

e) 業務・原子炉施設等のプロセス及びその結果が要求事項を満たしていること  

を実証するために必要な記録（4.2.4参照） 

(5) 業務の計画は、個別業務の運営方法に適した形式で分かりやすいものとする。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、契約部長は、本部において原子炉施設等の保  

安活動を支援するその他業務がある場合、該当する業務のプロセスを明確にし、  

上記(1)から(5)項に準じて業務の計画を策定し、管理する。 

7.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項に関するプロセス 

7.2.1 業務・原子炉施設等に対する要求事項の明確化 

所長、部長及び課長は、次の事項を「7.1業務の計画」において明確にする。 

a) 業務・原子炉施設等に関連する法令・規制要求事項 

b) 明示されてはいないが、業務・原子炉施設等に必要な要求事項 

c) 組織が必要と判断する追加要求事項（安全基準等） 

7.2.2 業務・原子炉施設等に対する要求事項のレビュー 



日本原子力研究開発機構 文書番号：ＱＳ－Ｐ１０ 

文書名  原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書 

制定日： 2017年 4月 1日 改訂日：2020年 4月 1日 改訂番号：06 

 

１２ 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項をレビューする。こ  

のレビューは、その要求事項を適用する前に実施する。 

(2) レビューでは、次の事項について確認する。 

a) 業務・原子炉施設等に対する要求事項が定められている。 

b) 業務・原子炉施設等に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場 

合には、それについて解決されている。 

c) 当該組織が、定められた要求事項を満たす能力をもっている。 

(3) このレビューの結果の記録及びそのレビューを受けてとられた処置の記録 

を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(4) 所長、部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項が変更された   

場合には、関連する文書を改定する。また、変更後の要求事項が関連する要 

員に理解されていることを確実にする。 

7.2.3 外部とのコミュニケーション 

所長、部長及び課長は、原子力の安全に関して、規制当局との面談、原子力規制  

検査等を通じて監督官庁並びに地元自治体との適切なコミュニケーションを図 

るため、効果的な方法を明確にし、これを実施する。 

7.3 設計・開発 

所長又は設計・開発を行う部長は、原子炉施設等の改造、更新等に関する設計・開 

発を適切に実施するため、設計・開発に関する管理要領を定め、次の事項を管理す 

る。 

7.3.1 設計・開発の計画 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設等の設計・開発の計画を策定 

し、管理する。この設計・開発には、設備、施設、ソフトウェア及び原子力   

の安全のために重要な手順書等に関する設計・開発を含む。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の計画において、次の事項を明確にする。 

a) 設計・開発の性質、期間及び複雑さの程度 

b) 設計・開発の各段階に適したレビュー、検証及び妥当性確認の方法並びに管 

理体制 

c) 設計・開発に関する部署及び要員の責任及び権限 

d) 設計開発に必要な内部及び外部の資源 

(3) 担当部長又は課長は、効果的なコミュニケーションと責任及び権限の明確な  

割当てを確実にするために、設計・開発に関与する関係者(他部署を含む。) 

間のインタフェースを運営管理する。 

(4) 担当部長又は課長は、設計・開発の進行に応じて、策定した計画を適切に変 

更する。 

7.3.2 設計・開発へのインプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、原子炉施設等の要求事項に関連するイン 
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プットを明確にし、記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。インプットには  

次の事項を含める。 

a) 機能及び性能に関する要求事項 

b) 適用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報 

    c) 適用される法令・規制要求事項 

d) 設計・開発に不可欠なその他の要求事項 

(2) 担当部長又は課長は、これらのインプットについて、その適切性をレビュー  

し承認する。要求事項は、漏れがなく、あいまいではなく、かつ、相反する 

ことがないようにする。 

7.3.3 設計・開発からのアウトプット 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプット（機器等 

の仕様等）は、設計・開発へのインプットと対比した検証を行うのに適した 

形式により管理する。また、次の段階に進める前に、承認をする。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発のアウトプット（機器等の仕様等）は、次 

の状態とする。 

a) 設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす。 

b) 調達、業務の実施及び原子炉施設等の使用に対して適切な情報を提供する。 

c) 関係する検査及び試験の合否判定基準を含むか、又はそれを参照している。 

d) 安全な使用及び適正な使用に不可欠な原子炉施設等の特性を明確にする。 

7.3.4 設計・開発のレビュー 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の適切な段階において、次の 

事項を目的として、計画されたとおり(7.3.1参照)に体系的なレビューを行 

う。 

a) 設計・開発の結果が、要求事項を満たせるかどうかを評価する。 

b) 問題を明確にし、必要な処置を提案する。 

(2) レビューへの参加者には、レビューの対象となっている設計・開発段階に関

連する部署を代表する者及び当該設計・開発に係る専門家を含める。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発のレビューの結果の記録及び必要な処置が    

あればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

7.3.5 設計・開発の検証 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発からのアウトプットが、設計・ 

開発へのインプットとして与えられている要求事項を満たしていることを

確実にするために、計画されたとおり(7.3.1参照)に検証を実施する。 

(2) 担当部長又は課長は、設計・開発の検証の結果の記録及び必要な処置があれ 

ばその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(3) 設計・開発の検証には、原設計者以外の者又はグループが実施する。 

(4) 設計・開発を外部委託した場合には、担当部長又は課長は、仕様書で与えて 

いる要求事項を満たしていることを確実にするために、仕様書と受注者が実 

施した設計・開発の結果（受注者から提出される承認図書類）とを対比して 
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検証を実施する。 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の結果として得られる原子炉 

施設等又は個別業務が、規定された性能、指定された用途又は意図された用   

途に係る要求事項を満たし得ることを確実にするために、計画した方法 

(7.3.1参照)に従って、設計・開発の妥当性確認を実施する。ただし、当該原 

子炉施設等の設置の後でなければ妥当性確認を行うことができない場合は、 

当該原子炉施設等の使用を開始する前に、設計・開発の妥当性確認を行う。 

(2) 担当部長又は課長は、実行可能な場合はいつでも、原子炉施設等を使用又は 

個別業務を実施するに当たり、あらかじめ、設計・開発の妥当性確認を完了 

する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の妥当性確認の結果の記録及び必要な処 

置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

7.3.7 設計・開発の変更管理 

(1) 工事等を担当する部長又は課長は、設計・開発の変更を行った場合は変更内 

容を識別するとともに、その記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(2) 担当部長又は課長は、変更に対して、レビュー、検証及び妥当性確認を適切 

に行い、その変更を実施する前に承認する。 

(3) 担当部長又は課長は、設計・開発の変更のレビューにおいて、その変更が、 

当該原子炉施設等を構成する要素（材料又は部品）及び関連する原子炉施設   

等に及ぼす影響の評価を行う。 

(4) 担当部長又は課長は、変更のレビュー、検証及び妥当性確認の結果の記録及 

び必要な処置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

7.4  調達 

所長は、調達する製品又は役務（以下「調達製品等」という。）の調達を着実にする 

ため、「原子力科学研究所調達管理要領」を定め、次の事項を管理する。また、契約 

部長は、供給先の評価・選定に関する要領を定め、本部契約に関する業務を実施す 

る。 

7.4.1 調達プロセス 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が規定された調達要求事項に適合することを確 

実にする。 

(2) 部長及び課長は、保安活動の重要度に応じて、供給者及び調達製品等に対す 

る管理の方式と程度を定める。これには、一般産業用工業品を調達する場合 

は、供給者等から必要な情報を入手し、当該一般産業用工業品が要求事項に  

適合していることを確認できるよう管理の方法及び程度を含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者が要求事項に従って調達製品等を供給する能力を判 

断の根拠として、技術的能力や品質管理体制等に関する情報を入手して供給 

者を評価し、選定する。また、供給者に関する情報の更新等により必要な場 
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合には再評価する。 

(4) 調達製品等の供給者の選定、評価及び再評価の基準は、「原子力科学研究所調 

達管理要領」及び本部の供給先の評価・選定に関する要領に定める。 

(5) 部長及び課長は、供給者の評価の結果の記録及び評価によって必要とされた 

処置があればその記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(6) 所長は、調達製品等の調達後における、維持又は運用に必要な保安に係る技 

術情報を取得するための方法及びそれらを他の原子炉施設等の事業者と共 

有する場合に必要な処置に関する方法を「原子力科学研究所調達管理要領」 

に定める。 

7.4.2 調達要求事項 

(1) 部長及び課長は、調達製品等に関する要求事項を仕様書にて明確にし、必要   

な場合には、次の事項のうち該当する事項を含める。 

a) 製品、業務の手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項 

b) 要員の力量（適格性を含む。）確認に関する要求事項 

c) 品質マネジメントシステムに関する要求事項 

d) 不適合の報告及び処理に関する要求事項 

e) 安全文化を育成し維持するための活動に関する必要な要求事項 

f) 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項 

g) その他調達物品等に関し必要な要求事項 

(2) 部長及び課長は、前項に加え、調達製品等の要求事項として、供給者の工場 

等において使用前事業者検査又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会 

の職員による当該工場等への立入りに関することを含める。 

(3) 部長及び課長は、供給者に調達製品等に関する情報を伝達する前に、規定し 

た調達要求事項が妥当であることを確実にする。 

(4) 部長及び課長は、調達製品等を受領する場合には、調達製品等の供給者に対 

し、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出させる。 

7.4.3 調達製品等の検証 

(1) 部長及び課長は、調達製品等が、規定した調達要求事項を満たしていること

を確実にするために、必要な検査又はその他の活動を仕様書に定めて、次の

事項のうち該当する方法で検証を実施する。 

a) 受入検査（記録確認を含む。） 

b) 立会検査（供給者先、現地） 

c) その他（書類審査、受注者監査） 

(2) 部長及び課長は、供給者先で検証を実施することにした場合には、その検証   

の要領及び調達製品等のリリース（出荷許可）の方法を調達要求事項(7.4.2 

参照)の中で明確にする。 

7.5 業務の実施 

部長及び課長は、業務の計画（7.1参照）に従って、次の事項を実施する。 

7.5.1 個別業務の管理 
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部長及び課長は、原子炉施設等の運転管理、施設管理、核燃料物質の管理等の保 

安活動について、個別業務の計画に従って業務を管理された状態で実施する。管 

理された状態には、次の事項のうち該当するものを含む。 

a) 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる。 

b) 必要な時に、作業手順が利用できる。 

c) 適切な設備を使用している。 

d) 監視機器及び測定機器が利用でき、使用している。 

e) 監視及び測定が実施されている(8.2.3参照)。 

f) 業務のリリース（次工程への引渡し）が規定どおりに実施されている。 

7.5.2 個別業務に関するプロセスの妥当性確認 

(1) 部長及び課長は、業務実施の過程で結果として生じるアウトプットが、それ   

以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、その業務の該当す 

るプロセスの妥当性確認を行う。これらのプロセスには、業務が実施されて 

からでしか不具合が顕在化しないようなプロセスが含まれる。 

(2) 部長及び課長は、妥当性確認によって、これらのプロセスが計画どおりの結 

果を出せることを実証する。 

(3) 部長及び課長は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、管 

理する(4.2.4参照)。 

(4) 部長及び課長は、これらのプロセスについて、次の事項のうち該当するもの 

を含んだ管理の方法を個別業務の計画の中で明確にする。 

a) プロセスのレビュー及び承認のための明確な基準 

b) 妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量の確認の方法 

c) 妥当性確認の方法（所定の方法及び手順を変更した場合の再確認を含む。） 

d) 記録に関する要求事項 

7.5.3 識別管理及びトレーサビリティ 

(1) 部長及び課長は、業務の計画及び実施の全過程において、監視及び測定の要   

求事項に関連して適切な手段で業務・原子炉施設等を識別し、管理する。 

(2) 部長及び課長は、トレーサビリティが要求事項となっている場合には、業務・  

原子炉施設等について固有の識別をし、その記録を管理する（4.2.4 参照）。 

7.5.4 組織外の所有物 

(1) 部長及び課長は、管理下にある組織外の所有物のうち原子力の安全に影響を 

及ぼす可能性のあるものについて、当該機器等に対する紛失、損傷等を防ぐ 

ためリスト化し、識別や保護など取扱いに注意を払い、紛失、損傷した場合 

は記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(2) 部長及び課長は、前項の組織外の所有物について、それが管理下にある間は、 

原子力の安全に影響を及ぼさないように適切に取り扱う。 

7.5.5 調達製品の保存 

部長及び課長は、調達製品の検収後、受入から据付、使用されるまでの間、調達  

製品を要求事項への適合を維持した状態のまま保存する。この保存には、識別表 
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示、取扱い、包装、保管及び保護を含める。なお、保存は、取替品、予備品にも 

適用する。 

7.6 監視機器及び測定機器の管理 

監視機器及び測定機器の管理を行う部長は、各部の監視機器及び測定機器の管理要 

領を定め、次の管理を行う。 

(1) 部長及び課長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項への適合性を実証す  

るために、実施すべき監視及び測定を個別業務の計画の中で明確にする。ま 

た、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にする。 

(2) 部長及び課長は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保できる方法で監 

視及び測定が実施できることを確実にする。 

(3) 部長及び課長は、測定値の正当性を保証しなければならない場合には、測定 

機器に関し、次の事項を満たすようにする。  

a) 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計 

量標準に照らして校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合に 

は、校正又は検証に用いた基準を記録し、管理する（4.2.4参照）。 

b) 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。 

c) 校正の状態が明確にできる識別をする。 

d) 測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。 

e) 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。 

(4) 部長及び課長は、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合

には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録する

（4.2.4参照）。また、その機器及び影響を受けた業務・原子炉施設等に対し

て、適切な処置を行う。 

(5) 部長及び課長は、監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録を作成 

し、管理する（4.2.4参照）。 

(6) 部長及び課長は、規定要求事項にかかわる監視及び測定にコンピュータソフ 

トウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアを組み込んだシス 

テムが意図した監視及び測定ができることを確認する。この確認は、最初に 

使用するのに先立って実施する。 

 

8. 評価及び改善 

8.1 一般 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課  

長は、次の事項のために必要となる監視測定、分析、評価及び改善のプロセス  

を「8.2監視及び測定」から「8.5改善」に従って計画し、実施する。なお、改 

善のプロセスには、関係する管理者等を含めて改善の必要性、方針、方法等に 

ついて検討するプロセスを含む。 

a) 業務に対する要求事項への適合を実証する。 
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b) 品質マネジメントシステムの適合性を確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。 

(2) 監視測定の結果は、必要な際に、要員が利用できるようにする。 

8.2 監視及び測定 

8.2.1 組織の外部の者の意見 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び

課長は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとし

て、原子力の安全を確保しているかどうかに関して組織の外部の者がどのよ

うに受けとめているかについての情報を外部コミュニケーション（7.2.3 参

照）により入手し、監視する。 

(2) この情報は、分析し、マネジメントレビュー等による改善のための情報に反   

映する。 

8.2.2 内部監査 

(1) 理事長は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否か 

を確認するため、毎年度１回以上、内部監査の対象業務に関与しない要員に

より、統括監査の職に内部監査を実施させる。 

a) 本品質マネジメント計画書の要求事項 

b) 実効性のある実施及び実効性の維持 

(2) 理事長は、内部監査の判定基準、監査対象、頻度、方法及び責任を定める。 

(3) 理事長は、内部監査の対象となり得る部門、個別業務、プロセス、その他の 

領域（以下「領域」という。）の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考 

慮して内部監査の対象を選定するとともに、内部監査に関する基本計画を策 

定し、実施させることにより、内部監査の実効性を維持する。また、統括監 

査の職は、前述の基本計画を受けて実施計画を策定し内部監査を行う。 

(4) 統括監査の職は、内部監査を行う要員（以下「内部監査員」という。）の選定 

及び内部監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。 

(5) 統括監査の職は、内部監査員に自らの個別業務又は管理下にある個別業務に 

関する内部監査をさせない。 

(6) 理事長は、監査に関する計画の作成及び実施並びに監査結果の報告並びに記 

録の作成及び管理について、その責任及び権限並びに監査に係る要求事項を   

「原子力安全監査実施要領」に定める。 

(7) 統括監査の職は、理事長に監査結果を報告し、内部監査の対象として選定さ 

れた領域に責任を有する管理者に内部監査結果を通知する。 

(8) 内部監査の対象として選定された領域に責任を有する管理者は、前項におい 

て不適合が発見された場合には、不適合を除去するための措置及び是正処置  

を遅滞なく講じるとともに、当該措置の検証を行い、それらの結果を統括監 

査の職に報告する。 

8.2.3 プロセスの監視及び測定 

(1) 理事長、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、

部長及び課長は、表 8.2.3を基本として、品質マネジメントシステムのプロ 
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セスの監視及び測定を行う。この監視及び測定の対象には機器等及び保安 

活動に係る不適合についての強化すべき分野等に関する情報を含める。ま 

た、監視及び測定の方法には、次の事項を含める。 

a) 監視及び測定の時期 

b) 監視及び測定の結果の分析及び評価の方法 

(2) これらの実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いる。 

(3) これらの方法は、プロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを  

実証するものとする。 

(4) 所長、部長及び課長は、プロセスの監視及び測定の状況について情報を共有  

し、その結果に応じて、保安活動の改善のために、必要な処置を行う。 

(5) 計画どおりの結果が達成できない又は達成できないおそれがある場合には、 

当該プロセスの問題を特定し、適切に、修正及び是正処置を行う。 

8.2.4 検査及び試験 

原子力施設検査室長は、「原子力科学研究所事業者検査の実施要領」を定め、自  

主検査及び試験を行う部長は、試験・検査の管理要領を定め、次の事項を管理す   

る。 

(1) 部長及び課長は、原子炉施設等の要求事項が満たされていることを検証する

ために、個別業務の計画(7.1 参照)に従って、適切な段階で使用前事業者検

査等又は自主検査等を実施する。 

(2) 検査及び試験の合否判定基準への適合の証拠となる使用前事業者検査等又

は自主検査等の結果に係る記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(3) 記録には、リリース（次工程への引渡し）を正式に許可した人を明記する。 

(4) 個別業務の計画で決めた検査及び試験が支障なく完了するまでは、当該機器 

等や原子炉施設等を運転、使用しない。ただし、当該の権限をもつ者が、個  

別業務の計画に定める手順により承認する場合は、この限りでない。 

(5) 原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の 

中立性及び信頼性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。ま   

た、自主検査及び試験を行う部長及び課長は、自主検査等の検査及び試験要 

員について、これを準用する。 

8.3 不適合管理 

安全・核セキュリティ統括部長、所長は、不適合の処理に関する管理の手順及びそ 

れに関する責任と権限を、本部は「不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領」 

に、研究所は｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領｣ 

に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課 

長は、業務・原子炉施設等に対する要求事項に適合しない状況が放置され、運

用されることを防ぐために、それらを識別し、管理することを確実にする。 

(2) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課 
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長は、次のいずれかの方法で不適合を処理する。 

a) 不適合を除去するための処置を行う。 

b) 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影   

響を評価し、当該業務や機器等の使用に関する権限をもつ者が、特別採用によ  

って、その使用、リリース(次工程への引渡し)又は合格と判定することを正式 

に許可する。 

c) 本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。 

d) 外部への引渡し後又は業務の実施後に不適合が検出された場合には、その不  

適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な処置をとる。 

(3) 不適合を除去するための処置を施した場合は、要求事項への適合性を実証する  

ための検証を行う。 

(4) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課

長は、不適合の性質の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置の

記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(5) 所長は、原子炉施設等の保安の向上を図る観点から、事故故障等を含む不適合

をその内容に応じて、｢原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然

防止処置要領｣に定める不適合の公開の基準に従い、情報の公開を行う。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長は、前項の情報の公開を受け、不適合に関する  

情報をホームページに公開する。 

8.4 データの分析及び評価 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び課  

長は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、

品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するため

に、表 8.4に示すデータを収集し、分析する。この中には、監視及び測定(8.2

参照)の結果から得られたデータ及びそれ以外の不適合管理（8.3参照）等の情

報源からのデータを含める。 

(2) 前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行い、次の事項に関連する改善  

のための情報を得る。 

a) 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析より得られる知見

(8.2.1参照) 

b) 業務・原子炉施設等に対する要求事項への適合性(8.2.3及び 8.2.4参照) 

c) 是正処置の機会を得ることを含む、プロセス及び原子炉施設等の特性及び傾  

向(8.2.3及び 8.2.4参照) 

d) 供給者の能力（7.4参照） 

(3) 部長及び課長は、データ分析の情報及びその結果を整理し、所長を通じて研究

所の管理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映する。また、

安全・核セキュリティ統括部長、契約部長及び統括監査の職は、それぞれの管

理責任者に報告するとともに、所掌する業務の改善に反映する。 

(4) 管理責任者は、報告のあった情報をマネジメントレビューへのインプット
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（5.6.2参照）に反映する。 

8.5 改善 

8.5.1 継続的改善 

理事長、管理責任者、安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、   

所長、部長及び課長は、品質方針、品質目標、監査結果、データの分析、是正処  

置、未然防止処置及びマネジメントレビューを通じて、品質マネジメントシステ 

ムの有効性を向上させるために継続的に改善する。 

8.5.2 是正処置等 

安全・核セキュリティ統括部長、所長は、不適合等の是正処置の手順（根本的な 

原因を究明するための分析に関する手順を含む。）に関して、本部は「不適合管 

理並びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所不適合管理 

及び是正処置並びに未然防止処置要領｣に定め、次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び  

課長は、検出された不適合及びその他の事象（以下「不適合等」という。）の 

再発防止のため、原子力の安全に及ぼす影響に応じて、不適合等の原因を除 

去する是正処置を行う。 

(2) 是正処置の必要性の評価及び実施について、次に掲げる手順により行う。 

a) 不適合等のレビュー及び分析 

b) 不適合等の原因（関連する要因を含む。）の特定 

c) 類似の不適合等の有無又は当該不適合等が発生する可能性の明確化 

d) 必要な処置の決定及び実施 

e) とった是正処置の有効性のレビュー 

(3) 必要に応じ、次の事項を考慮する。 

a) 計画において決定した保安活動の改善のために実施した処置の変更 

b) 品質マネジメントシステムの変更 

(4) 原子力の安全に及ぼす影響が大きい不適合に関しては、根本的な原因を究明  

するための分析の手順に従い、分析を実施する。 

(5) 全ての是正処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する（4.2.4参照）。 

(6) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び 

課長は、複数の不適合等の情報について、必要により類似する事象を抽出し、   

分析を行い、その結果から共通する原因が認められた場合、適切な処置を行 

う。 

8.5.3 未然防止処置 

安全・核セキュリティ統括部長、所長は、他の原子炉施設等から得られた知見を   

保安活動に反映するために未然防止処置の手順に関して、本部は「不適合管理並 

びに是正及び未然防止処置要領」に、研究所は｢原子力科学研究所不適合管理及び 

是正処置並びに未然防止処置要領｣及び「原子力科学研究所水平展開要領」に定め、 

次の事項を管理する。 

(1) 安全・核セキュリティ統括部長、統括監査の職、契約部長、所長、部長及び
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課長は、原子力施設及びその他の施設の運転経験等の知見（核燃料物質の使

用等に係る技術情報を含む。）を収集し、起こり得る不適合の重要性に応じて、

次に掲げる手順により、未然防止処置を行う。この活用には、得られた知見

や技術情報を他の原子炉施設等の事業者と共有することも含む。 

a) 起こり得る不適合及びその原因についての調査 

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価 

c) 必要な処置の決定及び実施 

d) とった未然防止処置の有効性のレビュー 

(2) 全ての未然防止処置及びその結果に係る記録を作成し、管理する(4.2.4参 

照)。 

 

9. 令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な

体制 

(1) 理事長は、所長、部長及び課長に、令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用しな

い使用施設等（非該当施設）の保安のための業務に係る品質管理に関して、次に

掲げる事項について実施させ、原子力の安全を確保することを確実にする。 

a) 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価する。 

b) 個別業務に関する実施及び評価の結果に係る記録を作成し、これを管理する。 

(2) 所長、部長及び課長は、前項の実施に当たり、原子力の安全を確保することの重

要性を認識し、個別業務に対する要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がその

他の事由により損なわれないようにすることを確実にする。 
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図 4.1 品質マネジメントシステム体系図 
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図 5.5.1 保安管理組織図 
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表 4.2.1 品質マネジメントシステム文書 

関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

4.2.3 

4.2.4 

文書管理 

記録の管

理 

文書及び記録管理要領 安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A01 

原子力科学研究所文書及び記録の管理

要領 

所長 (科)QAM-420 

保安管理部の文書及び記録の管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-420 

放射線管理部文書及び記録の管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-420 

工務技術部文書及び記録の管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-420 

研究炉加速器技術部文書及び記録の管

理要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-420 

臨界ホット試験技術部の文書及び記録

の管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-420 

バックエンド技術部文書及び記録の管

理要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-420 

原子力施設検査室文書及び記録の管理

要領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-420 

5.1 経営者の

関与 

安全文化の育成及び維持並びに関係法

令等の遵守活動に係る実施要領 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS–A09 

原子力科学研究所安全文化の育成及び

維持並びに関係法令等の遵守活動に係

る実施要領 

所長 (科)QAM-510 

5.4.1 品質目標 品質目標の設定管理要領 

 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A11 

原子力科学研究所品質目標管理要領 所長 (科)QAM-540 

5.5.4 内部コミ

ュニケー

ション 

中央安全審査・品質保証委員会の運営

について 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A04 

原子炉施設等安全審査委員会規則 所長 (科)QAM-550 

使用施設等安全審査委員会規則 所長 (科)QAM-551 

原子力科学研究所品質保証推進委員会

規則 

所長 (科)QAM-552 

5.6.1 マネジメ

ントレビ

ュー 

マネジメントレビュー実施要領 理事長 QS-P02 

6.2.2 力量、教 保安管理部教育・訓練管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-620 
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関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

育・訓練

及び認識 

放射線管理部教育・訓練管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-620 

工務技術部教育・訓練管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-620 

研究炉加速器技術部教育・訓練管理要

領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-620 

臨界ホット試験技術部の教育・訓練管

理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-620 

バックエンド技術部教育訓練管理要領 バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-620 

原子力施設検査室教育・訓練管理要領 原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-620 

教育訓練管理要領 安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A07 

7.1 業務の計

画 

原子力科学研究所放射線安全取扱手引 所長 (科)QAM-711 

原子力科学研究所核燃料物質等周辺監

視区域内運搬規則 

所長 (科)QAM-712 

原子力科学研究所事故対策規則 所長 (科)QAM-713 

原子力科学研究所事故故障及び災害発

生時の通報連絡に関する運用基準 

所長 (科)QAM-714 

原子力科学研究所保全有効性評価要領 所長 (科)QAM-715 

原子力科学研究所 PI設定評価要領 所長 (科)QAM-716 

保安管理部の業務の計画及び実施に関

する要領 

保安管理部長 (科保)QAM-710 

放射線管理部業務の計画及び実施に関

する要領 

放射線管理部長 (科放)QAM-710 

工務技術部の業務の計画及び実施に関

する要領 

工務技術部長 (科工)QAM-710 

研究炉加速器技術部業務の計画及び実

施に関する要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-710 

臨界ホット試験技術部の業務の計画及

び実施に関する要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-710 

バックエンド技術部業務の計画及び実

施に関する要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-710 

原子力施設検査室の業務の計画及び実

施に関する要領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-710 

業務の計画及び実施管理要領 安全・核セキュ QS-A12 
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関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

リティ統括部長 

7.3 設計・開

発 

保安管理部設計・開発管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-730 

放射線管理部設計・開発管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-730 

工務技術部設計・開発管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-730 

研究炉加速器技術部設計・開発管理要

領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-730 

臨界ホット試験技術部の設計・開発管

理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-730 

バックエンド技術部設計・開発管理要

領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-730 

7.4 調達 調達先の評価・選定管理要領 契約部長 QS-G01 

原子力科学研究所調達管理要領 所長 (科)QAM-740 

7.6 監視機器

及び測定

機器の管

理 

保安管理部監視機器及び測定機器の管

理要領 

保安管理部長 (科保)QAM-760 

放射線管理部監視機器及び測定機器の

管理要領（放射線管理施設編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-760 

放射線管理部監視機器及び測定機器の

管理要領（放射線測定機器管理編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-761 

放射線管理部監視機器及び測定機器の

管理要領（環境の放射線管理施設編） 

放射線管理部長 (科放)QAM-762 

工務技術部監視機器及び測定機器の管

理要領 

工務技術部長 (科工)QAM-760 

研究炉加速器技術部監視機器及び測定

機器の管理要領 

研究炉加速器技

術部長 

(科研)QAM-760 

臨界ホット試験技術部監視機器及び測

定機器の管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-760 

バックエンド技術部監視機器及び測定

機器の管理要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-760 

8.2.2 内部監査 原子力安全監査実施要領 理事長 QS-P03 

8.2.4 検査及び

試験 

原子力科学研究所事業者検査の実施要

領 

原子力施設検査

室長 

(科検)QAM-820 

保安管理部試験・検査の管理要領 保安管理部長 (科保)QAM-820 

放射線管理部試験・検査の管理要領 放射線管理部長 (科放)QAM-820 

工務技術部試験・検査の管理要領 工務技術部長 (科工)QAM-820 

研究炉加速器技術部試験・検査の管理 研究炉加速器技 (科研)QAM-820 



日本原子力研究開発機構 文書番号：ＱＳ－Ｐ１０ 

文書名  原子力科学研究所原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書 

制定日： 2017年 4月 1日 改訂日：2020年 4月 1日 改訂番号：06 

 

２９ 

関連

条項 

項目 文書名 承認者 文書番号 

要領 術部長 

臨界ホット試験技術部の試験・検査の

管理要領 

臨界ホット試験

技術部長 

(科臨)QAM-820 

バックエンド技術部試験・検査の管理

要領 

バックエンド技

術部長 

(科バ)QAM-820 

8.3 

8.5.2 

8.5.3 

不適合管

理 

是正処置

等 

未然防止

処置 

不適合管理並びに是正及び未然防止処

置要領 

安全・核セキュ

リティ統括部長 

QS-A03 

原子力科学研究所不適合管理及び是正

処置並びに未然防止処置要領 

所長 (科)QAM-830 

原子力科学研究所水平展開要領 所長 (科)QAM-850 
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表 8.2.3 品質マネジメントシステムのプロセスの実施状況評価 

監視・測定す

る 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 

計画されたプロセス

と結果 
監視項目 

評価方法と頻

度 

品質マネジメ

ントシステム 

理事長 品質方針、品質目標の

設定及び実施状況 

品質目標の達成

状況 

マネジメント

レビューの会

議 

年度末及び必

要に応じて 

所長 品質目標の設定及び

実施状況 

所長へ報告 

半期ごと 

部長 部長へ報告 

半期ごと 

課長 部長へ報告 

半期ごと 

業
務
の
計
画
及
び
実
施
の
プ
ロ
セ
ス 

廃止措置 施設管理者 年間管理計画の設定

と実施 

廃止措置に係る

保安の状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

運転管理 施設管理者 年間運転計画の設定

及び実施 

施設の運転状況 所長へ報告 

四半期ごと 

保守管理 施設管理者 施設管理実施計画の

設定及び実施 

保守管理の実施

状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

核燃料物

質の管理 

核燃料管理者 年間使用計画の設定

及び実施 

核燃料物質の管

理状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

放射性廃

棄物の管

理 

施設管理者 

高減容処理技術課長 

放射性廃棄物管理第

1課長 

放射性廃棄物管理第

2課長 

放射性廃棄物の引き

渡し、運搬、貯蔵、保

管、処理及び保管廃棄

の実施 

放射性固体廃棄

物の管理状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

放射線管

理 

気体廃棄物の管理者 

区域放射線管理担当

課長 

放射性気体廃棄物の

放出管理目標値又は

放出管理基準値に係

る放出管理の実施 

放射性気体廃棄

物の放出状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

液体廃棄物の管理者 

区域放射線管理担当

課長 

放射性液体廃棄物の

放出管理目標値又は

放出管理基準値に係

る放出管理の実施 

放射性液体廃棄

物の放出状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

課長 

線量管理課長 

放射線業務従事者の

線量限度の管理 

放射線業務従事

者の被ばく状況 

所長へ報告 

四半期ごと 

非常の場

合に講ず

べき措置 

課長 

 

危機管理課長 

訓練の計画の設定及

び実施 

訓練の実施状況 所長へ報告 

四半期ごと 

半期ごと 

改善のプロセ

ス 

理事長 品質マネジメントシ

ステムの適合性の確

保、有効性の改善 

品質マネジメン

ト活動の実施状

況 

原子力安全監

査 

毎年度１回以
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監視・測定す

る 

プロセス 

監視・測定の 

実施責任者 

計画されたプロセス

と結果 
監視項目 

評価方法と頻

度 

上、又は必要

に応じて 

不適合管理状況 マネジメント

レビューの会

議 

年度末及び必

要に応じて 

全ての管理者 自己評価の実施

状況 

管理責任者へ

報告 

年度末及び必

要に応じて 
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表 8.4 品質マネジメントシステムの分析データ 

データ 関連する文書 
8.4(2)と

の関連 

廃止措置に係

る保安の状況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b)  

 

施設の運転状

況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b)  

 

保守管理の実

施状況 

・保安管理部の業務の計画及び実施に関する要領 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b) 

(c) 

核燃料物質の

管理状況 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所核燃料物質等周辺監視区域内運搬規則 

(b) 

放射性固体廃

棄物の管理状

況 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

(b) 

放射性気体廃

棄物の放出状

況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

(b) 

放射性液体廃

棄物の放出状

況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・工務技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・研究炉加速器技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・臨界ホット試験技術部の業務の計画及び実施に関する要領 

・バックエンド技術部業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

(b) 

放射線業務従

事者の被ばく

状況 

・放射線管理部業務の計画及び実施に関する要領 

・原子力科学研究所放射線安全取扱手引 

(b)  
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データ 関連する文書 
8.4(2)と

の関連 

訓練の実施状

況 

・保安管理部教育・訓練管理要領 

・放射線管理部教育・訓練管理要領 

・工務技術部教育・訓練管理要領 

・研究炉加速器技術部教育・訓練管理要領 

・臨界ホット試験技術部の教育・訓練管理要領 

・バックエンド技術部教育訓練管理要領 

(b)  

(c)  

保安検査指摘

等事項 

・不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領 

(a)  

官庁検査、事

業者検査での

不適合 

・原子力科学研究所事業者検査の実施要領 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

不適合 ・不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領 

・原子力科学研究所不適合管理及び是正処置並びに未然防止処置要領 

(b)  

(c) 

(d) 

調達先の監査

実施状況 

調達先の評価・選定管理要領 

原子力科学研究所調達管理要領 

(d) 
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